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総 合 政 策 本 部 長 村 社 秀 継

総 務 部 長 渡 辺 義 人

地 域 生 活 部 長 丸 山 文 民

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 髙 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

会 計 管 理 者 甲 斐 景早文

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 植 木 英 範

財 政 課 長 和 田 雅 晴

教 育 委 員 長 江 藤 利 彦

教 育 長 高 山 耕 吉

公 安 委 員 長 田 代 知 代

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

人 事 委 員 長 黒 木 奉 武

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 馬 原 日出人

議 事 課 長 四 本 孝

政 策 調 査 課 長 富 永 博 章

議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 亀 澤 保 彦

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二
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◎ 開 会

○坂口博美議長 これより平成20年２月定例県

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員44名。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。

◎ 会議録署名議員指名

○坂口博美議長 会議録署名議員に、19番中野

明議員、29番満行潤一議員を指名いたしま

す。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○坂口博美議長 まず、今期定例会の会期日程

に係る議会運営委員長の審査結果報告を求めま

す。議会運営委員会、32番濵砂守委員長。

○濵砂 守議員〔登壇〕（拍手） 御報告をい

たします。

去る２月14日に、閉会中の議会運営委員会を

開き、本日招集されました平成20年２月定例県

議会の会期日程等について協議をいたしまし

た。

今期定例会に提案されます知事提出議案は、

当初予算案18件、補正予算案12件、条例16件、

予算、条例以外の議案が５件の合計51件となっ

ております。このほか１件の報告があります。

また、人事案件が追加提案される予定でありま

す。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において慎重に審査をいたしました結果、会期

については、本日から３月19日までの28日間と

することを決定いたしました。議事日程は、お

手元に配付されております日程表のとおり取り

進めることで確認いたしました。

今期定例会は、２月27日から３日間の日程で

代表質問、３月３日から３日間の日程で一般質

問を行います。代表質問については、質問人数

を６名とし、質問順序及び質問時間は、自由民

主党120分以内、社会民主党55分以内、愛みやざ

き50分以内、公明党45分以内、民主党45分以内

といたします。次に、一般質問については、質

問人数を13名以内とし、質問順序は26日の通告

締め切り後に行う抽せんにより決定いたしま

す。質問時間は１人30分以内といたします。以

上のとおり、質問について確認決定をいたした

ところでございます。質問内容については、後

刻配付されます質問時間割及び質問項目表によ

り御確認願います。

一般質問終了の後、議案・請願の所管常任委

員会への付託を行います。まず、３月６日から

７日までの間で各常任委員会を開催していただ

き、付託された議案のうち、補正予算及び補正

関連議案を審査の上、３月10日の本会議で各常

任委員長の審査結果報告を願います。その後、

３月11日から14日までの間で、同じく委員会に

おいて当初予算及び当初関連議案を審査の上、

最終日に議案・請願の審査結果報告を願いま

す。また、同じく最終日には、今年度設置して

おります４特別委員会の調査結果報告を願いま

す。

以上で当委員会の報告を終わります。議員各

位におかれましては、議会運営に特段の御協力

を賜りますように、お願いをいたします。以上

でございます。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○坂口博美議長 会期についてお諮りいたしま

平成20年２月21日(木)
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す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日より３月19日まで

の28日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

◎ 議案第１号から第51号まで上程

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第１号から第51号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○坂口博美議長 ここで知事に、今後の県政運

営についての所信及び議案の提案理由の説明を

求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成20年２

月定例県議会の開会に当たりまして、今後の県

政運営について私の所信の一端を申し述べます

とともに、平成20年度の予算案並びにその他の

議案について、その概要を御説明申し上げま

す。

私は、昨年１月の知事就任以来、一刻も早く

宮崎県政の再生を果たしたいとの一念で、県民

総力戦による新しい宮崎県づくりを目指して、

全力で取り組んでまいりました。

１年目の昨年は、どん底からのスタートであ

りました。振り返りますと、高病原性鳥インフ

ルエンザの相次ぐ発生や、たび重なる台風の来

襲、さらには不適正な事務処理問題など、さま

ざまな困難に直面してまいりました。私自身、

見るもの、聞くものが初めての中で戸惑いもあ

りましたが、がむしゃらに必死の思いで、ただ

ただ「宮崎をどげんかせんといかん」との思い

で、全力で走ってきたように思います。この

間、県議会や県民の皆様を初め、多くの方々の

温かい御理解と御協力をいただきましたことに

対し、心から感謝を申し上げたいと思います。

私は、宮崎のよさを全国に向けて発信し、ひ

いては宮崎県民に自信を持っていただきたいと

考え、「ピンチをチャンスに変える」という発

想で取り組んだ地鶏のトップセールスを皮切り

に、マンゴーや宮崎牛等の県産品のＰＲに努め

てまいりました。さらに、「無から有を生む」

という視点で県庁ツアーを始めたところ、来庁

者が33万人を超え、県産品の売り上げや宿泊者

数も増加するなど、宮崎の知名度は飛躍的に高

まり、多くの皆さんに宮崎のよさを実感してい

ただくことができたものと考えております。

今や、全国に「宮崎ブーム」が広がるまでに

至っております。知事として２年目を迎えたこ

としは、まさに宮崎の真価が問われる年であり

ます。私は、この１年を「ブームから定番へ」

をモットーに、本県がオンリーワンの存在感の

ある自治体となることを目指して、新しい宮崎

の創造に向けた取り組みをしっかりと推し進め

てまいりたいと考えております。

我が国は今、少子高齢化が進行する中、人口

減少社会を迎え、年金や医療、介護の問題を初

め、社会のあらゆる面で大きな変革期にありま

す。また、日本経済は全般的に回復基調を維持

していると言われておりますが、県民生活の中

でその実感は乏しく、大都市圏との地域間格差

や所得格差の拡大が指摘されております。

こうした中、本県は、産業振興、交通網の整

備、中山間地域対策や子育て・医療対策など、

平成20年２月21日(木)
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さまざまな課題を抱えております。特に中山間

地域においては、過疎化・高齢化の進展に伴っ

て、集落機能の低下、耕作放棄地の増大など厳

しい状況にあります。

地域間の格差問題は、都市と地方の対立の構

図でとらえられがちですが、むしろ「地方あっ

ての都市」「都市あっての地方」という「共

生」の考え方に立つことが重要であると、私は

考えております。

このような考えのもと、格差の解消に向け

て、「地方をどげんかせんといかん」と地方か

ら大きな声を上げていくとともに、本年を宮崎

再生への正念場の年と位置づけて、中山間地域

対策を初め、植栽未済地対策、子育て・医療対

策、建設産業対策といった喫緊の課題や、雇用

の促進、高速道路など交通網の整備、教育の充

実などに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。課題は山積しており、本県だけでは解決が

困難なものばかりでありますが、前例にとらわ

れない柔軟な発想で、スピード感を持って果敢

に挑戦してまいりたいと存じます。

昨年開催された「和牛のオリンピック」と言

われる全国和牛能力共進会で、宮崎牛が実力日

本一と評価されたように、本県はさまざまな分

野で大きな可能性を秘めています。高い潜在能

力を有しております。全国的に宮崎が注目され

る中、県勢をさらなる高みへと飛躍させるため

には、県民の皆様一人一人が、本県の潜在能力

に気づき、県づくりに積極的に参画することが

何よりも大事であります。

今、宮崎は大きなチャンスに直面していま

す。これからが宮崎の正念場です。この宮崎ブ

ームが一過性で終わることなく高どまりできる

ように、県民の皆様と一体となって、県民総力

戦で宮崎の未来を切り開いてまいりたいと存じ

ますので、県議会を初め、県民の皆様の御理解

と一層の御支援をお願い申し上げます。

次に、平成20年度の予算編成について申し上

げます。

私にとりまして初めての通年予算となる平

成20年度予算につきましては、「財政改革の着

実な実行」「新みやざき創造戦略に基づく重点

施策の推進」「県民目線による見直し・県民総

力戦による実行」を３つの基本方針として編成

を行ったところであります。

具体的には、「行財政改革大綱2007」の財政

改革プログラムを着実に実行することにより、

財源の捻出に努め、収支不足の圧縮等を図ると

ともに、本県が抱える政策課題に的確に対応す

るため、選択と集中の理念のもと、新みやざき

創造戦略に基づく施策のうち、「中山間地域・

植栽未済地対策」「子育て・医療対策」「建設

産業対策」を特に重点的に推進すべき施策とし

て取り組むこととしたところであります。

また、事業仕分け委員会を初め、県民フォー

ラムや県民ブレーン座談会などの機会を通じて

いただいた県民の皆様からの意見や評価等を参

考にしながら、すべての事業について県民目線

で見直し、事業の再構築を図るとともに、ボラ

ンティアやＮＰＯを初めとする民間との協働に

積極的に取り組むことといたしました。

この結果、平成20年度の当初予算案は、一般

会計5,590億8,600万円、特別会計75億4,625

万6,000円、公営企業会計420億4,170万9,000円

となり、一般会計につきましては、前年度の肉

づけ後の予算額と比較して、1.0％の減となった

ところであります。

なお、一般会計の歳入財源といたしまして

は、県税962億円、地方交付税1,859億4,300万

円、国庫支出金839億5,41 5万円、県債685

平成20年２月21日(木)
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億6,750万円、その他1,244億2,135万円を充当す

ることといたしております。

次に、平成20年度重点施策の概要及び主な新

規・重点事業について御説明申し上げます。

まず、３つの重点施策の概要についてであり

ます。

第１点目は、「中山間地域・植栽未済地対

策」であります。

本県の県土を大きく占める中山間地域は、人

口の減少や高齢化の進行等により、地域活力が

低下しており、維持・存続も危ぶまれる集落も

見られるなど、大きな課題が生じております。

中山間地域の衰退は、本県全体の衰退につな

がるものであり、中山間地域の活力再生を図る

ため、その実態を踏まえた短期的・中長期的施

策を総合的に展開していく必要があります。

このため、地域の課題を地域の人々が解決す

るコミュニティビジネスの創業や、行政と住民

が連携した地域再生計画の立案・推進など、中

山間地域の再活性化を図るための取り組みを重

点的・総合的に支援してまいります。

また、高品質で収益性の高い農業の定着によ

る地域活性化を図るため、県と市町村が拠出す

る基金により、山間集落での地域提案型の農業

活性化の取り組みに対し助成を行うことといた

しました。

植栽未済地対策としましては、木材価格の長

期低迷等により、現在、約2,000ヘクタールの植

栽未済地が存在するなど、国土の保全や水資源

の涵養等、森林の有する公益的機能の低下が懸

念されることから、現在ある植栽未済地を３年

でゼロにすることを目指すとともに、新たな植

栽未済地の発生を抑制するため、計画的な再造

林を推進するなど、健全で多様な森林の整備に

総合的に取り組んでまいります。

このほか、適正な伐採や植栽についての指導

・監視体制の強化、長伐期施業の普及・定着化

を図るほか、市町村が行う公益上重要な森林の

保全管理や県民等が取り組む森林づくり活動を

支援してまいります。

第２点目は、「子育て・医療対策」でありま

す。

子育て支援につきましては、安心して子供を

生み、育てられる社会づくりを一層強力に推進

するため、昨年７月に、私を本部長とする「宮

崎県子育て応援本部」を設置し、庁内体制の強

化と県民総力戦による機運の醸成に努めてきた

ところであり、今後、さらなる施策の充実を

図ってまいります。

まず、乳幼児医療費助成について、入院外の

助成対象年齢を、これまでの３歳未満から小学

校入学前まで拡大し、入院・入院外とも小学校

入学前までの乳幼児に対し助成を行うこととい

たしました。

また、社会全体で子育てを応援する機運づく

りや、地域のきずなや近所づき合い等を活用し

た持続的・自立的な子育て支援の仕組みづく

り、認可外保育施設の安全対策に取り組んでま

いります。

このほか、少子化の要因である未婚化・晩婚

化に対応するため、独身男女の出会いの機会づ

くりとなる取り組みを支援してまいります。

医療対策としましては、本県の人口当たりの

医師総数は全国平均を超えている状況にあるも

のの、県内での地域偏在や小児科など特定診療

科の医師不足が大きな課題となっていることか

ら、さらなる医師確保対策に努めてまいりま

す。

このため、医師派遣システムの運営や医師修

学資金の貸与、県内公立病院求人情報等の全国

平成20年２月21日(木)
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への発信、研修医の受け入れ強化など、関係機

関と一体となって、地域医療の現場を支える医

師の安定的な確保に取り組んでまいります。

さらに、県内の小児医療体制構築のため、小

児科専門医の育成確保や小児救急拠点病院の整

備を図るなど、「子ども医療圏プロジェクト」

を推進してまいります。

第３点目は、「建設産業対策」であります。

社会資本整備の担い手である建設産業は、災

害時の緊急対応などに大きな役割を果たすとと

もに、中山間地域等における地域経済と雇用を

支える重要な産業の一つであります。

しかしながら、近年の建設投資の大幅な減少

に加え、一般競争入札の導入など入札制度改革

により、建設業を取り巻く経営環境は大変厳し

い状況となっております。このため、技術と経

営にすぐれた建設業者が伸びていける環境づく

りなど、県内建設産業の健全な発展を図るた

め、総合的な対策を講じてまいります。

まず、経営相談や業者研修会を引き続き実施

するとともに、新分野進出に関するセミナーの

開催や経営革新プラン策定を支援するほか、新

分野での事業定着をより一層促進するため、初

期経費に対する補助限度額を引き上げることと

いたしました。

また、専門家で構成された支援チームによる

助言を行うとともに、中小企業融資制度に新た

に「建設産業等支援貸付」を創設し、建設業者

等の経営基盤強化や新分野進出を支援してまい

ります。

このほか、地域企業育成型の総合評価落札方

式を導入し、技術力や地域貢献度の高い地元の

業者が受注しやすい環境を整備することによ

り、地域の建設産業を育成してまいります。

最後に、これら３つの重点施策のほかに、平

成20年度に取り組むこととしている主な新規・

重点事業を御説明申し上げます。

まず、「新みやざき創造戦略」に基づく事業

であります。

「郷土の宝『宮崎人』づくり」戦略の関係で

は、本県中等教育の一層の充実向上を図るた

め、新たな中高一貫教育校の北諸県地区への設

置に向け、検討を行うことといたしました。

また、障がいのある子供の教育を推進するた

め、延岡地区の特別支援学校３校を統合し、延

岡西高校跡地に、複数の障がいに対応できる新

たな特別支援学校を設置するための基本構想を

策定することといたしました。

「成熟社会における豊かな暮らし」戦略の関

係では、障がい者の就労支援について、県内の

就労継続支援事業所等で働く障がい者の工賃水

準の向上を図るため、各事業所の工賃向上計画

策定を支援してまいります。

また、地域安全対策では、日向地区の治安維

持拠点施設として、災害に強く、県民が安心し

て利用できる警察署庁舎の効率的な整備に向

け、調査検討を行うことといたしました。

「『経済・交流』拡大」戦略の関係では、宮

崎が持つさまざまな魅力やブランド産品などを

効果的にアピールする戦略的なＰＲ施策を推進

してまいります。

また、企業誘致につきましては、知識、人脈

が豊富な民間企業経験者を企業誘致専門員とし

て県外に設置し、誘致活動の充実強化を図るこ

とといたしました。

その他の分野では、まず県民との協働を推進

するため、引き続き提案公募型のモデル事業等

を実施するとともに、市町村の協働事業導入へ

の取り組みを支援してまいります。

市町村合併関係では、財政状況が特に厳しい
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合併関係市町村を対象に、高金利地方債の繰り

上げ償還を支援する無利子の貸付金制度を創設

することといたしました。

福祉保健関係では、「自殺ゼロ」プロジェク

トとして、自殺防止のための行動計画の策定や

普及啓発活動、自殺未遂者や遺族への支援を

行ってまいります。

また、保健所等で引き取り、捕獲した犬・猫

のうち、譲渡可能なものを専用施設で一定期間

飼養するとともに、ＮＰＯ等と連携して譲渡の

推進と適正飼養の普及促進を図ってまいりま

す。

農業関係では、配合飼料価格の急激な高騰に

対応するため、耕畜連携による自給飼料のさら

なる確保やコスト低減対策に取り組むこととし

たほか、地球温暖化に対応した本県農水産業の

あり方を検討することといたしました。

次に、予算関係以外の議案について御説明申

し上げます。

議案第19号「宮崎県部等設置条例の一部を改

正する条例」は、県民起点の政策立案や県民協

働を推進し、質の高い県民生活の実現を図るた

め、県民政策部の設置等を行うための条例の改

正であります。

議案第20号「宮崎県行政機関設置条例の一部

を改正する条例」は、簡素で効率的な組織体制

の整備を図るため、県税・総務事務所及び福祉

こどもセンターの設置等を行うための条例の改

正であります。

議案第25号「宮崎県後期高齢者医療財政安定

化基金条例」は、平成20年４月から後期高齢者

医療制度が施行されることに伴い、高齢者の医

療の確保に関する法律の規定に基づき、県が設

置する宮崎県後期高齢者医療財政安定化基金の

運営等に関し、必要な事項を定めるための条例

の制定であります。

その他の議案につきましては、説明を省略さ

せていただきます。

次に、別冊にて同時提案しております平成19

年度補正予算案及びその他の議案について、そ

の概要を御説明申し上げます。

今回の補正予算案は、公共事業費等の国庫補

助の決定に伴うもの、その他必要とする経費に

ついて措置することといたしました。補正額

は、一般会計減額203億3,163万6,000円、特別会

計減額８億9,633万7,000円、公営企業会計19

億8,691万4,000円であります。この結果、平

成19年度の一般会計歳入歳出予算規模は5,479

億445万3,000円となり、これに要します一般会

計の歳入財源は、県税減額17億6,000万円、地方

交付税23億2,221万8,000円、国庫支出金減額101

億6,981万3,000円、繰入金減額70億2,467

万2,000円、県債減額34億2,731万3,000円、その

他減額２億7,205万6,000円であります。

次に、平成19年度予算の翌年度への繰り越し

についてでありますが、公共事業等について、

国庫補助決定が年度後半になったこと及び用地

買収に日時を要したことなどの事情から、歳入

歳出予算を翌年度に繰り越して執行するもので

あります。

次に、特別議案の概要について御説明申し上

げます。

議案第51号は、一般県道鰐塚山田野停車場

線17年発生道路災害復旧事業鰐塚山トンネル工

事の請負契約の変更について、「議会の議決に

付すべき契約に関する条例」の規定に基づき、

議会の議決に付するものであります。

その他の議案につきましては、説明を省略さ

せていただきます。

以上、今回提案しました議案の概要について
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御説明いたしました。よろしく御審議のほどお

願いいたします。〔降壇〕

○坂口博美議長 知事の説明は終わりました。

◎ 議長不信任動議追加上程

○坂口博美議長 次に、議長の手元に、権藤梅

義議員ほか２名から議長不信任の動議が提出さ

れ、所定の賛成者がありますので、動議は成立

したものと判断いたします。

お諮りいたします。

この際、議長に対する不信任の動議を日程に

追加し、直ちに議題とすることに賛否の採決を

行います。本動議を日程に追加し、議題とする

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本動議を日程に追加し、議題といたしま

す。

この場合、私の一身上に関する事件でありま

すので、議長席を副議長と交代いたします。

暫時休憩いたします。

〔坂口議長退席〕

午前10時57分休憩

午前10時58分開議

◎ 提案理由説明

○中村幸一副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

ここで、本件について提出者の説明を求めま

す。権藤梅義議員。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 動議の提出

に至った経緯を説明させていただきます。

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 県議会議員 権 藤 梅 義

井 上 紀代子

田 口 雄 二

動議の提出について

下記の動議を会議規則第18条の規定により提

出します。

記

宮崎県議会議長坂口博美君の不信任に関する

動議

（理 由）

今２月議会招集のため２月14日開会された議

会運営委員会において、自民党より「道路特定

財源確保に関わる緊急決議」を開会冒頭の本日

２月21日に議決したい旨の提起がありました。

これまで、「意見書」「決議文」において

は、冠を「宮崎県議会」とする以上、超党派の

賛同を得るための最善の努力をすべく、今日ま

で努めてきました。

今回は、７日前に、議事を協議する議会運営

委員会に提出されたものでありますから、日程

上の最低条件はクリアしているとしても、その

賛否については慎重にすべきものであります。

そこで、社民、愛みやざき、民主の３党会派

の幹事長は、議長に、開会初日の議決には無理

があるのではないかとの、正常化に向けての申

し入れを行ったところであります。

これらに対し、議長・副議長は何らかの調整

や自民党からの事情を聞くなど行動を起こした

のか。本来、議長・副議長は、円滑な議会運営

のため諸派の意見や提言をしんしゃくし、全体

の意見をまとめるべく努力すべきであります。

加えて、地方自治法や議会運営のあり方に照

らしても、議員の質問権は議会における最高の

権利でありますし、今議会では暫定税率に係る

質問を予定している議員もあると思いますが、

これが形骸化するおそれがあります。よって、
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意見書や決議の議会運営上のあり方は質問終了

後が適当と考えます。

本来からいけば、議決の協議は本日の開会か

らスタートするべきものでありまして、問答無

用の冒頭の議決と議事運営には賛同できませ

ん。また、文言の修正や調整を含めて全党会派

の意見を聞く時間を設定する等の創意工夫の余

地は十分にあるものと判断します。本来、議長

は議会運営の最高責任者であるものと考えます

し、議長にはその職権、つまり調整の機能が与

えられているものと考えます。よって、議長を

不信任とすることを提案するものであります。

〔降壇〕

◎ 質 疑

○中村幸一副議長 これより質疑に入ります。

質疑についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。

質疑はございませんか。坂元裕一議員。

○坂元裕一議員 提案理由の説明が理解できな

いのでありますが、地方自治法では、地方自治

法第104条で議長の権限、権能というのが記され

ておりますが、どの部分に抵触したのかです

ね。ということは、どういうことかというと、

私どもが議会の代表として代表権等を持つ議長

を選んでおるわけですから、その方の不信任案

が出るということは、本人の名誉はもとよりで

ありますが、議長に指名した私どもにとっても

大きな名誉にかかわることでありますから、そ

の地方自治法に背反する部分をひとつ御指摘願

いたいと思います。

○権藤梅義議員 先ほど提案理由で述べました

ように、私どもは地方自治法等に基づき、ある

いは議会運営の規則等に基づきまして、基本的

に宮崎県議会という冠をいただく以上は、議長

・副議長を中心にして、超党派の意見調整とい

うものをやってまいりました。このことは、議

長・副議長には職権としてあるんだと。例え

ば、先般行われました国会においても、衆参議

院議長のもとに日延べ法案なるものが引っ込め

られた、調整を受けたということがあるわけで

ありまして、私の申すところは、そういう意味

でございます。

○坂元裕一議員 御案内のとおりだと思います

が、議長職の権限は、地方自治法第104条、議場

の秩序保持権、議事整理権、議会の事務統理

権、議会の代表権というのがあるわけでありま

して、一方では、私どもが出した意見書案とい

うのは、地方自治法第99条で提出がちゃんと担

保されておる。あるいはまた、私ども県議会の

会議規則でも議案提出権というのが担保されて

おるわけなんです。議長が調整権を持っている

というのは国会法にもないと、私は思っていま

す。事ほどさように、議長が裏のほうでいろい

ろ調整しなきゃならないというのは、法的な取

り定めはないと思っていますが、もう一つそこ

をお聞かせください。

○権藤梅義議員 私は、地方自治法のどの部分

でどうということについては、今質問があった

部分ではですね……。私が申し上げたいのは、

現在まで、私が議員になって17年間ありますけ

れども、その間、調整ができなかったのは、農

産物の輸入自由化の決議と教育基本法の決議の

みであります。これは、宮崎県議会という名前

でも多数決を用いたというようなことで、それ

に次ぐ今回の提案ではないか、タイミングを含

めて。私はそういう意味から、議長の職権の中

には、慣例法としても議長は調整能力は持つと

いうふうに考えるところであります。以上で

す。
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○坂元裕一議員 議会は交渉団体制度で成り

立っております。ですから、各会派でいろんな

意見が食い違うというのは、よって立つ哲学が

違うわけですから、当然であるわけでありま

す。それをできれば最大公約数にまとめるとい

う努力は、今までやってきたというふうに思い

ますが、今回の道路特定財源を提出するに当

たっては、私どもも論議しました。しかし、去

年の４月前は全会一致だったんです。しかし今

回は、共産党さんがいらっしゃって、本会議で

全会一致になりませんでしたが、議会運営委員

会では、たしか去年の９月だったと思います

が、全会一致で議案を認めています。提出して

認めているんです。提出して認めている意見書

案を送付したということは、とりもなおさず議

会の意思決定なんですよ。議会の意思が決まっ

ているのに、あえてそういうことをしなきゃな

らないというふうには、多分、議長はお考えに

ならなかったんだろうと思いますが、やはりそ

こは何か食い違い、そごが出てきたのでしょう

か。

○権藤梅義議員 私どもは当初から、議長の調

整の問題については、異議を、３党会派で調整

してくださいよという申し入れはしました。そ

れから、最初の質問の、９月議会で賛成したで

はないかと。これは、私どもとしては確かに賛

成をいたしました。しかし、今回の議会では、

道路をつくる・つくらないという問題で反対を

しているわけではないのでありまして、文言等

の調整で、私どもが賛成に回れるかどうかは調

整してみないとわからないし、また、内容が、

決議文・意見書については、当然、調整期間を

含めた議事運営がなされるべきというふうに考

えておるところであります。以上です。

○坂元裕一議員 民主党さんとか自由民主党と

か共産党とか、いろんな政党があるわけです

ね。ですから、よって立つ政治哲学が違うとい

うことは、当然、政策も違うわけですよ。その

政策の違いを、この本会議場で県民の前でちょ

うちょうはっしをするのが、私どもの県民の代

表としての立場であり、かつまた政党に所属す

る政治家としての職務であるというふうに思い

ますが、それでもやはり、なれ合いで裏で調整

して、談合して表に出せということにこだわら

れるんですか。

○権藤梅義議員 それは、今発言された人の解

釈でありまして、私はそのことについて、一昨

年、知事逮捕のときに、裏談合という言葉をた

またま議長が使われておって、そういうのは使

うべきではないという主張もいたしました。私

どもが今日、議長に不満がある、副議長に不信

感があるということにつきましては、そういう

ものを踏まえて当然調整、そういうことについ

て、議会の円滑な運営のためにおられるお二方

でありますから、当然汗を流してほしいという

ことで、本日に至ることをねらいとしたもので

はないわけでありまして、そのことについては

誤解のないようにしていただきたいと思いま

す。以上です。

○中村幸一副議長 星原透議員。

○星原 透議員 権藤議員に質疑をさせていた

だきたいと思うのですが、今の提案理由を説明

する中で、超党派で慎重に賛否をしてほしいと

いう意見がありましたね。だけど、今回の道路

特定財源の確保と高速自動車道等の整備促進に

関する意見書ということで、民主党さんの田口

議員は、昨年の９月28日に賛成の立場で討論ま

でいただいているんです。私から見たら、この

道路特定財源の件は、今までに過去２回ぐら

い、お互いに賛成して、宮崎県議会として国に
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ちゃんと意見書として出している案件なんで

す。ですから、今、文言の調整とか、何がどう

とかという話もありましたけれども、そういう

ものよりも、過去に出して、この意見書はずっ

と継続で生きてきていると私は思うんですね。

ただ、ことしの３月末に、もう後ろがない、後

がないところで、どういうふうになっていく

か。我が宮崎県としては、ほかの県よりも、高

速道路においても国県道においても、整備率は

おくれているわけなんです。だから、そういう

ことをどうやって国に訴えて、何とか堅持して

ほしい、継続してほしいと。その意思を強く訴

えるために、きょう冒頭でやる。それしか宮崎

県議会としての意思を表明できない。そういう

強い意思で、我が会派はこの決議を出そうとい

うことでありまして、今まで皆さん方が反対で

ずっときている問題であれば、まだそれはいろ

いろ協議することも必要だったと思うんです

が、はっきり言って共産党さん以外は賛成して

くれるものと思って出した決議案であります。

それについての御意見をお伺いいたします。

○権藤梅義議員 冒頭の、田口議員の賛成した

じゃないかと。我々も賛成しました。この時点

での文言と、今の時点での私どもが出したい文

言とは違っております。「男子三日会わざれば

刮目して見よ」という言葉もありますが、事は

時々刻々と変わっております。私どもは今回、

反対討論も予定しておりますけれども、何も道

路建設反対ということは一言も言っておりませ

ん。地域の実情は、わかり過ぎるほどわかって

おります。田口議員が決議文の朗読をしたこと

もありますが、これは商工建設常任委員会の副

委員長としてさせていただきました。したがい

まして、私どもとしては、現時点と全然違うと

いうことであります。

以上ですが、逆に、坂元議員、星原議員に質

問をさせていただきます。先ほど、坂元議員の

発言の中で、自民党さんの案は提出されてしか

るべきだ、正当性があるんだと。私どもも正当

性は認めます。しかし、質問権の優先順位と決

議文・意見書の議決の順位、そういうものをど

う考えるか、こういうことではないかと思うの

ですが、御意見を伺いたいと思います。

○中村幸一副議長 権藤梅義議員に申し上げま

すが、権藤議員が発議者であります。それにつ

いて質疑をするわけですから、逆質疑というの

はいかがなものかと思いますので、答弁する必

要はないと……。進行いたします。

○星原 透議員 私は、今回の議長不信任を本

当に不信に思うものであります。これまでずっ

と賛成してきていた同じような道路特定財源

に、自民党のことで汗をかかなかったというこ

とで、そんなに簡単に―宮崎県議会の議長で

ありますよ。そういうものに不信任を突きつけ

るなどというのは、私は言語道断だと思うんで

すよ。これについてどういうふうに思われます

か。お答えいただきたいと思います。

○権藤梅義議員 動議の提出は、内容について

は制限されておりません。動議については、ル

ール上は発案者と賛同者１名ということであり

まして、私は何ら問題はないというふうに思っ

ております。それから、先ほどの理由の中で述

べましたように、決議文・意見書、そういった

ものよりも質問権が優先されるべきだと、質問

権は最高の議員あるいは議場での権利だ、こう

いうことを考えての判断であります。以上で

す。

○星原 透議員 いろいろありますが、14日

に、議運の場に一応我が会派としては持ち込み

ました。そこの中で、文言だけの修正であれ
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ば、文言だけを何とかという話だったら、我が

会派も何ら問題はなかったと思うんです。文言

だけだったら。ただ、皆さん方は、初日に出す

ことを云々という話で、私はこう聞いておりま

すので、それはまた話が違う。今、権藤さんが

言われた、前回まで出してきたことと文言が違

うということであれば、我が会派が出した文言

についておかしいところがあれば、それは修正

してもいいだろうと思います。ただ、初日に出

すことは―当然、後ろが３月末、そして、こ

れまで知事も一生懸命、全国に向けて発信して

いる流れの中でありますから、それはやっぱり

初日に出す意義があるということで譲れないの

であります。そういうことで、文言の部分であ

れば、それは別に可能だったと思います。

○権藤梅義議員 私は、これは言いますが、星

原さんのところには行きました。そうしたら、

今おっしゃったように、賛成するなら用意があ

るけれども、賛成しないならこのままいくとい

うことだったと思います。私は、これは質問あ

るいは協議をしてみないとわからない、おまけ

に、代表質問、一般質問を経ずして、そういう

ものは出てこないというふうに考えます。議会

の最高のルールは、やっぱり質問、議論、こう

いうところだということで解釈いたしておりま

す。

○中村幸一副議長 申し上げますが、こういう

ことを裏でお話をしたとか、そういったことに

ついては取り上げないで、ここで議論を……。

今、権藤議員がおっしゃったことについての質

疑でありますから、そのつもりで発言をお願い

します。

緒島雅晃議員。

○緒嶋雅晃議員 これは、いろいろ議論しても

平行線だと思うんですね。これで採決していた

だいたほうがすっきりするんじゃないかと。そ

して本当は、これは議案の意見書・決議につい

ての賛成か反対かなのに、こういうことで議長

に不信任案を出すこと自体、私はおかしいと思

うんです。整わなければ毎回、議長不信任を出

さないかんということになりますよ。こういう

ことをやっては、宮崎県の県議会の権威が失墜

することになります。逆に早く採決したほうが

宮崎県議会の権威を守ることになる、そう思い

ますので、採決をしてください。

○権藤梅義議員 最後にしますけれども、私は

今の発言は、宮崎県議会の名折れになるという

ような発言の中身かと思いますが、質問権を軽

んじた今回の決議文については、全国でこのこ

とが議論されていけば、逆にそのことが宮崎県

議会の名折れになるというふうに考えておりま

す。以上です。

○中村幸一副議長 以上で質疑は終わりまし

た。

ここでお諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一副議長 御異議ありませんので、そ

のように決定いたします。

◎ 議長不信任動議採決

○中村幸一副議長 これより採決に入ります。

議長坂口博美君に対する不信任の動議につい

て、賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一副議長 起立少数。よって、本件は

否決されました。

暫時休憩いたします。

平成20年２月21日(木)



- 15 -

〔坂口議長着席〕

午前11時19分休憩

午前11時20分開議

◎ 議員発議案送付の通知

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次に、お手元に配付のとおり、議員より議案

の送付を受けましたので、事務局長に朗読いた

させます。

〔事務局長朗読〕

平成20年２月21日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 県議会議員 井 本 英 雄

野 辺 修 光

横 田 照 夫

河 野 安 幸

西 村 賢

新 見 昌 安

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条の規定により提

出します。

記

議員発議案第１号

道路特定財源確保に関する緊急決議

◎ 議員発議案第１号追加上程

○坂口博美議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号を日程に追加し、議題とするこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本案を日

程に追加し、議題とすることに決定いたしまし

た。

◎ 提案理由説明

○坂口博美議長 ここで、提出者に提案理由の

説明を求めます。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） それでは、

発議者を代表して、「道路特定財源確保に関す

る緊急決議」の提案理由を説明させていただき

ます。決議案を朗読することによりまして、提

案理由説明とさせていただきます。

道路は、経済・社会活動や県民生活を支える

基礎的なインフラであり、最も優先的に整備さ

れるべき社会資本である。しかしながら、地方

の道路整備は、都市部に比較して大きく立ちお

くれている。

県民は、都市部に大きくおくれをとりながら

も、地方の道路整備が進むことを切に望み、こ

れまで長きにわたり道路特定財源を粛々と負担

してきたところである。県民の悲願である東九

州自動車道を初め、地域の連携交流を進める国

道、通学通勤などの生活に密着した県道、市町

村道など数多くの要望が我々にも届いており、

道路整備の促進のためには暫定税率を今後も維

持することが必要不可欠である。

そのような中、先月の23日に本県を初めとす

る全国の都道府県議会議員が集結し、「道路特

定財源堅持を求める都道府県議会議員総決起大

会」を開催し、道路特定財源の暫定税率維持に

関連する法案の年度内成立と同財源による「道

路の中期計画」の確実な実行を求める決議を行

い、国政に強く要望したところである。

仮に、今通常国会で提出されている、道路特

定財源の暫定税率延長などを盛り込んだ予算関

連法案が不成立となれば、必要な道路整備の遅

延や休止などが見込まれるだけでなく、県民生

活や経済活動へ多大な影響が出ることが懸念さ
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れる。

よって、本議会は、県民と一体となり、生活

を営んでいくための必要不可欠な「生命線」で

ある道路整備推進のため、道路特定財源の安定

的な確保を求め、次の事項について強く訴えて

いくことを決意する。

１ 道路特定財源諸税の暫定税率を延長するな

ど租税特別措置法等の改正手続を今年度内

に確実に成立させること。

２ 地域の生活に密着した道路整備が安定的に

実施されるよう、地方道路整備臨時交付金

制度を継続すること。

３ 県民が期待する道路整備を計画的かつ着実

に進めるため、受益者負担による合理的な

制度である道路特定財源の趣旨を踏まえ、

一般財源化することなく、道路整備に充て

ること。

以上でありますが、何とぞ議員諸賢の御賛同

をいただきますようお願い申し上げまして、提

案理由の説明とさせていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○坂口博美議長 提案者の説明は終わりまし

た。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、質疑及び委員会の付託を省略して直

ちに審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 討 論

○坂口博美議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕 民主党県議団を代

表し、議員発議案「道路特定財源確保に関する

緊急決議」に反対の立場から討論いたします。

道路が、活力ある地域社会の形成はもとよ

り、生活環境の向上など均衡ある地域の発展を

図る上で重要な社会資本であることに、異論は

ありません。まして、本県のように、道路交通

への依存度が極めて高いにもかかわらず、高速

道路を初め道路の整備が立ちおくれており、宮

崎県民が道路整備を「長年の悲願」と表現せざ

るを得ない実態を見るにつけ、自民党政権に怒

りを覚えます。

西九州と東九州の整備の格差は驚くほどで、

国が本来、責任を持って国策として完成させな

ければならないにもかかわらず、さらに言え

ば、つながっていればこそ道路としての効果も

発揮するのにもかかわらず、ぶつぶつと切れた

道路の姿をさらしたままです。

昨年９月定例県議会において、全会派一致に

よる「道路特定財源の確保と高速自動車国道等

の整備促進に関する意見書」において、その要

旨は「道路整備の具体的な姿を示した中期的な

計画が作成されることになっているが、この計

画の内容によっては、本県の道路整備に大きな

影響が及ぶことが懸念される。ついては、地方

の道路整備の重要性を深く認識され、真に必要

な道路整備が早急かつ着実に進められるよう強

く要望する」として国に提出しました。過去に

おいても、繰り返し繰り返し県民の悲願を、県

議会も共通の思いとして国への要望を提出して

きました。

道路特定財源制度が議員立法によってつくら

れて54年、２年間の時限措置だった暫定税率が
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適用されて34年、宮崎県民を初めとして国民

は、住みなれた地域がよくなることを信じて、

必死で働き、血税を払ってきました。

まさか道路特定財源として積み上げた国民の

血税が、国土交通省の職員宿舎、職員給料、レ

クリエーション費、横浜では民間駐車場が多く

あるのにつくられた駐車場、15分置きにある道

の駅、地域コミュニティセンター、似た施設が

隣にあるのにつくられた文化会館などなど、そ

して、昨年の特定財源の余り6,000億円に至って

は、とうとう使うところがなく、地下鉄に使わ

れています。

また、ゆっくりちょっとずつつくって、当初

計画と完了時の事業費が大幅にふえている事例

は、中部地方整備局が行った小田井山田共同溝

事業では、当初60億円の予定が完了時には202億

円、横浜市の環状２号線においては、当初309億

円の予定が完了時には1,033億円等々、これらの

例は数多くあり、もういいかげんにしてほしい

と叫びたくなります。いろいろな箇所の無駄遣

いを見るにつけ、財源は十分に確保されていた

ことは明らかなのに、車の保有台数も多く、ま

じめに税金を払い続けている宮崎県の道路は、

なぜかくもおくれているのか、自民党政権、国

土交通省道路局は、宮崎県と宮崎県民に対し十

分な説明をすべきです。

税金は本来、国民にとって、公平、透明、納

得いくものでなければなりません。自民党政権

は、道路特定財源を今後10年延長し、59兆円の

財源を確保する法案を提出しています。59兆円

についても、なぜ59兆円必要なのか、明確な根

拠は示されていないのは御存じのとおりです。

さきに述べました「道路の中期計画」により

ますと、過去１年間で11カ所しか整備してこな

かった「開かずの踏切」対策の整備を、この１

年間で140カ所整備すると書かれています。これ

だけではありません。渋滞対策では過去１年36

カ所だったものが、この１年で300カ所、交通事

故対策では262区間だったものが4,000区間、通

学路の歩道整備252キロだったものが2,500キ

ロ、踏切の安全対策においては、たったの13カ

所だったものをこの１年で190カ所整備すると

言っているのです。まさに実現不可能な数字が

羅列されており、ただ単に59兆円ありきで、そ

の道路予算を使い切るための計画と言えます。

また、その箇所がどこなのか、どこにするの

か、選定の基準は明らかではありません。

宮崎県議会において９月、真剣な議論の末提

出した意見書に対する国の回答は、財源確保あ

りきで、その使い道については明確な基準もな

く、宮崎県民の悲願にはこたえていません。高

速道路には道路特定財源は使われていませんか

ら、従来どおり通行料を財源としてゆっくりと

完成させられていくのでしょう。

民主党が参議院で国民の皆様から勝たせてい

ただいたことにより、税制について根幹から議

論することが可能となりました。民主党は平

成15年から、道路特定財源を一般財源化すると

ともに、税金を大幅に引き下げることをマニ

フェストで訴え、過去４回の選挙を戦ってきま

した。今回の議論は、十分に民意を踏まえての

議論だと言えます。

税金は、さきに述べましたように、公平、透

明、納得が納税者に対する国の責任です。道路

特定財源の使い道に関する議論は、道路特定財

源を自分たちのお金であるかのように所管して

きた国土交通省道路局内部でするのではなく、

国民が見ている国会の場で行われるべきです。

そうすれば、道路建設のプロセスがガラス張り

となり、国民が必要としない道路の建設をとめ
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ることができるようになります。いつまでも道

路特定財源を特別会計として国民の目に触れな

いようにするのではなく、一般財源化して国民

に明らかにすべきです。

真に県民の望む道路建設は、活力ある地域づ

くり、まちづくりが県民参加のもとに行われ、

道路が地域に根づくものでなければなりませ

ん。企業誘致の可能性は、道路だけではなく地

域の活気も大きな呼び水となるのです。

今期定例会提出の自民党の決議は、「これま

でと同じように黙って税金を払い続ければ、い

つかは、いつかは道路はできますよ」と、ただ

ただ道路特定財源の確保を県民に求め、その財

源の使い道については国土交通省道路局に任

せ、責任を放棄していると言わざるを得ませ

ん。この決議は、燃料費の高騰で生活にあえぐ

県民に、農民、漁民、運送業者等々、各産業を

支えている県民に増税を押しつけることとな

り、地域経済の活力低下を招くこととなりま

す。疲弊した地域経済への景気対策として有効

なのは、働く人たちの可処分所得の向上と、暫

定税率撤廃による個人消費を伸ばすこと以外に

ないのです。

この決議は、県議会各会派の総意を得ておら

ず、国会の状況からして、議会冒頭に決議する

緊急性は全くなく、今期定例会で行われる代表

質問、一般質問の質問権を軽視していると言わ

ざるを得ません。今回の道路特定財源の一般財

源化、暫定税率撤廃の論議が、陳情陳情、「道

路は政治」などと、これまでも煮え湯を飲まさ

れてきた中央集権政治、利権道路建設体質から

はきっぱりと脱却し、真の地方分権を確立し、

県民の民意をしっかりと受けとめた税制論議と

なることを切に望み、今回の「道路特定財源確

保に関する緊急決議」の反対討論とします。

〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） 知事におか

れましては、道路特定財源維持のために本当に

頑張っていただきました。本当にありがとうご

ざいます。テレビ、新聞等で見る限り、東奔西

走、お疲れじゃないのかなと心配しております

が、本当にありがとうございます。

それでは、議員発議案第１号に賛成の立場か

ら、自由民主党を代表して討論いたします。

道路特定財源の暫定税率等については、現

在、国会での審議が進められており、廃止を含

めたかんかんがくがくの議論がなされておりま

す。

そもそも「道路特定財源制度」は、昭和29年

に、道路整備を計画的に行うため、道路整備の

受益者である自動車利用者に課税し、その税収

を道路整備の財源として充当する目的税制度で

あります。

昭和48年には、立ちおくれた道路を緊急に整

備するため、道路特定財源諸税は本則税率を引

き上げ、揮発油税で２倍、自動車重量税で2.5倍

などの暫定税率とされているところであり、自

動車を使用するユーザーが道路の整備費を負担

するという理にかなった制度であります。

公共交通機関の発達していない本県において

は、車は生活していく上で必需品でありま

す。1 0 0人当たりの自動車保有台数を見て

も、75.9台と全国平均の59.1台よりはるかに高

く、九州では１位、全国でも９位と上位であ

り、県民は、世帯当たりの道路特定財源の税負

担を東京都区部の約2.8倍払っております。

こうして、道路整備は人口の集中している都

市部から進められてまいりました。そして、よ

うやく地方の整備が始まる段階となりました。

平成20年２月21日(木)
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ところが、既に道路はもう十分に整備されてい

るとか、道路整備は無駄な公共事業であるとい

う声が聞こえてまいりました。暫定税率を廃止

しようというのであります。しかし、本当にそ

うでしょうか。これは地方の実態を知らない人

たちの議論であります。

平成18年４月時点における本県の国県道整備

状況を見ますと、国道の整備率は78.6％であ

り、全国平均の90.8％に比べ大きな開きがあ

り、全国で44位であります。県道を合わせた整

備率も本県は63.8％と、全国平均の73.8％に及

びません。国県道すべて、九州の中では最下位

という惨たんたるものであります。また、県内

の高速道路の供用率は40％しかなく、これも九

州では最下位、全国でも43位であります。県民

の悲願でもある東九州自動車道が21％、九州横

断自動車道延岡線が４％の供用率であり、話に

もならないのであります。

ところで、皆さん、現在ある道路特定財源の

暫定税率が、もし万一廃止されることになれ

ば、本県において一体どんな事態が生じるか考

えたことがありますでしょうか。

本県の道路予算は、平成18年度決算ベース

で714億円となっております。そのうち暫定税率

等の分が141億円となっております。しかし、単

純にその141億円分がなくなるだけではないので

あります。暫定税率が廃止されますと、県の手

持ちのお金は、一般財源と道路特定財源の本則

税率分の合計278億円となります。ほかに歳入と

しては、国庫補助金と地方債で295億円があるよ

うに思いますが、御承知のとおり、これらを使

うには、別途自己資金、裏負担分が必要となっ

てまいります。

ところが、これまでの道路建設に使った借入

金の返済が267億円ありますので、手持ち金であ

るところの278億円は、ほとんど借金の返済でな

くなってしまうのであります。すなわち、自己

資金、裏負担分に充てる分が全くなくなるので

あります。つまり、国庫補助事業もできない、

起債もできないということになるのでありま

す。新しい道路の建設はもちろんのこと、今、

工事を進めている道路も全くできなくなるとい

うことであります。

それでも必要な道路をつくろうとする場合

は、ほかから持ってくるしかありません。福祉

や医療、そして教育など、県民生活全体に極め

て深刻な影響が生じてくることになるのであり

ます。今の制度を批判するなら、納得できる対

案を出していただきたいのであります。

地方に道路はまだまだ必要であります。何十

年とやってきた制度を、なぜ今になって廃止し

ようというのでしょうか。この税は目的税であ

ります。目的をきちんと果たして、廃止するな

り一般財源化するなりしていただきたいと思う

のであります。

我々の地域には、無尽とか頼母子講とかいっ

たものがあります。月に１回、10人くらいの人

が集まって、１人が１万円ずつ出し合います。

集まった10万円を今月はＡさん、来月はＢさん

と配ってまいります。ところが、８人目ぐらい

まで配ったところで、「もう大体配ったから、

この辺で無尽をやめましょう」、そういうこと

を言ったらどうなりますでしょうか。

本県議会におきましても、これまで何度も道

路特定財源の確保について、国に意見書を提出

してまいりました。このときには、皆さん賛成

であったはずであります。

議員各位におかれましては、ここに至って信

念を曲げることなく、趣旨を十分御理解の上、

御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上

平成20年２月21日(木)
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げ、賛成討論を終わりたいと思います。ありが

とうございました。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。「道路特定財源確保に関

する緊急決議案」に対し、反対の立場から討論

を行います。

道路が地域経済の活性化や県民生活を支える

重要なインフラとして整備される社会資本であ

ることは、言うまでもありません。我が党は、

特に交通アクセスが不十分な本県において、東

九州自動車道などの高規格道路の建設は必要で

あり、その財源確保は他の生活道路関連予算の

確保とともに優先されるべきものであるとの立

場に立ってまいりました。

しかし、これまで道路特定財源の仕組みに

よって、毎年、国、地方合わせて６兆円もの税

金が道路建設にだけ限定され、本来必要な福祉

や医療、介護、暮らしの予算は削減しながら、

この道路特定財源を使い切るための不要不急の

道路建設は膨れ上がってきました。こうした無

駄遣いの結果、膨大な財源がありながら、東九

州自動車道などの建設が後景に置かれてきたこ

とは否めません。

しかし、政府は、白紙にすると明言してい

た59兆円にも及ぶ道路中期計画を再び打ち出

し、際限のない大型道路建設をさらに推し進め

ようとしています。その中に、紀伊淡路連絡道

路や東京湾港道路など、６本もの長大橋の建設

などが含まれています。東京湾には既に東京湾

横断道路、アクアラインが開通していますが、

当初の想定交通量を大幅に下回る大赤字路線に

なっています。ところが、さらにもう１本、第

二東京湾横断道路を建設しようとしているのが

今回の道路中期計画です。まさに際限のない大

型プロジェクトへの大盤振る舞いであり、その

財源を保障するのが道路特定財源にほかなりま

せん。

こうした無駄な道路建設、公共事業を見直さ

ない限り、本当に必要な道路整備へ予算を回す

ことはできませんし、この道路特定財源で不必

要な道路をつくり続けることになります。不必

要な大型道路建設を温存しながら、その財源の

一部を東九州自動車道に振り向けさせようとい

うのでは、十分な財源確保は困難です。

また、本決議案では、暫定税率の延長をも求

めていますが、本来、地方自治体の財源基盤を

再建するには、地方交付税の財源保障・調整機

能を強化することこそ必要です。そして何よ

り、道路特定財源の一般財源化を図ることで財

源を住民本意に使うことができ、国の責任で、

本当に必要な道路整備へ予算を充当させること

が可能になってくると思います。

よって、本決議案に示された道路整備促進の

財源確保の必要性について理解できるものの、

道路特定財源に頼るというその根本的な手法に

おいて、賛意を表明することはできません。

以上、道路特定財源に関する問題点を述べ、

一般財源化してこそ、県民の暮らしにも道路整

備にも予算を有効に活用できることを強調し

て、討論を終わります。〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、松田勝則議員。

○松田勝則議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

を代表し、ただいま提案されております議員発

議案第１号「道路特定財源確保に関する緊急決

議」に対し、賛成の立場から討論を行います。

この問題が、国民的関心をもって国会での最

大の争点になっていることは論をまちません。

民主党が主張する道路特定財源の一般財源化並

びに暫定税率の廃止については、県民所得が220
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万円という全国的にも下位に低迷する大変厳し

い経済状況にある宮崎の中におきまして、「高

騰するガソリンの値段を下げてほしい」との声

が多くの県民から上がっているのも事実であり

ます。

しかしながら、一方では、この制度の廃止に

よって、道路建設の進捗が著しくおくれること

などを考慮いたしますと、高速道路や主要地方

道路の整備率が低い本県、特に高速道の開通を

一日千秋の思いで待って待って、待ちわびてい

る県北・県南におきましては、現段階での暫定

税率維持及び特定財源確保はもっともだと考え

ております。

私ども愛みやざきは、宮崎県議会がこのよう

な決議を行うことは当然だとしても、反対意見

が存在するのも事実でありますので、反論しに

くい雰囲気をつくることは厳に慎まなくてはな

らない、自由闊達な討論の場をいつでも設けて

おくべきだとも考えております。そして、知事

や執行部におかれましても、行政の中立性には

十分配慮すべきだとも考えております。また、

道路特定財源の使途などにつきましても、透明

化やルール化を図るべきであるとも考えており

ます。

以上をもちまして、賛成討論を終わります。

（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第１号採決

○坂口博美議長 これより採決に入ります。

議員発議案第１号については、原案のとおり

可決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす22日から26日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、27日午前10時開会、代表質問

であります。

本日はこれにて散会いたします。

午前11時50分散会
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平 成 2 0 年 ２ 月 2 7 日 ( 水 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
3番 川 添 博 （無所属の会）

5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 河 野 安 幸 （自由民主党）

8番 山 下 博 三 （ 同 ）

9番 黒 木 正 一 （ 同 ）

10番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 原 正 三 （ 同 ）

32番 濵 砂 守 （ 同 ）

33番 水 間 篤 典 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 井 本 英 雄 （ 同 ）

47番 星 原 透 （ 同 ）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 中 村 幸 一 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

総 合 政 策 本 部 長 村 社 秀 継

総 務 部 長 渡 辺 義 人

地 域 生 活 部 長 丸 山 文 民

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 髙 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

会 計 管 理 者 甲 斐 景早文

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 植 木 英 範

財 政 課 長 和 田 雅 晴

教 育 委 員 長 江 藤 利 彦

教 育 長 高 山 耕 吉

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 大 野 俊 郎

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 馬 原 日出人

議 事 課 長 四 本 孝
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議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 亀 澤 保 彦

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二
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◎ 代表質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員44名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、47番星原透議員。

○星原 透議員〔登壇〕(拍手） きょうから代

表質問、一般質問が始まるわけですが、先発登

板となりました、自由民主党会長の星原透でご

ざいます。自由民主党を代表いたしまして質問

をいたします。

「宮崎をどげんかせんといかん」というス

ローガンで東国原知事が誕生し、宮崎県が全国

から注目と話題を集めた１年間でありました。

今後は、このブームを一過性のものに終わらせ

ることなく、県民すべての利益となるように、

県経済全体の浮揚、いわゆる県民益の向上、つ

まり県民所得などの底上げを図っていく必要が

あると考えます。

ところで、県民は、具体的な数字を掲げたマ

ニフェストに共感し、東国原知事に県政運営を

任せたわけであります。知事は、115万県民の生

命と財産を守るべきトップリーダーでありま

す。その責務は限りなく大きく、県民は、その

行政手腕と庶民的感覚に期待をしております。

これまで、マニフェストで実現したもの、まだ

手つかずのものもありますが、今後、どのよう

に具現化し、約束である目標値をクリアしてい

かれるのか、真価の問われる１年になると考え

ます。そこで、東国原県政の１年を振り返りな

がら、県政の現況を検証しつつ、今後の県政の

かじ取りと取り組み姿勢などについて、通告に

従い順次質問をいたします。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

本格的な人口減少社会の到来、少子高齢化に

伴う社会保障費の増大、原油価格の高騰、サブ

プライムローン問題など社会経済情勢が大きく

変化している中で、本県の経済は依然として厳

しい状況であります。そのような中、知事は本

議会冒頭に、「一刻も早く宮崎県政の再生を果

たしたいとの一念で、県民総力戦による新しい

宮崎県づくりを目指して全力で取り組んでまい

りました」と述べられました。「県民総力戦」

という言葉は、大変響きのよい言葉であります

が、「具体的に何をやればよいのか」という、

ちまたの声があることも事実であります。本県

のトップリーダーである知事として、宮崎県の

将来像をどのように描いて、具体的にどう展開

していかれるのか、県が目指す方向、進むべき

姿を、県民にわかりやすく示す必要があると思

います。そこで、知事就任後、丸１年を経過し

ての感想、「どげんかせんといかん」でどげん

かなったのか。何がよくなって、何の努力が足

りなかったのかなど、率直な感想と、今後どの

ように県政運営に取り組んでいかれるのかお伺

いします。

また、知事は就任当初、「マニフェストの検

証については、目標の達成状況をかんがみなが

ら、毎年度その進捗状況に応じて、評価と検証

を行い、それを県民の皆様に広く公開していき

たいと考えている」と述べられております。マ

ニフェストの検証についてはどのように考えて

おられるのか、知事にお伺いをいたします。

次に、平成20年度当初予算編成についてであ
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ります。

平成20年度の一般会計予算規模は5,5 9 0

億8,000万円余、昨年度に比較して1.0％減で、

７年連続のマイナス予算であります。予算編成

に当たっては、平成19年度から始まった第２期

の新たな財政改革推進計画を策定され、財政基

盤が脆弱であることからも大変苦労されたと思

います。財政が硬直化している中で、限られた

予算をどのように活用していかれるのか、腕の

見せどころではなかったのかと考えておりま

す。今回、平成20年度の予算編成は、東国原県

政にとって初の通年予算であり、知事にとって

は、正念場となる２年目の大仕事でもありま

す。提案理由説明の中で言われました、予算編

成の基本方針である「財政改革の着実な実行」

「「新みやざき創造戦略」に基づく重点施策の

推進」「県民目線による見直し・県民総力戦に

よる実行」を基本方針として検討し、「オン

リーワンの宮崎を目指して～宮崎再生推進予

算」として編成されたようでありますが、どの

ような感想を持っておられるのか、知事にお伺

いをいたします。

ところで、昨年２月議会の知事答弁で、「人

件費の総額100億円程度の削減及び投資的経費

の100億円程度の抑制とともに、事業の棚卸し、

見直しを行いながら、任期中のできるだけ早い

時期に、単年度予算ベースで350億円の歳出見直

しをする」と言われておりますが、結果とし

て、実質的、本格的な予算編成となる平成20年

度当初予算上はどのようになっているのか、知

事にお伺いをいたします。

さらに、本県が抱える政策課題に的確に対応

するため、選択と集中の理念のもと、「新みや

ざき創造戦略」に基づく施策のうち、中山間地

域・植栽未済地対策、子育て・医療対策、建設

産業対策を、特に重点的に推進すべき施策、い

わゆる平成20年度重点施策として措置されたと

いうことであります。そこで、各部のメーン、

柱となる事業の目的と、その事業を行うことに

よってどのような成果と効果が県民生活にあら

われてくるのか、総合政策本部長、総務部長、

地域生活部長、福祉保健部長、環境森林部長、

商工観光労働部長、農政水産部長、県土整備部

長にお伺いをいたします。

次に、行財政改革の取り組み状況及び今後の

財政運営の見通しについてであります。

御案内のとおり、本県の歳入の４割近くが地

方交付税等で賄われており、脆弱な財政基盤の

状況であります。県では、平成15年12月に策定

された宮崎県財政改革推進計画に基づき、３年

間にわたって緊急財政改革に取り組んでこられ

ましたが、計画策定後、三位一体改革により、

地方交付税などの大幅な削減や社会保障関係費

の増大、台風災害による財政支出などがあり、

財政状況は一段と厳しさを増してまいりまし

た。このため、平成19年３月、新たな財政改革

推進計画を策定され、また同年６月に、新たな

財政改革プログラムとして盛り込まれた「宮崎

県行財政改革大綱2007」を策定されたところで

あります。財政面で言いますと、短期的には、

財政再建団体への転落を回避するため、多額の

収支不足を圧縮する対策を集中的に実施され、

中長期的には、将来世代への負担軽減のために

県債残高を減少に転じさせるとともに、持続的

に健全性が担保される財政構造への転換に向け

た取り組みを推進されるとのことでありまし

た。

ところで、人件費の削減や投資的経費の縮減

・重点化、事務事業の徹底した見直しなどの財

政改革を講じられたにもかかわらず、平成20年
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度予算は、前年度に比べると30億円多い286億円

もの収入不足が生じることとなり、この収入不

足を基金の取り崩しで補充した結果、平成20年

度末の基金残高は、213億円という低い水準とな

る見込みであります。これからも収支不足が生

じるとすれば、財源の不均衡を調整する機能を

果たすべき基金は、来年度には枯渇するという

ことになります。そこで、平成20年度当初予算

案において大綱で示された財政構造改革がどの

程度進展しているのか、知事にお伺いします。

今後とも、本県財政はますます厳しさの度合

いを増していくことが予想されますが、私は、

本県の経済を活性化していくためには、前向き

に萎縮することなく、県勢の発展につながる施

策に積極的に取り組むことが必要であると考え

ております。今後の財政運営の見通しをどのよ

うに考えておられるのか、知事にお伺いしま

す。

次に、平成20年度重点施策についてお伺いし

ます。

まず初めに、子育て支援対策についてであり

ます。平成18年の本県の合計特殊出生率は1.55

と、沖縄県に次いで全国２位でありますが、依

然として少子化の進行は深刻な状況であり、私

の住んでいる地域でも、子供のいない集落が発

生するようになりました。そのような中、県で

は、平成17年に策定された「次世代育成支援宮

崎県行動計画」や「新みやざき創造計画」にお

いて、重点的に推進すべき戦略の一つとして、

子育て支援体制の充実を掲げられております。

子育て支援・少子化対策については、男女の出

会い、結婚、出産、育児という一連の中で、そ

れぞれの支援策を考える必要があり、また、実

際何に困っているのか、どうしてほしいのかな

ど現場の声を十分に聞いて、対応策、具体的な

方策を検討することが肝要であると考えます。

そこで、平成20年度重点施策の柱の一つであり

ます子育て支援対策に、どのように取り組まれ

るのか、知事にお伺いをいたします。

また、安心して子供を生み、育てる社会づく

りは、国を挙げて取り組むことが必要であり、

国策として行うべきであります。特に、来年度

から拡充される乳幼児医療費助成制度等に伴う

県費については、国費補助か地方交付税措置を

要望するべきであると考えますが、国の動向に

ついてどのように把握されておられるのか、福

祉保健部長にお伺いをいたします。

次に、植栽未済地対策についてであります。

本県は県土面積の約76％が森林であります。森

林は、木材の供給はもとより、県土の保全や水

源の涵養、地球温暖化の防止など、私たちの生

活に欠くことのできない多くの機能を有してお

ります。しかしながら、木材価格の長期低迷、

あるいは林業後継者の不足や高齢化などによ

り、伐採後３年以上経過しても植林することな

く放置されている森林、いわゆる植栽未済地が

現在約2,000ヘクタールあるということでありま

す。戦後の拡大造林により、県内では伐期を迎

えた森林が今後ますます増加する状況にあり、

これに伴い植栽未済地がふえることも予想さ

れ、伐採跡地の崩壊などによる森林の公益的機

能の低下が懸念されております。平成20年度の

重点施策の柱の一つとして、植栽未済地対策を

掲げておられますが、どういうところに重点を

置かれたのか、知事にお伺いします。

また、さきの議会答弁で知事は、「この既存

の約2,000ヘクタールの植栽未済地を３年で何と

かしたい」とおっしゃいました。これは新たな

雇用対策になるのではないかと考えます。現

在、倒産、廃業などに追い込まれている建設業
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者に対して、何とかその事業へ転換できないも

のか。可能になれば、造林、下刈り、間伐

と、10数年継続して仕事ができることになりま

す。建設業者の失業対策という観点からとらえ

ることができないか、環境森林部長にお伺いい

たします。

重点施策の３つ目、建設産業対策等について

であります。建設産業は、地域の振興・活性化

や雇用を支える基幹産業として地域経済の発展

に大きな貢献を果たしており、また、災害時の

応急・復旧対策においても、地域の安全・安心

の中核的な存在として重要な役割を担っており

ます。このような中、近年の公共工事の大幅な

減少により、公共事業費はピーク時の約50％以

上にまで落ち込んでいる状況に加え、急激な入

札・契約制度改革により、平成19年の建設業者

の倒産件数は55件と、前年度の23件の約2.4倍に

まで増加しております。また、倒産業種全体か

ら見ても、半分が建設業であり、倒産した建設

業に常時従事していた方が620人にも上り、日雇

いの方を入れると、当然もっとふえるものと考

えます。経営と技術にすぐれた建設業者も、工

事量の減少と一般競争入札の拡大に伴う過当競

争で経営環境が急速に悪化し、厳しい状況に追

い込まれていると聞いております。また、農業

や福祉事業など新分野に進出しようと思ってい

ても、経営面や資金面で思うように進まないと

いう声も上がっております。このような実態を

当然把握されていることとは存じますが、平

成20年度重点施策の柱の一つであります建設産

業対策に、どのように取り組まれるのか、知事

にお伺いします。

また、一連の入札・契約制度改革の影響をど

う分析し、今後どのように対応していかれるの

か、県土整備部長にお伺いします。

次に、景気対策についてであります。

内閣府が発表した平成17年度の県民経済計算

によりますと、本県の１人当たりの県民所得

は221万2,000円と、前年度と比較して0.4％の減

であり、全国平均304万3,000円には遠く及ば

ず、全国で44番目と相変わらず下位グループで

あります。前年度と比べ下がったのは、本県を

初め大分、香川、徳島、高知、鳥取及び岩手な

ど７県であり、その他の40都道府県はふえてお

ります。上位は東京で477万8,000円と、宮崎の

倍以上の所得であります。また、外需主導の景

気回復を反映し、自動車や電気機械、鉄鋼など

輸出向け製造業の立地する都道府県の所得が伸

び、九州では福岡、佐賀、熊本の伸び率が全国

平均を上回り、地域間の格差はますます拡大す

る一方であります。本県の産業別の県内総生産

額を見ますと、前年度額から大きく減少してい

るのは、木材価格の低下や林業経営費の増加に

よる林業と、海面漁業の減少による水産業、及

び食料品、電気機械の減少による製造業、そし

て公共工事の減少による建設業などでありま

す。この県民所得は、一概に個人の所得水準を

あらわすものではありませんが、企業利潤など

も含んだ県の経済全体の所得水準であり、伸ば

す努力をしていく必要があると考えます。そこ

で、平成20年度当初予算では、どこの部分が県

民所得向上対策及び景気対策となっているの

か、知事にお伺いします。

次に、企業誘致の現状と促進対策についてで

あります。

企業の経済活動が好調な地域である東京、神

奈川、大阪、愛知など、都市と地方との経済格

差はますます広がってきております。そのよう

な中、即効性のある経済対策は、やはり企業誘

致であります。企業誘致は、新たな雇用の創出
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だけでなく、関連産業の進出、地場企業との取

引拡大が見込まれるなど、本県経済の活性化に

大きく寄与するものであります。また、多くの

企業が立地すれば、企業からの税収増による自

主財源の増加や、県民所得の向上にもつながる

ものと考えます。県においては、知事を本部長

とする企業立地推進本部を庁内に設置し、全庁

的な推進体制を整備され、個別企業へのトップ

セールスに加え、知事みずからが本県の立地環

境をプレゼンテーションする企業立地セミナー

を東京、名古屋、福岡で開催され、好評だった

と聞いております。昨年策定された「新みやざ

き創造計画」においても、４年間に新規立地企

業100社の実現を目標に掲げられておりますが、

自治体間競争が激化する中、なかなかすぐに効

果があらわれてこない状況であります。本県が

全国から大きな注目を集めている今日、二の

矢、三の矢の促進対策を繰り出すことが重要で

はないかと思います。そこで、今年度から企業

立地促進補助金の最高限度額を50億円に引き上

げられましたが、企業の反応はどうなのか。企

業立地セミナーでの状況や、実際に相談件数な

どが多くなったのか、知事にお伺いいたしま

す。

また、成長の見込める業種、半導体・デバイ

ス産業、自動車産業、コールセンターなどの情

報サービス産業、太陽電池等の新エネルギー、

バイオ、食品製造業、医療関連企業などを中心

に誘致活動を進めるということでありました

が、現在の企業誘致の状況と来年度実施する具

体的な促進対策について、商工観光労働部長に

お伺いいたします。

次に、雇用対策についてであります。

昨年の経済財政白書では、「日本経済は戦後

最長の景気回復を続けている一方、広がる所得

格差を放置すれば国民生活水準が低下する」

と、パートや派遣社員などの増加や格差問題を

取り上げ、今後の経済に与える影響を分析、警

鐘を鳴らしているのであります。そのような

中、国の雇用情勢を見ますと、有効求人倍率の

全国平均は昨年の12月時点で0.98倍と、１倍台

は下回ってはおりますが、厚生労働省は、「中

小企業に人手不足感はあるものの、原油高など

による収益圧迫で採用を手控えている」と発表

しております。一方、本県の有効求人倍率

は0.62倍であり、依然、全国平均に比べると厳

しい雇用環境であり、特に新規学卒者等の若者

や中高年齢者などの一層の雇用対策の推進が求

められております。そこで、景気の回復、さら

なる雇用の安定・確保に向けて、来年度予算で

どのように取り組まれるのか、知事にお伺いし

ます。

また、宮崎労働局資料によりますと、昨年12

月時点における、ことし３月卒業予定者の就職

内定率は、高校卒業予定者が85.7％、大学等卒

業予定者が64.1％であり、昨年同期と比べます

と、高校卒業者で3.2ポイントのアップ、大学等

卒業予定者で3.5ポイントのダウンとなっており

ます。元気が出る宮崎にするためには、何より

も若者の雇用率をアップさせることだと考えま

すが、この状況をどう分析され、今後の雇用対

策にどのように取り組まれるのか、商工観光労

働部長にお伺いします。

次に、物流対策についてであります。

本県は大消費地である都市圏から遠隔地にあ

るため、農産物を初めとする県産品の品質向上

はもとより、輸送コストを引き下げることが競

争力を高めることとなります。また、企業立地

の促進などによる県内産業の活性化を図るため

にも、物流体制を整備し、物流の効率化を図る
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ことが大変重要であります。しかしながら、県

内の状況を見渡しますと、原油価格の高騰によ

る輸送コストの増加等により、物流を担う陸・

海・空の流通関係業者は大変厳しい状況であり

ます。そのような中、県においては、京浜航路

の休止後、関東向け航路の再開に向けて、関係

事業者への働きかけを行い、定期貨物船「南王

丸」の細島寄港が開始されることになり、県北

地域から関東方面へ県産品を直接輸送できるこ

とになりました。ただし、運航便数や所要時間

の問題があり、今年度の新規事業により、南王

丸を利用する運送事業者に対する助成や農産物

輸送の実証試験を実施されたとのことでありま

す。この事業を行ったことでどのような効果が

あったのか。また、運航会社に対する増便やダ

イヤ改正など本格的な関東向け航路の開拓がな

されたのか。さらに、来年度どのような事業を

展開していかれるのか、地域生活部長にお伺い

します。

なお県では、庁内に関係部局間連携のもとで

「宮崎県物流協議会」を設置し、民間事業者の

実情も十分把握しながら、物流対策に取り組ん

でおられるところであります。今まで何回もこ

の問題については指摘しておりますが、以前の

議会答弁では、「首都圏、大消費地からの帰り

荷の確保など諸課題に対するために、分野横断

的な物流専門組織の設置について研究する」と

のことでありました。これまでの研究の結果、

来年度はどのように取り組まれるのか。さら

に、本県だけでなく、物流の問題を南九州全体

でとらえ、県域を越えた物流面での連携につい

てどのように考えておられるのか、あわせて知

事にお伺いいたします。

次に、農業の振興について、３点お伺いしま

す。

まず１点目は、農家の所得向上対策について

であります。本県の基幹産業であります農業に

ついては、平成18年の農業産出額が3,211億円と

全国第５位になったところであります。全国屈

指の食料供給県としての地位を不動のものにし

たのは、先人たちの知恵と努力のたまものであ

り、また、農業の担い手が意欲を持って農業に

取り組むことで、食料の安定供給、自給率の向

上並びに豊かな地域づくりにつながり、本県全

体の振興にも寄与するものであります。さて、

現在問題となっている中国製冷凍ギョーザ中毒

事件等を見てもわかるとおり、「世界の工場」

と言われる中国からの食品輸入が多い日本に

とって、不安は高まる一方であります。その

上、我が国の食料自給率は39％と、主要先進国

の中で最低の水準であり、食料を他国に任せる

という、食品安全保障の面からも憂慮すべき事

態であり、国全体での食料自給率のアップに向

けた取り組みが重要であると考えます。そのよ

うな中、食料自給率を高めていくためには、地

産地消を進めていくとともに、農業所得の向上

を図っていくことが必要であると考えます。そ

こで、農家の所得向上対策についてどのように

取り組んでいかれるのか、農政水産部長にお伺

いをいたします。

２点目は、飼料価格高騰対策についてであり

ます。原油価格の高騰による輸送コストの増大

や、バイオ燃料の需要増に伴うトウモロコシを

主原料とする配合飼料価格が、この１年半で約

４割も上昇するなど、本県の畜産農家の経営に

極めて大きな影響が出ております。そのような

中、県においては、稲わら確保等による粗飼料

の増産対策や飼料米の利活用などに取り組んで

おられるところであります。先日、政府・自民

党では、飼料価格の高騰に苦しむ畜産農家の支
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援策として、平成20年度の畜産対策費を前年度

比632億円にふやすことで最終合意があったと聞

いております。今後、国の動きを注視しなが

ら、飼料価格高騰対策にどのように取り組んで

いかれるのか、農政水産部長にお伺いします。

３点目は、農産物を生かした加工対策につい

てであります。燃油や飼料高騰にあえいでいる

農業者に対する所得の向上、及び今後の本県農

業の振興を考えますと、農産物をそのまま市場

に供給するだけではなく、素材のよさを生かし

た付加価値の高いものに加工し、供給する体制

を構築することに、積極的に取り組むべきであ

ると考えます。生産から加工し、直接、消費者

へ販売するというシステム、いわば卸売や仲買

を通さず、流通過程のマージンを省き、生産者

にも利益が還元できるという仕組みづくりがで

きないものでしょうか。

また、大消費地から遠隔地にある本県が大都

市近郊の生産地との競争に打ち勝つためには、

鮮度を保つ技術が大事であります。真空パック

や冷凍保存などの研究開発を行い、とれたまま

の状態をキープし、鮮度、味を落とさず、消費

者ニーズに合った安全・安心なものを売り込む

ことが重要ではないかと考えます。そこで、県

内の農産物などを用いた食品開発に関する研究

や企業との共同研究等を行っている県食品開発

センターの活動状況、並びに本県の農産物を活

用した付加価値の高い商品開発にどのように取

り組まれていくのか、さらに、生産から加工、

販売に至る一連のシステム構築に向けて取り組

む考えはないのか、商工観光労働部長及び農政

水産部長にお伺いします。

次に、道路特定財源の確保についてでありま

す。

道路特定財源制度は、受益者である自動車利

用者が道路整備の費用を負担するという合理的

な制度であり、計画的に道路整備を推進するた

めの財源を安定的に供給するという重要な役割

を担ってきたところであります。県内の道路事

業費を平成18年度決算ベースで見ますと、約850

億円のうち約８割である670億円が道路特定財源

で占められ、そのうち暫定税率分が半分を占め

ております。本県では、道路交通への依存度が

極めて高いにもかかわらず、高速道路の供用率

が40％、国県道の改良率が約64％と、ともに九

州では最下位であり、当然、全国でも下位のほ

うであります。地域を活性化し、安全で安心し

て暮らせる社会を実現するためには、体系的な

道路交通網の整備が必要であります。我々県議

会も、これまで何度も道路特定財源の確保につ

いて国に意見書を提出してまいりました。地

方、特に宮崎の場合は、県民の悲願であります

東九州自動車道、九州縦貫自動車道延岡線、都

城志布志道路などの地域高規格道路の整備がよ

うやく緒についたばかりであり、さらに、国県

道などの整備がまだまだ必要なのであります。

知事は、みずから地方の代表として頑張ってお

られますが、いよいよ佳境に近づいておりま

す。そこで、道路特定財源暫定税率に関する基

本的な考え方及び廃止された場合の影響、さら

に今後の取り組みについて、知事にお伺いいた

します。

次に、カジノに関する知事の見解についてお

伺いします。

県議会では、平成13年３月、「カジノ合法化

を求める請願」を採択し、翌年６月には、宮崎

県新地域活性化促進問題研究会及び宮崎市議会

が、「カジノ合法化についての要望書」を内閣

総理大臣を初め関係省庁、国会議員に提出して

おります。カジノは、刑法第185条及び第186条
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の「賭博及び富くじに関する罪」において、賭

博行為が禁止されております。カジノの設置に

ついては、法改正が必要であり、法的整備が問

題となっている状況であります。しかしなが

ら、先日の新聞報道において、カジノを合法化

するためのカジノ法案の成立に向けて、自民、

民主両党は今後協議を重ね、来年の通常国会に

も議員立法で提出、成立を図りたい考えだとい

うことであります。聞くところによりますと、

今年度、沖縄県では、観光商工部観光企画課に

カジノ担当職員を２名配置し、昨年８月には有

識者でつくるカジノ検討委員会を発足し、カジ

ノを導入した場合の課題や対応策について検討

しているとのことであります。また、同じく昨

年８月に、長崎、福岡、佐賀の経済関係者を中

心に研究会を発足したやに聞いております。以

前、全国に先駆け、本県を含む６都府県で「地

方自治体カジノ協議会」を設置した経緯もあり

ます。私は、今後、景気や雇用など経済効果の

面と自主財源確保の起爆剤として、カジノの制

度化に向けて積極的に取り組むべきだと考えま

すが、知事の考えをお伺いいたします。

次に、県立病院事業における中期経営計画の

進捗状況と今後の見通しについてであります。

少子高齢化を初め、医療の高度化や専門化の

進展、医療制度の改革など医療を取り巻く環境

が大きく変化する中で、経営状況も大変厳しく

なってきております。そのような中、県立病院

が、全県レベルあるいは地域の中核病院とし

て、今後ともその使命と役割を果たしていくた

めには、思い切った経営改革に取り組むことが

喫緊の課題であります。病院局が発足した平

成18年８月に、平成22年度までの５カ年の経営

指針である中期経営計画を策定され、これまで

の単年度30億円を超える赤字経営の状況から、

５年後には単年度で黒字化を目指すという思い

切った改革案を打ち出されました。平成18年度

決算で計画を上回る約14億円の収支改善が図ら

れ、今年度の平成19年度決算見通しでは、さら

に約６億円近くの収支改善ができるとの見通し

を公表されております。赤字額が４病院合計で

約10億円少々まで圧縮するとのことであり、２

年前に比べますと約20億円強もの大幅な改善と

なるようであります。そこで、これまでの経営

改善の取り組みについてどのように総括してお

られるのか。また、平成19年度の収支改善の見

通しについて、どのような点から達成可能とさ

れておられるのか、病院局長にお伺いします。

さらに、改革３年目である平成20年度の収支

見通しについて、どの程度の改善を図り、収支

をどこまで持っていかれようと考えておられる

のか、あわせてお伺いいたします。

最後に、教育行政についてであります。

先般、文部科学省は、教育基本法や学校教育

法の改正などを踏まえ、学習指導要領の改訂案

を発表しました。現行版の理念である生きる

力、いわゆる基礎基本を確実に身につけ、いか

に社会が変化しようと、みずから課題を見つ

け、主体的に判断し行動し、よりよく問題を解

決する資質や能力、また、みずからを律しつ

つ、他人とも協調し、他人を思いやる心や感動

する心などの豊かな人間性、たくましく生きる

ための健康や体力などは、そのまま引き継がれ

ております。しかしながら、ゆとり教育による

学力の低下が問題となる中、基礎的・基本的な

知識の習得や思考力・判断力等の育成、学習意

欲の向上など、確かな学力を確立するための時

間確保により、総授業数と学習内容がふやされ

たのであります。そこで、今回の改正をどのよ

うに受けとめておられるのか、教育長にお伺い
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します。

また、教育長は、平成16年４月に就任され、

４年間の任期を迎えられるところであります

が、知・徳・体の調和のとれた健やかな子供の

育成を目指し、中高一貫校の新たな設置や、高

等学校等の再編整備などに鋭意取り組んでこら

れました。これまでの４年間の思いと、今後の

宮崎の教育のあり方、人づくりなどについて、

あわせてお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。(拍手)

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まずは、就任１年を経過しての感想等につい

てであります。本当にあっという間の１年だっ

たと思います。振り返ってみますと、何と申し

ましても、これといって行政経験、政治経験が

ない私を支えてくださった県職員の皆さんや、

御理解、御協力をいただいた議会の皆様、そし

て県民の皆様に心から感謝を申し上げたいと

思っております。

この１年は、まずはマニフェストを踏まえた

「新みやざき創造計画」を策定しまして、その

中で「日本の原点 時代の起点 創造みやざ

き」という基本目標を掲げさせていただきまし

て、さまざまな施策を展開してきたところでご

ざいます。このほか、入札・契約制度改革や事

業仕分けなど、行財政改革についても着実に進

めることができたと思っております。また、宮

崎の知名度の飛躍的な向上が図られまして、県

産品の売り上げとか観光客の増加につながった

ことは成果であったと考えております。しかし

ながら、企業誘致や交通網の整備、さらには中

山間地域対策や子育て・医療対策など、問題、

課題は山積しており、これらの解決にはある程

度の時間を要するものと考えております。今後

とも、県民総力戦のもと、県民の皆様の声に

しっかりと耳を傾けながら、「宮崎に生まれて

よかった」「宮崎に住んでよかった」と実感で

きる新しい宮崎の実現に向けて、日々全力で取

り組んでまいりたいと考えております。

続きまして、マニフェストについてでありま

す。マニフェストは、私の県政運営の根幹にあ

るものであり、県民の皆様とお約束した事柄で

あります。それだけに、その検証というのは

しっかりとやっていきたい、そして県民の皆様

に包み隠さず明らかにしてまいりたいと考えて

いるところでございます。しかしながら、マニ

フェストは任期４年間を見通したものでありま

して、この１年の評価につきましては、取り組

みがまだ緒についたばかりであるということか

ら、自分としては、まだ評価するには時期尚早

かなという考えでおります。したがいまして、

任期の折り返し地点である２年を終えた時点

で、客観的な立場から外部に評価をお願いした

いと考えております。

続きまして、予算編成についての感想であり

ます。平成20年度当初予算編成は、私にとって

初の通年予算という本格的な予算編成でありま

したので、私のマニフェスト達成に向け、19年

度の肉付け予算では盛り込むことのできなかっ

た事業や、中山間地域・植栽未済地対策等の３

つの重点施策を中心に、積極的に取り組むこと

といたしました。しかしながら、19年度地方財

政対策等の影響などにより、収支不足額が中期

財政見通しの264億円から386億円にまで拡大す

るなど、本県の財政状況はさらに厳しさを増し

ており、大変苦しい予算編成を強いられたとこ

ろでございます。このような大変厳しい財政状

況ではありましたが、第２期財政改革推進計画
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に基づき、さらなる事務事業の見直し等を進め

るなど財源捻出に努めることにより、３つの重

点施策を初め、本県が直面する喫緊の課題に対

応した優先度及び重要性の高い事業につきまし

ては、しっかりと措置することができたのでは

ないかと考えております。

続きまして、350億円の歳出見直しについてで

ありますが、第２期財政改革推進計画では、職

員数の削減等による人件費の見直しや投資的経

費の縮減・重点化、事務事業の見直し等によ

り、平成21年度には、平成18年度と比較して350

億円の歳出見直しを達成する見込みを立ててお

ります。平成20年度当初予算におきましても、

この計画を踏まえ、公共事業のシーリングの設

定や事務事業の見直し等に取り組んだところで

あり、第２期財政改革推進計画の取り組み内容

につきましては、ほぼ見込みどおり推進できた

と考えております。

続きまして、財政改革の推進状況についてで

あります。20年度当初予算におきましては、人

件費の削減や投資的経費の縮減・重点化、事務

事業の徹底した見直し、歳入確保対策により、

一般財源ベースで100億円の削減を行いました。

これは、第２期財政改革推進計画における当初

予算編成時の収支不足圧縮額目標と比較して、

約38億円の積み上げとなっておるところでござ

います。しかしながら、19年度地方財政対策の

影響や20年度の税収減等により、最終的な収支

不足額は286億円となり、20年度末の基金残高

も213億円程度となる見込みでありますので、今

後とも財政改革に着実に取り組んでまいりたい

と考えております。

続きまして、今後の財政運営の見通しについ

てであります。本県の財政状況は、三位一体の

改革等による地方交付税の大幅な削減や台風災

害による予想外の財政支出等に加え、今後、社

会保障関係費や公債費の増等が見込まれており

ますので、将来に禍根を残さないためにも、財

政改革をさらに着実に推進し、持続可能な財政

構造へ転換していくことが重要課題と認識して

おります。一方で、本県が抱える政策課題に的

確に対応していくために必要な施策につきまし

ては、積極的に展開していく必要があると考え

ております。このため、今後も財政改革を着実

に推進し、財源の捻出に努めながら選択と集中

の理念のもと、優先度の高い施策や事業には

しっかりと取り組み、県勢の発展を図ってまい

りたいと考えておる次第でございます。

続きまして、子育て支援対策についてであり

ます。子供は社会全体の宝であります。若者が

出会い、結婚し、子供を産み、健やかに育てて

いける県づくりは、私の県政運営の大きな柱で

ございます。このため、20年度当初予算におき

ましては、厳しい財政状況ではありますが、子

育て支援対策を重点施策に位置づけ、思い切っ

た予算措置をすることとしたところでございま

す。中でも乳幼児医療費助成制度につきまして

は、入院外の助成対象年齢を、これまでの３歳

未満から小学校入学前まで拡大し、入院・入院

外とも小学校入学前までの乳幼児に対し助成を

行うことといたしました。また、地域のきずな

や近所づき合いを活用した子育て支援の取り組

みに対する助成事業を実施し、地域における持

続的、自立的な仕組みづくりを促進することと

しております。さらに、少子化の要因の一つで

ある未婚化、晩婚化に対応するため、独身男女

の出会いの機会づくりとなる取り組みを支援し

てまいります。これらの新たな事業推進を含

め、少子化対策を担う組織として、「こども政

策局」を本年４月に設置することとしており、
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この組織を中心に、全庁を挙げて本県の子育て

対策の一層の充実を図ってまいりたいと考えて

おります。

続きまして、植栽未済地対策についてであり

ます。これからの森林づくりは、森林の有する

多面的な機能を高度に発揮させるため、適地適

木を基本として、杉の人工林だけでなく広葉樹

林の造成など、健全で多様な森林づくりを進め

ていくことが重要であると考えております。こ

のため、植栽未済地対策につきましては、現在

の約2,000ヘクタールの早期解消と新たな発生の

抑制を柱として、総合的な対策を講じることと

したところであります。まず、有利な補助事業

による造林や森林環境税を活用した広葉樹の造

林などにより、現在の植栽未済地を３年間でゼ

ロにすることを目指すとともに、県単独による

補助率のかさ上げにより計画的な再造林を推進

し、新たな植栽未済地の発生を抑制することと

しております。また、適正な伐採や植栽に対す

る指導の強化や、長伐期施業の普及促進にも取

り組んでまいります。森林はかけがえのない県

民共有の財産でありますので、森林所有者や市

町村等との連携はもとより、県民の理解と協力

を得ながら、県民総力戦で50年先、100年先を見

据えた森林づくりに鋭意取り組んでまいりたい

と考えております。

続きまして、建設産業対策についてでありま

す。社会資本整備の担い手である建設産業は、

災害時の緊急対応などに大きな役割を果たすと

ともに、中山間地域等における地域経済と雇用

を支える重要な産業の一つであります。しかし

ながら、近年の建設投資の大幅な減少に加え、

一般競争入札の導入など入札制度改革により、

建設業を取り巻く経営環境は大変厳しい状況と

なっております。このため、技術と経営にすぐ

れた建設業者が伸びていける環境づくりなど、

県内建設産業の健全な発展を図るため、総合的

な対策を講じてまいります。まず、経営相談や

新分野進出セミナーを引き続き実施するほか、

新分野での事業定着をより一層促進するため、

初期経費に対する補助限度額を大幅に引き上げ

ることといたしました。また、専門家で構成さ

れた支援チームによる助言を行うとともに、新

たに「建設産業等支援貸付」を創設し、建設業

者等の経営基盤強化や新分野進出を支援してま

いります。このほか、地域企業育成型の総合評

価落札方式を導入し、技術力や地域貢献度の高

い地元の業者が受注しやすい環境を整備するこ

とにより、地域の建設産業を育成してまいりた

いと考えております。

続きまして、県民所得の向上対策等について

であります。私は、知事就任当初から、「産業

振興と雇用の拡大なくして宮崎の再生なし」と

考えており、「新みやざき創造計画」において

「経済・交流」拡大を大きな柱の一つに位置づ

けるとともに、平成20年度当初予算案におきま

しても、産業振興に係る各種事業を積極的に盛

り込んだところであります。例えば農林水産業

につきましては、県と市町村が拠出する基金に

よる山間地域の農業活性化の取り組み支援や、

植栽未済地解消を通じた森林・林業の活性化、

また、新産業創出の取り組みとして、農業と医

療の連携によるバイオメディカル産業の創出、

さらには、県民総力戦による「おもてなし日本

一」の観光地づくりなど、より効果的な事業展

開を図ることとしております。また、全国的に

見て製造業のウエートが低い本県にとりまし

て、直接的な経済効果、雇用効果をもたらす企

業誘致は、産業振興施策の中心的取り組みであ

ります。このことから、来年度は新たに「企業
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立地推進局」を設置し、また、知識・人脈が豊

富な民間企業経験者から成る企業誘致専門員を

新設するなど、誘致活動のさらなる充実強化を

図ることとしており、私も積極的に前面に立っ

て、１件でも多くの誘致を実現したいと考えて

おります。

なお、公共事業につきましては、新直轄分

や、県内中小建設業者に関係の深い県単独の維

持管理経費を、５％削減というシーリングの対

象外としたところであり、災害復旧費を除く投

資的経費は前年度比3.3％減と、国や地方財政計

画と同程度になっております。今後とも、この

ような幅広い産業振興の取り組みを柱としつ

つ、経済・交流活動の基盤である交通網の整備

等も着実に進めることにより、本県経済を活性

化させ、働く場の確保と県民所得の向上を図っ

てまいりたいと考えております。

続きまして、企業誘致活動に対する企業の反

応についてであります。企業誘致につきまして

は、本年度、企業立地促進補助金の最高限度額

を九州最高額に引き上げたほか、東京、名古

屋、福岡で企業立地セミナーを開催するなど、

さまざまな取り組みを行ったところであります

が、企業の皆様には、本県の企業誘致に対する

熱意、意気込みを大きくアピールできたものと

考えております。この結果、企業立地セミナー

に参加した企業が本県立地を決定した成功例も

出ておりますし、県外の産業団体や企業による

本県視察が増加するなど、本県に対する企業の

関心が高まっていることを実感しております。

今後とも、私が先頭に立った誘致活動に積極的

に取り組み、１件でも多くの企業立地に努めて

まいりたいと考えております。

続きまして、雇用の安定・確保対策について

であります。雇用の安定・確保を図るために

は、ただいま申し上げましたような企業誘致等

による雇用創出に努めるとともに、地域特性を

生かした雇用対策の強化を図る必要があると考

えております。このため、昨年10月に県北地域

雇用開発計画を策定し、国の支援措置の対象地

域としたところでありますが、現在、県南や西

都・児湯など４地域につきましても、計画策定

を進めているところであります。また、県北、

県南など３地域においては、地域の関係機関・

団体と雇用対策連絡会議を設置し、市町村の自

立的な取り組みを促しながら、新たな雇用創出

施策の検討を行っているところであり、今後、

県西地域においても、このような取り組みを進

めてまいりたいと考えております。

さらに、雇用推進員を新たに配置し、企業訪

問の拡大による雇用の掘り起こしやフォロー

アップ、商工団体との連携による各種事業の普

及啓発等にも取り組むことといたしておりま

す。今後とも国や関係機関と連携しながら、若

年者から高齢者まで、県民の皆さんの多様な就

業ニーズに応じた就労支援に努めてまいりたい

と考えております。

続きまして、物流対策についてであります。

農産物を初めとする県産品の競争力向上や、企

業誘致の推進等による県内産業の振興を図る上

で、物流対策の強化は大きな課題だと考えてお

ります。このため、つい先日も、関係する庁内

の所属長を集め、物流対策の強化について議論

をいたしましたが、効果的な対策を進めるため

には、農産物や工業製品などそれぞれの産品、

製品に応じた専門的な対応を行うことが重要で

あると考えているところであります。一方、物

流問題は、低コスト・大量輸送が可能な海上輸

送や鉄道輸送の充実、あるいはモーダルシフト

の推進など、各産業分野に共通する課題も多い
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ことから、庁内関係課で構成する物流協議会を

積極的に活用して、今後とも全庁的な取り組み

を強化していきたいと考えております。

また、県域を越えた連携につきましては、隣

県からの輸送も視野に入れた効率的な物流ルー

トの確保も必要だと考えますが、まずは県内か

らの輸送手段を利用することで、輸送力の維持

充実を図る必要があると考えております。

続きまして、道路特定財源についてでありま

す。本県は、高速道路の空白地帯であり、国県

道の整備水準も著しく低い状況にあります。福

祉・救急医療・災害対策など、命の根幹となる

道路交通基盤の整備を、せめて全国水準までは

引き上げたい、そのためには、現段階では、暫

定税率を延長し、安定的かつ継続的な道路整備

財源を確保することが必要であると考えており

ます。もし仮に暫定税率が廃止されれば、高速

道路の全線供用の見通しが全く立たなくなるば

かりか、新たな国県道の整備着手はもちろんの

こと、整備中箇所の事業継続も困難となりま

す。さらに、維持補修や老朽化する道路構造物

への対応ができないなど、危機的な状況になる

と考えております。したがいまして、結果的に

道路予算以外の予算を充当せざるを得なくな

り、福祉、医療など他の分野に多大な影響を及

ぼすと危惧しております。このようなことか

ら、先日の公開討論会や総決起大会、さらには

要望活動などにおいて、宮崎の実情や暫定税率

延長を訴えてまいりましたが、今後も引き続

き、関係団体等とも協力しながら、さまざまな

機会をとらえて取り組んでいきたいと考えてお

ります。

続きまして、カジノの制度化についてであり

ます。カジノにつきましては、観光資源として

非常に大きな集客力を有しているほか、厳しい

財政状況にある地方において新たな財源の確保

が見込めるなど、プラス面での効果が期待され

る一方で、青少年に対する悪影響や治安の悪化

などの懸念が指摘されておりますので、さまざ

まな面からの検討が必要であると考えておりま

す。現在、国レベルでは、自民党カジノ・エン

ターテインメント検討小委員会において、制度

化に向けた議員立法の取り組みに新たな動きが

出てきていると伺っておりますので、県といた

しましては、地方自治体カジノ協議会とも連携

しながら、より一層、情報収集に努めるととも

に、しっかりとした制度化が図られるよう、必

要に応じ、国に働きかけてまいりたいと考えて

おります。〔降壇〕

○総合政策本部長（村社秀継君）〔登壇〕 お

答えいたします。

平成20年度当初予算案における総合政策本部

の主要事業についてであります。平成20年度当

初予算につきましては、総合計画に掲げる新し

い県づくりの基本目標「日本の原点 時代の起

点 創造みやざき」の実現に向け、積極的な施

策展開を図るための予算編成がなされたのでは

ないかと考えております。

総合政策本部では、重点施策の中山間地域に

資する事業として、「中山間地域活力再生事

業」を計上いたしております。この事業は、過

疎化・高齢化が急速に進む中山間地域に対し、

各部局事業との効率的な連携を図りながら、コ

ミュニティビジネスの創業支援、あるいは行政

と住民が連携した地域再生計画の立案・推進の

支援など重点的、総合的な支援を行い、中山間

地域の再生を図るものであります。中山間地域

の活力再生の効果は、単に当地域内にとどまら

ず、地域づくりの成功事例として他地域の啓発

にもつながるなど、県全体の活性化にも寄与す
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るものと考えております。

次に、「みやざき総合ＰＲ推進事業」につい

てであります。知事の積極的なＰＲ活動によ

り、本県は全国的に非常に注目度の高い状況に

あります。今後は、この宮崎ブームを一過性の

ものに終わらせることなく、高水準で維持し、

さらに定番・定着化させるため、戦略的なＰＲ

施策の検討やメディアを活用した取り組みの企

画・実施、さらには、本県情報のさらなる発信

を図ることとしております。これらのＰＲ事業

等を効果的かつ総合的に展開することにより、

本県の知名度を定番・定着化させることがで

き、また、県民の自発的な情報発信活動を促進

することにより、県民総力戦の推進にも寄与す

るものと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えい

たします。

総務部の重点推進事業についてであります。

防災関係として２つの事業を計上いたしており

ます。１つ目は、地域防災力向上促進事業であ

ります。この事業は、防災意識の高い自主防災

組織が行います消火器や発電機などの防災資機

材の整備について補助することなどによりまし

て、各地域のモデルとなる自主防災組織を育成

するとともに、一方で、自主防災組織が未結成

である自治会や活動が低調な自主防災組織に対

して、地域防災力向上に重要な役割を担います

防災士を派遣し、新たな組織の結成や活性化を

促進するものであります。

２つ目は、「消防広域化等体制強化促進事

業」であります。この事業は、消防力の強化を

図るために行う市町村消防の広域化や、消防本

部のサービスを受けることができない、いわゆ

る消防非常備町村の常備化を促進するととも

に、市町村が実施する消防防災力強化のための

資機材等の整備や、都道府県間の災害時の相互

応援組織であります緊急消防援助隊の体制強化

に対する支援を行うことを目的としておりま

す。これらの事業の推進によりまして、地域や

市町村における消防防災力が一層強化され、災

害に強い安全・安心な地域社会づくりに貢献で

きるものと思っております。以上であります。

〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えいたします。

平成20年度の地域生活部の当初予算について

であります。地域生活部といたしましては、県

民生活に直結する分野を担当する部局として、

県民との協働や地域づくりに力点を置いた予算

編成を行い、重点施策関連では２つの新規事業

を予定しております。まず、「個性と工夫で頑

張る地域づくり応援事業」は、新みやざき創造

計画による県づくりを推進するため、市町村と

地域住民とが一体となった地域づくりの取り組

みを支援するものであります。例えば、地域の

農産加工グループにおける新商品開発や、行政

と住民が連携した子育て支援など、資源や特性

を生かした独自の地域づくりを支援することに

より、県民総力戦による地域の活性化を図るも

のであります。また、「宮崎魅力再発見 出会

い・ふれあい交流事業」は、自然や文化、農林

水産物など地域の宝を活用した交流・体験機会

を提供することで、独身男女の出会いの場を創

出し、地域のすぐれた資源の再発見や交流人口

の拡大など、過疎地域等の活性化を図るもので

あります。このような事業を行うことによりま

して、中山間地域の地域づくりに積極的に取り

組んでまいることとしております。

次に、関東向け航路についてであります。ま
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ず、「南王丸」利用者に対する助成事業につき

ましては、運送事業者や船会社の感触もよく、

運送事業者が助成終了後も乗船を継続してお

り、南王丸の利用率が上がっていることから、

一定の効果はあらわれているものと考えており

ます。

また、南王丸を利用して農産物輸送を行う実

証試験については、事業主体であるＪＡ宮崎経

済連と、県及び川崎近海汽船との連携のもとで

実施され、課題の整理が行われているところで

あります。しかしながら、南王丸の増便には、

さらなる利用の促進が必要な状況にありますの

で、来年度におきましても、助成事業を引き続

き実施しますとともに、農産物の輸送につきま

しても、実証実験を継続することとしておりま

す。今後とも、船会社に対する増便等の働きか

けを行うなど、関東向け航路の輸送力拡充に向

けて、さらに取り組みを進めてまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、福祉保健部の平成20年度当初予算にお

ける主要事業についてであります。福祉保健部

は、平成20年度において、子育て・医療対策を

特に重点的に推進してまいります。まず、子育

て対策につきましては、「子育て支援乳幼児医

療費助成事業」により、乳幼児医療費の助成対

象を小学校入学前まで拡大し、子育て家庭の経

済的負担の軽減を図ることとしております。次

に、医療対策としましては、医師の確保、とり

わけ医師不足が深刻な小児科医の育成確保や小

児救急拠点病院の整備などを柱とする「こども

医療圏プロジェクト推進事業」を実施いたしま

して、地域医療提供体制の充実を図ることとし

ております。また、これらの事業以外にも、自

殺者数の低減を図る「「自殺ゼロ」プロジェク

ト推進事業」や、動物愛護の推進を図る「「命

の架け橋」犬ねこの譲渡推進サポート事業」な

どを主要事業として取り組むこととしておりま

す。

次に、子育て支援対策に関しての国の動向に

ついてであります。国におきましては、子育て

支援対策として、本年４月から、医療保険にお

ける自己負担分を３割から２割に軽減する対象

年齢について、これまでの３歳未満から義務教

育就学前までに引き上げることとしておりま

す。しかしながら、従来から本県が国に対して

要望しております、国による乳幼児医療費助成

制度の創設など、次世代育成支援のための抜本

的な対策につきましては、具体的な動きが見ら

れない状況であります。安心して子供を生み、

育てられる社会づくりは、国を挙げて取り組む

べき課題でありますので、今後とも、子育て支

援対策の充実について、全国知事会、九州地方

知事会と連携しながら、国に強く要望してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

環境森林部の事業についてであります。当初

予算の編成に当たりましては、「新みやざき創

造計画」に沿って、１つは、自然と共生した環

境にやさしい社会づくり、２つ目に、災害に強

い県土づくりによる安全で安心な暮らしの確

保、３つ目に、環境を守り人と産業を育む林業

の振興の３つの視点から、各般の施策の展開に

努めることといたしております。特に重点施策

である植栽未済地対策につきましては、既存事

業に加えまして、「植栽未済地解消対策事業」

などの新規・改善事業合わせて11の事業に取り
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組み、約2,000ヘクタールの早期解消と新たな発

生を抑制するなど、総合的な対策を講じてまい

りたいと考えております。また、地球温暖化対

策のための取り組みを推進するほか、県民が親

しめる水辺環境づくりや、県民、団体、事業

者、行政等が連携した環境保全活動等も推進す

ることといたしております。これらの事業の展

開により、健全で多様な森林づくりが推進され

るとともに、豊かな自然環境や生活環境が保全

・創出されるものと考えております。

次に、植栽未済地対策における雇用について

であります。植栽未済地対策によりまして、植

栽、下刈り、間伐などの作業について相当量の

雇用が生まれるものと考えております。したが

いまして、厳しい環境にある建設業にとりまし

ては、新しい分野への参入の機会になります

が、林業は急傾斜地での危険度の高い作業も伴

いますことから、技術や資格を持った作業員の

養成が必要であると考えております。環境森林

部といたしましては、県内の建設業者に対しま

して、林業への参入に必要な情報の提供を行う

とともに、技術・資格取得研修の案内等を行っ

ているところであり、今後とも関係団体等と連

携を図りながら、林業に関する情報の提供など

を行ってまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、20年度の重点事業についてでございま

す。商工観光労働部におきましては、「新みや

ざき創造計画」に掲げます新規立地企業100社な

どの実現を目指しまして、各種事業に重点的に

取り組んでまいりたいと考えております。具体

的には、企業誘致活動の充実強化を図るため、

製造業界等の知識・人脈が豊富な民間企業経験

者を、企業誘致専門員として東京、名古屋等に

配置することといたしております。また、新た

に行います「食と健康・バイオメディカル産業

創造プロジェクト」におきましては、地域結集

型共同研究事業の研究成果の事業化を図り、新

商品開発やベンチャー企業の創出等を促進して

まいります。さらに、重点施策である建設産業

対策関連として、中小企業融資制度に建設産業

等支援貸付を創設し、金融面から経営基盤強化

や新分野進出を支援してまいります。また、観

光に関しましては、「おもてなし日本一」の実

現に向けて、地域別研修会の開催や観光関連団

体等の取り組みを支援する「宮崎おもてなし日

本一実践事業」を実施することとしておりま

す。これらの事業を通じまして、本県経済の活

性化や雇用の確保を図ってまいりたいと考えて

おります。

次に、企業誘致の状況等についてでありま

す。本年度の誘致状況につきましては、これま

でに件数で19件、最終雇用予定者数が1,090名

と、いずれも昨年度実績を上回っております。

特徴といたしましては、今回の補助金最高限度

額引き上げ後、初めての大型案件の適用が予想

される昭和シェルソーラーの太陽電池工場を初

め、自動車用部品や医療用機器、水や木材など

の地域資源を活用した製品の製造工場、雇用創

出効果の大きいコールセンター等の立地が決定

をいたしております。今後の誘致活動につきま

しては、これまでの取り組みに加え、企業立地

推進局の設置による組織体制の強化を図ります

とともに、企業誘致専門員を新たに設置するな

ど、一層の充実強化に努めてまいりたいと考え

ております。

次に、若年者の雇用状況と今後の対策につい

てであります。本年３月卒業予定者の就職内定
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率は、高校、大学ともに昨年同期と比較いたし

ますと、時期によって多少の増減はあるもの

の、おおむね順調に推移してきたところでござ

います。しかしながら、若年者の雇用状況につ

きましては、他の世代と比較して失業率が高

く、早期離職やフリーターの正規雇用への転換

など、多くの課題を抱えております。このた

め、「ヤングＪＯＢサポートみやざき」を中心

に、就職に悩む若年者を対象としたセミナーや

カウンセリングの実施など、職業意識の醸成か

ら就職活動、職場定着の支援まで、それぞれの

段階に応じて、きめ細かな支援を行っていると

ころでございます。また、ふるさと宮崎人材バ

ンクを通じた職業紹介や県内外での就職説明会

の開催など、若者と企業との出会いの場の提供

にも努めております。今後とも、宮崎労働局や

大学、高校など関係機関・団体と緊密な連携を

図りながら、本県の将来を担う若者が安心して

働き、その意欲や能力を十分発揮できるよう、

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

最後に、食品開発センターの活動状況等につ

いてであります。県内農産物など地域の資源を

活用して付加価値の高い商品を開発しますこと

は、食品加工業のみならず第１次産業の振興に

も貢献するものであり、大変重要であると考え

ております。このためセンターでは、農産物な

どを用いた食品開発の研究や企業との共同研

究、技術指導等を行っており、これまでに、県

産ブドウを使用したワイン、日向夏やユズのリ

キュール、干し大根のドレッシングなどさまざ

まな商品開発を支援し、事業化が図られており

ます。また、農産物の加工技術やカット野菜の

品質保持に関する研究開発などにも取り組んで

いるところでございます。さらに、県内外の産

学官が連携して取り組んでおります「地域結集

型共同研究事業」では、県内農産物のすぐれた

特性を生かした機能性食品の開発などを目指し

ておりまして、がん細胞の増殖を抑制する機能

が見出されたブルーベリーの葉の加工品の開発

などを進めているところであります。今後と

も、関係機関と十分に連携しまして、付加価値

の高い商品の開発に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、平成20年度の農政水産部の予算につい

てであります。本県の農水産業を支える担い手

の育成確保などの課題への対応に加えまして、

近年顕在化しております、地球温暖化や飼料価

格の高騰などの新たな課題に適切に対応するた

め、特に３つの事業に力を入れてまいりたいと

考えております。まず、１つ目といたしまし

て、「きらり輝く山間地域農業活性化プロジェ

クト事業」であります。本事業は、県と関係市

町村が連携して、３年間で総額３億円の基金を

設置し、農業を核とした山間地域の創意工夫に

あふれた取り組みに対して、オーダーメードの

支援を行うこととしております。これにより、

集落みずからが描く将来像に向けて、主体的な

取り組みを促進し、山間地域の活性化を図って

まいりたいと考えております。次に、２つ目で

ありますが、「飼料価格高騰緊急対策事業」で

あります。本事業は、配合飼料価格の高騰に対

応して、自給粗飼料の作付推進や疾病対策を通

じた生産性の向上を図り、畜産経営の収益性の

確保に努めることといたしております。次に、

３つ目でありますが、「地球温暖化対応産地構

造改革モデル実証事業」であります。本事業
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は、総合農業試験場に研究センターを設置し、

本県農水産業への温暖化の影響を把握するとと

もに、温暖化に対応した技術の実証や、温暖化

を抑制する対策等を講じるものであります。こ

れらの取り組みにより、農水産業の担い手が将

来にわたって安心して経営を維持拡大できるよ

う、生産構造の改革に取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、食料自給率の向上も視野に入れた、本

県農業の振興についてであります。本県ではこ

れまで、地域の特色を生かして、米と野菜、畜

産などの多様な農作物を組み合わせた複合経営

を主体に、生産性の高い農業経営の展開に努め

てきたところであります。一方で、農業を取り

巻く情勢は、食の安全性をめぐる事件の発生

や、飼料価格の高騰など新たな課題が顕在化

し、農業経営に大きな影響を与えつつありま

す。このため、県といたしましては、これらの

課題に的確に対応するため、安全・安心日本一

を目指すブランド対策の取り組みを進めるとと

もに、農商工連携などを通じて、消費者ニーズ

に即した付加価値の高い生産体制の構築に努め

てまいりたいと考えております。また、飼料価

格高騰の影響緩和と飼料自給率向上の観点か

ら、トウモロコシや飼料米などの自給飼料の増

産を進めるとともに、衛生対策の徹底による家

畜の生産性の向上に取り組み、農業経営の収益

性の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。さらに、これらの取り組みとあわせ地産地

消と食育を一体的に進めることにより、食料供

給県として、我が国の食料自給率の向上に貢献

してまいりたいと考えております。

次に、配合飼料価格への対応であります。現

在、トウモロコシの燃料向け利用の拡大によ

り、配合飼料価格はトン当たり５万8,000円と、

平成18年に比べ１万5,000円高騰しております。

その影響は関連産業も含め甚大なものと認識し

ております。このため、昨年６月、関係機関と

「配合飼料価格上昇対応生産性向上推進会議」

を設置し、自給飼料の増産や家畜の生産性向

上、さらには食品残渣等の飼料化をそれぞれ５

％アップする３つの対策を展開しているところ

であります。県といたしましては、今回打ち出

されました国の飼料対策とあわせ、トウモロコ

シや飼料米等のさらなる増産に努めるととも

に、養豚農家への衛生指導を強化する等、「飼

料価格高騰緊急対策事業」を、新たに本議会に

提案しているところでございます。さらに、生

産コスト上昇分が小売価格に適正に反映されま

すよう、消費者、流通業者等への理解醸成にも

努めてまいりたいと存じます。

最後に、本県農産物の生産から加工、販売に

至る一連のシステム構築に向けた取り組みにつ

いてであります。良質な本県農産物の素材を生

かし、付加価値の高い加工品の製造、販売を通

して、生産者の所得の安定・向上を図ることは

重要であります。そのため本県では、県内の農

業団体や製造業者、販売業者、試験研究機関等

で構成する「食料産業クラスター協議会」を設

置し、地域の食材、人材、技術等の資源を有効

に結びつけ、新たな製品、新たな販路、新たな

地域ブランド等を創出するためのシステムづく

りに取り組んでいるところであります。今後と

も農商工の壁を越えた連携強化に積極的に努

め、農産物の１次加工品など、業務需要にも対

応できるシステムの充実強化に努めてまいりた

いと考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。
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県土整備部の当初予算についてでございま

す。平成20年度の予算編成に当たりましては、

「新みやざき創造計画」に沿いまして、安全で

安心な暮らしの確保、経済・交流を支える基盤

づくり、快適で人にやさしい生活空間づくりの

３つの観点から、県民生活に密接に関連した公

共施設の整備など、真に必要な事業を、重点化

を図りながら推進することとしております。特

に、県政の最重要課題でございます東九州自動

車道の整備につきましては、大分県境―北川

間、清武―日南間の新直轄事業負担金や、高速

道本線建設に必要となります工事用道路の整備

に要する経費などを大幅に増額し、一日も早い

全線開通を目指してまいりたいと考えておりま

す。

また、平成20年度重点施策でございます建設

産業対策につきましては、新たに「建設産業育

成総合対策事業」を創設し、新分野進出に対す

る助成の大幅な拡充や、地域企業育成型の総合

評価落札方式を導入するなど、技術と経営にす

ぐれた建設業者を重点的に育成・支援していく

こととしております。

次に、入札・契約制度改革についてでござい

ます。本県では、県議会や民間有識者及び県民

の方々の御意見や御提言も踏まえ、昨年３月に

「入札・契約制度改革に関する実施方針」を策

定し、より公正、透明で競争性の高い入札・契

約制度を確立するために、抜本的な改革に取り

組んでいるところでございます。また、並行い

たしまして改革の検証も随時行い、昨年10月に

は、建設産業の健全な発展を図り、良質な社会

資本の整備を進める観点から、最低制限価格の

見直しも行ったところであります。

しかしながら、建設投資が大幅に減少し、増

加が見込めない状況にあっては、技術と経営に

すぐれた業者が伸びていける環境づくりが不可

欠であると考えており、今後、価格と技術提案

等を評価する総合評価落札方式をさらに拡充す

ることが必要であると考えております。具体的

には、18年度から試行しております総合評価落

札方式において評価項目の見直しを行い、対象

事業を大幅にふやすとともに、新たに地域企業

育成型を導入し、地域に根差し、技術力や地域

貢献度の高い業者が受注しやすい環境を整備し

てまいりたいと考えております。今後とも、関

係団体等を含め幅広く意見を伺いながら、より

よい入札・契約制度の構築に向けて取り組んで

まいります。以上でございます。〔降壇〕

○病院局長（植木英範君）〔登壇〕 お答えい

たします。

県立病院の経営改革に関する一連のお尋ねで

ございます。

まず、平成18年度の改善要因についてであり

ますが、収入面では、７対１入院基本料の導入

や高度医療の実施による診療収入の増があり、

一方、費用の面では、現業部門の委託化、医薬

品等の共同購入の実施などによるものと考えて

おります。特に、７対１入院基本料の導入に係

る収益増は、年度途中の病棟再編を財源とした

人的資源の再配分を、まさに自立した病院局と

してスピーディーに行えたことも、その大きな

要因であったというふうに考えております。

次に、今年度の収支改善の見通しについてで

ありますが、昨年度に比べ、病院事業全体では

延べ入院患者数の増加が見込まれますととも

に、７対１入院基本料の通年効果等による収益

増が牽引する形で、経営改善が進展しておりま

す。このような傾向から、中期経営計画上のこ

としの目標も達成できる見通しであると判断を

しているところでございます。
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このように、これまで経営改善がおおむね順

調に進展しておりますのは、単に収支の改善に

向けた取り組みによるものだけではなく、並行

して診療機能の充実を図り、県民の皆様に対す

る医療サービスの向上に努めた結果であるもの

と考えております。具体的には、県立宮崎病院

「がん治療センター」の設置や、県立日南病院

「循環器科」の新設など診療機能の充実を図り

ますとともに、７対１看護体制の導入を初め、

一層質の高い看護の提供にも努めているところ

でございます。また、医療の質を向上させるた

め、認定看護師、がん薬物療法認定薬剤師な

ど、専門性の高い医療スタッフの育成にも取り

組んでおります。県立病院は、県民の皆様から

の厚い信頼と期待に支えられ、これまで、その

使命と役割を果たしてまいりました。今後と

も、高度で良質な医療を持続的、安定的に提供

していくためには、県立病院事業の経営健全化

が極めて重要であることを、病院局職員一人一

人が認識し、経営改善に向けて全力で取り組ん

でいることが、よい結果を出しているものと考

えております。

次に、平成20年度の収支の見通しでございま

す。現在、国におきまして、平成20年度の診療

報酬の改定作業が行われているところでござい

ます。この点で不透明な要素はございますが、

平成20年度は、引き続き７対１看護体制を維持

しながら、急性期医療に重点を置いた診療の提

供や新たな施設基準の取得など、診療機能の充

実に取り組むことにより、収益の確保を図って

まいりたいと考えております。一方、費用につ

きましては、業務委託の推進による人件費の節

減、共同購入など材料費の節減等に、さらに努

めてまいりたいと考えております。このような

取り組みにより、平成20年度の収益的収支

は、19年度の見通しより、さらに３億円余の改

善を見込んだ結果、単年度赤字を７億円台前半

までに圧縮して、８億円台後半としております

中期経営計画の年度目標を上回る改善を目指す

こととしたところでございます。今後とも、高

度で良質な医療の提供に努めながら、収益と費

用の両面からきめ細かな経営改善に取り組み、

目標達成に向け、病院局職員一丸となりまし

て、全力を挙げて取り組んでまいりたいと考え

ております。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

新しい学習指導要領（案）についてでありま

す。国際化や高度情報化の進展など、急激に変

化しつつある現代社会においては、単に知識の

量を追い求めるだけではなく、みずから学び、

みずから考え、問題を解決する資質や能力、豊

かな人間性、たくましく生きるための健康や体

力など、いわゆる「生きる力」を子供たちに身

につけさせることが一層重要となっておりま

す。このため、基礎的、基本的な知識・技能の

習得はもとより、学習意欲の向上を図ること

や、課題を解決するために必要な思考力、判断

力、表現力等の育成が必要であるという観点に

立ちまして、今回の学習指導要領の改訂が行わ

れたものと認識をいたしております。県教育委

員会といたしましては、新しい学習指導要領の

趣旨や内容が一人一人の教師に至るまで十分理

解されるよう、周知徹底を図ってまいりたいと

考えております。

次に、教育長としての所感についてでありま

す。私は、就任以降一貫して、「あすの宮崎や

我が国を担う子供たちが、いかなる困難な試練

に直面しても決してくじけることなく、自信と

誇りを持って乗り越えていくことができるよ
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う、「たくましく生き抜く力」を身につけさせ

ることが、本県教育の役割である」と申し上げ

てまいりました。このため、知・徳・体の調和

のとれた健やかな子供の育成を目標として、本

県教育の目指す姿を明確にいたしますととも

に、中長期的視点に立ちまして、選択と集中に

より、優先的に取り組む重点施策を体系的に示

した戦略プロジェクトであります「はばたけ！

宮崎の子どもたち」を策定し、各般の教育施策

の一体的かつ総合的な推進に努めてきたところ

であります。おかげをもちまして、一貫教育の

推進を初め、命を大切にする教育の推進、障が

いのある子供の教育の推進、さらには、学校、

家庭、地域が一体となった地域教育システムの

構築による学校支援体制の整備等、新しい時代

に対応した教育基盤の整備が着実に進展したも

のと考えております。この中で、特に、今年度

の全国学力調査におきまして一定の成果を見る

ことができ、強い感銘を覚えたところでありま

す。これもひとえに、教職員の日ごろの真摯な

取り組みはもとより、保護者や市町村教育委員

会等の関係者の皆様方の御支援、御協力による

ものと、感謝を申し上げる次第であります。

社会経済情勢の急激な変化により、子供たち

を取り巻く環境が一層厳しさを増す中、これか

らの予測の難しい未来を切り開いていくすぐれ

た人材の育成は、本県の最重要課題となってお

ります。このため、これまでの取り組みの成果

を踏まえ、子供たちの豊かな個性や能力、可能

性を最大限に伸ばすことを目指しまして、「の

びよ！宮崎の子どもたち」を新たなスローガン

とします第２期の戦略プロジェクトに、平成20

年度から取り組むことといたしております。今

後とも、県教育委員会におきましては、夢や希

望を抱いて社会に貢献する気概を持つ子供の育

成に、全力で取り組んでまいりたいと考えてお

りますので、県議会を初め、県民の皆様方の教

育行政に対する一層の御理解と御支援を賜りま

すよう、お願いを申し上げます。以上でござい

ます。〔降壇〕

○星原 透議員 知事を初め、それぞれ答弁い

ただき、ありがとうございました。

それでは、再質問をさせていただきたいと思

います。

まず初めに、財政運営について、総務部長に

伺いたいと思います。７年連続のマイナス予算

の中で、歳入面では自主財源である県税収の減

少、歳出面では社会保障関係費や公債費の増な

どにより、財政運営が厳しい状況であることに

は間違いないと思っております。そこで、九州

各県と比較して、財政指標ではどのようになっ

ているのか。また、財政の弾力性を示す経常収

支比率や、地方債関係の実質公債費比率、起債

制限比率などを他県と比較した場合、九州の中

ではどれぐらいの位置にあるのかお伺いいたし

ます。

○総務部長（渡辺義人君） お答えいたしま

す。

御指摘のありました指標に基づきお答えさせ

ていただきますが、平成18年度の普通会計決算

ベースで申し上げさせていただきます。九州各

県の平均と比較いたしますと、財政構造の硬直

度をあらわす経常収支比率は、平均94.1％に対

しまして本県は92.1％で第２位と、ややよい状

況であります。しかしながら、柔軟性を失いつ

つあるとされます80％をはるかに上回ってお

り、財政構造の硬直化が進んでいるところでご

ざいます。

また、公債費負担の状況をあらわす２つの指

標のうち、まず起債制限比率につきましては、
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平均11.6％に対し、本県は10.6％と第３位であ

ります。次に、公営企業の元利償還金に対する

繰出金等を含めました実質的な公債費負担の状

況をあらわす実質公債費比率は、九州平均13.5

％に対し、本県は11.8％と第２位になっており

ます。現時点では、九州各県と比べ、いずれの

指標もよい状況でありますが、今後、公債費の

増加が見込まれますことから、十分に留意して

いく必要があるというふうに認識をいたしてお

ります。以上であります。

○星原 透議員 総務部長より答弁をいただき

ましたが、本県の状況は他県と比較して、指標

的には本当に健全な財政運営がなされているん

じゃないかな、そのように思います。一方、地

方団体の予算は、地方が独自に自主財源を確保

することが厳しい仕組みの中で、国の予算や地

方財政対策等に基づき予算の編成がなされてお

ります。一方では、税収が増加している愛知や

東京など大都市圏域との格差が広がり、福祉や

教育など国民生活の面でも徐々にその傾向があ

らわれている、そのように思っています。そう

いう中で、副知事は総務省から来ておられます

が、現在の地方財政の仕組みについてどのよう

な認識を持っておられるのか、お伺いをいたし

ます。

○副知事（河野俊嗣君） 御指摘の点は、まさ

に現在の地方財政が直面しております構造的な

課題であると考えております。特に都道府県財

政は、歳入全体に占める法人関係税の割合が大

きいために景気変動の影響を受けやすく、ま

た、大都市圏に本社、中枢機能が集中する傾向

に伴う税収偏在等の問題が生じているところで

あります。これまで、外形標準課税の導入であ

りますとか法人事業税の分割基準の見直しな

ど、さまざまな制度改正が行われてまいりまし

たが、経済社会の構造的変化に十分対応できて

いるかという課題が指摘されているところであ

ります。

分権型社会における地方財政のあるべき姿と

いたしましては、住民生活に不可欠な行政サー

ビスを確実に提供できるよう、財源を安定的に

確保するとともに、地方が必要な財源を、可能

な限り、みずからの権限と責任で賄えるような

仕組みにすることが必要であると考えておりま

す。このため、国と地方の税源配分を、まずは

５対５とすることを目標として、税源移譲を含

む税源配分の見直しによりまして地方税の充実

強化を図り、地方税中心の歳入構造を確立すべ

きであると考えております。その際、税源の偏

在が小さく、安定性を備えた地方税体系の構築

という観点からは、特に地方消費税の充実強化

を図っていくことが必要だと考えております。

またあわせて、地方税収の偏在是正だけでは地

域の財政力格差は解消されませんので、地方交

付税の財源調整機能と財源保障機能を適切に発

揮することが必要であると考えております。今

後とも、地方交付税の総額を確保するととも

に、制度の充実を図っていかなくてはならない

と考えております。

○星原 透議員 副知事や総務部長からの答弁

をいただいたところでありますが、知事どうで

しょうか、知事の考えと、今回、知事が予算編

成される中で、知事の裁量の範囲というのはど

れぐらいと受けとめたらいいんですか。よろし

くお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 経常収支比率とか実

質公債費比率とか起債制限比率というのは、星

原議員は健全とおっしゃいましたけれども、九

州ではまあいいほうかなというような、あくま

でも相対的な指標でございますので、実質的な
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財政というのは厳しい状況は変わっていないと

思います。交付税におきましても、本県では350

億円削減されております。そういった状況から

も、今、副知事が申しましたように、地方の税

体系は、地方消費税を中心とした確保というの

が急務かなと思っております。それとあわせ

て、地方交付税というのは、財源調整と財源保

障機能がございますので、その辺は確保してい

ただきたいと、それは国に要望していかなきゃ

いけないと思っております。今後とも、地方の

税財源の確保・充実というのは全力で取り組ん

でいかなきゃいけないと思っております。

そして２問目の、私の裁量権の範囲の予算で

ございますが、20年度の当初予算の中で申し上

げますれば、約5,590億円の中で、使途が特定さ

れていない一般財源というのは約3,700億円ござ

います。その中で、人件費、公債費あるいは社

会保障関係費などで、法令等により削減が困難

なもの、いわゆる義務的支出が約3,250億円と、

一般財源の大半を占めております。予算編成に

おきましては、これら義務的支出を除いた約450

億円の経費についてマイナスシーリングを設定

し、財源の捻出に努めているところでありま

す。しかし、これらの経費の中でも、障がい者

自立支援の経費とか地方バス路線等運行維持対

策費など、数々の削減が困難なものがございま

す。よって、大変厳しい予算編成を強いられて

いるところでございます。

なお、私が記者会見で約30億円と申し上げま

したのは、新規・改善事業の一般財源額であ

り、知事が決定する新年度の新たな政策の実施

に要する経費のことであります。以上です。

○星原 透議員 今、九州の中でということ

で、財政が健全じゃないかと言ったのは、一つ

には、九州の中でいいほうなので、逆に我が宮

崎県は厳しい状況にありますから、もう少しそ

ういう点で知事裁量といいますか、知事の決断

で、少し県債を使ってでもやるべきじゃない

か、そういう意味から言ったつもりでありま

す。

それから、今、知事の答弁の中に、「新規・

改善事業の一般財源額が30億円程度と言った」

ということであります。そういう中で、全体枠

は5,600億円余となっているわけですが、その中

で１％以下ということになると、そんなものか

なというふうに思っておりまして、その辺あわ

せてそのように思ったところでございます。

ところで、知事は提案理由説明で、「日本経

済は全般的に回復基調を維持している」と言わ

れており、県民生活の中でその実感は、我々宮

崎県は非常に乏しいのじゃないか、そういうふ

うに思われておりますし、また、地域格差ある

いは所得格差も出ている、そのように私は思っ

ております。そういう中で、知事がよく大都市

圏等にトップセールスに行かれたり、県内各地

を回られているところでありますけれども、や

はり宮崎県、景気回復がなされていない、その

ように思っておるわけでありまして、今一番大

事なことは景気浮揚じゃないかな、そのように

思っております。これについての知事の見解を

お伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） おっしゃるとおりで

ございます。日本全体的には、ＧＤＰ等のこと

も含めて、景気が浮揚しているというふうな数

字は出ておりますが、御指摘のように、都市部

と地方との格差というのは存在すると考えてお

ります。景気浮揚と景気動向というのは、一都

道府県―都は外しまして、一地方だけで対策

するというのは限界があるかなと思っておりま

す。原油が上がって、サブプライムローンとか
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あれば、個人消費が落ち込んで、景気というの

が低迷していくのではないかなと思っておりま

す。宮崎県としては、その中にあって、景気低

迷が、あるいは景気の上昇というのが肌で感じ

られない著しい地域の一つだと考えております

ので、今後も、宮崎県の経済の浮揚、景気の浮

揚というのは、喫緊の課題、最重要課題かなと

思っております。そのためには、「産業振興あ

るいは雇用の拡大なくして宮崎の再生なし」と

私は考えておりますので、あらゆる施策で宮崎

県の浮揚、宮崎県の経済的な活性化というもの

を図っていきたいと考えております。

○星原 透議員 次に、子育て支援についてお

伺いしたいと思います。厳しい財政状況の中で

はありますけれども、今回、入院外の助成対象

年齢を３歳未満から小学校入学前まで拡大さ

れ、また、入院・入院外とも小学校入学前まで

の乳幼児に対し助成されるということで、この

点について大変評価をいたしております。しか

し、小学校あるいは中学校まで枠を広げる、そ

ういう検討はなされなかったのか、もし広げた

場合はどれぐらいの予算が必要なのか、その辺

について福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 乳幼児医療費

助成の対象年齢の拡大は、県や市町村の大幅な

負担増を伴うものでありまして、財政状況が厳

しい中、この事業の実施主体である市町村から

の要望等を踏まえて、小学校入学前までを前提

として検討してきたところであります。それ以

上の拡大につきましては、今後、国において、

次世代育成支援対策の枠組みが見直される中

で、総合的に検討されるべき課題であると考え

ております。

○星原 透議員 数字はなかなか厳しいようで

あります。

次に、道路特定財源の確保についてでありま

す。答弁では、「もし仮に暫定税率が廃止され

れば、高速道路の全線供用の見通しが全く立た

なくなり、新たな国県道の整備着手と整備中箇

所の事業継続も困難になり、さらに維持補修な

どができなくなり、結果的には道路予算以外の

予算を充てることとなり、ほかの分野まで多大

な影響が出る」、そのように申されたところで

あります。そうなりますと、私はやはり、予算

編成の組み替えが生じたり、また県民生活にも

影響が出るんじゃないかな、そのように思って

おります。そういう中で、知事は今回の提案理

由説明の中では、この道路特定財源、暫定税率

の廃止については全然触れておられませんが、

私は最重要課題だというふうに思っておりま

す。知事の考え方をお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、仮

に暫定税率が廃止されました場合には、地方道

路交付金、あるいは県税及び地方譲与税合わせ

て118億円の減が―20年度予算ですけれども

―見込まれるわけでございます。こういった

ことが起こると、予算の見直し等も含めまし

て、県民生活に多大なる影響があるのではない

か、生ずるのではないかと思っております。し

たがって、道路特定財源確保あるいは暫定税率

の維持というものは、私も非常に重要な課題だ

と考えております。

○星原 透議員 次に、建設産業関連で質問さ

せていただきます。先日の新聞報道によります

と、本県と同じように談合汚職事件が発生し、

昨年10月から指名競争入札を全廃した福島県

が、４月から１年間、試行的ではありますが、

予定価格1,000万円未満の工事を対象に、指名競

争入札を復活させる方針が決定したようであり

ます。理由としては、低価格入札が増加し、地
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域密着型の1,000万未満の少額工事において、早

急な工事が必要にもかかわらず、応札者がいな

かったり、参加者が１者しかいないといった

ケースや、入札手続期間が長くなったとか、い

ろんな不満の声があったということでありま

す。本県においても、昨年12月ごろからことし

１月にかけて、特に県北地域で災害復旧工事等

に入札不調が多発しているようでありますが、

低価格の工事で応札者がいないとか、あっても

数者で、不落・不調になった事例がどれぐらい

あるのか、その対応はどのようになっておるの

か、県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 応札者が１者

もない入札不調につきましては、県土整備部に

おきまして、19年度１月までに建設工事で42件

発生しております。今お話ございましたよう

に、年度後半になり、県北地域で多く発生して

いる状況にあります。うち33件につきまして

は、等級区分等の入札参加資格の見直しなどに

よりまして再度の入札を行い、工事に着工して

おります。現時点では、残り９件が引き続き入

札手続中という状況でございます。

発生の主な原因といたしましては、国、市町

村を含む公共工事の発注が年度後半に集中した

ことが考えられますが、そのほかにも、小規模

な工事におきまして業者が応札を敬遠する傾向

にあること、小規模業者の一般競争入札の導入

時期が年度後半でございまして、制度にふなれ

であったこと等が関係しているのではないかと

考えております。入札不調は工事のおくれにつ

ながりますことから、引き続き発注時期の平準

化に努めてまいりたいと考えております。あわ

せて、小規模業者に対する入札制度等の啓発を

行ってまいります。以上でございます。

○星原 透議員 数字的には結構多いな、その

ように思ったところであります。少額な工事ほ

ど、地域住民にとっては身近な工事でありま

す。なおまた緊急性も高い、そのように思って

おります。こういう状況が続けば、今後、災害

等が起こった場合、仮復旧や応急工事を請け負

う業者がいなくなるんじゃないかな、そういう

ふうな心配もしておるところでございます。そ

こで、私は、原因として、設計積算のあり方、

あるいは現場条件や施行条件等に甘さといいま

すか問題があるんじゃないかな、そのようにも

思っております。適正な予定価格を設定してい

ないからじゃないかな、そういうふうに思うの

ですが、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） お答えいたし

ます。

予定価格につきましては、工事箇所の現地を

確認・調査させていただきまして、現場の条件

とか施行の条件を十分把握した上で、工事に必

要となる経費を基準として設定しているところ

でございます。また、これらの条件につきまし

ては、図面ですとか仕様書等において詳細に明

示しているところでございまして、この条件に

ついては、入札前に発注者への質問ができると

いう仕組みになっております。なお、契約後、

条件に変更が生じた場合におきましては、工事

請負契約約款に基づき、適正に設計変更するこ

ととしております。今後とも、実態に合った予

定価格の設定に努めてまいりたいと考えており

ます。

○星原 透議員 なおまた、建設業界の皆さん

からいろいろ要望いただいているんです。その

中で、一般競争入札になって仕事を受注できる

かどうか見通しが立たない、あるいはまた、仕

事をとりやすい状況にしてほしいとか、災害協

定を締結しているようですが、そういう人たち
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にはある程度の点数的なものの配分も上げてほ

しいとか、最低制限価格、これ上げてもらった

んですが、やっぱり今の状況では大変厳しいの

で90％以上にしてもらえないか、あるいは事後

公表をしてもらえないかとか、そんなことが要

望されております。そういう中で知事の考え。

そしてまた、先ほど言いましたように、福島

県は1,000万以下をまた指名競争入札に戻すとい

うことでありますが、この点について知事の考

えをお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御案内のように、昨

年10月に最低制限価格を引き上げさせていただ

きましたけれども、この状況を見ながら現場の

意見も十分に取り組みながら、今後対応を考え

ていかなきゃいけないとは思っております。御

案内のように本県は、一昨年の官製談合によっ

て、県民の県政に対する信頼を著しく失墜した

わけでございます。これを回復するのが一つ大

きな目標ではないかなと思っております。その

ためには、一般競争入札を公正で透明で競争性

の高い入札・契約制度に改革、改善することが

必要ではないかなと考えております。また、電

子入札とか入札参加資格の事後審査の導入によ

り、入札のスピード化とか応札者の事務負担の

軽減等も図っているところであります。このよ

うな制度の改善をさらに進めるとともに、建設

産業を取り巻く厳しい経営環境も踏まえまし

て、基本的には、一般競争入札の枠組みの中

で、地域企業育成型など総合評価落札方式を大

幅に拡充するなどして、地域に根差し、技術力

や地域貢献度の高い業者が受注しやすい環境

を、今後とも整備してまいりたいと考えておる

ところでございます。

○星原 透議員 福島県の1,000万以下の指名競

争については、何らかの考えはありませんで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 福島県はまだ検証結

果が出ておらないと思いますので、その辺は参

考にさせていただく余地はあるのかなと思って

おります。

○星原 透議員 今いろいろ答弁を聞いてきた

ところなんですけれども、来年度の重要施策の

一つ、三本柱の一つということで建設産業対策

を取り上げておられるわけでありますが、この

事業の内容を見てみますと、セミナーの開催や

若手技術者育成支援等の人材育成、あるいは無

利子貸し付け、低金利の融資など、どちらかと

いえばソフト面の対策が主体になっているん

じゃないかなと思います。ですから、どっちに

しても業者の皆さんは借りた金は返さないか

ん。返す金に困っているのが今の建設業者の大

半じゃないか、そのように思っております。

今、建設業者の皆さんは、生き残りをかけて必

死に努力、苦悩をされております。私の知り合

いの会社でも、この２～３年で10社以上の方が

倒産をしております。今回のこの対策で本当に

十分だと知事はお考えか、再度伺います。

○知事（東国原英夫君） ハード面での対策と

いうのは、なかなか難しいものがあると思うん

ですが、やはり地域貢献度とか技術力とか、そ

ういった自助努力とか企業努力をされている方

たちが、公正で公平な、あるいは自由な競争の

中で生きていくということの環境の整備という

のが一番大切かなと思っております。全体的な

公共事業というのは、毎年３～５％ずつ減らさ

れているわけですから、その中で建設・土木業

の方たちの環境が厳しくなるというのは、いた

し方ないことかなと。それでは視点を変えて、

その方たちが新産業あるいは新分野に進出する

こと、あるいは統合等も含めた、あるいは事業
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拡大も含めた、そういったものをサポート的に

支援するということが重要になるかなという考

えのもとに、こういう施策をさせていただいた

ところでございます。

○星原 透議員 今、環境整備の面というふう

に言われましたが、ここ５～６年、公共工事予

算が減額されてくる中で、今回、建設産業、業

界の皆さん方は、三本柱に入ったということ

で、多分、事業費の面でも期待していたんじゃ

ないかなと思っていました。私もそのように

思っておりました。ですから、公共事業費を前

年度並みに編成する、あるいは、以前あったん

ですが、生活関連枠、特別枠みたいな事業を組

まれているのかなと、期待をしておったところ

でもあります。そういう中で、鹿児島県の当初

予算を見てみますと、普通建設事業費のうち、

県単公共事業費は前年度比99.1％と大体同額。

その一方、本県の場合は94％となっているわけ

でありまして、せめて前年度並みの県単公共事

業費にする、あるいは特別枠を設けていただく

とかして、現状を打破してもらえるんじゃない

かなと期待しておったと思うんですが、再度知

事の考えをお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 特別枠が設けられた

ときの第１期の財政改革推進計画では、県単の

公共事業が前年度比30％減などから手当てされ

たものだと伺っております。また、第２期で

は、原則５％減とシーリング率を大幅に緩和し

ております。それとともに、東九州自動車道の

整備とか公共施設の県単維持管理経費について

は、所要額を確保しているところでございま

す。特別枠に関しましては、第１期の事情もご

ざいますけれども、財政等の状況の厳しさもご

ざいますので、現状ではちょっと厳しいかなと

いうことでございます。

○星原 透議員 それぞれありがとうございま

す。

いろいろ申し上げてきたんですが、やはり県

民が幸せ感、あるいは豊かさ感とかそういうの

にならなければ、知事の言われる県民総力戦と

いうのは無意味になるんじゃないかな、私はそ

ういうふうに思っています。今回は、景気・雇

用、あるいは自主財源を確保するためのいろん

なことをやっていくべきじゃないかな、そのよ

うに思って質問をしてきたところであります。

そういう中で、カジノの件でありますけれど

も、来年の通常国会に提案されるというような

話も出ておるわけでありますから、やはり自主

財源づくりには非常に必要なカジノじゃないか

なと思っております。沖縄県では、２人も担当

を置いて研究しているようでありますから、我

が宮崎県でも、もし考えがあるのであれば、そ

ういう取り組みをしておったほうがいいんじゃ

ないかなとも考えるんですが、知事はどのよう

にとらえていらっしゃいますか。

○知事（東国原英夫君） 先ほども答弁で申し

上げましたとおり、多角的、多面的な視野で考

えなきゃいけない問題だと思いますので、慎重

に考えさせていただきたいと思っております。

○星原 透議員 時間のほうも過ぎてまいりま

した。私の持ち時間はまだ６分ほどあるんです

が、もう随分過ぎました。

最後に、知事の政治的判断というんですか、

決断、そういうものが最後は必要かなと思いま

す。厳しい中ではあろうと思いますけれども、

県民が本当に知事に期待しているものを、それ

ぞれ耳を傾けていただいて、積極的に頑張って

いただくことを期待しながら、私のすべての質

問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）
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○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午後０時10分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、自由民主党、48番野辺修光議員。

○野辺修光議員〔登壇〕（拍手） 午後の大変

眠たい時間でありますが、午前中に引き続き、

自由民主党を代表して質問を続けさせていただ

きたいと思います。

知事は、「宮崎から日本を変える」「宮崎の

歴史が変わる」と言われているわけであります

が、理想とされる社会像をどのように描かれ、

その上で2008年をどう位置づけ、理想像へのア

プローチを展開されようとしているのか。ま

た、就任から今日まで、中央等で大変な活動、

行動をなされていらっしゃるわけであります

が、みずからのそういう行動等をどう評価され

ておられるのか。さらには、大変お忙しい中

に、国等への要望、陳情等も行われているわけ

でありますが、現在の陳情政治とも言うべき姿

をどう考えておられるのか、伺っておきたいと

思います。

さて、本論に入らせていただきます。地方分

権改革推進委員会は、昨年11月に中間取りまと

めを行い、当面６月に予定される骨太方針2008

に反映されることを前提に、春以降に順次勧告

を提出するスケジュールで審議が本格化してお

ります。政府も、福田総理が、秋の中間取りま

とめを受けた分権推進本部の席で、「地方分権

改革は現内閣の最重要課題である」と明言し、

役所の利害にとらわれず、政治的リーダーシッ

プを発揮することを各閣僚に求め、増田総務大

臣も分権改革の半年前倒しの意向を示し、政府

が一体となりスピード感をもって取り組むこと

を表明し、意気込みを示されたところでありま

す。

このように順調に見える分権改革であります

が、各論に入りますと、いずれも困難な課題が

横たわっています。大きくは、行政事務の国に

よる義務づけ廃止、県から市町村への事務・権

限の移譲、国の出先機関の整理、分権社会にふ

さわしい地方財政秩序のあり方とありますが、

いずれも大変困難な道のりがかいま見えます。

第１次分権改革で残された最大の課題も、分権

型社会にふさわしい地方財政秩序の構築であり

ました。平成12年４月の地方分権推進一括法の

施行以来、この地方財政秩序の構築に向け、三

位一体改革が行われ、分権社会の構築に向け

て、地方にも提案が促されたところでありまし

たが、結果は、交付税5.1兆円の削減、税源移譲

３兆円は行われましたが、国庫補助負担金は差

し引き１兆円の減となり、また、この平成20年

度の地方財政対策では、短期的措置と思われま

すが、マクロで法人事業税が地方対策と称し、

国に召し上げられ、地方法人特別譲与税として

都市と地方の格差是正に使われます。税源に乏

しい本県にとっては一見有利と見られ、いいの

ではという意見もあり得るところであります

が、国の財源で措置すべきが筋であり、地方の

財源で地方を助けるものであってはならないと

考えます。さらには、地方交付税の特別枠、地

方再生対策費4,000億円についても、交付税を通

じて市町村、特に財政状況の乏しい地域に重点

配分するとされ、市町村では人口１万人規模

で8,000万円程度であり、効果が期待できるとこ

ろでありますが、これの原資も、地方税の偏在
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是正により生じる財源を活用することとされて

おります。したがって、新年度の交付税総額15

兆4,000億円は前年度を2,000億円上回り、また

交付税の代替財源である臨時財政対策債を含め

た実質的な交付税では、前年度を4,000億円上

回っており、これまで減少を続けてきた交付税

が増加に転じたことは大いに結構なことと評価

するところでありますが、地方再生対策費4,000

億円を除くと横ばいであることを直視する必要

を指摘しておきたいと思います。つまり、国か

らの税源移譲ではなく、本来地方の財源である

ものを振り向けることは、地方財政にとって恒

久的、抜本的解決策につながらないと思うので

あります。地方分権改革の最大のテーマの一つ

である国対地方の税源比５対５が先行き不透明

にならないためにも、消費税における地方消費

税の割合の引き上げなど、地に足がついた主張

を行っていくべきものと考えます。そこで、知

事の地方分権改革に対する基本的な考え、国と

地方の税源配分に対する考えをお聞かせくださ

い。

次に、行政組織改革についてであります。

県は、昨年秋に、出先機関の再編構想を策定

し、２～３年内に具体化するとの方針を示され

たところであります。この４月には、新みやざ

き創造戦略の着実な推進を図るため、本庁組織

と並んで出先機関も一部再編されるとのことで

あります。出先機関再編の理由として、交通・

通信網の発達などにより、住民活動や産業経済

活動が広域化していることや、市町村合併や市

町村への権限移譲といった地方分権改革の進

展、さらには現下の厳しい財政状況などによ

り、再編は不可欠ということであります。こう

した社会経済情勢の変化などへの的確な対応

や、より効率的・効果的な組織改革は、基本的

には是とするものであります。今回、本庁組織

において、臨機に中山間地域対策を講じられた

ことには敬意を表したいと思います。しかし、

今後さらに、県の行政組織には、職員数の削減

や本庁から出先機関への権限移譲といった取り

組みとあわせ、県民のニーズが高度化・複雑化

する中、県民の期待にこたえる県政を展開する

ために、国から都道府県、都道府県から市町

村、市町村から住民へと金と権限が流れていく

中央集権的な組織から、県民の視点に立った企

画実践型の行政組織へと転換していくことが求

められていると考えております。このような意

味から、出先機関の再編に当たっては、今回の

ような部分的な統廃合を行うのではなく、各地

域ごとに総合的に県行政を担う、例えば地域振

興局等を設置する方向で、いま一度そのあり方

を検討し直す必要があるのではないでしょう

か。そして、その局長には部長級を充てるなど

して地域重視の組織にすべきと考えますが、い

かがでしょうか。また、４月から本庁組織に部

内局が新設されます。対外的に事務事業の重要

度をアピールする効果は期待できますが、一方

で部内において、部長と局長の権限調整、決裁

の効率化を図ることがより大切と考えます。そ

こで、これらのことを含め、本庁、出先機関を

通じ、県組織のあり方についてどう考えてい

らっしゃるのか、知事に伺いたいと思います。

次に、公益法人についてであります。

国の行政改革の一環として、明治期の民法施

行以来100年余り続いた公益法人制度が改革の緒

についたところであります。平成18年５月に公

益法人改革関連三法案が成立し、今年の12月に

全面施行の見通しとされております。所管官庁

の設立許可制による公益法人は廃止され、これ

にかわって、登記だけで法人格を得られる一般
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社団法人、一般財団法人が新設されることにな

り、現在全国で２万6,000の公益法人は、５年以

内に新制度へ移行手続をとることになります。

この５年の移行期間内に、公益認定等委員会が

審査し、公益性の有無を判断し、公益性ありと

されれば、公益社団法人、公益財団法人とさ

れ、法人税などの税制上の優遇を引き続き受け

ることができることになります。また、委員会

に申請を行わなければ解散とみなされることと

なります。新制度の長所としては、登記のみで

法人の設立ができることになり、所管官庁の縛

りがなくなり、活動分野や組織の再編など自由

度が増すことが期待される反面、公益性がない

と委員会に認定されますと、税制上の優遇がな

くなり、団体によっては存続が危惧されること

があり得るのではないでしょうか。そこで、現

在、県下の公益法人数はどれぐらいなのか、ま

た、12月以降、知事は、公益認定等委員会の意

見を聞き、公益性の判断をすることになります

が、この場合の判断基準はどのようなものにな

るのか、総務部長にお尋ねしておきたいと思い

ます。

次に、中山間地域対策であります。

今から17年前の平成３年に、当時、高知大学

教授であった大野晃現長野大学教授が、住民の

過半数が65歳以上で、独居老人世帯が増加し、

冠婚葬祭など集落の社会的共同生活の維持が困

難な状況に置かれている集落を「限界集落」と

名づけ、その消滅に警鐘を鳴らしてきました。

それが今日、急にクローズアップされてきたの

は、地方交付税の削減や小規模市町村の解消を

図る平成の大合併により、小さな自治体の住民

サービスが低下し、また、道路整備などのイン

フラ整備が逆に若年人口の流出を招き、限界集

落の増加を加速させたと指摘されたことによる

ものであります。本県においても、多くの集落

で全国の平均を上回る速さで人口減少や高齢化

が進んでおり、将来の「まち」の姿に大きな不

安を抱いている住民は多いと考えます。農地や

森林の荒廃など、産業や環境の面での課題、あ

るいは医療や福祉など、限界集落にはさまざま

な問題がございます。まず、知事は、こうした

過疎化の進行と限界集落の本県における現状に

ついてどのように認識しておられるのか、お聞

かせください。また、農山漁村に限らず、都市

部においても高齢化が著しい自治会や町内会で

は、お祭りやイベントを初め、消防団活動など

コミュニティー活動を維持・継続することが困

難になってきているところであります。こうし

た中、住民やＮＰＯ、民間事業者などが主体的

に連携してコミュニティーを創成したり、身近

な課題を解決していく新たな公共の考え方が重

要となってきております。県は、こうした高齢

者が大半を占めるような集落における地域コミ

ュニティーの維持・再生に向けてどのように取

り組もうとされておるのか、地域生活部長にお

尋ねしておきたいと思います。

限界集落の多くは農山村地域であります。日

本の原風景でもあります。豊かな自然や歴史・

文化を有する食料の供給基地であるとともに、

水源涵養や地球温暖化防止など公益的な機能を

担っております。また、山間部の河川上流に位

置するところが多く、こうした集落が消滅する

と、山や村、田んぼや河川は荒廃し、災害など

の視点からも、町なかに住む住民の生活に大き

な影響を及ぼすことも考えられます。このよう

に、農村の集落機能の低下は、農地や農業関連

施設などの維持管理を困難にし、国土保全や洪

水防止などの機能が衰退してしまうおそれがあ

るなど、さまざまな問題が懸念されます。そこ
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で、こうした現状をどう認識され、どう対策を

講じられようとしているのか、農政水産部長に

お尋ねします。

次に、中山間地域の生活交通の確保について

であります。集落機能の維持にとって、生活交

通の確保は不可欠であります。集落の人々は、

買い物や医療、教育など、地域の中心的な街に

依存しなければ生活できず、交通手段は自家用

車に頼るほかありません。このような中、ひと

り暮らしのお年寄りや学生など交通弱者にとっ

ては、公共交通機関であるバスが重要なライフ

ラインとなります。採算性の低い過疎地ではそ

の多くが縮小・廃止されてきています。こうし

た現状を受けて、各市町村が運行するバス路線

の延長は増加してきておりますが、厳しい財政

状況から、市町村はその負担に苦しんでおりま

す。そこで、市町村が導入するコミュニティバ

スの現状をどう理解されているのか、また、コ

ミュニティバス事業を開始する際、運行計画策

定に複数の市町村がかかわることを考慮し、県

が積極的役割を果たされるお考えはないのか、

地域生活部長に伺います。

また、関連して企業局長に伺ってみたいと思

います。企業局では、水源涵養機能維持のた

め、平成18年度から、ダム上流域の1,000ヘク

タールの未植栽地対策として、針葉樹と広葉樹

の混交林を造成する「緑のダム造成事業」を行

われております。大いに評価するものでありま

すが、一方で、水源涵養の維持には、森林を

守っている中山間地域の集落機能の維持が不可

欠であります。こういった観点から、中山間地

域の交通手段の確保のため、バス事業を行うこ

とはできないのか、伺っておきたいと思いま

す。

次に、高速交通体系についてであります。

まず、高速道整備でありますが、昨年11月に

道路の中期計画素案が公表されました。今後の

道路行政のあり方を左右する重要な計画案であ

ります。この計画は、そもそも揮発油税などの

暫定税率を今後10年間延長することで成り立つ

ものであり、高騰を続ける石油製品価格を見る

とき、国民生活の安定といった視点から、大変

苦しい政策選択でありますが、本県を初め、我

が国の道路整備の現状から、国民、県民の理解

を得ながら計画の実施に向けて邁進すべきと考

えます。中期計画では、高速道路を含む基幹

ネットワークの整備に加え、通学・通勤道路対

策、渋滞対策など、地域にとって経済、生活に

不可欠な基礎的インフラの整備目標を掲げてお

り、10年間で65兆円の事業費を見込むもので、

その実施が大いに期待されるところでありま

す。一方で、素案では、高規格幹線道予定路線

を含めたすべての未開通区間の整備の方向が示

され、一部区間では、費用対効果などを考え、

２車線化や既存道路を活用するとされておりま

す。この意味するところは、２車線区間はとも

かく、既存道路を活用とは、「つくらない」と

いうことであります。昭和40年の全国の高速道

路建設構想から、もう既に40年以上が経過いた

しました。確かに政治力の不足もあったかもし

れません。しかしながら、県民一丸となって40

年余り取り組み、順番を待ち、そのあげく、少

し完全なものではないが我慢してほしいでは、

残念としか言いようがないのであります。道路

の中期計画案を受けて、東九州自動車道日南―

志布志間、九州横断自動車道延岡線山都―延岡

市蔵田間について、どう対処しようと考えてお

られるのか、知事にお伺いしておきます。

次に、新幹線の整備であります。新幹線構想

は、昭和45年に制定された全国新幹線鉄道整備
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法に基づき、全国をくまなくネットする全国新

幹線鉄道網として構想が策定され、現在５ルー

トが整備新幹線と位置づけられて、建設中か着

工間近となっております。鹿児島県が３年前に

新幹線を開通させ、観光に経済に大変元気が出

ております。鹿児島が今日を迎えるに当たって

は、昭和45年４月に新幹線建設期成同盟会をス

タートさせるなど、早くからの熱心な建設促進

運動を粘り強く続けられてきた地元の熱意のた

まものであると伺っております。現在、宮崎を

含む北九州から大分を経て鹿児島に至る東九州

ルートは、基本計画区間として存在しておりま

すが、国の財政事情などから、事実上、実現は

困難視されております。この状況を打開する方

策として、フリーゲージ規格方式による道を模

索する動きもありますが、私は、やがて福岡―

鹿児島間に全線開通するフルゲージの九州新幹

線を活用するルートを提案いたしたいと存じま

す。これは、基本計画区間のうち、最初に鹿児

島から宮崎までをつなぐということに力を入れ

るというものであります。まず、このことにつ

いて知事はどう考えていらっしゃるのか、伺っ

ておきたいと思います。

次に、一つの提案をさせていただきます。具

体的には、鹿児島県の川内から分岐させ、現在

の霧島市へ向かい、都城を経由し宮崎へ至る

ルートで新たな建設運動を提起するというもの

であります。延長115キロであります。この案の

東九州ルートに比較しての有利性は距離であり

ます。なぜ距離にこだわるかは、当然、建設費

であります。地形が類似する新八代―鹿児島中

央間の127キロは約6,400億円の建設費でありま

す。１キロメートル当たり50億円であります。

ちなみに鹿児島県の負担は、建設費のおおむね

３分の１、うち90％起債が認められ、そのうち

の２分の１が交付税へ算入されております。こ

れで本県の負担を想定してみますと、宮崎から

鹿児島県境までを約50キロと見たとき、2,500億

円の建設費がかかります。この建設費が仮に10

年間かかるとして年間250億円であります。その

３分の１の80億円の負担でありますが、90％起

債充当し、残りの当座の県の持ち出しは８億円

であります。このことは、後の特別交付税措置

の要因になるのではないかとも考えるのであり

ます。とにかくわずかな負担で建設可能と考え

られますので、年間８億円の県負担で県民に夢

と利便と経済の活性化をもたらすとすれば、す

ばらしいことと思われます。知事の御所見を伺

います。

次に、介護保険についてであります。

平成12年４月に介護保険制度がスタートし、

開始後５年目の大幅な見直しを終え、順調に機

能しているかに見えます。しかしながら、ここ

に来て幾つかの課題が見えてまいります。ま

ず、介護保険制度の保険者の問題であります。

現在、社会保障制度・医療制度は、平成13年10

月に閣議決定された医療制度改革大綱のもと、

改革の途上にあります。この大綱の流れで、こ

の４月から、75歳以降を対象とする後期高齢者

医療制度がスタートし、年金、医療制度におい

てはそれぞれ一元化が議論されております。介

護保険についても、現在の市町村が保険者であ

ることを改め、より広域で運営していくことが

目標とされておりますが、当面、後期高齢者医

療制度のように、県を単位に運営することが現

実的であると考えます。市町村が保険者か県が

保険者かは別として、市町村ごとに保険料が異

なることは是正すべきであります。知事の御見

解をお願いいたします。

次に、介護分野の人材の流出及び不足の問題
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であります。今、介護の世界から人材の流出が

なぜ起こっているのか。専門学校などの人材養

成機関の定員割れが発生しているのはなぜで

しょうか。いよいよ本格的な高齢社会を迎えた

にもかかわらず、介護崩壊が始まったのではと

懸念しております。本県における状況において

も、かなり深刻であると伺っております。もと

もと就労機会の少ない本県においても、希望を

持ってこの分野に進出が続いたのに、ここに来

てブレーキがかかっております。このままこう

した状況が進行すれば、必要な人材が支障を来

す事態が想定されます。そこで、福祉保健部長

にお尋ねいたしますが、県内の介護分野のこう

した状況をどう認識されておられるのか、ま

た、今後の対処方針についてお尋ねしておきた

いと思います。

次に、中小企業対策についてであります。

企業にとりまして一番の課題は、資金対策で

あります。今後の資金需要への対応について伺

いたいと思います。県内の製造業は、中小企業

が事業所数で98％強、従業員数で約７割を占め

ており、中小企業の振興なくして宮崎県の産業

振興は望めるはずもありません。しかし、中小

企業の多くは、原油や原材料などの価格上昇分

を製品やサービスへ転嫁できず、また、公共事

業の減少などでその９割が収益を圧迫され、依

然として厳しい経営環境の中であえいでいま

す。県ではこれまで、中小企業者に対し、長期

の低利融資制度を設け、支援されてきたところ

であります。昨今の新規貸付実績は、景気の回

復もあり、好調であると伺っておるところであ

りますが、新たな取り組みとして、無担保ス

ピード保証融資の要件緩和や再チャレンジ枠が

創設されるなど、中小企業にとって大きな支援

になると期待いたしております。しかし、融資

制度のほとんどは信用保証協会の保証が必要で

あり、保険事故率の高まり等に対応するため、

保証協会と金融機関とが適切な役割分担をする

責任共有制度を導入されると聞いております。

金融機関にもリスクが生ずることから、金融機

関の対応次第では、中小企業の資金調達に大き

な影響が生ずることも懸念されます。緩やかな

がらも続いているとされる景気回復が、地方の

中小企業にも実感できるためには、資金需要に

迅速・適切にこたえることなど、中小企業に元

気の出る取り組みが欠かせないと考えます。そ

こで、商工観光労働部長に伺いますが、現在ま

での金融対策の業種ごとの成果と課題、並びに

現在の社会経済情勢を踏まえ、今後どう取り組

まれるのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

次に、林業振興についてであります。

今日の中山間地域の一番の課題は、所得の確

保であります。木材価格の低迷が今日のような

中山間地域の疲弊を生み出したと言っても過言

ではないと考えますとき、木材価格の上昇のた

め、どのような林業施策が必要と考えておられ

るのか、まず、知事に伺っておきたいと思いま

す。

さて、同様の視点から質問でありますが、安

定的な県産材の需要拡大に結びつく企業の進出

は、森林所有者の所得向上や新たな雇用にもつ

ながり、地域経済の活性化も図られると期待さ

れます。日向市に進出の意向を持つ中国木材株

式会社でありますが―きょうの新聞にも出て

おりましたが―この会社は、優良材の生産は

もとより、ほとんど厄介者扱いの間伐材や曲が

り材、欠陥材の有効活用のため、杉とベイマツ

の異樹種集成材の開発に道を開いたメーカーで

あり、加えて、端材、おが粉、樹皮の乾燥用燃
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料化やバイオマス発電など、その経営は先端的

な面を見ることができます。また、６隻の大型

木材専用船を所有し、物流にも強みを持ってお

ります。そこで、木材の集荷において、日向を

拠点とする耳川水系のみを想定するのでなく、

例えば、整備が進んだ串間市の福島港を県南の

木材の集積場として利用するならば、一部で危

惧されている原木の供給、また過伐による耳川

流域の荒廃にも十分配慮できると考えるもので

あります。このような視点から、県全体の林業

振興に資するものと考えます。地元との対話を

含め、積極的な役割を果たしていかれる考えは

ないか、知事に伺います。なおまた、環境森林

部長には、仮に中国木材の進出があった場合の

経済効果や雇用数などはどうなるのか、伺って

おきたいと思います。

次に、農業振興についてであります。

本県は、温暖な気候と豊かな自然を生かし

て、安全で安心な農産物を全国に供給してお

り、平成18年の農業生産額ではこれまで最高の

全国第５位になるなど、日本有数の農業県と

なっております。一方で、燃油価格や飼料価格

が高騰する中、これらを市場価格に転嫁するこ

とは難しく、農業経営は厳しさを増しておりま

す。そこでまず、県内の農業経営の現状につい

て知事はどう認識されるのか、伺っておきま

す。

さて、近年、進行が加速していると言われて

いる地球温暖化への対応についてであります。

温暖化による農業面での具体的な影響として

は、乳白米の増加など水稲の高温障害や、果実

の着色不良、病害虫の多発などが確認されてお

り、今後は、水稲の収量や品質の低下、多くの

品目での産地移動、さらには鶏の生産性低下な

どが懸念されております。地球温暖化に関する

情報が頻繁に流れる中、農業者も将来の農業生

産への不安を抱きつつ、当面の農業経営に取り

組んでいるのが実態であります。

このような中で、県は、平成20年度新規事業

として、地球温暖化対応産地構造改革モデル実

証事業を実施することとされており、近年顕在

化してきた課題に対し、農業県宮崎として積極

的に取り組む姿勢が明確に示されたことは評価

したいと思います。そこで、温暖化に対して新

規事業でどのような取り組みを行おうとされて

いるのか、農政水産部長に伺っておきます。

また、昨年のような温暖化による影響と考え

られる水稲の被害を回避するためには、被害の

原因究明と再発防止に向けた対策が不可欠であ

ります。どう分析され、どう対応されるのか、

伺っておきます。

次に、関連してお尋ねします。堆肥などを燃

料として活用するバイオマス事業についてであ

ります。近年、温室効果ガスの排出抑制による

地球温暖化防止とあわせ、未利用資源を有効活

用した循環型社会の形成が強く叫ばれておりま

す。そのような中で、農林業の生産活動の中で

排出される家畜排せつ物や林地残材等の資源利

用も、未利用資源の活用や化石燃料からの脱却

という観点から大変重要であると考えます。そ

こで、まず、畜産県として家畜排せつ物のバイ

オマスエネルギーとしての利活用が必要と考え

ますが、その現状と取り組み、さらには、本県

は全国有数の焼酎の生産県でありますが、バイ

オマス資源である焼酎かすの利活用はどうなっ

ているのか、伺っておきたいと思います。

また、木質バイオマスについては環境森林部

長に伺います。製材工場等で発生するおが粉や

端材などは、畜産用の敷料などとして利用され

ますが、森林内に未利用のまま放置されている
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間伐材や枝葉などがまだまだ多くあり、これら

を有効活用することは、地球温暖化防止や森林

所有者の所得向上にもつながるものと考えま

す。新しいエネルギーとして期待されているバ

イオエタノールの開発や木質ペレットの活用等

を含め、木質バイオマスの活用についてお聞か

せ願いたいと思います。

次に、水産業の振興についてであります。

水産資源の減少や産地価格の低迷、燃料油の

高騰などの影響から、漁業経営は悪化してお

り、就業者の減少や高齢化が進行する中、将来

の漁業や漁村の活力低下が心配される状況にあ

ります。このような中、水産業の振興を図り、

漁業県としての位置を守っていくためには、担

い手対策を含め、総合的な対策を講じることが

県の責務であると考えます。県では、漁場の選

択に役立つ情報をパソコンで漁船に提供する事

業を開始されたのを初め、新年度には、魚資源

の減少に対応した新しい漁場造成技術の確立を

目指し、中長期的な魚資源対策に乗り出すな

ど、各種事業を展開しております。今後一層の

取り組み強化を期待するものであります。そこ

で、現在、県が進めている水産業・漁村振興長

期計画が目指す本県水産業の姿はどのようなも

のか、また、今後の振興策について、農政水産

部長に伺います。

また、単位漁協の合併についてであります

が、本県漁業のさらなる発展を願うとき、合併

による体力強化は避けて通れない課題と認識い

たしますが、今後の方向性について伺っておき

ます。

次に、教育問題についてであります。

まず、先ほどの星原議員の質問におきまし

て、学習指導要領の改訂案に対する教育長の基

本的な認識を伺いました。そこで、今後の実施

あるいは移行に向けてどのような課題があり、

どう取り組んでいこうとされているのか、授業

時間数が増加し、現場の負担がふえるのではと

いうような声もありますが、教育長の見解をお

聞かせください。

次に、特別支援教育についてであります。私

は、日ごろ、障がいのある子供をお持ちの保護

者の方々のお話を伺うことがありますが、皆さ

んが異口同音におっしゃることは、将来に対す

る不安であります。自分たちが年老いたとき、

この子供たちはどうなるのだろうという心配で

あります。当然のことであると考えるものであ

ります。現在、我が国は、障がいの有無にかか

わらず、だれもが相互に人格と個性を尊重し合

う共生社会の構築に向け、新たに特別支援教育

をスタートしたところであります。障がいのあ

る子供が、将来の自立と社会参加を目指して、

安心して学び、豊かな人生を送ることができる

よう、よりよい教育環境と質の高い教育を提供

するためには、これまで以上に特別支援教育の

充実を図る必要があると思います。そこで、知

事にお尋ねします。今回、平成20年度新規事業

として、延岡地区総合特別支援学校設置検討事

業を提案されております。これは、本県の特別

支援教育について新たな展開を図られるもので

あると期待しているところでありますが、具体

的にはどのように特別支援学校の整備に取り組

んでいかれるのか、伺っておきます。

次に、中高一貫教育校についてであります。

本県は、平成６年に全国に先駆けて五ヶ瀬町に

県立の中高一貫教育校を設置し、全国的な注目

を集めてまいりました。さらに昨年４月には、

併設型の中高一貫教育校として、宮崎西高等学

校附属中学校を開校し、この両校の入学者選抜

には多くの志願者が集まり、中高一貫教育校に
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対する県民のニーズの高さがうかがえるところ

であります。全国的にも中高一貫教育校のニー

ズが高まっており、文部科学省の調査によりま

すと、平成19年４月現在、全国に257校の中高一

貫教育校が設置されており、前年度より54校増

加したと聞いております。このような中、県教

育委員会では、本年度、学識経験者等から成る

「中高一貫教育校調査・研究委員会」におい

て、本県の今後の中高一貫教育校の設置の必要

性について協議されたとのことであります。そ

の内容はどのようなものであったのか、また、

来年度の新規事業についても予定されているよ

うでありますが、今後の中高一貫教育校の整備

について、県教育委員会はどのように考えてい

るのか、教育長にお尋ねします。

次に、警察行政についてであります。

近年、県内の刑法犯認知件数は減少傾向にあ

り、検挙率は上昇傾向にございます。これは特

に平成15年以降、強力に実施してきた諸施策の

大きな成果であり、県警察の取り組みを高く評

価するものであります。こうした中、昨年末、

平成20年の警察運営指針及び運営重点を決定さ

れました。熟練警察官が退職を迎える中にあっ

て、優秀な人材の確保だけでなく、現職警察官

の職務規範を含む資質の向上が重要であると考

えますが、こういったことも含め、今後さらな

る警察力の向上を図られ、県民の安心・安全の

確保に全力で取り組んでいただきたいと思いま

す。まずは、新年度の基本姿勢及び運営指針の

要点について、警察本部長にお尋ねいたしま

す。

次に、犯罪取り調べの可視化導入についてで

あります。現在、参議院の法務委員会では、刑

事訴訟法改正案が審議中であります。この法案

は３つのポイントがあり、１つ目はビデオ等に

よる録画、録画による可視化、２つ目には録画

のない自白の証拠能力の否定、３つ目が検察官

手持ち証拠リストの開示であります。参議院で

の可決は必至で、衆議院での可決・成立は微妙

とされております。この改正案が出された背景

には、来年４月からの一般国民が裁判にかかわ

る裁判員制度の実施、及び昨年、鹿児島県と富

山県で相次いだ冤罪事件が大きな後押しになっ

たことは否めません。刑事訴訟法の第１条は、

「事実の真相を明らかにし……」とあります

が、令状により勾留し取り調べが始まると、白

とする真実の究明は置かれ、黒の事実の究明に

力点が置かれること、誤認逮捕の非難を避けた

いことなどから冤罪が発生すると言われており

ます。警察の職務は、一般職員と比較して強い

モラルが求められ、刑事事件の捜査に当たって

は、犯罪捜査規範などにより、捜査を行うに当

たっては、警察法、刑事訴訟法、その他の法令

及び規則を遵守し、個人の自由と権利を不当に

侵害することのないように注意しなければなら

ないとされております。個人の基本的人権を尊

重した上で、適正な捜査を推進し、真相解明に

当たることを県民は期待していると考えます。

こうした犯罪取り調べの可視化導入に対する一

連の動きをどうとらえておられるのか、警察本

部長にお尋ねいたします。さらには、今年１

月、警察庁から示された「警察捜査における取

調べ適正化指針」の内容についてお聞かせくだ

さい。

最後に、新エネルギー対策であります。

このことについては、国も推進体制を整備

し、県においても新エネルギー推進室を設置す

る県が出てくるなど、今後一層普及が進むもの

と思われます。企業局も昨年度、太陽光発電へ

の取り組みを検討されました。こうした中、農
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業用水や中小河川を活用した中小水力発電は、

未利用資源の有効活用という観点からも注目を

集めつつあります。そこで、この中小水力発電

について、もともと発電エネルギーを主業務と

されておる企業局としてはどう取り組まれてい

るのか。また、山形県では、次世代のエネル

ギーとして注目されている燃料電池について、

県の研究センターなどにおいて地元大学と共同

研究を行い、国内外で高く評価をされていると

伺っております。こうした地方での新分野の新

エネルギー研究は、県民に大いに勇気を与える

ものだと存じます。そこで、企業局において、

燃料電池の研究に取り組む余地はないのか。特

に、宮崎大学には工学部があります。連携は可

能であると考えますが、見解を伺って、壇上か

らの質問とさせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

理想とする社会像、国家像についてでありま

す。私は、我が国が、環境問題やエネルギー問

題、あるいは技術革新の分野で、21世紀の国際

社会をリードする国であってほしいと考えてお

ります。また一方で、歴史と伝統を重んずる文

化国家であってほしいとも思っております。そ

して、国の成り立ちとして、脱中央集権・地方

分権の国家で、地域やそこに住む生活者たる国

民を起点とする国家であってほしいと思ってお

り、ひいては、子供や若者が夢や希望を持てる

国であってほしいと願っております。しかしな

がら、現状は必ずしもそうではありません。政

治は国民の期待からほど遠いと言わざるを得ま

せんし、地方の側にも国民の側にもお上意識が

抜け切れず、国民と政治家の双方が意識改革、

自己改革を行うべき時期が到来していると考え

ております。今や、日本を変えるため、戦後の

お任せ民主主義を打ち破り、地域や生活の現場

から、これまでの日本人の生き方、暮らし方、

働き方を、根本から問い直す運動を起こさねば

ならないと考えております。

ところで、我が国の歴史の大きな分岐点は、

戦国時代と明治維新であったと私は考えており

ます。いずれの時代も地方から日本を変えて

いったのであります。今の時代にあっても、我

が国を変えるためには、私たちはまず身の回り

から変えていかなければなりません。それが私

の言う県民総力戦なのです。私たちの暮らす地

域や宮崎県から、お任せ民主主義の悪弊をなく

していかなければなりません。そして、そうし

た宮崎モデルと言うべき、住民の政治参画への

うねりで、地方から日本を変えていきたいと考

えております。

続きまして、就任して以来の私の行動、活動

についてであります。私は、この１年、県内全

市町村を回り、県民フォーラムや県民ブレーン

座談会を通じ、県民の皆様の声をじかにお聞き

し、県内の実情把握に努めてまいりました。そ

の結果、各地域が抱える課題について十分に理

解を深めるとともに、県政に対する強い期待感

を感じているところでございます。また一方で

は、全国を飛び回り、宮崎のＰＲに努めるとと

もに、道路特定財源問題を初めさまざまな事柄

について、地方としての主張を全国に発信して

まいりました。これらの活動は、本県の産業振

興や社会インフラの整備など、すべては宮崎の

発展のため、行ってきたものであります。おか

げさまで、宮崎の知名度を飛躍的に高めるとと

もに、地方の実情や願いを中央に知らしめるこ

とができたと考えております。ただ、ＰＲの成

功は、日本一の宮崎牛やマンゴーなどの県産品
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のすぐれた品質によるところが大きく、これは

県民の皆様の長年にわたる努力のたまものであ

ります。今後とも、初心を忘れず、真摯にかつ

謙虚に、県勢の発展に尽くしてまいりたいと考

えておる次第でございます。

続きまして、陳情政治についてであります。

私は、就任以来、県政の諸課題について国等に

陳情を行う一方で、県に対するさまざまな陳情

も受けてまいりました。特に、このたびの道路

特定財源問題を通して痛感しますのは、地域の

実情や思いというのは、他の地域に住む人々か

らはなかなか理解してもらえないということで

あります。陳情する側の厳しい実情や切実な思

いを相手方に訴え、多くの方々に理解してもら

う直接的な手段として、陳情の必要性はあるの

ではないかと考えています。しかしながら一方

で、過度の陳情行政は地方の主体性を弱め、い

つまでも国への依存体質から抜け出せないこと

になりはしないかと危惧はしております。した

がいまして、可能な限り陳情に頼ることなく地

域の思いが実現できることが最も望ましいこと

であります。国と地方の役割分担の見直しや、

地方への権限・財源の移譲について、地方分権

改革の議論の中でも訴えていきたいと考えてお

ります。

続きまして、地方分権改革等に対する考えに

ついてであります。私は、地方の自主性、自立

性を高め、地域の特性に応じた個性豊かで活力

に満ちた地域づくりを進めてまいりますために

は、今後とも、権限移譲や税源移譲を伴う真に

実効性のある地方分権を推進していく必要があ

ると考えております。具体的には、まずは、法

令による義務づけなどの国の関与の見直しや、

国の地方支分部局の見直し等を通じて、地方が

主体的に権限を行使できるようにすることであ

り、本年４月以降の地方分権改革推進委員会に

よる政府への勧告に大いに期待をしているとこ

ろでございます。

次に、国と地方の税源配分につきましては、

地方の自立性を高め、地方が担う事務と責任に

見合うよう、まずは５対５にしていく必要があ

るのではないかと考えております。平成20年度

の税制改正では、地方税である法人事業税の一

部を国税化し再配分するという、いわば地方か

ら国への逆税源移譲の形となりましたが、今回

の措置は、消費税を含む税体系の抜本的な改革

が行われるまでの暫定措置ということでありま

すので、税体系の抜本改革の際には、地方消費

税の充実により地域間の税収格差を是正すると

ともに、国と地方の税源配分についても、少な

くとも５対５になるよう、全国知事会等と連携

をしながら要望してまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、行政組織のあり方についてであ

ります。財政状況が一段と厳しさを増す中で、

活力のある県政運営を進めていくためには、行

政組織につきましては、人材や財源など限られ

た経営資源を有効に活用できる、スリムで効率

的な組織体制の構築を行う必要があると考えて

おります。このようなことから、平成20年度組

織改正案におきましては、本庁、出先機関にわ

たる再編を行うこととし、本庁においては、県

民起点の政策立案等を図るため、「県民政策

部」を新設するとともに、新みやざき創造戦略

に掲げる重点目標の達成に向けて、「こども政

策局」を初め、新たに設置する局に一定の権限

を持たせ、機動的な推進体制を整備することと

しております。また、出先機関につきまして

は、各部門の出先機関を統合し、いわゆる総合

事務所にするという考え方もありますが、組織
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が大規模になることに伴う組織管理上の問題が

あることや、各部門によって所管区域が大きく

異なり、すべての総合事務所に同様な機能が与

えられないこと等の課題があると考えていると

ころでございます。このため、各出先機関に共

通する総務事務等の集約化や、各部門ごとの組

織体制の見直しを行うことにより、現場に必要

なマンパワーの確保、部門内の関係機関相互の

一層の連携強化を図ってまいりたいと考えてお

ります。今後も、時代の変化や新たな行政需要

に迅速かつ的確に対応する観点から、行政組織

の不断の見直しに努めてまいりたいと考えてお

ります。

続きまして、中山間地域についてでありま

す。中山間地域につきましては、依然として人

口減少に歯どめがかからず、過疎化が進行し、

また高齢化も進む中で、農林業を継続すること

は極めて困難な状況にあります。さらには、維

持存続が危ぶまれる集落、いわゆる限界集落が

見受けられるようになり、そこに暮らす人々の

生活だけでなく、国土の保全、水源の涵養など

の観点からも看過できない事態にあると認識い

たしております。これまで、中山間地域の振興

につきましては、過疎法等に基づく各種の事業

により、交通基盤や生活環境の整備、産業の振

興等に取り組んでまいりました。また、中山間

地域等直接支払制度など住民に対する経済的支

援を行うことにより、定住や経済活動を継続さ

せ、そのことを通じて森林や農地を守り、中山

間地域の多面的機能を維持させるという政策な

どにも取り組んできたところであります。しか

し、中山間地域という枠組みのみで振興を図る

ということは、一定の限界があるのではないか

と考えております。「森が滅びれば国が滅び

る、地方が滅びれば国が滅びる」、私はこのよ

うな思いから、中山間地域の振興や植栽未済地

の解消を、平成20年度重点施策の筆頭に掲げる

とともに、新たに「中山間・地域対策室」を設

置し、中山間地域対策等の地域振興施策の総合

的な推進を図ってまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、東九州自動車道及び九州横断自

動車道延岡線の今後の取り組みについてであり

ます。東九州自動車道及び九州横断自動車道延

岡線は、九州における循環型高速交通ネット

ワークを形成する重要な路線であるとともに、

地域の活性化はもとより、救急医療や災害時の

緊急輸送道路としての重要な役割を担う、本県

にとって「真に必要な道路」であります。東九

州自動車道の日南―志布志間及び九州横断自動

車道延岡線の山都―蔵田間につきましては、基

本計画のままで整備のめどが立っておりません

でしたが、去る11月に公表された道路整備の中

期計画素案の中で、４車線から完成２車線相当

の構造に見直しつつ、これに加え、円滑な走行

が可能な現道の一部を当面活用するなど、構造

・規格の見直しを行い、早期にネットワークの

機能を確保するとされたところでございます。

県といたしましては、全線整備とされなかった

ことには不満は残りますが、高規格幹線道路の

ネットワークとして整備の必要性等が示された

ところであり、本県の発展にとって大きな前進

であると考えております。今後は、計画の具体

化に向けて、国土交通省との協議を早急に進め

るなど、一日でも早く整備に着手できるよう

に、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、東九州新幹線の宮崎―鹿児島間の整備

についてであります。御案内のとおり、東九州

新幹線の整備は、東九州地域はもとより、九州
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域内の新幹線ネットワークを構築し、九州全体

の交流拡大、連携を図る上で大変重要であると

認識しております。この路線は、昭和48年に基

本計画に決定され、整備計画路線への格上げが

待たれている状況でありますが、福岡市から本

県を経由して鹿児島市に至る、非常に距離の長

い路線でありますことから、どこから整備を進

めるかは、さまざまな観点からの検討が必要で

あると考えております。御提案のありました、

九州新幹線鹿児島ルートに近い宮崎―鹿児島間

から着工するという案も、整備効果を早期に本

県にもたらすという観点から、整備手法の一つ

となり得るのではないかと考えております。

次に、川内―宮崎ルートの新幹線建設につい

てであります。御提案のありました川内から霧

島、都城を経由して宮崎を結ぶ新幹線につきま

しては、九州新幹線鹿児島ルートに接続する一

つの案だとは考えますが、人口60万人を有する

鹿児島市を経由しないことによる整備効果への

影響を考慮しますと、現状では難しいのではな

いかと考えております。議員は、年間８億円程

度の負担で整備できると指摘されましたが、私

どもの試算では、その５倍程度の負担が生じる

と考えております。いずれにしましても、東九

州新幹線は、本県はもとより、東九州地域の一

体的発展を図っていく上で大きな効果が期待で

きるものでありますので、引き続き、国に対し

ましても、整備計画路線への格上げや財源の確

保を要望してまいりたいと考えております。

次に、介護保険制度についてであります。介

護保険は、介護が必要になっても、できる限り

住みなれた地域で自立した生活を営むことがで

きるよう設けられた制度であり、住民に最も身

近な市町村が保険者となって運営しているもの

であります。このため、各市町村においては、

高齢者数や介護ニーズ等の地域の実情を十分に

踏まえて策定した介護保険事業計画に基づきま

して、サービス量に応じた介護保険料を設定す

るとともに、計画的な介護サービスの充実に努

めているところであります。また、昨年度の制

度改正におきましては、市町村がより主体的に

きめ細かな対応ができるよう、地域支援事業や

地域密着型サービスが創設されるなど、制度の

充実が図られているところでございます。県と

いたしましては、今後とも市町村と十分な連携

をとりながら、適切かつ円滑な介護保険事業の

運営が図られるよう支援してまいりたいと考え

ております。

続きまして、林業振興、木材価格の上昇のた

めの施策についてであります。中山間地域に

とって林業は重要な産業であり、今日の木材価

格の低迷は、森林所有者等の所得や地域経済に

大きく影響していることから、木材の需要拡大

等を通じた林業の振興は大変重要であると考え

ております。このため、首都圏等での商談会の

開催など、県産材の販路拡大に積極的に努めて

おり、昨年11月には福岡市での販売促進フェア

において、私みずからがトップセールスを行っ

たところであります。また、協定による原木取

引や需要者ニーズに対応した付加価値の高い製

品づくり、さらには、木材利用技術センターで

の新たな用途開発等も進めているところでござ

います。今後とも、県内外での県産材の需要拡

大に積極的に取り組み、所得の確保を初めとし

た林業の振興を図り、中山間地域の活性化につ

なげてまいりたいと考えております。

続きまして、中国木材株式会社についてであ

ります。中国木材の進出につきましては、地元

の関係者から成る「耳川流域の林業・木材産業

の健全な発展を考える会議」の中で議論されて
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おり、昨日開催された５回目の会議では、会社

も交えた話し合いが行われております。会議で

は、会社から原木調達の計画などが示され、引

き続き協議していくことが確認されたところで

あります。また、今月15日には、宮崎県木材協

同組合連合会等の林業３団体による「中国木材

株式会社進出に関する検討会」が新たに設置さ

れ、本県林業・木材産業全体の問題として協議

が始まっておるところでございます。県も、こ

れらの協議の場に参加し、本県の森林・林業を

取り巻く現状等についての情報提供や助言等を

行ってまいりたいと考えております。私としま

しては、中国木材の進出は、新たな雇用の創出

や安定的な木材需要が生まれるなど、地域経済

の活性化につながるものと考えておりますの

で、今後も業界と会社の協議が円滑に進むよ

う、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、農業振興、燃油や飼料価格の高

騰の影響とその対応についてであります。近年

の燃油価格や飼料価格は、国際情勢の変化や、

バイオエタノール向けのトウモロコシの需要増

大に伴い、平成16年度に比べ、燃油価格は約２

倍、平成18年度に比べて飼料価格は約1.4倍にそ

れぞれ高騰しております。これらの影響につい

ては、施設園芸における経営費で約20％程度、

養豚経営においても５％程度コストが上昇する

と試算され、本県農業経営にも大きな影響を与

えることを危惧しております。このため、県と

いたしましては、関係機関・団体等とも連携を

とりながら、本県農家への影響を緩和するた

め、原油高騰対策として、施設園芸の省エネル

ギー対策指針を作成し、コスト削減策を周知す

るとともに、ハウス内の多層被覆資材や循環扇

などの省エネルギー設備の導入、木質ペレット

などの代替エネルギーの実証を進めているとこ

ろでございます。

次に、飼料高騰対策といたしまして、飼料米

などの自給飼料の生産拡大や、食品残渣など未

利用資源の飼料化、衛生対策の徹底による家畜

の生産性の向上を進めてまいります。また、本

年２月に発動した県独自の緊急支援資金を活用

し、農業経営の維持安定に向けた支援を行って

まいります。さらには、これらの対策とあわせ

て、安全・安心日本一のみやざきブランドのさ

らなる推進により、付加価値の高い販売に努

め、本県農業経営への影響を緩和してまいる所

存でございます。

続きまして、延岡地区総合特別支援学校（仮

称）設置検討事業についてであります。現在、

延岡地区の特別支援学校３校は、災害への脆弱

さ、過密化、進路の固定化等、喫緊の課題を抱

えており、早急な対応が必要であることから、

延岡西高等学校の跡地に統合し、福祉、医療、

労働等が密接に連携した総合的な特別支援学校

の設置を検討してまいりたいと考えておりま

す。来年度は、県民の皆様から意見をいただき

ながら、複数の障がいに専門的に対応できる教

育課程の編成や、早期教育相談の充実、卒業後

の就労を目的とした就業教育の充実など、新た

な視点で多様なニーズに柔軟に対応できる、全

国に誇れる特色ある学校づくりに向けた基本構

想を作成したいと考えております。私は、障が

いのある子供たちが、明るく生き生きとした学

校生活を通じて自立と社会参加を図ることがで

きるよう、今後とも特別支援教育の一層の充実

に取り組んでまいりたいと考えております。

〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えい

たします。
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公益法人制度改革についてであります。ま

ず、現在、県で許可されている公益法人の数で

ありますが、社団法人が145法人、財団法人

が108法人の合計253法人となっております。次

に、公益性の判断基準についてでありますが、

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律」におきまして、公益目的事業を主た

る目的とし、その割合が法人のすべての活動経

費の２分の１以上を占めていることや、公益目

的事業を行うために必要な経理的基礎及び技術

的能力を有することなどの要件が定められてい

るところでありますが、現在、国において、こ

れらの要件を解釈するに当たってのより具体的

な基準等についての検討が進められているとこ

ろであります。この国の解釈基準等につきまし

ては、本年の４月か５月ごろには示されると聞

いておりますので、県といたしましては、これ

らを踏まえて、公益認定の基準を含めた本県と

してのガイドラインをできるだけ早期に策定

し、その周知や相談体制の充実を図るなど、新

制度への円滑な移行に努めてまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えいたします。

地域コミュニティーの維持・再生への取り組

みについてであります。集落は、地域住民の生

活の場であるだけでなく、農繁期等における相

互扶助、里道等の維持管理、あるいは伝統芸能

等の伝承といったさまざまな機能を有しており

ます。しかしながら、全国的に過疎地域等にお

いては、若年層を中心とした人口の流出や高齢

化の進行等により、地域の活力が低下してお

り、特に山間地の小規模集落においては、維持

存続が危ぶまれる集落もあると認識をしており

ます。本県におきましては、これまで、住民み

ずからの主体的な地域活性化への取り組みを促

進するとともに、その活動を担う地域リーダー

の育成に努めるなど、集落機能の維持・強化を

図ってきたところであります。さらに、今年

度、今後の集落対策のあり方に関する検討の基

礎資料を得るため、過疎地域等市町村の集落の

実態調査を行っているところであります。今後

は、これら調査の結果を詳細に分析し、評価を

行い、市町村との連携のもと、地域コミュニ

ティーの維持・再生のために効果的な方策を構

築してまいりたいと考えております。

次に、コミュニティバスについてでありま

す。県内の市町村では、住民の暮らしに欠かせ

ない地域交通を将来にわたって安定的に確保す

るため、地域の実情に応じたコミュニティバス

の導入が進められており、県では、地域バス再

編支援事業によりまして、こうした取り組みを

積極的に支援しているところであります。この

事業を活用してコミュニティバスを導入した三

股町と五ヶ瀬町では、低料金化や交通空白地域

への運行拡大など、住民の意見を踏まえた運営

が好評であると伺っております。コミュニティ

バスの導入に当たっては、自治体や住民など地

域の関係者による主体的な取り組みと創意工夫

が重要でありますが、県といたしましても、今

後とも市町村と十分連携しながら、地域にとっ

て最適な交通システムが構築されるよう、積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 介護

人材の確保についてであります。本格的な高齢

社会を迎える中で、今後とも質の高い介護サー

ビスを安定的に提供していくためには、何より

も介護を支える人材の確保が重要であります。

本県におきましては、現在のところは、大都市

平成20年２月27日(水)
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部に比べ、介護人材が逼迫する状況にはござい

ませんが、全国的な課題として、給与水準等か

ら離職率が高いなどの指摘があり、また、今後

高齢化がさらに進行する中で介護需要の増大が

見込まれるところであります。このため、国に

おきましては、「社会福祉事業に従事する者の

確保に関する指針」の中で、必要な福祉・介護

サービスが提供されるよう、介護報酬の設定な

ど制度の見直し等を検討することとしておりま

す。県といたしましては、その推移を見守りま

すとともに、今後とも、研修事業の充実によ

り、ケアマネジャーなど専門的な人材の資質の

向上を図るとともに、福祉人材センターにおけ

る就職説明会や無料職業紹介などの就業支援に

より、人材の安定的な確保に努めてまいりたい

と存じます。以上でございます。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

中国木材株式会社の進出によります林業への

効果についてであります。中国木材株式会社の

昨日の説明によりますと、原木調達につきまし

ては、最終的には、日向市を中心に隣接県を含

めた100キロメートルの圏域から、年間30万立方

メートルを集荷することを見込んでおり、この

うち、本県からは13万5,000立方メートルを集荷

したいとの計画であります。本県林業への効果

といたしましては、伊万里事業所での原木買い

取り単価が１立方メートル当たり１万2,000円程

度でありますので、市場価格よりも2,000円か

ら3,000円程度高く取引されることが予想されま

す。また、工場では最終的に220名が雇用される

と聞いておりますが、そのほかにも、伐採や植

栽、育林等の面でも新たな雇用が生まれるもの

と期待をいたしております。

次に、木質バイオマスの活用についてであり

ます。本県では、未利用の間伐材や製材工場の

端材など、多くの木質バイオマス資源が発生し

ており、その有効活用を図ることが重要である

と考えております。このため県では、製材工場

等への木質ボイラーの導入を図り、木材乾燥や

発電の熱源としての利用を進めておりますが、

最近では、木質ペレットの製造工場の建設やハ

ウス園芸用加温機の実証試験など、新たな動き

も始まっております。木質バイオエタノールに

つきましては、県外では大企業による建築廃材

を利用した試験的な取り組みが行われておりま

すが、設備等に多額の経費を要することや、製

品販売上の課題などがあると聞いております。

このため、当面は、木質バイオマスの熱源等と

しての利用を進めるとともに、未利用間伐材等

の効率的な収集・運搬方法の検討を行い、その

利用拡大に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

中小企業の金融対策についてであります。中

小企業の振興に当たりましては、金融の円滑化

を図ることが極めて重要でありますが、信用力

や担保が十分でない多くの中小企業者において

は、資金調達が大きな課題となっております。

このため、県におきましては、信用保証協会の

保証制度を活用した中小企業融資制度を設けて

おりまして、平成20年１月末現在の保証つきの

融資残高は約563億円であり、業種別では、サー

ビス業が約114億円、建設業が約111億円、小売

業が約92億円などとなっております。また、県

はこれまで、信用保証協会に対しまして、出捐

や保証料補助等を行うことにより、保証しやす

い環境を整備してきたところであります。しか

しながら、現在、原油価格の高騰など、中小企
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業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況

にありますので、不況対策や連鎖倒産防止のた

めのセーフティネット貸付や、経営状況の厳し

い建設業者等を対象にした建設産業等支援貸付

を創設するなど、中小企業に役立ち、かつ利用

しやすい制度となるよう、融資制度の大幅な見

直しを行うことといたしております。今後と

も、中小企業の金融の円滑化が図られるよう努

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、中山間地域の公益的機能についての認

識と今後の対策についてであります。中山間地

域の農業・農村は、県全体の農地面積並びに農

業産出額の約６割を占めており、食料の供給に

加え、洪水防止や水源涵養など、県民の安全・

安心な生活を支える多面的な機能を有しており

ます。しかしながら、担い手の減少や高齢化の

進行により、農業生産活動や農村の活力が低下

してきていることから、中山間地域の多面的機

能を十分に発揮できるようにしていく必要があ

ると認識いたしております。このため、地域資

源を生かした付加価値の高い農業生産対策を進

めるとともに、直接支払制度等を活用し、農地

・農業用施設の維持管理や整備を進めていると

ころでございます。また、平成20年度から、

「きらり輝く山間地域農業活性化プロジェクト

事業」により、山間地域の創意工夫にあふれた

集落活性化に向けた地域提案型の取り組みに対

して、関係市町村と一体となって支援を行って

まいりたいと考えております。今後とも、これ

らの対策を積極的に推進し、中山間地域の農業

・農村の振興に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、地球温暖化に向けた農水産分野の取り

組みについてであります。近年、地球温暖化が

急速に進行し、異常気象等による農作物の収量

・品質の低下、海水温の上昇による藻場の減少

などの影響が顕在化しており、これらへの対応

は、自然条件に大きく左右される農水産業の重

要な課題の一つとなっております。このため、

平成20年度から「地球温暖化対応産地構造改革

モデル実証事業」によりまして、暑さから農水

産物を守る対策、暑さを生かす対策、温暖化を

抑える対策の３つの視点から、温暖化対策に取

り組んでまいりたいと考えております。具体的

には、長期的な取り組みとして、総合農業試験

場内に設置する研究センターを中心に、産業界

や大学などとの連携を進めながら、温暖化の影

響把握や情報の収集、対応策の検討を行ってま

いります。また、短期的な取り組みとして、温

暖化の影響を受けにくい生産・経営の実証を進

めるとともに、木質ペレット暖房機等の導入実

証や、バイオディーゼル燃料の生産・利用シス

テムの構築などの温暖化抑制対策に取り組むこ

ととしております。これらの取り組みにより、

地球温暖化に対応した農水産業への構造転換を

進めてまいりたいと考えております。

次に、早期水稲の被害原因と対応策について

でございます。昨年発生した早期水稲被害につ

きましては、台風に伴うフェーン現象や日照不

足、高温などの気象的要因に加えて、地力の低

下や水管理による根腐れの発生などといった技

術的要因が被害を助長し、結果として大幅な収

量・品質の低下につながったものと分析してお

ります。このため、議会で承認いただきました

早期水稲被害緊急対策事業を活用し、栽培技術

の改善や品質低下に対応できる災害補償対策な

どへの加入促進、土づくりなどによる大規模実

平成20年２月27日(水)
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証圃の設置などを進めているところでありま

す。さらに、収穫前品質判定体制の構築などに

ついても検討することとしており、関係機関・

団体とも連携し、再発防止と災害に強い安定し

た生産体制の早期構築に努めてまいりたいと考

えております。

次に、家畜排せつ物のバイオマスエネルギー

利用についてであります。本県では、家畜ふん

尿の大半は、有機質資源としての農地還元を基

本にしておりますが、堆肥化以外にも、焼却等

によるエネルギー転換を進めていくことも大変

重要と考えております。現在、県内での主な取

り組みとしては、都城市と小林市で、家畜ふん

尿から発生したメタンガスを燃焼させ発電を行

うメタン発酵処理施設や、都城市や川南町で、

鶏ふんを燃料とした発電所が稼働しておりま

す。特に鶏ふん発電は、県内のブロイラーふん

の大部分を焼却し、蒸気熱利用や発電による電

力供給、焼却灰の肥料原料への利用など、全国

に先駆けた取り組みが行われております。さら

に、民間レベルでの新たな取り組みとして、現

在、特許申請中と聞いておりますが、畜ふんを

ペレット化し、施設園芸の重油代替燃料への実

用化がなされようとしております。今後とも、

家畜排せつ物の適正処理・利用とともに、地域

の実情に応じた家畜排せつ物のエネルギー利用

等を進めてまいりたいと考えております。

次に、焼酎かすの利活用についてでありま

す。焼酎の製造過程で発生する焼酎かすは、本

県にとって有効利用すべきバイオマス資源であ

ることから、近年、焼酎メーカーが主体となっ

たリサイクル施設整備による再生利用が進んで

きております。具体的には、焼酎かすを家畜飼

料や肥料、堆肥として再生利用するほか、処理

過程で発生するガス等をボイラー燃料として施

設内利用するものであります。また、最近で

は、地球温暖化防止対策の一つとして普及が進

められているバイオエタノールを試験製造する

動きも出てきているところであります。今後と

も、自給飼料の増産や環境に優しい取り組みの

拡大などの観点から、国の施策も注視しつつ、

焼酎かすの利活用を促進してまいりたいと考え

ております。

次に、県が進める水産業の姿と振興策であり

ます。本県では、カツオ・マグロ漁業を中心に

多様な漁業が営まれており、県内外に良質な水

産物を供給する産業として、将来にわたり健全

な発展を図る必要があると考えております。こ

のため、長期計画に基づき、水産資源の適切な

管理や、環境と調和した持続的な漁業の展開、

担い手の育成確保を通じた、付加価値の高い安

全・安心な水産物の安定供給等を図ることとし

ております。このような認識のもと、来年度予

算として、漁業生産力の向上を図るため、新し

い魚礁の調査、検討を行う「豊かな日向灘創出

プロジェクト」を初め、協業化等による収益性

の高い漁業経営への転換や、水産物ブランドの

推進などを図るための事業をお願いしており、

これらの事業により、健康で豊かな生活を支え

る元気のいい水産業を目指してまいりたいと考

えております。

最後に、漁協合併の方向性についてでありま

す。漁協につきましては、組合員の安定した経

営を支えるために、事業の効率化や合理化等に

よる経営基盤の強化が喫緊の課題であり、合併

はその一つの方策と考えております。このた

め、県は、漁協等関係団体に対し、必要な助言

・支援を行い、同団体は、県内の漁協系統組織

を再編して、県内一漁協とする案を中心に議論

を進めていく方針を、昨年６月に決定いたしま

平成20年２月27日(水)
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した。県といたしましては、この方針に沿った

合併への主体的な合意形成を見守りつつ、漁協

への必要な助言を行ってまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○企業局長（日髙幸平君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、公営企業としてのコミュニティバス事

業についてでございます。企業局では、御質問

にもございましたように、未植栽地を水源涵養

機能の高い森林として整備することにより、安

定的な電力供給に資するために、緑のダム造成

事業を電気事業会計の中で実施しているところ

でありますが、コミュニティバス事業につきま

しては、自動車運送事業という事業の内容か

ら、現在の事業とは区分した新たな公営事業と

して行うということになります。企業局が新た

な公営事業を行います場合には、県の事業とし

て実施する必要性、一般会計と区分して独立採

算制で実施する必要性、事業の採算性といった

ような点を勘案して検討する必要がございま

す。このような視点から判断をいたしますと、

お尋ねのコミュニティバス事業につきまして

は、これまでも市町村が主体となって、地域住

民のニーズに合った交通手段として実施されて

いるようでございますので、地域に密着した事

業は、そのような方法で実施するほうが適当で

はないかと考えておるところでございます。

次に、企業局における中小水力発電の取り組

みについてでございます。企業局では、これま

でのノウハウを生かしまして、中小水力発電や

農業用水を利用した小水力発電の開発可能性調

査を県下全域を対象に実施してきているところ

でございます。中小水力発電開発につきまして

は、平成５年度から７年度にかけて行った未開

発地点開発最適化調査の結果をもとにいたしま

して、開発可能性の検討を進めておるわけでご

ざいますが、開発地点が奥地化、小規模化して

おりまして、平成16年度に建設した高原町の猿

瀬発電所以降は、事業化にまでは至っていない

ところでございます。また、農業用水を利用し

た小水力発電につきましては、平成17年度から

今年度にかけまして調査を行っておりまして、

調査の結果、有望な地点について、関係市町や

土地改良区に開発や技術の提案を行っていると

ころでございます。中小水力発電は、クリーン

エネルギーとして地球温暖化防止に貢献できま

すことから、今後とも調査を続けてまいりたい

と考えております。

最後に、企業局での燃料電池に対する研究の

取り組みについてでございます。燃料電池につ

きましては、環境に優しい次世代エネルギーと

して、主に自動車や家庭用として実用化に向け

ての研究が行われているようでありますが、こ

れは現在、耐久性やコスト等が課題となってお

りまして、素材開発による長時間運転や発電効

率の向上、システムの軽量化等についての技術

開発を行っている段階というふうに伺っており

ます。企業局では発電事業を行っておるわけで

ございますが、この試験研究の分野につきまし

ては、現在、経済産業省等との国レベルでの官

民共同プロジェクトや、大学あるいは自動車

メーカー、ガス会社などの民間企業で、かなり

高度で専門的な立場から実証試験が行われてい

るというふうに伺っておりますので、その推移

を見守ってまいりたいと考えております。以上

でございます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

新しい学習指導要領の実施についてでありま

す。現行の学習指導要領につきましては、その

平成20年２月27日(水)
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基本理念であります「生きる力」の意味や必要

性が、学校関係者や保護者、社会に十分共通理

解されていなかったことや、基礎的・基本的な

知識・技能の習得とともに、それらを活用する

学習を行うには授業時数が十分でなかったこと

などが課題として指摘されております。このた

め、県教育委員会といたしましては、指導面な

どで具体的な手だてを確立することを目指しま

して、学習指導要領に関する説明会を開催して

周知を図るとともに、新しい学習内容に関する

研修会の実施、移行のための手だて等をまとめ

た指導資料の作成を行うなど、市町村教育委員

会とも十分連携を図りながら、学校に対して積

極的な指導を行ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、中高一貫教育校についてであります。

本県における中高一貫教育校の教育のあり方に

つきましては、中高一貫教育に対する全国的な

ニーズの高まりの中で、平成18年度の「宮崎県

学校教育改革推進協議会」において御協議をい

ただいたところであり、本年度はこれを受けま

して、中高一貫教育校調査・研究委員会を設置

いたしまして、本県における新たな中高一貫教

育校の設置形態等について御提言をいただいた

ところであります。その中で、県民ニーズや設

置経費の面などから併設型が適当であること、

また、設置地域につきましては、現在、中高一

貫教育校が県南には設置されていないことや、

北諸県地区は地区外の中学校へ進学する児童数

が県内で最も多いことなどから、当地区に設置

することが適当であること、さらには、今後の

設置校数につきましては、生徒数の減少や既存

の公・私立中学校への影響に十分配慮し、併設

型１校の設置とすることなどの御提言をいただ

いたところであります。県教育委員会といたし

ましても、県北、県央、県南の県内３地域にそ

れぞれ特色ある中高一貫教育校を整備すること

は、本県中等教育の充実・向上に大きく寄与す

るものであると考えているところであり、この

ため、来年度、北諸県地区への新たな中高一貫

教育校の設置に向けまして、具体的な調査研究

を行いたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、運営方針関係についてでございます

が、本年の宮崎県警察の運営方針といたしまし

ては、従前に引き続き、「県民の期待と信頼に

こたえる力強い警察」とするとともに、サブタ

イトルとして、「安全で安心な宮崎をめざし

て」にいたしました。これは、事件事故等がま

すます複雑多様化する昨今の状況を踏まえまし

て、郷土宮崎が安全で住みよいことを願う県民

の期待と信頼にこたえるために、県警察の総合

力を結集した力強い警察活動を本年も引き続き

展開しようというものでございます。具体的な

運営重点についてでございますけれども、街頭

犯罪等の抑止・検挙と地域安全活動の推進、交

通死亡事故の抑止と交通秩序の確立、重要犯罪

等の徹底検挙と組織犯罪の封圧、テロの未然防

止と災害等重大事案対策の推進、犯罪被害者支

援の推進、少年の健全育成と非行防止、以上の

６項目を掲げておりまして、県民に不安を感じ

させる侵入犯罪、街頭犯罪等の抑止対策や、特

に高齢者の交通事故防止対策などの施策を推進

することといたしております。本年も、警察官

の世代交代をうまく進めることに特に留意をし

ながら、職員が一丸となって県民の負託にこた

えるべく、各種施策を積極的に展開することと

しておりますので、御理解、御支援のほどよろ
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しくお願い申し上げます。

次に、取り調べ関係についてのお尋ねでござ

います。取り調べを含めまして、捜査は、個人

の基本的人権を尊重しつつ、事案の真相解明を

目指すものでございます。国家公安委員会にお

きましては、いわゆる志布志事件等の無罪判決

等が相次ぎ、警察の捜査における問題点が厳し

く指摘されたことなどを踏まえまして、昨年11

月、「警察捜査における取調べの適正化につい

て」と題する決定を行ったところでございま

す。警察庁では、この決定を受け、本年１月

に、部外の有識者等の意見を参酌して、これら

の事件における捜査の問題点を改めて抽出して

検討を加え、この結果、警察が当面取り組むべ

き施策を「警察捜査における取調べ適正化指

針」として取りまとめたところでございます。

主な施策として、取り調べに対する監督の強化

を図るために、取り調べに係る不適正行為につ

ながるおそれのある行為を定めた上で、捜査を

担当しない部門において当該行為の有無を確認

することなどにより、取り調べに対する監督を

行うこと。取り調べ時間の管理の厳格化を図る

ため、原則として深夜または長時間の取り調べ

を避けなければならないこととするとともに、

一定の時間帯等に取り調べを行おうとするとき

は、警察本部長等の事前承認を受けなければな

らないこととする。あるいは、適正な取り調べ

を担保するための措置として、取調室に透視鏡

を設置するなどを内容とするものでございまし

て、今後、都道府県警察を含め警察全体で、こ

の指針に沿った具体的な措置がとられることに

なる予定でございます。また、取り調べの録音

・録画の問題につきましては、実務上の立場か

らは非常に問題が多いと考えておりますけれど

も、いずれにいたしましても、現在、最高裁判

所、日本弁護士連合会、最高検察庁、法務省、

これにオブザーバー参加の警察庁を入れた、い

わゆる法曹三者協議会の場において、来るべき

裁判員裁判制度下における自白の任意性の立証

方策について、そのあり方の議論がなされてい

く中で取り上げられていくものと承知しており

ます。また、きのう、きょう、報道されており

ましたが、警察庁においても、取り調べのあり

方に関する有識者懇談会が開催され、議論され

ているということでございまして、宮崎県警察

としては、当面こうした国における議論の動向

に十分に関心を持っていくということで臨んで

まいりたいと考えております。以上です。〔降

壇〕

○野辺修光議員 御答弁それぞれありがとうご

ざいました。何点か知事にお尋ね、あるいはま

た要望申し上げておきたいと思います。

まず、知事、先ほど陳情政治については、余

りいいことじゃないが、現在においては、やは

りいたし方ないんじゃないかということであっ

たかと思います。そこで、知事も大変お忙しい

中に、県民のほうから陳情や要望を受けられる

わけでありますが、当初、知事は、「いずれも

重要な案件ですね」ということで済まされて

おったというような話も聞くんです。しかし、

今はそうではないと思っております。これら陳

情等を受けられまして、各部局等にどのような

指示をなされておるか、そしてまた、もし、財

政上の問題で即答できないようなとき、後で

ちゃんと回答されておるのか、この点、伺いた

いと思います。

○知事（東国原英夫君） 要望、陳情におきま

しては、できる限りお受けしたいという基本的

な理念を持っております。イベントに来てくれ

とか、祭りに来てくれとか、議会の皆さん方も
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多いんですけれども、後援者と会ってくれと

か、写真を撮ってくれ、サインをしてくれ、こ

ういったことはできる限りするんですけれど

も、やっぱり予算を伴うものというのは、非常

に財政逼迫の折、できかねるものもあるんで

す。そのときは、できるだけ脆弱な財政を強化

しなきゃいけないと思っています。その中で、

選択と集中を踏まえて対応していかなきゃいけ

ないと思うんですけれども、私の場合は、でき

るだけ、できるできないをその場ではっきり答

えさせていただく方向でやらせていただいてい

るんですが、できない場合、あるいは調査検討

が必要な場合は、担当部局に適切な指示をさせ

ていただいております。その後にスピード感を

もって、できるのかできないのか、検討はでき

るのか、それとも前向きなのか後ろ向きなのか

ということを、きちんと答えさせていただくよ

うには努力させていただいております。

○野辺修光議員 ありがとうございました。先

ほど、星原議員が20年度の予算については聞か

れたわけであります。私は、歳入に限って知事

にお聞きしたいんです。といいますのは、県税

も伸び悩んでおる、そしてまた交付税も抑えら

れておる、さらにはまた、地方債、県債もみず

から抑制されておるということで、20年度の歳

入予算に限って、やはりかなり厳しいものがあ

ろうかと思っておりますが、知事として歳入予

算をどう総括されているのか、その点伺ってみ

たいと思います。

○知事（東国原英夫君） 平成20年度当初予算

の歳入につきましては、自主財源では、企業収

益とか消費の減等により、県税が約40億円減少

しております。また、地方消費税清算金も約９

億円の減となっております。一方、依存財源で

は、地方交付税は約２億円の減となりました

が、地方税の偏在是正に伴う地方交付税の特別

枠が臨時財政対策債により措置されたため、実

質的に地方交付税は約40億円の増となっており

ますが、御案内のように、県としては一連の三

位一体の改革で350億円削減された地方交付税を

十分に回復したとは言い切れないかなと思って

おります。また、20年度は県税が減少する見込

みでありますので、厳しい財政状況が予想され

るんじゃないかと考えております。

○野辺修光議員 そこで、県においても、いろ

んな未納とかそういうものについて徴収に努力

いただいておるんですが、歳入については、や

はり限界があると思うのであります。したがっ

て、２点ほど新たな歳入ということで提案して

みたいのでありますが、１点目は、ふるさと納

税制度であります。今回の税制改革、税制改正

案の中で盛り込まれているわけでありますが、

全国どこからでも自分の好きな県あるいは市町

村に寄附できる。個人住民税を寄附できる。こ

れはまた全額控除されるということであります

ので、これをぜひ呼びかけていただくと大きな

財源になるんじゃないかと思っております。知

事の人気でありますので、ぜひひとつ取り組み

をいただきたいと思うのでありますが、寄附金

の活用、どう考えていらっしゃるでしょうか。

○知事（東国原英夫君） ふるさと納税に関し

ましては、地方の代表として都市部と闘ってま

いりました。今、国会で審議されているという

ことは、一歩前進ではないかなと思っておりま

す。私はこのふるさと納税に関しては、寄附税

制としてはいい税制ではないかと思っているん

です。ふるさとを思う気持ち、ふるさとではな

くても、この自治体を応援したいと思うような

気持ちを醸成する。あるいは自治体側も、ふる

さと納税をいただきたいということで、自治体
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運営、活性化等に力を入れるんじゃないか、そ

ういった意味でも意義ある税制ではないかなと

思っております。

ただ、宮崎は今、全国的に注目されているか

ら、黙っていてもふるさと納税が入っていくん

じゃないかという、全国的なトレンドというか

流れがあるんですね。そういう感があるんです

けれども……。ですから、他府県のように、こ

の事業についてふるさと納税を下さいというよ

うな積極的な呼びかけ、あるいは景品とか、あ

の景品というのも、税金使って景品出して…

…。税金をもらうのに、自分のところの税金で

景品を出してどうするんだという考えもあるん

ですね。ですから、宮崎県はちょっと奥ゆかし

くいたいなと。でも、インターネット等では、

「ふるさと宮崎応援サイト」というのを立ち上

げさせてもらって、寄附の申し込み等をイン

ターネットからできるというような制度も充実

させていきたいと思っておりますので、その辺

は、幾らぐらい宮崎に来るのかわかりませんけ

ど、期待はしているところでございます。

○野辺修光議員 ぜひ前向きに取り組みをお願

いしたいと思っております。

もう一点は、住民参加型の市場公募債であり

ます。これは全国30の都道府県で実施されてお

りますが、例えば福井県は、福井新幹線債とい

うのを発行されているようであります。ぜひ景

気浮揚とか雇用の確保という面から、これを発

行されたらどうかなと思っております。例えば

「東国原債」、あるいはまた「宮崎をどげんか

せんといかん債」、こういう名前で発行された

らどうかなと。いい財源になるんじゃないかな

と思っております。ちょっとしまったことに、

県庁の来庁者が30万人を超したということであ

ります。その来訪者のために物産館が繁盛して

いますけれども、やはり知事に会いたいという

思いで見えた人が多いわけでありまして、例え

ば東国原債を発行しておれば、おばちゃんたち

は１万円とか10万円とか買っていかれたと思う

んです。30万の人が買ったとすれば、１万円ず

つ買っても30億円なんですよ。だから、ちょっ

とおくれましたけれども、今からでもいいと思

うんですが、知事、これは絶対やってみてほし

いのでありますけど、どうでしょうか、いい財

源になると思います。

○知事（東国原英夫君） 確かに30万人の方が

県庁にお越しになりまして、失敗したと思って

います、お金を取ればよかったと思います。100

円でもいただければと思っていますけれども、

地方公募債は、償還時と発行時の手数料が高い

んですね。だから、地方銀行で調達する資金よ

りもちょっとどうなのかなと。財政的に豊かな

余裕のある自治体だったらいいんでしょうけれ

ども、その辺は慎重に検討、研究させていただ

きたいと思っております。

○野辺修光議員 いろんな課題があると思いま

すが、ぜひ前向きに取り組んでいただきたい。

副知事、総務部長にもお願いしておきたいと思

います。

先ほどの組織の問題でありますが、私は出先

機関のことを言ったんですが、やはり時間をか

けて十分検討して、断片的な、土木事務所を統

廃合するとかそういうことじゃなくて、地域重

視型の組織にお願いしたい、こう思っておりま

す。例えば東京事務所の所長、これは知事が兼

務することはできないんでしょうかね、総務部

長。といいますのは、これは答えは要りません

けれども、知事はしょっちゅう東京に行ってお

られます。往復の航空運賃も大したものだと思

うんです。東京事務所長を兼務されて、３日ぐ
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らい東京におられて、今まで以上に全国に呼び

かけていただきたい。そして、内政は、県政は

副知事に任せてですね。今から３年間のうちに

県民の皆さんに全部会おうたってどだい無理な

んですよ。会えないから人気が続いておるんで

すから（笑声）、おられないほうがいいんで

す。したがって、場合によっては、大阪事務

所、福岡事務所―札幌にも前、事務所があっ

たんですよ、札幌に開いたらどうですか。今、

県議会は海外に目を向けるなということになっ

ております。したがって、ぜひ国内に目を向け

て、そういう方向で、東京事務所長を兼務して

東京のほうで活躍していただきたいということ

を検討してみてください。答弁は要りません。

次は、道路の問題ですが、先ほど、中期計画

で一定の評価はされましたよね、知事。中期計

画の素案。ただ、私どもとしては、やはり既存

の道路を活用するというのはどうしても承服し

がたいんです。この点に絞って、今後どう運動

に取り組んでいかれるのか、知事の考えを聞き

たいんですが、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 国交省の中期計画素

案ですね、ＢバイＣを基本とした計画の中でそ

ういったところが出てきたと思うんですね。県

としましても、Ａ′等のほうが県の持ち出しは

少ない。新直轄でやると１割ぐらいなんです

が、新直轄でやると、環境アセスメントなんか

に２～３年も時間がかかったりしますから、ど

ういったところを早急にかつスピード感をもっ

てネットワーク化するかというところは、やっ

ぱり慎重に考えていかなきゃいけないと思うん

ですね。ただ、私が道路特定財源に賛成させて

いただいているのは、国交省さんにも再三言わ

せてもらっているんですけれども、優先順位を

どうするのかと。あるいは必要度とか重要度と

かを目に見える形できちんと出してくれ、そう

しないと、道路特定財源に賛成しても、この35

年間ずっと納め続けた地方、特に宮崎とか、ま

たこのままおくれるのであれば、私はとても賛

成できないと。賛成するからには、きちんと宮

崎に優先的に通してくれということは、お願い

申し上げていこうとは思っております。

○野辺修光議員 ぜひひとつ前向きな取り組み

をお願いしたいと思います。

新幹線の問題でありますが、鹿児島まで、２

年後ですか、平成22年までに全線開通します

ね。福岡―鹿児島間が１時間20分ということで

ありますから、まずそれを活用すべきというこ

とで、鹿児島―宮崎をつないで、県北から怒ら

れますけど、いずれは北九州とつなぐというこ

とになろうかと思っているんです。そういう中

で、ちょっと知事の認識と違うんですが、国が

３分の２、県が３分の１の負担ですよね。そ

の90％を起債、それは半分しか交付税で還元さ

れませんけれども。そういうことからいくと、

５倍もかからないはずなんです。起債を入れれ

ばもちろんかかりますが、起債を入れたら、知

事の言われるほうがまだ安いことになります。

例えば宮崎のエリア人口を50万、都城を30万、

霧島を30万と見た場合、110万の沿線住民がいる

わけです。したがって、これは長崎新幹線より

も多いと思うんですが、ぜひそういうことを頭

に入れていただいて―それは鹿児島でつなぐ

のが本当でしょうけど、私が言ったのはちょっ

と突飛な発想かもしれません。ただ、霧島市に

は京セラとかソニーとか非常にすばらしい企

業、２万人ぐらいの雇用がありますので、連携

をとれば何とかいい方法もあるんじゃないかと

思っておりますから、鹿児島に向けて、知事だ

けじゃなくて議会も、やはりそういう方向で展
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開したほうがいいんじゃないかなと思っており

ます。これは回答要りません。

最後に、中国木材のことですけど、きょうの

新聞に出ておりましたが、宮崎県がもたもたし

ておったために、鹿児島や大分や熊本の材を使

うということになってしまったんじゃないかと

思っております。宮崎県の林業は、もともと飫

肥林業からスタートしたわけでありますし、県

土整備部長は御存じであると思いますが、福島

港に約200億円投資しているんです。ところが、

正直言いまして、これはほとんど活用されてい

ないんです。トラックで運ぶとしても、大型ト

ラックで６立米か７立米しか積めない。100キロ

以上といったら、今、軽油が高いわけでありま

すから、莫大な燃費がかかります。船であれ

ば6,000立米、7,000立米、1,000倍ぐらい一遍に

運べるわけですから、そういう面で、ひとつい

ま一度、前向きに検討願いたい。そうすること

によって、宮崎県全体の林業の振興につながる

と思っております。これをぜひひとつ、もう一

度、知事、検討いただきたい、このように思っ

ております。

次に、総務部長に伺ってみたいと思います。

危機管理という面で、中山間地域の消防団員の

減少とかいうのは大変大きな課題だと思ってお

ります。また、そういうところは常備施設もな

いわけであります。今回、幸いにして県の市町

村消防広域化検討委員会の第２回目があって、

宮崎県を一本にするか、三本にするか、いろい

ろ論議があるようでありますが、その内容、今

後の方向、そして、特にその中で、中山間地域

の非常備体制、非常備のところに配慮はどのよ

うになされるのか、それをお聞きしたいと思い

ます。

○総務部長（渡辺義人君） どげんかしたいと

思いますけれども、近年、災害や事故の形態が

大規模化、多様化している一方で、人口減少や

高齢化の進展によりまして、地域の防災力の低

下というのが著しく懸念をされているところで

ございます。このため、国におきましては、行

財政上のさまざまなスケールメリットが期待で

きます市町村消防の広域化を推進し、地域の消

防力・防災力の強化を図ることにいたしており

ます。本県におきましても、小規模な消防本部

が多く、初動体制や専門要員の確保等にも限界

がありますことから、市町村消防の広域化を積

極的に推進する必要があると考えております。

したがいまして、今、御質問にありましたよう

に、今年度中に市町村消防の広域化計画を策定

したいということで、現在、最終の作業を進め

ているところでございます。

また、県内に消防の非常備団体が７町村あ

り、これはいずれの町村も中山間地域に位置し

ているわけでありまして、これらの地域でも、

消防団員の減少とか救急専門要員がいないと

いった課題がございまして、消防広域化の動き

を機に、常備化に向けた検討が始まっていると

ころでございます。したがいまして、県といた

しましては、これらの非常備町村の動きを積極

的に支援していきますとともに、これらの非常

備町村を含めまして、県内全市町村を対象とし

て広域化計画の策定を行って、消防力・防災力

の強化を図っていきたい、このように考えてお

ります。以上であります。

○野辺修光議員 ありがとうございました。

次に、福祉生活部長に伺ってみたいのであり

ますが、県内の介護人材は逼迫していないとい

うことであったと思うんです。しかし、これは

全国の流れとして、近い将来にそういう波が押

し寄せてくると思いますので、十分対応をお願
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いしておかなきゃいけないと思っております。

知事の答弁でいただいた介護保険の問題であり

ますが、国は一元化の方向が出ておると思うん

です。県もそのような方向ではないんですか、

介護保険等については、一元化の方向。そうい

うのがもし答弁できれば、ひとつお願いしてみ

たいのですが……。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 介護保険につ

きましては、制度設計が市町村を基盤に行うと

いうことを基本にしていまして、 先ほど知事の

答弁にもありましたように、昨年度の制度改正

におきましても、市町村で事業者を認定したり

監督する、そういった権限も、従来に増して強

められたということで、今回の後期高齢者医療

制度等とは、また制度の考え方が異なっている

のではないかと思っております。

○野辺修光議員 国も一元化の方向だと思って

おりますので、当然、県も、市町村の介護保険

料がまちまちじゃいかんから、そういう方向

じゃないかと思っております。これはまた、さ

らにひとつ検討いただきたいと思っておりま

す。

農政水産部長、聞かんでもいいようなことで

ありますが、実は40年代、振興局内に普及部門

の課があったんですね。それが一たん出てまた

今度帰る、その事情。それと、先ほどの答弁で

いただいた漁協の一本化、昨年６月ごろ、漁協

が一本化するという方針が出たということであ

ります。その後の方針がもしおわかりであれば

……。そしてまた、これはいつごろをめどにさ

れておるのか、もしおわかりであればお聞かせ

願いたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） それでは、

ちゃんと答えるべきところから答えさせていた

だきます。漁協の問題でございますけれども、

これは昨年６月に、先ほど申し上げましたよう

に、系統内で一本化を目指した話し合いをする

ということで設置されたところで、この２月に

第１回の幹事会の話し合いがなされています。

ただ、まだこれについては、めどその他につい

ては一切示されず、今は現状の分析あるいは現

状の把握といったところの意見交換にとどまっ

ておりまして、これからが本格的な展開になろ

うかと考えております。あくまで系統組織内の

自主的な協議ということでございますので、先

ほど申し上げましたように、私どもとしてはそ

れを見守ってまいりたい、また、適切な支援を

してまいりたいと考えております。

それから２点目、農林振興局と普及センター

の過去の統合の話だと思いますが、農政水産部

は、昭和46年８月に、それまでの経済部から分

離してスタートいたしました。この際に、出先

機関として農林振興局が設置されたわけでござ

いますけれども、このときに、旧農林事務所、

耕地事務所、農業改良普及所、この３つを合わ

せた形で農林振興局というのがスタートいたし

ました。その後、農林振興局につきましては

―当時は普及所が入っていたわけですけれど

も―農業改良助長法で、当時の規定は、各県

に置かなければならないという必置規定がござ

いまして、その結果、国の指導等がいろいろと

強まった関係もございまして、昭和55年に農林

振興局の普及部門を廃止したところでございま

す。今回また、農林振興局と普及センターの統

合ということで考えておりますけれども、これ

は現下の情勢を踏まえまして、担い手の確保あ

るいはブランドの確立といった地域農業の振興

施策を、行政と普及が一体となって取り組むこ

とが効率的だというふうに考えておりまして、

今回、振興局内部に普及部門を設置したところ

平成20年２月27日(水)
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でございます。普及事業につきましては、これ

までどおり、公の施設でございます普及セン

ターを活動拠点として、地域に密着した活動を

さらに積極的に展開してまいりたいと考えてお

りますので、どうぞ御理解いただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。

○野辺修光議員 大変詳しく説明いただき、あ

りがとうございました。

警察本部長に伺いたいのでありますが、可視

化に関する問題であります。鹿児島県の志布志

の冤罪事件、これは実は串間の隣接で起きた問

題なんですね。一番近いところです。そういう

こともありまして、本部長は御存じないかもし

れませんが―余りいい話じゃないんでありま

すが―私も過去に30日ぐらい取り調べを受け

たことがあるんです。大変きつい思いをしたわ

けでありますが、私としては、基本的には周り

の人に迷惑をかけてはいけないということで調

べに応じてきた、そういうつもりであります。

そのときにみずからやめました。そして、２回

目は選挙違反で連座制で、最高裁まで行きまし

たが、負けたわけであります。今ここにこうし

て議席を置かせていただいておること自体が私

自身も不思議でありますが、地元の有権者のお

かげだと思っておるわけであります。これは余

計な話ですが、そのとき、くらがえだというこ

とで、かなりマスコミの皆さんから厳しい報道

をされました。私がそのとき一番残念だったの

は、マスコミの方がいろんなコメントを有識者

に求められるんですが、ある大学の教授、政治

学の先生でありましたが、法的に許されている

ことを、あたかも悪いように極端なコメントを

載せられて―これは、この場で言うべきじゃ

ないかもしれませんが―やはりマスコミの皆

さん方にも、こういう面は、あおるような報道

はやめてほしいということをお願いしたいなと

思っておるわけであります。

そのとき私は、30日ぐらい、最後まで一人の

捜査官とずっと一緒であったわけであります。

その方に今、お会いすることがあります。ちょ

くちょく会うというと語弊がありますが、今

会ってみると、大変人柄のいい温厚な人なんで

す。しかし、なぜあのときあのような迫力が

あったのかなという気がするんですが、それは

やはり警察という職業でそうあったんだろう

と。今は恨むとかそういう気持ちはさらさらな

いわけでありますが、私のことはさておいて、

実は、うちの家内もそのとき、いろんな事情聴

取を受けたわけであります。そして、最近、ど

うだったのかと聞いてみたんですが、警察の事

情聴取はどうだったかと聞いたら、非常に丁寧

に配慮していただいたと言うんです。私はそれ

を聞いてちょっと意外だったんです。しかし、

そういうことから推測して、私が聞きたいの

は、延岡市北浦の助役さんの事案がありまし

た。このときに、奥さんが参考人で事情聴取さ

れた後に自殺をされ、そしてまた御主人が後を

追うようにして、みずから命を絶たれたという

ような事件があったと思っております。私とし

ては、うちの家内の話を聞く限りでは、そうい

うことはなかったと思います。性格の問題もあ

るかもしれませんが、もし、このことについて

本部長としてのコメントができるなら、お聞か

せ願いたいと思うんですが、いかがでしょう

か。

○警察本部長（相浦勇二君） 県警察におきま

しては、昨年、元北浦町助役を、背任及び加重

収賄被疑者として逮捕いたしまして、事案の真

相解明のための捜査を尽くしました。結論から

申し上げざるを得ないんですけれども、本件の
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捜査に関しての見解を求められるならば、警察

におきましては、一般的に法と証拠に基づき適

正な捜査を推進しておりますし、本件について

も同様であった、このように考えております。

また本件に関しては、留置管理上の問題が絡む

ような性質の事案ではございませんので、そう

した問題もございませんでした。なお、今、御

質問にありましたとおり、事件に関係する方が

お亡くなりになられたことに関しましては、心

から哀悼の意を表したい、このように考えてお

ります。

○野辺修光議員 本部長として、核心に迫るよ

うな答弁はできないと思うわけでありますが、

仮に取り調べに当たられた捜査官の皆さん方

に、多少なりとも思い当たるような節があると

すれば、やはりそれは謙虚に受けとめていただ

いて、今後取り組みをしていただきたいという

ことを、お願いしておきたいと思います。

本部長にもう一つお願いしたいのでありま

す。実は、これは私にも関係する問題で、代表

質問でどうかなと思いますが、あえて聞かせて

いただきますのは、本部長の力強い答弁をいた

だけば、まず抑止効果があるんじゃないかとい

うことを考えております。今、私は茶業経営を

行っていますが、県内の防霜施設で電線の盗難

が相次いでおります。私も最初のうち被害を受

けたんでありますけれども、１カ月ぐらい県内

各地を転々と回って、１カ月ぐらいしてまた串

間に来る、そしてまた、それから鹿児島県など

に行って、また１カ月ぐらいして来るというこ

とで、今３回ぐらい串間でも発生しておりま

す。今までに報道された中では、毎日新聞だっ

たと思いますが、80件以上出ている、こう思っ

ております。その被害額は800万円ぐらい出てお

りましたけれども、仮に80ヘクタールとして、

施設には10アール当たり40～50万円かかるんで

す。４～５億円かけております。電線がないた

めに機能しないんです。今まさに、それを使わ

ないといけない時期に来ております。そして、

これでまた霜の害でも受ければ、数倍の被害を

受けるわけであります。このことについては、

今、鹿児島県はもとより、熊本県、福岡県でも

発生しております。これは、私は非常に悪質な

犯罪だと思っておりますので、何としても検挙

願いたいと思っているわけであります。他県と

の連携をとりながら徹底的な捜査をしていただ

くということであれば、抑止効果がかなり期待

できると思いますので、ひとつそういう面で御

答弁いただくと大変ありがたいと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 茶畑での泥棒で

ございますけれども、昨年の７月以降、茶畑に

設置されました防霜ファンのケーブルを切断し

て盗んでいくという窃盗事件が連続発生をして

おりまして、本年も継続して発生しておりま

す。件数で申し上げますと、昨年、宮崎県で21

件、ことしになりましてから、２月20日現在で

は３件でございますけれども、御案内のとお

り、県下でお茶を手がけられている農家の方

は、大変広い地域に散らばっておられますの

で、正直申し上げて、実はいろんなところで被

害が生じております。お尋ねのありました串間

に関連して言いますと、昨年が３件、ことしが

１件ということで、事案としては都合４件認知

をしております。お尋ねの中にもありましたと

おり、同様の被害は鹿児島、熊本でも発生をし

ております。昨年、本年の状況を通じて見ます

と、鹿児島県下での発生が一番多くて、さっき

の件数でいきますと、宮崎が都合24件なんです

が、鹿児島は50件を超えておりまして、場所的
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にも、宮崎の県境エリアを中心にしたところに

被害が集中しているという状況下にございま

す。本当に、これは一生懸命頑張るとしかお答

えのしようがないんですが、鹿児島県警、熊本

県警とも、既に早い段階から情報交換は緊密に

行っております。犯人検挙に結びついておりま

せんので、今後とも何とか検挙に向けまして、

引き続き両県警と連絡をとりながら、強力に捜

査を推進していきたい、このように考えており

ますので、御理解をよろしくお願いします。

○野辺修光議員 ありがとうございました。ぜ

ひひとつ強力な布陣で捜査に当たっていただき

たいと思います。

最後に、知事にもう一点伺いたいのでありま

す。知事の人気、大したものですよね。すごい

ですね。いつまでも続いてほしいと思うんです

が、しかし、歴史の中ではいつか人気にも陰り

が出てくる、こう思います。そこで、県民挙げ

て知事の応援、バックアップ、県民もセールス

マンとなってやるという方法で、県内統一の名

刺版、図柄を県のほうで作成していただいて、

宮崎県下の企業や民間を含めてすべての人にそ

れを使っていただいて、宮崎県をアピールす

る。そして、宮崎県出身の皆さん方にも都合に

よっては使っていただくということになると、

今、各市町村ばらばらですから、全国にそのよ

うな名刺が散らばると思いますので、かなり大

きな効果があると思うのであります。これは金

はかかりません。知事の一声で簡単にできるも

のでありますが、知事いかがでしょうか。それ

を知事にお尋ねして、私の質問のすべてを終わ

ります。ありがとうございました。

○知事（東国原英夫君） 全市町村の統一、ある

いは宮崎県全体の統一の名刺版ということでご

ざいますが、どうなんでしょうかね。これから

統一して、それを周知するのにどれだけのコス

トとエネルギーがかかるか。それをまた全国に

周知するためにどれぐらい……。また私はテレ

ビに出なきゃいけないのかなという感じもしな

いでもないんですけれども。県産のブランド化

とかそういったものも関連して、あるいは県民

総力戦というような指針も含めて、検討する価

値はあるのかなと思っておりますが、どうで

しょうかね。まあ、ちょっと考えてみます。

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は午前10時開会、本日に引き続

いて代表質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後３時７分散会
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平 成 2 0 年 ２ 月 2 8 日 ( 木 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
3番 川 添 博 （無所属の会）

5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 河 野 安 幸 （自由民主党）

8番 山 下 博 三 （ 同 ）

9番 黒 木 正 一 （ 同 ）

10番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 原 正 三 （ 同 ）

32番 濵 砂 守 （ 同 ）

33番 水 間 篤 典 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）
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48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 中 村 幸 一 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

総 合 政 策 本 部 長 村 社 秀 継

総 務 部 長 渡 辺 義 人

地 域 生 活 部 長 丸 山 文 民

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 髙 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

会 計 管 理 者 甲 斐 景早文

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 植 木 英 範

財 政 課 長 和 田 雅 晴

教育委員長職務代理者 大 重 都志春

教 育 長 高 山 耕 吉

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

人 事 委 員 長 黒 木 奉 武

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 馬 原 日出人

議 事 課 長 四 本 孝

政 策 調 査 課 長 富 永 博 章

議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 亀 澤 保 彦

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二



- 86 -

◎ 代表質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続いて代表質問で

あります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、社

会民主党宮崎県議団、29番満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） 社会民主党

県議団を代表して質問させていただきます。

今、安心・安全の確立が問われていると思い

ます。食の安全ももちろんそうですけれども、

沖縄海兵隊員による少女暴行事件、そして、イ

ージス艦「あたご」による漁船との追突、まだ

親子２人は消息不明であります。そういった

中、新富町新田原基地で日米共同訓練が過日行

われました。在日米軍再編の一環という位置づ

けのようですけれども、訓練の固定化、米軍基

地化しないのか、非常に危惧をするところであ

ります。今回、新年度の当初予算が上程をされ

ました。知事におかれましては、通年予算、初

めての上程であります。就学前医療費の助成な

ど高く評価するところもあります。もっともっ

と頑張ってほしいところもあります。質問の中

で訴えてまいりたいと思いますので、知事、教

育長ほか皆さん方の真摯なお答えをいただきた

いと思っております。

それでは、質問に入らせていただきます。

安心・安全に生活できる県土づくりという視

点から、何点か質問をいたします。

まず、学校の校舎耐震化についてでありま

す。幾度となく推進を訴えてきましたが、県立

学校はようやく整備されてきたようでありま

す。しかし、財源の乏しい市町村立学校の耐震

化は大きくおくれています。県内の市町村立学

校の耐震診断率、耐震化率を教えてください。

また、県教育委員会の対応はどうなっているの

か、お尋ねいたします。

また、耐震偽装のあおりで新校舎着工におく

れがあると報道されています。改正建築基準法

施行に伴う構造計算書などのチェックが厳しく

なった影響で、学校の校舎などの着工がおくれ

ているケースがあるとのことであります。本県

の学校への影響はどうなのでしょうか。事例が

ありましたら、教えてください。教育長にお願

いいたします。

食の安全についてであります。食品の偽装問

題が次から次へと明らかになっています。賞味

期限と消費期限の違い、この期限の決め方を消

費者はほとんど知りません。食品の期限表示

は、食品衛生法とＪＡＳ法の２つにまたがって

います。食品衛生法は、人への健康被害の有無

に関してで厚生労働省所管、ＪＡＳ法は、表示

そのものの違反の有無についてで農林水産省が

所管となっています。売れ残り商品を再度包装

し直して再出荷や再利用した「赤福」の事例で

は、適切な食品管理ができていないとの理由で

食品衛生法違反で営業停止、賞味期限の表示の

改ざんでＪＡＳ法違反となっており、消費者に

は大変わかりにくい状況です。県庁も福祉保健

部と農政水産部にまたがっています。今回、国

も担当窓口を一本にする構想もあるようであり

ます。いずれにしろ、ここまで食の安全が叫ば

れている状況にもあります。ここで、知事もよ

く使われている逆転の発想が必要だと思いま

す。中国産の冷凍ギョーザ事件もありました。

食の安全が求められている今だからこそ、本県

の安全・安心な農作物をどう売り出すか、絶好

の機会でもあります。その戦略はどうなってい

平成20年２月28日（木）
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るのか、担当部長にお尋ねをいたします。

次に、警察音楽隊の演奏活動についてであり

ます。警察音楽隊の演奏活動は、ミュージック

パトロールと呼ばれ、子供から高齢者まで広く

県民を対象に、警察への理解を深めていただく

ための啓発活動の一翼を担っています。２月８

日に県立芸術劇場であった警察音楽隊第15回定

期演奏会に、ことしも子供たちを連れて鑑賞に

行きました。宮崎市も冷え冷えした寒い夜でし

たが、開演２時間前から並んでおられた熱心な

ファンもおられたようです。ことしは音楽隊創

設60周年に当たり、記念演奏会となっており、

趣向を凝らした内容でありました。若手の警察

官が中心となってメンバーが構成され、不規則

な勤務体制、ハードな仕事の合間を縫って本番

に向けた練習を重ねたはずで、その御苦労が報

われるすばらしい演奏会となりました。私の隣

は江藤教育委員長でありましたが、奥様は、国

際音楽祭よりもこちらのほうが好きだとお話し

されたようであります。当日の内容も、クラ

シック、歌謡曲、アニメ、カラーガード隊な

ど、県民に親しまれる県警音楽隊ならではの構

成でした。前本部長は、音楽隊活動に大きな理

解者だったと感じています。相浦本部長は音楽

隊の役割についてどうお考えなのか、お尋ねい

たします。

次に、保健・医療・福祉の充実についてで

す。

１月24日夕方から宮崎市民プラザで、マイケ

ル・ムーア監督の「シッコ ＳｉＣＫＯ」の上

映会がありました。上映会開催の趣旨は、「だ

れでも、いつでも、どこでも、安心して適切な

医療・福祉サービスが受けられるよう、世界に

誇る日本の国民皆保険制度の大切さを、この映

画「シッコ ＳｉＣＫＯ」を通じて県民の皆様

と一緒になって考えていければと思い、今回、

無料上映会を開催することとしました」という

ふうに、案内文にありました。この映画は、先

進国の中で唯一、国民皆保険制度のないアメリ

カ医療の悲劇、たとえ保険に入っていても保険

が使えない、そういった悲劇と対峙するカナダ

・イギリス・フランス、キューバの良質な無料

医療を受けている患者、住民、医師の声を通し

て描き出されているドキュメンタリー映画でし

た。そして、それらの国に住むアメリカ人たち

が、自分たちは外国人でありながら、母国アメ

リカではあり得ない良質で手厚い医療を、国籍

に関係なく無料で受けられているという現実を

語ります。この映画は、まさに病に侵されたア

メリカの現実ではありますが、まさに現在の日

本の医療が進んでいる方向と共通しており、そ

の危機感から、医師会が上映活動をしているも

のと考えます。ここ10数年来の日本の医療の方

向性は、アメリカ型の市場原理主義に基づく医

療の民営化路線に限りなく近いからであると思

います。窓口での一部負担はあるものの、健康

保険証１枚あれば、だれもが、いつでも、どこ

でも、安心して医療を受けることができる日本

の国民皆保険制度を堅持していくためには、医

療現場に人も金も必要だと叫び続けている医師

会の姿が見えてきます。

地域医療の崩壊が始まっています。各地の医

師会の代表が日本の医療制度の危機や地域医療

の崩壊を憂慮する発言が、相次いでいます。先

進国の中で日本の医療費は決して高くないし、

医師の数も先進国の中では圧倒的に少ない日本

の医療の現状が、余り国民に理解されておりま

せん。ただでさえ少ない医療費をさらに抑制し

ようとした小泉政権の政策が、医療崩壊を招い

たと考えます。日本の医療費をアメリカと比べ

平成20年２月28日（木）
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てみました。国民１人当たりの医療費は28万円

で世界７位、ＧＤＰ比で19位です。具体的に盲

腸手術入院の比較で見ると、ニューヨークは１

日の入院で244万円、日本は７日の入院で38

万7,000円です。日本の医療費がいかに安い

か。100床当たりの医師数と看護師数にも大きな

格差があります。アメリカが医師71.6人で、日

本は医師12.5人、アメリカの17％にしかすぎま

せん。アメリカの看護師221人、日本は看護

師43.5人。また、人口10万人当たりの医師数

は、アメリカが253人、日本は184人、アメリカ

の７割にしかすぎません。日本の人口当たりの

医師数は世界で63位、看護師数は27位です。日

本は医師や看護師の絶対数が足りていません。

救急医療医の体制も、欧米に比べておくれてい

ます。しかし、厚生労働省はふやそうという意

思はありません。医師は足りていると今日まで

言い続けてきました。医師をふやすだけ医療費

が上がるというのが、厚生労働省の本音ではな

いかと思います。しかし、将来を見据えた地域

医療政策を進め、先行投資を行っていかない

と、僻地医療どころか、県内の医療は本当に崩

壊してしまいます。国の進める医療制度改革を

どのようにお考えなのか、県医師会など医療団

体からの要望なども多数届いているはずであり

ます。知事の見解をお伺いいたします。

次に、ドクターヘリについてであります。ド

クターヘリの早期導入について、2006年９月代

表質問、2007年、昨年６月に質問をしておりま

す。医師や看護師を乗せて救急患者を応急処置

しながら運ぶドクターヘリの全国展開を目指す

特別措置法が、昨年６月成立しました。運営

費、国の２分の１補助や、民間からの基金で自

治体の財政負担を減らして導入を促す内容と

なっています。最新の救命機器を備えたドクタ

ーヘリは、「空飛ぶ救命室」とも呼ばれ、僻地

や離島の医師不足対策として期待されていま

す。特に本県は、県土面積の６割を中山間地域

が占めており、地理的条件不利地域を多く抱え

ています。さらに、高速道路網や国道の整備率

は低い状況にあり、空からの救急医療対応が重

要であります。昨年６月に知事に、「法律の成

立まで秒読みの段階だが、本県の導入について

どのようにお考えか」という質問をしました。

お答えは、「専任医師の確保、年間１億円近く

の維持費もかかり、当面は防災救急ヘリ「あお

ぞら」を活用したい」とのことでありました。

ここで再度、知事にドクターヘリの導入の見解

をお尋ねいたします。

都道府県ごとの地域医療計画に、ドクターヘ

リの導入時期や機体数など整備計画を盛り込む

よう定めてあります。今回改正される地域医療

計画では、ドクターヘリはどのように位置づけ

されようとしているのか、担当部長にお伺いい

たします。

次に、公立病院改革ガイドラインについてで

あります。総務省は、昨年12月21日、「公立病

院改革ガイドライン」を策定し、関係自治体に

対して通知を行っています。内容は、「公立病

院は、地域における基幹的な公的医療機関とし

て、地域医療の確保のため重要な役割を果たし

ているが、近年、多くの公立病院において、経

営状況の悪化や、医師不足に伴う診療体制の縮

小など、その経営環境や医療提供体制の維持が

極めて厳しい状況になっている。加えて第166回

通常国会において成立した「地方公共団体の財

政の健全化に関する法律」の施行に伴い、事業

単体としても、また当該地方公共団体の財政運

営全体の観点からも、地方公共団体が経営する

病院事業は、一層の健全経営を求められること

平成20年２月28日（木）
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になる。それを踏まえてのガイドラインの策

定」というふうになっております。病院事業を

設置する地方公共団体は、このガイドラインに

基づき、平成20年度内に経営の効率化、再編・

ネットワーク化、経営形態の見直しにかかわる

事項を記載する「公立病院改革プラン」を策定

することとなります。また、都道府県には、市

町村と共同して計画・構想を策定するなど、積

極的に参画するよう求めております。ここで、

県の役割について、担当部長にお伺いをいたし

ます。

陸・海・空交通網の整備についてでありま

す。

今、地域バスの置かれている状況は大変厳し

いものがあります。特に、少子高齢化の進行

や、原油価格高騰の影響は極めて深刻な経営環

境になっていると思われます。一方では、貸し

切りバスによる重大事故など悲惨な事故が相次

ぎ、飲酒運転の検挙も相次ぎました。これまで

以上に安全対策は重要な課題となっています。

しかし、本年７月には、北海道洞爺湖サミット

が、地球環境対策を主要テーマとして開催され

ることとなっており、マイカーより環境に優し

い公共バスの重要性が注目を浴びることと思い

ます。国の最重要課題である地方再生のための

総合的な戦略として取りまとめられた地方再生

戦略においては、地方の課題に応じた地方再生

の取り組みのために、地方バスの活性化・再

生、コミュニティバス及び乗り合いタクシーの

導入等が盛り込まれており、具体的には、昨

年10月に施行された「地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律」を活用し、鉄道、バス、

旅客船等地域公共交通の活性化・再生に主体的

に創意工夫して頑張る地域の取り組みを支援す

ることとされています。本県では、国に先駆け

て、地域バス再編支援事業を18年度より実施さ

れ、バス路線維持のために、廃止路線代替バス

からコミュニティバス等に転換される市町村に

対し、経費の２分の１を２年間に限って補助さ

れています。一方では、廃止路線代替バス補助

金は、ことし９月で廃止しようとの動きと伺っ

ています。しかし、代替バス補助金廃止の及ぼ

す影響は甚大です。県の補助金打ち切りは、市

町村の財政負担能力の限界を超え、結果として

代替バス路線の廃止を招き、やがて生活交通路

線の乗客減にも影響していくことは必至であり

ます。代替バス補助金の継続について、知事の

見解を求めます。

次に、電子県庁の進捗状況についてでありま

す。

ＩＴが日に日に身近になってきましたが、そ

の一方で、コンピューターウイルスによる情報

漏えいやスパイウエアによる不正アクセスなど

による犯罪も増加し、利用者の不安も増大して

おります。さて、宮崎県電子県庁アクションプ

ランを平成14年11月に策定されており、各種申

請手続のオンライン化を推進する計画でありま

した。今まで何回となく質問をさせていただい

ているところでもあります。今日のＩＴを取り

巻く環境や国の動きなどによって、当初の目標

より大きくおくれているのではないかと懸念し

ております。当初の計画では、県の行う行政手

続・申請、約3,700項目のうち、ＩＴ化になじ

む400項目を選定し、年次的に開発し、県民に提

供するものでありました。電子認証やネットバ

ンキングの普及などが国の想定より進んでいな

い状況や、近年の行財政改革のあおりもあり、

開発費用の捻出が厳しくなったことなど、当初

計画段階より状況変化があったことは理解しま

す。しかし、時間をかけても計画的に県民に提
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供すべきであります。電子県庁の現状と課題に

ついて、400項目の進捗状況を含めてお尋ねいた

します。関係部長、お願いいたします。

以上で壇上を終わります。後は質問者席から

行わせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

医療制度改革についてであります。医療制度

改革は、急速な少子高齢化の進行や、経済の低

成長への移行などが進む中、国民皆保険制度を

堅持し、だれもが安心して医療を受けることが

できる医療制度を、将来にわたり持続可能なも

のとしていくために進められているものであり

ます。これを受け、県におきましては、本県の

地域医療の充実・確保という立場から、安心・

信頼の医療の確保と予防の重視など、改革の基

本的な考え方に沿って、現在、国、市町村及び

関係機関と連携しながら、多様な取り組みを進

めているところでございます。このような中、

地域医療をめぐっては、医師の不足や偏在の問

題など、本県もさまざまな課題を抱えているこ

とから、県といたしましては、地域医療の充実

・確保を「新みやざき創造計画」の重要な柱の

一つに位置づけるとともに、平成20年度の当初

予算案においても、重点施策として、所要の予

算を盛り込んだところでございます。今後と

も、医療制度改革への対応を含め、地域医療の

充実・確保については、国や市町村、関係機関

と十分連携を図りながら、着実に進めてまいり

たいと考えておる次第でございます。

続きまして、ドクターヘリについてでありま

す。多くの山間僻地を抱える本県にとりまし

て、ドクターヘリは、救急医療体制の充実を図

る上で大変有効な手段であると考えておりま

す。一方、その導入に当たりましては、専任医

師の確保や費用面での課題もありますことか

ら、国において、民間基金の活用を初めとする

所要の検討が行われているほか、九州・山口各

県において、共同運航の可能性について協議を

開始したところでございます。今後、これらの

国の動きを十分見きわめるとともに、隣県との

共同運航を含め、調査検討してまいりたいと考

えております。

続きまして、バス対策についてであります。

バスは、県民の安心な暮らしを支える大切な社

会基盤でありますので、県では、国や市町村と

連携してさまざまな施策を実施し、バス路線の

維持・確保に努めているところでございます。

しかしながら、バス事業者においては、厳しい

経営環境の中、不採算路線の廃止を余儀なくさ

れ、さらに、その後の廃止路線代替バスの運行

が、県や市町村にとって大きな財政負担となる

など、既存のバス路線のみで地域交通を維持し

ていくことは困難な状況にあります。このた

め、今後は、地域の実情に応じた、より効率的

な交通システムの導入が必要と考えており、県

では、単一市町村内の廃止路線代替バスへの補

助については縮小・廃止していく一方で、コ

ミュニティバス等への再編を図る市町村を積極

的に支援しているところでございます。今後

は、こうした地域が主体となった新たな交通シ

ステムと、バス事業者が運行する路線との役割

分担と連携を図りながら、利用しやすく、将来

にわたって安定的な、持続可能な公共交通ネッ

トワークを構築していくこととしております。

〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、市町村の公立病院改革プランについて

であります。公立病院改革につきましては、公
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立病院をめぐる状況が厳しさを増す中、安定し

た経営のもとで必要な医療を継続して提供でき

るよう、各市町村において作成することが求め

られております。県内にある15の市町村立病院

につきましては、いずれも厳しい経営状況にあ

りますが、県といたしましては、病院事業が市

町村の財政運営全体に与える影響や、それぞれ

の地域における公立病院の役割等を考慮しなが

ら、地域住民に対する医療サービスが将来にわ

たって安定的に供給されるよう、関係市町村に

必要な助言を行う役割を担うものと認識をして

おります。

次に、電子県庁の現状と課題についてであり

ます。本県においては、国の電子政府の実現に

歩調を合わせまして、平成14年度に「宮崎県電

子県庁アクションプラン」を策定し、宮崎情報

ハイウェイ21等の情報通信基盤や電子入札シス

テム等の各種情報システムの整備を進め、電子

県庁の基盤整備が着実に進展したところであり

ます。今後は、これまでの情報基盤の整備か

ら、その利活用に軸足を移した取り組みを進め

る必要があり、このような観点から、平成19年

３月に「宮崎県電子県庁推進指針」を策定し、

さらなる県民サービスの向上等を図ることとし

ております。また、申請・届け出等手続の電子

化につきましては、平成17年３月から電子申請

届出システムによるサービスを開始し、順次、

対象手続の拡充に取り組み、現在、140手続の電

子化が完了したところであります。今後とも、

県民等の視点に立って、関係部局と連携し、添

付書類の省略など事務の見直しや電子認証制度

のさらなる普及に取り組みながら、申請・届け

出等手続の電子化を進めてまいりたいと考えて

おります。以上です。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

ドクターヘリの医療計画への位置づけについ

てであります。厚生労働省が示した医療計画の

策定指針によりますと、ドクターヘリによる救

急医療の確保について都道府県が定める場合に

は、拠点となる病院等、所要の事項を記載する

こととなっております。本県ではその導入がま

だ具体化しておりませんので、新たな医療計画

案では、「遠距離搬送が必要な救急搬送につい

ては、時間短縮に大きな効果を発揮する防災救

急ヘリ「あおぞら」の活用を促進するととも

に、直接、医師が現場に赴いて治療を開始でき

るドクターヘリについては、隣県との共同運航

を含めた導入について、調査・検討を行う」と

しているところであります。以上であります。

〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

安全・安心な農産物を売り出す戦略について

であります。県では、関係団体と連携して、

「宮崎産なら安全・安心」といった消費者の信

頼をかち取るために、みやざきブランド推進対

策を積極的に進めているところであります。こ

の中で、全国トップの「宮崎方式」と言われる

本県独自の残留農薬検査システムを活用し、安

全な農産物を消費者の皆様にお届けする体制の

確立に取り組んでおります。また、産地と消費

地の信頼関係にかかわる安心をお届けするため

に、生産管理記録の記帳等に基づく、産地から

の積極的な情報発信に努めております。さら

に、安全性のチェック体制強化のための残留農

薬分析対象農薬数の拡大や、ＱＲコードを活用

した産地からの積極的な情報発信に取り組んで

おります。今後は、産地におけるこれらの取り

組みを、トップセールスやキャンペーン等で強

平成20年２月28日（木）
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くアピールし、生産者、関係団体一体となっ

て、「安全・安心ナンバーワンは宮崎」を目指

してまいりたいと存じております。以上でござ

います。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、市町村立学校の耐震化の状況について

であります。小中学校の耐震化につきまして

は、平成19年４月１日現在、耐震診断実施率

は97.3％であり、耐震化率は67.6％で、全国

第11位となっております。耐震対策は、児童生

徒の安全・安心を確保するためにも極めて重要

な課題でありますことから、これまであらゆる

機会を通じまして、市町村教育委員会に対し、

早急に耐震化を図るよう指導助言に努めてきた

ところでございます。今般、国において、今後

５年間を目途に、大規模地震時に倒壊の危険性

が高い建物につきまして、優先的に事業採択を

行う方針を打ち出しましたので、県教育委員会

といたしましては、去る２月８日に市町村主管

課長会議を開催し、速やかに耐震化計画を策定

の上、計画的に整備を進められるよう強く指導

を行ったところでございます。

次に、新校舎等の着工のおくれについてであ

ります。国富町立木脇中学校の屋内運動場は、

平成18年度に旧基準に基づきまして設計をされ

ていたため、平成19年６月に施行されました改

正建築基準法に適合せず、未着工となっており

ます。このため、県教育委員会といたしまして

は、国富町に対しまして、迅速な手続を行うよ

う指導助言をしてきたところでございます。一

刻も早い着工に向けまして、今後とも支援をし

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 お答え

いたします。

宮崎県警察音楽隊は、昭和22年に、大阪に次

いで全国で２番目に発足をするという古い歴史

を持っておりまして、本年度で丸々60年を迎え

ております。平素は、県民の交通安全、地域安

全などに関し、寸劇等を交えた具体的な広報な

どを演奏の合間に盛り込みながら、啓発活動を

行っておりまして、小中学校等の音楽鑑賞教室

あるいは福祉施設の慰問演奏など、県内各地に

おきまして幅広い活動を行い、各方面から好評

をいただいているところでございます。また、

昨年は、当県におきまして、全国警察音楽隊演

奏会というビックイベントを開催し、多くの県

民の皆様方と音楽を通じて触れ合うことができ

たと考えております。このように、警察音楽隊

は、警察の広報活動を進めていく上で、県民の

皆様に各種警察活動を御理解いただくため、大

変重要な役割を担っているというふうに考えて

おりまして、まさに「県民と警察を結ぶ音の架

け橋」と称されるとおりの活躍をしてくれてい

るというふうに考えております。今後とも、各

種行事等に積極的に参加し、演奏等を通じ、多

くの県民の皆様と交流してまいりたいと考えて

おります。

なお、御質問にもありました、さきの60周年

記念演奏会には、満行議員を初め、議員の皆様

方にも多数御来場の上、温かい御声援をいただ

き、本当にありがとうございました。隊員に

とっても何よりもの励みとなりました。ピアノ

は弾けませんけれども、私も、前本部長の吉田

同様、部内における音楽隊の最大の理解者とし

て努めてまいりたいと考えておりますので、ど

うぞ、引き続き御理解、御支援のほどよろしく

お願い申し上げます。〔降壇〕

○満行潤一議員 それぞれありがとうございま
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した。

サイバー犯罪について、警察本部長にお尋ね

をしたいと思います。パソコンや携帯電話でつ

ながっているインターネット、これを悪用した

サイバー犯罪が社会問題化して久しくなりま

す。インターネットなど高度情報通信ネットワ

ークの発展に伴い、増加しておると思います。

子供たちをねらった犯罪もふえてきました。サ

イバー犯罪は、相手の顔が見えない匿名性が高

いこと、犯罪はインターネット上で行われるの

で犯罪現場がないなど特異性があり、犯人像が

なかなかつかめないなどの特徴があります。我

が家にも、アダルトや出会い系、著作権法違反

のＤＶＤ販売など、多種多様な迷惑メールが毎

日やってまいります。間違ってこんなのにひっ

かかっている人もいるんだろうと思います。警

察本部には、サイバー犯罪対策の総合的な調整

を行うために「サイバー犯罪対策室」を設置し

て、コンピューター犯罪などに関する情報を広

く収集するとともに、事件に関する各種データ

の処理、ネットワークの不正利用などに対応し

た活動を行っていただいております。架空請

求、不当請求などを含めた本県のサイバー犯罪

の実態はどうなのか、お尋ねをいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

昨年、内閣府が実施をいたしました治安に関

する世論調査では、国民の４割を超える方が、

犯罪に遭うおそれのある場所としてサイバー空

間を挙げておられます。サイバー空間は、現実

の社会にもさまざまな影響を及ぼしておりまし

て、その安全確保は、我が国の治安を確保する

上で放置できない課題であると考えておりま

す。こうした観点から、悪質・有害サイトの取

り締まりを初め、その環境浄化のための諸対策

やサイバー犯罪の取り締まりを推進していると

ころでございます。

本県におけるサイバー犯罪の状況は、昨年の

相談件数で申し上げますと、916件ございまし

た。これは前年と比較しますと261件の増加とい

うことで、やはりここに来て、相談件数を見て

も、急増状況がうかがえるということでござい

ます。内容について触れますと、インターネッ

トを悪用した架空請求、不当請求などの詐欺・

悪質商法に関する御相談、掲示板等への書き込

みによる名誉毀損、誹謗中傷等の相談が著しく

増加をしておりまして、増加件数のほぼ全体、

９割程度を占めているという状況下にございま

す。犯罪の検挙の面について申し上げますと、

昨年、トータルで18件の事件を検挙いたしてお

りまして、これまで最も多い検挙件数だったわ

けでございますけれども、その主なものは、青

少年が出会い系サイトにかかわって被害者と

なったというパターンの、いわゆる児童買春・

児童ポルノ法違反事件、あるいは青少年健全育

成条例違反、こうしたたぐいの事件が10件、６

割を占めております。こうした検挙の実態を踏

まえつつ、また、青少年にとっての有害環境を

除去するという観点から、携帯電話を持ち始め

る中学・高校生等の被害を防止するということ

で、生徒・保護者等に対し、サイバーセキュリ

ティカレッジと称する、具体的な留意点に踏み

込んだ広報啓発活動を行っているところでもご

ざいます。大変重要な問題でございますので、

今後とも諸対策を積極的に進めまして、サイバ

ー空間の安全確保に寄与できるよう努めてまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 今出ましたけど、結局、青少

年がかなりの割合で巻き込まれている。未成年

者がかなり、出会い系サイト、伝言掲示板で異

平成20年２月28日（木）



- 94 -

性と知り合って、そこで性犯罪に巻き込まれ

る。よく報道もされています。子供たちへの携

帯電話の普及が大きな要因だと思うんですね。

電話だけならいいけれども、電話にインター

ネットがつながっている。我が家では高校卒業

までは携帯電話を持たせていません。月に数万

円に及ぶ携帯電話料金もさることながら、メー

ルもできる、インターネットもできる、それが

親のもとじゃないところで使われている。非常

に無防備なものを子供に持たせる。私はとても

心配で持たせる勇気がありません。どこの高校

も携帯電話は禁止して、学校に持ち込んだらだ

めとなっているそうですけれども、そうはいっ

ても、世間では子供にせがまれて携帯電話を持

たせている。うちの高校生の子供たちは、携帯

を持っていないのはクラスで１人か２人だと、

いつもぼやいています。

定期演奏会の中で、フィルタリングというの

はいいという寸劇も披露されておりました。当

日のパンフレットと一緒に、サイバー犯罪防止

対策啓発リーフレットも渡されて、フィルタリ

ング、子供たちをパソコンや携帯から守るとい

う啓発がありました。ところが、内閣府が昨

年11月に調査をしていますけれども、大人の60

％以上がこのフィルタリング機能を知らない、

そういう結果が出ています。フィルタリング機

能を知っているというのは20％にとどまってい

るという調査があります。まずは保護者自身の

意識を高めなければ効果が上がらぬというふう

に考えています。今ありましたけれども、どん

どん小中学校の現場に行くべきじゃないのかな

と。学校での教育の一環としての取り組みが非

常に重要なのではないかと思いますが、地域生

活、教育委員会、警察、それぞれの取り組み状

況を教えていただきたいと思います。

○地域生活部長（丸山文民君） フィルタリン

グソフトについてでありますけれども、御指摘

のとおり、インターネット上の有害な情報から

青少年を守るためには、フィルタリングソフト

の導入が有効な手段であると考えております。

県では、平成18年３月に「宮崎県における青少

年の健全な育成に関する条例」の改正を行いま

して、保護者及び学校、公共施設、インター

ネットカフェなどのインターネット端末管理者

に対しまして、フィルタリングソフト導入の努

力義務の規定を設けているところであります。

このほか、県の広報手段の活用、それから啓発

用のチラシの作成・配布などによりまして、

フィルタリングの重要性についての啓発活動を

行っているところであります。今、御質問にあ

りましたように、フィルタリングソフトの普及

のためには、保護者の理解が重要でありますの

で、今後とも教育委員会、警察と連携を図りな

がら、さまざまな手段によりまして啓発に取り

組んでまいりたいと考えております。以上で

す。

○教育長（高山耕吉君） 教育委員会でござい

ますが、学校におきましては、情報に関する教

科等の学習や、警察などから専門家を招いて開

催する非行防止教室で、インターネット利用の

危険な側面、犯罪被害の事例を紹介いたしまし

て、被害防止のための具体的な指導を行ってお

ります。また、保護者に対しましても、学校だ

よりや保護者会等を通しまして、フィルタリン

グサービスの活用など被害の防止方策の周知に

努めております。県教育委員会といたしまして

は、校長会や生徒指導主事会等を通し、繰り返

し注意喚起を行いますとともに、各市町村教育

委員会や県立学校の情報教育担当者を対象に、

サイバー犯罪等の研修会等を実施するなど、被
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害防止のための指導の徹底を図ってまいりたい

と考えております。以上でございます。

○警察本部長（相浦勇二君） 御質問にありま

したとおりでございまして、子供たちの間に携

帯電話が急激に普及しております。そうしたこ

とが背景にあってか、先ほどのような犯罪の発

生状況を見ているわけでございまして、こうし

た被害を防ぐためにフィルタリングを行ってい

くというのは、大変有効な手段であるというふ

うに考えております。警察といたしましては、

先ほど御披露しましたが、生徒や保護者を対象

に、サイバーセキュリティカレッジというのも

行っておりまして、昨年の実績でいきますと、

トータルで36回、人員でいきますと8,000人にな

るわけでございます。もちろん、さきに答弁の

ありました県当局、教育委員会との横の連携と

いうのも大変重要でありますので、そこはきっ

ちりと確保しつつ、こういう現場に目を向けた

息の長いきめ細かな活動を、普及啓発の手法と

してやっていくことは大変重要だなと思ってお

りますので、この点に真摯に取り組んでいきた

いと考えております。

また、言うまでもございませんけれども、や

はり警察は逮捕権、捜査権を持っておりますの

で、悪質事案を認知した場合に、きっちりとし

た検挙に向けた措置をとっていくということも

大変重要な防犯効果があろうかと思いますの

で、その点についても抜かりがないようにして

いきたいと思っております。今後とも、こうし

た活動を持続させて、携帯電話をめぐる青少年

に対する有害環境の除去に努めてまいりたいと

考えております。

○満行潤一議員 ぜひ関係機関、協力していた

だいて防止に努めていただきたい、さらなる啓

発を行っていただきたいと思っています。

次に、猟銃の管理について、警察本部長にお

尋ねしたいのですが、昨年12月に長崎県佐世保

市で猟銃乱射事件がありました。大きな反響を

呼びました。その中で、県内で銃刀法に基づ

き7,000丁もの猟銃が許可されているとの報道が

ありました。これは、ほとんど県民の方は知ら

なかったわけですね。物すごく多くの猟銃が許

可をされている。その管理の実態が非常に今、

県民の注目を浴びているんじゃないかなと思う

んです。県民所有の猟銃が本当に適切に管理さ

れているのか、その実態と課題についてお尋ね

をいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

昨年の佐世保事件を大きな契機といたしまし

て、全国的にも警察の銃砲行政について、いま

一度慎重に、そして厳格に再点検をするという

ことで臨んでまいりました。具体的には、一斉

検査の時期は、例年ですともうちょっと後なん

ですけれども、本年に入りましてから、新年早

々にやろうということで、１月の中旬から約１

カ月かけて前倒しで実施をいたしました。ま

た、体制的にも、警察本部の職員を多数参画さ

せて体制強化をいたしました。また、時間につ

きましても、従来以上に時間をとって、できる

だけきめ細かな点検に努めたところでございま

す。その結果、御質問の中にもありましたけれ

ども、所持許可者が現在4,702名、許可銃砲の数

にいたしまして6,947丁、これは一応すべて確認

チェックをいたしました。中に１件だけ、検査

の場に、ぼやっとされていたと言ったらそれま

でなんですけど、大変なことなんですけど、実

包を装てんされたまま猟銃を持ち込まれた方が

おられまして、この方については、刑事・行政

両面から措置することを予定しております。ま
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た、体調不良やいろいろな理由で警察のほうで

返納を指導した方も含めてということなのであ

りますけれども、この一斉検査を通じて合計

で147名の方が、銃砲の丁数でいきますと157丁

の銃を自主返納という形で御返納いただいてい

るということでございます。いずれにしても、

これは一過性の問題ではございませんので、当

県警察としては、今後とも継続的な立入検査を

実施しますとともに、特に猟友会を初めとする

関係機関・団体との連携強化を図りまして、引

き続き不適格者の早期発見・早期排除に努める

等して、県民の期待と信頼にこたえる銃砲行政

を厳格に推進してまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

次に、都城警察署の改築についてですけど、

新年度予算に日向警察署の改築計画が上がりま

した。確かに日向は１番目に古くて、都城は２

番目になるんですけど、越されて越されて、今

日まで都城警察署は現状維持です。これは７～

８年前に私もこの場で質問をしておりますが、

そのときもまだめどが全然立っていなかった。

もうあれから７～８年たったはずなのに全然聞

こえてきません。都城警察署の改築計画、見通

しはどうなのか、再度、本部長、お願いいたし

ます。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

申し上げるまでもありませんけれども、警察

署庁舎は大変重要な治安基盤施設であります

し、災害発生時においては、防災活動の拠点の

施設として役割を担っております。お尋ねの都

城警察署の庁舎につきましては、現在の庁舎全

体の約４割を占める部分を昭和32年に建築いた

しております。その後、職員の増加による狭隘

状況を解消するために、昭和55年に大規模な増

築を行いまして、警察署の機能として必要な事

務室等の面積は一応確保しているという状況に

ございます。要するに執務は十分できるスペー

スがあるということでございます。また、平成

９年、10年にかけて、阪神・淡路大震災を受け

て耐震診断をやったわけでございますけれど

も、この際に耐震補強を行いました。それで、

専門家の目からも補強で十分だということで、

防災活動の拠点としての機能も果たせるよう、

必要な措置をとっているという現状にございま

す。御指摘のとおり、最も古い部分は昭和32年

でございますので、この年度で言いますと築

後51年を経過しておりまして、本年度予算が本

会議でお認めいただければ、日向署のほうには

当然一定のめどがつくわけでございます。そう

しますと、残念でありますが、都城署が日本一

古い警察署ということになってしまうところで

はございますけれども、都城警察署以外に、耐

震診断において―これは９年、10年に実施し

た耐震診断でありますが―これは日向署と同

じなんですけれども、補強の効果がなくて、早

期の建てかえが望ましいとされた警察署施設が

別にあるなど、なかなか状況によって防災拠点

としての機能が発揮できない他の警察署施設を

抱えているという当県警察としては、厳しい財

政状況ということも踏まえ、そうした施設の整

備を優先して検討せざるを得ないという状況下

にあることにつきまして、御理解をいただけれ

ばというふうに考えております。

○満行潤一議員 本部長は都城警察署に行かれ

たことはありますよね。スペースはあるのかも

しれませんけど、駐車場もあの状況です。行き

たくもない警察署に呼ばれて行けば、駐車場も
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ない。非常な執務環境にもあるだろうと思うん

ですよ。ぜひ財政当局から予算を早目に取って

ほしいなと、この場をかりて総務部長、お願い

します。やっぱり拠点ですよ、これは。あの執

務環境、あの駐車場ではやっぱり……。余り日

向のことは言いたくないですけど、管内人口で

いけば日向の何倍ですか、都城署の抱える人口

は。ぜひそういうことを勘案して、優先順位と

いうのは、耐震化だけでなくて決めてほしいな

と、お願いをしておきます。

次に、医師確保対策についてであります。本

県最優先の重点課題、政策であると、先ほど知

事にも答えていただきました。本県の小児科医

師数は、15歳未満人口10万当たり全国ワースト

２位という報道も出ています。今回、新聞に

載っていましたけど、県外にいる医師のＵター

ンを後押しする目的で、県と自治体病院を持つ

市町村で「ドクターみやざきナビゲーション」

というのが開設をされています。これは今まで

にない取り組みだと思うんですが、これまでの

医師確保とどのように違うのか、また、このホ

ームページ開設の趣旨と期待する効果につい

て、お尋ねをしたいと思います。福祉保健部

長、お願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ドクターナビ

についてでありますけれども、新臨床研修制度

の開始以来、大学の医局からの医師派遣が難し

くなっておりまして、今後は、各医療機関が独

自に医師を確保することも求められておるとこ

ろであります。このために、本年度、県と自治

体病院を運営する市町村で、新たに県医師確保

対策推進協議会を設置しまして、これまで個別

に行っていた情報発信及び情報収集活動を、相

互に連携し共同で行うことにしたところであり

ます。この協議会のホームページ「ドクターみ

やざきナビゲーション」を先般立ち上げまし

て、これを窓口とし、各医療機関の詳細な情報

や本県の生活環境等の情報を発信することによ

りまして、宮崎出身で県外に在住する医師など

に対し、本県への就業を働きかけてまいりたい

と考えているところであります。

○満行潤一議員 ぜひ効果があるといいなと

思っています。私がずっと何回も質問をしてい

る自治医科大卒の義務年限後の定着率、これ

は2005年６月、2006年９月にも質問しています

けれども、９年義務が終わったら、そのまま都

会に行ってしまう、もとの自治医科大の医局に

帰ってしまうと。非常にもったいないんじゃな

いのかということをずっと訴えてきました。そ

れは、１つは、なぜ帰るかというと、県内に受

け皿がない。だから、帰るか―そのころは

帰っていたんですが、今は医局というのが形骸

化していますので―ほかの病院に移ると。そ

ういうことで、定着率を上げようというふうに

申し上げてきました。委員会の質疑でも、具体

的に検討していくという答えだったと思うんで

すけれども、ことしの予算を見ても、残念なが

ら、この自治医科大卒の義務年限以降の定着率

向上の新規予算というのが見当たらないんです

けれども、これは、部長、予算はどうなったん

でしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 自治医科大学

卒業医師の県内定着を図るということは、地域

医療を確保する上からも大変重要でありますか

ら、平成18年度にその受け皿づくりとして医師

派遣システムを創設して、県立宮崎病院に自治

医大卒の医師の医局といいますか、地域医療課

を設けるなど、受け皿づくりに努めてきたとこ

ろであります。また、自治医科大学卒業医師の

多くが、義務明けの後、県外の先進的な医療機
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関で専門的な研修を希望しておりまして、その

支援について検討してきたところでありますけ

れども、研修期間が長期間に及ぶなど解決すべ

き課題がございます。そういうことで、今後と

も、自治医科大学卒業医師のニーズ等を把握し

ながら、県内定着に向けた取り組みについて検

討をしてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 だから、予算要求したのかど

うかというところなんですよね。本当に医師確

保は今、非常に重要な場面だと思うんですけれ

ども、本県の重要な課題の一つです。もちろん

自治医科大の出身者は、本当に優秀な医師ぞろ

いですね。９年宮崎県でキャリアを積んで、み

すみす都会に帰してしまう現状がある。今、部

長もおっしゃいましたけど、本当に医者はまじ

めなほど最先端の医療を勉強したい、だから、

大病院とか都市部に行く。宮崎になかなか残っ

てくれない。だから、県の職員として採用し

て、県病院や僻地の診療所をぐるぐると回す

と。そのかわり、５年、10年勤めたら、１年、

２年、研修に都会に行くということを保証しま

すよと、そういう制度をつくったらどうですか

というふうに今まで申し上げてきているわけで

すね。そういう制度は予算要求されたんです

か。それでだめだったんですか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 一応、新年度

の事業を検討する中で検討はいたしました。

○満行潤一議員 部長は言いづらいのかもしれ

ませんけど、結局、予算要求したけれども、総

務部長が削ったということなんですかね。知事

も先ほど重要な課題だとおっしゃったんですけ

ど、部長、副知事、知事、自治医科大を卒業し

て、宮崎に帰ってきたくても帰れないという人

も現実にいるわけですよね。後ほどドクターヘ

リをちょっとやりますけど、日本医大千葉北総

病院に、救命救急センターで働いているドクタ

ーがおります。宮崎県出身、宮崎出身がドクタ

ーヘリに乗っておられるんですよ。彼の夢は、

ふるさと宮崎に帰って宮崎のドクターヘリに乗

りたい、そういうふうに全国放送でお話をされ

ているんだそうです。過酷な条件でも、宮崎の

地域医療、救急医療をやりたいという熱心な医

者は、たくさん全国にいるんだと思うんですよ

ね。この前、椎葉村立病院に行きました。院長

は、ネパールで診療された経験を持つ医者でし

たけれども、この方は大阪出身、京都大医学部

です。だから、要は行政のやる気じゃないのか

なと。知事、お尋ねしますけど―もちろん東

京のテレビも大事だと思うんですよ。マラソン

も必要なのかもしれません。でも、今必要なの

は医師の確保だと思うんですよね。どげんかせ

んないかん、これはもう、医師確保をぜひお願

いしたいと思うんですけど、もう一回、知事、

お願いします。

○知事（東国原英夫君） マラソンと医師の確

保を対等のものとしててんびんにかけられるの

は、ちょっと心外だと思うんですけれども、医

師確保というのは非常に大切だとは認識してお

ります。言われなくてもですね。議員がおっ

しゃる、全国に宮崎に帰ってきたい医師がたく

さんいらっしゃると。何を根拠に……。また、

そういう方がたくさんいらっしゃるなら、ぜひ

紹介していただきたいと思いますね。一昨年創

設しました医師派遣のシステムで、医師と個別

に交渉を進めてきましたところ、本県出身の医

師１名の採用を内定したところでございます。

また、私自身も、医療情報のウエブサイトにお

きまして、直接、宮崎への就業について呼びか

けを行ったところ、県外在住の医師等に登録を

お願いしている「みやざき地域医療応援団」
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に10名の登録がありました。その中で、将来、

宮崎での勤務を希望されている医師もいらっ

しゃると伺っております。今後とも、さまざま

な機会を通じて、関係各位あるいは市町村と連

携しながら、全国の医師に向けて就業を呼びか

けてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 いや、本当に大変な状況なわ

けですよね。マラソンはいかんとは言わないん

ですけど、ぜひそのぐらい医師確保に努力いた

だきたいという多くの期待が知事にかかってい

るということだと思うんです。きょうも新聞、

朝刊各紙で医師不足が出ていました。テレビで

もけさやっていました。本当に全国的に医者の

奪い合いが始まっています。その中で、県病院

の医師が近く退職するという話を聞くんです

が、その多さが、これはただごとじゃないです

よ。延岡病院では、消化器内科の医師が４月に

１名、８月に１名、循環器内科の医師が４月に

１名、９月に１名、外科の医師が４月に１名、

神経内科の医師が４月に１名、これだけで６

名、もっと退職するという話もありますので、

この半年間ぐらいで６～７名の医師が延岡病院

からいなくなる。既に精神科、眼科の医師はい

ません。ほかにも退職という話も聞きますけれ

ども、今の６～７名というのを置いても、現

在、延岡病院の医師定数は66名です。現員は59

名の医師でやっている。今、充足率は90％で

す。これであと６名、７名半年間でやめたら、

充足率は80％を下回ります。残った医師は大変

な状況。これは悪循環ですよね。日南病院も４

月に皮膚科の医師が退職されるという話もあり

ます。これで皮膚科の常勤の医師が日南病院に

はいなくなる。既に精神科もないと。富養園は

来年、こころの医療センターとして宮崎病院併

設になる予定ですけれども、重立った医師が退

職をされるか、また近く退職予定という話に

なっているんです。知事、この実態を、事実を

認識されているのか。されていれば、この医師

確保についてどのようにされようとしているの

か、もう一回、県病院に限ってお願いします。

○知事（東国原英夫君） 根本的には、根源的

には、新医師臨床研修制度に問題があると思っ

ているんですよ。満行議員が先ほど壇上で御指

摘になったように、我が国の医師の絶対数は、

ＯＥＣＤ加盟国の中で最下位という非常に残念

なことなんです。ですから、国策で医師をふや

していただくということを、我々が要望してい

かなきゃいけないというのがまず１つです。そ

して、御案内のように、本日の新聞にも出てお

りましたが、県立延岡病院の循環器系の医師５

人中３人が熊本等に帰ってしまうということは

伺っております。そういった中では、先ほどか

ら御指摘のドクターヘリなんかのことも検討し

ていかなきゃいけない。しかし、ドクターヘリ

は御案内のように１億6,000万円かかるわけです

ね。国が２分の１、地方が２分の１。そのヘリ

のヘリポートをつくるのに、つくり方にもよる

んですけれども、数千万からかかるわけです

よ。そういう財政的な状況も踏まえて、今後は

隣県との共同運航なども含めて、幅広い視野で

検討を進めていかなければいけないと考えてお

ります。

○満行潤一議員 国の政策的な誤りというの

は、私も壇上で申し上げたとおりです。医師が

足らんと地方は言うのに、厚生労働省は、いる

んだ、ちゃんと充足していると言う。ずっとこ

のやり方で今日来て、新研修制度で絶対地方は

医者がいなくなるよというのを、無理やり小泉

政権が医局制度をつぶした。現実はこうなった

ということですね。だから、これは地方が何で
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割を食わないかんのか、命の格差ですよ、今度

はね。地方間格差と言うけど、命の地方間格差

がこれ以上広がっていいのかということを、宮

崎に住んでいて思います。ぜひ知事も先頭に

立って、今後とも医師確保という点に努めてい

ただきたいと思います。

今、知事から出ましたので、次、ドクターヘ

リに移りますけれども、地域医療対策特別委員

会で、我々はドクターヘリの運航を行っている

佐久総合病院に行きました。本物を見ました。

改めて、その整備の重要性を認識しました。佐

久総合病院は、１年間に280件出動しているとい

うことなんですね。先ほど知事がおっしゃいま

したが、新たな出費が要る、１億円近くかかる

ということなんですけれども、医者がいるのか

という話ですけど、医者はいるんですよね、

帰ってきたい医師。そういうすごく優秀な医師

が延岡病院に来れば、その医師を頼って全国か

ら研修医が来ます。佐久総合病院も、20名の研

修医の枠に60名も70名も来て、採用枠を大幅に

超えるので、選別しているんですよ。佐久総合

病院には、宮崎出身の医者が何と９名もいまし

た。何で宮崎に帰ってきてくれんのかなと思う

んですよね。そういう優秀な医者が帰ってきて

指導医となる。そこに集う。延岡病院も当然、

意識も上がるし、いろんな部分の波及効果で、

病院の収益も必ずや上がるんではないかなと思

うんですよ。特に、県内の医療状況、道路の状

況等を考えると、やっぱりドクターヘリの拠点

を県立延岡病院に置くべきじゃないのかな、そ

ういうふうに考えています。

きょうは資料を配付していますので、皆さん

見ていただきたいんですけれども、これは九州

の地図です。今、九州では、福岡県久留米市に

あります。そして、長崎県長崎市にドクターヘ

リが整備をされています。宮崎、鹿児島、熊本

はまだありません。大分はもちろんありませ

ん。この円は半径70キロの円です。ヘリが要請

を受けて飛び立って20分後の距離が70キロにな

ります。心肺停止等で１分を争うという部分で

いくと、この70キロ、20分という時間かなと

思っています。鹿児島、宮崎、熊本、できれば

大分まで含めて、知事がおっしゃる隣県と有機

的にやりたいというのはあるんでしょうけれど

も、鹿児島県は、話を聞きますと、鹿児島は鹿

児島でやりますと。確かに離島もあるし、宮崎

と鹿児島と熊本となると、なかなか我がほうが

というのがあるんでしょう。鹿児島は鹿児島で

この円を描く。それでいくと、やっぱり延岡に

なる。延岡になると、宮崎市まで20分ですよ。

ヘリポートさえあったら、県病院、宮崎大学医

学部に20分で、延岡から医者が乗って患者も搬

送できます。天孫降臨の高千穂に、15分ぐらい

で医師と看護師が空から舞いおりる、そういう

状況ができるわけです。これを見ると、延岡に

設置すると、九州山地がほとんどカバーできま

す。今、延岡から宮崎に来るのは大変な時間が

かかりますけれども、この県境を考えると、熊

本県側、そして大分県側と共同で運航するとい

うより、「延岡でうちが診ますから、その利用

率で熊本、大分の皆さん、負担ください」と

おっしゃれば、その１億円か9,000万円がもっと

減るというふうに考えております。延岡病院に

ぜひ早い段階に設置をする。宮崎が音頭を取っ

て大分や熊本に、「うちがやるんで協定結びま

せんか」、そういうやり方はできないのか、知

事、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 御案内のように、延

岡にドクターヘリの拠点を置くというのは、一

つの案だとは思います。でも、ドクターヘリを
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基盤整備するためには、専門医を置くというこ

ともさることながら、ヘリポートをつくってい

かなきゃいけない。あるいは格納庫もつくって

いかなきゃいけないということなんですね。ヘ

リポートで、駐車場を利用して3,000万円ぐらい

ですか、屋上だと数億円単位かかると伺ってお

ります。その辺を安くするために隣県との連携

が必要なんじゃないかという御指摘でしょう

が、私の情報では、九州では多分、今、ドクタ

ーヘリを採用しているところは長崎だけだとい

うふうに理解しております。ドクターヘリとい

うのは、救急医療の主力を占めるものだと考え

ておりますので、今後、隣県とも連携しなが

ら、共同運航なども踏まえて調査検討してまい

りたいと考えております。

○満行潤一議員 先ほど言いました命の地域間

格差、東京にはドクターヘリは要らないです

ね。その調査があります。東京都の第３次救急

施設までの搬送時間は15分、宮崎県は60分をは

るかに超えています。そういう意味では宮崎

は、助かる命も助かっていない。久留米大学の

ドクターヘリ運航実績―これは福岡県久留

米、先ほど言いました―これは2002年から運

航しているはずですけど、2005年に搬送した半

数の185人が集中治療を必要とする重症患者だっ

たと。そのうち61名が死亡していた。しかし、

ドクターヘリを使わなかったら、さらに36人が

死亡した可能性があるという報告があります。

先ほどの「ドクターヘリ到着時間の目安」の後

ろに、「ドクターヘリがなかったら」という資

料をつけております。これは厚生労働省研究班

の発表した資料ですけれども、救急車搬送に比

べて死亡者数が27％減るわけですね。約４分の

１死亡者が減少する。ドクターヘリでなかった

と仮定すると、救急車で搬送していればそうな

るということですね。社会復帰も５割近くふえ

ることになったということで、これは宮崎でド

クターヘリを運航したら、一体何名の方が救え

るのかなと｡8,000万、9,000万金がかかるからと

知事もおっしゃいますけれども、これはまた違

う議論になると思うんです。トンネルを通して

も10億という単位ですね。道路は、トンネルだ

けじゃだめですから、道路整備をしてやっとつ

ながる。それよりも、年間１億円足らずで命が

救える。それをぜひお願いしたいと考えていま

す。地域医療計画にドクターヘリ導入というの

は、部長、やっぱり無理ですかね。具体的な盛

り込みというのはできないのか、部長、お願い

します。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 先ほどお答え

しましたとおり、ドクターヘリにつきまして

は、隣県との共同運航を含めた導入について調

査検討を行うとして、医療計画案に記載してい

るところであります。

○満行潤一議員 知事も部長もかたいのでなか

なかですけど、ヘリポートのことを知事がおっ

しゃっているので進みますけど、本来、災害拠

点病院というのは、ドクターヘリじゃなくても

「あおぞら」もあるわけですから、常設ヘリポ

ートがあるのは当然だと思うんですね。海上保

安庁も自衛隊もあるわけですから、そういう意

味では、災害拠点病院にヘリポートが当然ある

べきものが、本県はおくれていると。この前、

入郷に行きまして、町長さんが、「うちの病院

にはヘリポートがあるのに、何で基幹病院であ

る延岡病院にないんですか」、こうおっしゃっ

ていたんですけれども、確かにそうだと思うん

ですね。ヘリコプターから一回乗せかえて病院

に搬送しないといけない。時間も10分から15分

無駄になってしまうという状況にあるわけで
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す。山岳救助とか離島の患者の搬送というの

は、直接、救命センターに運ばれればどれだけ

延命率が上がるか、そこをぜひ考えていただき

たい。病院ヘリポートの整備というのは本当に

重要だと思っています。私は熊本赤十字病院の

ヘリポートを見てきました。写真をつけていま

せんけれども、ここは屋上ヘリポートと駐車場

設置と２つありました。金が3,000万かかるとか

おっしゃるんですけれども、駐車場の上に置く

のが3,000万かかるのかな、そんなに必要なのか

なという気もするんですが、本来、災害拠点病

院に常設ヘリポートというのは必要だと思うん

ですね。これは部長、もう一回、済みません

が、新たな地域医療計画にヘリポートの整備と

いうのは含まれませんか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 災害時のヘリ

コプターの活用というのは、非常に有効かつ重

要であるとは認識しております。現在、災害拠

点病院では、主として病院の敷地に近接する場

所を臨時離発着場として緊急時の体制に備えて

いるところであります。各災害拠点病院におけ

る常設のヘリポートの配置につきましては、既

存施設の構造の問題とか、先ほどから出ており

ますコストの問題、そういった課題が大きいこ

とから、計画の中で記載するのは、現時点では

難しい状況にございます。

○満行潤一議員 あれば利用もできるし、利用

頻度はふえる、それで助かる命がふえてくる。

ぜひ計画的に、せめて３次救急である延岡病

院、宮崎病院に整備をいただきますように、心

からお願い申し上げたいと思います。

公立病院改革ガイドラインについて、幾つか

話を進めたいと思います。国による医療費抑制

が行われる。先ほど申し上げました。また、研

修医制度の変更によって、本当に地方の自治体

病院の医師確保が困難になる。医師がいないと

いうことは、それだけ稼ぎ頭がいないわけです

から、経営難に陥る。こういう時期に国から、

経営の効率化、再編、ネットワーク化、経営形

態の見直しをやれと言われるわけですよね。こ

こまで県や市町村立病院の経営が悪化した責任

の一端は、やっぱり国にあると思うんですよ。

その責任はどこかに行って、経営が悪化すれ

ば、民間に身売りしなさい、統廃合しなさい、

そういう地域医療の担い手である公立病院の実

態を見ようともしないと、私は考えるんですけ

れども、何をか言わんや、そういうふうに考え

ています。もともと公立病院の果たすべき役割

は何なのか。端的に言えば、地域において提供

されることが困難な医療、とりわけ採算性を度

外視した山間僻地の医療、離島の医療など民間

医療機関の立地が困難な過疎地等の医療を行っ

ている。救急医療、小児医療、周産期医療、も

ともとそういう不採算部門を担っているのが公

立病院の役割、そういうふうに考えます。この

不採算部門を廃止すれば、経営は好転すると思

うんですよ。でも、地域住民の命を守ることが

使命の公立病院にそんなことができるのか。民

間病院でやれない救急や産科といった政策的な

医療サービスこそ不採算部門になるわけですよ

ね。それが事細かに指示されたガイドラインが

国から示されています。当然、地域地域で実情

が違います。この改革プラン作成に当たって、

国の関与は本当に最小限にとどめるべきだと思

いますし、県にはそういった立場で市町村支援

に当たっていただきたいと思いますけれども、

地域生活部長、いかがでしょうか。

○地域生活部長（丸山文民君） 本県の市町村

立病院につきましては、僻地医療や救急医療を

担う、それぞれの地域における唯一の病院、あ
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るいは基幹的な病院でありますが、取り巻く環

境は、その立地条件はもとより、規模や機能、

それから経営状況などさまざまであります。し

たがいまして、改革プランの内容も、各市町村

において、地域の実情に応じ、公立病院の役割

や市町村の財政状況を踏まえた上で、地域住民

に対する医療サービスが将来にわたって安定的

に供給されるよう、みずからの判断で策定する

ことが重要であると考えておるところでありま

す。以上です。

○満行潤一議員 市町村の自主的な策定、そう

いうふうに部長もおっしゃっていただきました

ので、ぜひそういうことで県も支援を引き続き

していただきたいなと考えています。また後ほ

ど言いますけれども、県病院のあるところは県

病院があればいい。延岡には市立病院はない。

日南にはないんだろうと思うんですね。ないと

ころの市町村は、国保病院、１億円の赤字が出

ても一生懸命その地域の医療を守るために頑

張っていただいておりますので、ぜひそこのと

ころは皆さんわかっていただきたいなと思って

います。

さて、新規事業に小児救急拠点病院整備事業

というのがあります。この小児救急拠点病院整

備、これは私、いつか大分前に質問したなと

思って議事録を見てみましたら、14年２月、

ちょうど６年前に小児救急拠点病院整備につい

て質問をしています。このときの質問の趣旨

は、新年度、14年度から２つの医療圏に１つの

拠点病院を整備する計画なので、本県も設置に

向けて急いでいただきたいという趣旨だったん

ですけれども、そのときの担当部長、だれとは

言いませんが、答えは、具体性はなかったんで

す。やっと今年度、新年度に、こども医療圏プ

ロジェクトにより、県内３つの圏域に小児救急

患者を受け入れる拠点病院を整備する計画であ

るようですけれども、どういった概要なのか、

担当部長、お願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） こども医療圏

プロジェクトは、県内を新たに３つの圏域に再

編し、各医療圏ごとに体制整備のあり方をそれ

ぞれ具体的に検討して、主要な医療機関につい

て拠点病院化を図ろうとするものであります。

そこで、県としましては、即戦力となる小児専

門研修医の育成や、国庫補助制度を活用した運

営費の補助等によりまして、必要となる小児科

医師を確保するなど、拠点病院としての安定的

な体制整備を目指していきたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 本県は２次医療圏ごとにやっ

ているんですが、これまた県内で３つという圏

域に分けるということですので、その整合性と

かも聞きたいんですけれども、また次の機会に

そのことについては触れたいと思っています。

次に、都城市の救急医療体制の整備につい

て、これは知事にお願いします。これは昨年２

月に質問をしています。この都城地区の救急医

療体制の整備について、この前、11月15日に都

城市長、三股町長、両議会議長と地元議員で知

事にお会いして、提案活動を行ったところで

す。主なものは、救急医療センター、また２次

医療施設である都城市郡医師会病院を、県西地

域の救急医療拠点病院として位置づける。その

ために今後整備をする。２分の１の施設整備費

補助をお願いしたい。農地転用の手続に配慮い

ただきたいとか、合併支援措置を配慮いただき

たい、県によるふるさと融資の実施をお願いし

たいということでした。そのとき、短い時間で

したけれども、知事のお答えは、「小林市民病

院建てかえとの兼ね合いもあるし、都城市郡医
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師会病院は民間ですからね」という前置きは

あったんですけれども、おおむねその趣旨は御

理解いただいていると理解をしています。知

事、先ほど言いましたように、県西部に県病院

はありません。そのかわりを都城市郡医師会病

院が担っているという状況にありますので、ぜ

ひ配慮方をお願いしたいと思いますが、いかが

でしょうか。

○知事（東国原英夫君） 満行議員は都城のこ

とが多いですね。それはさておき、都城の市郡

医師会病院は、２次救急とか災害時の医療で、

拠点病院としての非常に重要な役割を担ってい

ただいているということは認識しております。

でも、今、都城市で、「都城地域健康医療ゾー

ン整備に関する協議会」というのを設置され

て、救急医療センターとか市郡医師会病院の移

転等も含めた検討が行われておると伺っており

ます。今この段階では、県としては、その検討

を見守っていくことしかないのかなと思ってお

ります。

○満行潤一議員 この前、前向きな答弁だと思

いましたので、ぜひよろしくお願い申し上げた

いと思います。

病院局長にお願いなんですけど、救急医療と

か政策医療になる部分、不採算になる部分を別

枠で計上できないのかなと。いつも決算は全部

一つですよね。それは会計法上いろんな部分で

一緒なのかもしれませんけど、内訳みたいな仕

切りがあると、県病院は赤字だ、一般会計から

何ぼ入れているということも理由がつくのかな

と。これは政策医療でやっているから不採算に

なってしまいますよというところは、何かつく

れんのかなと思うんですけど、できないんで

しょうか。

○病院局長（植木英範君） 先ほどお話にあり

ましたとおり、県立病院は全県レベル、または

地域の中核病院として、政策医療や高度医療な

ど、一般的に他の医療機関では対応が困難な医

療を中心として担っているところでございま

す。病院事業の会計につきましては、地方公営

企業法により、会計方式の枠組みが定められて

おりますとともに、経営動向を時系列で正確に

把握する必要もありますことから、裁量の範囲

内とはいえども、方式の変更はおのずから制約

があるところでございます。御提案のありまし

た不採算部門を別枠で計上するということは、

これまでいたしておりませんが、県立病院が

担っております政策医療や高度医療などの不採

算医療部門に要する費用は、相当の額になるも

のと思われます。以上でございます。

○満行潤一議員 県病院としてアピールすると

いうことじゃないのかなと思うんですよね。ぜ

ひ今後、御検討いただきたいなと思っておりま

す。

感染症対策に移ります。もう新型インフルエ

ンザがいつ発生してもおかしくない、これは前

の質問でもしました。特にアジアでは、鳥イン

フルエンザが人に感染した症例が、各国から報

告されています。また、母子感染とか、人から

人に感染した事例も報告されている状況です。

ここで、感染症対策について２点お伺いしたい

と思います。

１つは、感染症法に基づく第１種感染症指定

医療機関、まだ本県は指定された病院がありま

せん。今後の見通しについてお伺いしたい。

２つ目は、宮崎空港のＣＩＱ体制ですね。税

関、入管、検疫についてですけれども、検疫

法、感染症法、食品衛生法など、海外から持ち

込まれる、また海外へ持ち出す動植物、食品な

どが、病原体や有害物質に汚染されていない
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か、それを確認するための検疫業務というの

が、厚生労働省福岡検疫所宮崎空港出張所が設

置されて行われているんですけれども、組織改

編で宮崎空港には２人の係官しか駐在していな

い。これでは、緊急時はもちろん、通常の業務

にも支障が出るんじゃないか。増員について国

に対して要望されているのか、担当部長、お願

いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 第１種感染症

指定医療機関についてであります。エボラ出血

熱、痘瘡、ペスト等の一類感染症に対応するた

めに、都道府県の区域ごとに第１種感染症指定

医療機関の指定が求められておるところであり

ますけれども、全国では、19年の５月現在で26

都道府県29医療機関において指定がなされてお

ります。一方、本県におきましては、２次医療

圏ごとに１カ所ずつ７医療機関30床、これを第

２種感染症指定医療機関として指定をしている

ところでありまして、第１種感染症指定医療機

関については、いまだ指定に至っておりませ

ん。こういうことで、第１種感染症指定医療機

関についても早期に指定をすべく、関係医療機

関等との協議を行っているところであります。

専門医の確保等、医療機関の指定が難しい状況

ではありますが、今後とも指定に向けて努めて

まいりたいと考えております。

○地域生活部長（丸山文民君） 宮崎空港の検

疫体制についてでありますけれども、宮崎空港

の税関や出入国管理、検疫といった、いわゆる

ＣＩＱ体制につきましては、平成13年、ソウル

線の就航を機に整備が進められております。現

在では、国際チャーター便を含めまして、年間

７万人を超える利用者を受け入れていただいて

いるところであります。このような中で、ソウ

ル線につきましては、昨年11月から増便となっ

ておりまして、本年６月からは、また台北線が

就航するということになっております。このよ

うな状況で、国際線の利用者はさらに増加をす

ると見込まれているところであります。このた

め、国に対しまして、検疫を初めとするＣＩＱ

機関の人員増、それから体制の充実強化を機会

あるごとに強く要望しているところでありま

す。以上であります。

○満行潤一議員 それでは、地域バスについて

ひとつ担当部長、お願いしたいんですけれど

も。県内の市町村がコミュニティバスを導入す

るに当たって、国土交通省のガイドラインに沿

わない形で運行を始める事例が多々見受けられ

ると、指摘もされているところです。１つは、

地域公共交通会議のあり方、既存のバス事業者

を軸にした企画・立案がなされていません。現

在、市町村において設置されている地域公共交

通会議は、コミュニティバス導入を前提として

いるために、最初に結論ありきの形式的な議論

の場になっていると聞きます。そのため、既存

バス事業者が、企画・立案の段階はもちろん、

実質的な検討の中でも活用されておらず、さま

ざまな不合理が生じています。国土交通省は、

「地域公共交通会議ガイドライン」の中で、次

のとおり指摘をしています。「その際、路線定

期運行を中心に、整合性のとれた地域交通ネッ

トワークが構築されるよう留意することが必要

である。必要性の判断に当たっては、地域の関

係者から成る地域公共交通会議において、地域

住民の生活に必要な旅客運送を確保し、もって

地域福祉の向上に資するため、責任ある議論が

行われることが求められる」とあります。しか

し、実際は、１回の会議で委託業者まで決まる

市町村もあったようであります。国土交通省の

ガイドラインにある委託業者選定に当たって
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の、国土交通省が示した優先順位によることな

く、ただ安いというところに基準が置かれた入

札になっている。多くの自治体で既存のバス事

業者を事実上排除した形となっているのが実情

のようです。

また、問題とするべき安全運行と管理責任の

明確化がなされていないのではないか。市町村

に共通しているのは、コミュニティバス導入の

目的を、いかにコストを安く抑えるかというと

ころに置いている点。例えば、標準的な落札額

の半額以下で落札したタクシー会社、当初、シ

ルバー人材センターに運行を委託した自治体、

自治会へ時給900円で運行を委託した町営バス、

このようなコスト至上主義に対して、国土交通

省九州運輸局は、「地域公共交通の活性化・再

生を目指して」の中で、次のように指摘をして

います。「その運行については、安全の確保に

万全を期すため、単純な価格競争に陥らないよ

う、十分配慮する必要がある」となっていま

す。県として、国土交通省の「地域公共交通会

議ガイドライン」「運行主体選定ガイドライ

ン」などに沿ったコミュニティバス運行事業を

行うよう市町村に助言し、さらに指導すべきで

はないかと思いますが、担当部長、いかがで

しょうか。

○地域生活部長（丸山文民君） コミュニティ

バスについてでありますけれども、市町村にお

きましては、コミュニティバスの導入に当た

り、当該市町村や国、地域住民、バス事業者な

どで構成いたします地域公共交通会議を国のガ

イドラインに沿って設置し、運用し、当該会議

で合意された事業計画等について、国の登録や

許可を受けているところであります。なお、コ

ミュニティバスの運行主体の選定につきまして

は、市町村が、経費面や安全面、その他それぞ

れの地域の実情を踏まえまして運用されている

ものと考えております。県といたしましては、

今後とも国と連携をしながら、市町村に対し

て、安全運行を初め、コミュニティバスの適切

な運営が行われるよう助言してまいりたいと考

えております。以上であります。

○満行潤一議員 ぜひ主体的に県もタッチして

ほしいなと。今回、代替バス補助金が廃止され

て、コミュニティバスも２年間の限定の補助で

すよね。それ以降の本県の路線バスネットワー

クをどう維持していくのか、本県の政策がなか

なか見えてきません。これは外山議員も取り上

げられると思いますので、そちらに譲ります

が、ぜひ主体的に、地域の交通を守るという視

点でお願い申し上げたいと思います。

皆さんの手元に、「平成19年度人権に関する

作品最優秀賞受賞作品紹介」をお配りしていま

す。ここに、「ぼくのおともだち」都城市立南

小学校１年、松本崇さんの作文があります。時

間がありませんけれども、読ませてください。

「ぼくは、しょうがっこうににゅうがくした

とき、おなじクラスのおともだちが、みみにき

かいをつけているのをみました。あれはなんだ

ろう、とおもいました。

いえにかえって、おかあさんにきいたら、

「あれは、ほちょうきだよ。たかしが、めがわ

るいからめがねをかけているのとおなじで、み

みがきこえにくいから、きかいにたすけても

らっているのだよ。」とおしえてくれました。

なんにちかたって、せんせいから、「りょう

たろうくんのほちょうきに、すなをかけたり、

みずをかけたりしたらだめですよ。ほちょうき

がこわれるからね。」とおしえてもらいまし

た。ぼくは、そうなんだ、きをつけよう、とお

もいました。
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おなじクラスのひろとくんは、「りょうたろ

うくんのことばが、すこしだったらわかるよ。

だって、おなじようちえんだったから。」とお

しえてくれました。

ぼくには、あまりわかりませんでした。で

も、りょうたろうくんとおはなしがしたいな、

とおもいました。

いつか、こくごのじかんに、せんせいが、

「あめ、すき。」としゅわでやっていたので、

しゅわではなせばいいんだ、ときづきました。

そして、ぼくとおかあさんとおねえちゃん

で、しゅわきょうしつのけんがくにいきまし

た。たのしかったので、ならいはじめました。

よるだからねむくなることもあるけど、しゅわ

をするのがすきです。

ぼくは、おぼえてすぐ、「わたしのなまえ

は、まつもとといいます。よろしくおねがいし

ます。」とりょうたろうくんに、しゅわでしま

した。

またしゅわきょうしつにいって、こんどは、

「あなたのなまえはなんですか。」をおぼえ

て、つぎのひ、がっこうにいって、りょうたろ

うくんにききました。りょうたろうくんは、

「わたしのなまえは、わたなべりょうたろうと

いいます。」としゅわでやってくれました。ぼ

くは、すごいなあ、とおもいました。

りょうたろうくんも、にゅうがくしたときよ

りおはなしがじょうずになったし、ぼくもすこ

しは、きくのがじょうずになってきました。

これからも、もっとなかよしになりたいで

す。」という作文です。

それ以外に、たくさん優秀な作品、作文が

載っていますので―これは各家庭に配布され

ていますけれども―ぜひもう一回、皆さん見

ていただければありがたいなと思っています。

何が言いたいかというと、ハンディがあって

も、自分たちの行く学校、普通校、そして特別

支援学校、それは当事者が決める、そのことだ

と思います。私が小さいころは、障がいを持

つ、ハンディを持つ友達が学校にはいませんで

した。今の子は、共学が進んで、すばらしい経

験ができているなと思っています。自閉症の子

がいるクラスに、うちの子もいました。うちの

子を見て、本当にいいものだなと感じていると

ころであります。

さて、教育問題、幾つかお話をしたかったん

ですけれども、時間がありませんので、絞って

お話ししますが、特別支援学校総合整備計画と

いうのが出されました。分厚いんでしょうけれ

ども……。保護者からすると、高等部の設置の

要望が依然として多い。あと、スクールバスの

設置と、スクールバスがあっても、もっと広い

範囲に運行していただけないか、これは非常に

大きいわけですね。このことについて教育長、

お願い申し上げます。

○教育長（高山耕吉君） 今後の取り組みでご

ざいますけれども、特別支援学校の整備につき

ましては、これまで全県的・総合的な視野に立

ちまして、計画的に整備を進めているところで

ございます。今後の高等部の設置につきまして

も、またスクールバスの整備につきましても、

平成20年度中に策定の予定をいたしております

「宮崎県特別支援学校総合整備計画」の中で、

十分検討をしてまいりたいと考えております。

以上です。

○満行潤一議員 ぜひニーズを酌み取っていた

だきたいなと思っています。

もう一つ、最後になるでしょうけれども、北

諸県の中高一貫教育校のスケジュールが発表さ

れています。スケジュールというか、検討する
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ということになるようですけれども、今後のス

ケジュールはどうなっているのか。どうも知事

の出身校になるのかなという、ちまたの話もあ

りますが、教育長、いかがでしょうか。

○教育長（高山耕吉君） 中高一貫教育校の今

後の取り組みでございますけれども、今年度、

学識経験者等で構成をいたします「中高一貫教

育校調査・研究委員会」を設置し、学校の設置

形態や設置地域等について御協議をいただきま

して、北諸県地区への設置が望ましいという御

意見をいただいたところでございます。この提

言を十分踏まえまして、来年度、北諸県地区へ

の新たな中高一貫教育校の設置に向けまして、

設置理念とか効果的な中・高の接続のあり方等

について、具体的な検討を進めてまいりたいと

考えております。以上です。

○満行潤一議員 もう時間がありませんので、

これで終わりますけれども、昨日の知事の答弁

の中に、特別支援教育の充実に努力していきた

いという答弁がありました。私は大変力強く

思ったところであります。知事を先頭に、みん

なが安心して生活できる県土づくりに邁進いた

だきますように、心からお願い申し上げまし

て、私のすべての質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、暫時休憩をいたします。

午前11時36分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、愛みやざき、６番西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

を代表し質問を行います。

我々愛みやざき４名は、当初予算を審議する

この２月議会を経て、おおよそ１年間の流れを

知ることになりました。東国原知事の県民の期

待を集める活躍ぶりに、県政にも注目が集ま

り、同時に、行政のチェック機能としての県議

会のあり方にも、県民の厳しい視線が注がれた

１年でもありました。我々も１年前、行政改革

や議会改革を目標に、それを訴えてきた経緯が

ありますが、議会改革に一緒に取り組んでいた

だいた先輩・同僚議員にも深く感謝申し上げま

す。その結果、本会議における一問一答方式の

導入、政務調査費の全公開、また海外視察の中

断など、どちらかといえば、これまでタブー視

されてきた事案を逐一改革され、現在でも、応

招旅費を初め議員定数削減など、議論は続けら

れております。納税者の立場に立った、あるい

は県民目線においての議会改革の一翼を担えた

ことを、我々も非常にうれしく感じておりま

す。

ところで、衆参における与野党のねじれ国会

において、道路特定財源の改正法案、いわゆる

暫定税率延長か否かで、国民の関心が非常に高

まっているところであります。本県の道路整備

や財源の確保には非常に重要な問題でもあり、

民主党の菅代表代行との討論会では、知事とし

て、地方のおくれた道路整備状況を代弁してい

ただいたと思っております。しかし、ここはあ

くまで県議会です。今議会冒頭のように、国政

の第２ラウンドを県政の場に持ち込まれること

を、我々は非常に危惧しております。県民の期

待する県議会はどうあるべきか、深刻に考えさ

せられたことでもありました。議員１年生の４

人会派ですが、初心を忘れることなく、引き続

き県民目線で、この改革に情熱を注いでまいり
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たいと思っております。

それでは、質問に移ります。

県内外を問わず飛び回る知事の精力的な政治

活動に対し、率直にお考えを伺いたく存じま

す。

最近の知事の政治活動には、道路特定財源の

ことも含め、地方の声を国政に反映させるとい

うお気持ちもあったかと思います。今、地方政

治と国政との間に感覚のずれも感じられ、不信

が募る部分もたくさんございます。昨日の知事

の答弁の中にも、そのような強い思いが感じら

れました。しかしながら、県民の中には、全国

区で活躍する知事の働きを頼もしく思える県民

もおりますが、逆に、もっと県内の地域に根差

した活動をしてくれという県民もたくさんい

らっしゃいます。県民への説明責任を果たす必

要もあるのではないかと思いますが、最近の知

事の政治活動について伺います。

まずは、北川元三重県知事、松沢神奈川県知

事らと１月20日に発足させた「地域・生活者起

点で日本を洗濯（選択）する国民連合」、略称

「せんたく」について伺います。一部報道で

は、３月上旬に発足式を開くそうですが、中心

として活動されている知事の立場は、一県知事

を超えて日本全国を改革しようという気概が見

受けられます。マスコミからは、国政では政界

再編への動きの一つとなるのではないかという

憶測も飛び交っているところでありますが、こ

の活動自体、我々から見ても非常にわかりにく

いところもあります。本来ならば、知事として

県民と向き合うべき公務や政務の時間を使って

までも知事が参加された意図、そして「せんた

く」設立の目的は何か、お伺いいたします。さ

らに、共同代表として名を連ねておられます

が、どれぐらいの活動が予想され、それは県知

事としての職務に影響がないのか、お伺いしま

す。

２つ目に、知事の選挙応援について伺いま

す。大阪府では橋下徹新知事が誕生いたしまし

た。東国原知事も大変懇意にされているそうで

すが、大阪まで応援に駆けつけるほど仲がいい

そうですね。しかし、県知事という影響力を

持った方が大阪まで行った理由が、「以前から

仲よくしていた」というだけでは納得がいかな

い部分もあります。政策か何か橋下氏に期待で

きることがあったからこそだとは思いますが、

これまでどこの選挙応援にも行かなかった知事

が、どのような経緯で応援されたのか、お考え

をお尋ねします。

また、知事として、これを機に大阪・関西圏

との積極的な交流というもののお考えがあれ

ば、アイデアもあわせてお聞かせください。

もう一つ、知事のイラスト使用の問題に対し

てです。昨年の愛みやざき武井議員の一般質問

にもありましたが、知事や宮崎の品位を落とす

使用に対しては、県民アンケートを実施するな

ど、やっと動いてもらえたかなという感想を

持っております。我々も、決してイラスト使用

をやめてくれとは言っておりません。あくまで

適正な使用を望むところです。しかし、アンケ

ートにおいては、イラストの「自由使用」か

「全面使用禁止」の二者択一で県民から意見を

募集しており、103件の回答のうち、使用41件、

禁止17件、回答なし45件とのことだったのです

が、全面禁止を望む声の17件は人気の高い知事

にとって少なかったとは、我々は思っておりま

せん。勇気のある本音だと思っております。回

答がない45件に関しては、「品位を欠くものに

使用すべきでない」という声もあったのではな

いかと思いますが、東国原知事も、今後は悪質
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なケースには厳しい態度で臨むということを、

先日おっしゃっておられました。例えば、過去

のウナギや地鶏のような件があったならば、具

体的にどのような対応をされるのか、また、こ

のアンケートのとり方が正しかったと思うの

か、お聞かせください。

以上で壇上からの質問を終え、自席より一問

一答方式で質問を続けます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まずは、「せんたく」についてであります。

私は今、国政が停滞・混迷している状況の中

で、国民生活というものが置き去りにされてい

る気がしてならないのであります。こうした中

で、日本を変えるためには、戦後の「お任せ民

主主義」「霞が関・官僚主導」を打ち破り、地

域社会や生活の現場から、この国のあり方を根

本から問い直す「地域・生活者起点の日本変革

運動」、いわゆる「平成の民権運動」と言って

おりますが、それらの運動を起こさねばならな

いと考えたところであり、このような趣旨か

ら、志を同じくする方々と「せんたく」を設立

したものでございます。なお、「せんたく」に

は、全国の県議会議員、あるいは市町村長を初

め、現時点で110名を超える方々に参加、御理解

をいただいているところでございます。私自

身、この１年、地方行政に携わってみて、制度

上の限界を感じているのも事実であります。知

事として、あくまで地方に軸足を置いてという

前提ではありますが、制度上の限界をどのよう

に是正していくか、どのように中央集権から地

方分権に変えていくかということを念頭に置い

て活動する必要があり、これがひいては本県の

発展に結びつくものと考え、発起人として参加

させていただいた次第であります。なお、「せ

んたく」における共同代表としての活動につい

ては、現時点ではまだはっきりとはしておりま

せんが、知事としての職務に影響がないよう、

十分に配慮してまいりたいと考えております。

続きまして、橋下大阪府知事の応援について

であります。大阪は、宮崎あるいは九州の農産

物や観光の大きな市場であり、大阪が元気に

なってもらわないと、本県や九州の物産や観光

も振るわないと、かねてから考えておりまし

た。そうした折、大阪府知事選に、昔からの友

人である橋下氏が立候補され、その人となりや

見識についてよく存じ上げておりましたので、

彼こそ大阪府知事にふさわしい人物ではないか

と考えました。その後、橋下氏より応援の依頼

がありまして、大阪のため、ひいては本県のた

めになることでもあると考えて、応援をお引き

受けした次第でございます。

関西圏との交流についてであります。西日本

の拠点である大阪は、エネルギーとバイタリ

ティーにあふれた大都市であり、本県と大阪と

の間における物や人の流れを、これまで以上に

活発化させることが重要であると認識しており

ます。このため、私を先頭にさらなるセールス

活動を展開することで、関西に向けた県産品の

一層の販路拡大を図るとともに、入り込みが伸

び悩んでいる関西方面からの観光客誘致に向け

た取り組みを強化してまいりたいと考えており

ます。今後、橋下知事とは、互いに切磋琢磨し

つつ、宮崎と大阪の連携をより強化すること

で、宮崎から、そして大阪から地方を元気にし

てまいりたいと考えておる次第でございます。

私に似せたイラストについてであります。こ

のたび、私に似せたイラストについては、当

面、現状のような自由な使用を基本とすること

が県全体にとってプラスになると、総合的に判
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断したところでございます。同時に、法令違反

や不適切なイラストの使われ方について的確に

対応するため、県に連絡窓口を設置したところ

であります。この窓口では、悪質なケース等の

情報提供があれば、その事実関係を確認した上

で、個別具体的なケースに応じて、抗議や使用

差しとめなどの対応を検討することにしており

ます。また、今回の意見募集につきましては、

私や県がイラストを管理することは、根本的な

問題があることから選択しないことにいたしま

したので、その考え方について詳しく説明した

上で、残された選択肢として２つの方策をお示

ししたものであり、イラストを使用している企

業を初め、広く県民の皆様の御意見を聞いたも

のであります。なお、この２つの方策以外に

も、「その他」として自由な意見を求めており

まして、二者択一によるアンケートではござい

ません。〔降壇〕

○西村 賢議員 熱の入った答弁、ありがとう

ございました。

「せんたく」について、もう少し伺います。

私個人が思っていた以上に、知事の思いという

ものは深く、高い目標に向かって走っていって

いるんだなというのを感じたところであります

が、我々宮崎県議会の議員に向かって、「ぜひ

一緒にやりましょう」「「せんたく」に入って

ください」というようなメッセージはございま

すでしょうか。

○知事（東国原英夫君） この時点で、「せん

たく」というのがどういうふうな活動をすると

いうのが、まだ具体的に全国的に発表されてお

りません。ですから、全体的な理念、総論でし

かお示しできていない状況でございますが、も

しこういう理念に、地方あるいは地域の生活者

の視点に立って日本国を洗濯（選択）する―

洗うというのと選択、チョイスするという意味

なんですけれども―そういったものに御賛同

いただければ、ぜひ参加をお願いしたいと思っ

ております。

○坂口博美議長 関連質問を許します。武井俊

輔議員。

なお、時間は本人の持ち時間の範囲内になっ

ております。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。関連

質問、武井俊輔がさせていただきます。時間も

ありませんので、早速質問に移らせていただき

ます。

イラストについて御質問申し上げます。ま

ず、資料を配っております。ごらんいただきた

いと思います。これは、ネットショップで販売

しているアクセサリーですが、これに「宮崎県

東国原知事公認」というふうに書いてございま

すが、知事はこのようなものを公認されたとい

うことでよろしいでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 公認した覚えはござ

いません。

○武井俊輔議員 わかりました。ということ

は、この会社は、知事が公認していないにもか

かわらず、公認したと詐称しているということ

になりますが、そういうことでよろしいでしょ

うか。

○知事（東国原英夫君） 現状ではそういうこ

とになりますね。

○武井俊輔議員 とするならば、午前中にサイ

バー犯罪などという話も出ていましたけれど

も、要は、公認していないものを公認したとし

てネットで販売しているわけです。ということ

は、先ほどの答弁にもありましたが、指導対象

になるこの会社へは指導を行うということでよ

ろしいでしょうか。
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○知事（東国原英夫君） 事実確認をしまし

て、その公認というのがどういう意味なのかと

いう解釈も含めまして、今後、対応を検討した

いと思っております。

○武井俊輔議員 一般的に公認といえば、要は

宮崎県東国原知事が認めた、下のほうにも「超

話題のあの人が…」とか書いてあるわけです

ね。これは一般的に見れば、明らかに東国原英

夫知事が認めましたよというふうに、普通に読

めば見えます。そうなっているということです

から、そこは公認したという事実を詐称してい

るというのは、間違いないと思います。いかに

モラルに頼るのが危険かというのが、この辺で

もよくわかる事例なんですが、総合政策本部長

にお伺いをいたします。今回、イラストに関す

る窓口をつくりまして、そこで、来たものに対

して調査をして苦情を受けるということです

が、こういったものは、ネットで幾つかのキー

ワードでもちょちょっと入れれば、幾らでも出

てくるんですね。ですから、県が本当にこのイ

ラストの問題を問題だととらえているのであれ

ば、はまり込んでやれとは言いませんけれど

も、可能な範囲ででも県として調べて、能動的

に指導するということが必要ではないかと思う

のですが、見解をお伺いします。

○総合政策本部長（村社秀継君） 御案内のよ

うに、このイラストというのは多種多様な商品

に使われております。また、その取り扱われて

いる範囲というのは、県内はもとより全国津々

浦々でございます。これだけ広範囲に広がって

いるものにつきまして、県として、こちらから

積極的に能動的にそれを調査するということは

無理でございます。これは人的な制約もござい

ます。したがいまして、県としましては、連絡

窓口を設置したことを周知徹底することで、で

きるだけ迅速に的確に対応してまいりたいと考

えているところでございます。

○武井俊輔議員 全然お答えになっていないと

思います。さっきも申し上げたとおり、ちょっ

とネットで調べるだけでも、こういったものが

出てくるわけですね。しかも、宮崎県東国原知

事というのが詐称されている、これは重大なこ

となわけですね。ですから、今のお答えを聞い

ても、来たら対応しますよというだけじゃない

ですか。やはり少しでも自分たちで調べていこ

う、探していこうということがないということ

であれば、これは県として本気で解決する意思

がないということと同義ではないかと思います

が、もう一回お願いします。

○総合政策本部長（村社秀継君） 先ほど御答

弁したことと全く同じでございます。県として

は、人的な制約もございますので、連絡窓口を

設置したことを周知徹底することで、できるだ

け迅速・的確な対応をしてまいりたいと考えて

いるところでございます。

○武井俊輔議員 この辺を見ても、県の対応の

意識とか熱意とか考え方というのが、非常によ

くわかるんじゃないかなと思います。大変残念

に思います。

最後に一つお伺いします。このイラストにつ

いて、私は、自社の商品にイラストをつけて販

売している会社と、イラストの版権販売を業と

している会社では、おのずから責任の度合い、

社会的影響が全く違うと思っております。これ

は台湾のウナギの問題を見ても明らかなんです

が、そういう意味では、こういった版権販売を

業としている会社からは、例えば審査基準の公

表とか対応の体制などをちゃんと県としてヒア

リングをして提出させるというような、一歩踏

み込んだ対応が必要ではないかと思いますが、
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いかがでしょうか、知事にお伺いします。

○知事（東国原英夫君） このイラストの版権

販売をなりわいとしている企業に、その規定基

準を公表させるとか出させるというのは、それ

こそがイラストの管理になってしまう側面もご

ざいますので、今のところは、私のイラストを

私の肖像権に絡めることなく自由にお使いくだ

さい、つまり関与しませんという態度でござい

ます。その点に関しては、イラストの版権をな

りわいとされている方、それ以外の方には、平

等というか公平に対応している、対処している

わけでございます。

○武井俊輔議員 以上で終わります。

○西村 賢議員 平成20年度の予算案について

伺います。

平成20年度当初予算案について質問いたしま

す。冒頭に、私が９月に質問しました日向警察

署の建てかえで、知事のテレビ等での発言で、

日向署が非常に全国的に有名になりました。こ

れが新たな観光地になればいいのでしょうが、

恐らくそれはないと思います。新年度の予算に

建設整備検討事業、このようについておりまし

た。非常に感謝申し上げます。これに続きまし

て、都城警察署に早期に取りかかっていただく

ようにも、あわせてお願いしておきます。

当初予算が提案されましたが、厳しい県の財

政事情を反映し、７年連続の超緊縮予算編成と

なっております。もちろん無駄遣いのできる余

裕はありませんし、知事にとっても断腸の思い

で見直しを行われたとは思います。また、基金

等の枯渇も懸念されております。知事も就任時

から絶えず厳しい財政事情を叫ばなければなら

ない状況にあり、「こんなに借金をだれがつ

くったんだ」という声には、我々も同感してお

ります。しかし、そうはいっても、減収対策や

将来の見通しなど、しっかりとした展望を持っ

ておかねばならないと思っておりますので、ま

ず知事にお伺いします。予算編成への思いと財

政再建、基金について、知事のお考えをお聞か

せください。

○知事（東国原英夫君） 平成20年度当初予算

編成は、私にとって初の通年予算という本格的

な予算編成でありましたので、私のマニフェス

ト達成に向けて、19年度の肉付け予算では盛り

込むことのできなかった事業や、中山間地域・

植栽未済地対策等の３つの重点施策を中心に、

積極的に取り組むことといたしました。19年度

地方財政対策等の影響などにより、収支不足額

が拡大し、大変苦しい予算編成を強いられたと

ころであります。しかし、さらなる事務事業の

見直し等を進めるなど財源捻出に努めることに

より、３つの重点施策を初め、本県が直面する

喫緊の課題に対応した優先度及び重要性の高い

事業については、しっかりと措置することがで

きたのではないかと考えております。また、財

政改革につきましては、第２期財政改革推進計

画に基づき、人件費の削減や投資的経費の縮減

・重点化、事務事業の徹底した見直し、歳入確

保対策により、一般財源ベースで100億円の削減

を行ったところでございます。先ほど申し上げ

ました事情により、収支不足額が拡大し、20年

度末の基金残高は213億円程度となる見込みです

が、今後も財政改革に着実に取り組むことによ

り、可能な限り基金の確保を図ってまいりたい

と考えております。

○西村 賢議員 さらに厳しいという話はわ

かったのですが、知事が民間の目線を県政に入

れるということで誕生しました事業仕分け委員

会、また県民フォーラムや県民ブレーン座談会

などの機会を通じて、事業の見直しを県民目線
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で行ったということがありましたが、実際にこ

の予算案にとってどのような見直しを行ったの

でしょうか、お伺いします。

○知事（東国原英夫君） 事務事業の見直しに

つきましては、事業仕分け委員会において、民

間の委員の方からいただいた御提言や、県民

フォーラムなど、さまざまな機会を通じていた

だいた県民の方々からの御意見等を参考にしな

がら、すべての事務事業について目的、効果等

を検証し、ゼロベースから見直しを行ったとこ

ろでございます。この結果、事業の必要性が薄

れたものについて廃止したり、事業主体を民間

に移行するなどの事業見直しを行いまして、一

般財源ベースで総額76億円の財源捻出を図った

ところでございます。

○西村 賢議員 知事にとって、この事業仕分

け委員会の提言で、非常に心に残ったという

か、これはいつかはやらなければいけないとい

うような、強い思いがあるような提言というの

はあったのでしょうか。

○知事（東国原英夫君） あくまでも民間、生

活者基点での見直しということで、そこに重き

を置いたつもりです。見直しの例としまして

は、民間看護教員養成補助事業あるいは産業開

発青年隊、そういったものを見直させていただ

いたところでございます。

○西村 賢議員 厳しい財政事情により、歳出

カットというものが仕方がない状況であった部

分もありますが、今後は、県としても歳入アッ

プを図っていかなければならないと思っており

ます。私がさきの９月議会で、財源獲得の手段

として、発電事業の事業証券化という案を提案

しました。実際に財源につながるような検討

は、これまでなされてきたのかお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 資産・事業証券化に

よる資金調達につきましては、前回、平成19年

９月議会で西村議員から御質問いただいた

後、10月に担当者が金融機関から話を伺い、そ

の内容を検討しましたが、活用できる場合が、

収益が出る事業に限られること、そしてまた、

かなり低利で資金調達している現状と比べて、

コスト面で有利にならない等々の課題があるも

のと考えているところでございます。現時点で

は、事業証券化については、本県にとってのメ

リットが見出しにくい状況かと思いますが、資

金調達手法につきましては、近年、さまざまな

手法が出てきておりますので、さらに研究して

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 今、収益がある事業に限られ

ると発言されたと思いますが、普通、収益が出

る事業にしか民間からお金は集まらないと、私

は思うのです。これ以上の質問は行いません

が、基本的に昨年と全く同じ返答で、非常に残

念に思っております。

財源確保に苦しんでいるのは県だけじゃなく

て、県内の市町村も同じ状況にあると思いま

す。宮崎市が導入を検討しております「地域コ

ミュニティ税」のような法定外目的税を、知事

はどのように考えておられますか。

また、県の新税導入に関しては、昨年９月の

代表質問において、他の会派から質問がなされ

ました。あのとき、知事は「今のところはな

い」という話をされたと思いますが、厳しい予

算編成を行った後、そのお気持ちに変わりはな

いのか、２点ほどお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 市町村が、厳しい行

政運営・財政運営上、必要な財源をどのように

確保するかというのは、住民の皆様との十分な

意見交換も含めて、十分な議論が必要かと思っ

ております。
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本県におきまして新税をどうするかという質

問でございますが、簡単に申しますと、今のと

ころ考えてはおりません。

○西村 賢議員 新税を考えていないとすれ

ば、県民にとっては非常に安心した部分はある

と思いますが、やはり県の収入を上げていくと

いう上では、非常にいろんなことを考えていか

なくてはならないと思っております。ネーミン

グライツ、やっと芸術劇場１件決まりました

が、今後もあのような事業を考えていくお考え

はございますでしょうか。

○知事（東国原英夫君） あらゆるものを対象

に、収入の増加というのを図っていかなければ

いけないと思います。そういった意味では、ネ

ーミングライツとかそういったものは、有効な

活用方法ではないかと思っています。私は個人

的に―個人的にと言うと怒られるかもしれま

せんが、県庁をネーミングライツできないかな

と思ったんですけれども、これに対しては、ま

だまだ議論の余地があると考えております。

○西村 賢議員 今までの答弁から考えます

と、現時点では税収減はしようがない、また新

たな収入の手法も見つかっていない。結果的に

今のままというか、なすがままというか、歳入

減は仕方がないというところに行き着いてしま

います。そうなれば、結果的に予算の減額をし

続けなくてはならないような状況にもなります

し、また県民サービスが削られていき、地域間

の競争力が落ちてしまうことを非常に懸念して

おります。収入増に、もっと今以上に知恵を出

して、真剣に取り組んでいただくことをお願い

申し上げます。

それでは、次に移ります。

昨年、宮崎県において、３億7,000万円にも上

る不適正な事務処理が発覚しました。県内自治

体にも同様な不適正な事務処理が見つかり、県

内一円にこの不信が拡大しました。今後は、県

民の不信を払拭するためにも、新たなスタート

を切る年にしなくてはなりません。新年度予算

案にも、この裏金対策がなされていると伺って

おります。

対策本部長の河野副知事にお伺いします。昨

年末、県職員、ＯＢからの返還目標額を掲げ、

その返還金を集めましたが、今どのような状態

になっておりますでしょうか。

また、再発防止策が確実に実行されるため

に、調整事務費の導入などをされております

が、これにより裏金問題の再発の心配はないの

か。実際、職員の意識が変わることが非常に大

事なことだとは思いますが、副知事自身は職員

の意識が変わったと思われますでしょうか。こ

の２点、お伺いします。

○副知事（河野俊嗣君） 職員等による返還に

つきまして、まず数字の面でございます。課長

補佐以上の職にある現役職員や課長級以上の退

職者等を返還対象としまして協力を依頼した結

果、昨年12月21日時点で取りまとめて公表した

ベースの数字では、返還目標額7,054万4,250円

に対しまして8,423万2,779円を県に返還したと

ころでございます。その後も返還協力の入金が

続いておりまして、２月26日現在におけるその

後の追加入金の合計額は276万4,990円となって

おります。この金額を加えました返還見込み総

額でいきますと8,699万7,769円となっておりま

して、目標額として設定した額を約1,600万円ほ

ど上回っているという状況でございます。

今後の再発防止策につきましては、昨年９月

に公表いたしました全庁調査報告書において、

さまざまな対策をそれぞれの実施時期を明らか

にした上で総合的な対策として取りまとめたと
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ころでございまして、既に、管理職員を対象と

したコンプライアンス研修や所属に対する実地

指導・検査など、実施可能な対策については着

手しております。平成20年度におきましては、

地域ごとの総務事務センターの設置により、出

先機関においても物品調達や管理事務の一元化

を図るほか、各部局の連絡調整課への調整事務

費の措置、また予算流用手続の簡素化などによ

ります迅速な予算執行への対応など、システム

面での対策も実施することとしております。こ

うした取り組みに加えまして、御指摘のありま

したように、最も重要なのは職員自身の意識改

革であると考えております。職員の厳しい処分

や返還を第一歩といたしまして、今後、全庁的

なコンプライアンス推進体制を整備いたしまし

て、各所属での事務の点検や職場研修の実施な

ど、職員一人一人のコンプライアンス意識徹底

のための取り組みを積極的に推進してまいりた

いと考えております。こうした再発防止策を徹

底することによりまして、二度とこういった事

務処理を発生させないという強い決意で取り組

んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 非常に、職員またはＯＢの方

々の反省の気持ちというか、そういう思いは感

じます。我々も、裏金問題に対しましては最後

の最後まで全容解明を求め、また、調査を継続

するべきだと訴えました。このような不適正な

事務処理が今後再発しないように望みますし、

また、今後の対策に非常に期待をしておりま

す。どうぞよろしくお願いします。

さらに、予算案の重点施策について質問いた

します。新年度予算には子育て支援策の拡充が

感じられ、その中でも「子育て支援乳幼児医療

費助成事業」では多額の予算も計上し、まさに

子育て世代にとっても、やっと希望の光が差し

てきているのではないかと感じております。し

かし、県内でも子づくり・子育て対策には地域

差があるように感じております。例えば妊娠中

の妊婦健診も、５回まで無料の市町村もあれ

ば、現段階では２回までしかないところもあり

ます。また、今回の新規事業でも、ＮＰＯなど

の地域団体の連携や活用が書かれているものが

幾つもありますが、実際、地域によっては、Ｎ

ＰＯや子育て団体の未整備・未成熟地域という

のがたくさんあります。これによって、地域に

よりサービスに差が出てくることも考えられま

すが、多額の予算をかけないまでも、対策が立

てられるのではないでしょうか。福祉保健部長

にお伺いします。このような県内地域差に対

し、県はどのように指導を行っていくのでしょ

うか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 妊婦健診の公

費負担につきましては、平成19年１月に国か

ら、今までの２回から５回程度へ公費負担をふ

やすよう通知が出されておりまして、今年度

は、県内の８市町村が５回の公費負担を導入し

たところであります。県としましては、そのほ

かの市町村に対しましても、妊婦の健康診断の

充実や経済的負担軽減を図るために、会議等を

通じ、平成20年度から妊婦健診の公費負担の回

数を増加させるよう、指導助言をしているとこ

ろであります。

また、ＮＰＯ等との共同の事業であります

が、福祉保健部といたしましては、子育て支援

対策の一つとして、「地域の絆で子育て支援事

業」を来年度から取り組むことにしておりま

す。この事業は、ＮＰＯや老人クラブ、自治会

など民間団体からアイデアを公募して、地域の

きずなや近所づき合いを再生・活用したモデル

的な子育て支援の取り組みや、市町村が実施す
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る子育て支援事業に対して補助を行うものであ

ります。県としましては、この事業を通して、

地域における継続的・自立的な子育て支援の取

り組みを促進いたしますとともに、当該事業の

成果を、取り組みが活発でない他の地域にも広

く波及させることにより、県内全域での子育て

支援の仕組みづくりにつなげてまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 非常に今、全国的に、妊婦の

かかりつけ医の問題などに注目が集まっており

ますので、ぜひ県内格差の解消に御尽力いただ

きたいと思っております。

次に、植栽後の森林管理に関して伺います。

重点施策の目玉とも言える「中山間地域・植栽

未済地対策」は、昨年の台風被害の記憶がまだ

新しい今、中山間地域だけでなく、全県民も注

目していると思っております。しかし、せっか

く植栽しようとする苗木が、今、中山間地域を

脅かす動物たちの格好のえさになるのではない

かという心配もあり、とりわけシカの害に苦し

んでいるという声を聞きます。シカから見れ

ば、こんな山にだれがしたんだという思いも恨

みもあるかもしれません。もはや食害では済ま

されず、地域存続にかかわる一大事となってお

ります。狩猟区域の拡大や狩猟期間の延長等、

対策も講じられてはおりますが、決定打とは

なっておらず、この際、対症療法的な対策では

なく、モデル地域を設け、山一つ、また集落一

つをネットで囲むなどして、大胆な対策をやっ

てみてはいかがかと思います。今後の大規模造

林では、このような深刻な鳥獣害対策はどのよ

うに考えておられますか、環境森林部長にお伺

いします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） シカによる農

林作物への被害につきましては、平成18年度に

は１億円を超えまして、そのうち民有林の森林

被害は約1,700万円に上っております。そのた

め、森林所有者の経営意欲を減退させる一因に

なっております。このため県では、造林地への

シカの侵入を防止する防護ネットの設置、ある

いは造林した木をシカの食害から守る忌避剤散

布への助成のほかに、有害鳥獣捕獲班の活動に

対する助成、さらには、今お話にありましたよ

うに、雌ジカの狩猟区域を県下全域にするとと

もに、シカの狩猟期間を１カ月延長する区域の

拡大に取り組んできたところであります。ま

た、平成20年度から新たに、シカの生息数が多

く被害の大きい地域におきまして、市町村と連

携し、シカの捕獲活動経費に対する助成を行い

まして、集中的にシカの捕獲促進に取り組むこ

とといたしております。さらに、去る２月21日

に施行されました「鳥獣被害防止特別措置法」

という法律―これは鳥獣による被害の防止を

総合的、効果的に推進するものでありますが

―に基づき、市町村の被害防止計画の策定な

どを支援することといたしております。今後と

も、関係部局あるいは市町村等と一体となりま

して、効果的なシカ被害の防止対策に努めてま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 先ほど、満行議員の質問に警

察本部長から回答がありました。猟銃等を返還

される方が多いという話が、先ほどちょっと出

たんですが、そういうことによって、シカもし

くはイノシシの猟に出る方が少なくなったと

か、そういう報告というものはあるんでしょう

か。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 一般的に、有

害鳥獣を駆除する捕獲班の高齢化等で、そうい

う狩猟をされる方が減少しているということは

ございます。

平成20年２月28日（木）



- 118 -

○西村 賢議員 ありがとうございます。引き

続いての鳥獣対策は、今後、山の方のやる気を

そぐことにならないように、重点的によろしく

お願い申し上げます。

さらに、林業は、植栽から木材生産まで40

年、50年と長い期間を要する事業であります。

今回、植栽計画で植えられた苗木は、先ほどの

シカ対策を含めて、管理がされてこそ立派な木

材として成長することは言うまでもありませ

ん。定期的な間伐など森林の健全保育が不可欠

ではありますが、今、中山間地域にはその管理

能力がないのが実情です。ですから、植栽もま

まならず、放置される山林が生まれるわけです

が、植えても管理することができるのか、本当

に疑問もあります。未植栽地の植栽後の森林管

理を今後どう進めるのか、環境森林部長にお伺

いします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今お話のよう

に、植栽後の下刈り、あるいは除間伐等の保育

というのは、適正な森林管理を行う上では欠か

せないものでございます。このため今回、植栽

未済地解消対策事業で実施いたします植栽地に

ついては、森林所有者が市町村と保育等の覚書

を締結いたしまして、国庫補助事業を活用し

て、下刈り、あるいは除間伐等を実施すること

といたしております。また、森林環境税を活用

して行います「広葉樹造林等推進事業」の植栽

地につきましては、県が下刈りを行うこととい

たしております。

○西村 賢議員 さらに、不在村者有林対策に

ついてお伺いします。平成 1 8年の調査で

は、2,000ヘクタールの未植栽地のうち、実に25

％が不在村者有林、いわゆる不在地主が所有す

る山林でありました。これが未植栽地を増加さ

せている一因でもあるという見方もあります。

不在村者有林の問題は、ほとんど管理が放棄さ

れているということですが、植林を進めて管理

体制を整えても、手を入れることがない林が増

加すれば、結局、健全な育林はおぼつかないと

考えます。今回の未植栽地対策には、植栽未済

地発生の抑制の項目が設定されておりますが、

この不在地主の所有する山林の対策は今後どう

なるのか、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 不在村者が所

有します森林につきましては、間伐等の手入れ

が行き届かない森林が多く見られます。また、

お話のように、現在の植栽未済地の約25％を占

めるなど、その対策が課題となっております。

このため県では、平成19年度から、森林組合が

所有者にかわりまして、植栽から保育までの作

業を受託するモデル事業に対しまして支援をし

ているところであります。また、平成20年度か

らは、林業関係者や行政機関で構成されており

ます「流域森林・林業活性化センター」が行う

不在村者などへの再造林の意向調査、あるいは

市町村の行う公有林化に対しまして、支援を行

うこととしたところであります。今後とも、市

町村や森林組合等の関係団体と連携を図りなが

ら、不在村者が所有する森林の適正な管理対策

に努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 今後も不在村者有林がふえて

いく可能性もありますし、長期的な対策をぜひ

ともお願いしたいと思います。また、森林関係

は、非常に後継者育成にも問題が多くあります

し、また、何しろ厳しい職業でもあります。長

い期間をかけて後継者育成にも力をかしていた

だくよう、よろしくお願い申し上げます。

続きまして、行政改革についてお伺いしま

す。

今回、組織改正が行われ、県庁内の仕組みを
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新しく変えて、県民にわかりやすく、そして県

民サービス、職員の意識向上を目指し取り組ん

でいこうという意識は見てとれます。我々も期

待しているところでありますが、いわゆる箱が

変わっても中身の人が変わらなければ、何も意

味をなしません。そこで、幾つか提案を申し上

げます。

まず、知事のおかげもあって、県庁ツアーが

一つの観光地として人気を博しております。そ

のツアーを支えているのは、観光・リゾート課

の職員初め県職員の方々ですが、ガイドが足り

なくなるほど盛況な日もあります。我々も、地

元からお客さんが来たときには、見よう見まね

でツアーガイドをして回るんですが、そのとき

の感想も踏まえて、一つ提案申し上げます。正

直、数名の職員の方は好きでやっているような

感じは受けるんですが、みんながみんな好きこ

のんでやっているようには見えないところがあ

ります。また、一生懸命案内をしている隣を、

ほかの県職員の方が、ぶすっというか、何もあ

いさつもせずに通り抜ける姿というのは、正

直、余り印象がいいものではありません。やは

り「おもてなし日本一」を県庁からと打ち上げ

るのであれば―こういうことを言うのは非常

にレベルが低いかもしれませんが―「おはよ

うございます」とか「いらっしゃいませ」とい

う一言をかけることによって、非常に県庁内の

イメージというものはよくなると思っておりま

す。

また、県庁ツアーの導入時、これはとにかく

県職員がやらなければならない状況にあったと

思いますが、もう１年も経過しようとしており

ます。県職員は本来の仕事や職責を全うするべ

きであり、もうそろそろ現場の仕事に戻して

やってはいかがかなと思っております。例え

ば、青島や飫肥のような民間人で組織する観光

ボランティアなどを積極的に導入してはいかが

かなと思います。商工観光労働部長にお伺いし

ます。今後、いつまで現体制でツアーを継続さ

せていくのでしょうか。ボランティア等に任せ

ることを検討できないのか、お伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県庁ツア

ーにつきましては、御指摘にもございましたよ

うに、「おもてなし日本一の宮崎」づくりの県

庁版として取り組んでいるものであり、職員の

意識改革にもつながっているものと考えており

ます。また、職員みずからが案内を行いますこ

とで、観光客とか旅行業関係者にも好評をいた

だいておりますほか、マスコミにも取り上げら

れるなど、観光客誘致の大きな要因ともなって

おります。現在、県庁案内につきましては、基

本的には非常勤職員を中心に対応しているとこ

ろでありますけれども、今後とも、職員の通常

業務に支障が生じることのないよう、適切な対

応に努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 それは、我々も、もちろん職

員の方の仕事を守ってあげなければという気持

ちもあるんですが、正直、県民から見ても安い

給料をいただいているとは思えない、平均から

見れば非常に高額な給料をいただいている方が

案内していくのは、ちょっとみずから美化し過

ぎではないのかなと思っております。だった

ら、県内の観光地、いろんなところを県職員の

方のツアーガイドで賄ったらいい話ですから。

そうではなくて、やはり県内のほかの観光地の

ように、ボランティア体制をつくっていくとい

うことを見習ってはどうかということを提言し

ておるわけです。ぜひ今後とも検討いただい

て、臨時職員といえども、その方の能力もあり
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ますし、その方がやらなければいけない仕事が

あるから臨時職員を雇っているわけであります

から、ぜひそういうふうな改革をよろしくお願

いしたいと思います。

続きまして、人的交流について伺います。小

説がヒットして、織田裕二さん主演で映画化さ

れました「県庁の星」という映画がございまし

た。この映画は、県庁職員がスーパーマーケッ

トに派遣されるところから始まります。この映

画のように、まさに県庁職員を地元の企業に派

遣して、民間企業で働く人たち、またその会社

の実態把握を行い、それにより、職員自身のス

キルを上げ、可能性も広げ、場合によっては、

官から民へ移していく事業なども検討できるの

ではないかなと思っております。確かに、県職

員の入庁時には１週間程度の民間での職場体

験、また、数名の職員を県外の大企業へ１年程

度派遣しているという話は伺っております。こ

のことは続けていっても構わないと思います

が、それだけではなく、職員の意識改革のため

にも、地場企業への派遣も必要ではないかなと

思っております。また逆に、民間から県庁への

任期付職員―現在は１名いらっしゃるそうで

すが―さらに拡大して民との人的交流を深め

ていく。例えば、教育現場でも民間校長の登用

というのもありますし、新しい人材は新しい感

覚をも取り入れると思っておりますが、こうい

う刺激によって県を活性化する思いはないで

しょうか。

総務部長にお尋ねします。県外企業だけでは

なくて、地元企業への職員派遣や民間からの任

期付任用など、人的交流についてどう考えてい

るか、所見をお伺いします。

○総務部長（渡辺義人君） 今、西村議員のお

話にありましたように、民間企業の持っている

ノウハウとかコスト意識、あるいは顧客に対す

る姿勢、そういったことを実地に学んで職に生

かしていくことは、職員の資質向上に大変役立

つものと考えております。今お話にありました

けれども、新規採用職員につきましては、１週

間程度でありますけれども、地元のいろんな企

業へ派遣して、実地体験をさせているところで

あります。また、企業派遣につきましては、長

期派遣としては、これもお話がありましたけれ

ども、若手の職員を県外の百貨店あるいは製造

業等、民間の企業、団体に毎年派遣して養成し

ているところでありますが、地元企業への派遣

ということになりますと、例えば補助金を出し

ておったり融資をしておったりといったこと

で、県との利害関係が出てくるんじゃないかな

と思います。したがって、その辺の慎重な見き

わめが必要であろうと考えております。

それから、任期付任用の制度につきまして

は、公務部内では得られにくい、民間の持つ専

門的高度な知識というものを県の内部において

活用するということは、大変重要なことである

と思います。これもお話にありましたけれど

も、現在、民間のＩＴ関係の情報通信技術に精

通した方１名を情報政策課に配置して、情報シ

ステム調達の適正な執行の面で、いろいろと御

活躍をいただいているところであります。こう

いった民間の方の任期つきの任用というのは、

短期間で成果が求められる施策には大変有効で

ありますので、今後とも柔軟に対応してまいり

たい、このように考えております。以上であり

ます。

○西村 賢議員 ほかの県内自治体も―例を

挙げれば宮崎市なんですが―地元企業に対し

て派遣している例もあると伺っております。ぜ

ひとも、今後は柔軟な活用を期待しておりま
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す。

さらに、教育長にお伺いいたします。本県で

は民間人校長の導入の検討はなされているか、

お伺いいたします。

○教育長（高山耕吉君） 民間からの校長登用

についてでありますが、少子化の進行や情報化

・国際化の進展など、社会環境が大きく変化す

る中で、個性豊かな子供たちを育てるために

は、特色ある学校づくりが必要となっておりま

す。そのためには、管理職としまして、組織的

・機動的な学校運営を行うことができる資質を

持つ、すぐれた人材の登用が必要であろうと考

えております。民間からの校長登用につきまし

ては、企業等におけるマネジメント経験を生か

した学校経営等が期待できますことから、企業

的手法を教育効果を高める上でどう生かすこと

ができるのかも含めて、現在、検討を行ってい

るところでございます。以上です。

○西村 賢議員 特色ある学校ということが今

出てきましたが、実際、宮崎県は数年も前か

ら、例えば五ヶ瀬中学でありますとか西高附属

中学、もしくは小中一貫校、そういう特色のあ

る学校づくりということを、非常に積極的に

行ってきたと思います。それを考えますと、そ

の特色ある学校づくりが出たときに、民間校長

という選択肢があったのか、今おわかりになり

ますか。

○教育長（高山耕吉君） その時点ではなかっ

たと思います。

○西村 賢議員 それは選択肢がなかったとい

うか、初めからそういう登用というものは全く

考えていなかったと思いますが、これは今後と

も考えていっていただかねばならない問題だと

思います。今、全国の模様、資料をいただいた

ら、全国の民間人校長は、平成19年４月現在で

全国35都道府県、また102名の民間校長の方がい

らっしゃるようでした。宮崎県は、どちらかと

いうとまだ試したことがないという、表現は悪

いのですが、民間校長の実例がないわけです。

こういう例も参考にしながら、他県のいい面は

いい、もしくはデメリットがあるとしたら何か

ということを、いち早く教育の現場にもたらす

必要があると思いますが、教育長はいかがお考

えでしょうか。

○教育長（高山耕吉君） 民間からの登用に当

たりましては、社会環境の変化にも対応した特

色ある学校づくりという観点で進めていく必要

があろうかと思いますが、人材確保やその募集

方法、支援体制等、工夫改善が必要でございま

すので、登用につきましては、時期も含めまし

て、現在いろんな角度から検討しているという

状況でございます。

○西村 賢議員 ありがとうございました。

それでは、戦略的な産業政策について質問い

たします。

農産物、また県産品の戦略的な海外輸出につ

いてお尋ねします。お手元に資料を配付してお

ります。我々愛みやざき３名が、昨年10月に上

海に現地調査に行きました。どのような調査を

行ったかは、我々の県政報告会、またホームペ

ージでも報告しているところです。

上海市は人口約1,800万人、経済成長著しい中

国の中にあって、さらに突出して発展を遂げて

おります。九州から見ると、東京都とほぼ同じ

１時間半のフライトで着く距離でもあり、距離

的にも商圏として極めて魅力的な地域でありま

す。日本からのさまざまな企業や自治体も、そ

の魅力を感じ、上海に進出している状況もうか

がえました。また、宮崎県も例外ではなく、宮

崎県上海事務所を設置しており、現地では、大
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隈所長にも通訳を含め大変お世話になりまし

た。

その上海市内で、地元の人々が通う市場、外

資系のスーパー、また日系のデパートの食品売

り場を回りました。それぞれ購買層が異なり、

商品の値段も異なりますが、「超」のつく大金

持ちの市民も多いため、デパートのお客も多

く、日本メーカーの食品も数多く見られまし

た。上海の高級デパートでは、写真のとおり牛

肉、いわゆるサーロインステーキの肉が100グラ

ム4,000円以上で売られており、高いものから売

れる現象もあるとのことです。

また、日本からの食材で特に驚かされたの

は、輸出が可能なリンゴ（青森産のリンゴ）が

１個1,600円、ナシ、これは季節によって時期が

ずれますが、日本産のナシが１個600円、非常に

高額でありました。また米も、新潟産コシヒカ

リが２キロで約3,200円前後。ちなみに、宮崎市

内のスーパーで、新潟産コシヒカリは同じく２

キロ1,400円でありました。安全面から見ても、

非常に日本の食品は人気があり、上海の旅行業

者との意見交換でも、日本への旅行の際のお土

産は、粉ミルクなど子供の口に入るものが多い

と聞きました。日本産食品の安全性が中国でも

高い評価をされており、高いお金を払っても日

本産を手に入れたいという気持ちもあります。

しかし、実際の輸出入などで、チャイナリス

クと呼ばれる中国独自の商習慣で苦労している

企業があるのも事実です。現地にある日系の銀

行の方々と懇談会をしましたが、商習慣の違い

は、かなりネックになっております。そんなチ

ャイナリスクを低減させるためにも、情報を集

め、現地をよく知る方々の力は必要不可欠で

す。いわゆる人脈と言いますが、実は上海には

上海宮崎県人会という会があり、100名を超える

メンバーが在籍され、定期的に懇談会を行って

おりました。上海での県主催の経済交流会で

も、副知事は現地で交流されたと聞いておりま

す。このような力をかりるのも一つの手段では

ないかと思っておりますが、もちろん、上海だ

けでなく世界各国へ日本の農産物を売り出して

いく攻めの農業を国も支援しており、国として

も、農林水産物・食品の輸出額を平成25年まで

に１兆円規模とするということを打ち出し、輸

出促進室までつくり、積極的な指導も始まって

おります。

以上のとおり、上海の一例を挙げさせていた

だきましたが、国ごとのルールも異なり、一筋

縄ではいかないでしょうが、以上のことを踏ま

えても、原油高騰の影響で、飼料や肥料、重油

の値上げに苦しむ農家が多い中、本県も新たな

市場を探していくことが必要だと考えます。そ

れが結果的には、農業生産の拡大により収入が

保たれ、農業や農地が守られ、後継者の確保に

つながっていくのではないかなと思っておりま

す。また同時に、水産物、木材、加工品、焼酎

など県産品も同時に行っていくことで、相乗効

果が得られるものだと思っております。個人農

家だけではとてもリスクを背負い切れず、経済

団体との連携も踏まえて、積極的に攻める農業

を本県から推し進めていく必要性は十分にある

と考えますが、まず知事にお伺いします。知事

は、国内の本県産品の売り上げに大きく貢献さ

れ、今後も積極的な広報をされていくと思われ

ますが、知事のトップセールス先として、中国

を初めとする海外市場についてはどのようなお

考えをお持ちでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 西村議員は先ほど、

「知事は県外にばかり出て、県内のことをおろ

そかにしているんじゃないかという御意見も多
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数ある」とおっしゃいましたが、今度は国外に

行けというわけですね。もちろん海外市場とい

うのは成長著しいですね。特に東アジア、中国

を初め東南アジアのマーケットをターゲットに

するというのは、本県県産品の振興にとっては

非常に重要だと考えております。特に成長著し

い中国の富裕層をターゲットに、本県の県産品

をセールスしていくというのは、特に重要じゃ

ないかなと考えております。販路拡大は、県内

外、国内だけじゃなく、私のマニフェストにも

示させていただいておりますように、広くアジ

ア、世界を視野に入れなきゃいけないと思って

おります。今後とも、高品質で安全・安心な本

県の農産物、あるいは木材、加工食品等を中心

に、広くトップセールスを行っていきたいと

思っておりますので、御理解いただければと思

います。

○西村 賢議員 非常に前向きな答弁だと思い

ますが、ここでもう一言言えば、ぜひ一度上海

を―知事は上海に行かれたことがあるんで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 10年ほど前が最後

だったと思いますが、それ以前には５回ほど

行ったことがございます。

○西村 賢議員 先ほど、ああいうことを言っ

ておいて申しわけないのですが、ぜひいま一

度、現在の上海も見に行っていただきたいと思

いますし、また、現地での宮崎県人会との交流

等も踏まえて、上海に活路を見出していただき

たいと思っております。

それでは、農政水産部長にお伺いします。本

県の農畜産物においても、攻めの農業を行って

いくためには、各種団体、農水省との連携は必

要と思いますが、現在どのような形で進めてお

るか、お聞かせください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） その前に、農

業は本県の基幹産業でありますが、これが今

後、持続的に発展していくためには、いろいろ

な情勢の変化を的確に把握しまして、先見性を

持って戦略的に施策を展開する、こういった攻

めの姿勢が不可欠だというふうに考えておりま

す。そのため県といたしましては、関係団体等

と連携しながら、多様な担い手による安全・安

心な農産物の安定生産と、他産業とも連携した

付加価値の向上、さらには、御指摘の東アジア

あるいは大都市に対する販売対策の充実強化に

取り組んでいるところでございます。中でも、

海外への農産物輸出につきましては、国が提供

いたします農産物輸出情報を活用するととも

に、県内関係団体で構成しております「みやざ

き農水産物海外輸出促進協議会」を中心に、販

路開拓に向けた輸出可能性調査、それから他産

業との連携による商談会等を開催しておるとこ

ろであります。農政水産部といたしましては、

今後とも国や関係部局と連携しながら、輸出に

意欲のある団体等の主体的な取り組みを積極的

に支援していきたいと考えております。

○西村 賢議員 答弁いただきましてありがと

うございます。例えば県庁内には、そのような

対策室とか連携するような部署とか課とか、主

に賄っているところはあるのでしょうか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 組織としては

ございません。ただ、品目等に応じ、必要に応

じまして適宜、連携をとっております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

商工観光労働部長にお尋ねします。東アジア

に向けての県産品などの海外輸出戦略につい

て、今、県ではどのように考えていらっしゃい

ますでしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県産品の
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海外への売り込みにつきましては、これまで海

外のスーパーとか百貨店などでの宮崎県フェ

ア、それから上海等での商談会の開催などを通

じまして、農林水産業や食品産業といった各分

野の企業や団体等の輸出の取り組みを、関係各

部において積極的に支援しております。こうし

た中で、より効率的で効果的な販路拡大を図る

ために、県におきましては、来年度に、県や関

係団体が一体となりまして、総合的な輸出促進

に取り組む指針となる「東アジア販路拡大戦

略」を策定することといたしております。この

戦略におきまして、どのような国、あるいはど

のような品目に重点を置くか、こういったこと

を明確にした上で、企業等民間の方々や行政な

どが連携を強化しながら、より一層、販路拡大

を図っていきたいと考えております。

○西村 賢議員 今の販路拡大を打ち立てるな

ら、やはり宮崎県も海外拠点を幾つか持ってお

りますので、ぜひそこを中心に、まずやってい

ただきたいと思っております。

続きまして、海外戦略は農業だけでなく、観

光客の誘致等もありますが、この際に知事の対

アジア観光政策についても伺います。特に今回

は、航空便についてお伺いしたいと思います。

本年６月には台湾便が就航するとのことです

が、本当にこれまでの関係各位の努力には頭が

下がる思いです。特に観光は、人口が多い地域

や経済が発展しているところとの交流に即効力

があると考えます。その中で知事のマニフェス

トにおいては、国内外の航空会社へ台湾、上海

への定期航空路線開設のための働きかけを強化

するという項目がありましたが、新みやざき創

造計画では、「上海」の地名が消え、「台湾」

だけとなりました。これはなぜに外れたので

しょうか。確かにソウル便は既に就航してお

り、台湾便は、知事就任前からの長年の積極的

な交流により、どちらにせよ就航目前であった

という話も伺いますが、知事にお尋ねします。

どうして外されたのでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御案内のように、去

年の11月にソウル便が増便されまして、ことし

の６月からは、長年の悲願であった台湾との定

期便が就航する予定でございます。観光という

視点で申しますと、韓国や台湾から来ていただ

くだけではなく、この九州、宮崎から出ていた

だく、行っていただくということも重要かなと

思っております。それはインタラクティブな、

相互交流といいますか、人的な交流が大切だと

は認識しております。御指摘の上海便なんです

けれども、お隣の鹿児島に定期便がございま

す。そういったこととのバランスを勘案してい

かなきゃいけない問題だと思いますが、いずれ

にしろ、これからチャーター便の実績を着実に

重ねるとともに、上海との定期便というのも視

野に入れた取り組みをしていかなければいけな

いと考えております。

○西村 賢議員 特に外国になりますと、交流

を深めていくには非常に長い時間がかかると思

いますし、信頼感を高めていくのは非常に難し

いことだと思っております。今から始めたとし

ても、また台湾のように長い年月がかかること

だとは想像できますが、地域生活部長にお伺い

いたします。今後、例えば創造計画に、今から

スタートするという意味で盛り込むつもりはな

いでしょうか。

○地域生活部長（丸山文民君） 知事も申し上

げましたけれども、ソウル線は増便になったば

かりであります。そしてまた、台北線も６月１

日に就航ということであります。まずは、この

２つの国際定期便の路線を着実に定着させてい
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くということが、現状では一番大事であろうか

なと考えております。今後の取り組みについて

は、今言いましたようなソウル線及び台北線の

定期便の状況、あるいは上海とのチャーター便

の実績を踏まえて検討していきたいと考えてお

ります。以上であります。

○西村 賢議員 ありがとうございます。ぜひ

前向きな検討をよろしくお願い申し上げます。

次に、県内の観光政策について伺います。

特に今回は、プロスポーツのキャンプについ

て伺いたいと思いますが、06年度の経済効果

は125億円という数字が出ておりました。県内に

は、ことしもプロ野球、Ｊリーグを初め、アマ

チュアキャンプ等、たくさんのスポーツ団体が

来ております。非常に波及効果も上がっている

ように思いますが、特にことしはジャイアンツ

が50年目のキャンプということで、全国からも

注目を浴びておりました。知事も非常に露出も

多く、大変だったと思っております。商工観光

労働部長にお伺いいたしますが、現在、プロス

ポーツキャンプの実施に対して、県はどのよう

な取り組みをされているのか、また、県の観光

協会、市町村の観光協会との連携はどのように

なっているのか、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） スポーツ

キャンプの誘致につきましては、市町村とか競

技団体との連携、あるいは先ほどおっしゃいま

した市町村の観光協会などとの連携を図りなが

ら、温暖な気候とか充実したスポーツ施設等の

本県のすぐれた受け入れ環境をアピールするな

どいたしまして、積極的な誘致活動を進めてお

ります。また、キャンプの受け入れにつきまし

ては、施設を有する市町村において主体的に取

り組んでいただいておるんですが、県におきま

しても、ガイドマップとか観光情報サイト「旬

ナビ」による広報・ＰＲ、宮崎牛などの県特産

品の贈呈、さらには市町村の施設整備への支援

を行うなど、他県に負けないキャンプ地づくり

に努めておるところでございます。そういった

ことで、スポーツキャンプは経済波及効果が大

変大きゅうございますし、子供たちとの交流な

どを通じた地域の活性化、それから競技力の向

上にも寄与するものでありますので、今後とも

受け入れ市町村との連携を密にしながら、新た

なキャンプ誘致はもとよりでありますけれど

も、既存キャンプの継続についても積極的に働

きかけていきたいと考えております。

○西村 賢議員 キャンプの取り組みについて

は伺いましたが、キャンプに来てくれていた球

団が事情により撤退、もしくはほかの地域に

行ってしまうということも過去にございまし

た。私の出身地であります日向市も、かつては

近鉄が来ておりましたし、また、その後は楽天

も一時期来てくれましたが、残念ながら今、欽

ちゃんのみとなっております。欽ちゃんのみで

も非常にありがたいのですが、やはりプロスポ

ーツというものには非常に大きな魅力もありま

すし、年間を通して応援できる、気持ちが乗る

というような市民の気持ちもあります。特に、

宮崎市の木花でキャンプを張っておりましたジ

ャイアンツの沖縄移転のうわさも、時折聞かれ

ます。実際、多くの県民、市民からも、ジャイ

アンツは大丈夫かという声が上がっております

が、商工観光労働部長にお伺いします。ジャイ

アンツの沖縄移転のうわさもありますが、県は

どう認識されておりますでしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 読売巨人

軍は、昭和34年からスタートしまして、50年の

長きにわたり本県でキャンプを行っていただい

ておりまして、「スポーツランドみやざき」の
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礎を築いていただいた大切な球団であるという

ふうに認識しております。このため、宮崎市や

関係機関と力を合わせまして、キャンプの受け

入れに万全を期すとともに、知事を先頭にいた

しまして、機会あるごとに巨人軍を訪問し、本

県でのキャンプ実施のお礼とか、今後の継続実

施についてのお願いをしているところでござい

ます。また、特にことしの春季キャンプでは、

「宮崎キャンプ50年記念事業」としまして、受

け入れ協力会を中心にさまざまな記念イベント

を開催し、知事からも感謝状を贈呈するなど、

関係機関が一体となりまして、50年目のキャン

プの盛り上げを図ったところであります。そう

いった成果もありまして、ことしはかなり観客

も多かったというふうにお聞きしております。

県といたしましては、本県で引き続きキャンプ

を行っていただけるよう、関係機関と十分に連

携を図りながら、あらゆる機会をとらえて働き

かけを行ってまいりたいと考えております。

○坂口博美議長 関連ですか。武井俊輔議員。

○武井俊輔議員 関連で、再び武井が巨人キャ

ンプ関係で質問をさせていただきます。

知事にお伺いいたします。いろいろ努力をさ

れているということはよくわかります。この件

について、私も観光・リゾート課からいろいろ

と話を聞いてきたのですが、その中で、宮崎の

ほうが非常に施設がすぐれているとか、巨人と

は信頼関係ができているといった話を伺ったり

もいたしました。その努力は非常に是とするも

のなんですが、私はその辺の危機感がいま一つ

薄いんじゃないかなと率直に感じております。

沖縄は本当に本気でキャンプをとりにきており

ます。例えば、ここに資料がありますが、去年

の６月11日の那覇市議会、翁長那覇市長の答弁

というのがあるのですが、「那覇市としては、

今残された中で、唯一の、一番大きなすばらし

い球団であると思っておりますので、全力を挙

げてやっていきたい。那覇キャンプをぜひとも

実現すべく、全力で取り組んでいきたい」と、

市長が市議会で答弁しております。沖縄振興と

いうのが国策であることは、九州・沖縄サミッ

トの経緯等を見ても明らかであります。そう

いった意味で、その中の県庁所在地であります

那覇市が全力でとりにくると言っているんです

が、これに対して非常に大きな危機感があるん

ですけれども、知事はこの危機感をどのように

認識して、どのように取り組んでいきたいと

思っていらっしゃるか、決意をお聞かせくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 50年の長きにわたり

巨人軍が本県でキャンプを張っていただいたこ

とは、本県にとって、「スポーツランドみやざ

き」として、あるいは健康増進、スポーツ教育

の礎となったと考えております。ここはぜひ、

今後とも末永くキャンプに来ていただき、おつ

き合いをしていただこうと考えています。その

ためには、那覇市以上に全力で取り組んでいく

必要があると思います。先日、空港で長嶋終身

名誉監督とお会いした際に、ぜひお願いします

と、個人的なレベルではお願いしております。

そういった意味でも、機会あるごとに、幹部の

皆さん方、フロントの方々にお願い申し上げ、

かつ市との連携も深めながら、ジャイアンツさ

んにとって、どういう形、どういう環境がいい

のかというのを模索しながら、ジャイアンツさ

んがキャンプをしやすいような環境の拡充ある

いは強化に努めてまいりたいと思っておりま

す。

○武井俊輔議員 関連で、知事にもう一問お伺

いします。
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確かに、危機感をお持ちだということはよく

わかりました。私は、ずっと観光の仕事をして

おったんですけれども、現場から上がってくる

声をいろいろと聞く機会が非常に多かったんで

すが、やはりおやっと思うことも正直ございま

した。特に知事にお願いいたしたいのは、県庁

内部の意思疎通についてでございます。旗を振

るのが観光・リゾート課、商工観光労働部、あ

とはメーン会場は総合運動公園ということにな

るんですが、こういった部署の連携について、

具体的には触れませんけれども、やはり課題が

あると。例えば一つの会議で、一方が参加して

いる会議でやりましょうと決めたものが、後に

なってできませんでしたと。その中には球団の

副代表ぐらいまで出席しているような会議も

あったようなんですが、こういうことがある

と、「同じ県なのに何なんだ」というようなこ

とにもなってしまうわけですね。知事にお伺い

したいのですが、さっきも申し上げたとおり、

今、那覇がすぐそこまで来ている現状がござい

ます。本当に危機的な状況にあると思っており

ますので、知事がリーダーシップをとって、県

の関係者を一堂に集めて檄を飛ばしていただい

て、県の対策本部的な位置づけで、しっかりと

対応していただきたいと思うのですが、重ねて

御見解を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 先ほども申し上げま

したとおり、読売巨人軍の宮崎キャンプという

のは、教育行政だけでなく、経済効果等々に対

しても大変貢献していただいているところでご

ざいます。そういった意味においては、巨人軍

のキャンプは宮崎にとって非常に重要なポジ

ションを占めていると思います。この巨人軍に

限らず、スポーツキャンプの受け入れについて

は、関係部局の横断的な取り組みが必要かと

思っております。議員の御指摘になった強化チ

ーム、ＰＴなんかも含めて、また検討していか

なければいけないと思いますけれども、真摯に

受けとめて、全力で読売巨人軍の宮崎キャンプ

が維持・継続されますように努力していきたい

と考えております。

○西村 賢議員 続きまして、食の安全と食育

についてお伺いいたします。

昨年からことしにかけては、非常に食品の偽

装事件が続きました。その中でさらに先月、中

国製ギョーザの問題が全国を震撼させ、宮崎県

内でも被害者が122名にもなりました。全員から

殺虫剤成分が検出されなかったということは、

不幸中の幸いかもしれませんが、事件の発端と

なった天洋食品の冷凍食品が非常に全国的にク

ローズアップされました。中国製食材の安全性

というのは、いまだ疑問視しなければなりませ

んが、この冷凍食品の大量消費先にもなってい

る一つに、学校給食がございます。文科省の調

査によりますと、同社の商品を食材として取り

入れていた学校は、過去３カ月間で34道府県

の578校となっております。教育長にお尋ねしま

す。一方で、宮崎県の公立学校においては、同

社の製品、また中国製食材の使用はなかったの

かお尋ねします。

○教育長（高山耕吉君） 中国産の冷凍食品の

使用の実態でございますけれども、本県の公立

学校における給食で使用されている冷凍食品

は、すべて国内で製造されたものでありまし

て、天洋食品を含め中国で製造されたものはご

ざいません。

○西村 賢議員 非常に安心いたしました。万

が一、そのような事態が起こったとしても、速

やかな対策・対応はとられていると思います

が、教育長、いかがでしょうか。
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○教育長（高山耕吉君） 食品につきまして

は、基本的には安全・安心ということで考えて

おりますし、いろんなことからそういった調査

等もしながら、子供たちにいいものを食べさせ

たいという観点で事業を執行していますので、

御理解いただきたいと思います。

○西村 賢議員 ありがとうございました。

続いて、学校給食に対して、本県でも「食ル

ネサンス「いただきます」推進事業」など地産

地消に取り組み、県産品の消費拡大に取り組ん

でいると伺っております。地場の食品というの

は、新鮮さも含め食育に大きくかかわってくる

と思っております。教育長にお伺いします。学

校給食の場における県内食材の自給率と、利用

促進のための取り組みについてお伺いいたしま

す。

○教育長（高山耕吉君） 学校給食における食

材の県内産自給率についてであります。一部抽

出した調査でございますが、カロリーベースで

ここ数年、約６割で推移いたしておりまして、

全国平均を上回っている状況でございます。県

教育委員会としましては、学校給食を生きた教

材として活用するために、各種の行事等を実施

いたしまして、地場産物の積極的な使用に努め

ているところであります。地域の食材を活用す

ることは、地域の食文化の理解を深めたり、生

産者への感謝の気持ちを抱くなど、教育的効果

も大きく、さらには地場産業の振興という観点

からも非常に大事でございますので、今後とも

関係機関と連携を図りながら、積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。以上です。

○西村 賢議員 ここで我々は、小学校の一定

学年までの完全米飯化というものを提案したい

と思っております。既にえびの市では週５回の

米飯給食を導入されており、県平均でも3.2回と

いう全国的には高い数字になっておりますが、

１位の福井県は週3.7回、２位の高知県が3.6回

と、まだまだ大きな差がございます。ここはぜ

ひ全国１位を目指して、米飯給食を促進してい

きたいという気持ちがあります。それも、昨

年、文教警察企業常任委員会の県外調査で非常

に多くのこと、非行の減少とか体づくりであり

ますとか、脳にしっかりとエネルギーが伝わ

る、そのようなデータを交えて大切さを学んで

きた経緯からでございます。一般的に味覚が決

定すると言われる低学年の間、せめて２～３年

生までは完全米飯化ができないものか、教育長

にお伺いいたします。

○教育長（高山耕吉君） 議員御指摘のとお

り、本県の学校給食における米飯実施状況につ

きましては、平成18年度で週当たり3.1回で、全

国平均の2.9回を上回っております。これは各市

町村ばらつきがございまして、今、最高がえび

の市の５回でございます。御案内のとおり、米

飯給食は、児童生徒が、日本人の伝統的食生活

の根幹であります米飯の正しい食習慣を身につ

けることや、稲作についての理解をさせると

いった教育的意義も大変大きいものがございま

すので、関係機関とも連携を図りながら、今後

ともその促進に努めてまいりたいと考えており

ます。

○西村 賢議員 例えば、完全米飯化をしてい

るえびの地区と他地域との比較や、さまざまな

データ収集等を行って、今後はぜひ県内一円に

広げていただき、そしてまた、低学年でも米飯

化の完全実施をよろしくお願いしたいと思って

おります。

以上で、愛みやざき代表質問のすべてを終わ

ります。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

平成20年２月28日（木）
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した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続いて代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時30分散会

平成20年２月28日（木）



２月29日（金）
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平 成 2 0 年 ２ 月 2 9 日 ( 金 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（44名）
3番 川 添 博 （無所属の会）

5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 河 野 安 幸 （自由民主党）

8番 山 下 博 三 （ 同 ）

9番 黒 木 正 一 （ 同 ）

10番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 原 正 三 （ 同 ）

32番 濵 砂 守 （ 同 ）

33番 水 間 篤 典 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 井 本 英 雄 （ 同 ）

47番 星 原 透 （ 同 ）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

欠 席 議 員（１名）

公務出張 53番 中 村 幸 一 （自由民主党）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

総 合 政 策 本 部 長 村 社 秀 継

総 務 部 長 渡 辺 義 人

地 域 生 活 部 長 丸 山 文 民

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 髙 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

会 計 管 理 者 甲 斐 景早文

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 植 木 英 範

財 政 課 長 和 田 雅 晴

教 育 委 員 長 江 藤 利 彦

教 育 長 高 山 耕 吉

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

選 挙 管 理 委 員 長 若 友 慶 二

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 大 野 俊 郎

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 馬 原 日出人

議 事 課 長 四 本 孝

政 策 調 査 課 長 富 永 博 章

議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 亀 澤 保 彦

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二
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◎ 代表質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員44名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に続いて代表質問であり

ます。

ただいまから代表質問に入ります。まず、公

明党宮崎県議団、41番長友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） それでは、

公明党を代表し、通告に従い代表質問を行いま

す。積極的な答弁を期待いたします。

まず初めに、知事の政治姿勢についてお伺い

をいたします。初めに、少し長くなりますが、

公明党の政治姿勢について引用させていただき

ます。

我が党の太田代表は、激動の世界、加速度的

なグローバル化の中、世界の中の日本、国際社

会の中での日本が、いかにかじ取りをしていく

か、まさに正念場を迎えていると訴え、「民の

欲するところ、天必ず之に従う」という故事を

引き、公明党として、あくまで「生活に直

結」、そして「政治に実現」を掲げ、今こそ庶

民や中小企業、地域で困っている人の側に立っ

た政治を貫いていきたいとの決意を述べており

ます。これからの政治の方向性について、また

「安心・安全の勢いのある国づくり」を目指す

べきとし、そのためには景気・経済の力強さ、

勢いが大事であり、決して沈み行く国にしては

ならないと言っております。我が国を取り巻く

閉塞感を打破し、日本を元気に、とりわけ家計

を元気にする施策に、今こそ力を入れるべきで

あり、ともかくＧＤＰを引き上げ、給与所得

を2010年までに過去最高の水準に上げるべきと

指摘しております。そのＧＤＰを上げるには、

資本力、技術力、労働力の３つの要素をいかに

効率よく活用し、引き上げていくかが大事であ

り、技術力については、我が国の持つ強みを生

かしたイノベーションを中心とした成長力の抜

本強化、労働力に関しては、雇用の拡大を訴え

ております。また現在、６番目に抑えられてい

る労働分配率をもっと高め、世帯所得をふや

し、陰りの見えた外需にかわり内需を喚起し、

景気を引き上げることが肝要とも述べておりま

す。

翻って、地方は今、世界の大競争や国の構造

改革の荒波を受け、考えられないような財源不

足に陥り、格差が一段と広まっております。急

速に進行する高齢・人口減少社会の到来を初

め、激動する社会変化の中で、県政をどのよう

に導き、県民の生活、福祉をいかに守るか、ま

さに正念場であります。社会基盤の整備を初

め、諸産業の振興、雇用の確保、医療・福祉の

充実、そして安心・安全な暮らしの担保と、県

民の切実な願いは日増しに強くなっておりま

す。本県の現状を見ますと、前年まで上昇傾向

を見せていた税収は落ち込み、県民１人当たり

の所得も全国で44位に下がったことが報道さ

れ、大変な状況でございます。本県にとって最

も重要なことは、県民総生産をいかに上げるか

でありますが、就任２年目を迎えられた知事の

県政運営の所信についてお尋ねをいたします。

次に、20年度予算についてでありますけれど

も、知事にお伺いいたします。

知事にとって初めての通年予算となる20年度

予算が編成されましたが、大変な財源不足の

中、「新みやざき創造戦略」について知事は、

中山間地域・植栽未済地対策、子育て・医療対

策、建設産業対策を、特に重点的に推進する施

策として取り組むとされております。いずれを

平成20年２月29日(金)
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とりましても、県民の切実な願いのこもった時

宜にかなった施策であると、成果を期待するも

のであります。

そこで、中山間地域・植栽未済地対策につい

てでありますが、今、農業と商工業をつなぐ農

商工連携の試みに注目が集まっております。中

山間地の地域資源を、消費者側の視点に立ち、

農業サイドに立って商工と連携し、町の特産品

として売れるものに変えていく。つまり、農業

を商工業とマッチングさせながら、一つ一つ手

づくりで支援し、地域を元気にしていく試みで

あります。今国会に、地域活性化の切り札とし

て農商工連携促進法案が提出され、予算が組ま

れておりますが、中山間地域対策の一つとし

て、積極的に取り組むべきではないかと思いま

す。知事の所見を伺います。

次に、子育て・医療対策についてでありま

す。今議会に、子育て支援策として、乳幼児医

療費の拡充策が提案されました。私どもは、か

ねてから一貫した次世代育成支援対策の充実に

取り組んでまいりました。不妊治療の保険適用

から妊産婦健診の助成拡大、出産一時金の拡

充、未就学児までの乳幼児医療費の無償化、児

童手当の対象年齢の引き上げ、義務教育の教科

書の無償化、高等学校・専門学校・大学・大学

院に至っては奨学金の拡充等々、未来社会の一

切を担う次世代の子供の育成こそ肝要と、全力

を挙げて取り組んでまいりました。その結果、

例えば奨学金は、有利子奨学金の枠まで入れま

すと、希望する全員に貸与できる状況となり、

貸与額も学生生活がきちんとできるように拡充

されました。さらに、女性が安心して出産がで

き子育てができるよう、働き方を含め子育て環

境の整備など、対策の一層の充実に取り組んで

おります。県は今回、３歳から小学校に上がる

までの幼児の通院費を１レセプト800円と定めま

した。長年求め続けてきた乳幼児医療費の支援

の拡充が、やっとの思いで実現いたしました。

しかし、３歳児までの通院費・入院費と、６歳

児までの入院費が今まで１レセプト350円であっ

たことに比べると、今回の設定は少し高いので

はないかと思います。かつて、乳幼児医療費の

現物給付化のとき、10数万名もの署名が驚くほ

ど短期間で集まり、当時の知事に陳情し、支援

策が実現いたしました。これが県民の切実な思

いであります。今回の800円は高過ぎると思いま

すが、もう少し下げることはできなかったの

か、これは知事にお尋ねいたします。

次に、建設産業対策についてお尋ねをいたし

ます。建設業の現状は、落札したにもかかわら

ず倒産する会社が出たり、官報を見ますと、廃

業や一部廃業を行う会社が多く見られます。ま

た、建築確認申請に大変な時間がかかり、経営

が非常に厳しい状況に追い込まれている現状も

ございます。建設業の方々から実情を聞いてみ

ますと、資金繰りが大変苦しくて、経営を維持

するのにとても苦労しているという話を聞きま

す。また、予定価格の設定が厳しいため、落札

しても利益がほとんど出なかったり、時には赤

字が出るといった声を数多く聞きます。まさに

早急な対策が望まれます。知事の認識のとお

り、建設産業は災害時の緊急対応はもとより、

地域経済や雇用を支える重要な役割を果たして

おります。迅速かつきめ細かな対策が求められ

ますが、入札制度改革の評価とあわせ建設産業

対策について、知事にお尋ねをいたします。

次に、原油高騰対策について、知事にお尋ね

いたします。

ガソリンを初め燃油価格の高騰で、流通業

界、農林水産業、商工業、果ては消費者物価ま

平成20年２月29日(金)
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で高騰し、その影響は県民生活を直撃しており

ます。我が党は昨年末、原油高騰対策をまと

め、政府挙げての取り組みを求めてきました。

現在、国においては、中小・小規模企業者の既

往債務返済の緩和、セーフティネット保証や貸

し付け、高速道路料金の引き下げ、福祉灯油ほ

か90項目にわたる対応策が開始されておりま

す。しかしながら、生活弱者を初め、一般ユー

ザーへの対応策はまだまだ不十分であります。

負担軽減に向け、さらなる原油高騰対策が求め

られますが、県の取り組みについてお尋ねをい

たします。

次に、防災対策について、県土整備部長にお

尋ねをいたします。

木造家屋の耐震対策についてであります。平

成12年の鳥取県西部地震では、全壊した家屋

が435戸、半壊家屋が3,101戸、負傷者は182人に

上りました。その後も我が国は、安芸灘、宮城

県北部、北海道十勝、新潟県中越、そして福岡

県西方沖地震と、死者・負傷者を初め、家屋の

全壊や半壊が多数発生する大地震に幾度となく

見舞われ、大変な被害をこうむっております。

中でも永遠に忘れることができないのは、平成

７年に起きた阪神・淡路大震災であります。

約11万棟の住宅が全壊し、6,000人もの方々が亡

くなられました。悲惨きわまる大災害でありま

した。このような災害に対しては、未然に可能

な限りの防災対策を打っておかなければなりま

せん。原因の一つは耐震性の乏しさでありまし

た。昭和56年以前の建築基準で建てられた家屋

や老朽化した家屋が多かったことが、大きな問

題となりました。このことを受け、木造住宅耐

震診断促進事業が実施されることになりました

が、耐震診断並びに耐震化の実行が求められま

す。同事業の本県の現状はどのようになってい

るのか、また今後の取り組みについてお尋ねを

いたします。

次に、後期高齢者医療保険制度の負担軽減に

関して、福祉保健部長にお尋ねをいたします。

我が国では、あと20年もたてば65歳以上の人

口は3,000万人を超えると言われ、実に４人に１

人が65歳以上の高齢者になります。それに要す

る医療費は現在の２倍、介護関連費用は３倍、

年金の支出はピークに達し、膨張する社会保障

費を賄うだけの資金をどう用意するのか、国に

とっても地方にとっても最大の課題でありま

す。税の福祉目的化の論議、健康づくり対策、

子育て支援策の充実、年金支給年齢の繰り下げ

並びに支給額の減額、さらに明年度からは後期

高齢者医療保険制度の開始と、すべての施策が

高齢・人口減少社会への対応へと向けられ、負

担の増大を招いております。世代間の負担の公

平を図らねばなりませんが、生活弱者の高齢者

に負担が重くのしかかる制度であってはならな

いと思います。後期高齢者医療保険制度は、後

期高齢者にとって大変負担の大きい制度です。

それゆえに我が党は、まず半年間、新たに保険

料を支払わねばならない人の負担をゼロとし、

次の半年間は保険額の１割に抑える、さらに次

の年度以降は改めて検討することを主張し、現

在そのような措置がとられております。いよい

よスタートする後期高齢者医療保険制度、本県

の場合、どのような保険制度になったのか、県

も大変な負担をしておると思いますけれども、

保険料を初め内容についてお示しいただきたい

と思います。

次に、介護従事者の待遇改善について、福祉

保健部長にお尋ねをいたします。

介護人材の確保についてでありますが、国レ

ベルでは、さらに高齢化が進む今後の10年間
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で、新たに40万人から60万人の介護マンパワー

が必要になると試算されております。本県は全

国に先行し高齢化が進んでおりますが、今後ま

すます高齢化は進むことになり、さらなる介護

マンパワーが必要になると思います。しかしな

がら、明年度より介護福祉士養成の助成制度が

打ち切られるとのことでありますけれども、本

県はそれほどマンパワーが充実しているのか。

まず、本県の現状と将来予測、また打ち切る理

由についてお尋ねをいたします。

次に、介護現場からの声でありますが、介護

従事者は長時間、重労働にもかかわらず給与が

低過ぎる、特に介護を生涯の仕事にしたいと思

う若者にとっては、生活設計が立たず、やむな

く離職する例が発生しております。介護マンパ

ワーが不足すれば、進行する高齢化社会にとっ

て懸念すべきことであります。どこに原因があ

るのか、本県の現状等についてもお示しいただ

き、今後の待遇改善についてどう取り組んでい

かれるのか、県の考えを伺いたいと思います。

次に、救急医療について、福祉保健部長にお

尋ねをいたします。

本県の救急医療体制は、産科の救急体制が全

国的に評価を受けておりますが、小児救急医療

体制については十分とは言えない状況にありま

す。昨今の報道によりますと、救急車は出動し

ているのに搬送受け入れ先がなく、たらい回し

にされ、死に至るケースが起こっております。

また、産科では、飛び込み出産というハイリス

クの緊急出産を余儀なくされ、大変懸念が広

がっております。医師不足、看護師不足が救急

医療の存続に深刻な影響を及ぼしております

が、県民が安心できる救急医療体制の構築が強

く求められます。

そこでお尋ねをいたしますが、救急車の受け

入れに際し、診察の可否や空床の有無、手術準

備の有無等をリアルタイムで知らせる救急受け

入れ表示システムの整備が必要と思いますが、

本県の取り組み状況についてお尋ねいたしま

す。

また、県内はもとより、近隣の都道府県との

連携が必要となりますが、その連携体制は確保

されているのか伺います。

次に、たらい回しを防ぐために、拠点施設に

センター等を設け、指導医を常駐させ、迅速な

救急処置、搬送が行えるような体制はとれない

のか、お尋ねをいたします。

もう一点、医師や医療スタッフ不足の解消が

最も重要でありますが、出産や子育て、介護な

どで医療の現場を離れた女性医師や助産師や看

護師などが多数おられると聞きます。これらの

方々の活用が必要と思います。出産や育児で職

場を離れなくていい、また、一たん離れても、

再び研修を受け職場に復帰できるシステムづく

りなど、環境整備をする必要があると思いま

す。国において主導すべき施策でありましょう

が、県レベルでもできることがあると思います

ので、県の取り組みについてお尋ねをいたしま

す。

次に、薬害肝炎対策について、知事にお尋ね

をいたします。

肝炎ウイルスに汚染された血液製剤の使用に

より薬害Ｃ型肝炎にかかられた皆様は、病気を

抱えた本人たちみずからが動くことによって初

めて訴訟で和解にこぎつけ、解決への道をかち

取られました。どれほどつらかったことか、こ

の闘いには深く敬意を表したいと思います。政

府の当初の和解案が原告団に拒否されて初め

て、一律救済の道が開かれるという劇的な解決

でありました。原告団の中には、生まれると同
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時に薬害肝炎をこうむり、成人を迎えた今日ま

で不安や苦痛にさいなまれ、失意の人生を送っ

てこられた方もあったと伺っております。ま

た、患者の大半が女性であられたことも、この

問題の重大さを物語っております。原告団の悲

痛な思いは、「私たちは今、頂上に登ることが

できました。しかし、多くの肝炎患者さんはま

だ頂上に達していません。一般患者の方の対策

にも力を入れていただきたい」との訴えに、如

実にあらわれております。原告団以外の薬害肝

炎の方はまだ多数おられます。また、一般肝炎

の方は、全国的には200万人とも言われます。今

後の対策が急がれます。県においても、できる

限りの支援策が望まれますが、相談窓口業務を

初め治療に至るまで、今後の県の肝炎に対する

取り組みについてお尋ねをいたします。

次に、雇用拡大対策について、知事並びに商

工観光労働部長にお尋ねいたします。

本県に活力をもたらす施策の中で何よりも大

事な施策は、雇用の拡大であります。人口減少

社会の懸念の一つに、労働力不足が指摘されて

いますが、若年者や高齢者、女性の雇用に対す

る施策の充実が重要であり、急がれます。特に

若者は、未来の活力のすべての源泉であり、若

年者雇用対策は極めて重要です。若者が正規雇

用され、生活設計が立てられることが、県の活

力を維持する重要なポイントとなります。

そこで、年長フリーターやニートの把握、支

援が大事でありますが、「地域若者サポートス

テーション」等の一層の整備充実が必要です。

若年者雇用に対する取り組みについて、知事に

お尋ねをいたします。

次に、高齢者雇用については、いよいよ団塊

の世代が退職期を迎えます。すぐれた技能や経

験を有し、まだまだ活力のある方もおられま

す。定年延長、継続雇用が普及しつつあります

が、さらなる取り組みが必要であります。国に

おいては、労働者の募集、採用時の年齢制限禁

止の義務化の動きもありますが、本県の高齢者

雇用対策についてお尋ねをいたします。

次に、女性の雇用について伺います。仕事と

家庭が両立できるサポート体制の構築が求めら

れます。また、再雇用の促進、結婚・出産に

よって退職をしなくて済む企業内保育所の整備

等の子育て支援策も必要です。女性の雇用につ

いての今後の県の取り組みについて、知事にお

伺いをいたします。

最後に、日雇い派遣等の派遣労働について伺

います。国では、労働者保護の観点から、情報

公開の拡大、対象業種、範囲などの規制のあり

方も含め、派遣労働について抜本的な見直しに

踏み込むべきという動きがありますが、本県の

派遣労働の状況についてお尋ねをいたします。

次に、中小企業支援について、商工観光労働

部長並びに県土整備部長にお尋ねをいたしま

す。

本県経済の活性化を図るためには、骨格であ

る中小企業の活性化が不可欠であります。この

たび、長年の課題であった事業承継税制の抜本

拡充を含めた制度的な枠組みがようやく実現

し、このことは関係者に大変喜ばれておりま

す。大事なことは、この制度の周知徹底、また

手続等のバックアップでございますけれども、

県はこの問題にどう取り組んでいかれるのか、

お伺いをいたします。

次に、昨今の経済事情や入札制度改革等によ

り、下請事業者へのしわ寄せは大変厳しいもの

になっております。大企業や元請企業による下

請事業者への特段の配慮が求められます。建設

業法、下請代金法の厳格な運用など、下請適正
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取引のためのガイドラインの徹底が求められま

す。県の下請業者保護対策についてお尋ねをい

たします。

次に、中小企業や小規模事業者の経営支援を

積極的に行う体制の強化が必要と思いますが、

県としてどのように取り組んでいかれるのか、

お伺いをいたします。

また、中小企業に対する金融支援、いわゆる

マル経融資制度や急な資金ニーズに対応する予

約保障制度、売り掛け債権の早期現金化支援な

ど、国では支援策の強化が進められております

が、県の金融支援に対する取り組みについてお

尋ねをいたします。

最後に、中小企業・小規模事業者支援制度の

周知に当たっては、制度の説明から手続の方法

に至るまでわかりやすくまとめた、利便性にす

ぐれた支援ハンドブック等の作成や活用がぜひ

とも必要と思います。県はこの問題についてど

う取り組んでいかれるのか、お尋ねをいたしま

す。

次に、道路特定財源の問題について、知事に

お尋ねをいたします。

「道路特定財源の暫定税率を廃止せよ」との

論議がありますが、異常に高騰したガソリンの

値下げ、それはユーザーがひとしく望むところ

であります。しかしながら、知事の言われるご

とく、本県にとって、幹線道路を初め国県道等

の生活道路の整備は、企業誘致を初め農林水産

業、商工観光業等地場産業の振興、さらには医

療、福祉、教育、文化に至るまで、道路はなく

てはならぬ社会基盤のかなめであります。まさ

に「命の道路」であります。生きていく基盤の

整備は、何としても早急に実現してもらわなく

てはなりません。したがって、税の目的外使用

や無駄な事業への投資はもってのほかでありま

すが、中期道路整備計画の緊急性・必要性を精

査し、使途について公平性・透明性が確保され

るよう、まず国に強く働きかけることが必要と

思います。地方の整備の必要性を見直す段階に

なれば、税制自体の改革、あるいは一般財源化

等、新たな論議を行うべきと思います。現時点

で、暫定税率の廃止や道路特定財源の見直しが

どれほど県民生活に混乱をもたらすか、県民に

納得していただくことが肝要と思います。道路

特定財源問題に取り組む知事の見解を求めま

す。

最後に、教育問題について、知事並びに教育

長にお尋ねをいたします。

本県は、知育、徳育、体育のバランスのとれ

た人間教育を掲げ、「宮崎ならではの教育」に

懸命に取り組んでおられます。「教育の荒廃が

日本の没落の要因の一つではないか」と指摘す

る識者もありますが、知識偏重の教育が、考え

る力や活用する力、読み取る力の養成を妨げ、

課題を生じたとの調査があります。世界の子供

との比較において、学力面においても、もはや

我が国が秀でている状況にはないのが現実であ

ります。知事の思いは、教育なら宮崎、宮崎に

任せればすばらしい教育が受けられるという宮

崎の教育を構築されたいのではないかと推察い

たしますが、みずから考え、学ぶ意欲を持ち、

好奇心、探究心、向上心を引き出す、質の高い

授業が県下に展開されることが重要だと思いま

す。このことがまさに、生徒の「真の学力」が

向上することになるのではないでしょうか。

そこで、年々学力を伸ばしているある中学校

では、学校を支える「地域本部」というものが

設置され、父母やＯＢ、地域の大人たち、大学

生と、多彩なスタッフがそれを支え、教師が授

業に集中し、子供たちに向き合う時間を生み出
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している事例が報告されております。本県で

も、既に同様の取り組みが行われている地域が

あります。このような体制づくりを一層進める

べきではないでしょうか。今後の取り組みにつ

いてお尋ねをいたします。

次に、徳育についてでありますが、教室の中

で教科書を読むだけの徳育で終わらせてはなら

ないと思います。これまで進められてきた職業

体験やボランティア、自然体験、文化芸術体

験、環境学習等々、さまざまな体験活動を通

し、子供たちは仕事の大事さ、働く父親への尊

敬、食への感謝、高齢者・障がい者への偏見の

排除等、ルールや礼儀等、人間として最も大切

なことを心に焼きつけてきたようであります。

このような時間の確保こそ大事ではないでしょ

うか。今、「ゆとり教育」を見直し、授業時間

をふやす取り組みが進められていますが、今後

の本県の徳育の取り組みについてお尋ねをいた

します。

もう一つ大事なことは、「負けない」教育、

「強い人間をつくる」教育をやっていただきた

いということであります。決して平等を否定

し、競争意識をあおるものではありません。識

者の言葉に「決して順風満帆な人生ばかりはな

い」というのがあります。世の中の傾向はます

ます競争が強まり、格差も生じてまいります。

だからこそ、負けない精神、強靭な魂をはぐく

む教育が大事になるのではないでしょうか。宮

崎の人は、他者への思いやり、優しさは生来

持っている気がいたします。しかし、波乱の人

生を生き抜くには、「負けない」という強さが

必要であります。教育に関する知事の所見をお

伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

産業振興策等についてであります。私は宮崎

再生のかなめとして、経済・交流の拡大による

産業振興を、「新みやざき創造計画」における

施策の大きな柱の一つに位置づけさせていただ

きました。また、平成20年度当初予算案につき

ましても、「宮崎再生推進予算」として、基幹

産業である第１次産業はもとより、第２次、第

３次産業も含めた幅広い産業について、さらに

充実・発展させるための各種事業を盛り込んだ

ところでございます。特に、全国的に見て製造

業のウエートが低い本県にとりましては、工業

振興、とりわけ企業誘致を進めることが、経済

効果・雇用効果の点で重要であると考えており

ます。このため今年度は、企業立地促進補助金

の上限額を九州最高となる50億円に増額したと

ころでありますが、来年度はさらに、「企業立

地推進局」を新設するほか、「企業誘致専門

員」を新たに設置して誘致体制を強化すること

としており、私も企業訪問や企業立地セミナー

など、これまで以上に前面に立って、本県をＰ

Ｒしてまいりたいと考えております。今後と

も、このような企業誘致の取り組みを柱としつ

つ、農林水産業や商工業など諸産業の振興、あ

るいは経済・交流活動の基盤である交通網の整

備等についても着実に進めることにより、ま

た、さまざまな場面で県民の皆様の御協力もい

ただきながら、本県の浮揚に全力で取り組んで

まいりたいと考えております。

続きまして、中山間地域の振興における農商

工連携についてであります。中山間地域の活性

化には、基幹産業である農業の付加価値を高め

ていくことが重要であると考えております。現

在、本県には、中山間地域で86の加工グループ
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が組織され、地域農産物の加工に取り組んでお

りますが、消費者ニーズの的確な把握や先進的

な加工技術の習得、あるいは多様な販売チャン

ネルの確保など、安定的に売れる商品づくりが

課題となっております。このため県といたしま

しては、生産者団体や食品加工業者、販売業者

等が有機的に結びつき、魅力ある商品開発や販

路開拓等を行う食料産業クラスターの取り組み

を支援しており、新たな商品開発等により、元

気の出てきている地域も見られているところで

ございます。また、20年度からは、このような

農商工連携の効果を踏まえ、県単独の新規事業

として本議会にお願いしております「地域農産

物加工推進モデル事業」を創設し、産地や食品

製造関係者の創意工夫による商品開発や加工の

取り組みを促進するなど、より地域に密着した

取り組みに対し支援してまいる考えでありま

す。今後とも、これらの事業や国の支援策も活

用しながら、地域における農商工連携の取り組

みを加速させることで、地域農産物を生かした

活力ある中山間地域づくりを進めてまいりたい

と考えております。

続きまして、乳幼児医療費助成についてであ

ります。この事業の拡充につきましては、子育

て家庭の保護者を初め、市町村や関係団体から

の御期待も強く、私自身も、次代を担う子供の

健やかな成長と、保護者の負担軽減を図るた

め、ぜひとも実現したいと考えてまいりまし

た。このため、入院外の助成対象年齢を、これ

までの３歳未満から小学校入学前までに拡充す

ることといたしました。拡充部分の自己負担

額800円につきましては、保護者が本来負担すべ

き医療費の平均額が１件当たり約1,600円と見込

まれることから、この２分の１を御負担いただ

くものでございます。拡充した部分の費用だけ

でも、通年１億9,000万円の費用がかかり、これ

をオール350円、所得制限なしとした場合、県費

として約３億円が必要となり、県の財政状況が

厳しい中、対象年齢を小学校入学前まで拡充す

るためには、自己負担の800円というのはやむを

得ないと判断したものでございます。御理解い

ただければと思っております。

続きまして、入札制度改革についてでありま

す。県におきましては、昨年３月に「入札・契

約制度改革に関する実施方針」を策定し、より

公正・透明で競争性の高い入札・契約制度を確

立するために、抜本的な改革に取り組んでいる

ところであります。また、並行して改革の検証

も随時行い、昨年10月には、建設産業の健全な

発展を図り、良質な社会資本整備を進める観点

から、最低制限価格の引き上げも行ったところ

であります。しかしながら、建設投資が大幅に

減少し、増加が見込めない状況にあっては、技

術と経営にすぐれた業者が伸びていける環境づ

くりが不可欠でありますので、今後、価格に加

えて技術力等を評価する総合評価落札方式をさ

らに拡充してまいりたいと考えております。

続きまして、建設産業対策についてでありま

す。県発注工事につきましては、現場や施工の

条件を十分に把握した上で、安全管理費用を含

め、工事に必要となる経費を予定価格として設

定しており、また、工事代金の４割を支払う前

払い金制度や出来高払いのほか、融資の担保と

して工事代金の債権譲渡や金融機関の代理受領

を認めるなど、建設業者の資金確保に配慮して

いるところでございます。さらに、平成20年度

の重点施策である建設産業対策におきまして

は、経営相談や新分野進出セミナーを引き続き

実施するほか、新分野での事業定着をより一層

促進するため、初期経費に対する補助限度額
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を50万円から100万円と大幅に引き上げるととも

に、新たに融資枠20億円の「建設産業等支援貸

付」を創設し、1,250万円を限度に資金の融資を

行うなど、建設業者等の経営基盤強化や新分野

進出を支援してまいります。このほか、地域企

業育成型の総合評価落札方式を導入し、技術力

や地域貢献度の高い地元の業者が受注しやすい

環境を整備することにより、地域の建設産業を

育成してまいりたいと考えております。

続きまして、原油高騰対策についてでありま

す。最近の原油価格の高騰に対応した総合的な

対策を推進するため、昨年末に全庁的な連絡会

議を設置し、現状や対策についての情報交換を

行うとともに、当面の緊急対策として、中小企

業者や農家を支援するための融資制度の創設・

拡充や相談窓口の設置などを行ってきたところ

であります。原油価格は今後も高水準で推移す

ることが見込まれることから、国の緊急対策等

も踏まえながら、引き続き対応してまいりたい

と考えております。

続きまして、肝炎対策についてであります。

本年１月に厚生労働省が、血液製剤が納入され

たとされる医療機関を公表したことに伴い、薬

害肝炎などに関する相談が保健所などの相談窓

口に多数寄せられております。このため保健所

では、相談者への適切な対応を行うとともに、

感染を心配される方への無料の肝炎検査を速や

かに実施し、感染がわかった方には、医療機関

を紹介するなどの支援を行っているところでご

ざいます。また、新年度から、新規事業の「肝

炎治療費助成事業」などにより、薬害肝炎以外

の肝炎も含めたすべての肝炎患者にインター

フェロン治療費の助成を行い、患者の経済的負

担を軽減するとともに、早期発見・早期治療の

ための肝炎ウイルス無料検査を推進することと

しております。さらに、関係機関による肝炎診

療協議会を設置し、感染者及び患者への医療提

供体制の充実強化を図ってまいりたいと考えて

おります。

続きまして、若年者雇用についてでありま

す。若年者の雇用情勢につきましては、全体と

してフリーター数は減少しておりますものの、

依然として25歳以上の年長フリーターが多く、

正規雇用への転換が大きな課題となっておりま

す。このため国におきましては、20年度から新

たに、年長フリーターの支援に重点を置いた取

り組みが始められる予定であり、県におきまし

ても、企業誘致による雇用創出等に努めるとと

もに、「ヤングＪＯＢサポートみやざき」を中

心に、就職活動の各段階に応じた一層の支援を

行ってまいりたいと考えております。また、ニ

ート等の若者の自立を支援する「地域若者サポ

ートステーション」につきましても、国の公募

に合わせて広く広報を行い、当事業にふさわし

い法人を国へ推薦してまいりたいと考えており

ます。今後とも、宮崎労働局など関係機関・団

体等と緊密な連携を図りながら、若年者の雇用

促進に積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

続きまして、女性の社会参画、雇用について

の取り組みについてであります。少子高齢化の

進行など社会経済情勢が急速に変化している中

で、女性が生き生きとして、さまざまな分野で

活躍できるような環境づくりを進めていくこと

は、大変重要であると認識しております。この

ため県におきましては、労働施策アドバイザー

の派遣による働きやすい職場づくりの支援を

行っているほか、仕事と家庭の両立応援宣言企

業の募集・登録等を実施することにより、企業

の自主的な取り組みを促しております。さら
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に、女性のさまざまな分野への参画を促進する

ため、男女共同参画センターを中心に、女性の

再就職や起業、社会貢献活動などに関する情報

の提供や相談事業等を実施しております。ま

た、国におきましては、主に子育て中の女性を

対象とした職業紹介等の就職支援や、事業所内

託児施設に対する助成等を行っておりますの

で、今後とも、国や関係機関と連携しながら、

女性の社会参画、雇用促進に関する施策の一層

の推進に努めてまいりたいと考えております。

続きまして、道路特定財源についてでありま

す。公共交通機関の利便性が低く、自動車に頼

らざるを得ない本県にとって、高速道路を初め

道路整備が著しく立ちおくれていることが、県

民生活のさまざまな面で大きな支障を来してお

ります。道路は、生活、産業、観光、救急医

療、災害対策等につながる命の道であり、緊急

かつ計画的に整備を進めていく必要がありま

す。そのためには、安定的かつ継続的な道路整

備財源を確保することが大変重要であります。

仮に暫定税率が廃止されると、平成20年度では

約118億円の歳入減となり、このような状況にな

れば、高速道路の全線供用の見通しが立たず、

国県道の改良が困難になるばかりでなく、渋滞

解消や歩道設置による安全性の確保も困難とな

ります。さらには、既存の道路の維持補修や、

橋梁など老朽化する道路構造物への対応ができ

なくなるなど、危機的な状況になると考えてお

ります。したがいまして、結果的に、道路予算

以外の予算を道路のために充当せざるを得なく

なり、福祉、医療など他の分野にも多大な影響

を及ぼし、地域間格差が広がるのではないかと

危惧しております。このようなことから、安全

で安心な県民生活の確保や地域経済の発展を図

るために、暫定税率を維持し、道路整備財源を

確保する必要があると考えております。

続きまして、「人生を勝ち抜く気概を持った

子どもの育成」についてであります。私は、非

常に競争の厳しい実社会で長く生きてまいりま

した。その中でさまざまな体験をし、それから

学んだことの一つ一つが、今の私が生きていく

上で大切な財産となっております。変化の激し

いこれからの時代を生きていく子供たちにも、

思いがけないさまざまな問題が待ち受けている

ことは、想像にかたくありません。このため、

どのような環境にあっても、本県の子供たちが

「強靭な魂・気概」を持って負けないで生き抜

いていける力、言いかえれば「総合的な人間

力」をはぐくんでいくことが極めて大切である

と考えております。そこで、本県の子供たち

が、知・徳・体の調和のとれたたくましい宮崎

人として、将来、県内外で活躍できるよう、

「新みやざき創造戦略」の中に「郷土の宝『宮

崎人』づくり」を位置づけ、豊かな人間性や新

たな時代を切り開いていく気概を持った人づく

りに取り組んでいるところであります。私はマ

ニフェストにも、「全ての大人は、全ての子ど

もの教師たれ」と掲げさせていただいておりま

すが、県民の皆様にも、ぜひ県民総力戦で、本

県の子供たちが夢や希望を持って生き生きと

育っていくよう、御支援をよろしくお願いいた

したいと思います。私も、さまざまな困難に負

けないで頑張っていきたいと思っております。

〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、後期高齢者医療制度の概要及び県の

バックアップについてであります。後期高齢者

医療制度は、後期高齢者医療広域連合が運営主

体となり、現行の老人医療制度と同様、原則75
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歳以上の高齢者に対して、保険医療機関の窓口

での原則１割負担で適切な医療の給付を行うも

のであり、その財源は、公費で５割、各医療保

険者からの支援金で４割、そして高齢者一人一

人からの保険料で１割を負担することになって

おります。なお、この保険料につきましては、

所得に応じて、７割、５割、２割の軽減措置が

あり、本年４月の制度開始時の被保険者約15

万2,000人のうち、約６割の方々が軽減対象と

なっており、１人当たりの保険料については、

広域連合の試算によれば、平均で年額５万3,676

円となっております。県としましては、制度の

適正・円滑な運営が図られますよう、所要の財

政支援を行うとともに、運営主体である広域連

合並びに保険料徴収など窓口事務を担う市町村

に対して、引き続き一層の支援を行ってまいり

ます。

次に、介護従事者についてのお尋ねでござい

ます。

まず、介護人材の現状でありますが、国の統

計調査によりますと、本県におきましては、約

１万2,000名の方が在宅や施設で介護に従事され

ており、現在のところ、都市部に比べて介護人

材が逼迫するような状況にはないと考えており

ます。次に、将来予測でありますが、国の推計

に準じて試算いたしますと、平成17年を基準と

して平成26年までの９年間で、新たに約3,000名

から4,000名の介護従事者が必要になると見込ま

れるところであります。次に、介護福祉士の修

学資金貸付事業についてでありますが、本県に

おきましては、介護福祉士が国家資格として制

度化されて間もない平成５年度から、その養成

・増加を図ることを目的に、修学資金の貸し付

けを行ってきたところであります。本県の介護

福祉士の数は、事業開始時の298名から平成19年

度には7,658名に、また最近では、毎年約700名

から800名の介護福祉士が新たに登録されるな

ど、大幅に増加してきたところであります。こ

のような中で、修学資金の貸与者は累計で203名

と介護福祉士全体の2.7％と低いこと、また、育

英資金や母子寡婦福祉資金など、他の修学資金

の貸付事業の利用も可能であるという状況もあ

りまして、これらのことを総合的に勘案し、本

事業を廃止することとしたものであります。

次に、介護従事者の離職の現状とその原因等

についてであります。まず、本県における介護

従事者の離職の現状についてでありますが、平

成18年度介護労働実態調査によりますと、過去

１年間の離職率は約20％で、全国平均とほぼ同

じ状況にあります。次に、離職の原因といたし

ましては、他の産業と同じように、結婚や出産

等の個人や家庭の事情や、賃金、労働時間など

の待遇に対する不満、職場内の人間関係などが

主なものとして挙げられております。質の高い

介護サービスが提供されるためには、介護従事

者が安定的に確保されることが必要であること

から、現在、国において、介護従事者の処遇向

上を図るための検討がなされており、介護報酬

の水準が課題の一つとして挙げられているとこ

ろであります。県といたしましては、その検討

の推移を見守りますとともに、あわせて県民の

介護ニーズに十分こたえられるよう、今後と

も、介護従事者の資質向上のための研修の充実

や、安定的な確保のための就業支援等に努めて

まいりたいと考えております。

次に、救急医療についての一連のお尋ねであ

ります。

まず、救急医療受け入れ表示システムについ

てであります。本県では、救急患者の受け入れ

情報システムとして、「ひむか救急ネット」に
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より、各救急告示施設から１日に２回、空き

ベッドの情報や手術の可否などの情報が消防機

関等に提供されています。しかし、病院の受け

入れ可能性をリアルタイムで反映できないこと

や、搬送先となる医療機関の数が限られている

こと等もあって、最終的には、各医療機関の医

師に直接、受け入れ可能性を確認する形で、搬

送先が決定されている状況であります。救急医

療体制の充実には、医師と救急隊員はもとよ

り、医療機関相互の連携が重要でありますの

で、関係機関と十分協議の上、最近の通信手段

の発達等も勘案しながら、各地域の実情に合っ

た情報共有体制や受け入れ体制の確保に努めて

まいりたいと考えております。

次に、隣県との連携体制についてでありま

す。県境の市町村におきましては、重篤の救急

患者を２次救急医療施設等に搬送する必要があ

る場合、医師や消防隊員の相互連携のもと、時

間的にも早い隣県の医療機関への搬送が行われ

ております。また、熊本・大分両県とは、「三

県防災消防ヘリコプター相互応援協定」を結

び、保有ヘリコプターが定期検査等のために出

動できない場合や重大事案が発生した場合に、

相互に応援出動をするなど、連携体制の構築を

図っております。限られた医療資源の中で、県

民が安心できる医療体制の充実を図るため、今

後とも、隣県の医療機関や消防機関との連携体

制の構築・強化に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、救急患者の受け入れ調整を行う医師の

配置についてであります。本県での救急車によ

る医療機関への患者搬送件数は、毎年３万件程

度となっておりますが、そのうち９割程度は最

初に要請した医療機関で受け入れております。

また、本県の場合、搬送可能な医療機関がある

程度特定されていることもあり、直接、受け入

れ医療機関の医師と救急隊員との間で受け入れ

調整が行われております。御提案のあったよう

な医師の配置につきましては、今後、国、他県

の動向等も勘案しながら、研究課題とさせてい

ただきます。

最後に、女性医療従事者の就労環境について

であります。女性医療従事者が継続して就労で

きる環境の整備充実を図るため、県では現在、

県内６カ所の病院内保育所について運営費の支

援を行っているところであります。また、一た

ん退職した者への再就業の支援対策としまして

は、女性医師の場合、県内では未就労の医師

が12名と少ないため、現時点では特段の支援は

ございませんが、助産師や看護師等に対しまし

ては、看護協会や県立看護大学の協力を得なが

ら、実習を含めた実践的な再就業支援のための

研修を実施しております。女性医師を初め、医

療関係の業務に従事する女性の数は今後ますま

す増加し、社会的ニーズも高まってくると思わ

れますことから、引き続き、女性が働きやすい

勤務環境の整備充実に努めてまいりたいと考え

ております。以上でございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、高年齢者雇用対策についてでありま

す。平成18年４月から、高年齢者の雇用促進を

図るため、定年の引き上げ等が義務化されたと

ころでありますが、昨年６月現在で、県内の従

業員数51人以上の企業のうち、95.2％が法に

沿った対応を実施しており、全国平均を上回っ

ております。また、県におきましては、シルバ

ー人材センターの一層の活性化を図るため

に、20年度は新たに、子育てや介護支援等にシ

ニア労働者を活用するための事業を実施するこ
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とといたしております。今後とも、各種事業の

周知に努めますとともに、国や関係機関・団体

等と緊密な連携を図りながら、高年齢者の雇用

促進に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、派遣労働についてであります。宮崎労

働局によりますと、平成18年度の県内の派遣事

業所数は170事業所、派遣労働者数は7,551人と

なっております。派遣労働につきましては、制

度創設から20年以上が経過し、事業所数、派遣

労働者数ともに年々増加する中で、違法派遣な

どのさまざまな問題が生じており、制度の見直

しが求められております。このような状況を踏

まえまして、現在、国の労働政策審議会におき

まして、派遣労働者の保護や制度のあり方等に

関する議論がなされておりますので、これらの

動向を見守ってまいりたいと考えております。

また、県といたしましては、機会あるごとに企

業や事業主団体に対しまして、正社員としての

採用について配慮いただくようお願いするな

ど、安定した雇用の確保に努めてまいりたいと

考えております。

次に、事業承継税制などに対する県の取り組

みについてであります。中小企業経営者の高齢

化が進展する中、中小企業の円滑な事業承継が

課題となっております。現在、国におきまして

は、中小企業に対する相続税の軽減措置や民法

上の遺留分に対する特例措置などを盛り込みま

した「中小企業における経営の承継の円滑化に

関する法律」の審議がなされているところであ

ります。また、中小企業からの事業承継に関す

る具体的な相談に対し、ワンストップで対応で

きる事業承継支援センターを、各県の商工会議

所などに設置する方向で、あわせて検討がなさ

れております。本県経済を支える中小企業の円

滑な事業承継は、県としましても大変重要であ

ると考えておりますので、国や関係機関と連携

しながら、このような制度や支援センターの活

用が十分図られるよう努めてまいりたいと考え

ております。

次に、下請事業者の保護対策についてであり

ます。製造業やサービス業におきましては、下

請事業者に対する支払い遅延や一方的な単価引

き下げなどの不当な取引が発生した場合、「下

請代金支払遅延等防止法」に基づきまして、公

正取引委員会が警告や勧告を行っております。

また、県におきましても、下請事業者の利益保

護を図るため、県産業支援財団に相談窓口を設

置しておりまして、必要であれば、弁護士によ

る無料相談も実施しております。国におきまし

ては、平成20年度から新たに、仮称「下請適正

取引推進センター」の設置を予定しております

ので、国とも連携を図りながら、県内下請事業

者の保護に、より一層努めてまいりたいと考え

ております。

次に、中小企業者への経営支援に対する取り

組みについてであります。本県商工業者の大半

を占める中小企業者は、本県経済の安定的な成

長と雇用の確保において、重要な役割を担って

おります。しかしながら、その多くは信用力や

情報力などの経営資源が十分でないため、幅広

い支援が求められております。このため県で

は、金融機関と協調した金融支援や、商工会議

所などを通じた巡回指導や経営相談、さらには

産業支援財団による新商品開発等の支援や各種

の情報提供など、さまざまな経営支援策を講じ

ているところであります。今後とも、商工団体

や市町村、関係機関とも連携を図りながら、支

援体制の強化に積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。
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次に、中小企業に対する金融支援についてで

あります。中小企業にとりましては、資金調達

の円滑化を図ることが極めて重要な課題であり

ますので、これまで県の融資制度の拡充に努め

てきたところでありますが、今回さらに、中小

企業が利用しやすく、金融機関も融資しやすい

制度となるよう、平成７年度以来となる抜本的

な見直しを行うことといたしております。具体

的には、現在21の貸し付けがありますが、これ

に新たに創設します「建設産業等支援貸付」を

あわせて再編し、13の貸し付けに統合しますと

ともに、融資利率については、期間が短くなる

ほど低く設定することとしております。一方、

国におきましても、政府系金融機関の融資制度

や信用補完制度の拡充など、さまざまな支援策

の検討がなされております。今後、県といたし

ましては、県内金融機関はもとより、政府系金

融機関や信用保証協会との連携を強化しなが

ら、県内中小企業の資金調達の円滑化に、より

一層取り組んでまいりたいと考えております。

最後に、中小企業者等の支援制度の周知につ

いてであります。中小企業者等の支援を進める

に当たりましては、さまざまな支援制度につい

て広く周知を図ることが重要でございます。こ

のため県におきましては、各種の支援施策につ

いて、個別にパンフレットやリーフレットを作

成するなど、情報提供に努めております。ま

た、利用者の視点に立って、総合的に支援制度

を紹介する「商工観光労働部主要施策案内」を

作成しまして、市町村や商工団体等に配布しま

すとともに、県のホームページに掲載して、周

知を図っているところであります。今後とも、

中小企業者等へ、より適切な情報提供が行える

よう、さらに工夫をしてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

木造住宅の耐震診断についてでございます。

木造住宅の耐震診断に取り組む市町村を支援す

るため、平成17年度に「木造住宅耐震診断促進

事業」を創設し、これまでに20の市と町で279戸

について支援をしてきたところでございます。

また、耐震診断は、すべての市町村で取り組ま

れることも重要でございますので、事業を実施

していない市町村への働きかけを行ってまいり

ました結果、平成20年度におきましては、県内

すべての市町村で実施されることとなりまし

た。今後とも、市町村と連携を図りながら、木

造住宅の耐震診断の促進に取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、建設産業における下請業者保護対策に

ついてであります。建設業法では、不当に低い

請負代金の禁止や適正な下請代金の支払い等に

ついて規定されているところでありますが、県

発注工事に関しましては、「宮崎県建設工事元

請・下請関係適正化等指導要綱」において、原

価に満たない金額を請負代金とする下請契約を

締結しないこと、元請人が県から請負代金の支

払いを受けたときには、１カ月以内に下請契約

に係る請負代金を支払うこと等を定めまして、

下請業者の保護に努めているところでございま

す。特に、契約額1,000万円以上の工事につきま

しては、下請業者名や下請への代金支払い状況

等を記載した詳細な報告書の提出を義務づけて

おります。また、毎年県内８カ所で研修会を開

催し、建設業者に対しまして、建設業法や指導

要綱の周知を図っているほか、各土木事務所等

に建設業者相談窓口を設け、下請トラブル等の

相談に応じております。さらに、平成20年度に

は、下請トラブルや法令違反などの情報を収集
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する「建設業者ホットライン」も設置すること

としております。県といたしましては、下請業

者と元請業者との適正な関係が確保されますよ

う、今後とも、さらに適切な指導に努めてまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

学校を支える体制づくりについてでありま

す。子供の健やかな成長には、学校、家庭、地

域が一体となりまして、子育ての目標を共有

し、それぞれの役割や責任をしっかりと果たし

ながら、相互に連携を図っていくことが極めて

重要であります。このため県教育委員会では、

平成18年度から県内７地域におきまして「地域

教育システム」の構築に取り組み、学校、ＰＴ

Ａ等の教育関係や老人クラブ、商工会などの各

組織、地域住民等を幅広く巻き込みながら、登

下校時の安全確保や学校の環境整備、校外学習

での支援など、地域による学校支援体制の整備

を図っているところであります。今後は、平

成20年度から国が実施を予定いたしております

「学校支援地域本部事業」等の活用も図りなが

ら、県民との協働による「地域ぐるみの教育環

境づくり」を、全県的に推進してまいりたいと

考えております。

次に、徳育についての取り組みについてであ

ります。子供たちに、さまざまな体験活動を通

しまして社会性や豊かな人間性等をはぐくむこ

とは、極めて大事なことであると考えておりま

す。このため各学校では、家庭や地域との連携

を図りながら、自然体験や福祉体験、奉仕活動

等といった特色ある活動を実施するなど、学校

の教育活動全体を通しまして、道徳教育の充実

に努めているところであります。今回の学習指

導要領改訂案におきましても、体験活動を活用

しながら、子供の発達段階に応じまして道徳教

育を充実し、豊かな心の育成を図ることになっ

ておりますので、県教育委員会といたしまして

も、各般の施策を活用し、今後とも、学校にお

けるさまざまな体験活動を積極的に支援してま

いりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○長友安弘議員 多少時間があります。この

後、我が党の新見議員にも関連質問をしていた

だきますが、時間の範囲でお許しをいただきた

いと思います。

要望を申し上げておきますが、事業承継税

制、すぐすぐ事業を引き継ぐということも少な

いと思うんですけれども、本県の中小・小規模

事業所数というのは、４万2,000事業所あるそう

でございます。中小企業だけとりますと１

万2,000事業所あるそうですけれども、そろそろ

引き継ぎ等が順次行われていくと思います。し

たがいまして、その承継事務等を本当にスムー

ズにいかせるためには、センター等を早く商工

会議所につくっていただきまして、これがきち

んと運用されていくようにお願いしたいという

ふうに思います。

それから、若者対策ですけど、「地域若者サ

ポートステーション」、これは20年度予算では

全国で77カ所ぐらいまでふやしたいという計画

になっております。そうしますと、本県でも１

カ所ぐらいあってしかるべきで、いろいろ努力

されているということでございますけれども、

さらに努力していただいて、何とかそのような

ステーションが誕生していくように、お力添え

をいただきたいというふうに思います。

それから、中小企業のいろんな事業等をわか

りやすく、そして、どこに行ったらどんな支援
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策があるんだということがわかるためには、本

当にわかりやすいハンドブック―今、若い世

代は、ホームページでいろいろとそういう事業

というのが見られると思うんですけれども、か

なり高齢の世代というか、我々の世代というの

は、どちらかというと、こういうハンドブック

みたいなものがあって、即座に、どこに行った

らどう中小企業を支援していただけるかという

ことがわかることが大事になろうかと思います

ので、何とかこのハンドブックというのを、わ

かりやすい利便性の高いものをつくっていただ

きたいなという気がします。お話を聞きます

と、実際のところ600部ぐらいは、すばらしいハ

ンドブックができているんだそうですけれど

も、先ほど言いましたように、事業所数は４

万2,000でございます。これはなかなか足りない

だろうと思いますので、ひとつまた考えていた

だきたいなと思います。

次に、燃油高騰対策ですけれども、この前、

国のほうでは補正予算が通ったと思いますが、

金額としては570億ぐらいが計上されているわけ

ですね。それが本県にどれぐらい回ってくるか

というのはわかりませんけれども、漁業関連の

額としましても、102億円ぐらいついているわけ

です。漁業も本当に大変な状況だと。原油価格

の高騰とは違いますが、道路特定財源に対して

も、漁船で油をたいているんだけれども、余り

港に還元していないんじゃないかという話も出

ているぐらいでございます。これは漁業の深刻

さというのもございますので、こういう対策と

いうのは積極的に取り組んでいただきたいなと

いうふうに思います。

耐震診断ですけれども、実は、56年以前の建

築基準法で建てられたのは、本県には12万戸程

度あるということでございます。ただ、各自、

建てかえられますでしょうから、あえて診断す

る必要はないのかもしれません。それにして

も、県としても４万戸ぐらいはやりたいという

お話でございますが、現実的には県、市町村が

絡みますので、先ほどの数値のような279戸とい

うことで、これはなかなか進んでおりません。

しかしながら、日向灘地震とか東南海地震とか

いろいろ考えれば、万全を期すことが大事だろ

うというふうに思います。４万5,000円かかるそ

うですが、そのうちの３万円を国が半分、そし

て県と市町村が残りを半分ずつという制度のよ

うでございます。自己負担は１万5,000円という

ことでございますから、もう少しこういう事業

も進んでいくように啓発をお願いしたい、この

ように思います。

あと２～３分、ちょっといただきますが、農

商工連携、中山間地対策で、知事にお尋ねをし

たわけでありますが、今国会には法案が提出を

されます。そして、経産省サイドで100億円、農

水省サイドで100億円という予算が考えられてお

ります。そうしますと、本県でも２億円相当ぐ

らいの事業というのは引っ張ってこれるんじゃ

ないかと思いますので、できればそういうもの

を活用していただいて、農商工業、また県内の

そういう事業者がうまくマッチングしていくよ

うに御尽力をお願いしたいなというふうに思い

ます。

最後に、ＧＤＰの話をちょっとさせていただ

きますけれども、本県のＧＤＰは３兆5,000億

円、１次産業、農林水産業2,000億円、２次産業

が8,000億円、３次産業が２兆7,000億円という

ことで、圧倒的に３次産業が多いわけでありま

す。しかしながら、大分県とか熊本県のそうい

う状況を見てみますと、本県は農業で2,000億の

ＧＤＰを上げるのに、その割合が5.2％になって
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いるわけです。本県のＧＤＰの5.2％ですね。と

ころが、大分は、地形等の関係とかいろんな歴

史的なこともあるでしょうし、2.3％。そのかわ

り、２次産業のＧＤＰが本県は21％であるのに

対して大分県は30％。したがいまして、こうい

う差が、やはり県民所得、１人当たりの所得に

次第に格差を生じているのではないか。全国の

中でも東と西、西の中でも北部九州と南という

ことで格差が広がっている。これは知事のお話

でございましたけれども、産業構造の転換をい

かにしていくかということですが、これは専門

家に聞きますと、実に難しいというお話でござ

います。しかしながら、本県の一大特徴である

農林水産業、知事のおかげで大変売れるように

なりました。全国にも知られるようになりまし

た。しかし、さらに付加価値をつけていく必要

があると思いますし、いかに２次産業に少しで

もシフトしていくか、そこが企業誘致とか新産

業の創出とか地場産業の振興ということになろ

うかと思いますけれども、これは本当に力を入

れていただきたいなと思います。もし知事のそ

ういう思いとか夢がありましたら、お話を伺い

たいと思いますけれども、なければ結構でござ

います。

○知事（東国原英夫君） ですから、私はマニ

フェストにもお示しさせていただいたとおり、

企業誘致100社、雇用の１万人―その企業誘致

というのは、県外の優秀な、特に製造業を中心

に新エネルギーとか、そういった新分野の企業

の方たちに来ていただいて、県内から出ていく

高校生や大学生の若い労働者たち―半分ぐら

いが県外に出ていきますので―それは雇用

が、魅力ある企業が少ないということでござい

まして、地場の産業の強化・育成も含めて、そ

ういった製造業、第２次産業といったものに力

を入れていきたいと考えております。

○長友安弘議員 県民総力戦という言葉がござ

いますので、私どもも本当に微力でありますけ

れども、知事のそういう思いを受けて頑張って

いくということをお誓い申し上げまして、私の

質問は終わります。

続いて、関連質問に移らせていただきます。

○坂口博美議長 関連質問を求める発言があり

ますので、これを許します。

なお、発言時間は、主質問者の持ち時間の範

囲内となりますので、よろしくお願いいたしま

す。

それでは、28番新見昌安議員。

○新見昌安議員 何点か関連して質問をしたい

と思います。

知事は、平成20年度重点施策の一つに、子育

て・医療対策を掲げておられます。安心して子

供を生み、育てられる社会づくりを推進すると

あります。大変重要な視点でありますが、私は

子育てのスタートでもある妊娠から出産に至る

までのことに限定して伺いたいと思います。

安全な妊娠・出産に欠かせない妊婦健診を一

度も受けることなく、生まれそうになってから

病院に駆け込む、いわゆる飛び込み出産が全国

的にふえているというふうに言われておりま

す。妊婦健診を受けない背景には、経済的な理

由、また仕事が忙しい、そういったものがある

と言われておりますけれども、妊婦健診を受け

ないことは赤ちゃんを死に追いやるようなもの

だという指摘もある中で、受診の重要性をしっ

かり訴えることも重要じゃないかと思います。

また、母体や胎児の状態がわからない妊婦の受

け入れは非常にリスクが高くて、病院側から受

け入れを拒否される要因の一つともなっており

ます。受け入れてくれたとしても、そこの産科
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医にとって、妊婦や胎児の状態を何も知らない

ままで出産に立ち会うときの身体的・精神的な

ストレスは、通常の何倍にもなっているんじゃ

ないかと思います。医師の負担を軽減するため

にも、妊婦健診の促進を図ることが重要じゃな

いかと思います。

しかしながら、御存じのように、この妊婦健

診は保険適用外であります。１回の健診に要す

る費用が数千円から１万数千円ほど。14回程度

の健診が望ましいと言われている中で、若い夫

婦にとってはかなりの負担となってくるのでは

ないかと思います。公明党は、このような経済

的な負担を軽減するために、妊婦健診に対する

公費負担の拡大を一貫して主張してきたところ

であります。近くは、平成13年の小児医療提

言、平成15年に初めて策定したマニフェスト、

そして平成18年の少子社会トータルプラン、こ

ういったもので取り上げて、粘り強く推進を

図ってきたところでありますが、今年度、厚生

労働省は、妊婦健診助成を含む少子化対策に充

てる地方交付税の配分額を、18年度の330億円か

ら700億円に倍増しております。そして、最低５

回分の妊婦健診費用を公費で負担するようにと

いうことで、自治体に要請しているところであ

ります。

これを受けて、全国的に２回程度であった公

費負担回数をふやす自治体も出てきておりまし

て、他県では一気に妊婦健診を14回、産婦健診

を１回、合計15回までふやした市もあるよう

で、また、本県においても今年度、日南市ほか

７町村で５回までふやしてきております。２回

にとどまっている残りの22市町村においても、

妊婦健診の公費負担回数の拡充が図られること

を強く望むところであります。

ただ、同一県内で公費負担の回数にばらつき

が出てくるのはいかがなものか。妊婦健診の実

施主体はあくまでも市町村でありますし、財政

事情もいろいろある中で、その取り組みに温度

差が出てくるということも当然考えられるわけ

ですが、県として一定のレベルを維持すること

も必要じゃないかと思います。そこでまず、こ

れまで公費負担回数の拡充を市町村にどのよう

に訴えてきたのか、また、拡充への動きは見え

てきているのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 妊婦健診につ

きましては、御指摘のありましたように、平

成19年度から５回とするよう国のほうから通知

が出ておるわけですが、現在、８市町村におい

て、５回の公費負担が導入されておるところで

あります。県としましては、全市町村を集めて

の会議、あるいは管轄保健所での担当者会議等

において、妊婦健診の公費負担の回数を増加さ

せるよう要請するとともに、市町村からの個別

の相談に応じておるところであります。その結

果、残りの市町村でも、平成20年度からの公費

負担の拡充に向けて、現在検討されていると聞

いております。以上です。

○新見昌安議員 先ほど述べたように、妊婦健

診の公費負担の拡充にどう取り組むかというの

は市町村の問題でありますけれども、妊婦健診

を受けることの重要性については、県としても

しっかり県民に訴えていただきたいと思いま

す。

日本医科大の多摩永山病院というところがあ

るんですが、ここで過去10年間の飛び込み出産

を分析したところ、死産と生後１週間未満の新

生児の死亡を合わせた周産期死亡は、全国平均

の約15倍あったそうであります。また、体重

が1,000グラム未満の赤ちゃん、超低出生体重児

と言うそうでありますが、そのような赤ちゃん
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も全国平均の20倍以上であったというふうに聞

いております。また昨年、マスコミでも大きく

取り上げられました、妊婦が病院に受け入れを

断られ続けて死産するという問題が発生した奈

良県の県立医大で緊急調査を行った結果、飛び

込み出産した妊婦、新生児ともに異常が多く

て、妊婦の胎盤早期剥離は通常の10倍、呼吸障

害など治療が必要な新生児は通常の20倍に上っ

たということであります。生まれたばかりのと

うとい命を脅かさないためにも、妊婦健診は

しっかり受けなければならないし、受けさせな

ければならないというふうに思います。県とし

ては、受診の重要性を県民に対してどのように

訴えてきたのか、また、これからどうやって訴

えていくのか、同じく福祉保健部長にお伺いを

いたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 安全にお産を

するためには、母体や胎児の健康状態を把握す

る妊婦健診が極めて重要であります。そのた

め、市町村においては、母子健康手帳交付時に

妊婦健診の重要性を説明するとともに、保健師

等による戸別訪問、母親学級、広報等を通し

て、受診を勧めているところであります。県と

しましては、新聞、県政情報番組、それから、

いわゆるタウン誌等を通じて、妊婦健診の重要

性の周知に努めているところでございます。

○新見昌安議員 ともかく、あらゆる機会をと

らえて、妊婦健診を受けるように訴えていただ

きたいと思います。公費負担につきましては、

県本部所属の33名の市会議員、町会議員と連携

をとりながら、その回数の拡充に向けてしっか

りと取り組んでいきたいと思います。

次に、防災対策について伺います。

「地震、雷、火事、おやじ」という言葉があ

ります。４番目は異議ありとか権威失墜という

声もありますが、１番目については先ほどあり

ました。私は３番目の火事について伺いたいと

思います。

総務省の消防庁が昨年６月に発表した「平

成18年における火災の状況」という資料があり

ますが、これによりますと、建物火災における

死者1,550人のうち、住宅火災における死者

は1,403人、放火自殺者などを除くと1,187人、

建物火災の死者に占める住宅火災での死者の割

合は90.5％となっているようであります。ま

た、この1,187人のうち、58％の688人が65歳以

上の高齢者となっております。さらに、住宅火

災における死者の発生状況を経過別に見てみる

と、逃げおくれによるものが759人で64％、その

次が着衣着火の68名5.7％ですから、逃げおくれ

がほかの理由を圧倒しております。これらから

想像するに、火災が発生したことに気づかず、

気づいたとしても体が俊敏に動かずに逃げおく

れて亡くなった高齢の方々がたくさんいらっ

しゃるのではないかと、本当に胸が痛くなりま

す。

住宅火災で亡くなられる方を減らすために

は、発生に一分一秒でも早く気がつくことが極

めて重要であります。そこで、住宅火災による

死者数の急増に対応するために、すべての住宅

に住宅用の火災警報器の設置・維持を義務づけ

る改正消防法が、平成18年６月１日に施行され

ております。新築住宅については、この日から

適用となっておりますが、既存の住宅について

は、平成23年６月１日までの市町村条例で定め

る日まで設置が猶予されてはおります。しかし

ながら、住宅火災による死者数を減らすために

も、できるだけ早い時期に設置するのが望まし

い。論をまたないところじゃないかと思いま

す。そこでまずは、本県における住宅用火災警
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報器の設置の現状はどうなっているか、総務部

長にお伺いをいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 今、議員からお話

がありましたように、新築住宅につきまして

は、平成18年６月１日から設置が義務づけら

れ、既存の住宅につきましては、遅くとも平

成23年６月１日までに、この住宅用の火災警報

器というのを設置しなければならないというこ

とになっております。そこで、県内の設置状況

でありますけれども、現時点では把握ができて

おりません。それで、来年度に総務省の統計局

が実施いたします「住宅・土地統計調査」の中

におきまして、住宅用火災警報器の設置に関す

る項目が追加されておりますので、この統計に

より、一定程度把握できるものと考えておりま

す。以上であります。

○新見昌安議員 設置状況については、現時点

ではわからないということでありますが、それ

では、これまで設置の推進に向けどのように取

り組んできたのか、また、これからどのように

取り組んでいかれるのか伺います。

○総務部長（渡辺義人君） 住宅用火災警報器

の設置につきましては、一義的には消防に関す

る責任を有する市町村ということになりますけ

れども、当該市町村の普及のほかに、県におき

ましてもこれまで、新聞、テレビ、それから県

のホームページ等によりまして、広報啓発を

行ってきたところでございます。今後とも、こ

れらの広報啓発を積極的に進めますとともに、

市町村や消防本部と連携をいたしまして、しっ

かりと普及促進に努めてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。

○新見昌安議員 よろしくお願いします。

ところで、悪い意味で、「機を見るに敏なや

から」は、いつの時代にもいるものでございま

す。消防法が改正され、設置が義務化されたこ

とをうまく利用した悪質な業者、また、詐欺ま

がいの商売をする業者が必ず出てきます。高齢

者宅を訪問して、法外な値段で売りつけたりす

ることも心配されるところであります。今日ま

でに悪質な訪問販売に対する苦情や相談はどれ

ぐらいあったか。あったとすれば、その内容は

どんなものであったか。また、実害はあったか

どうか。また、被害の未然防止にどのように取

り組んでいくのか。以上、地域生活部長にお伺

いをいたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 住宅用火災警

報器に係る悪質な訪問販売でありますけれど

も、県の消費生活センターに寄せられた苦情・

相談の件数は平成18年度以降７件であります。

相談内容といたしましては、「訪問販売で、住

宅用の火災警報器の設置が義務化されたと聞い

たが、本当か」あるいは、「実際に契約をした

が、高額なので解約したい」といったものであ

ります。その中で、通常の販売価格よりも高い

値段で購入したと思われるものが２件ございま

して、これにつきましては、警察への届け出を

助言したところであります。消費生活センター

に相談があった場合には、クーリングオフの手

続方法など必要な助言・指導を行っているとこ

ろであります。また一方では、被害の未然防止

という観点から、「一日消費者スクール」を初

めとする各種の講座や県の広報紙などを通しま

して、悪質訪問販売についての情報提供など、

広く啓発を行っているところであります。今後

とも、関係機関と十分連携をとりながら、被害

の未然防止に努めていきたいと考えておりま

す。以上であります。

○新見昌安議員 「悪質な訪問販売業者の跳梁

は絶対に許さない」という決意で、これからも
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しっかり取り組んでいただきたいと思います。

ところで、住宅用の火災警報器の設置が義務

づけられた住宅というのは、一戸建て住宅はも

ちろんですが、マンション・アパートなどの集

合住宅、また店舗併用住宅の住居部分も含まれ

ます。県営住宅もその範疇に入っております。

県営住宅における住宅用火災警報器の設置状況

と今後の設置計画について、県土整備部長にお

伺いをいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 県営住宅につ

いての御質問でございますけれども、６階建て

以上の高層住宅につきましては、従来から設置

が必要とされておりました。また、消防法が改

正されました平成16年６月以降に建設に着手し

た住宅から設置を進めさせていただいておりま

して、これまでに1,170戸に設置したところでご

ざいます。残りの既存の県営住宅約7,900戸につ

きましては、まだ設置が完了していないという

状況にございまして、平成20年度から22年度ま

での３年間で、計画的に設置を進めてまいりた

いと考えております。

○新見昌安議員 最後になりますが、住宅用火

災警報器は、火災により発生する煙や熱を自動

的に感知し、住宅内にいる人に対して、警報ブ

ザーや音声によって知らせる機器が一般的であ

ります。音によるものであります。聴覚に障が

いのある方や高齢化で耳が不自由になられた方

が県営住宅に入居されている場合、どのように

配慮していくのか、同じく県土整備部長にお伺

いをいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 聴覚に障がい

がある方などの場合には、光や振動などを用い

ました警報装置が有効であると考えておりま

す。したがいまして、今後、機種の選定に際し

ましては、これらの点やコスト面も考慮し、消

防及び福祉担当部局とも連携しながら、検討を

進めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 光や振動による特殊な警報装

置であっても、音による一般的な警報機同様

に、入居者に負担をかけることなく設置してく

れるというふうに受け取りました。ありがとう

ございます。

以上で私の関連質問を終わります。

○長友安弘議員 以上で代表質問を終わりま

す。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時28分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、民主党宮崎県議団、40番権藤梅義議

員。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 冒頭に申し

上げます。東国原知事におかれましては、民主

党本部の道路特定財源に関する討論会に、全国

知事会の麻生会長ともども東京まで出張いただ

き、ありがとうございました。予算関連業務や

議会開会前に、それでなくても多忙な日程を割

いていただいたことに、心から感謝申し上げま

す。

それでは、通告に従って質問に入ります。

まずは、道路特定財源に関する質問でありま

す。

今回の討論では、政府案に対して民主党案

は、暫定税率廃止の問題、一般財源化の問題、

道路整備の決定システムの問題等がある中で、

明確な対立軸や対案を端的に示すことが容易で
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なく、そのことが議論を難しくしたり、すれ違

いに終わらせたこともあったと思います。

暫定税率の廃止については、当初は、「上乗

せ分のリッター25円がゼロになる」との民主党

のガソリン値下げ隊の行動を、国民世論が鮮明

な形で受け入れ、道路の財源論に終始しまし

た。民主党案では、地方の税収減は、国の直轄

事業の負担金約9,000億円を廃止して、これに充

てると説明しております。しかし、私たちが最

も心配する東九州自動車道は、あるいは九州横

断自動車道延岡線は、民主党が責任を持ってつ

くる、真に必要な道路に認定されるのか―私

は認定されると信じておりますが―今のとこ

ろ明文化できておりません。一方、無駄な道路

と建設コストの無駄をなくすことは、当然精査

されなければなりません。そして、政府の59兆

円の道路中期計画の内容と、10年間徴収し続け

る現行制度による59兆円の内容とは、積み上げ

方式になっていないがために整合性はなく、ま

だ閣議決定もされていないものであります。

そのような中で、一時混乱しかけた国会であ

りますが、現在、「つなぎ法案」を衆参両院議

長のあっせんで受け入れ、正常化したわけです

から、国会審議のあり方も、当然あっせんに即

したものになっていくと考えられます。あっせ

ん内容は、「徹底審議の後、年度内に一定の結

論を得ること」「税法について各党間で合意が

得られたものは立法府で修正する」となってお

り、修正協議を認めたものとの解釈が成立しま

す。

また、一般財源化については、「弾力性のあ

る地方重視の使い方の方向性は正しい」と、麻

生会長は一定の評価をされ、東国原知事は、

「地方への配分方法や結果が不明で賛成できな

い」と述べたと報じられています。

また、３点目は、道路整備の決定システムの

公平性や透明化の必要性は議論されたが、今後

求めていく道路決定システム等については議論

が進まなかったとも聞きます。

要約すると、以上の状況だったと思います

が、知事は討論を終えて、また本県での衆議院

の公聴会を終えて、今後の方向と問題点をどの

ように認識されたか伺います。

この問題は質問者席からの質問を予定してお

りますので、次に進みます。

次は、２年目の知事の政治姿勢を伺います。

１月23日で知事就任２年目となることから、

マスコミ各社は特集を組み、知事のこの１年の

活躍を評価し、２年目の課題を探っています。

また、知事自身も、宮崎県ブームや知事人気を

定番・定着化させなければならないとの認識の

もと、スピード感のある行動や県民目線での政

策づくりに取り組んでいただくことを、私ども

も期待するところであります。

そこで、今後の姿勢を幾つかお尋ねします。

第１に、現在、地方は税源移譲など権限や財源

の自由を国に求めないといけない。全国知事会

などを通じて、国へ政策提言や意見を述べるこ

とを期待している人も多いようです。そこで、

政治面での中央への発言強化とリーダー的な指

導力や調整役を期待する声があります。第２

に、トップセールスについての基本姿勢と今後

の取り組み等について伺います。第３に、県職

員の意識改革については、知事自身がどのよう

なことや政策を考えているか。「聞く前に知

れ」という格言もありますが、やはり知事のや

りたいこと、職員への信頼、そのための対話と

いったものが必要かと思います。第４に、知事

の考え方を率直に表明するツールとしてのブロ

グは尊重されていいが、論者や報道への攻撃的
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発言は節度があってしかるべきとの意見もあり

ます。以上、４点について知事に伺います。

東国原県政にとって初の通年予算となる2008

年度当初予算案の一般会計は5,590億円余で、７

年連続減の大変厳しいものとなっております。

今回の予算編成で収支不足は中期財政見通しよ

り増加し、財政調整基金の枯渇が心配されてお

りますが、その主たる原因と次年度以降の見通

しを知事に伺います。

また、歳入面で県税収入が前年度比４％減と

減少幅が大きく、不安材料となっていますが、

減収予測をいま一度御説明願うと同時に、ほか

にも不安材料があるのか伺います。

歳出面では、公債費、扶助費の増加が大きい

負担となっていますが、人件費支出の減少18億

円余に助けられる形となっています。昨年は逆

に、退職者増等が圧迫要因でありました。そこ

で、人員や給与ベース、退職者等の面から見た

増減理由を御説明願います。

次に移ります。政府の地域活性化統合本部

は、昨年11月末に「地方再生戦略」を決定し、

山村振興や集落維持が困難な限界集落対策等に

真剣に取り組むことを宣言しています。我が国

では、1970年に過疎法が施行され、幾度かの見

直しや継続が行われて、35年間で76兆円の事業

が続行されてきました。しかし、1999年からの

７年間を見るだけでも、191の集落が消えてきた

と言われています。本県においても、映画にま

でなった西都市の寒川を初め、昨年末の県の調

査でも、県平均の高齢化率30％以上の集落が800

集落、全体の65％もあり、高齢化進展の実態が

明らかになっています。そして、農作業や冠婚

葬祭など集落機能が維持困難な集落が93集落も

あり、我々県議会も、数次にわたり特別委員会

を設置して調整や議論を重ねてきましたが、現

実には、「過疎は過疎を呼ぶ」と言われるよう

に、時間を経るごとに深刻化する今日でありま

す。先般の特別委員会には知事も出席され、対

策室の設置等、前向きの方針が示され、期待も

大きいのでありますが、これまで県でも２兆円

以上の過疎対策事業が行われ、それなりの効果

があったと思いますが、疑問視する声も聞こえ

ます。そこで、知事の現状認識と新年度の取り

組み等を伺います。

次は、植栽未済地をなくす問題です。

木材価格の下落に端を発し、コストバランス

から発生し始めた植栽未済地ですが、今や植林

や下刈り等の労力を持たない世帯が多く、これ

はまた、田畑では耕作放棄地となっています。

今回、県の新規事業に計上されている植栽未済

地造林緊急特別対策事業１億6,100万円では、最

高の補助事業―45万円のコストを国、県で35

万円補助する等―でありますが、後継者がな

く、将来の意欲を失った世帯では、この事業に

さえ食指が動かない例もあります。一方、これ

らは地域雇用の創出になりますが、同じ集落に

それだけの労働力がなければ、他の地域から派

遣することにもなります。11月末の西米良村の

黒木村長と宮大農学部山本准教授の対談でも、

これらの問題の難解さが推測できます。黒木村

長は、地方自治体だけで対応できない部分は国

や県の支援を求めておられますし、山本准教授

も、「年金と農業の収入で最低限の生活を送る

保障を考えるとともに、特徴ある地場産業の振

興や他産業との連携を進める支援策も必要」と

述べておられます。植栽未済地対策について、

市町村や森林組合との連携も含めて、計画と見

通しを環境森林部長に伺います。

次に、少子化対策について伺います。

総務省が昨年の「こどもの日」にちなんで発
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表した推計人口は、昨年４月１日時点で、15歳

未満の子供の数が前年より―延岡市が１つ消

えるほどの―14万人も少ない1,738万人となっ

ています。子供の人口は26年連続の減少で、統

計上確認できる1920年以降の最低記録を更新し

たと言えます。一方、一定時点でとらえる合計

特殊出生率が、2006年は６年ぶりに1.32と、対

前年比0.06の上昇であったことが明らかになっ

ていますが、解説では、「明るいニュースだ

が、出生率の上昇傾向が今後も続くのかどう

か。むしろ、多少上がっても少子化や人口減少

の流れはとまらないのでは」との厚生労働省幹

部の発言も紹介されていますし、要は、子供を

産む年齢層の女性人口が減り続けていることが

主因との指摘にもうなずけます。

本県の新年度での少子化対策は、こども医療

圏プロジェクト推進事業や、子育て支援乳幼児

医療費助成事業、地域の絆で子育て支援事業、

みやざき新たな出会い応援事業等の新規事業が

盛り込まれ、意欲はうかがえますが、これまで

の国や市町村事業との関連も十分に吟味しての

少子化対策であろうと考えます。モデル事業は

別として、予算面でも大きな精力を注ごうとし

ている、こども医療圏プロジェクト推進事業と

乳幼児医療費助成事業について、その意義と期

待される効果を知事に伺います。

次は、企業誘致と雇用拡大について伺いま

す。

九州経済調査協会は、この２月16日に、「地

域浮沈の分水嶺―拡大する地域格差と九州経

済」と題する2008年版九州経済白書を発表して

います。この中で白書は、「企業の設備投資が

北部九州に集中し、域内でも格差が拡大してい

る」と指摘しています。投資が集中する福岡、

佐賀、大分、熊本の４県と他県では、有効求人

倍率に明確な格差が出ており、長崎、鹿児島、

宮崎の３県から、昨年、域内他県に流出した人

口は1970年代以降で最多となり、九州域内の格

差が大きくなっています。また、2002年以降の

景気拡大の中で、九州でも輸出や設備投資が牽

引する形で経済が成長したが、一方で、非正規

社員の増加などで賃金水準を抑制し、個人消費

は伸び悩んでいると言われております。内容

は、今後の５年間を「九州の浮沈を決する分水

嶺」と位置づけ、20年周期で増減すると言われ

る工場の新規立地がピークを迎える2010年まで

に、どれだけの工場誘致等基礎産業を育成でき

るかがかぎになると指摘しています。そこで質

問しますが、知事のマニフェスト、企業誘致100

社、１万人雇用構想を、いよいよ新年度から推

進していくことになりますが、前述の白書の指

摘の2010年を境目とする厳しい条件設定や見方

もあります。本県としては、余り結果を急ぐべ

きではないとの意見もある一方で、何としてで

も、知事を先頭に一丸となって企業誘致と雇用

拡大に前進していかなければならないと思うの

であります。知事の新年度にかける決意を伺い

ます。

次は、観光振興について伺います。

昨年11月13日の西日本新聞で、「九州観光を

台湾へ売り込め！」との見出しの記事が紹介さ

れています。これは、11月12日に台北市のホテ

ルで、台湾観光協会と九州観光推進機構の間で

「観光交流と友好提携に関する協定書」が調印

されております。この中で田中会長は、「日台

の新航空協定で宮崎―台北間の定期便開設が認

められ、台湾からの九州観光は、よりバラエ

ティーに富んだ日程が組めるようになる。関係

機関が協力して受け入れ体制を強化したい」

と、あいさつされました。その後、台湾の旅行
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会社などを対象に、九州観光の説明会や商談会

を開催し、温泉やテーマパークなどの九州観光

の魅力をＰＲしたと言われています。宮崎―台

北間の定期便開設に伴う本県としての準備はど

のように行っているか、伺います。また、レン

タカー周遊のコース等に、本県を通過するルー

トが入っていないようですが、宮崎に入る仕組

みを本県としてどのように考えているのか、商

工観光労働部長に伺います。

本県の官製談合事件から昨年末で約１年、そ

して、ことし１月末で新知事誕生から丸１年が

経過しましたが、何といっても一番の改革は、

入札制度の改革であります。これまで１億円以

上の工事で実施していた一般競争入札を、昨年

４月から4,000万円以上に拡大し、さらに10月か

らは1,000万円以上になり、本年１月から250万

円以上に広げられ、ほぼすべての工事が一般競

争入札となりました。また、昨年７月には、業

者同士が事前に顔を合わせられないよう、電子

入札を３カ月繰り上げて導入しています。改革

の一つの区切りを迎えたと言ってもよいのであ

りますが、今日までの経過とこの間の反省、今

後に残された改善点を知事はどのように認識し

ているのか、伺います。

次は、知事のイラスト管理の問題でありま

す。

知事は今月18日の記者会見で、イラスト管理

について、当面は現状のまま使用できるように

する方針を示し、一方で、秘書広報課に19日か

ら、悪質な使用例については通報を受け付ける

窓口を設置するということであります。現在ま

での問題提起を踏まえて、一歩前進したかと思

うのでありますが、現状、約500社と言われるイ

ラスト使用者に直接、情報発信ができるシステ

ムができないのか、疑問であります。それは、

県が関与するのではなく、民間や商店街等で

やっているように、使用者みずからの代表を選

んで運営委員会を立ち上げて、県や知事が直接

関係しない形でも管理できると思うのでありま

すが、今回の意見の中にはそのような提言は

あったのか、また現在の県の窓口は置きながら

併用することは問題があるのか、総合政策本部

長に伺います。

これに関連して、県選管によると、「公職選

挙法上、選挙前に候補者をイメージさせる図画

の配布は事前運動の禁止に抵触する」との意見

があります。これは、候補者が次の選挙に立つ

意思を表明したときと解釈されているようです

が、直前まで表明しなかったときは、通常の場

合いつからと解釈されるのか。その際、イラス

トの新たな分は中止できるとしても、既に店頭

に並べてある商品等の扱いはどうなるのか、選

挙管理委員長に伺います。

次に、県内で唯一、骨髄の採取を行っていた

県立宮崎病院が、血液内科医の転出により骨髄

採取を取りやめざるを得なくなったと聞きま

す。九州・山口の各県では、骨髄採取できる医

療機関は福岡県で８カ所あるほか、長崎、大

分、鹿児島は２カ所あり、他県では１カ所ずつ

確保されています。全国でも骨髄の採取ができ

ない都道府県は、岐阜県と本県のみだという状

態です。県病院によると、骨髄採取に当たって

いた２人の血液内科医のうち採取歴10数年の医

師が、昨年８月に東京都の病院に転出した。そ

の後任の医師は経験が浅く、残った１人も採取

歴３年で、トラブル対応が困難として採取を取

りやめているということであります。骨髄採取

の実情は、ドナーから短時間に約１リットルの

骨髄をとるため、血圧や肝臓機能の低下、アレ

ルギー反応などに対応する必要があると言われ
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ています。財団が全国でドナー登録者に提供を

打診したのは、2006年に２万件あったが、移植

が実現したのは949件。約3,000人が時間など都

合がつかないと断られています。このままだ

と、登録はふえても、提供者は減るのではない

かと危惧します。財団は、骨髄移植にはドナー

が提供しやすい環境を整えるべきで、各地域に

採取拠点が必要だと訴えています。そこで伺い

ますが、本県における年度ごとのドナー登録者

の提供状況と、今後の医師確保の見通しと対応

を、福祉保健部長並びに病院局長に伺います。

次に、都道府県がん診療連携拠点病院の指定

についてであります。

昨年夏に、「がん対策推進基本計画」が閣議

決定され、我が国におけるがん対策の推進が図

られることとなったところでありますが、本県

では、都道府県がん診療連携拠点病院は未指定

でありました。このような中、今年１月17日に

開催された第４回がん診療連携拠点病院の指定

に関する検討会の承認を経て、２月８日付で宮

崎大学医学部附属病院が都道府県がん診療連携

拠点病院の指定を受け、また、本県ほか11県が

指定を受けたと聞いております。がん拠点病院

は、年間の手術件数が4,000件を超える拠点病院

もあれば、120件から140件程度の手術回数の病

院もあり、そのレベルの格差は大きいと言われ

ておりますが、何とか本県も、がん対策のスタ

ート台に立った感があります。

がん対策を進める上でさまざまな課題があり

ますが、中でもがん登録は、がん対策の計画立

案や評価を行う上で重要であると考えます。優

良県の例としては、特に福井県があり、医師会

の働きかけがあって、1980年代後半に体制整備

ができ、がん患者を診る可能性がある70病院と

約450の診療所のすべてが県に患者情報を提供で

きるシステムを確立しています。１月の調査で

は、病院の半分以上が登録に協力する自治体

は、千葉、大阪、佐賀など10府県にとどまって

いると言われ、登録率について80％以上と回答

したのは、福井、大阪等７府県と言われていま

す。欧米では登録率が95％と言われますが、全

国では40～80％台とばらつきがあるようです。

そこで、総合的ながん対策を行うために、がん

診療連携拠点病院の今後の役割と課題につい

て、福祉保健部長に伺います。

次に進みます。県は昨年11月19日に、自殺防

止に取り組む県自殺対策推進本部を立ち上げま

した。県内の自殺者は、2006年が361人で交通事

故者の約４倍、この数値は人口10万人当た

り31.5人と、全国５番目に高い数値を示してい

ます。また、西諸地区に次いで都城市も９団体

が対策協議会を立ち上げるなど、活動が見えて

きました。そこで、これまで積み上げてきた自

殺防止の取り組み経過と、2008年度に計画され

ている事業の内容等を、福祉保健部長に伺いま

す。

次に、最低賃金、通称最賃の引き上げを図る

最低賃金法改正案が、昨年11月28日に参議院本

会議で可決・成立しております。成立を受け、

舛添厚生労働大臣は、「ワーキングプアの解消

に向け、一つの手段となる。有効に使いたい」

と胸を張っております。改正の目玉は、働いて

も生活保護以下の収入しか得られない「ワーキ

ングプア（働く貧困層）」をなくすなど、労働

政策上から都道府県ごとに毎年度改定されてい

ます。厚労省の試算では、2005年ベースで、東

京、神奈川など11都道府県で逆転現象があり、

今回も新年度以降、逆転の解消に向けた作業が

求められます。特に今回の場合、格差問題が社

会問題化したこと等もあって、政府は昨年の春
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から、労使代表を集めた円卓会議を創設し、渋

る使用者代表を官邸が説得する形で、最賃の中

長期的な引き上げを目指してきました。実際に

今年度の改定は、政府の後押しで例年の約３倍

の平均時給14円アップが実現しましたが、既に

和歌山県の経済団体連合が地元の労働局長に異

例の異議申し立てをするなど、地方を中心に経

済界の反発が強いと言われてきました。そこ

で、本県の最終的な改定額と経営側の受け入れ

状況、さらには、今回同時に改正のあった労働

契約法の改定等の影響で、労働環境は改善され

つつあると判断してよいか、商工観光労働部長

に伺います。

次に、農業分野の活性化策について伺いま

す。

新年度予算の農業分野の活性化策は、特に大

きなものが見当たらない気がするのであります

が、知事就任１周年の特集を見ると、やはり全

県的には農業を元気にしてほしいという期待の

声があふれていると思います。１つには、トッ

プセールス。昨年は、マンゴー、地鶏、宮崎牛

は脚光を浴びましたが、ことしの方向性を知事

にお尋ねしたいと思います。２つには、2006年

の農業出荷額は3,210億円で、全国５位となった

わけでありますが、個々の農家を見ると、きゅ

うきゅうとして、豊かな農家が少ないと思いま

す。消費地から遠く、価格の変動等もあり、や

むを得ない面もありますが、少なくとも生活に

は困らない、後継者の絶えない農林漁業を目指

す方策を高めていきたいものであります。３つ

には、長期的視野に立った物流体制の確立が望

まれますし、４つには、適地適作と言われる、

その地域に合った作物の量産定着が必要かと考

えます。以上、問題点の指摘にとどめますが、

今後の本県農業に期待するもの、さらには知事

の今後の農業にかける重点施策を伺います。

次に、教育長に伺います。今月15日には、文

科省は小中学校の学習指導要領の改訂案を公表

し、授業時間を30年ぶりに増加させることを公

表しました。数年で破綻したゆとり教育と批判

され、いわゆる「ゆとり教育」の原点が問われ

るとともに、学力向上の方向に大きくかじが切

られつつあります。

一方、昨年は４月に、43年ぶりに全国一斉学

力テストが復活し、10月末にその結果が文科省

から公表されました。本県は大変立派な成績で

あったと聞いておりますが、平均点の都道府県

順位などが注目を集めましたけれども、テスト

の結果自体については、「応用力に問題があ

る」といった程度の報道でありました。また、

ごく最近の指摘として、学力テストの結果はか

なり評価されたが、大学受験の結果から見る

と、大きな問題があるのではないかとの指摘が

なされております。これより先、12月に公表さ

れた経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）による2006

年生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ）の社会の

反応はもっと大きいものがあったと思われま

す。前回、2003年ＰＩＳＡの結果と比較する

と、数学的な応用力が６位から10位へ、科学的

な応用力が２位から６位へ、読解力が14位か

ら15位へと、すべての分野で日本の子供の順位

が下がったことを、マスコミは大きく取り上げ

ました。

そのような中で発表された今回の授業内容の

改訂案の発表でありますが、小学校の2011年

度、中学校の2012年度の完全実施方針のもと

に、2009年度から算数・数学や理科の一部や道

徳などの先行実施が打ち出されております。ま

た、県内の小学校でも、2011年度の英語必修化

に向けた動きとして、英語学習をふやすなどの
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対応も具体化していると聞きます。先進国に先

駆けて、自分で課題を見つけ、みずから学び、

みずから行動し、問題を解消するという「生き

る力」の育成がなぜ実現できなかったのかと、

疑問が投げかけられています。今、教育界とし

ては「質の教育」、つまり、ゆとり教育や総合

学習などの時間が後退して、知識や技能重視の

「量の教育」へと進むことに残念な気もいたし

ます。そこで、教育長にお尋ねしますが、前述

のような環境を踏まえて新年度から推進すると

思われる教育現場に対して、どのように指導さ

れようとしているのか伺います。

次は、いじめ対策であります。

2006年度に全国の国公私立の小・中・高が認

知したいじめの件数は計12万4,898件だったこと

が、昨年11月に文部科学省の問題行動調査の結

果として発表されました。一昨年、いじめ自殺

が相次ぎ、被害者の気持ちを重視する形に、い

じめの定義を拡大したことと、国立、私立の学

校も調査対象に加えたため、前年度２万143件

の6.2倍にふえたということであります。本県に

おいても、県教育委員会が470の公立小・中・高

校を対象に調査し、2005年度に確認されたいじ

めの件数は49件でしたが、2006年度は13.5倍

の664件だったことが明らかにされています。定

義が、一方的、継続的などの条件を削除したこ

とによるものとの県教育委員会の説明でありま

す。

認知された件数の多寡だけで議論するわけで

はありませんが、1994年に愛知県西尾市の大河

内清輝君（当時13歳）の自殺が社会に注目され

ると、文科省は解釈を拡大。2003年の中教審答

申に象徴される「５年間でいじめ半減」との数

減らし主義の弊害が指摘されております。文科

省の幹部が、「実態把握は大事だが、一たん数

字を出せば、それを減らすことが目的化し、い

じめ隠しにつながる」と、踏み込んだ発言をし

ています。また、小・中・高校生の2005年度の

全国の自殺者103人から、2006年度には171人と

増加しております。長野県で長男・優作君（当

時13歳）を1997年に自殺で失った前島章良氏

（53歳）は、現在、県教育委員会のこどもの権

利支援幹の職にあり、「国が一律に成果を求め

るような施策は、この問題にそぐわない。加害

者と向き合い、なぜいじめるのか、どうしてい

けないのかを徹底的に考えさせる現場の努力で

壁を越えていくしかない」と述べておられ、

きょうもいじめ対策の最前線に立っているとレ

ポートされています。

そこで、教育長は本県のいじめの実態をどの

ように把握し、現場の先生方と対策を立てて取

り組んでいるか伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

道路特定財源に関する今後の方向と問題点に

ついてであります。本県は道路の整備が著しく

立ちおくれており、産業、観光、救急医療、災

害対策等のためにも、計画的に道路整備を推進

する必要があります。このため現段階では、暫

定税率を延長し、安定的かつ継続的な財源を確

保することが、現実的で、かつ確実な方法であ

ると考えております。また、一般財源化につき

ましては、自動車ユーザー、地方に負担が重い

という税の不公平や、道路整備の進んでいる地

域との教育、福祉などの新たな地域間格差の懸

念、地方への配分など制度が見えない点を考え

ると、現状では認められるものではないと考え

ております。なお、道路整備に当たっては、そ
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の優先順位や財源の配分など、公平・透明な基

準づくりが必要であると考えております。

続きまして、中央への発言強化等についてで

ありますが、真の地方自治を確立していくため

には、地方がみずからのしっかりとした考えを

持って、国と対等の立場で意見を交わしていく

ことが大変重要であると考えております。この

ため私は、「ふるさと納税制度」や地方交付税

の算定における「地方再生対策費」の創設な

ど、都市と地方の格差の是正、さらには、今回

の道路特定財源制度をめぐる問題に関し、いわ

ば地方の代表という形で、さまざまな場面で意

見を述べさせていただいたところでございま

す。私は、今後とも地方分権改革を初め、地方

の活性化等に関連する諸問題について、全国知

事会などにおいて、各県の知事さんと活発に議

論をするとともに、国等に対して積極的に意見

を述べ、また政策提言をしてまいりたいと考え

ております。

続きまして、トップセールスについての基本

姿勢と今後の取り組みについてであります。私

自身が県産品の販路拡大や企業誘致、観光誘致

等の先頭に立って取り組む、いわゆるトップセ

ールスは、県の熱意なり、姿勢なりを相手方に

直接インパクトをもって伝えることができるな

ど大変効果的であることから、知事としての重

要な役割であると認識しております。このよう

なことから、知事就任以来、県内外で開催され

る物産展やイベント、企業誘致セミナーなどに

できる限り足を運ぶとともに、テレビ出演等の

際にも宮崎の特産品や観光地のＰＲを行うな

ど、さまざまな機会を活用してセールス活動を

行ってまいりました。この１年で、県産品の売

り上げや観光客の増加につながるなど、一定の

成果を上げることに寄与できたのではないかと

考えております。今後とも、県内の農林水産、

観光、経済など、さまざまな分野の関係者の皆

さんとも十分連携を図るとともに、来年度、新

たに設置する「みやざきアピール課」を中心

に、トップセールスを含め、宮崎をより効率的

・効果的にＰＲしてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、職員の意識改革についてであり

ます。国、地方ともに厳しさを増す財政状況や

地域間競争の激化の中で、宮崎県がオンリーワ

ンの存在感のある自治体となるためには、これ

までにない切り口で宮崎を見詰め直し、本県の

本来の魅力や可能性を引き出す県づくりが重要

であると考えております。このためには、私と

職員が目指すべき目標を共有し、同じ方向を向

いて力を合わせるとともに、私が、「無から有

を生む」という視点で始めた県庁ツアーのよう

に、職員一人一人が、前例にとらわれない柔軟

な発想で、スピード感を持って果敢に挑戦して

いく意識改革が必要であります。このような考

えから、職員と直接語らい、私の思いを伝える

「ランチミーティング」や、部局長に目標を設

定させる「部局マニフェスト」を実施するとと

もに、職員の政策提案やアイデアを掘り起こす

「職員提案制度」など、さまざまな取り組みを

進めているところであります。今後とも、こう

した取り組みをさらに充実しながら、職員と一

丸となって、新しい宮崎の創造に向けた取り組

みを推し進めてまいりたいと考えております。

続きまして、私のブログについてでありま

す。私は、私の考えやスケジュール、私的な事

柄などを、ブログという手段を用いて日記風に

つづっております。自分の言葉でざっくばらん

に書きあらわすことで、読まれる方々に県政や

知事というもの、さらには政治一般について関
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心を持っていただけたらと思っております。ブ

ログの中では、私が報道等で見聞きした意見に

対して、私なりの意見を掲載することがありま

すが、これについては、私は、インターネット

を通して健全な意見交換を行っているという認

識でおります。

続きまして、基金が減少している理由につい

てであります。財政改革推進計画策定時の中期

見通しでは、平成20年度当初予算編成時におい

て264億円の収支不足額を見込んでおりました

が、平成19年度の地方財政対策の影響や、平

成20年度の県税及び地方消費税が減となったこ

となどにより、収支不足額は386億円まで拡大い

たしました。このため、さらなる事務事業見直

し等により、最終的な収支不足額を286億円まで

圧縮したところでありますが、財源調整のため

の基金残高は、平成19年度末での見込み額497億

円から20年度末には213億円と、大きく減少する

見込みとなっております。今後の見通しにつき

ましては、地方法人特別譲与税の創設により、

地域間の税収の偏在が一定程度是正されること

により、多少の歳入の増加も期待できるもの

の、三位一体の改革等により大きく減額となっ

た地方交付税の削減額には遠く及ばないため、

引き続き厳しい財政状況が続くことが見込まれ

ることから、今後とも財政改革を着実に推進し

てまいります。

続きまして、歳入の状況についてでありま

す。県税収入については、平成20年度当初予算

では962億円と、対前年度比約40億円、4.0％の

減となっており、また地方消費税清算金は約206

億円と、対前年度比約９億円､4.2％の減となっ

ております。これは、企業からの聞き取りなど

により、企業収益の減少や消費の後退などが見

込まれたため、法人二税を約16億円の減、地方

消費税を約11億円の減、軽油引取税を約７億円

の減などと見込んだものであります。また、本

県の最大の歳入財源であります地方交付税につ

きましても、基本方針2006に沿って引き続き抑

制される見込みでありますことから、その確保

については予断を許さないものと考えておりま

す。

続きまして、人件費の状況についてでありま

す。人件費につきましては、平成20年度当初予

算で1,623億円余と、対前年度比約18億円、1.1

％の減となっております。この約18億円の内訳

につきましては、行財政改革大綱2007に基づく

一般職の職員数193人の削減や、給与構造改革に

よる給与の見直し等を行い、一般職の給与の平

均額が約682万2,000円と、対前年度比4,000円の

減となりました結果、職員給与が約14億円の減

となり、また退職者数の減に伴う退職手当の減

が約４億円となっております。

続きまして、中山間地域についてでありま

す。これまで中山間地域の振興につきまして

は、交通基盤や生活環境の整備、産業の振興等

を初め国土保全の観点から、中山間地域の多面

的機能を維持させるという政策などにも取り組

んできたところであります。しかしながら、依

然として人口減少に歯どめがかからず、最近で

は、維持存続が危ぶまれる集落、いわゆる限界

集落が見受けられるなど、中山間地域は大変深

刻な状況にあるものと認識いたしており、その

対策の難しさを痛感しております。中山間地域

の衰退は、本県全体の衰退につながるものであ

り、その活力再生を図ることが喫緊の課題であ

るととらえ、中山間地域の振興や植栽未済地の

解消を平成20年度重点施策の筆頭に掲げるとと

もに、新たに「中山間・地域対策室」を設置

し、住民や市町村などとも十分に連携を図りな
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がら、その実態を踏まえた短期的、中長期的施

策を総合的に展開してまいりたいと考えており

ます。

続きまして、こども医療圏プロジェクト推進

事業及び乳幼児医療費助成事業についてであり

ます。私は、平成20年度当初予算の編成に当た

り、「子育て・医療対策」を重点施策の一つと

して掲げ、各種施策の拡充を図ったところであ

ります。まず、こども医療圏プロジェクト推進

事業についてですが、安心して子供を生み育て

るためには、小児救急を初めとする小児医療体

制の確保を図ることが不可欠であります。この

ため本事業では、県内を新たに３つのこども医

療圏に再編し、各圏域において拠点となる医療

機関の機能充実を図るとともに、絶対数が不足

している小児科医の確保を図るため、即戦力と

なる専門研修医への研修資金の貸与等を行うこ

ととしております。

次に、乳幼児医療費助成事業についてです

が、財政状況が厳しい中ではありますが、子育

て支援を強力に進めるためにも、この事業の拡

充はぜひとも実現したいと考え、入院外の助成

対象年齢を、これまでの３歳未満から小学校入

学前までに拡大することとしたものでありま

す。これにより、子育て家庭の負担軽減が図ら

れるとともに、宮崎の次代を担う子供たちが健

やかに育つことのできる環境づくりが図られる

ものと考えております。

続きまして、企業誘致に対する私の決意につ

いてであります。私は、本年を、宮崎再生に向

けた正念場の年と位置づけており、中でも、産

業の振興や雇用の確保を図る上で即効性の高い

企業誘致につきましては、これまで以上に重点

的に取り組んでいきたいと考えております。こ

のため、新たに「企業立地推進局」を設置し、

推進体制の強化を図るとともに、企業での豊富

な経験を有する「企業誘致専門員」を東京や名

古屋等に配置し、誘致活動の一層の充実に努め

ることとしております。さらに、私が先頭に

立った誘致活動に引き続き積極的に取り組み、

一件でも多くの企業立地を実現してまいりたい

と考えております。

続きまして、入札制度改革についてでありま

す。本県では、私のマニフェストに基づき、県

議会や民間有識者及び県民の方々の御意見や御

提言も踏まえ、昨年３月に「入札・契約制度改

革に関する実施方針」を策定し、より公正・透

明で競争性の高い入札・契約制度を確立するた

めに、一般競争入札の拡大など抜本的な改革

に、着実に取り組んでいるところであります。

また、並行して改革の検証も随時行い、昨年10

月には、建設産業の健全な発展を図り、良質な

社会資本の整備を進める観点から、最低制限価

格の見直しも行ったところであります。しかし

ながら、建設投資が大幅に減少し、増加が見込

めない状況にあっては、技術と経営にすぐれた

業者が伸びていける環境づくりが不可欠である

と考えており、今後、価格と技術提案等を評価

する総合評価落札方式をさらに拡充することが

必要であると考えております。具体的には、18

年度から試行しております総合評価落札方式に

ついて、評価項目の見直しを行い、対象事業を

大幅にふやすとともに、新たに地域企業育成型

を導入し、地域に根差し、技術力や地域貢献度

の高い業者が受注しやすい環境を整備してまい

りたいと考えております。今後とも、関係団体

等を含め、幅広く意見を伺いながら、よりよい

入札・契約制度の構築に向けて取り組んでまい

ります。

続きまして、本県農業の活性化についてであ
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ります。本県の基幹産業である農業は、地域経

済への波及効果が大きく、南那珂地域のスイー

トピーや、西都地域から始まった完熟マンゴー

など、地域の特色を生かしながら、活力を持っ

て展開することが本県の活性化につながるもの

と確信しております。また、私が就任以来トッ

プセールスしてきた品目以外にも、全国展開で

きる可能性を秘めた品目を有しており、ことし

は、完熟キンカンやズッキーニを初めとする特

徴ある品目のＰＲに力を入れていきたいと考え

ております。このように、本県農業には、本県

経済の牽引役として発展することを期待してお

りまして、そのためには、多様な担い手が、消

費者ニーズに即した安全・安心な農産物を安定

的に生産し、効率的に供給することが重要であ

ります。このため県では、新年度予算において

も、農業分野の活性化策を重要な施策と位置づ

け、「担い手づくり」として、耕作放棄地の解

消を通じた農業法人の育成や他産業からの農業

参入の支援、「産地づくり」として、山間地域

農業の活性化や地球温暖化、飼料価格高騰な

ど、新たな課題への対応、さらには、寒暖の差

を生かした花卉や茶を初めとする特徴ある品目

の産地化、本県農産物の安全・安心の確立に重

点的に取り組むこととしております。これらの

取り組みを通して、本県の基幹産業である農業

のさらなる振興に努めてまいりたいと考えてお

ります。〔降壇〕

○総合政策本部長（村社秀継君）〔登壇〕 お

答えいたします。

知事イラストに関する意見募集の結果につい

てであります。いただいた御意見の中には、議

員の御質問にもありましたように、イラスト使

用企業が自主的な運営組織を設置し、イラスト

を管理してはどうかといった御意見もございま

した。知事イラストにつきましては、いろいろ

取り扱いが想定されましたけれども、県が何ら

かの形でイラストを管理することは根本的な問

題があることから、選択しないとしたところで

あります。御質問の件につきましては、イラス

ト使用企業の皆様において判断されるべきもの

というふうに考えております。県としまして

は、法令違反や不適切なイラストの使われ方の

情報を入手した場合、抗議などの措置を的確に

行っていくため、連絡窓口を設置したところで

ありまして、県ホームページなど各種の広報媒

体を通じて、その周知に努めているところであ

ります。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、本県における骨髄提供状況についてで

あります。本県におけるドナー登録活動は、み

やざき骨髄バンク推進連絡会議などの御協力も

あり、昨年10月に本県の目標2,525人を達成した

ところであります。また、全国においても、本

年１月に目標の30万人を達成いたしました。こ

うした中で、県内のドナー登録者による過去３

年間の骨髄提供状況は、平成16年度４件、17年

度９件、18年度５件でございました。

次に、がん診療連携拠点病院についてであり

ます。本県のがん診療連携拠点病院について

は、従来の４つの地域がん診療連携拠点病院に

加えて、今回新たに、宮崎大学医学部附属病院

が２月８日付で都道府県がん診療連携拠点病院

として指定されたところでございます。がん診

療連携拠点病院は、専門的ながん医療の提供

や、院内がん登録の実施、地域の医療機関との

連携及び医療従事者に対する研修、相談支援セ

ンターにおける患者等の支援など、地域のがん

診療の連携の拠点としての役割を担っておりま
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す。このような中、本県においては、がん対策

の評価などに不可欠ながん登録の推進や、がん

患者が安心して在宅療養できる緩和ケア体制の

整備、また県民に対するがん情報発信の充実な

どが求められております。今後は、現在策定中

の宮崎県がん対策推進計画に沿って、がん診療

連携拠点病院を中心とした総合的ながん対策を

推進してまいりたいと考えております。

最後に、自殺対策についてであります。自殺

対策につきましては、平成18年度に、県内の医

療、労働などの専門家から成る自殺対策協議会

を設置するとともに、自殺死亡率の高い西諸県

地域において、市町村や地域団体等と連携しな

がら、住民向け講演会等の普及啓発活動や、健

康診断にうつ病の調査項目を取り入れるなど、

早期発見・早期治療につながる予防対策を実施

してきているところであります。また、今年度

は、９月の自殺予防週間に合わせ、自殺に関す

るシンポジウムや自死遺族パネル展を開催する

など、自殺防止に関する普及啓発を行うととも

に、民間団体が行う自殺相談専用電話の24時間

体制構築に向けた支援を行ってきたところであ

ります。自殺対策については、身近な地域で適

時適切な支援を行うとともに、自殺についての

正しい理解の浸透や、相談窓口の整備等を実施

することが緊急な課題であると認識しておりま

す。このため昨年11月、庁内に知事を本部長と

する「自殺対策推進本部」を立ち上げたところ

であり、来年度につきましては、自殺対策に関

連する市町村、民間を含めたすべての関係機関

と連携しながら、自殺防止のための行動計画の

策定や普及啓発、自殺未遂者や遺族に対する支

援等に積極的に取り組み、自殺者数の減少を図

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

植栽未済地対策についてであります。植栽未

済地対策につきましては、既存の植栽未済地の

解消と、新たな発生の抑制を柱として進めるこ

ととしております。まず、解消につきまして

は、１つ目に、市町村のあっせんにより林業公

社が森林所有者から施業を受託し、有利な国の

補助事業を活用して行う再造林、２つ目に、森

林環境税を活用した広葉樹の造林、３つ目に、

分収林制度を活用した再造林、４つ目に、造林

に適していない森林の天然林への誘導などの対

策によりまして、３年間でゼロにすることを目

指しております。次に、新たな発生の抑制につ

きましては、現行の森林整備事業の補助率のか

さ上げを行い、森林所有者の負担軽減を図っ

て、伐採後の速やかな再造林を推進することと

しております。また、植栽未済地対策は、適正

な伐採や植栽に対する指導の強化が欠かせない

ことから、市町村や森林組合など、関係者が一

体となって推進してまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、宮崎―台北間の定期便開設に伴う取り

組みについてであります。本年６月から宮崎―

台北間に定期便が就航することになりますの

で、台湾からの誘客対策につきましては、従来

からのチャーター便を活用した団体周遊型観光

に加え、個人の観光客をターゲットとした取り

組みを進める必要があると考えております。こ

のため、県といたしましては、これまでもゴル

フやスキーなど、宮崎ならではの魅力を生かし

た観光プランの提案や、エージェントセールス

等を積極的に行っているところでありますが、
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来年度はさらに、旅行会社と連携した重点キャ

ンペーンなども実施することとしております。

また、本県は南九州で唯一、台湾との定期路線

を有することとなりますので、南九州各県や九

州観光推進機構とも連携を図りながら、キーパ

ーソン招聘や周遊ルートの開発等を行っており

まして、来月には旅行商品説明会を宮崎におい

て開催するなど、一層の誘客に取り組むことと

いたしております。さらに、レンタカーを活用

した周遊につきましては、台湾からの観光客ニ

ーズを踏まえながら、旅行会社等への働きかけ

を行ってまいりたいと考えております。

次に、最低賃金についてでありますが、本県

の地域別最低賃金額は、昨年10月に611円か

ら619円に引き上げられております。また、最低

賃金の経営側の個々の企業の受け入れ状況につ

きましては、現在、県内の各労働基準監督署に

おいて、履行確保のための監督指導を実施中で

あると聞いております。

最後に、労働契約法の制定等による労働環境

改善への影響についてであります。昨年の通常

国会におきまして、労働契約法案を初め、パー

トタイム労働法や最低賃金法の改正法案など、

労働関係の６つの重要法案が提出され、労働基

準法の改正法案を除くすべてが可決・成立いた

しております。これらの法律は、いずれも労働

条件の改善等を目的とするものでありますの

で、これらの法律が施行されることによりまし

て、労働環境の改善が図られるものと期待をい

たしております。以上であります。〔降壇〕

○病院局長（植木英範君）〔登壇〕 お答えい

たします。

県立病院における骨髄採取に関するお尋ねで

ございます。本県の県立病院におきましては、

県立宮崎病院が非血縁者間の骨髄採取認定施設

となっておりまして、採取実績は、平成18年度

が７件、平成19年度が２件となっております。

しかしながら、先ほど御指摘のありましたとお

り、専門医の転出により平成19年12月以降、骨

髄採取が困難な状態となりましたために、全力

を挙げて専門医の確保に努めてまいりましたと

ころ、幸いこの４月から、１名の専門医を確保

できる見通しが立ったところでございます。今

後は、この専門医が赴任した後、骨髄採取に関

して、現在の医療スタッフとの技術的な協議を

行いますとともに、ほかの外来・入院の患者さ

んとの調整なども踏まえました上で、骨髄採取

の実施体制の整備に努めてまいりたいと考えて

おります。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

学習指導要領の改訂についてであります。新

しい学習指導要領案では、基礎的・基本的な知

識・技能の確実な定着とこれらを活用する力、

豊かな人間性や、健康・体力など生きる力の育

成が基本理念として継承されております。県教

育委員会といたしましては、このような新しい

学習指導要領の趣旨の周知のために説明会を開

催するとともに、小学校の外国語活動など新し

い学習内容に関する研修会の実施や、移行のた

めの手だてをまとめた指導資料の作成等を行い

まして、市町村教育委員会と連携をしながら、

教師一人一人に十分な理解が得られますよう、

各学校に対して積極的に指導を行ってまいりま

す。

次に、いじめについでであります。本県で

は、平成18年度におきまして、公立学校で664件

のいじめが認知をされていますが、いじめは、

どの学校にも、どのクラスにも、どの子供にも

起こり得るものであり、そういった危機意識を
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持って対応することが極めて大切であると認識

をいたしております。各学校におきましては、

悩み調査や教育相談等を実施しているほか、生

活ノート等の日記や子供同士の会話などでの小

さなサインを見逃さずに、いじめの早期発見・

早期対応に努めるとともに、医師や助産師等を

講師として招きまして、命の大切さを考えさせ

る講演会を開催いたしております。県教育委員

会といたしましては、スクールカウンセラー等

を学校へ配置し、教育相談体制の充実を図ると

ともに、教職員のカウンセリングの技術に係る

研修を実施するなど、積極的な対応を図ってま

いりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○選挙管理委員長（若友慶二君）〔登壇〕 お

答えいたします。

知事のイラストの関連についてであります

が、公職選挙法で禁止されている、いわゆる事

前運動に当たるかどうかにつきましては、時期

だけでなく、その行為をだれが行ったのか、ま

た、その意図、内容、場所、数量など各般の状

況を総合的に見て判断されることになります。

その場合、純粋な商行為を意図して行われるイ

ラストの使用につきましては、公職選挙法の規

制の対象外になっております。なお、イラスト

の使用が商行為に名をかりて、売名等を意図し

て行われると認められた場合には、時期のいか

んを問わず、公職選挙法に抵触することになる

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○権藤梅義議員 最後の選管の話は、余り私も

理解ができなくて、与件が多くてあれでした

が、予定しておりましたように、時間の範囲内

で質問を続けさせていただきます。まず、道路

特定財源の問題であります。

私どもは、２月12日に宮崎市内で、党の事務

局長の尾立参議院議員を招きまして、この問題

の勉強会を開いております。私どもの主張がす

べて正しいとは思っておりませんが、国民世論

は、１月の共同通信の調査では72.2％と、暫定

税率延長には反対の世論が大勢を占めていまし

た。衆参両院議長の「つなぎ法案」のあっせん

調整後も、57.1％が反対を表明しています。こ

れは、もちろん地域差のあることは十分承知し

ております。また、日経新聞の調査データもあ

りますが、これも暫定税率反対が50％以上で、

一番高い項目であります。こちらのほうが共同

通信より数値が低く出ておりますので、さらに

関連づけていきますと、支持政党別では、自民

党支持層が43％、民主党支持層で58％が反対を

しております。逆に、「このまま上乗せを続

け、道路整備に使う」という意見は、自民支持

層で16％、民主党支持層で４％となっていま

す。また、一般財源化については、自民支持層

の58.2％、民主支持層の60.1％が賛成し、反対

は、自民支持層の34.4％、民主支持層の37.2％

となっております。これは共同通信で、日経の

ほうが調査データが少ないということで共同通

信としております。そして、過去の国会審議で

は、この議論は１週間程度で衆議院を通過して

いましたが、民主党が参議院で過半数を占めた

ことで、この議論に歯どめがかかって、国民の

ガソリン税引き下げに期待する声が高まってい

ると報じているマスコミもあります。そこで、

これらの暫定税率や一般財源化に対する世論

を、知事はどのように判断されているか伺いま

す。

○知事（東国原英夫君） 世論調査でございま

すが、共同通信という会社にどれぐらいの信憑

性があるのか、真実性があるのか、信用度があ
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るのか、それはよくわかりませんが、共同通信

の取材姿勢について、私はいささかの疑問を

持っているところでございます。共同通信の調

査では、暫定税率の延長について、反対が１月

の中旬には72％、２月の中旬には57.1％と、15

ポイントほど減っておりますね。逆に、賛成

が10ポイントほどふえております。３月に至っ

ては、直近のデータはどうなのかというのが、

ちょっとわからないところでございます。ま

た、共同通信の世論調査は全国の調査ですね。

世代間とか、職業間とか、車のユーザーである

とかないとかということは、緻密な調査データ

は出ておりません。

全国というよりも、我々は宮崎県ですから、

宮崎のアンケート調査というのを―客観的に

分析しろということでございますので―ＭＲ

Ｔが２月１日に調査結果を出しておりますね。

県内では、ＵＭＫは30人対象、地元宮日新聞は

出しておりません。ＭＲＴのアンケートも、ニ

ュース番組の中で、ＭＲＴを視聴されている

方、つまり見ていらっしゃる方の中から、電話

やファクスあるいはメール等で調査をしたとい

うことでございます。メディアというのはすべ

て真実を報道するかどうか、私も甚だ疑問なの

でございます。これまで私も個人的には、あり

もしないこと、あるいは信憑性の低いことを、

さも事実のように書かれた過去もございます。

権藤議員がそういう経験がおありになるか、民

主党さんがどうかわかりませんけれども、そう

いった事実も前提にしながら分析させていただ

きます。ＭＲＴのアンケートは、百歩譲って、

これが公正、公明正大に行われたとして、地域

別の割合を見ますと―県央、県西、県北、県

南と分かれておりますが―「ガソリン値下げ

に賛成である」というのは、県央と県西で「ガ

ソリン値下げのほうが、どちらかというと道路

整備より賛成である」と。逆に、「ガソリン値

下げよりも道路を整備してほしい」は、県北、

県南は上回っております。この調査結果を見て

も、県内では地域によって意見が分かれている

ということが読み取れるんじゃないかと思って

おります。

私も、ガソリンが下がって、かつ道路が安定

的に維持・確保できれば、あるいは整備できれ

ば、それにこしたことはないと思っておるんで

すが、そういうウルトラＣは、ちょっと現状で

は難しいんじゃないかと。暫定税率が廃止され

ますと、御案内のように118億円減収が見込ま

れ、予算編成上も、県民生活の福祉の向上に対

しても、非常に支障を来すことになるんじゃな

いかということが予想されます。もちろん私

は、国交省算定のＢバイＣに対して、全面的に

支持させていただいているわけではございませ

ん。これまでの34年間の道路整備の客観的な算

定基準、あるいは道路をつくる優先順位、必要

度、重要度の度合いというのも非常に疑問視さ

れている部分もありますが、今回は道路特定財

源の法案を３月いっぱいに通していただいて、

その後に政府・与党、野党で十分な修正あるい

は協議をしていただきたいというのを、客観的

に国交省にも申し上げているところでございま

す。以上です。

○権藤梅義議員 私は、知事は世論調査の結果

というものをもっと重く受けとめるべきではな

いかという意見を持っておりますし、今持った

ところであります。先ほど述べた数値の中には

―これはもちろん全国でありますが―中期

道路計画の矛盾とか、これまでのたび重なる無

駄遣いとか、さらには２年延長が５年になり、

さらに今回は何で10年なのかということがある
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んじゃないかというふうにも思います。一部言

われましたが、最近の原油の値上がりや景気の

陰り、こういうものが、下げてもらいたいとい

うことにつながっているのかなと、私も思いま

す。ただ、最近は福田総理でさえ、毎年毎年見

直す気持ちでやらなければいけないというふう

に言っておられるわけであります。知事職とい

うのは、失礼ながら、115万県民の大統領的な存

在であります。さらにまた、知事が今日までの

人気や政治力を持って力をつけてこられた背景

には、世論の支えがあったというふうに私は考

えております。したがって、もっと世論調査の

結果を分析すること等、客観的な立場で議論を

重ねることが、賛成している県民の期待にこた

えることになるのではないか、そういうふうに

思っております。もちろん、私も東九州道と横

断道延岡線の実現ということは望むわけであり

ますが、当初予想しておったより多く答えてい

ただいたから、今のことで御意見、あるいは

もっと重く見るべきじゃないかという点につい

て、何か感じられる点があれば御発言いただけ

ればと思います。

○知事（東国原英夫君） ですから、私は、世

論の調査結果を軽視しているということではな

いのです。このＭＲＴさんの地元の調査が緻密

ではないということを申し上げている。もう

ちょっと職業別、年齢別、あるいは自動車ユー

ザーか、そうではないのかといったこと等々も

含めて調査はなされるべきではないかというの

が一つです。そして、百歩譲って、これを分析

するとして、先ほど言った地域、県央・県西と

県北・県南は真っ二つに分かれているというよ

うな調査結果が読み取れるということは申し上

げました。世論を、宮崎県の県民の皆様の御意

見を決して軽視しているということではござい

ません。宮崎県にとって何がベストなのか、何

がいいのかということを―先ほども申し上げ

ましたように、ガソリンを下げて道路をつくっ

ていただくことが、宮崎県にとっては最大、理

想的なことなんです。それがなかなか現実的で

はないので、ここのところは暫定税率は維持し

ていただいて、道路特定財源の一般財源化とい

うのも、もうちょっと時間をかけて、国レベル

で議論をしていただきたいということを要求し

ているわけです。民主党さんでも県北の市議会

の方たちは、道路特定財源維持ということを賛

成されておりますね。そういったことに対して

客観的な分析はどうなんでしょうか。

○権藤梅義議員 私は、２つの道路ができるこ

とについて、民主党案でできるというふうに信

じておるということなんです。

次に、私は２月20日に宮崎市で行われた衆議

院の地方公聴会に出席をいたしました。出席さ

れた３人の方が主に道路特定財源について述べ

られました。延岡市長と商工会議所会頭は、県

北経済の振興と高速道路の必要性を強調されま

した。いま一人の熊本県のトラック協会の会長

は、九州の運送業の実態を語られた後に、「前

代未聞の厳しい経営環境の中で、与野党は百か

ゼロかではなく、歩み寄った議論をしてほし

い。５円でも10円でも下げられる分は値下げし

てもらい、九州横断道延岡線もちゃんとつくっ

てほしい」、こういう発言をされました。私

も、当初の一かゼロかということじゃなくて、

議長裁定後には歩み寄りか修正をお互いに出し

合うのかなという期待も、一部持っておりま

す。

それから、暫定税率に関して延岡市の男性が

投稿されておりますが、「暫定税率を廃止する

と、道路をつくる財源がなくなって、道路がつ
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くれなくなるように聞こえてならない。本体の

税率は残るのだから、重要道路を特定して道路

行政を行えば、十分道路はつくれるのではない

か。そのほか、物価その他で税率を引き下げて

ほしい」というものであります。先ほど、引き

下げについては触れられましたので、質問とし

ては起こしません。

それから、これに関連して―知事はもちろ

ん御存じだと思いますが―清武から大分県境

までの127キロのうち、高速道路建設の手法は、

料金収入を前提とした有料道路方式（清武ジャ

ンクションから門川までの86キロ）、それか

ら、自動車専用道路から格上げするもの（延岡

南道路から北川インターチェンジまでの24キ

ロ）、それから、新直轄（北川インターチェン

ジから大分県境までの17キロ）、こういう３つ

の方法でやろうとしております。有料道路方式

というのは、基本的には全国プールで、財源を

特定財源には求めていない、そういう解釈をい

たしますと、暫定税率がないと全く道路ができ

ないというのじゃなくて、127キロのうち86キロ

はこういったものでつくるので、できるのでは

ないかと考えております。もちろん全線開通の

ために、今の政府案でいきますと、特定財源か

ら財源を新直轄とかそういうところに持ってく

る、こういうことであります。非常に誇大して

暫定税率の議論がされておるような気がするも

のですから、その点について、知事はそういう

ふうに理解しておられるのだろうとは思います

が、改めて特定の25円の分との関係でどういう

―要するに、清武町から門川までは料金収入

でプールしていく、そういう財源だというふう

に考えておりますが、そういう表現がほとんど

使われていないんじゃないか、そういう気がす

るんですが、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 確かに東九州自動車

道の門川―西都間におきましては、ＮＥＸＣＯ

さんの借入金によって建設が予定されておりま

す。ですので、本線整備には暫定税率は直接関

係ないと思いますけれども、各インターチェン

ジのアクセスとか周りの道路というのは、道路

特定財源で整備されておるものですから、総合

的に考えたときに、道路特定財源の一般財源化

は非常に厳しいというような表現を使わせてい

ただくしかない。以上です。

○権藤梅義議員 それから、20日の公聴会の席

で、予算委員の側から、県北と熊本の道路は現

状でも相当に改善された旨の逆の意見を、投書

があったというようなことで紹介されました。

九州横断道延岡線の必要性について、「本当に

必要でしょうか」というような意見が出されま

した。私は、ちょっとぎくっとするというか、

だれがそういうことを言うのかなという気もい

たしました。こういった点でも、やはり道路整

備のビジョンづくりをする必要があると考えて

おるのであります。現状では、そういうビジョ

ンづくりのルールというのが、国幹会議とかあ

りますが、なかなか明確に運用されていないん

じゃないかと思います。特に九州横断道延岡線

について、現在行われておる世論形成といいま

すか、そういったこと等で十分なのだろうかと

思うんですが、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 延岡線の必要度の世

論形成と申されても、その横断道路に対する世

論調査というのは、今のところメディアから出

てきておりません。ですので、沿線上の自治体

の方々、住民の方々、それは、総決起大会とか

そういった数々の会におきまして、住民の声は

延岡線が必要だということになっていると、私

は認識しております。
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○権藤梅義議員 なかなか議論がかみ合わない

ところでありますが、昨日、民主党が発表し

た、参議院段階での修正協議を含めた「道路政

策大綱」というものがありますが、これには、

特定財源廃止の法案、暫定税率期限切れ法案、

地方の財源確保のための法案が提出されること

になったようであります。一昨日からの議論

で、この場でその中身を審議したり、いろいろ

議論するのは、国政のことを持ち込むなという

ような意見もありますが、私も、責任論からし

てもなじまないというふうに思います。私ども

としては、参議院での協議を見守りたいという

ことしか言えないわけでありますが、東九州自

動車道も九州横断道延岡線も建設すべきと、私

どもは考えておるわけであります。今後の課題

としては、道路建設のための国幹会議のあり方

や道路建設の責任の明確化を国に求めるところ

であります。そういった意見を付しまして、本

席での道路特定財源の議論には、これで終止符

を打たせていただきます。

一部答弁もいただきましたが、県内建設業者

の苦境は、ダブルパンチという言葉以上のもの

があるわけであります。県土整備部長にお伺い

しますが、昨日からありましたけれども、一

部、逆転現象といいますか、指名があったけれ

ども、総合評価方式でいくと逆転するといった

ことがあるわけであります。そしてまた、その

件数が非常に多いわけでありますが、私どもと

しては、素人目にはそれでうまくいくのかなと

いう心配があります。この制度の欠点も、

ちょっと時間がかかり過ぎるとかいったことが

ありますが、この制度を運用していく以外には

ないのだろうと。この問題を解決していくため

には、総合評価方式を導入する以外にないのだ

ろうと思いますけれども、この問題のマイナス

点や、今後工夫していく点、そういったこと等

についてお答えをいただきたいと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 総合評価落札

方式についてのお尋ねでございますけれども、

この方式におきましては、価格以外の要素でご

ざいます企業の技術力や地域社会貢献度、配置

予定技術者の能力などを評価することから、公

平で客観的な評価が重要になってくると考えて

おります。そのため、入札公告時におきまして

は、評価項目や評価基準というものを公表する

ようにしております。そしてまた、発注機関

で、皆さんからいただきました御提案等の評価

を行い、部内職員で構成される総合評価検討部

会及び技術審査会において審議し、さらに、第

三者の学識経験者で構成される宮崎県総合評価

技術委員会の意見を聞くなど、複数段階での評

価を行って、できるだけ客観性を高めていると

ころでございます。また、その際は、公正性を

確保するため、企業名を伏せて評価を行うとと

もに、落札者決定後に各業者の入札価格や技術

評価点などの公表を行っているところでござい

ます。

次に、運用面でございますけれども、短期間

に評価が可能な特別簡易型の適用範囲の拡大と

か、落札候補者のみの入札参加資格を審査する

事後審査の導入によりまして、できるだけ手続

期間を短縮していこうということを、これから

行っていきたいと思っております。今後とも、

公平公正で客観性の高い評価を行うとともに、

事務手続の簡素化を初め、適正な運用に努めて

まいりたいと考えております。以上でございま

す。

○権藤梅義議員 続いて、県土整備部長に伺い

ますが、都城等では、くじ引きの件数が、こう

いったことで乗り移り過程で多くて困るという
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意見もあるようであります。また、受注した企

業が倒産して工事が施工できない、また契約し

たけれども、またできない、こういうこともあ

るようであります。こういった予防措置、ある

いは契約の破棄の実態を伺いたいと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） １点目でござ

いますけれども、落札者となる同価格の入札者

が複数ある場合、地方自治法施行令に基づき、

くじにより落札者を決定するということが定め

られておりまして、県土整備部においては、19

年度１月までに、建設工事で28件、建設関連業

務委託で21件発生しているところでございま

す。原因といたしましては、建設投資額の大幅

な減少や一般競争入札の拡大に伴い競争が激化

したことによりまして、最低制限価格と同額、

またはそれに近い価格でのくじが増加している

と考えております。今後は、技術と経営にすぐ

れた業者が伸びていける環境づくりを進める観

点から、先ほど申し上げましたけれども、価格

だけではなく技術提案等もあわせて評価し、落

札者を決定いたします総合評価落札方式を大幅

に拡充していきたいと考えております。

２点目の契約解除の状況でございます。県土

整備部の公共工事におきまして、相手方の債務

不履行により契約を解除した件数でございます

けれども、平成18年度は計９件で、うち倒産を

理由とするものが７件、平成19年度は計26件

で、うち倒産を理由とするものは25件となって

おります。ただいまの数字は２月26日現在のも

のでございます。県におきましては、工事代金

の４割を支払う前払い制度や出来高払いのほ

か、融資の担保として工事代金の債権譲渡や金

融機関への代理受領を認めるなど、建設業者の

資金確保に配慮しているところでございます。

しかしながら、やむを得ず工事途中に倒産に

至った場合には、供用開始時期がおくれるな

ど、県民の皆さんへのサービスの低下につなが

りますことから、日ごろから、受注業者の信用

情報の把握に努めているほか、現場管理を徹底

しているところでございます。また、倒産に

至った場合でございますけれども、速やかな契

約解除と再発注を行いまして、工期のおくれが

少しでも少なくなるよう努めてまいりたいと考

えております。以上でございます。

○権藤梅義議員 予定しておりました質問が十

分できませんでしたが、時間が参りましたの

で、これで終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○坂口博美議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

次の本会議は、３月３日午前10時開会、一般

質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時28分散会

平成20年２月29日(金)
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◎ 一般質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員45名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、14番髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕(拍手) 一般質問の

トップバッターを務めさせていただきます。

きょうは３月３日、ひな祭りであります。そ

して耳の日でもあります。ちなみにあしたは３

月４日、ミシンの日、サッシの日だそうです。

耳の日らしく、どうぞ私の質問に耳を傾けてい

ただきたいとお願いします。

早速、まず知事の政治姿勢についてお尋ねを

してまいります。

知事におかれましては、しがらみのない政治

を標榜され、この１年ひたむきに、そして一生

懸命県政運営をされてきたと思います。その知

事の政治姿勢が県民の共感を呼び、93％を超え

る高い支持率を生んでいると思います。しかし

ながら、最近の知事の言動を見ますと、宮崎１

区選出衆議院議員の後援会に出席されてのラブ

コール発言、道路特定財源問題では、政権与党

にすり寄っているとの批評が一部のメディアで

なされています。知事の政治姿勢、初心にぶれ

はないのでしょうか。しがらみのない県政運営

は貫かれているのか、お伺いをします。

次に、来年10月17日から４日間開催される

第22回全国スポーツ・レクリエーション祭につ

いてお伺いします。

全国レベルの大会はめったに開催されるもの

ではありません。大会の規模、参加者の年齢

層、さらにはどのような経済波及効果が期待で

きるのか、教育長に伺います。

後は質問者席から質問します。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

政治姿勢についてであります。私は、知事選

において、「しがらみのない県政の実現によ

り、宮崎を生まれ変わらせる」ということを県

民の皆様に強く訴えかけ、御支持をいただき、

知事に就任させていただきました。以来、私の

発言や行動というのは、すべては宮崎県の発展

のために、県民の皆様の幸せのため、その一点

に根差すものであり、「しがらみのない県政」

という私の初心には、一点の揺るぎもないもの

でございます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

全国スポーツ・レクリエーション祭の概要に

ついてであります。本祭典は、陸上競技や壮年

サッカーなどの一般的な種目のほか、グラウン

ドゴルフやソフトバレーボール、フォークダン

スなどの多様な種目を対象としまして、スポー

ツ・レクリエーションを楽しむことを目的に、

毎年開催されております全国規模の祭典であり

ます。本県では、平成21年10月に、県内８市８

町で24種目を開催することといたしておりま

す。４日間ではございますが、基本的には、年

齢性別を問わず参加できる種目別大会のほか、

シンポジウムや物産展なども予定をいたしてお

り、県内外から１日当たり約３万人の参加を見

込んでおります。本祭典の開催に当たりまして

平成20年３月３日(月)
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は、子供から高齢者まで、県民のスポーツ・レ

クリエーション参加へのきっかけづくりはもと

より、地域の活性化や本県の観光、県産品のＰ

Ｒなど、幅広い分野でその効果が高められるよ

う、今後努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。〔降壇〕

○髙橋 透議員 ありがとうございます。まず

は、知事に政治姿勢を続けて質問していきます

が、先週27日に、朝放映された民放番組をたま

たま見ていましたら、知事の道路特定財源に対

する政治姿勢、さまざまに批評がされていまし

た。知事に対して「ミスター道路」とか、「知

事は地方分権を標榜されているのに、道路に関

しては守旧派だ」というふうなことをコメント

されていたわけですが、このことに対して知

事、どのように感想をお持ちでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 幹線主要道路という

のは、国の責任のもとにやっていただかなけれ

ばいけないと。地方分権で、野党さんたちが

おっしゃっているように、地方に自由裁量権の

あるお金を上げますから、地方の首長さんの裁

量で決めてくださいというのは、非常に地域間

で高規格道路に対しての格差ができるんじゃな

いかと懸念しております。ですから、地方分権

という方針は変わらないんですけれども、道路

に関しては、国が責任を持ってやっていただき

たいと考えております。

○髙橋 透議員 この道路に関してはまた後ほ

ど触れさせていただきますが、せんだって私、

宮崎市内で飲食店に行きましたら、先ほども言

いましたけれども、知事の最近の行動に疑問が

あるというふうにおっしゃっていました。知事

には真ん中にいてほしい、だから一票を投じた

んだよということを、私におっしゃったんです

ね。たまたま今、知事は私から見て左端に座っ

ていらっしゃいますけれども、知事の政治姿

勢、今どのあたりになるんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 私は真ん中でござい

ますけれども……。

○髙橋 透議員 県民の方は、今まで宮崎県も

いろんなことがあって、知事に期待をしており

ます。ぜひ政治姿勢を貫いていただきたいと

思っております。

道路の関係で質問をさせていただきますが、

道路特定財源については、国、地方、賛否両論

あると思うのです。けさも新聞で、賛成か反対

かのパーセンテージが出ていました。細々申し

上げませんが、暫定税率廃止になれば、地方の

道路がまたおくれる。高速道路、また延びると

いうようなことが言われています。私は、今回

の暫定税率の問題、本当に道路が必要であるの

であれば、本則税率になぜ盛り込まれないのか

ということが不思議なんです。しかも、暫定

を10年というのはちょっと無理があるというふ

うに、道路特定財源を推進する方々も言ってい

らっしゃいますから、非常に疑問であります。

そしてまた、もう一つ不思議なのは、これま

で建設されてきた高速道路などの優先順位。特

に東九州自動車道がここまでおくれてきたとい

うことを、まず検証されるべきだというふうに

思っているんです。例えば、本州と四国を結ぶ

橋が３本かかっていますよね、いわゆる本四架

橋。平成11年５月に、総事業費が２兆8,700億円

で開通しております。そして、神奈川県川崎市

から東京湾を横断して千葉県木更津市へ至る高

速道路、これも平成10年、約１兆4,409億円を費

やして開通しているんですね。なぜ東九州自動

車道よりこの本四架橋とか東京湾のアクアライ

ンが優先されたのでしょうか。非常にこれは疑

問なんです。知事も、優先順位の決め方が不透

平成20年３月３日(月)
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明だとおっしゃっていましたが、いま一度、知

事の見解をお聞かせください。

○東国原英夫君 その優先順位につきまして

は、国幹会議も含めて、国・政府が決めてこら

れたと認識しておりますが、私が道路特定財源

を支持させていただいている理由は、御案内の

ように、政府にも、国交省にも、今後、その優

先順位の決め方、算定基準のあり方等、あるい

はむだを徹底的になくすということを、きちん

と国民に見える形でお示し願いたいということ

は、常日ごろから要望させていただいていると

ころでございます。

○髙橋 透議員 知事のおっしゃることはわか

るんですけれども、特にびっくりするのが東京

湾アクアライン、途中に「海ほたる」という人

工島をつくってトンネルと橋で15.1キロです

か、これを割ってみると１メートル１億円です

ね。100メートルで100億円、串間市の20年度の

一般会計予算は、たしか100億円に満たないと思

うんです。それぐらいのお金が費やされている

わけで、ちなみに調べてみたんです。西都―門

川間の59キロ、総事業費は1,910億円です。割っ

てみたら１メートル当たり323万円なんです。こ

ういう格差といいますか比較をして、何で東九

州自動車道がこんなにおくれたのかというとこ

ろを疑問に思ったところであります。

次に、道路特定財源の将来像についてお尋ね

をしていくわけですが、いろいろと一般財源化

が言われますが、私は、一足飛びに一般財源化

というのはちゅうちょするところなんです。と

いいますのも、知事もおっしゃいますが、真に

必要な高速道路、立ちおくれている公共交通の

整備がなされないおそれがあるということもあ

りますから、一足飛びの一般財源化はいかがな

ものかというのもあります。ただ、このまま10

年間、59兆円もかけて道路をつくり続けていい

のかというのは、いま一度立ちどまって考える

時期ではないかということを、私は申し上げた

いのでございます。特に今度の道路特定財源問

題をきっかけにしていろいろ言われておりま

す。税や財政の本質にかかわる問題ですから、

表面上のことではなくて、社会資本整備のあり

方、さらには抜本改革ですから、所得税とか法

人税、あるいは消費税にかかわってくるかもし

れません。その辺をひっくるめた税制の抜本改

正に及ぶものと考えております。そしてまた、

国も地方も財政は厳しいわけですが、医療とか

介護、あるいは少子化対策とか、いろんな需要

があります。そういう意味では、早い時期での

一般財源化が将来的に必要となってくると思い

ますが、知事の見解を求めます。

○東国原英夫君 一般財源化されたときの地方

への配分の方法というのが、いま一つ不透明で

あるということ。特定財源、特別会計から一般

財源化されて一般会計に入っても、これは国交

省から財務省への資源の単なる移源であって、

そこにまた不透明さというのはつきまとうので

はないかということ。道路特定財源というの

は、御案内のように、受益者負担という税の根

本原則があるということ。あるいは、道路特定

財源に関しては54年間払い続けてきた、あるい

は都市部より地方のほうが１世帯当たり多く

払っておりますので、それを払い続けてきた。

そして、ここで中止とかいうことになるといか

がなものかなといった、もろもろの要因がござ

いまして、道路特定財源の一般財源化というの

をちょっと疑問視しているところでございま

す。

○髙橋 透議員 知事がおっしゃっている意味

はわからんでもないんですが、私がもっと切り
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返していっていただきたいなというのは、ここ

までおくれたのだから、今回の道路特定財源の

問題、まずは地方の道路の建設道筋がしっかり

と明確にされる、それを担保にとってプッシュ

されたほうがいいというふうに、私は思うんで

すよね。私は、人がよ過ぎるなというふうに思

うんですよ。ぜひもっと、ここまで我慢させら

れたところをしっかり言った上で、今回の道路

特定財源、対応していただきたいなというふう

に思っています。

財源問題もいろいろとありますが、私は不公

平税制の関係もぜひ言わせていただきたいので

す。99年に定率減税がありました。恒久的減税

というふうにされたんですけれども、所得税が

最高20％、住民税が15％、しかし、06年で廃止

になりましたよね。ただこのときに、法人税の

税率と所得税の最高税率はもとに戻さなかった

んですよ。社民党は、この税率をもとに戻すこ

とによって30億円を超える財源が確保できるよ

ということを言っているんです。この辺にも手

をつけていただくような今回の道路特定財源、

そういう議論にしていただきたいということを

申し上げたいのであります。

皆さんに議場配付をさせてもらっている資料

がありますけれども、東九州自動車道、この裏

のほう、「税収激減の影響」というところで、

暫定税率が期限切れになると、赤い文字で「東

九州自動車道及び九州横断自動車道延岡線の全

線供用の見通しが全く立たず」ということで説

明書きがしてあります。先週、民主党の権藤議

員も質問されましたけれども、東九州自動車道

というのは、暫定税率が延長廃止になってもで

きるんですよね。これを県土整備部長にお尋ね

します。

○県土整備部長（野口宏一君） 東九州自動車

道につきましては、幾つかの方式で建設が進め

られておりまして、一つに新直轄方式というも

のがございます。これは、国土交通省が整備を

進めているものでございまして、国の道路特定

財源と地方負担金を財源としているところで、

これにつきましては、道路特定財源が関係して

まいるものでございます。

次に、もう一つは有料道路方式で、先ほどの

御質問の中にもありましたけれども、門川―西

都間につきましては、高速道路株式会社が整備

を進めておりまして、借入金を財源としている

ところでございます。そういうことで、この有

料道路方式の本線整備の区間につきましては、

暫定税率廃止の直接的な影響はないわけでござ

いますけれども、各インターチェンジへのアク

セス道路につきましては、道路特定財源で整備

されているということで、開通に当たって影響

があるものと考えております。以上でございま

す。

○髙橋 透議員 インターチェンジはいいんで

すよ。本体の高速道路ができるかどうかなんで

すよね。私は、「暫定税率が廃止になったら、

高速道路はまたできないんでしょう。また20年

もおくれるんですね」と直接言われました。こ

の文書は間違っていませんよ、確かに。全線供

用―つながらないということで、見通しが立

たないということはわかるんですよ。ただ、

ぱっとこれを見たときに、あ、また高速道路お

くれるんですねということになってしまうんで

すよ。そのことについてはどういう見解をお持

ちですか。野口部長、よろしくお願いします。

○県土整備部長（野口宏一君） 先ほど、各イ

ンターチェンジのアクセス道路は、道路特定財

源で整備されていると申し上げましたけれど

も、もう少し具体的に申し上げますれば、一般
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道路からインターチェンジにございます料金所

までの間は、高速道路のお金ではなくて、一般

道路のお金として整備されることになります。

したがいまして、道路特定財源を使いまして整

備されるものでございますので、それができな

いとなると出入りができなくなる、開通しても

効用がなくなるということから、影響があると

申し上げている次第でございます。

○髙橋 透議員 常任委員会でも何かいろいろ

と議論があったというふうに聞いているんです

よね。一部の意見というのが、道路がもう十分

に整備されているとか、道路整備は無駄な公共

事業だというのは、都会の一部の人というふう

に書かれているわけですけれども、しかし、こ

の問題は、少なく見積もっても、やっぱり賛否

両論あると思うんですよ。そういうところが、

新聞でもコメントされていますよ。「違った意

味にとられるのは反省しないといけない」とい

うことで、道路建設課がコメントしているんで

すけれども。コストの問題とか優先順位のつけ

方に、私は疑義を申しているわけで、県民多数

は、私を含めて高速道路を早くつくってほし

い、これは一緒なんですよ。ただ、暫定税率と

かその年数、一般財源化のいろんな議論があっ

ていいと思うんですよ。私は、公正公平な条件

のもとに、いろんな議論があってしかるべきだ

ということを申し上げておきたいと思います。

時間がありませんので次に移ります。知事

は、廃止になったら118億円の財源、いわゆる歳

入がなくなって、いろんな予算組み替えしなく

ちゃいけないということをおっしゃいました。

では、三位一体改革によって、３年で350億円減

額されましたね。これは大変なお金ですよ。交

付税というのは、道路予算だけじゃなくて、い

ろんな生活関連予算に関係してきますから、

こっちのほうがもっと大変なんです。何で県民

集会を、道路特定財源の暫定税率廃止反対と同

じような取り組みをなされないのでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御案内のように、地

方交付税交付金の削減というのは、本県にとっ

ては死活問題でございますから、これまでも県

内の六団体で構成する宮崎県自治体代表者会議

等において、地方交付税の税源保障機能の充実

強化の決議を行うなど、全国知事会とも連携し

ながら、国に強く要望してきているところでご

ざいます。

○髙橋 透議員 だから、私が申し上げたいの

は―それは首長とか地方議会の議長とか、肩

書きのついた偉い人たちが集まる集会はそれで

いいんですよ。ただ、末端の県民の人たちが問

題意識を持てる集会をやってほしいという意味

なんですよね。この前、県民集会をやられたで

しょう、暫定税率廃止の延長で。それぐらいの

意気込みで、どうですか、大淀川の河川敷あた

りに１万人ぐらい集めて……。私たちも集めま

す。今後そういう取り組みをやって、交付税の

総額の堅持、あるいはもとに戻せというような

運動をすべきだなというふうに私は思っており

ます。全国版の知事ですから、そのことを宮崎

でやれば、それがまた全国に広まっていって、

永田町を動かすということになると思いますか

ら、ぜひお願いをしたいと思います。道路問題

は、この辺でおしまいにしたいと思います。

次に、全国スポーツ・レクリエーション祭の

関係で教育長にお尋ねしますが、県内各地で開

催されるということで、日南市は男女混合綱引

きだそうです。北郷町でカローリング―これ

はカーリングを床の上でする競技らしいですが

―が開催されますが、３万人を超える参加者

らしいですから、受け入れ態勢あるいは準備の
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状況はどうなっているのか、教育長に答弁を求

めます。

○教育長（高山耕吉君） 全国スポーツ・レク

リエーション祭のこれまでの取り組み状況等に

ついてでありますが、昨年の７月に県準備委員

会を設置いたしまして、民間の協力もいただき

ながら、全庁挙げて準備を進めているところで

ございます。これまで、祭典基本計画の策定

や、スローガンやマスコットデザインの選定な

どを行いますとともに、ポスターを作成いたし

まして、県内外のＰＲ等に努めてきたところで

ございます。来年度は、県及び開催地市町に実

行委員会を設置し、県としましては、今後、各

市町村が主体的に取り組むことができますよ

う、積極的に支援を行いますとともに、関係団

体との連携をさらに強めながら、県民ボランテ

ィア等の募集も行い、知事を先頭に、県民挙げ

て準備体制の強化に努めてまいりたいと考えて

おります。以上です。

○髙橋 透議員 この大会については、例年開

催されているような色合いじゃいかんと思うん

ですよ。やっぱり、宮崎県としての特色を出す

べきだというふうに私は思っています。年齢層

もいろいろ幅広くて、経済波及効果もかなり期

待できるというふうに、私も今、教育長の説明

を聞いて思ったところであります。宮崎を売り

込む絶好の機会でありまして、過去にない特徴

を出すことが求められていると思います。開催

される意義、あるいは知事のこの大会に対する

意気込み、ぜひお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 全国スポーツ・レク

リエーション祭というのは、幅広い年齢層の方

々の参加を得まして、４日間にわたって開催さ

れる国内最大規模の生涯スポーツの祭典であり

ます。このような祭典を本県で開催できますこ

とは、スポーツ・レクリエーション活動の普及

はもとより、県民の健康づくりや生きがいづく

りにも大きく寄与するものであると考えており

ます。また、「スポーツランドみやざき」を推

進する本県の、全国に誇れる施設や温暖な気候

など、すぐれたスポーツ環境を全国にアピール

するとともに、観光資源とか特産品のＰＲによ

り、地域の活性化にも大きな効果が期待できる

と考えております。今後さらに、市町村や関係

団体との連携を強化して、万全の準備を図ると

ともに、「おもてなし日本一の宮崎」の心で、

本県の魅力を全国に発信していきたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 答弁にちょっと元気がないよ

うですが、ぜひ知事を先頭に、この大会を成功

させるために、これまでにない、来てよかった

というような最高の大会になるように、要望し

たいと思います。

次に移りたいと思います。子育て支援につい

てお尋ねをしていきます。

まず、私を初め議会でも幾度となく要望をし

てまいりましたが、乳幼児医療費の入院外の就

学前までの助成拡大が予算に盛り込まれまし

た。厳しい予算の中で優先順位をつけられた知

事の御英断に敬意を表するものでありますが、

もう一つ、この少子化対策で目玉があると私は

思っております。それは、ひとり親家庭医療費

助成事業であります。この事業は、とりわけ父

子家庭から要望が強かった事業でございます。

母子家庭には、御存じのように、児童扶養手当

があって、母子医療もあります。父子家庭にも

児童扶養手当とか医療費助成をという声が、同

じように強かったわけでありますが、今回、医

療費助成の実現をいただきました。本当に父子

家庭の方々は喜んでいらっしゃいます。この事
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業を予算化されるに当たっては、原課の職員を

初め御苦労があったと推察するところでありま

す。感謝申し上げます。そこで、この事業内容

でありますけれども、入院は現物給付、そして

入院外は償還払いになっています。私が思う

に、重複受診などのリスクを考慮されてのこと

なのでしょうか。福祉保健部長にお尋ねいたし

ます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 父子家庭を今

回新たに加えたわけでございますが、おっしゃ

るように、それと同時に、入院については、従

来の償還払いから現物給付に変更して、ひとり

親家庭への支援の充実を図ったところでありま

す。今回の現物給付化につきましては、特に入

院の場合に、一時的に多くの医療費を支払わな

ければならないということで、そのことについ

て配慮したところでございます。入院外につき

ましては、対象となる件数も多くて、県や市町

村の財政に与える影響も懸念されることから、

慎重に対処する必要があると考えております。

○髙橋 透議員 やっぱり子供さんをお持ちの

親御さんを考えると、いろんな手続に手間暇と

られて仕事を休んでとか出てくるんですね。市

町村財政とか県財政もわからんでもないのです

が、子供の重複受診というのは、あんまりあり

得ないと思うんですよ。そういう意味では、子

供の分だけでも入院外の現物給付にならないの

か。どうですか、部長。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今申し上げた

ように、財政的な影響も大きいということであ

りますが、子供でありますけれども、特に病気

にかかりやすい、お医者さんにかかりやすい小

学校入学前までの子供については、今回拡充い

たします乳幼児医療費助成事業で、現物給付の

対象とすることもできるわけでございます。

○髙橋 透議員 いろいろと子供を持つ親が働

きやすい環境をつくれるように、今後、努力、

検討を重ねていただきたいと思っております。

次に移ります。放課後子どもプラン推進事業

についてお尋ねをするわけであります。この事

業は、厚生労働省の放課後児童クラブと違っ

て、共働き家庭でなくてもいいということと、

すべての子供を対象にした文部科学省の補助事

業でありますが、19年度から実施されておりま

す。それぞれ教育と福祉が連携をするというこ

と、そして、すべての小学校区で放課後の子供

の安全で健やかな活動場所を確保するという基

本的な考え方が述べられています。そこで、市

町村でどのような連携が図られて、子供の居場

所が確保されてきたのか、事業の成果、あるい

は課題等があると思います。それぞれ教育長、

福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 放課後子ども

プランは、おっしゃるように、文科省の事業と

厚労省の放課後児童クラブを連携してやろうと

いうことでやっておるわけでございますが、放

課後児童クラブについて申し上げますと、現

在、22市町、197カ所で実施されておりまして、

登録児童数は約6,400名となっております。この

事業によりまして、保護者の仕事と子育ての両

立が容易になるとともに、子供たちにとりまし

ても、放課後の安全・安心な居場所が確保で

き、スポーツ・文化活動や地域住民との交流な

どを通して、児童の健全育成につながっている

と考えております。しかしながら、地域によっ

ては、まだ児童クラブの数が足りない状況であ

りますので、子育て支援対策のより一層の推進

を図る観点から、今後とも、児童クラブの設置

について市町村に働きかけてまいりたいと考え

ております。
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○教育長（高山耕吉君） 放課後子どもプラン

推進事業についての市町村での連携でございま

すが、この事業は、厚労省の放課後児童健全育

成事業と、文科省の放課後子ども教室推進事業

の２つの事業を連携して行うこととなっており

ます。実施市町村におきましては、両事業関係

者や行政、学校、地域住民等で構成される運営

委員会を設置いたしまして、安全管理や人材確

保の方策等について協議を重ねながら、事業の

充実を図っているところであります。また、小

学校区ごとにコーディネーターを配置いたしま

して、両事業の連携についての調整を行うな

ど、放課後対策事業の総合的な推進を図ってい

るところであります。

成果でありますが、本事業は本年度から始

まったばかりの事業でございます。各市町村に

おきましては、教育行政と福祉行政が連携いた

しまして、総合的な放課後対策への体制づくり

が進みつつあり、地域住民が積極的にこの事業

へ参加をいたしておりまして、地域ぐるみで子

供を育てるという機運が醸成されつつありま

す。また、保護者からは、「子供たちが生き生

きとした表情になって、居場所ができてよかっ

た」、また、「学年が違う友達ができた」、さ

らには、「言葉遣いや社会的ルールが身につい

た」などの声が聞かれまして、子供の安全で健

やかな活動の機会の拡大だけでなく、規範意識

の向上など幅広い成果が見られつつあります。

課題といたしましては、現時点では地域住民の

協力が不可欠でございまして、ボランティア等

の人材の確保とか養成が必要ではないかと考え

ております。以上でございます。

○髙橋 透議員 一部の都市部はそうでもない

と思うのですが、そうでないところは児童数が

どんどん減っています。もちろん過疎も拍車を

かけていますが、教室がかなりあいているわけ

ですね。そういう空き教室―いろいろと定義

があるらしいですけれども―余裕教室等の活

用はどう図られているのか、お尋ねいたしま

す。

○教育長（高山耕吉君） 学校施設の活用でご

ざいますけれども、放課後子ども教室では約６

割、放課後児童クラブでは約４割が、学校の余

裕教室や図書室、体育館等の学校施設を利用い

たしております。その中で宿題や読み聞かせ、

スポーツ、集団での遊びなどの諸活動が行われ

ている状況でございます。また、学校施設以外

では、住民の参加しやすさや施設の充実度など

の実情から、公民館や保育所、児童館等の施設

を活用しながら、同様の活動が行われている状

況であります。

○髙橋 透議員 教育と福祉の連携ということ

で、スタートして日が浅いから、まだいろいろ

と出てきませんでした。ただ、放課後児童クラ

ブは歴史があるわけで、いろいろと問題が率直

に出るのかなと思っておりましたけれども、

今、教育長が答弁されました放課後児童クラブ

の場合には、学校の余裕教室はまだ４割という

ことですね。４割にとどまっている理由という

のは何かあるんでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 放課後児童ク

ラブの場合は、地元の保育所を使うところも結

構多うございまして、先ほど申し上げた197のう

ち75は保育所を使ってやっているという状況で

あります。学校の空き教室を使うのが４割にと

どまっている理由というのは特にないと思いま

すが、そういった以前からのいきさつで、そう

いう状況になっているのだろうと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 福祉保健部長の答弁では、４
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割の理由は特にないということですが、おっ

しゃりにくいのかもしれません。教育委員会に

対してですね。私が聞くところによりますと、

いろいろと学校に福祉サイドでお願いに行きま

すと、なかなか貸してくださらないらしいんで

すよ。学校側としては、いろいろ管理がござい

ます。安全問題があります。そこで、だれが責

任を持つのかというところで議論になるらしい

んですよね。連携ということで今度スタートし

ているわけですから、その辺の垣根をしっかり

とっていただいて―児童クラブ、22市町と

おっしゃいましたよね。ですから、まだ設置の

ない自治体があるわけですから、そこのところ

をしっかり連携をとってやっていただきたいな

と思っています。大体、放課後児童クラブとい

うのは、子供の安全な居場所を確保すること

に、まずその目的があるわけでありますけれど

も、教育委員会の放課後子ども教室推進事業、

これは学習とかスポーツ、あるいは遊びといっ

た、幅広く対応できる事業ではないかと、私な

りに理解をするわけであります。したがいまし

て、将来は児童クラブというのは発展的に解消

されてもいいと私は思うんですよ。小学校に入

学した後は、教育委員会サイドで、放課後のい

ろんな子供の居場所、安全を含めて、提携じゃ

なく―教育長がどういう見解を持たれるかわ

かりませんが、東京の杉並区の和田中学校とい

うのが、学校を学習塾に開放してやられまし

て、ちょっと物議を醸しておりますけれども。

例えば、東京なんかの塾がいっぱいあるところ

で何でという疑問が起こりましたよね。私もそ

う思います。私の住んでいる酒谷なんて塾がな

いんですよね。こういうところにこういう発想

があるのは、私なるほどと思うんですが、もし

学校が塾を活用するということになったら、宮

崎県教育委員会としてはどうコメントされます

か。

○教育長（高山耕吉君） 大変難しい問題でご

ざいますけれども、今の御質問につきまして

は、今後十分、研究検討を進めてまいりたいと

考えております。

○髙橋 透議員 私は、塾は余り肯定をするほ

うじゃないんで、積極的に推進するつもりはあ

りませんが、ただ、塾というふうに限らずに、

学力向上、いわゆる放課後の過ごし方として、

遊びもしたい、スポーツもしたい、いろんな子

供がいるわけですから、学力向上対策としての

放課後の過ごし方を、今までの児童クラブを活

用しながらやるのも一つの案だと思うんです

よ。それには、やっぱり教育委員会がしっかり

主導権を握ってやっていただくことが、うまく

連携していくのかなということを申し上げて、

この問題は終わりにしたいと思います。

次に、少子化対策の一つの柱でもあります医

療問題、特に小児医療についてお尋ねをしてい

くわけです。今、策定中の医療計画を見てみま

すと、小児医療は、現在は県北、県央、県西、

県南の４医療圏にまたがっておりますが、この

計画では、県北、県央、県西の３医療圏に再編

されることとなっております。つまり、県南の

子供が小児医療で入院治療が必要な場合は、宮

崎市とか都城市へ行くことになります。なぜ２

次医療圏における小児医療が３医療圏に再編さ

れるのか、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県の小児医

療につきましては、小児科医の絶対数の不足等

により大変厳しい状況になっておりまして、勤

務医の就労環境の改善あるいは若手医師の育成

確保が不可欠となっております。こうした限ら

れた医療資源の中で、夜間の小児救急など県民
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が安心できる小児医療提供体制を構築するため

には、従来の医療圏を超えた広域での体制を整

備せざるを得ない状況となっております。この

ため、地域の医療機関や小児科医の状況等も勘

案しながら、大学や県医師会、市町村の代表者

などで組織する県地域医療対策協議会で協議検

討を行い、３つのこども医療圏を設定したとこ

ろであります。今後、各圏域の主要な医療機関

について、拠点病院としての機能充実を図り、

小児救急医療の充実を目指してまいりたいと考

えております。

○髙橋 透議員 現在は、県立日南病院におい

て、県南の方々、小児医療における入院が可能

なわけでありますが、４月からどうなるので

しょうか。病院局長、お答えください。

○病院局長（植木英範君） 医師の確保につき

ましての御質問ですが、４月以降も、現在いる

小児科の医師２名が勤務をいたします。それ

で、今後のことについての不安があるのだろう

というふうに考えますが、医師確保につきまし

ては、私どもは従来から鋭意努力をしていると

ころでありますけれども、日南の小児科医につ

きましては、実はつい先日も九州管内の関係の

大学医局に、私と病院長とで医師派遣の要請に

伺ったところであります。今後とも、精いっぱ

い取り組んでまいる所存でございます。

○髙橋 透議員 当面なのか、１年後はどうな

るかわからないというような、今の答弁を聞い

ていて、ちょっと不安に思うところであります

が、医師の絶対数が少ない、限られているとい

うこともあって、いろいろと苦労されているこ

とはわかります。ぜひ努力いただいて、１年後

も引き続き入院ができるように、よろしくお願

いしたいと思います。

次に、特定健診についてお尋ねしていきたい

と思います。今年４月から、40歳から74歳の成

人を対象に特定健康診査が始まります。特定健

康診査導入の目的は、予防重視による医療費削

減にあります。この目的を達成するため、受診

率を向上させ、メタボリックシンドロームと判

定された方にしっかりと保健指導を行うことと

なっています。しかし、これまで行われてきま

した、本県における基本健診の受診率は、こと

しの２月１日現在で38.9％となっています。国

が定めた目標値、24年度に70％、市町村国保

は65％ですが、非常に厳しい、ハードルの高い

ものと思われます。福祉保健部長の見解を求め

ます。

○福祉保健部長（宮本 尊君）現在、市町村国

保では、平成20年度から24年度までの５年間の

受診率等を段階的に引き上げていき、最終的に

目標値をクリアすべく、特定健康診査等実施計

画の策定や具体的な健診実施体制の整備に、鋭

意取り組んでいるところであります。おっしゃ

るとおり、大変高い目標ではありますが、県と

しましては、県民の健康維持のために、24年度

における目標値が達成できるよう、市町村に対

し必要な指導助言を行ってまいりたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 議場配付資料を見ていただき

たいと思うのですが、老人保健事業の基本健康

診査、一番下が県の平均で38.9％、先ほど申し

たとおりであります。県内非常にばらつきがあ

るんですよね。市町村名は言わなくても、5.9％

という受診率の町もあるんですよね。市に至っ

ては9.5％、こういうところが一気に65とかの目

標値になるかというのは、24年度が目標だとは

言っても、非常に厳しいと思うんです。そし

て、問題なのは―問題というか心配するの

は、腹囲、腹の回りで男は85センチ以上です

平成20年３月３日(月)



- 188 -

平成20年３月３日(月)

か、女性の場合は90センチ以上ということで、

保健指導の対象としておりますが、自己判断を

される方がいらっしゃると思うんですよ。例え

ば私、自分で言うのはあれですが、一見スマー

トに見えるらしいんですが、実は私、68キロぐ

らいあるんですよ。最近太っちゃって70キロ近

くあります。総コレステロールが少し高いんで

す。ですから、中身を調べてみないとわからな

いという方は結構いらっしゃるんですよね。そ

ういう自己判断で受診をしない。私は問題意識

を持っていますから受診しますよ。そういう方

々の指導とかいろいろあると思うんです。受診

率を向上させるためにどのように取り組むの

か、もう一度、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 特定健康診査

の受診率の向上についてでありますけれども、

生活習慣病を未然に防止できるように、県民の

方々が「自分の健康は自分で守る」という健康

管理についての意識を強く持っていただくこと

が、非常に重要であると考えております。この

ために、住民が進んで健診を受けられるよう、

テレビ、新聞等を通じた広報・ＰＲや、市町村

による地区別の事前説明会等により、制度の周

知に努めているところであります。また、市町

村では、巡回型の地域別集団健診や個別医療機

関健診、さらには休日における健診など、従来

の基本健診以上に受診しやすくなるように、き

め細かな対応を計画しているところであり、

県、市町村、関係機関等が一体となって、受診

率の向上に努めてまいりたいと存じます。

○髙橋 透議員 今回の特定健診の関係で問題

なのは、もう一つ、保険者へのペナルティーが

ありますよね。いわゆる健診の受診率、あるい

は保健指導の実施率とか、メタボリックの減少

率によって、後期高齢者医療制度への支援金の

加算・減額の対象となるということでございま

す。もともと受診率の低い国保ですから、先ほ

ど言いましたハードルの高い目標値に達成しな

きゃペナルティーを受けるわけですよね。もと

もと厳しい国保財政をますます悪化させるん

じゃないでしょうかね。そういうところを懸念

しますが、福祉保健部長、その辺の見解はいか

がでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県としては、

国保財政の安定的な運営を図るためにも、すべ

ての市町村が目標値を達成して、後期高齢者支

援金の加算措置を受けることのないように、引

き続き県民への普及啓発など、必要な支援を

行ってまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 団塊の世代がやめていきます

から、国保に加入しますよ。非正規社員はふえ

ますから、また国保がふえます。分母は大きく

なりますよね。だから、この受診率を上げるた

めの環境は非常に悪いと思いますから、心して

かかっていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。

次に、食の安全・安心についてお尋ねしてい

きます。私は、学校給食の食材についてお尋ね

をしていくわけですが、給食の地産地消の割合

は、先週の質問でありました。６割が地産地消

のようですが、あとの４割はどうなっているの

でしょうか。教育長、お答えください。

○教育長（高山耕吉君） カロリーベースで６

割が本県でやっていますけれども、あとの４割

につきましては、国内と国外に分かれておりま

す。国内が１割、国外が３割というふうになっ

ております。以上です。

○髙橋 透議員 本県の学校給食は、中国から

の冷凍食品、加工食品は入ってないということ

で安堵したわけでありますけれども、ただ、よ
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く調査してみますと、国外からの冷凍野菜と

か、結構入っているみたいですよね。国内でと

れない野菜とか、その時期にないものを学校給

食に使っているようです。そして、けさの新聞

にも出ていました。給食センターほど冷凍食品

を使っている割合が高いという記事であります

が、例えば、国内でつくる加工食品について

も、中身の原材料は輸入物というのがあります

よね。そういう検査とか安全というのはどのよ

うに担保されるんでしょうか。どのように検査

されているんでしょうか、教育長。

○教育長（高山耕吉君） 食材についてでござ

いますが、一般家庭で利用されている食材同

様、輸入時の検疫や輸入業者の自主検査に加え

まして、都道府県等によりサンプリング検査が

実施されているところであります。県教育委員

会といたしましては、市町村教育委員会に対し

まして、引き続き、食材納入時や調理作業中の

点検、洗浄、さらには、給食前の検食を徹底い

たしますなど、安全性に万全を期すように周知

を図っておるところでございます。

○髙橋 透議員 加工食品もいろいろあると言

いました。中身が、原材料が輸入物とか、そう

いう残留農薬等のチェックというのは可能なの

でしょうか。福祉保健部長、専門的見地からぜ

ひ答弁ください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 加工食品に使

われる輸入原材料についてのチェックというこ

とかと思いますが、これにつきましては、まず

国の検疫所におきましてサンプリング検査や、

輸入業者への検査命令等により、違反食品の排

除に努めております。また、検疫を通過して国

内で流通しているものにつきましては、都道府

県等がサンプリング検査を行い、安全性を確認

しております。さらに、国内の冷凍食品等の製

造施設におきましても、自主検査等により、原

材料の安全確保に努めているところでございま

す。

○髙橋 透議員 時間が余りありませんが、検

疫所が国内に31カ所あって、300人ぐらいで検査

しているらしいですね。しかも１割らしいです

ね。過去に残留農薬の実績がないところはフ

リーパスと、そんな実態なんですよ。だから、

いかに危険かということがわかるわけで、この

ことはしっかり訴えていかないかんなと私は

思っています。そして、学校給食の始まり、こ

れは何といっても自校方式で顔の見える手づく

りが始まりだったと思うんですよね。今は、食

べ物は多様化していますし、今では半数が大量

調理によるセンター方式です。安全と安心が担

保されていた自校方式の給食は、今どんどん姿

を消しつつあるんですよね。学校給食にも効率

とか安上がりが導入されてきたからだと思って

おります。もう一遍ここを見直して、自校方式

の重要性、改めて教育委員会にも検討していた

だきたいと思います。時間がなくなりました。

最後に、私、道路予算のことで締めくくりた

いと思うんです。1,000万円というのは端数にな

るということで、この前、鳥取県の前知事片山

さんが新聞で書いていらっしゃいましたが、本

四架橋とか東京湾アクアラインの何兆円という

数字からすると端数になるんじゃないかなと思

いますが、1,000万という金額は大金です。教育

現場では大きなお金です。例えば、ここに1,000

万円あれば、特別支援教育でコーディネーター

が雇えますよね。あるいは、スクールバスの拡

充ができます。あるいは、学校図書館の司書が

雇えます。放課後児童クラブがまず設置できま

す。あるいは、空き交番に人が置けますよ

ね。1,000万積み上げたら、乳幼児医療費の助
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成、ひょっとしたら、国が小学生まで引き上げ

るかもしれません。そういうお金なんです。

今、道路、ガソリンが非常に大きな話題となっ

ていますが、一方で肝心なことが忘れられてい

る、そういう思いがあります。喫緊の課題であ

ります医療や介護の問題、少子化対策など、置

き去りにされているような気がしてなりませ

ん。県南の小児医療がどうなるのか、不安で心

配であります。決して私は必要な道路建設を否

定しているわけではありません。もっと大切な

こと、もっと大事な大きな議論を巻き起こして

いただくようお願い申し上げまして、質問を終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、35番萩原耕三議員。

○萩原耕三議員〔登壇〕（拍手） 質問に入り

ます前に、知事就任以来、14カ月目に入るわけ

ですが、最近は「ミスター道路」こと「どげん

かせんといかん」が全国の流行語大賞を受けた

りいたしております。知事をよいしょするわけ

じゃありませんが、アメリカンドリームという

ことがありますけれども、知事を拝見しており

ますと、ジャパンドリームだなというふうに感

じます。けさ、自宅から車で高速に乗ってきて

おる最中でしたけれども、ラジオで、現職の知

事なのに、近々、２時間ドラマがあるそうであ

ります。宮崎県では４月１日ごろ放映というこ

とですが、現職知事をテレビドラマ化するとい

うのは、異例中の異例であります。それだけ全

国にアピールする力を持っているというふうに

思っております。

今回の知事の提案理由の説明要旨をずっと拝

見しておりますと、今までの首長さんたちの提

案理由説明とすると、ちょっとニュアンスが違

います。小泉さんのワンフレーズではありませ

んけれども、何回か読み返してみましたら、８

つぐらいフレーズがありました。例えば、「ピ

ンチをチャンスに変える」という発想、「無か

ら有を生む」という視点、「ブームから定番

へ」をモットーに、「地方あっての都市」「都

市あっての地方」という「共生」の考え方、一

過性から高どまりへ、「地方をどげんかせんと

いかん」と地方から大きな声を、本県がオン

リーワンの存在感のある自治体へ、そして「県

民目線による見直し・県民総力戦による実行」

というふうに、非常に県民の皆さんにわかりや

すい提案理由の説明要旨であります。全体的に

３回ぐらい読んだのですが、感じますのは、言

わんとするところは、県民総力戦のモチベー

ションを上げるための提案理由説明のような気

がいたしております。それにしましても、この

文書は原稿はだれがつくったかわかりません

が、相当知事が手を加えてつくられた提案理由

説明要旨だなというふうに考えております。

まず、知事及び総務部長、商工観光労働部

長、県土整備部長、教育長に、この壇上から答

弁いただきたいので、まず５人の方々に御質問

いたします。

知事には２問ですが、まず、先週から始まっ

ております代表質問等で道路特定財源の話が出

ております。これは読んで字のごとくでありま

して、道路特定の財源ですから、知事がおっ

しゃることは、何も右に寄ったわけでもない、

左に寄ったものでもない、宮崎県のことを思え

ば、真ん中に立って、いろいろと全国に発信し

ているわけであります。ただテレビですから、

知事がいろんなところでお話しされたことは、

ワンポイントだけをピックアップするものです

から、何か延岡だけが道路が悪いような感じが

しますけれども、議会等では、県南の日南から

串間、志布志へ抜ける道路、それから都城志布
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志の高規格道路、こういうところもいろいろお

話しされております。これは後へ譲るとしまし

て、この特定財源の歳入はどの程度あるのかを

まず伺いたいと思っております。

２番目に、知事の提案理由の説明において、

事業仕分け委員会を初め、県民フォーラムや県

民ブレーン座談会などの機会を通じていただい

た県民の皆様からの意見や評価等を参考にしな

がら、すべての事業を見直し、予算編成をやっ

たと。去年知事が就任してから、議会でおおよ

そ100人前後の議員の皆さん方が、いろんな提案

をしたり、要望したり、あるいはそれぞれの委

員会で、いろんなことを当局と議論を闘わせて

きたわけであります。それらも全部含めて予算

編成されたと思いますが、知事はその辺をどの

ようにとらえて予算編成されたのか、お伺いい

たします。

次に、総務部長にお尋ねします。三位一体の

改革における本県の影響額、平成20年度、本年

度の当初予算の歳入状況について、総務部長に

お伺いします。

３番目に、商工観光労働部長にお尋ねします

が、産学官連携による共同研究の支援の方法、

あるいは成果についても、お尋ねいたします。

県土整備部長にお尋ねしますが、今よく県土

整備部が言っております、総合評価落札方式に

おける地域社会の貢献度の評価について、お尋

ねをいたします。

それから教育長に、私は古い人間ですから申

すわけではありませんけれども、学校の教育と

いうのは、教育の原点は、やっぱり読み書きそ

ろばんだと思っております。その証拠と言って

はなんですが、今、アメリカや欧州で、研究ス

タッフのほとんどの人材が―いろいろなとこ

ろから出ているのでしょうけれども―一番

トップはインドであり、マレーシアだそうであ

ります。インド、マレーシアというのは―イ

ンドなどもそろばん初めいわゆる掛け算九九と

いいますけれども、インドなんかの場合は２け

たのそういうのも暗記して覚えているそうであ

ります。インドとマレーシアは非常に理数に強

い人材を輩出されておりまして、今、世界の

トップグループにおると言われております。そ

ういう意味で、先般、テレビや新聞等でも出ま

したけれども、子供たちにそろばんの時間をた

くさんとると非常に集中力が高まる。集中力が

高まるから、ほかの教科にも、あるいはスポー

ツにも非常に大きな影響が出てきている。同時

に、そろばんをやっておりますと、だれだれ君

よりも早く手を挙げよう、そういう競争意識の

醸成にも非常に役立っているということであり

ます。そろばん教育の現状と効果について見解

を伺います。

後は自席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

当初予算のうち、道路特定財源を歳入財源と

するものについてであります。平成20年度当初

予算において、道路特定財源が歳入財源となっ

ているものは、県税では自動車取得税及び軽油

引取税、地方譲与税では地方道路譲与税及び石

油ガス譲与税、それと地方道路交付金でありま

す。これら県税等のうち、暫定税率等を原資と

するものは、県税が約60億200万円、地方譲与税

が約４億1,400万円、地方道路交付金が約53

億8,400万円となっており、合計で約118億円と

なっております。

続きまして、当初予算編成に当たっての県議

会や各地域からの意見についてであります。平

成20年度の当初予算の編成に当たっての基本的
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な考え方の一つとして、県民目線による見直し

や県民総力戦による実行を掲げておりますが、

これは、県議会はもとよりでありますが、市町

村や各地域、団体等の方々からの要望・陳情を

初め、県民の意見、評価等を参考にしながら、

すべての事業について県民目線で見直し、事業

を再構築しようとしたものでございます。この

ようなさまざまな御意見等も参考にさせていた

だきながら、20年度当初予算の編成では、一般

財源ベースで76億円の事務事業の見直しを図っ

たところであります。これまでも申し上げてお

りますとおりに、宮崎をよくしたい、県民の皆

様のために尽くしたいという思いや方向性は、

県議会の皆様方と同じであると考えております

ので、皆様方と真剣に、また率直に議論させて

いただきながら、その御意見等も十分踏まえ、

また県民の皆様からの御意見等にも真摯に耳を

傾け、今後の宮崎県づくりのための取り組み

を、県民総力戦で実施してまいりたいと考えて

おります。〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えい

たします。

三位一体の改革の本県への影響額と平成20年

度当初予算における歳入の状況についてであり

ます。まず、三位一体の改革につきましては、

平成16年度から18年度までの３年間で、国庫補

助負担金が約279億円の削減となる一方で、税源

移譲による増収は約180億円にとどまり、差し引

きで99億円のマイナスとなったところでありま

す。また、この税源移譲に伴う財政力の格差に

つきましては、本来、地方交付税で調整される

ことになっておりますが、地方交付税総額がこ

の間、約５兆1,000億円削減されたことによりま

して、本県においては、地方交付税が約348億円

削減されたところであります。この結果、両者

を合わせた447億円の減額分に、この間の県税の

増収約95億円を加えましても、全体として約352

億円のマイナスとなり、大変厳しい状況になっ

たわけでございます。

次に、平成20年度当初予算の歳入の状況につ

きましては、平成19年度の地方財政対策によ

り、歳入が約95億円の減額となっていることに

加えまして、20年度の税収等が49億円も減額と

なるなど、非常に厳しい状況となったところで

あります。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

産学官共同研究に対する支援についてであり

ます。産学官共同研究は、県内企業が大学や県

立試験研究機関のすぐれた研究成果などを活用

しまして、付加価値の高い新製品の開発につな

げていく取り組みであり、産業振興を図る上で

大変重要であります。このため、県におきまし

ては、バイオやＩＴなどの分野で共同研究を支

援しますとともに、例えば、飫肥杉からとれる

精油で防虫剤を開発する取り組みなど、国の事

業を活用した大型プロジェクトを支援している

ところであります。産学官共同研究の成果とい

たしましては、工業技術センターが開発いたし

ましたＳＰＧ技術により、電子機器用ハンダ製

造工場の誘致が実現しております。また、県内

外の企業や大学が参加する「地域結集型共同研

究事業」におきましては、36件の特許を出願し

ており、今回御提案しております「食と健康・

バイオメディカル産業創造プロジェクト」にお

きまして、これまでの研究成果を事業化につな

げていきたいと考えております。今後とも、県

産業支援財団など関係機関と十分に連携しなが

ら、新産業の創出に向けて、産学官共同研究を

積極的に推進してまいりたいと考えておりま
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す。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

総合評価落札方式についてでございます。地

域の建設業者は、災害応急対策に大変重要な役

割を果たしていると認識しておりまして、県民

の安全や安心を確保するには、地域に優秀な建

設業者が継続的に存在することが必要不可欠で

あると考えております。このため、総合評価落

札方式の評価におきましては、企業の地域社会

貢献として、地域内における営業所等の有無、

災害時の地域貢献や地域でのボランティア活動

などを評価項目に設定しておりますが、これら

に加え、大規模災害時の協定を締結しておりま

す建設関連団体加盟の企業には加点をしている

ところでございます。総合評価落札方式は、公

共工事の品質確保の促進や地域の建設業者の育

成につながってまいりますので、今後、適用件

数の大幅な拡大を図ってまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

そろばん教育の現状と効果についてでありま

す。現在、すべての小学校で３年生の算数の時

間に、そろばんによる数のあらわし方の理解

や、そろばんを用いた簡単な足し算、引き算が

できるよう指導をいたしております。今回示さ

れました新学習指導要領案では、３年生に加え

まして、４年生でも学習することとなっており

ます。また、商業高校などでは、珠算部として

活動している学校もございます。そろばんは、

古くから我が国で用いられてきた、計算のため

の便利な道具でありまして、そろばんの学習に

は、そろばんによる計算の仕組みや十進法の位

取りの仕組みを理解するだけでなく、計算のお

もしろさを味わわせたり、集中力を培ったりす

ることができるという効果もあると考えており

ます。以上です。〔降壇〕

○萩原耕三議員 さっき総務部長が三位一体改

革の本県への影響額、あるいは道路財源等につ

いて―いろいろ資料をいただいたんですが、

平成18年度のベースで、道路予算が全体で714億

円ぐらいかかっております。714億円のうちの借

入金の返済が267億円、だから、全体の道路予算

のうち40％弱。維持修繕費が64億円ですから、

どうしても最低限必要なお金が714億円のう

ち331億円、相当の額であります。道路の直轄負

担が63億円、道路建設費が320億円。道路建設費

というのは、国県道並びに市町村道の補助等も

含まれますから、仮にこの道路特定財源がなく

なった場合は、道路だけの問題ではない。結

局、財源がなくなってしまうと、新たに道路を

つくろうとか何かというと、自主財源がないと

国の国庫補助がつかない。ましてや、教育とか

福祉の分野まで食いつぶしてでもやらなきゃな

らない。いわゆる俗に言う格差がますます広

がってしまうわけであります。先般、井本議員

が自民党の代表質問でもお話しされました。長

年、いつか宮崎県にも道路が来るだろうと思っ

てお金を払っておった。頼母子講ではありませ

んけれども。10人でやったけれども、８人まで

は道路つくってくれたけど、９人、10人はもう

なしよじゃ、お話にならぬわけであります。だ

から、その辺のところも、ただ道路特定財源が

なくなると、道路をちょっと辛抱すればいい

じゃないかという論議じゃないと私は思いま

す。あらゆる予算に影響が来る。その面をひと

つ、もうちょっと強調して、知事はいろんなテ

レビに出ていますから、そういう意味で、ます

ます地域間格差が広がるということを訴えてい
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ただきたいと思っております。

そこで、知事は、今回の予算編成に当たって

３つの重点項目を挙げております。この３つの

重点施策への知事の―少ない予算ですけれど

も―思い入れを聞かせていただきたいと存じ

ます。

○知事（東国原英夫君） 就任以来、宮崎県内

をずっとくまなく回ってきまして、県民の皆様

の大切な声をちょうだいしたところでございま

す。その中で、本県は中山間地域、森林部が多

い県でございますので、中山間地域の問題とい

うのは非常に深刻な問題かなととらえました。

国土を守るというか県土を守る、中山間地域、

農村地域、この森林地帯を守るというのが、環

境の問題も含めて非常に重要なことだと思って

おります。山を育てるというのは、50年後、100

年後を見据えた非常に長期のビジョンで考えな

ければいけないことですので、私は、これを第

１番目に持ってくることにしました。次は、未

来をはぐくむ、未来を育てる、未来を支える人

材というか、子供たちのことですね。子供を生

み育てていく環境というものを充実させていく

ことが、ひいては国力を維持することにつなが

るんじゃないかと思っております。そういった

面でも子育て、あるいは子供を生み育てていく

という、この周りの環境を充実させることが第

２番目かなとは、私は思いました。３番目に、

官製談合を踏まえて、入札契約改革をさせてい

ただいたので、それに対する地元の建設業界、

土木業界の方たちが非常に疲弊しているという

現状があります。御案内のとおり、地元の建設

業、土木業の方たちというのは、災害時あるい

は農村地域の雇用の受け皿にもなっております

ので、重要な産業だとは認識しております。こ

ういう方たちをどうやってフォローアップして

いくのかということが、３番目に私の―これ

だけではないんですけれども、ほかに重要な施

策がたくさんありますが、特に重要施策とし

て、この３つを挙げさせていただいたところで

ございます。

○萩原耕三議員 私は、公の果たす役割とは何

なのだろうか、こうかねがね思っております。

公がやらなきゃいけないのは道路、学校、小中

学校、義務教育ですね。それから、医療・福祉

あるいは年金、許認可、あるいは市町村の役所

等においては、印鑑証明、戸籍抄本、そういう

個人情報にかかわる問題、憲法12条から14条を

見てみますと、国民は皆ひとしく扱われなけれ

ばいけないのです。国民ということは、地域も

ひとしく、そういう土壌にまで持っていくのが

公の務めだと思っております。それでは道路と

いうのは何か。先日も知事が、だれかの代表質

問にお答えされておったようですが、やっぱり

人間が生活する上で、人類始まってから道路と

いうのはずっと一番、人間の体でいえば動脈で

すよね。動脈であり静脈だと思うんです。物だ

け運ぶんじゃないんです。物も金も人も文化も

運べば、医療も教育もあらゆる面のつなぎの完

全な動脈であります。例えば、教育とか医療の

分野でしたら、民間でもそれなりにやれば採算

が合うよという部分は、私立とか、私学もあり

ますね。あるいは、医療だったらドクターが病

院をつくったりします。それに、県立病院の黒

字化もいろいろうたわれておりますけれども、

やっぱり県民の命を預かるというところでは、

利益の追求も大事だけれども、県として県民を

守るという意味で、そういうところも重点に置

かなきゃならない。私は、それが公の果たす役

割だと思っております。知事が、道路に対し

て、公の果たす役割とはどういうふうな観点を
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持っていらっしゃるのか、伺いたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 人類とか社会の発展

というのは、何に大きく支えられてきたかとい

うと、これは移動だと私は思います。人、物、

金、物流だと思います。一つはそれを下支えし

たのが道路でありまして、人類の生活の基盤と

なるものであると考えております。道路なくし

ては人々の営みということ、あるいは活性化・

活発化というものはなかったのではないかと

思っております。そのようなことから、道路と

いうのは、国民が生活を支える上でひとしくそ

の恩恵を享受でき得るもの、あるいは享受する

ことが大原則であると考えております。採算性

とか費用対効果だけではなく、さまざまな整備

効果とか地域生活の実態に基づく状況にも配慮

して、国や地方公共団体が責任を持って整備す

るもの、環境を整えるものだと考えておりま

す。

○萩原耕三議員 「不易と流行」という言葉を

皆さん御存じと思いますけれども、変えていい

ものと変えてならないものというのはあると、

私は思うのですね。人類が生きていく上で公の

果たす役割というのは何もかにも、ここ数年見

ておりますと、すべてとは言いませんけれど

も、費用対効果、費用対効果ばかり言う。それ

は確かに財政が厳しいから、それも言わなきゃ

いけないだろうけれども、公の果たす役割とい

うのはその観点よりももっと大事なことがある

と思っております。そういう意味で、知事が今

度予算を編成するに当たって、頭の中でそうい

う不易と流行ということも考えたのかどうか、

知事のお考えを伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 議員のおっしゃるの

は、恐らく公という概念が官という意味だとい

うようなとらえ方をし、お答えさせていただき

ます。私は、公という概念も時代とともに変

わってきていると思うのですが、最近は、新し

い公に対する考え方というのが台頭しておりま

すけれども、恐らく議員のおっしゃるのは、こ

の不易ということで、不断の、昔から不変の公

の概念ということだと思います。それに視点を

合わせて答えさせていただきますれば、人々

が、住民が―県民、国民も含めて―安心し

て暮らせる、幸せを実感できる地域社会を実現

していくということ、その責務、公の福祉とい

う言い方をしますけれども、県民福祉の向上と

いうものが、公が果たす役割であり、不易であ

るということだと思っております。その中で流

れていくもの、流行していくもの、変わってい

くものと公、不変のものというものは、やはり

意識をして、公が果たす概念とか役割とか、そ

ういったものには十分私なりに留意をしている

つもりでおります。

○萩原耕三議員 ぜひそういう気持ちを十分持

ちながら、今後また知事の職を務めていただき

たいと思います。

ちょっと今度はワンランクレベルを落として

といいますか……。道路の問題で、よく県北の

話になるのですが、先ほど私申し上げましたよ

うに、ちょっと我田引水じゃありませんが、都

城志布志の高規格道路についてお尋ねしてみた

いと存じます。宮崎県は畜産の基地と言われて

おります。牛、豚、鶏のえさ、配合飼料という

のは、95～96％以上、外国に原料を依存してお

ります。その飼料工場の一番大きな基地は、門

司と志布志港であります。その両方から、ほと

んどの飼料が各畜産農家に配られております。

都城志布志は、高規格道路は今、鹿児島のほう

は相当進んでおりますが、これが完成します
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と、25分か30分で都城のインターチェンジに着

きます。この車が大きいんですよ。12トン、20

トンの大型車なんです。これが通常の今の県道

だとか市町村道を走ると、交通事故も心配なも

のですから、夜中に移動いたしております。そ

の人たちに伺いますと、早くこの道路が完成す

ると―志布志港は皆さん御存じのとおり、石

油の備蓄から何からすべて、国の重要港湾で、

いわゆるＣＩＱも全部そろっております。そう

いう意味で、ぜひこの道路も急いでいただきた

いと思いますが、整備の必要性について知事に

お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 都城志布志道路とい

うのは、都城インターチェンジと志布志港とを

直結することで、高速道路と一体となって、地

域間の連携とか交流を強化する役割を担う地域

高規格道路であり、重要な路線であると認識し

ております。本道路の開通によりまして、交通

拠点の連絡が強化され、また南九州の物流効率

化や都城北諸圏域を中心とした地域の自立と活

力の強化が進むとともに、都城市内の渋滞緩和

が図られると思っております。このため、県と

いたしましては、国や鹿児島県と連携しなが

ら、早期完成を目指して整備に取り組んでいる

ところでございます。東九州自動車道につきま

しては、九州横断自動車道延岡線とともに、九

州における循環型高速交通ネットワークを形成

する重要な路線であり、地域の活性化はもとよ

り、救急医療や災害時の緊急輸送道路として重

要な役割を担っております。東九州自動車道の

日南―志布志間につきましては、道路整備の中

期計画素案の中で、整備の必要性等が示されて

おります。県といたしましては、道路特定財源

の暫定税率を維持し、一日でも早く整備に着手

できるように、全力で取り組んでまいりたいと

思っております。

○萩原耕三議員 名前が都城と出てくると、地

域のことを言っているように聞こえたらまずい

のですけれども、これは宮崎県の畜産には非常

に大きな影響を持つ道路でありますので、ひと

つ十分配慮していただきたいと存じます。

次に、知事にお尋ねしますが、本年度は各部

局長に「部局マニフェスト」を提出させたよう

であります。その評価と検証はどうなっている

のか。そして同時に、新年度は部局長にまたマ

ニフェストを提出させるのか、その辺はどう考

えていらっしゃるのかお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 各部局長に目標を設

定させる「部局マニフェスト」は、「新みやざ

き創造計画」に基づく施策・事業を着実に推進

し、県民総力戦による新しい宮崎県づくりを進

めていくため、各部門を統括する部局長がマネ

ジメント意識を強く持って組織運営に取り組む

ことを目的としております。本年度のマニフェ

ストにつきましては、各部局長がそれぞれ目標

達成に向けて責任を持って進行管理に努めてい

るところであり、年度末にその達成状況の検証

を行い、その後、私に提出されることとなって

おります。この取り組みによりまして、部局全

体で目標を共有して職務に励むことにより、組

織としての力が高められるとともに、成果重視

の行政運営にも寄与することと考えておりま

す。新年度におきましても、引き続きこの取り

組みを実施してまいりますが、新年度は、県民

起点の政策立案等を図るための「県民政策部」

の新設など、部の再編を行うこととしておりま

すので、各部局長には、所管部局の担うべき使

命をきちんと押さえてもらった上で、私にマニ

フェストを提出していただくことになっており

ます。
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○萩原耕三議員 次に、県土整備部長にお尋ね

します。先ほど総合評価のほうをお尋ねいたし

ましたが、総合評価落札方式の加算点における

地域社会貢献度の配点割合はどのようになるの

か。また、今後高めるつもりがあるかどうかお

尋ねします。

○県土整備部長（野口宏一君） 総合評価落札

方式についてのお尋ねでございますけれども、

この方式におきましては、工事内容の規模や難

易度によりまして、標準型、簡易型、簡易のⅡ

型、特別簡易型等幾つかに区分をさせていただ

いております。これらの型式の加算点における

地域社会貢献度の配点割合は、標準型と簡易型

がおおむね10％、簡易のⅡ型が20％、特別簡易

型が30％となっております。一般的な道路工事

ですとか河川工事を対象といたします簡易のⅡ

型、あるいは特別簡易型につきましては、その

配点割合を大きくしているところでございま

す。なお、今年度の検証結果や関係団体からの

意見も踏まえまして、地域社会貢献度の配点を

引き上げる方向で、現在検討を行っているとこ

ろでございます。

○萩原耕三議員 それと、ことし前半からずっ

と話題になっております予定価格の公表のあり

方、これも部のほうで相当議論されておると思

いますが、私が考えるのは、予定価格が前もっ

て出るから、いわゆる積算ソフトなどというの

が出回って、非常に低率でやった。あるいは、

最低制限価格を上げたけれども、それに集中し

てくる。結局は、この予定価格というのをいろ

いろ委員会でもやりましたけれども、積算能力

のない方々も非常に多いから、前もって予定価

格を発表しておるという趣旨の考え方のようで

す。そうであれば、これを、例えば2,000万以上

とか3,000万以上の工事については予定価格を発

表しない。Ｃ・Ｄクラスの受注するような仕

事、2,000万か1,000万かわかりませんが、そこ

には予定価格を発表する、そういう方法もあろ

うかと思いますが、予定価格のあり方について

お尋ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 現在、予定価

格につきましては、本県を初め29の都道府県

が、事前漏えいや入札不調による工期のおくれ

等を防止する観点から事前公表としております

が、事前公表を行うことにより、入札参加業者

の見積もり努力を損なわせるという御意見もご

ざいます。本県におきましては、建設投資の大

幅な減少や一般競争入札の拡大等による落札率

の急激な低下等も踏まえまして、昨年10月に、

建設産業の健全な発展を図り、良質な社会資本

の整備を進める観点から、最低制限価格の引き

上げを行ったところであります。予定価格の公

表時期につきましては、これら入札・契約制度

改革の全般の検証、さらに情報漏えい防止の徹

底等を図った上で、その必要性について十分な

検討を行っていきたいと考えております。

○萩原耕三議員 秘密漏えいがないように徹底

してやるといっても、人間、私を含めて何度も

過ちを犯すものですよ。ですから、その辺を考

えて、やっぱり予定価格の発表については早目

に対応していただきたいなと。といいますの

は、伺いますと、ある積算ソフトは180万前後す

るそうです。これが、特ＡとかＡクラス、Ｂの

上のほう、積算ソフトを購入して、今いろいろ

とやっているそうであります。ぜひその辺も考

えていただきたいと思います。

それから続けて、最低制限価格の引き上げの

根拠と、最低制限価格の決定はだれがしている

のか、ひとつまとめて御答弁いただきたいと思

います。
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○県土整備部長（野口宏一君） 最低制限価格

の引き上げについてでございますけれども、こ

の検討に当たりましては、落札率の状況等も踏

まえ、昨年の７月、施工業者を対象にしてコス

ト調査を実施いたしました。その結果、落札率

が低い工事ほど赤字の割合が高くなり、さらに

工事成績の低い工事の割合も高くなる傾向にあ

ることから、工事の品質確保ですとか、健全か

つ継続的な企業経営に支障が生じることが懸念

されたわけであります。このことから、昨年10

月に最低制限価格を引き上げさせていただきま

した。

また、最低制限価格はだれが設定しているの

かという御質問でございますけれども、設計金

額が8,000万円以上の工事につきましては、本庁

の事業担当課長が、また設計金額が8,000万円未

満の工事につきましては、出先機関の長が、工

事に最低限必要と考えられる建設資材や労務

費、諸経費等を個別工事ごとに積算して設定し

ているところでございます。

○萩原耕三議員 私が言うまでもなく、部長は

よく御存じだと思いますが、建設関連産業とい

うのは受注産業なんですよね。いろいろ調べて

みますと、宮崎県の建設関連産業は、６・４で

６割が公、４割が民間の仕事を請け負っている

そうです。ところが、これが土木になると、圧

倒的に官の受注なんです。ほかの産業と違って

―ほかの産業は、何か品物をつくったりし

て、それを宣伝して回って商売する、商いをす

ればいいんですけれども―建設産業は、受注

して初めて、今度は技術という、品物ができ上

がらないと評価されないという、非常に難しい

産業であります。その辺も十分考えてやってい

ただきたいと思います。そのせいなのか、国の

事業費が減ったせいかわかりませんが、建設業

関係の協会の脱退者が非常にふえているという

ことであります。その実態は把握されていらっ

しゃいますか。

○県土整備部長（野口宏一君） 建設業者です

とか建設資材業者の団体で構成されております

宮崎県建設産業団体連合会の主要構成団体であ

る宮崎県建設業協会の会員数は、平成18年４月

の794社から、平成20年２月の708社と約11％減

少しているところでございます。また、その他

の団体におきましても、会員数は減少傾向にあ

ると聞いております。

○萩原耕三議員 それは全体のパイが減ってき

たわけですから、やむを得ないと言えばやむを

得ないけれども、もうちょっとソフトランディ

ングできるような方法を考えていかなきゃいけ

ないのじゃないかなと考えます。ところで部

長、建設業の今後の廃業、倒産あるいは失業者

がどの程度になるか、どの程度を見込んでい

らっしゃるかお尋ねします。

○県土整備部長（野口宏一君） 平成19年でご

ざいますけれども、建設業者の倒産件数は55件

でございまして、平成18年の２倍強となってお

ります。また、それらの企業に常用雇用されて

おりました従業者数は620人となっております。

また、建設業の廃業届の提出数は、平成19年度

は２月末までに105件となっておりますが、一

方、新規の許可は、それを上回ります126件と

なっております。建設投資の伸び悩みや一般競

争入札拡大による競争性の高まりを考えます

と、今後も建設業界の再編等が進むことが想定

されますが、業者数につきましては、基本的に

は公共投資や民間投資の増減などの需要と供給

の関係や、企業みずからの経営判断等により決

まるものでありますから、あらかじめ廃業数等

を予測することは困難と考えております。
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○萩原耕三議員 今の状態でしたら、建設関連

産業の団体が非常に危惧されております。団体

として運営できるかどうか。これまでは、こう

いう団体の皆さんは、災害や口蹄疫、鳥インフ

ルエンザなどの対策に非常に協力をしてきまし

た。もちろんお願いするときには、建設業界あ

るいは板金協会だとか、それぞれの団体の長に

言えば、ぱっと手配もしてくれたし、やってお

ります。最近、協会に人が集まらない。結局、

入っても何のプラスにもならないという意向の

脱会者が、相当ふえていくんじゃないかなと

思っております。私は、組織が弱体化すると、

いろんな災害等があったときに―今、いろい

ろ契約を結んでおりますね―協力関係などを

締結しておりますが、それが絵そらごとになっ

てしまうんじゃないかなと。団体のこれからの

育成について、部長の見解を伺います。

○県土整備部長（野口宏一君） 建設産業団体

は、それぞれの設立趣旨に基づきまして、構成

する会員総意のもと運営されておりますけれど

も、県では、これらの団体等と「災害時におけ

る応急対策業務等に関する基本協定」等を締結

しており、災害等が発生しました際には、被害

情報の収集ですとか、公共施設等の機能確保の

ための緊急復旧作業等をお願いすることとなっ

ております。この協定に基づき、災害の発生が

予想されるときには待機をお願いするほか、一

たん被災すると、夜間であっても作業に当たっ

てもらうなど、建設業の方々には格段の御協力

をいただいているところでございます。このた

め県では、災害時の応急作業受託者でございま

すとか、道路パトロール受託業者について、そ

の貢献に配意し、入札参加資格審査において加

点を行っているほか、平成20年度に拡充を予定

しております総合評価方式においても、このよ

うな地域貢献を積極的に評価する方向で検討し

ております。このように、個別の企業の地域貢

献を積極的に評価していくことに加えまして、

技術と経営にすぐれた建設業者が伸びていける

環境づくりを進めていくことが、ひいては建設

産業団体等の育成にもつながっていくものと考

えております。

○萩原耕三議員 これは難しい問題で、細かい

ことは委員会でやろうと思うのですけれども…

…。地域貢献度というのは、どういう採点をす

るかというと、私、全部書類を見ましたけれど

もね。例えば、私が建設会社をしておるとしま

す。自分の家の前の川が大はんらんしたと。各

市町村が真っ先に把握しておりますから、市の

ほうから建設業界に連絡が行きます。「まこと

に済みません。夜中だけれども、ひとつ従業員

の皆さん出していただいて、何とか災害をとめ

てもらえませんか」と。そうすると、その協会

の協会長は、川の災害のところに一番近い建設

会社はどこかと。そうしたら―丸山議員に例

えます―丸山建設だと。丸山建設の社長をた

たき起こせと起こして、「あんたのところに従

業員が40人おるか。とにかく大至急応援してく

れんか」と。言うならば命がけの災害復旧だそ

うであります。そうすると、それから今度は何

十分かして、今度はＢという建設会社が応援に

来た。30分ぐらいして。Ｃという建設会社は、

ほとんど災害工事の終わったところでやってき

た。しかし、３社とも地域貢献度はあるわけで

すよ。その評価をどういうふうにして持ってい

くのか。

と同時に、今までは川に一番近い―先ほど

丸山議員のことを丸山建設と言いましたが、あ

そこを一生懸命やったのは丸山建設だから、あ

そこを中心にして工事をしてもらおうじゃない
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かということで、協会でバランスをとりなが

ら、ついでだけれども、上のほうも、もうから

ん仕事もあるけれども、あの仕事もしてくれん

かと。いわゆる今で言う不落です。談合という

のは物、金をやるから談合になるんですよ。み

んなが共存共栄するのは談合じゃないんです。

値段をいろいろ調整するのは談合だけれども、

お互いが共存共栄するのは談合じゃないんで

す。それを勘違いしちょりゃせんかと私は思っ

ております。そういう建設業者の本当の生の声

は、「どっちみち一生懸命しても、最終的には

入札で地域貢献度も大きなウエートを占めない

のだから、もうあんまり協力せんがましよ」と

いうような風潮が非常に多いということです。

その辺のことを、部長、どうお考えですか。

○県土整備部長（野口宏一君） 総合評価方式

につきましては、来年度より件数を拡充してい

きますとともに、現在、評価項目について検討

中でございます。今、議員からお話がございま

した地域の貢献度につきましても、適切に評価

できるよう、検討を行わせていただきたいと

思っております。

○萩原耕三議員 時間がありませんから次に行

きます。商工観光労働部長、今回の建設産業の

金融支援貸付制度の上限が1,250万円でございま

す。私が非常に心配しておるのは、これが絵に

かいたもちにならなきゃいいがなということで

す。例えばどういうことかといいますと、私ど

も自民党の建設部会が横須賀市、あそこは一般

競争入札に一番最初に入ったところです。あそ

この協会の会長・副会長の話を聞きますと、金

融機関に、重機を買いたい、土地も買いたい、

どうしても3,000万要ると申し込んだ。もちろん

申し込むんですから、事業計画をつくらなきゃ

いけない。事業計画をつくるということは、売

り上げが何ぼで返済は毎月このぐらいずつです

よというのが事業計画です。ところが、銀行に

行ったら、「社長、この売り上げは確実に取れ

るんですか」「いや、それは入札してみなきゃ

わからないんですよね」「それでは返済計画

が100％用をなさないんじゃないですか」という

ことで、金融機関はお金を貸してくれなかった

というわけです。まだ横須賀の場合は、６・４

から７・３で民間が多いんです。横浜市だとか

東京とか大都会がありますから。だけど宮崎県

は、先ほど言いましたように逆転なんですよ

ね。ですから、そうなると、保証協会、金融機

関に1,250万円いっぱいいっぱい借りようという

ことで事業計画をつくる、売り上げを上げる。

しかし、金融機関から、「そんなに売り上げは

大丈夫なんですか」と聞かれたら、「いや、競

争入札ですからやってみなきゃわからんのです

よね」と。そうしたら、貸すほうは、「それは

保証協会に上げてみましょう」と。保証協会に

上げると、保証協会は「金融機関がオーケーと

言えばいいんですけどね」と。金融機関と保証

協会がキャッチボールする危険性があるんで

す。その辺はどういうふうな細かい気配りをす

るのか、商工観光労働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 厳しい経

営環境にあります建設産業等につきましては、

単なる金融だけの対応ではなくて、その前提と

なります経営改善計画策定など、中長期的な観

点からの支援が必要となります。それで、昨年

度から建設産業等経営支援事業等を行っておる

わけでございます。今回新たに設けます建設産

業等支援貸付は、建設産業等経営支援事業に基

づいて設置されました経営支援チームによる専

門的な助言などを受けていることを前提に、金

融支援をするわけであります。この金融の制度
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自体が、一つは貸付利率の設定に当たって、ま

ず金融機関の所定の金利としていること。それ

から、信用保証協会の保証に対しましては、県

が損失補償すること。そういったことで、関係

機関が適切な責務を負いながら融資や保証をす

るということにしておりますので、そういった

形で融資が運営できるものというふうに考えて

おります。

○萩原耕三議員 部長、建設業の皆さんに経営

指導とかいろいろされるのは、大体、商工会議

所か商工会なんですよ。ところが、商工会議所

に入っているところもあれば入っていないとこ

ろもあるんです。建設業ですから、商店じゃあ

りませんから。そういうところもありますか

ら、経営指導を受けていることを前提にとか、

そういうのには私は非常に違和感を感じるんで

す。実際、幾つか事例がありますけれども、銀

行は「保証協会がオーケーと言えば出せるんで

すけどね」、保証協会に行けば、「銀行の窓口

がオーケーすれば出せるんですけどね」と、

キャッチボールするんですよ。今私が言ったよ

うに、ずばり言ってくれればいいんですよ。と

ころが、ずばり言わないんです。何となく受け

取る感じで、それじゃ、銀行の支店長なり担当

者をもう一回説得に行こうと。行くと、もやも

やもやとして、結局結論は、保証協会がうんと

言えば貸してくれるんか、保証協会に行くとま

た同じようなことになる。そういうことになる

危険性がありますので、これは十分に配慮して

運用していただきたい。そのために金利も上

がっておりますけれども、結局これの融資期間

及び据置期間はどの程度設定されているか、お

尋ねいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 融資期間

は７年以内、そのうち１年以内を据置期間とい

たしております。

○萩原耕三議員 ぜひ、絵にかいたもちになら

ないように、ひとつ全力でもって、建設関連産

業の皆さんが本当に困って借り入れに行ったと

きに対応できるようにしていただきたいと存じ

ます。

次に、教育長にお尋ねいたします。いつもし

つこいみたいで……。「知・徳・体じゃないん

じゃないですか。徳が先じゃありませんか。高

鍋の中学校は徳育が先で、徳育・知育・体育と

書いてありますよ」と、萩原が言ったから、そ

れじゃ変えるかというようなものじゃないで

しょうけれども。なぜそう言うかといいます

と、私はこの前、自民党の勉強会でも、警察の

ほうで―今の殺人事件の40％は身内だそうで

す。家族、親族にかかわる殺人事件が40％だそ

うであります。知育・徳育・体育と知を優先す

る、どうしてもそれは―この前も教育長とい

ろいろ話していたら、三位一体なんですよ―

三位一体の言葉がはやるんですが―というこ

とですけれども、順番というのはどうしても目

に入ってくるんですね。ですから、知育がどう

しても優先する。私は、徳というのは、よく一

般論として何か戦前の道徳教育のイメージが強

い。私はそうじゃないと思うのですね。「西の

バイブル・東の論語」と言われますけれども、

日本では武士道精神、新渡戸稲造という方が書

いた武士道精神で、ルーズベルト大統領は非常

に感銘深く感じたという、日本の武士道精神は

いいということなんですが……。そういうとこ

ろ、結局、知・徳・体で言えば徳になるところ

ですけれども……。教育長は今度、任期いっぱ

いのようですが、随契されるかわかりませんけ

れども、その辺の考え方をお聞かせいただきた

いなと思っております。

平成20年３月３日(月)



- 202 -

○教育長（高山耕吉君） 徳を優先する教育に

ついてでありますが、どのような時代にありま

しても、子供たちに人間としてのあり方を考え

させる徳の教育をしっかりと行うことは、極め

て大切なことであると考えております。このた

め現在、学校におきましては、子供たちに、ボ

ランティア活動や自然体験活動、さらには職場

体験活動など、人格を磨く機会を設けながら、

自分を見詰め直させるとともに、思いやりの心

や道理を重んじる心、社会規範や礼儀を重んじ

る心、善悪を見きわめる心など、鋭意その醸成

に努めているところであります。これからも、

議員からお話のありました徳育も非常に大事で

ございますので、徳育も、また体育も知育も、

それぞれを大切にはぐくみながら、調和のとれ

た健やかな子供たちの育成に、全力を挙げて取

り組んでまいりたいと考えております。

○萩原耕三議員 なかなか難しい話なんですよ

ね。ただ、私が思いますのは、この徳育という

のを、教育長は、前回質問のときには心のノー

トの話もされました。心のノートというのは、

徳育の中の一環だと思います。私は、知がもち

ろん大事だということはわかっていますよ。だ

けれども、知を伸ばすために徳の勉強をする

と。心のノート、ずっと低学年からありました

けれども、心の持ちよう一つなんですよね。だ

から、そういう宮崎県―昔から、人を育てる

のは百年の大計と言いますけれども、宮崎県人

はすばらしいよ、宮崎県人を採用すると実にす

ばらしいよというようなことをするには、百年

ぐらいの大計でやっていかなきゃいけないん

じゃないかなと。心のノートだとか、おざなり

でやって―かくいう私も、欠陥だらけの男で

すよ、生身の人間ですから。だけれども、私は

それをこういうところで言うことで、少しでも

自分を磨こうと、自分に負荷しているわけです

よ。そうじゃないかと思うのですよね。ですか

ら私は、そういう意味で、心のノートを含め

て、もう少し１万何千人の先生たちにそういう

教育をするというのはなかなか―今、高校と

か大学でそういう教育をされているかどうかわ

かりませんけれども、教師になった時点で、そ

ういう指導も必要じゃないかなと思っておりま

す。教育長、ぼつぼつ引退の時期になるらしい

んですが、徳育という部分を、後に続く先生方

に、学校の若い先生たちにどうして伝えていく

か、その辺もし考え方があったら、お聞かせい

ただきたいと思います。

○教育長（高山耕吉君） 先ほどもお話をしま

したとおり、徳育は大変重要なものでございま

す。今回、学習指導要領も改訂されまして、道

徳教育の充実ということになっておりますの

で、そういったことも含めまして、しっかりと

学習指導要領の周知徹底等も図りながら、徳育

の大切さを伝えてまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○萩原耕三議員 いろいろ申し上げましたけれ

ども、徳のない者が徳の話をするのはいかがな

ものかと思うのですよ。だけれども、私、今66

歳です。私のおやじがいつも言っていましたけ

れども、「学びの道遠く奥深し 己の師学びの

友なり」、学ぶ心があれば、遊ぶ中でも学ぶこ

とはたくさんある。それはいろんな所産もある

でしょう。学ぶ相手の人格から学ぶこともたく

さんあるでしょう。私のおやじがいつも口ぐせ

でした、「学びの道遠く奥深し 己の師学びの

友なり」。ぜひ徳を重用できるような教育のほ

うに向けていただければありがたいと思ってお

ります。以上で私の質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）
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○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、ここで休憩をいたします。

午前11時51分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、24番宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） それでは、

一般質問をさせていただきます。宮原義久でご

ざいます。ただいま、議長より発言の許可をい

ただきました。今回、代表質問、一般質問を通

して、ちょっと部長さんたちが元気がないのか

なというのを感じておりますので、食事の後で

眠いかとは思いますが、元気を出していただき

たいと思いますので、よろしくお願いをしたい

と思います。

これまでの代表質問や午前中の一般質問とも

重複する点も多いかとは思いますが、私なりに

質問をさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。

それでは、通告に従い質問をさせていただき

ます。まず初めに、知事の政治姿勢について質

問をさせていただきます。

現在、知事が、宮崎県のＰＲ、または地方の

声を中央に届けるとして、地方の代表者として

全国的にも脚光を浴び、その中心として活動い

ただいておりますことには、感謝するものであ

ります。以前は、宮崎県と宮城県とを多くの国

民が勘違いすることもあったわけですが、知事

のＰＲ効果によりまして、現在は、宮城県より

も宮崎県のほうが有名になっているのではない

かと思います。また、知事は、地方分権改革を

テーマに掲げた超党派の「せんたく議員連合」

も立ち上げられ、その中心的役割も担っておら

れます。宮崎県のように、高速道路網を初めと

する各種インフラ整備のおくれや高齢化問題、

医療問題など、一県では解決できないものが多

いわけでありまして、そうしたさまざまな問題

解決のためにも、知事の活動が実を結ぶことを

望むものであります。

そこでまず、毎週末になりますと、宮崎県の

ＰＲや各種公務として上京されております。週

末にはほとんど宮崎県内にいらっしゃらない状

況のようにも感じます。知事の行動は全国民の

注目の的となっており、今や内閣総理大臣より

も有名になっていると言ってもおかしくない状

況であります。知事のこれまでの発言の中で、

「ふるさと宮崎のために骨を埋める覚悟」とい

うことを何回も聞かされました。ただ、首長の

任期を制限する動きもありますので、３期12年

ということになりそうな感じもしますが、多く

の県民から、「知事は中央政界に行きたいので

はないか」との声を聞きます。「宮崎のために

骨を埋める」と言っている知事でありますか

ら、早々に中央政界への転身は考えておられな

いとは思いますが、知事にお伺いをし、後は自

席で質問をさせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えしま

す。

御希望の趣旨に合うかどうかわかりません

が、地方の活性化というのは、地方と国が力を

合わせて、車の両輪となってやっていかなけれ

ばならないと認識しております。私が知事を志

した理由といたしましては、地方の立場で尽力

したいという気持ちからでございました。今後

とも、「地方の活性化」という知事を志した初

心を忘れず、与えられた任期の一日一日を、県
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民の皆様との約束を果たすために誠心誠意尽力

してまいりたいと考えております。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございます。十分

わかるわけなんですが、心配を―たくさんの

県民の方から、「今の人気のあるうちに中央に

行かれたほうがいいんじゃないか」とか、いろ

んな話も聞くものですから、とりあえずこの質

問をさせていただいたところであります。せっ

かくここまで宮崎を引っ張っていただいている

ことには感謝もいたしますし、途中で知事がい

なくなるほうが、今の宮崎県には大きなマイナ

スになるのかなと思いますので、中心になって

引っ張っていただきたいなと思って質問させて

いただいたところであります。よろしくお願い

したいと思います。

それでは次に、引き続き知事の政治姿勢とい

う点で質問させていただきます。ことしの正月

番組等で、「ことしはテレビへの出演を多少は

控えさせていただき、仕事に専念したい」とい

う発言もされておりましたが、現在、多少控え

ておられる状況なのでしょうか。ＰＲのために

は、さらに積極的に出演されることも宮崎の売

り込みになるわけでありますが、今後のテレビ

出演についての知事の考えをお聞かせいただき

たいと思います。

○知事（東国原英夫君） メディアを通じて全

国にＰＲするとか、地方の声を中央あるいは全

国に届けていくというのは、非常に重要なツー

ルかなと思うんですけれども……。テレビの露

出をちょっと控えさせていただこうというよう

な気持ちでもおったんですが、やはり県内の隅

々まで声をお聞きしますと、「一部の産品はＰ

Ｒされたが、まだうちの産品はＰＲされていな

い」とか、「一部の観光地はにぎわっている

が、まだ県内全域に至っていない」、あるいは

「地方の窮状というのを、もっともっとメディ

アを通じて全国に訴えていただきたい、中央に

訴えていただきたい」という声が相変わらず多

いですね。反面、「テレビに出過ぎではない

か。内政はどうしているのか」とか、「県民に

目線は向いているのか」とかいうような御批判

もあるんですけれども。そういったものを総合

的に勘案して、今後、宮崎がどうあるべきか、

どういうふうな発展を遂げていくか、このブー

ムを定着・定番化するためにどうしなきゃいけ

ないかというのを自分の中で十分整理して、熟

慮して、また今後対処していきたいと考えてお

ります。

○宮原義久議員 知事の気持ちは、十分わかり

ました。テレビ出演が宮崎のために効果的であ

れば、それはどんどんやっていただくのは構わ

ないことだと思います。ただ、知事が心配され

ていますように、内政の面については、やはり

副知事もいらっしゃるわけでありますし、それ

ぞれの持ち場に担当部長がいらっしゃるわけで

すから、また、そのあたりの連携をとっていた

だくことでいいのかなとは思っております。引

き続き、宮崎ＰＲのためには頑張っていただき

たいなと思っております。

次に、職員との連携という点について、知事

にお伺いをしてみたいと思います。私は、本県

の職員の姿は、宮崎県発展のために日夜一生懸

命努力をされていると感じてはおります。大変

厳しい難関をくぐってきた優秀な方々がそろっ

ておられるというふうにも思っております。そ

の職員の方々と知事の意見交換の場として職員

とのランチミーティングを実施されていると、

よく議会の答弁をされておりますが、知事就任

１年がたちますが、これまで何回くらい開催さ

れたものなのか。また、その中には発展的な意
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見も多くあったと思いますが、今の県政運営上

ヒントになったものがあるか、知事にお聞かせ

願いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） ランチミーティング

というのは、職員の方々との意思疎通、コミュ

ニケーションを重要視するという意味で行った

会ということなんですけれども、今年度中は11

回実施しております。職員の方々の仕事場の雰

囲気とか環境を見るのと、ざっくばらんな仕事

に対する考え方というのをお伺いするのに非常

に役立ったと思います。例えば、県産品のブラ

ンドづくりの御苦労話とか、災害時の対応と

か、民間企業との折衝といいますか、あるいは

医師確保の御苦労といったものを直接話を聞く

ことができて、非常に参考になっております。

今後とも、こういったものを繰り返し、職員と

の意思疎通を図ってまいりたいと思っておりま

す。

○宮原義久議員 何人くらいで何回と、11回と

いうことであったようであります。時間として

は、ランチミーティングですから当然昼間にと

いうことになりますが、多分、そんなに長い時

間はとれないだろうと思っておりますけど、別

に飯を一緒に食べないと話ができないというこ

ともないでしょうから、いろんな機会を通じ

て、そういうミーティングの時間をたくさん

とっていただければありがたいなと思っており

ます。ただ、大事なことは、知事に対して職員

の皆さんが何でも発言できるかというところは

心配しております。知事に対して機嫌を取る、

耳ざわりのいいことだけを発言される、ただの

ミーティングになっては何もならないというふ

うに思っておりますので、そのあたりは知事が

一番最初の突破口で、「何でも言ってくれ」と

いうぐらいの形から入っていただきたいなと

思っております。要望にかえておきますので、

よろしくお願いしたいと思います。

次に、知事のトップセールスについてお伺い

をさせていただきます。知事自身が体を張っ

て、農産物の売り込み、観光のＰＲ、企業誘致

等の展開と頑張っていただいております。知事

御自身が行動されることは高く評価するもので

ありますが、県の行政組織からすれば、担当部

署を動かして仕事をさせるのも知事の仕事とい

うふうに思っております。例えば宮崎県の農産

物のＰＲであれば、知事と農政水産部長を初め

担当部署がセットで売り込みを展開し、農政水

産部長を宮崎県の農産物の顔として知事が数回

紹介をすることで、知事の分身として、農産物

売り込み担当としての役目が果たせるのではな

いでしょうか。農政水産部長は大変いい顔をし

ておりますから、すぐ「宮崎県の」というふう

になると思っているところであります。今の知

事の人気だけに頼っている各種セールスの方法

だけでは、今後はまずいのかなとも考えており

ます。そこで農政水産部長には、農産物のＰＲ

等を実施される場合には、部長を初め担当職員

と知事は十分な連携をとられての行動となって

いるのか、お聞かせください。

商工観光労働部長には、観光ＰＲ、企業誘致

活動においては、部長を初め担当職員と知事は

十分な連携をとっての行動となっておるのか、

お伺いをさせていただきます。よろしくお願い

します。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 観光客と

か企業の誘致につきましては、日ごろから職員

が県外事務所等と連携しましたセールス・ＰＲ

活動を実施しておるんですけれども、情報発信

力のある知事みずから宮崎の魅力を訴えますこ

とは、大変効果的であります。もちろん、これ
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を実施するときには、私ども県職員と一緒に連

携をとりながらやっておるわけですが、そう

いった意味で、さまざまな機会を通してトップ

セールスを実施していきたいと思っておりま

す。

また、知事のセールスの効果をより高めるた

めには、そのフォローが大変大事でございます

ので、関係各課におきまして、旅行会社とか企

業を訪問して緊密な連携を保つなど、その後の

事業展開につなげておるという状況でございま

す。そういった意味で、今後とも知事を先頭に

いたしまして職員一丸となって、積極的な誘致

活動に努めてまいりたいと考えております。

○農政水産部長（後藤仁俊君） お褒めいただ

きまして、ありがとうございました。

農産物のトップセールス等についてでござい

ますけれども、「選んで買うなら宮崎産」と

いった消費者の信頼獲得に向けまして、関係団

体と連携しながら、県内外の量販店において、

これまでも実施してまいりました。知事のトッ

プセールスを実施するに当たりましては、職員

との連携の面におきまして、関係課や県外事務

所といったところが、企画段階から関係者との

綿密な打ち合わせを行っております。また、当

日はトップセールスのサポートを行ったり―

これはもちろんでございますが―市場や量販

店関係者との取引拡大に向けた意見交換や、生

産者と一体となった試食販売活動を行うなど、

知事を初めそれぞれが役割分担をしまして、県

産農産物のＰＲ活動を展開しているところでご

ざいます。今後とも、これまでの成果が一過性

のものにならないよう、「ブームから定番へ」

を合い言葉に、知事の情報発信力と関係職員や

関係農業団体等の活動とを連動させながら、

トップセールスを展開してまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 それぞれありがとうございま

した。

現在の状況を見ると、知事の人気にあやかっ

たような形での、知事だけに頼った状況が何と

なく見えてしまうものですから、やはり各種Ｐ

Ｒやセールスにおいては、担当職員とともにと

いうような姿勢をまた知事自身が持っていかれ

ることも大事かなというふうにも思います。ま

た、やっておられるんでしょうけれども、職員

のやる気の醸成へとつなげるためには、やはり

知事自身が、職員とともに宮崎県を変えますよ

という状況を言っていただくことのほうが大事

なのかなと私は思っているものですから、よろ

しくお願いしたいと思います。オーケストラで

言えば知事は指揮者であります。幾ら立派な指

揮者であっても、各楽器の演奏者が息が合わな

ければ何にもなりませんし、知事と職員が息の

合った連携をとることが、宮崎県の揺るぎない

発展につながるというふうに思っておりますか

ら、よろしくお願いしたいと思います。

次に、他県の知事との連携についてという点

で質問をさせていただきます。東九州道の整備

についても、また隣県の大分県、鹿児島県との

連携は重要と考えます。知事の人気から、隣県

の知事も、県民から、「宮崎の知事はあれだけ

頑張っているのに。東国原知事を見習え」と言

われているというような話も聞かせていただき

ました。宮崎弁で「しょのみ（嫉妬）」という

言葉があります。いじめでも、目立つことでい

じめられたりするものであります。その状況を

超えるのが、今の東国原知事になるのではない

かなと思っておりますが、現在、隣県の知事と

の連携をどのようにとられておるのか、お聞か

せ願いたいと思います。
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○知事（東国原英夫君） 近年、モータリゼー

ションとか道路交通網の発達によって、人々の

暮らしというのは、生活圏も経済圏も非常に広

域になっていることは事実でございます。この

広域地方行政問題というのが、非常に近隣同士

の問題になっております。そういった意味で

は、近隣あるいは九州圏内の連携というのは不

可欠ではないかなと思っておるんです。鹿児島

県知事とは、去年対談させていただきまして、

お互いの人的交流とか観光交流といったものに

ついて、今後の連携を約束させていただいた。

大分県知事の広瀬さんとは、東九州自動車道に

おいて、全国知事会の道路特定財源確保緊急対

策本部の、広瀬さんが本部長で私が副本部長と

いうことで連携をとらせていただいて、熊本県

知事さんとは東九州自動車道の延岡横断道の連

携なども図っておるところでございます。今

後、こういった広域的な取り組みが非常に重要

かと考えていますので、今後ますます連携を密

にして、広域行政に向き合っていきたいと思っ

ております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。今

後、道州制という方向になってきたときに、宮

崎県が埋没しないようにするためには、知事が

リーダーシップを発揮していただいて連携をと

るということが大事かなと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

次に、市町村合併について質問をさせていた

だきたいと思います。

新合併特例法期限である2010年３月31日まで

約２年となりました。前回の一般質問で、合併

新法の期限内で合併する場合のタイムリミット

をお伺いさせていただきました。「合併方式か

ら各種事務事業の調整、条例規則の改正や電算

システムの統合、また市町村議会、県議会の議

決、総務大臣の告示等の法的手続まで、おおむ

ね約２年を要する」という答弁でありました。

合併新法内での合併を目指す場合、ちょうどそ

の時期となります。県はこれまで、合併推進の

ために市町村合併推進構想の説明会や出前講座

の開催、市町村長との協議や市町村議会議員の

方々との意見交換、県主催のシンポジウムと、

県民の合併に対する機運の醸成を図られたよう

であります。県の姿勢は、合併に際しての優遇

措置がすべてではなく、住民の意思で今後のそ

れぞれの地域のあり方を考え、その結果として

合併があると言われておりますが、優遇措置が

何もなくなってからの合併は、住民に対する

サービスの低下につながると考えます。期限切

れまで２年となっておりますが、県はどのよう

な姿勢で取り組むつもりか、地域生活部長にお

伺いをいたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 市町村合併に

ついてであります。御質問にありましたよう

に、合併新法の期限が平成22年３月31日までと

なっております。その期限まで残り２年となっ

た現在、日南市、北郷町及び南郷町の１市２

町、並びに宮崎市と清武町においても合併協議

会が設置されまして、合併新法期限内の合併を

目標とした協議が進んでいるところでありま

す。また、小林市、高原町及び野尻町の１市２

町におきましても、合併協議会の設置に向けた

話し合いが進められているところであります。

県といたしましては、これらの市町に対しまし

て、必要な支援を行うとともに、その他の地域

につきましては、合併新法の期限を踏まえます

と、残された時間は限られておりますので、早

期に合併に向けた取り組みが行われますよう、

粘り強く働きかけてまいりたいと考えておりま

す。
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○宮原義久議員 ありがとうございました。

県の考えとしては粘り強く働きかけていきた

いということで、御答弁をいただきました。お

隣の鹿児島県が、離島を除いてほぼ合併にこぎ

つけている状況があるようであります。粘り強

くという話でありましたが、あくまで住民の意

思に基づくということで、県のスタンスは現在

も変わっていないということでよろしいでしょ

うか、地域生活部長にお伺いをいたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 合併に対する

県のスタンスだと思いますけれども、市町村合

併は、地域の将来や住民の生活に大きな影響を

及ぼす事柄でありまして、まさに地域のあり方

そのものにかかわる重要な問題と認識しており

ます。このため市町村合併においては、住民一

人一人が、地域の置かれている現状や今後のま

ちづくりについて十分に検討され、地域の将来

像を描くことが必要であると考えております。

県といたしましては、従来から自主的、主体的

な市町村合併を推進しているところでありまし

て、今後とも、同じような方針で取り組んでま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

この２～３カ月の間に合併協議が実際なされ

ないところは、事実上、合併新法内での合併に

こぎつけられないということになります。期限

切れまで２年ということで、市町村合併の推進

に関して、国のほうから県に対して、何かそう

いったような指導的なものはないのか、地域生

活部長にお伺いします。

○地域生活部長（丸山文民君） 合併につきま

しては、国においては従前から、市町村の自主

的な合併を推進することとされております。合

併新法期限が迫った現時点におきましても、そ

の方針に沿って市町村合併が進められていると

ころであります。

○宮原義久議員 わかりました。

次に、現在までに合併して新しい自治体とし

てスタートした地域の中でも、合併しないほう

がよかったという話も聞きます。現に、合併さ

れた地域の予算規模が、合併以前のそれぞれの

自治体が編成していた予算規模からして大きく

減少しております。合併の効果がどの時点にお

いて評価されるのか難しい問題であるというこ

とは承知しておりますが、県として、現時点で

の合併されたところの検証はどのようにされて

いるのか、地域生活部長にお伺いいたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 合併の検証で

ありますけれども、県内でこれまで６つの地域

で市町村合併が行われましたが、これら合併し

た市町におかれましては、事務の効率化や福祉

サービス部門の充実を図るとともに、合併特例

債、あるいは市町村合併支援交付金などの国や

県の支援策を活用しながら、新しいまちづくり

への取り組みを始められたところであります。

しかしながら、合併した市町はいずれも合併後

間もないことから、その効果を実感できるまで

にはある程度の期間を要する状況にありまし

て、住民の皆様の中にはさまざまな御意見もあ

ると伺っております。このため県といたしまし

ては、地域住民の方々の声にも耳を傾けなが

ら、市町村合併の推進や、これからのまちづく

りの支援に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございます。地域

住民の方々の声にも耳を傾けながらということ

でありますから、耳を傾けているということ

で、傾けているだけになりますので、やはり、

合併したところと合併しないところ―当然、

合併されていないところは合併したところの話
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を聞かれるというふうに思いますので、やはり

踏み込んで、今のそういった状況を聞いていく

のも、担当部としてはやってほしいなと考えた

ところであります。よろしくお願いします。

合併をどうしてもしないという自治体を強制

的に合併させなさいと言うつもりはありません

が、合併旧法の中には合併特例債というアメの

部分がありました。しかし、合併新法にはその

部分がありません。県内はいろんな形はあった

としても、合併が成立していれば合併特例債の

活用ができたわけであります。今後、どこの自

治体も財政状況が厳しさを増していきます。合

併特例債の活用もなかなか厳しいとも聞きます

が、活用できる権限を持つところと持っていな

いところには大きな差ができてくるのではない

かと私は考えております。そうしたことも踏ま

えて、各種優遇措置のある合併新法の期限であ

る残り２年のこの時期の取り組みは重要と考え

ますので、県としても、「あのときに」という

ような悔いを残さないような対応を望むもので

あります。

さらに、財政破綻した北海道夕張市は、市町

村合併からではありませんが、財政破綻後の職

員の給与も大きく下がり、退職者が続出してお

ります。人口の流出が進んでいるようであり、

合併により各自治体の借入金も大きくなってお

ります。職員は、給与が低下することで他地区

へと移動した方も多いと聞きますが、移動でき

ない人は、苦しい生活をしている方々が中心と

なっていると思われます。そうした状況で、税

収は伸びない、さらに各種負担や使用料は上昇

するということになります。合併の優遇措置が

すべてではありませんが、十分な調査検討は今

後も進めながら頑張っていただきたいと思って

いるところであります。よろしくお願いしま

す。

次に、企業誘致問題についてお伺いします。

知事のマニフェストでも特に重要視されてい

るのが、４年間で誘致企業100社、雇用創出１万

人であります。今回提案の平成20年度当初予算

にも、新規事業として企業誘致専門員設置事業

を立ち上げられて、５名の企業誘致専門員を確

保し、1,600社程度の訪問活動をして誘致活動を

推進する計画となっておるようであります。昨

年、知事が先頭に立ち、都市圏を中心に企業誘

致に向けたセールス活動を展開されておりま

す。まず、昨年、企業立地セミナーを３回開催

されております。10月３日には名古屋市におい

て70社で100名の参加、10月31日には東京で

約110社、約200名の参加、11月12日には福岡市

で約110社で約150名の参加となっております。

本県への招致セミナーも、県庁において２回開

催され、38名の参加、さらには、来県された企

業等の会議への参加や、企業訪問にも積極的に

取り組んでいただきました。参加者の反響も大

変よかったと聞いておりますが、その後の参加

企業の本県への進出に向けた動きなどはどのよ

うになっているのか、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業立地

セミナーに参加した企業のその後の取り組みと

いうことについてでありますけれども、実際、

企業立地セミナーに参加された企業のうち、本

県に既に立地が決定した成功例も出ております

し、引き続き接触を続けている企業も複数ござ

います。今後とも、そういった意味で知事の

トップセールスというのは、県の意欲というの

をアピールするのに非常に大きい効果がござい

ますので、これからも知事を先頭に積極的に取

り組みまして、１件でも多くの企業立地が図れ
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るよう努めてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 せっかくたくさんの会場にた

くさんの企業の方がお越しいただいております

から、高速道の整備がおくれているとかそう

いったものもいろいろあるということはわかっ

ておりますが、必ずしもそれだけにということ

ではないと思いますので、十分に今後、誘致活

動には力を入れていただきたいと思っておりま

す。

次も商工観光労働部長にお伺いしますが、九

州内の企業誘致の状況は、北部九州（福岡、大

分、熊本、佐賀県）が大きく伸びており、宮崎

県、鹿児島県が厳しい状況となっております。

お隣大分県は精密機器大手の進出などで非常に

元気がよく、昨年12月の有効求人倍率は1.07倍

となっております。本県は0.62倍で、大分県と

隣接する延岡地区の12月の有効求人倍率は0.52

倍となっておるようであります。東九州道も、

大分までの開通となると、現状でも10数年先と

なりますし、働く場所がないことから、職を求

めて県内の労働力の流出が起きているのではな

いかと考えておりますが、商工観光労働部長は

現状をどのように分析しておられますか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 労働力の

流出が起きているのではないかという御質問で

あります。この労働力の流出につきましては、

統計資料が限られておりますため、全体的な把

握というのは困難でありますけれども、19年３

月に高校を卒業し就職した生徒の約４割が県外

に就職しておりまして、地域別に申しますと、

愛知、東京、大阪、福岡の順に多くなっており

ます。このため県におきましては、企業誘致や

地場産業の振興等による雇用創出等に努めてお

るわけでございますけれども、それとあわせま

して、県内就職の促進でありますとか、ＵＩ

ターン対策にも取り組んでいるところでありま

す。今後さらに、市町村や関係機関・団体等と

の連携を強化しながら、県内で働くことを希望

する者が県内で就職できるように、努力してま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 平成19年３月の時点で高校を

卒業し就職した生徒の４割が県外ということで

すから、やはり働く場所がないということにな

りますので、全部を引きとめるということはな

かなかなんでしょうが、やはり企業誘致がいか

に大事かということになりますので、知事を先

頭に頑張っていただきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。

次に、建設産業問題についての質問をさせて

いただきたいと思います。先ほど午前中の質問

で、萩原議員からも質問がありましたので、重

なる部分も多いかと思いますが、質問させてい

ただきますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

昨年は、本県にとって、大きな災害もなく、

いい年となりましたが、公共事業は７年連続の

減少となっており、建設業界においては大変厳

しい年となりました。落札率が大幅に低下し、

例年の３倍の企業が倒産へと追い込まれたよう

であります。県としては、県内の建設業は適正

数よりも多いというように見られており、この

状況は仕方ないことであると見ておられるよう

でありますが、平成20年度重点施策として建設

産業対策を挙げておられます。知事の提案理由

説明でも、「社会資本整備の担い手である建設

産業は、災害時の緊急対応など大きな役割を果

たすとともに、中山間地域等における地域経済

の雇用を支える産業の一つであり、技術と経営

にすぐれた建設業者が伸び続ける環境づくりな

ど、建設産業の健全な発展を図るために総合的
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な対策を講じる」とされているようであります

が、建設業界の方々のお話をお伺いしてみます

と、「優秀と言われる業者は、採算のとれない

ような仕事には手を出さない。資金繰りの厳し

い業者は、採算面で厳しくても、その場を乗り

切るために受注に向けて努力をする状況があ

る」と聞かされます。そうしたことを繰り返す

ことにより、いずれ経営の厳しい業者が業界か

ら消え、業者数が減少すると考えておられると

思いますが、そのようなやり方でいいのでしょ

うか。優秀な業者の育成をどのように進めよう

と考えておられるのか、お聞かせ願いたいと思

います。県土整備部長、よろしくお願いしま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 社会資本の整

備や建設産業の発展のためには、技術と経営に

すぐれた業者の果たす役割が重要だと考えてお

りますので、経営事項審査や入札における参加

資格要件、また総合評価落札方式において適切

な評価を行っているところでございます。さら

に、県発注の公共工事におきましては、工事検

査の際に経験豊富な工事検査専門員による技術

指導を行うとともに、財団法人宮崎県建設技術

推進機構を通じまして、新任技術者を対象とし

た研修を初め各種専門技術研修など、建設業者

の技術力向上と健全な育成に努めているところ

であります。今後とも、建設業者への適切な指

導に努めるとともに、技術力にすぐれた企業の

育成を図ってまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 建設産業が中山間地等の雇用

を支える産業の一つと言われるのであれば、入

札により赤字でも受注するという業者と、適正

な価格で受注して雇用者の生活の確保を考える

企業のどちらが優秀な企業と言えるのでしょう

か。会社の延命を図るために身を切ってでも安

く受注する業者は、税金の有効な活用という点

からすれば優秀となります。雇用者の生活と安

定した働く場所の確保という点から考えれば、

利益を追求する業者のほうが優秀と言えるので

はないでしょうか。先ほど萩原議員も言われま

したが、建設業は、みずから仕事をつくり出す

ことのできない受注産業であります。いつ仕事

が受注できるかわからない中でも、技術者を確

保しておかなければなりません。仕事があると

きだけ技術者を雇用できるシステムとなってい

ないことを考えれば、現在の落札率での受注金

額では、会社の維持等は厳しいと考えますし、

今の方式では優秀な業者の育成にはつながらな

いというふうに考えております。このようなこ

とから、税金の有効活用、中山間地等の雇用の

確保などを総合的に見て、最低制限価格の再検

討が必要と考えますが、県土整備部長、いかが

でしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 最低制限価格

につきましては、「入札・契約制度に関する実

施方針」に基づきまして、施工業者を対象にコ

スト調査を実施した上で、工事の品質確保や健

全かつ継続的な企業経営を考慮し、昨年10月に

引き上げたところであります。したがいまし

て、当面はその検証を行ってまいりたいと考え

ております。

○宮原義久議員 十分な検証をしていただきた

いというふうにお願いをしたいと思います。

一般競争入札のシステムや最低制限価格の設

定の状況が、九州各県ひとしく同じ状況であれ

ば問題はないというふうに考えるんですが、基

準が別々であれば、厳しい競争の結果、県内業

者の経営状況は大変悪化しておりますし、倒産

はふえております。仮に道州制が導入された場

合、本県の業者は他県の業者との競争に勝て
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ず、県外業者の草刈り場となるおそれがあり、

災害時の対応のおくれ等も今後考えられると思

います。このため、今のうちに、県内各地の優

秀な建設業者を育成確保しておく必要もあると

いうふうに思いますが、この点については、県

土整備部長、どのようにお考えでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 建設産業は、

社会資本の整備を通して県民の生活を支えると

ともに、災害時の緊急対応や地域の雇用に大き

な役割を担っております。このため、入札・契

約制度改革に当たっては、地域における建設産

業の役割を考慮いたしまして、県発注工事につ

いては原則県内業者に発注するとともに、入札

参加資格として地域要件を設定しているところ

でございます。しかしながら、建設投資が大幅

に減少し、増加が見込めない状況にあっては、

技術と経営にすぐれた業者が伸びていける環境

づくりが不可欠と考えておりますので、価格と

技術力等を評価する総合評価落札方式をさらに

拡充することが必要であると考えております。

具体的には、18年度から試行しております総合

評価落札方式について、評価項目の見直しを行

い、対象事業を大幅にふやすとともに、新たに

地域企業育成型を導入いたしまして、地域に根

差し、技術力や地域貢献度の高い業者が受注し

やすい環境を整備してまいりたいと考えており

ます。

○宮原義久議員 先ほども、この総合評価方式

という言葉が出てきたんですが、その点数のつ

け方といったものも、今度は点数をもらいたい

がために一生懸命ボランティア活動をやってい

かなければならないということになりますか

ら、まず仕事を受注する前にボランティアを頑

張れと。ボランティアを頑張っていた後に会社

が倒れたという話では、話にもならないという

ふうに思いますので、十分そのあたりも検討し

ていただいて、改革を進めていただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。

次に、建設業の新分野進出についてお伺いさ

せていただきます。公共事業の減少や一般競争

入札の適用拡大に伴い、建設産業を取り巻く経

営環境が大きく変化しているとして、事業の転

換や経営の多角化を促し、建設産業の健全化を

図ることを目的として、新分野での事業定着支

援として施設整備・施設設置経費、新分野での

技術習得研修経費などで、新事業創設に係る経

費の一部の助成経費を９月補正で計上していた

だきました。その後の各地区での研修会で

は1,300社の参加があったようであり、21社が新

分野への進出に手を挙げたと聞きましたが、そ

の21社のすべてに県は支援をされたのかお聞か

せください。

さらに、今回の当初予算では、30社に対して

１社100万円が限度となっているようであります

が、支援金は多いにこしたことはないと思いま

すが、50万円から100万円になった根拠を、県土

整備部長にお聞かせ願いたいと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） この事業につ

きましては、社団法人宮崎県建設業協会を通し

て県内建設業者の新分野進出に要する初期経費

を助成するものでございまして、21社から補助

金の申請があったところでございます。先月末

に、建設業経営支援アドバイザー等で構成いた

します交付決定審査委員会を開催し、事業計画

や補助効果等を審査し、11社に総額488万円の補

助交付決定を行ったところであります。残る10

社につきましては、事業内容の一部修正や見直

し等を行った上で、平成20年度に改めて申請を

行う予定であると伺っておるところでございま
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す。

また、20年度の当初予算で50万円から100万円

となった根拠を伺いたいということでございま

すが、経営革新のさまざまな取り組みの中で、

新分野進出については、現状を打破していく上

で特に効果的であることから、経営相談も多く

寄せられるなど、建設業者の取り組みの機運も

高まっておるところでございます。このような

ことから、平成20年度におきましては、新分野

の進出をなお一層支援するため、限度額を現在

の２倍に引き上げるとともに、助成件数も大幅

にふやすこととしたところでございます。な

お、本年度に助成を受けた建設業者につきまし

ては、次年度以降新たな投資を行う際には、追

加の助成を受けられることとしております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

厳しい状況ですから新分野にということにな

りますが、新分野に進出する不安、そして資金

面の不安などさまざまな不安があって新分野を

希望される業者でありますから、今後、大きく

新分野に移行する業者がふえるというふうに考

えます。昨年の９月の補正で、10社に対して21

社であったようであります。当初予算で30社分

の予算というものは確保されているようであり

ますが、厳しいという状況があっての新分野進

出となりますので、30社ではなくて、ここが不

足した場合、30社以上のこういった要望があっ

た場合、補正をしてでも支援をしていただかな

くては困るんです。知事、そういう点におきま

しては、補正をしてでもその対応はやるという

ようなつもりでおられるのか、お聞かせを願い

たいと思います。

○知事（東国原英夫君） ケース・バイ・ケー

スによると思うんですが、この事業、ぜひ対応

していきたいと思いますけれども、申請の状況

を見て、また予算状況などもかんがみながら、

対応を検討していきたいと思います。

○宮原義久議員 済みません、突然知事に振り

ましたので……。ちゃんと聞いていただいてい

るのかなというのも一つありまして、別にわざ

とやったわけじゃないんですが……。こういっ

た厳しい状況というのを議論させていただいて

おりますし、そういった部分については十分な

配慮をしていただいて、やらなければならない

ところはやってほしい。業界が倒れるかどうか

というところでありますから、十分な配慮をお

願いしたいと思っております。

確かに、建設業を取り巻く環境について、今

さまざまな質問をさせていただきましたが、平

成18年度の平均落札率は、鹿児島県が95.6％

で、九州では最高となっております。本県がそ

のときで91.1％であります。平成19年12月末の

本県の状況は81％となり、10.1％下がったわけ

であります。最低制限価格の引き上げ後の状況

は84.8％となっているようであります。91.1％

と比較しても6.3％という状況であります。落札

率を公表されている九州の他県の状況で、福岡

県が2.5％下がっているようであります。佐賀県

が3.3％下がっているようであります。さらに

は、本県の昨年倒産件数も2.4倍の55件というこ

とでありますし、廃業・失効の状況も、平成18

年４月１日と平成19年４月１日現在の比較をし

ても九州で最高となっております。こうした改

革はしていかなければなりませんが、十分な調

査をして、改革はやっていただきたいと思いま

す。厳しい建設業界であります。融資制度もつ

くっていただいておりますが、融資を受けられ

ても、その返済はしなければなりません。その

返済の原資は、受注した工事代金の利益をもっ

て充てられるわけでありますから、今後の落札
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率の状況では、それも大変厳しいと言わざるを

得ません。建設業界の現状も十分調査していた

だいた上での改革にしていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

次に、農業問題について質問をさせていただ

きますが、ちょっと厳しいかなと思っておりま

すが、原油高騰対策の問題で質問させていただ

こうと思っておりました。大変厳しい状況であ

りますので、本県の農業の今後に大きく影響し

てくる問題であろうと思っておりますから、こ

の点については十分な―もう答弁要りません

ので―対策を打っていただきたいと思ってお

ります。

そして、耕作放棄地とか、粗飼料ぐらいを

―宮崎の和牛が日本一になったんですから、

配合飼料は無理としても、粗飼料の100％宮崎産

というのも一つの売り込むもとになるのかなと

思っておりますから、そういった政策もきっち

りと検証して、またやっていただきたいと思っ

ております。

そのほか、教育問題を３点ほど取り上げさせ

ていただく予定にしておりましたが、余計なこ

とをしゃべり過ぎたようで入り切りませんでし

た。この点については、また教育委員会なりと

それぞれ話をさせていただいてやっていきたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○中村幸一副議長 次は、３番川添博議員。

○川添 博議員〔登壇〕（拍手） 無所属の会

の川添博でございます。名誉と歴史のある言論

の府・宮崎県議会において一般質問の機会を与

えていただきまして、先輩議員や同僚議員、ま

た県民の皆様に対しまして大変感謝申し上げま

す。新人議員らしく、県民の声を代弁して率直

に質問ができればと考えております。どうぞ皆

様、温かく見守ってくださいますようお願い申

し上げます。

さて、平成７年に成立した地方分権推進法を

思い出してみますと、その冒頭にこう書かれて

おります。「地方分権の推進は、（中略）国及

び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、

地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性

豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ること

を基本として行われるものとする」と、実に13

年前のことであります。しかし、その後、13年

間で地方の現状はどう変わったのでしょうか。

税源の偏在や三位一体改革に伴う交付税の削減

などで地方財政は窮乏し、その結果、地方の自

立性を阻害し、閉塞感に包まれた社会になろう

としております。戦後、私たちは高度成長によ

り未曾有の豊かさを享受いたしました。一方、

成長と改革の影の部分で、地方から都市への人

口流出により、限界集落などの地方の過疎化の

現象を生み出してしまったのです。30年前から

問題は顕在化していたのであります。また、昭

和36年の農業基本法の制定に始まり、その後の

農業政策により効率化やグローバル化を急ぎ過

ぎたために、その後の担い手不足や自給率低下

の問題を招いてしまいました。この間、国家財

政は800兆円まで借金を増加させ、実質的に財政

破綻の状況とも言われております。今後、場当

たり的な政策では、根本的な解決はできないで

しょう。豊かさや成長の光と影の両方を包含す

るために、国政や県政を含めて、政治そのもの

の枠組みや仕組みを根底から大きく変えていく

とともに、行政サービスの理念そのものを考え

直していく時期に来ていると思います。そう

いった趣旨を含めまして、通告に従いまして質
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問に入らせていただきます。

最初の質問は、知事のマニフェストの実施状

況であります。特に、知事のマニフェストと新

みやざき創造計画や行財政改革大綱2007との関

係であります。

知事が就任されて、はや１年２カ月を迎えよ

うとしていますが、ここで改めて、知事の原点

であるマニフェストについて質問をさせていた

だきたいと思います。知事のマニフェストは、

当然、知事に就任される前に作成されたもので

あるわけですが、実際に知事に就任した後、新

みやざき創造計画や行財政改革大綱2007におい

て、県の行財政が置かれている厳しい現実を目

の当たりにして、御苦労も多かったのではない

かと思います。平成20年度当初予算の編成に当

たり、政権公約であるマニフェストを反映させ

るために苦労した点や自己評価などをお伺いい

たします。

次に、これに関連して、財政再建策について

お尋ねをいたします。今議会に上程されている

平成20年度当初予算は、行革大綱の計画に比べ

てみると、県債残高や基金残高などに差が生じ

ております。計画ができて１年もたっておりま

せん。どうしてこのような差が生じているので

しょうか、総務部長にお伺いをいたします。

これ以降の質問については、質問者席にて行

わせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

当初予算の編成に当たっての感想でありま

す。平成20年度の当初予算編成は、私にとって

初の通年予算という本格的な予算編成でありま

したので、私のマニフェスト達成に向けて、中

山間地域・植栽未済地対策等の３つの重点施策

を中心に、積極的に取り組むことといたしまし

た。しかしながら、19年度地方財政対策の影響

などにより収支不足額が拡大するなど、大変苦

しい予算編成を強いられたところでございま

す。このような大変厳しい財政状況でありまし

たが、さらなる事務事業の見直し等を進めるな

ど財源捻出に努めることにより、３つの重点施

策を含め、本県が直面する喫緊の課題に対応し

た優先度及び重要性の高い事業については、

しっかりと措置することができたと考えており

ます。以上です。〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えい

たします。

県債残高及び基金残高の財政改革推進計画と

の差についてであります。まず、県債残高につ

きましては、平成20年度に地方交付税の特別枠

として地方再生対策費が創設されたことにより

臨時財政対策債が増加していることや、平成17

年台風14号災害に係る災害復旧事業等につきま

して、18年度に繰り越しとなったものが多

く、18年度末の残高が計画策定時点に比べて増

加したことなどが要因であると考えておりま

す。

なお、財政改革推進計画では、18年度から20

年度までの２年間に、県債残高を約95億円削減

する計画でありましたが、20年度当初予算編成

時点の見込みでは、約104億円の削減となってお

りますので、ほぼ見込みどおり推進できている

のではないかと考えております。

また、基金残高についてでありますが、財政

改革推進計画では、平成20年度の２月補正後に

おきまして389億円を見込んでおりますが、19年

度の地方財政対策により約95億円、それから20

年度の税収等の影響により約49億円見込み額を

下回ったことなどにより、20年度当初予算編成
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時点では基金残高が213億円となっておりまし

て、年度途中の経費節約等の見込み額85億円を

加えても298億円ということでありまして、計画

で見込んでおります389億円に対し91億円不足し

ている状況でございます。いずれにいたしまし

ても、本県財政は歳入減の影響等によりますま

す厳しい状況にありますために、これまで以上

に財政改革を進めてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○川添 博議員 ありがとうございました。

それでは、知事のマニフェストについて、引

き続き質問させていただきます。先日の代表質

問で知事は、「マニフェストについては２年を

経過した時点で検証したい」と言われたところ

ですが、私は、有権者との約束であるマニフェ

ストが、そもそも新みやざき創造計画や行革大

綱などにきちんと反映されているのかという観

点から、質問をさせていただきます。

先ほどの御答弁でも知事は、「初心を忘れ

ず、県民との約束を果たすために一日一日を頑

張る」とおっしゃいました。しかし、昨年、新

みやざき創造計画策定時に、民間テレビ局開設

や、知事のポケットマネーでお笑い芸人を育成

する項目等４項目が計画には反映されていない

と公表をされましたが、果たしてそれ以外には

ないと言えるのでしょうか。例えば、移住促進

モデルタウンの整備についてであります。その

まんまマニフェストの８ページの移住促進の項

目です。「都市部の退職者が宮崎での生活を実

感できる移住促進モデルタウンの整備」と書か

れております。覚えていらっしゃると思いま

す。マニフェストを読んで、県外から移住され

る方を受け入れる住宅団地等の造成といった

ハード整備などをされるのかと私は考えまし

た。実際、そのような期待感を持っている県民

の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そ

こでまず、平成20年度予算の移住促進の県の取

り組みについて、地域生活部長にお伺いをいた

します。

○地域生活部長（丸山文民君） 移住促進の取

り組みにつきましては、受け入れ機運の醸成や

県の情報サイト等による情報発信、市町村の取

り組み支援等を行っているところであります

が、来年度は、新規事業の「宮崎に来んね、住

まんね、呼びかけ強化事業」におきまして、情

報発信力をさらに高めるとともに、移住促進の

取り組みに積極的な市町村への支援や推進体制

整備などを、なお一層強化していきたいと考え

ております。具体的には、首都圏等でのシンポ

ジウムやセミナーの開催によるＰＲ強化、ガイ

ドブックの作成や旅行等情報誌を活用した情報

発信強化、モデル市町村における「お試し滞

在」等の取り組みに対する支援、官民共同の全

国的な推進組織であります「移住・交流推進機

構」への参画などであります。今後とも、市町

村等と十分連携を図りながら、「おもてなし日

本一移住促進」戦略を積極的に推進してまいり

たいと考えております。

○川添 博議員 要するに、積極的な取り組み

を行う市町村を支援するといったソフト事業を

行うということですね。マニフェストにある

「移住促進モデルタウンの整備」という文言

は、新みやざき創造計画では「移住促進モデル

市町村への支援」という言葉に変わっていま

す。また、20年度当初予算でも、市町村支援中

心のソフト事業しか組まれていないわけであり

ます。創造計画に、マニフェストにある「移住

促進モデルタウンの整備」の趣旨が反映されて

いないのではないでしょうか。知事に見解をお

伺いいたします。
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○知事（東国原英夫君） 移住促進に係る取り

組みというのは、あくまでも受け入れ主体であ

る市町村が重要なポイントになるんじゃないか

なと考えております。そのために、県としまし

ては、ホームページ等で情報発信や相談窓口の

設置をするとともに、「お試し滞在」等に取り

組んでいる積極的な市町村をモデル市町村とし

て支援するという形をとらせていただいており

ます。お尋ねの総合計画への反映なんですが、

モデル的な取り組みの推進を重点施策として新

みやざき創造戦略に盛り込んだところでありま

す。

○川添 博議員 当初のタウンの整備という言

葉が、創造計画及び創造戦略に反映されていな

いということで、趣旨が少し失われているので

はないかという印象を受ける県民の方も多いの

ではないかと考えたところでございます。

続きまして、マニフェストの11ページでは、

財政改革において350億円の歳出見直しを行い、

うち200億円については新規事業へ振りかえ、ま

た150億円については将来の歳入減、歳出増に備

えて基金等へ充当すると書かれています。知事

はこの記述も覚えていらっしゃると思います

が、これが行革大綱にどのように反映されてい

るのか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 第２期財政改革推進

計画では、職員数の削減等による人件費の見直

しとか、投資的経費の縮減・重点化、事務事業

の見直し等により、平成21年度には、平成18年

度と比較して、350億円の歳出見直しと合わせ

て、150億円を上回る182億円の収支不足の圧縮

のための取り組みを達成する見込みを立ててお

ります。

○川添 博議員 将来に備えて基金を充当する

計画になっているわけですから、私は、そう

いった意味で、収支不足を圧縮した上で基金に

上積みされるのかというようなイメージを持っ

ておりました。現実には、平成20年度当初予算

では、基金が計画以上に大きく取り崩されて、

本県の財政状況はさらに悪化しているわけで

す。最初に知事のマニフェストを読んで、150億

円基金充当の記述を見て、何とすばらしいアグ

レッシブな改革なんだろうと、私、正直感じた

ところでありました。しかし、ふたをあけてみ

ると、行革大綱では、充当どころか収支不足は

現状維持のままで、基金を取り崩していく計画

になっております。これで本当にマニフェスト

の趣旨が計画に反映されていると言えるので

しょうか。要するに、計画自体にマニフェスト

に基づいた知事の本気度が反映されていないの

ではないかと考えたところであります。

知事はよく、「マニフェストは県民の皆様と

の約束である」とおっしゃるわけですが、その

約束は、創造計画や行革大綱、予算などへ誠実

に反映することによって、具体的に実現される

ものです。マニフェストから創造計画などにど

のように反映されているのか、県民には少しわ

かりにくいものになっております。まして、趣

旨を変えて反映させた項目や、趣旨が変わって

いなくても、他の施策に統合されて言葉が消え

てしまった項目などについて、誠意を持ってき

ちんと説明することが必要なのではないでしょ

うか。それができなければ、公約違反のそしり

も免れないのではないかと思います。政治家・

東国原英夫として説明責任を果たすべく、ペー

パーベースで県民にわかりやすく公表するお考

えはないのか、知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 私がマニフェストに

掲げさせていただいた項目については、新みや

ざき創造計画とか行財政改革大綱2007に反映さ
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せたところでございます。それぞれの政策課題

に関しまして、これまでの経緯とか県の取り組

み状況を踏まえて、現実的な対応といたしまし

て、より効率的・効果的な手法を選択した結

果、マニフェストの文言どおりには計画や大綱

に盛り込むことができなかった項目もあること

は事実でございます。

○川添 博議員 一度、整合性など整理をし

て、ぜひ公表していただきたいと存じます。

また、私は、有権者との約束であるマニフェ

ストは、基本的に下方修正はできないのではな

いかと考えます。知事は、企業誘致100社につい

て、「相手がある話で、企業は５年から10年の

長期計画で設備投資をしており、それぐらいの

時間を要する」旨の発言をされましたが、それ

では、当初４年間の100社目標設定はどういう根

拠でされたのかと考えます。あくまで４年間の

中で努力すべきですし、また、１年ごとの状況

や見通しを県民にディスクローズしていく義務

があると考えます。

私がなぜマニフェストと計画との関係を質問

したかと申しますと、知事就任前の一民間人で

あったころに、県政について大きな夢を描き、

熱い思いで書いたこのマニフェストと、県政を

変えるんだという政治家としての初心や原点を

忘れないでいただきたいということを申し上げ

たかったのです。現実の県行政や財政構造の壁

は確かに厳しいわけですが、そういう制約の中

でがんじがらめになってしまって、マニフェス

トを書いたころのあの夢はもうかなえられそう

もないなと思われているところがあるのではな

いでしょうか。かつて全国で改革派知事として

さっそうとあらわれた方々も、２期、３期され

て、終わってみれば地域の窮状は何も変わって

いないという評価が多いのも事実です。私はそ

ういうことを危惧しております。厳しい現実に

妥協し、知事職になれ切ってしまうのではな

く、当初の外から見た県庁の視点や、最初のこ

ろ、まだ行政にふなれであったころの行政への

違和感のようなものを維持していくことが、実

は大事なのではないでしょうか。ぜひ一度、誠

意を持って、マニフェストの一つ一つの項目に

ついて、創造計画や行革大綱との整合性を整理

していただき、公表していただきたいと思いま

す。それがマニフェストで夢を見た多くの有権

者への誠意を示すことであり、初心に立ち返る

ことであると思います。また加えて、各数値目

標等については、スピード感を持って集計し、

早期に公表していただく努力をお願い申し上げ

ます。しっかりと受けとめていただきたいと存

じます。

次に、財政再建についてお伺いいたします。

先ほど壇上から総務部長に御答弁いただきまし

たが、行革大綱がスタートしてまだ１年も経過

していないのに、県債残高や基金残高見通しで

は、早速、計画とそごを来している状況であり

ます。本議会においてもまた、日ごろ県民から

数々の要望が並んでいます。また、知事御自身

も、やりたいことがたくさんあるわけですが、

真に必要な施策を打つためには財源が必要で

す。まず財政をしっかりと立て直していくこと

が急務であり、最優先の政治課題であると、私

は考えます。平成20年度当初予算段階での基金

残高の見込みは213億円です。執行段階で節約に

努め、年度末には数十億円の戻りがあるとのこ

とですが、計画との大きなぶれは生じておりま

す。本県経済の先行きは、原油高騰、建設産業

の不振などからますます厳しさを増すものと考

えます。加えて、大規模な企業立地が進んで本

県の税収が大きく伸びるといった特殊要因も、

平成20年３月３日(月)



- 219 -

今のところ見当たりません。したがって、今の

ペースで行けば、次期21年度か22年度には基金

が枯渇いたします。歳入歳出ともに抜本的な健

全化の取り組みが早急に求められると考えます

が、どのような財政健全化への道筋を考えてお

られるのか、知事の所見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 基金が枯渇して予算

編成が困難となることがないように、諸産業の

振興等による税源涵養に努めるとともに、重点

的な滞納縮減策などの徴税対策や、使用料・手

数料の見直しを行うなど歳入確保に取り組むほ

か、第２期の財政改革推進計画に基づく歳出改

革を着実に推進してまいりたいと考えておりま

す。

また、本県財政が厳しい状況に陥った大きな

要因の一つに、三位一体の改革による地方交付

税交付金の大幅な削減ということがあります。

この削減の―午前中の質疑応答にもありまし

たように、この確保といったものには、国に対

しても強く要望してまいりたいと考えておりま

す。

○川添 博議員 今回の予算編成と大綱の計画

との差を踏まえると、一つに、自主財源である

県税収入の見通しが甘かったのではないかと思

います。税収のシミュレーションをしっかりと

行う必要があると思いますが、いかがでしょう

か。

また、仮に基金が枯渇した場合、大幅な事業

見直しや起債を張ることを余儀なくされると思

います。借り入れ依存の財政になれば、県債は

いずれ１兆円の大台に乗り、借り入れ負担の中

で悪循環となってまいります。今の時点でその

ことを真剣に議論する必要があると思います。

仮にいよいよ基金枯渇の場合に、知事、実際ど

のような対応をされるのかお伺いをいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 第２期の財政改革推

進計画を策定する前提となる財政の中期見通し

においては、本県予算における一般財源総額の

増減を横ばいで試算しておりますが、これは

「骨太の方針2006」で、地方の安定的な財政運

営に必要となる一般財源の総額を確保すること

とされていたことによるものであります。しか

しながら、現実には、平成19年度の地方財政対

策や20年度の税収等の減の影響によりまして、

歳入が財政の中期見通しを下回って、収支不足

額が拡大したところであります。このため、平

成20年度の当初予算の編成に当たっては、県議

会や事業仕分け委員会などの御意見も踏まえま

して、事務事業の見直しを図るなどにより、収

支不足額を約100億円圧縮したところでございま

す。今後とも、基金の枯渇により予算編成が困

難にならないように、財政健全化に向けた取り

組みを一層推進してまいる所存でおります。

○川添 博議員 歳出面においては、今後、公

債費や社会保障費が年々増加する見込みであり

ます。一方で、本県の県税収入は景気動向に左

右されやすく、大変脆弱であります。今後の財

政運営は一層厳しさが増すことは、だれの目に

も明らかであります。現状の対策では、税収減

の状況から基金の枯渇は時間の問題であると、

私は思います。私は決して財政慎重論者でも縮

小均衡論者でもございませんが、まずは財政を

立て直した上で、計画的な積極財政へ打って出

るべきだと思います。財源がないことには、真

に必要な施策も打てません。「財政再建こそ夢

の実現」を合い言葉に、４月以降少しでも早

く、次の平成21年度予算編成に向けて、財政健

全化への抜本的な対策が講じられることを願い

ます。
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では、少し話を変えまして……。歳入対策に

ついては、代表質問においてもユニークなアイ

デアが出ましたが、私も幾つか御提案してみた

いと思います。少しとっぴなことを申し上げま

すが、最初からマイナス面だけを考えるのでは

何も変わりません。今のこの危機的な行財政シ

ステムに求められるのは、前例にとらわれない

発想だと思いますので、積極的な御答弁をお願

いいたします。企業広告収入による歳入確保で

あります。現在、企業広告においては、ネーミ

ングライツやホームページにおけるバナー広告

などが行われております。来訪者の多い県庁本

館内に企業広告を募集してはいかがでしょう

か、総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 県庁本館内への企

業広告の募集につきましては、歳入確保のため

の一つの手法であると考えられます。ただ、そ

の実施に関しましては、県庁本館は、県民が利

用することを本来の目的にしております公の施

設とは異なりまして、県が行政事務の執行上、

直接使用する公用財産に位置づけられますの

で、行政の中立性というところに特に注意を払

う必要があると考えております。それから、宮

崎県の県庁本館は、御案内のとおり非常に歴史

的なイメージが強いといいましょうか、非常に

重厚な建物で由緒ある建物でありますので、そ

れらの影響、それから費用対効果、そういった

ところを十分に考えて、慎重な見きわめが必要

であろうと考えております。以上であります。

○川添 博議員 少し消極的な答弁で大変残念

ですが……。収入とは直接関係ありませんが、

せっかく県外とかの来訪者が多いわけですか

ら、本県の観光ポスターでも掲示してはいかが

かなと思います。あわせて御検討をお願いして

おきます。

それでは、次の提案として、広報紙である

「広報みやざき」の中に企業広告を募集すると

いうのはいかがでしょうか。総合政策本部長に

お伺いいたします。

○総合政策本部長（村社秀継君） 「広報みや

ざき」へ企業広告を載せられないかということ

でございますけれども、「広報みやざき」は、

発行回数とかページ数に限りがありますので、

掲載する情報を取捨選択しながら、県民の皆様

にわかりやすく、読んでいただける広報紙づく

りを心がけているところでございます。御質問

の企業広告の導入につきましては、掲載できる

情報が制約されることに加えまして、他県等の

例を見てみますと、広告企業の固定化、あるい

は紙面制作のコストが広告収入を上回るといっ

たような問題等もございます。したがいまし

て、企業広告につきましては、「広報みやざ

き」のあり方も含め、慎重に検討する必要があ

るというふうに考えております。

○川添 博議員 わかりました。

それでは、教育長、多くの人が集まる県立美

術館や県立図書館での企業広告を募集してはい

かがでしょうか。

○教育長（高山耕吉君） 県立美術館と県立図

書館における企業広告の募集についてでありま

すが、これらの施設は、社会教育のためだけの

施設ではなくて、広く県民に利用されるという

こともあります。また、児童生徒の教育活動の

場としましても高い公共性を有しているため、

今後、慎重に研究をしてまいりたいと考えてお

ります。

○川添 博議員 続いては、病院局長にお尋ね

いたします。県立病院については、厳しい経営

状況にございます。赤字圧縮策に全力で取り組

む必要があると思います。そこでまず、延岡病
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院や日南病院の黒字化の見通しや増収策につい

てお伺いいたします。

また、その上で歳入確保策として、例えば待

合室の長いすの背中に企業広告を募集するなど

の収入確保の取り組みを行ってはどうかと思い

ますが、いかがでしょうか。

○病院局長（植木英範君） 県立病院の経営状

況についてでございます。県民の皆様に信頼さ

れる医療を持続的に提供していくためには、経

営の健全化を図ることが極めて重要でありま

す。このため、平成18年８月に定めました中期

経営計画では、最終年度である平成22年度に

は、すべての県立病院の単年度黒字化を目標と

して掲げたところでございます。御質問にあり

ました延岡病院と日南病院につきましては、今

年度も赤字の見通しではありますが、計画の年

度目標に近い改善を見込んでおり、若干の曲折

はあるものの、これまでのところ、計画目標を

おおむね達成しているところでございます。こ

のまま着実な目標達成を目指してまいりたいと

思いますが、御存じのような医師不足など病院

事業を取り巻く環境は、今後さらに厳しさが増

すことと予想されますので、より一層の経営努

力が必要であると考えております。したがいま

して、今後とも、共同購入など費用の節減に一

層努めますとともに、急性期医療に重点を置い

た診療の提供や、新たな施設基準の取得などの

診療機能の充実による収益の確保を図り、各病

院とも目標が達成できるよう努めてまいりたい

と存じます。

次に、企業広告の募集についてであります

が、県立病院事業は、中期経営計画の達成に向

けて、収益確保のための取り組みを一層強化し

ていく必要があると考えております。御提案の

ありました待合室の長いすへの企業広告を初

め、これまで取り組んでいない新たな収益向上

対策につきましては、安全・安心な医療を安定

して提供するという県立病院の使命を基本に、

幅広く研究してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○川添 博議員 前向きの御答弁と承りまし

た。22年度にはすべての県立病院で黒字化され

る計画とのことですので、期待をいたしており

ます。

さて、今、私は企業広告の募集による歳入確

保対策について質問してきたわけであります

が、実際の答弁は、それぞれの担当部局長から

行われました。この厳しい財政状況の中、歳入

確保対策一つとっても、それぞれの所管課でば

らばらに企画・検討しているのが現状なので

す。そこで、知事に御提案ですが、例えば、企

業広告などの歳入確保対策を一元的に企画・検

討し、収入をシミュレーションするようなセク

ションを設置してはいかがでしょうか、知事に

お伺いします。

○知事（東国原英夫君） 今の質問に、的確に

各部が答えますように、収入シミュレーション

は各部で行っているわけです。ですから、これ

を横断的にというのはどうなのかな、本当に必

要なのかなという感じはします。ただ、広告収

入のシミュレーションというのは、本当に客観

的な視点でできるわけです。新たなセクション

を設けるというのは、他府県等の状況も見なが

ら考えていきたいと思いますけれども……。

それより、私は、自分の体とかに広告をつけ

てテレビ出演するとかいうことを一時考えたん

です。そうしたら、民間企業を広告できないと

いうことです。多社であれば、数が多ければ大

丈夫なんじゃないか、あるいはその収入を県に

納めると、これはまた寄附行為になるわけで
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す。そういったところの法整備というのを考え

るセクションなどというのも必要かなとは思っ

ております。

○川添 博議員 寄附で申し上げますと、東京

の日比谷公園や石神井公園のベンチでは、都民

の寄附でベンチが設置されておりまして、その

プレートには寄附された方のメッセージという

ことで、「結婚20周年記念」とか「子供の成長

に感謝して」とかのメッセージを入れて、あわ

せて寄附者の名前を入れて設置されていると。

ベンチとかシート等の補修とか入れかえ時期に

そういった募集をして、例えば県の文化公園と

か、県庁の前のベンチとかもよろしいのではな

いかと思います。そうやってメッセージが入っ

たベンチに、県民もまた愛着もわいてくるので

はないかと。いずれにしても、前例にとらわれ

ない発想、新しい取り組みで、そういった歳入

確保対策に取り組んでいただきたいと思いま

す。

次は、歳出削減の観点から、事務の一元化に

よる人員体制の見直しについてであります。人

件費削減のために、組織や行政経営の効率化を

根本から見直していく必要があると思います。

現在、総務事務センターや、来年度より新総務

事務所にて物品管理費の一元管理や給与・旅費

計算事務が集約化、効率化されますが、各課や

出先機関の、例えば調査報告業務などの共通の

事務や定例業務をさらに集約させて、人員削減

につなげていくことは検討できないでしょう

か。総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 厳しさを増す財政

状況に対応して、総人件費の削減を図るため

に、県といたしましては、行財政改革大綱2007

におきまして、平成23年度までに―17年度と

の比較になりますが―1,000名の職員を純減す

る計画を立て、現在、着々と実行しているとこ

ろでございます。そういう中で、これを着実に

実行していきますためには、仕事そのものの進

め方ですとか事務事業の徹底した見直し、さら

には組織の簡素効率化などに取り組む必要があ

ると考えております。そういう視点で本年度は

―議員の御質問の趣旨にも合致するかと思い

ますけれども―総務事務センターを設置いた

しまして、本庁における旅費、給与等の支払い

業務関係の集中化を図ったところであり、ま

た、今議会におきましては、さらに来年度に向

け出先機関への拡大を進めますとともに、本

庁、出先機関にわたる組織の再編の御審議をお

願いしているところでございます。いずれにい

たしましても、今後とも新たな行政需要ですと

か、県民サービスの確保にも十分に配慮しなが

ら、ただいまの御提言の趣旨も十分踏まえまし

て、適正な定員管理に努めていきたい、このよ

うに考えております。以上であります。

○川添 博議員 例えば、収入未済額の圧縮に

ついても、現在の縦割りの組織の中で行われて

いる未収金の回収業務を、全庁的な回収チー

ム、回収機構などを設置するなどして、一元管

理して回収強化を図っていく必要があると思い

ます。知事はマニフェストの５ページの中で、

専担チームをつくって、こういった諸施策につ

いて民間人も登用していきたいと書いておられ

ました。ぜひ、こういった収入確保対策チーム

や収入未済対策チーム、また組織や行政事務効

率化チームには、民間マインドを投入して、早

急に成果を上げていただきたいと存じます。

さて、これまで話してまいりました、この本

県の厳しい財政状況については、どのように県

民への広報や説明が行われているのでしょう

か。総務部長にお伺いをいたします。
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○総務部長（渡辺義人君） 本県の財政状況に

つきましては、年２回発行しております「宮崎

県の財政」で詳しく説明をいたしておりますほ

か、県庁のホームページにも「財政情報」とい

う項目を設け、予算・決算の状況や財政改革の

取り組み内容等につきましてタイムリーにお知

らせをしているところであります。また、県内

の各家庭に配布いたしております「広報みやざ

き」においても、新年度の予算編成等の際に特

集を組みまして、できるだけわかりやすい情報

の提供に努めているところであります。このほ

か、テレビや新聞等のマスコミを活用した情報

発信を行いますとともに、職員が出向きまして

県民の方々に県政の動き等を説明する出前講座

でも、本県の財政状況や財政改革の取り組みに

ついて説明をさせていただいているところであ

ります。以上であります。

○川添 博議員 財政の危機的な状況が県民に

わかりにくくなっている気がいたします。例え

ば、この収支不足を埋めるにはどれぐらいの事

務事業の削減が必要になるのか。また、公共事

業を半分に減らしても、その大半は補助金や起

債が占めており、真水部分の減少はおよそ１割

程度しかないとか、県債のうち、臨時財政対策

債などの交付税措置されている部分以外の措置

されていない県債の割合とその金利負担の推移

とか、その仕組みや推移をわかりやすく広報紙

やメディアなどで公表しガラス張りにして、危

機的な状況にあることについて県民と情報を共

有していくことが大事だと思います。なぜな

ら、財政危機は県民の問題でもあるからです。

県民や議会と一緒に問題を共有し、解決策を模

索していくことが必要であると考えます。よろ

しくお願い申し上げます。

それでは次に、環境問題についてお伺いをい

たします。

環境問題は、気象変動などから農業への影響

も懸念されているところでございます。本県の

二酸化炭素排出量の各部門ごとの排出状況はど

のようになっているのでしょうか、環境森林部

長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 本県の二酸化

炭素の削減計画などを定めました「宮崎県環境

基本総合計画」では、平成22年度の排出量を、

基準年の平成２年度と比較しまして10％削減す

るという目標を掲げておりますが、平成16年度

は３％増加いたしております。これを部門ごと

に見てみますと、排出量の約半分を占めます工

場などの産業部門では３％削減いたしておりま

すが、家庭部門では11％、事務所や商業施設な

どの業務部門では57％、自動車などの運輸部門

では28％と、それぞれ増加いたしております。

○川添 博議員 家庭や事業所などで、減少す

るどころか逆に増加をしているということです

ね。では、本県の具体的な対策や事業はどのよ

うなものがあるのでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県では、二酸

化炭素削減に向けまして、県民、事業者、団

体、行政などで構成された環境みやざき推進協

議会と連携いたしまして、ノーマイカーデーや

クールビズ、二酸化炭素削減のための研修会な

どを実施しているところであります。また、県

が委嘱しております105名の「地球温暖化防止活

動推進員」が、家庭でできる身近な温暖化対策

を地域に広めていく活動を推進しております。

さらに、平成20年度から、全国の先進的な取り

組みや省エネルギー技術を紹介するセミナーを

開催し、事業所等における省エネルギーを進め

るとともに、エコバッグの活用によるレジ袋の

削減など、より実践的な取り組みを推進するこ
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とといたしております。

○川添 博議員 県民や事業者等へ普及啓発を

なされているということでございますが、なか

なか成果が出ていない状況にあります。どう

いった取り組みをすればよいか、取り組み方法

やそれによって削減されるＣＯ2の量などの数値

をわかりやすく県民や事業者に示すことで、取

り組みを広げていくことが必要ではないかと考

えますが、いかがでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今お話にあり

ましたように、県民や事業者に積極的に取り組

んでいただくためには、わかりやすい指標を示

すことが重要であります。そこで、一般家庭に

おいて、冷房や暖房の温度を１度弱目に設定す

ることで、１世帯当たり年間約30キログラムの

二酸化炭素が削減されることや、事業所での省

エネルギー設備の導入などによる削減効果を、

地域で開催されるイベントや講演会、ホーム

ページなどで紹介し、普及啓発に努めていると

ころであります。今後とも、県民、事業者、団

体、行政などが一体となって、地球温暖化対策

に取り組んでまいりたいと考えております。

○川添 博議員 他県では、ＩＳＯ14001のコス

ト削減等を考慮して、県で独自の環境マネジメ

ントシステムを導入している例もあると聞いて

おります。環境問題は、テレビのコマーシャル

にもありますが、今や「知っている」から「し

ている」の段階に入ってきております。また、

市町村レベルでは、ホームページの中に「環境

家計簿」をつけて、ポイント加算などにより優

遇措置をとっているところもあると聞いており

ます。各家庭や事業者に、個別の具体的な行動

指針やプログラムをしっかりと伝達し、効果を

上げていくことが必要かと思います。積極的な

取り組みをお願いいたします。

次に、農業問題についてであります。

本県の農業振興の重要性については、説明を

要しないものであります。農産物の品目ごとの

産出額の増減状況はいかがでしょうか、農政水

産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の品目別

の農業産出額でございます。本県の平成18年度

の農業産出額は、全国５位の3,211億円となって

おりまして、前年に比べまして５億円増加いた

しております。平成18年の農業産出額の前年か

らの増減を部門別に見ますと、耕種部門が10

億9,500万円の減少、それから畜産部門が20

億2,100万円の増加となっております。主な品目

等を見てみますと、増加しているものといたし

まして、野菜がピーマンやキュウリを中心に43

億4,100万円、肉用牛が39億200万円の増加と

なっております。一方、減少しているものとし

ましては、米が12億8,000万円、工芸作物のたば

こで42億4,500万円の減少となっております。以

上です。

○川添 博議員 畜産については順調に推移し

ているようですが、品目によっては厳しい状況

にあります。今後どう推移していくか県として

も注視し、農家への普及指導に生かしていただ

きたいと存じます。

農家の所得は低迷しており、何らかの対策が

必要ですが、今後、小規模農家に対して、どの

ようなもうかる農業を支援、指導していかれる

のか、お伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県では、多

様な担い手が、地域の特色を生かした複合経営

を中心に、生産性の高い農業経営を展開してお

ります。このため県では、経営規模の大小にか

かわらず、経営管理能力のすぐれた意欲ある担

い手が、消費者ニーズに即した安全・安心で高
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品質な農産物を安定的に生産するなど、将来に

わたって農業経営が展開できる農業構造の構築

が重要と考えております。このようなことか

ら、県といたしましては、地域農業改良普及セ

ンターを中心に、農家から経営体へステップ

アップを図るために、経営管理指導や経営診断

を実施するとともに、栽培技術指導による収量

・品質の向上、さらには経営規模拡大や施設化

など経営の充実、こういったことに向けた支援

を行い、小規模農家についても、経営として成

り立つ農業経営が展開できるよう、支援してま

いりたいと存じております。以上です。

○川添 博議員 ぜひ、もうかる農業について

指導、支援していただき、積極的に取り組んで

いただきたいと思います。

さて、次は切り口を変えまして、農家に対す

る育児支援であります。若い夫婦２人で経営し

ているような小規模農家においては、育児に関

する負担は特に大きく、公務員や企業のような

育児休暇も当然ありません。奥さんは、母親、

そして働き手としての役割の両立を求められる

など、大変な苦労があるものと考えます。そこ

で、このような小規模農家に対して、育児に関

する何らかの支援や援助の施策について検討で

きないか、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 女性農業者は

農業経営の大切なパートナーでありますことか

ら、安心して子供を生み、育てる環境づくりを

進めることは、大変重要であると認識しており

ます。現在、農業改良普及センターや農業委員

会を中心に「家族経営協定」の締結を推進して

おります。この中で、農業経営目標の設定や、

農作業・家事などの役割分担、出産・育児にお

ける育児休暇などについて、家族内で話し合い

をし、取り決めを行っております。今後とも、

「家族経営協定」の普及をさらに推進しますと

ともに、小規模農家も参加した、集落全体での

農作業の効率化や支援体制づくりに向けた話し

合い活動に対しまして、支援を行ってまいりた

いと存じます。以上です。

○川添 博議員 農家に対する育児支援は、ひ

いては少子化対策にもつながるものと考えま

す。これからの農業を担う若い世代の方たちに

もっと希望を持たせるような、具体的な支援策

を講じていただくようお願いをいたします。

最後に、中小零細企業の支援策についてお伺

いいたします。

まずは、原油高騰対策についてであります

が、原油の高騰により厳しい経営を余儀なくさ

れている県内中小零細企業に対して、どのよう

な金融支援策があるのかお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 最近の急

激な原油価格の高騰は、中小企業者に深刻な影

響を与えております。このため、県の融資制度

において最も低利な貸し付けであります緊急経

営対策貸付によりまして金融支援を行ってまい

りましたけれども、本年１月からは、石油関連

経費が５％以上占めている中小企業者も対象と

するよう、要件の大幅な拡大を行ったところで

あります。今後とも、原油高騰を初めさまざま

な経済変動により影響を受けている中小企業者

に対しまして、的確な金融支援に努めてまいり

たいと考えております。

○川添 博議員 わかりました。

次に、今、全国的な傾向でもございますが、

中小零細企業は、収益性が低下し、借入金が増

加しております。この非常に厳しい経営環境に

ある中小零細企業に対して、商工会議所などは

どのような経営支援や指導を行っていらっしゃ

るでしょうか。
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○商工観光労働部長（高山幹男君） 中小企業

への経営支援についてということであります。

商工会議所や商工会は、地域に密着した総合的

な経済団体としまして、日ごろから地域の商工

業者に対し、金融や税務、労務などの相談、あ

るいは研修会とか講習会の開催、各種の情報提

供などさまざまな経営支援を行っております。

さらに、コンサルタントなどの専門家や関係団

体と連携しながら、新商品の開発でありますと

か販路開拓など高度・専門化する経営課題に

も、商工業者の方々とともに取り組んでいると

ころでございます。県としましては、これから

も、商工会議所などの経営支援機能が強化され

るよう努めてまいりたいと考えております。

○川添 博議員 商工会に入っていない企業も

含めまして、余り浸透していないような感じが

いたします。ぜひ、これらの制度や支援につい

て積極的なＰＲも行っていただき、取り組んで

いただくようお願いをいたします。

現在、保証協会の融資残高を見ますと、金融

安定化資金の落ち込みを控除して考えると、ほ

ぼ残高は横ばい程度に推移しております。しか

し、中小企業の件数は減少しているわけです。

この８年間で４万8,000件から４万2,000件、

約6,000件減少しています。ということは、１企

業当たりの借入金が増加しているということで

あります。借入金増加要因としては、前向きな

資金ももちろんあると思いますが、全般的には

収益力が低下していることにあると思います。

この１年の知事人気や宮崎のＰＲにより、確か

に一部に光が差してきている部分はあると思い

ますが、直近の景気判断では、全般的には逆に

悪化しているとする調査も上がってきておりま

す。

先ほど農業問題の質問もいたしました。次年

度より部局横断的な施策を展開予定とのことで

すが、まさに、農業産出額3,200億円は県内ＧＤ

Ｐ３兆円の４％程度にしかすぎません。しか

し、農業を含めて１次産業と２次産業や３次産

業は、農産物の付加価値化などと密接に連携し

合っております。すなわち、２次産業や３次産

業を担う中小零細企業が元気にならないと、農

業の再生もありません。どうか、そういった視

点を取り入れていただいた指導や支援をお願い

申し上げます。

いろいろと御答弁いただき、ありがとうござ

いました。県民の中の大多数である中小零細企

業の方たちや、長年にわたり宮崎の農業を担っ

てきた小規模農家の方たちなどが、今、現実に

宮崎の、本県の経済を支えています。知事のマ

ニフェストには多くは触れられておりません

が、そういった人たちに光を当てていくことが

本当の政治だと思いますし、本物の県民総力戦

であると思います。真に必要な最善の政策を実

行していくためには、財源が必要であります。

そのためには、すべてに優先して財政健全化を

４年間で本気で仕上げることが、知事の当面の

最も緊急にして重要な政治課題であると考えま

す。特に事業の見直しについては、目標値を設

定した徹底的な見直しと、県庁組織の行政経営

そのものの抜本的な見直しが、かぎになってく

ると思います。知事のマニフェストを書かれて

いたころの初心を思い出して、前例にとらわれ

ない大胆な発想による改革に御期待を申し上げ

ます。諸提案を御検討していただくことを期待

するとともに、私も微力ながら、執行部の皆さ

んと積極的に議論をしながら県勢発展に貢献で

きるよう、努力してまいりたいということを申

し上げて、すべての質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）
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○中村幸一副議長 ここで、暫時休憩いたしま

す。

午後２時41分休憩

午後２時55分開議

○中村幸一副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、７番河野安幸議員。

○河野安幸議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の河野安幸でございます。議長のお許しをいた

だきましたので、一般質問を行います。

本日の最後になりました。お疲れのことと思

いますが、しばらくの間おつき合い願いたいと

思います。なおまた、髙橋議員もおっしゃいま

したが、きょうは３月３日、おひなさまの日で

もございまして、平和の日でもございます。穏

やかに流していきたいと思いますから、ひとつ

よろしくお願いを申し上げたいと存じます。宮

原議員と重複するところが相当あるようでござ

いますけれども、準備をいたしておりますか

ら、そのままやらせていただきたいと思いま

す。

それでは、知事の政治姿勢についてお伺いを

いたしたいと思います。

知事就任２年目を迎えられた本年、マスコミ

や政治評論家、学者の皆さんなどから、「いよ

いよ正念場」とよく言われております。知事自

身も、マニフェストなどを見ながら、県民の声

に耳を傾けながら県政を進めていかれることと

思っております。この１年、振り返ってみます

と、さっそうと、生まれ故郷のこの宮崎のため

に、流行語大賞にもなりました「どげんかせん

といかん」と、志を高く立候補され、保守王国

と言われる政権政党の推薦候補を超え、また無

党派層の多くの支持を得られ―聞くところに

よりますと、今まで選挙に行ったことのない若

い人たちまでが投票されたとお聞きをいたして

おります。開票が始まるとすぐ当選確実が報道

されました。見事な勝利であったと思います。

私自身、県議会議員初挑戦でありましたが、知

事選の前では、かすんで見えなかったような気

がいたします。

就任以来、本県を知名度ナンバー１にされた

功績はまことに見事と思います。世間では、

「テレビに出過ぎだ」「パフォーマンスが過ぎ

る」などと言う人たちもおりますが、私の選挙

区で発生した鳥インフルエンザを逆手にとり、

地鶏、マンゴーは全国区になり、また県庁が観

光スポットになるなど、さすがテレビ・芸能界

を熟知されていたからこそ、見事というほかあ

りません。私の地元清武町でも、「パパイアの

売り込みを知事に頼んだら」という声もありま

す。さすが宮崎のトップセールスマンと、自他

ともに認められるゆえんであります。芸能界に

おられるときよりも、知事になられて注目度が

倍増し、多忙な日々を宮崎県のために尽力され

ていることを県民はよく知っております。ここ

まで「見事」という言葉を３度使いましたが、

ここでお尋ねをいたしたいと思います。

知事は、政党の垣根を越え県民総力戦で推し

進めていくということで、どの政党にも属さな

い無所属でしたが、自民党の私が言うのもなん

でございますが、ここに来てなぜ自民党支持に

心変わりされたのか。知事支持者の中には、こ

の自民党支持に不満のある方もおられると思っ

ておりますが、やっぱり自民党でなければだめ

だと思われた、何か具体的な出来事があったの

ではありませんか。「衆議院のある個人を支持

するものではない」と。私は詭弁に聞こえるの

ですが、「男心と秋の空」ということわざもあ
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りますけれども、その心情をぜひお聞かせいた

だきたいと思います。

それから、県民総力戦、この言葉の使い方を

問題にするものではありませんが、知事が言わ

れるこの県民総力戦とは、県民の意識改革、お

互いに知恵を出しながら頑張っていきましょう

と、私自身は広く解釈をいたしておるところで

ございます。さて、この県民総力戦、県民が確

かに変わったと感じられた手ごたえがありまし

たか。知事自身も、これが県民総力戦だと位置

づけられ、アクションを起こされたことで、県

民がどのように考え、それがどのようになれ

ば、これが県民総力戦の理想とするところだ、

究極の目標だと思われますか、理想論を伺って

おきたいと思います。

知事は今、時の人、旬の人であります。マス

コミの調査によりますと、県民の知事への支持

率が93％という報道がありました。まさに驚異

的な支持率であります。福田総理にこの支持率

の高さの要因を伝授されたらという気持ちもい

たします。しかし、ブームはいずれ去ります。

このことは、知事の言葉から察するに十分承知

されていることと思います。そこで、正念場と

位置づけられました、御自身のマニフェストを

検証し、県民にお示しになるでしょうか。本年

度の予算編成に対しまして満足できた政策とで

きなかった政策を、それぞれ東国原流にて答弁

を願いたいと思います。

また、県民総力戦があれば推進できたのでは

ないかという発想が、あるいはまた政策はあり

ませんでしたか。今後推し進めていきたいと思

われるソフト事業がありましたら、お答えくだ

さい。私自身、声なき声に耳を傾けることが政

治の原点だと思っておりますので、あれば伺っ

ておきたいと思います。

次に、地域雇用の拡大、地域産業の振興、そ

して財政基盤の強化を図るために、市町村が行

う企業誘致及び工業振興支援策に対する財政措

置についてお伺いいたします。

県内の市町村は、地域振興の一つとして企業

誘致を掲げ、地域間競争に打ち勝つため、進出

企業に対し種々の誘致施策をとっているところ

であります。この多くの施策は、固定資産税の

減免であるとか雇用拡大に伴う奨励金などであ

り、その財源は、すべて自治体の一般財源であ

ります。平成19年６月に施行された企業立地促

進法によれば、基本計画が経済産業省に承認さ

れ、また、その企業が県知事に対し企業立地計

画または事業高度化計画の承認を申請した場

合、自治体が固定資産税の減免などの奨励措置

を行ったときの75％が地方交付税として措置さ

れるわけでございます。しかしながら、この基

本計画が承認される前に立地した企業につきま

しては、当該法律の適用はされず、既に立地し

ている企業が施設や製造機械の増設を行った場

合の奨励措置に対する補助金等については、財

源措置が受けられません。地域雇用の拡大、地

域産業の振興、そして財政基盤の強化を図るた

めに、その突破口として企業誘致を推進しよう

とする自治体にとって、まさにその入り口のと

ころで大きな難問を負わされた格好になり、結

果といたしまして、企業への支援は二の足を踏

むことになるわけでございます。知事がマニ

フェストに掲げていらっしゃいます100社の企業

誘致は、ぜひとも必要な施策と思いますが、既

に県内に立地している企業がさらなる事業の拡

大を図ることについても、そして県域内にとめ

おくための施策の展開を図ることも、また重要

なことだと考えております。このため、市町村

はこれまで各種の奨励措置を行っているわけで
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すから、県としても、地域振興を図る面からも

市町村の努力に対して支援すべきであろうと思

います。この点について、商工観光労働部長に

お伺いいたしたいと思います。

この財政支援につきましては、頑張る地方応

援プログラムや特殊財政事情調査により、特別

地方交付税措置がなされているとは思います

が、特別交付税の算定過程などについては公表

されておりません。各市町村が行った企業誘致

や工業振興施策に係る経費がどの程度考慮され

ているのかわからず、それほど期待できるもの

ではないと思うわけでございます。企業が立地

いたしますと、当然ながら法人税の歳入はあり

ますが、それを上回る行政需要が生じてまいり

ます。地域雇用の拡大、地域産業の振興、そし

て財政基盤の強化を図るために、市町村が独自

で行った固定資産の減免などの企業誘致、施設

に係る財政支援につきましては、地方交付税の

取り扱いはどうなっているのか、地域生活部長

に伺いたいと思います。

次に、合併問題についてお尋ねをいたしま

す。

平成12年、地方分権一括法が制定されました

が、それは市町村合併と三位一体の改革であっ

たと思われます。全国において市町村合併が強

力に推進された結果、平成11年３月末に3,232

あった市町村が、平成18年３月末では1,821と、

推進前の約半数にまで減少し、本年11月に

は1,785市町村となる予定となっております。本

県におきましても、宮崎市と近隣３町との合

併、東臼杵郡内の美郷町の誕生を初め６地域で

合併が行われ、44あった市町村数は30となり、

現在でもさらに県央・県西・県南地域におい

て、合併に関する議論、協議が行われていると

ころであります。合併特例法のもとでの議論の

過程では、さまざまなメリット・デメリット論

が展開されているところであります。スケール

メリットを生かし、事務事業の効率化、財政基

盤の強化が図れる合併特例債を活用した社会資

本の整備が促進されるといったメリットはあり

ますが、「役所への距離が遠くなる」「周辺部

が寂れ、地域文化が失われるのではないか」

「きめ細かなサービスが受けられなくなるので

はないか」といった不安も挙げられておるよう

でございます。合併を選択し、合併に携わった

者にとって、住民から「合併しても何もよくな

らない」と言われるほどつらいものはないので

はないでしょうか。

ちょうど平成17年の２月だったと思います。

私が宮崎県町村議長会の会長のときでありまし

た。京都におきまして、全国市町村合併シンポ

ジウムが開催されました。そのとき長野県泰阜
やすおか

村の松島村長さんがパネルディスカッションの
むら

パネラーとして立たれ、その発言は私の耳に今

でもこびりついております。それはどういうこ

とかといいますと、「小泉さんは合併、合併と

言われますけれども、何にもわかっておられま

せん。自然環境を守れ、水を守れ、棚田を守れ

と言われますけれども、自然環境の美しいとこ

ろは不便なところであり、水のきれいなところ

は貧しいところであります。若者は利便性を求

めて都会に出ていく。残った者で山を守り、川

を守っている。若者は都会で働いて都会に税金

を納め、定年になると村に帰ってくる。帰って

きたら何を求めますか、介護を求めます。村か

ら役場がなくなったら、その村は死んでしまい

ます。村長をなくし、村会議員を減らすことし

か考えておられません。全国の70％は山村であ

ります。東京のみが日本ではありません。山村

に住んでいても、日本人には変わりありませ
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ん。山村は国が支援すべきである」と、涙なが

らに話されたことを、今でも思い出すところで

ございます。

そこで、第１点としてお伺いをいたします。

他県では、合併市町村の協力を得て、県が合併

に関する具体的な検証を行い、これを住民にわ

かりやすい形で公表している例も見受けられま

すが、県内で市町村合併が行われてから約２年

を経過した現在、本県としては、これらのメ

リット、デメリットを含め、合併前と合併後の

市町村の状況について、何らかの具体的な検証

をされているのか、あるいは、今後検証を行わ

れる考えがあるのかどうかについて伺いたいと

思います。また、その結果について広く公表

し、現在あるいは今後の合併論議に反映させて

いくことをお考えかどうか、地域生活部長にお

伺いいたします。

第２点といたしまして、今後の市町村合併に

関する取り組み、そして市町村の将来像につい

て、知事にお伺いいたします。市町村合併はそ

れぞれの町村が主体的に判断するものであると

いうのが、県としての基本的なスタンスであろ

うと理解をいたしております。知事は常々、県

民総力戦という表現を使われておりますが、県

民が安心して暮らせる安全な県土、県民が真に

豊かさを感じることのできる県づくりのために

は、県、市町村が互いに対等な立場で連携し、

一体となった取り組みを進めていくことが不可

欠であろうと思います。知事は、そうしたパー

トナーとしての市町村に、どのような姿、どの

ようなものをお望みになるでしょうか。「市町

村合併は目的ではなく、あくまでもよりよい自

治体を目指すための手段にすぎない」と言われ

ております。知事としては、市町村合併をどの

ようにとらえ、今後どのように進めていこうと

お考えなのか、お伺いをいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

なぜ自民党支持に心変わりしたのかという問

いでございます。私は知事就任以来、「すべて

は宮崎のために」という一念で、あくまで県民

党として行動しております。道路特定財源問題

につきましては、与野党の考え方を十分考慮、

検証いたしまして、本県のためを考え、苦渋の

選択で、条件つきで政権与党の考え方を、今の

ところ支持させていただいておるところでござ

います。

続きまして、県民総力戦についてでありま

す。私は、新しい宮崎を実現するためには、地

域力、住民力を高めることが必要であり、その

ためには、県民の皆様一人一人が意識改革をし

て、それぞれの得意分野や持ち味を生かして、

自発的にさまざまな取り組みを行っていただく

ことが肝要であると考えております。具体的な

動きとしましては、昨年、私と意見交換を行っ

たＮＰＯの方々が、県民総力戦の趣旨に賛同し

てくださり、まちづくりをテーマとしたフォー

ラムを自分たちの手で開催されました。また、

先日は、「みやざき観光・文化検定」が開催さ

れたところですが、このような取り組みも、県

民総力戦による「おもてなし日本一観光推進」

につながるものではないかと考えております。

私に直接、「自分も県民総力戦で何かやりた

い」と聞いてこられる方々も日々ふえてきてお

りまして、県民総力戦が徐々に浸透し、県民の

意識が変わりつつあるという手ごたえを感じて

いるところでございます。

続きまして、当初予算の編成についてであり
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ます。平成20年度当初予算編成は、私にとって

初の通年予算という本格的な予算編成でありま

したので、私のマニフェスト達成に向け、中山

間地域・植栽未済地対策等の３つの重点施策を

中心に積極的に取り組むこととさせていただい

ております。具体的には、中山間地域・植栽未

済地対策としては、きらり輝く中山間地域農業

活性化プロジェクト事業、植栽未済地解消、抑

制対策事業、子育て・医療対策としては、子育

て支援乳幼児医療費助成事業、そして小児科専

門医育成確保事業、建設産業対策として、建設

産業育成総合対策事業などに取り組むほか、そ

の他の分野におきましても、「自殺ゼロ」プロ

ジェクト推進事業などにも新たに積極的に取り

組むことといたしております。当初予算の編成

に当たりましては、平成19年度地方財政対策の

影響などにより収支不足額が拡大し、大変苦し

い予算編成を強いられたところでありますが、

３つの重点施策を中心に、本県が直面する喫緊

の課題に対応した、優先度や重要性の高い事業

につきましては、しっかりと措置することがで

きたのではないかと考えております。

続きまして、県民総力戦で推し進めたい政策

についてであります。私の夢は、この宮崎を、

「宮崎で生まれてよかった」「訪れてよかっ

た」「住んでよかった」と思える県にしたいと

考えております。このためには、安心して子供

を生み、育てられる環境、さらには、本県を訪

れた方々が満足できる環境を整える必要があ

り、これらは、みんなが手を取り合って同じ方

向にベクトルを向けないと達成できないものと

考えております。このようなことから、子育て

家庭を応援する趣旨の宣言や、子育て家庭を対

象としたサービスの取り組みなどを募集する

「みんなで子育て応援運動」を展開していると

ころであり、県民総力戦で子育てを応援してい

きたいと考えております。また、おもてなし研

修の実施や観光ボランティアの資質向上等を通

して観光振興や移住促進を図ることにより、県

民総力戦によるおもてなし日本一を目指してま

いりたいと考えております。

続きまして、市町村合併についてでありま

す。県と市町村は、住民福祉の向上という共通

の政策目標を実現していく上において、対等で

重要なパートナーであり、それぞれの役割を踏

まえながら、連携して施策を展開していくこと

が肝要であると考えております。このような中

で、市町村が、今後さらに多様化、高度化する

住民ニーズに的確に対応していくためには、一

層の行政体制の整備、確立が不可欠であり、市

町村合併はそのための有効な方策であると考え

ております。市町村合併は、これからの市町村

の望ましい姿を見据えながら、市町村と住民の

皆様とが一体となって取り組んでいただくこと

が何よりも重要であると考えておりますが、県

といたしましても、合併新法の期限まで残り２

年となっておりますので、合併に向けた一層の

取り組みがなされますよう、引き続き市町村に

対して、積極的に働きかけを行ってまいりたい

と考えております。〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えします。

企業誘致に伴う地方交付税の取り扱いについ

てであります。企業誘致に取り組む市町村に対

しましては、従来から、過疎地域などの特定地

域において、一定の要件を満たす施設の新設等

を行った事業者に対し市町村が固定資産税減免

を行った場合には、その減収額の75％が、普通

交付税により補てんされることとなっておりま

す。また昨年、企業立地促進法が施行されたこ
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とに伴い、この法律に基づく企業立地につきま

しても、同様の普通交付税の減収補てん措置が

設けられたところであります。さらに、特別交

付税についても、企業立地に伴う固定資産税の

増収分の５％について、当該市町村において、

企業誘致に関連して必要となる財政需要とし

て、新たに措置することとなったところであり

ます。

次に、市町村合併についてであります。合併

した市町におきましては、合併特例債や市町村

合併支援交付金などの国や県の支援策を活用し

ながら、10年、20年という長い時間をかけて、

地域の一体性の確保や均衡ある発展に取り組ん

でおられるところであります。これらの市町に

おかれては、特に福祉サービス部門の充実強化

や、道路、下水道といった社会基盤の整備な

ど、一定の成果を上げられていると伺っており

ますが、このような取り組みはいずれも緒につ

いたばかりであり、「合併効果がなかなか見え

てこない」といった声もあるようであります。

県といたしましては、こうした地域の方々の意

見も含め、合併後の状況の把握に一層努めます

とともに、今後の市町村合併の推進やまちづく

りへの支援に、積極的に生かしてまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

企業誘致に関する市町村への支援についてで

あります。企業が立地いたしますと、進出した

地域の活性化や雇用の拡大につながりますこと

から、市町村と連携して、積極的に企業誘致を

進めているところであります。しかしながら、

企業誘致における自治体間の競争は全国的に激

化しておりますので、各県、各市町村がそれぞ

れ独自に、企業に対する優遇制度を設けるなど

の取り組みを行っております。このような中、

県といたしましては、厳しい財政状況ではあり

ますが、本年度、補助金の最高限度額を九州最

高額となる50億円に引き上げるなど、制度の充

実を図ったところであります。今後とも、県と

市町村が力を合わせまして、１件でも多くの企

業立地が図れるよう努めてまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○河野安幸議員 それでは、自席から行わせて

いただきます。

国道269号大久保工区安全施設について、県土

整備部長にお伺いいたします。事業計画を見て

みますと、自転車道、歩道の新設に３億円を見

込まれているようであります。地元としては大

変喜んでいるところであります。しかし、既に

改良が終わったと言われております工区で―

大久保駐在所の近くでありますが―一部歩道

ができていない箇所があります。ここは大久保

小学校の入り口であります。隣には大久保学習

児童館があります。子供が集団でバスを待つと

ころでもありますが、この場所については、地

権者とも話をしておりますが、同意しないとは

言っておりません。ここを大久保工区に取り込

み、改良はできないものかお伺いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 国道269号の大

久保工区の歩道でございますけれども、平成18

年度から事業に着手し、現在、地元説明会を終

えまして、用地調査を実施しているところでご

ざいます。議員から御質問のありました箇所に

つきましては、交通量の多い通学路であること

や、周辺との連続性を考慮いたしますと、歩道

整備の必要性を認識しているところであり、平

成20年度から、大久保工区の一部といたしまし

て整備する予定としております。今後、清武町

とも連携を図りまして、事業進捗に努めてまい
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りたいと考えております。

○河野安幸議員 次に、高岡郡司分線の改良に

ついて、県土整備部長にお伺いいたします。今

年度は、船引集落内を着々と改良工事を進めて

いただいておるところでございます。平成20年

の７月にはほぼ完成の予定となっておるようで

あり、清武町も地区民も大変喜んでおります。

しかし、黒北から宮崎市の最終処分場たらの木

台の下の工区でございますが―枇杷首という
び わ くび

ところでございます―一部未改良になってお

り、そのままになっております。地元も不思議

に思っておりますが、何の理由で改良ができな

いのかお伺いをいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 県道高岡郡司

分線の枇杷首地区でございますけれども、現状

で道路線形が悪く、交通安全確保の観点から整

備が必要であると考えております。しかし、当

区間の一部が字図が混乱しておりまして、現段

階では用地取得が困難な状況にございます。こ

のため、字図整理など用地問題の解決に向けま

して、関係者、関係機関と協議を進めてまいり

たいと考えております。

○河野安幸議員 知事にお伺いいたしたいと思

います。予算的に見ましても、国に金がないの

で、補助金や交付金をカットしてきているわけ

です。三位一体の改革で、税源移譲と言われて

おりますが、市町村から言わせると、「何でこ

んなに市町村民税がふえたのか」といった苦情

が相当あるようでございます。これではますま

す地域格差が広がり、地方は疲れ果てます。

今、ガソリン国会と言われ、暫定税率を廃止

し、道路特定財源を一般財源化すべきだという

議論が起こっておりますが、真に必要な道路の

建設とは何でしょうか。四国と本州には３本の

橋がかかっております。三木橋、大平橋、後藤

田橋と呼んでいる人もおります。私は、国の道

路建設に対する考え方は、「利用者が少なく採

算ベースに合わないから、真に必要な道路では

ない」と言っているような気がしてなりませ

ん。宮崎県は、高速道路の利用者は少ないし、

利用者が少なければ料金体系も高く設定され、

通行料金体系が高くなれば利用者も少なくな

り、まさに悪循環そのものだと思います。国の

理論では、高速道路建設の対象外となるのでは

ないでしょうか。しかし、その理論で切り捨て

られてよいのでしょうか。高速道路は、「陸の

孤島」と呼ばれる宮崎の産業の発展に大きく寄

与し、真に必要不可欠な道路であります。宮崎

県の道路建設がなぜこれまでおくれたのか、理

由がわかりませんが、知事は、何が原因だと思

われますか、お答え願いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） まず、宮崎県の人口

というのは全国の１％で、県土面積というのは

全国２％あるんです。ということは、やっぱり

県土面積が広いのかなということで、あと８割

は山間地域なので、地形的な厳しい条件があっ

た、川も多いし、山間地域が多いという、そう

いったことでおくれたのではないかとは思って

おります。しかし、東九州自動車道あるいは九

州横断自動車道延岡線は、非常に県民にとって

命の道路だと認識しております。たとえこの東

九州自動車道が東国原自動車道と言われるよう

なことがあっても、私は、東九州自動車道のた

めには命を張って、一日も早い供用を目指して

いきたいと考えております。

○河野安幸議員 地域生活部長にお伺いいたし

たいと思います。私の出身町の当該施策に対す

る一般財源の持ち出しは、18年度の実績で申し

上げますと、工場等設置奨励金が約5,000万円、

これを含めた特殊財政事情調査で計上した一般
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財源の額が３億3,500万円に対しまして、特別交

付税額は１億1,800万円であります。特別交付税

額の算定法はどうなっているのか、地域生活部

長に伺いたいと思います。

○地域生活部長（丸山文民君） 特別交付税の

算定の方法ですけれども、特別交付税につきま

しては、普通交付税では捕捉されなかった特別

の財政需要や災害等への対応がある場合などに

措置されるものであります。算定の方法は総務

省令に定められておりまして、具体的には、災

害や合併関連経費のほか、過疎地域振興対策や

中山間地域対策に要する経費など、市町村の個

別の事情を踏まえまして算定を行っているとこ

ろであります。しかしながら、総額が限られて

おりまして、各市町村の財政需要の全額に対し

て措置することはできない状況にあります。御

理解を賜りたいと思います。

○河野安幸議員 商工観光労働部長にお伺いい

たしたいと思います。昨年でしたか、宮崎県地

域産業活性化協議会がつくられたようでござい

ますが、これはいつつくられたのか。そして、

その委員の方々はどういった方々か、どのよう

な審議をされているのか、お伺いいたしたいと

思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 宮崎県地

域産業活性化協議会についての御質問でありま

すが、これにつきましては昨年の10月10日に設

立したものでございまして、その構成員のメン

バーは、県とすべての市町村、それから大学、

高専、商工団体、工業界等、全体で42の団体で

構成いたしております。ここにおきましては、

企業立地促進法に基づく企業立地の支援を受け

るために、その前段として、地域の基本計画を

つくって国の承認を得ないといけませんので、

その基本計画の策定について審議いただいてき

たというものでございます。

○中村幸一副議長 メンバーはどういう人たち

か……。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 協議会の

メンバーは、県とすべての市町村、それと大

学、高専、商工団体、これは３つございます

が、それから工業界、産業支援財団、県のソフ

トウエアセンターのすべての42団体になってお

ります。

○河野安幸議員 再度、商工観光労働部長に伺

いたいと思います。このたび清武町に立地いた

しますシェルソーラーでございますが、それに

対する県の補助金はどうなっているのか、お伺

いいたしておきたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 昭和シェ

ルソーラー株式会社に対する補助金ということ

でございます。去年の11月７日に立地調印を

行っておりますが、このときの計画によります

と、設備投資が150億円、150人を新たに採用と

いう計画であります。このとおり計画が実行さ

れました場合、約６億4,500万円の補助金の額と

なると思いますけれども、これが、具体的に企

業が立地され、常用雇用者150人採用されたとき

に交付されるという形になろうと思います。

○河野安幸議員 まだ時間がございますけれど

も、いろいろすべて前向きの御回答をいただき

ました。これで私の質問を終わりたいと思いま

す。（拍手）

○中村幸一副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時33分散会
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平 成 2 0 年 ３ 月 ４ 日 ( 火 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
3番 川 添 博 （無所属の会）

5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）
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7番 河 野 安 幸 （自由民主党）
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9番 黒 木 正 一 （ 同 ）

10番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）
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17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 原 正 三 （ 同 ）

32番 濵 砂 守 （ 同 ）

33番 水 間 篤 典 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 井 本 英 雄 （ 同 ）

47番 星 原 透 （ 同 ）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 中 村 幸 一 （ 同 ）
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知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣
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農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一
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◎ 一般質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続いて一般質問で

あります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、16

番外山良治議員。

○外山良治議員〔登壇〕（拍手） 社民党の外

山良治です。

質問に入る前に一言申し上げたいと思いま

す。３月をもって約400名の職員が県庁を退職さ

れていくようであります。退職される皆様に

は、約40年間の長きにわたって県民福祉の向上

のために御尽力をいただき、その御苦労は大変

なものがあったと思います。この場をおかりい

たしまして、社民党県議団を代表し、感謝申し

上げます。退職された後は健康に十分御留意さ

れ、新たな人生をスタートしていただきたいと

思います。本当に御苦労さまでございました。

道路特定財源、暫定税率等の是か非かという

議論に集中し、車を野方図に認めた功罪検証、

議論が皆無であることに対して、何かが間違っ

ていると感じています。その立場から質問をい

たします。

地球温暖化対策や車社会の負の側面から、ロ

ンドンのリビングストン市長は、渋滞緩和の一

環として、市中心部に流入する車両に課す渋滞

税約1,700円を03年に導入し、すばらしい効果を

上げていることが、05年の世界34都市首長国際

会議で報告されています。それによると、渋滞

税導入の結果、ロンドン市内に乗り入れる私用

車の数は１年間で38％減り、バス、電車等の利

用者が400万人から600万人に増加する一方で、

ＣＯ２排出量は20％削減されたようであります。

しかも、この取り組みは多くのロンドン市民に

支持され、市長の支持率が12％上がるなど、温

暖化対策が支持率向上にもつながっているそう

であります。

宮崎県の現状は、自動車保有台数は前年度

比1.4台増加し75.9台で、九州１位となっていま

す。環境的視点から見ると、温室効果ガス、い

わゆる二酸化炭素排出状況は、平成２年度運輸

部門は約180万トンが、平成16年度では約250万

トンと、70万トンも増加しています。県の二酸

化炭素削減数値目標は、平成22年度約200万トン

です。関係部長の数値目標に対する取り組みと

現状について答弁を求めます。公共交通機関

（鉄道・バス）の目標値と実績について、数値

目標に対する取り組みとあわせて担当部長の答

弁を求めます。この現状に対し、知事の見解を

求めます。

教育の機会均等が保障されたまちづくりにつ

いてお伺いをいたします。

教育長後任の教育委員の追加議案が予定され

ています。高山教育長在任４年間の特筆すべき

点として、障がい児・者の教育が際立って前進

したことではないかと思います。県教育委員会

内に特別支援室の設置、高等学校に在籍する障

がいのある生徒への介助員の配置、清武・日南

両養護学校高等部の設置、都城養護学校小林

校、延岡養護学校高千穂分校の開校等が挙げら

れます。今回、４年間の任期を全うされ、これ

ら施策は、保護者、障がい当事者等から高い評

価と伺っています。本当に御苦労さまでござい

ました。障がい者の一人としても感謝いたしま

す。しかし、教育環境のさらなる整備充実は喫

緊の課題として山積しております。

定時制・通信制教育の現状と課題についてお
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伺いをいたします。宮崎東高校プレハブ校舎

は、平成13年にプレハブ教室として急場をしの

いでいます。利用者、教職員等から一日も早い

改善が求められています。答弁を求めます。

また、県立高校の退学者は平成18年度477人、

私立高校、同様に424人、合わせて約900人と

なっています。比例して通信制は今年度3,399人

と、年々増加をいたしております。これに対し

卒業生は、平成19年度わずか300人のみでありま

す。2,059人の生徒が休眠となっているようであ

ります。これら生徒に対する対策はどのように

されているのか、答弁を求めます。

通信制生徒数は、宮崎東高校、平成19年

度2,696人、延岡青朋703人となっていますが、

都城・日南地区等には通信制はないようであり

ます。遠距離通学を解消するため、県南地区

（都城、西諸、日南）に県立通信制高校を設置

する必要があると思いますが、答弁を求めま

す。

工業系定時制は宮崎市のみとなっています。

本県の第２次産業の中心的役割を担っていただ

いている延岡市周辺に工業系定時制を開設すべ

きと思いますが、答弁を求めます。

以外は質問者席からいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地球温暖化と総合交通体系のあり方について

であります。地球温暖化の原因である温室効果

ガスの排出は、私たちの日常生活や経済活動に

密接に関連しておりますので、さまざまな分野

での取り組みが必要であります。運輸部門にお

きましても、自動車からの二酸化炭素の排出量

を抑制することが重要でありますので、県で

は、公共交通機関の利用の促進や物流部門での

モーダルシフトの推進に、今後とも粘り強く取

り組んでまいりたいと考えております。〔降

壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えします。

乗り合いバスと鉄道の利用者数についてであ

ります。平成18年度の乗り合いバスの目標利用

者数は1,363万5,000人としていたところであり

ます。それに対して実績値は1,138万7,000人で

あります。それから、鉄道につきましては、目

標値、これも18年度ですけれども、950万人に対

して実績は879万人となっております。減少して

おりますけれども、その原因としては、少子化

あるいはモータリゼーションの進展等が考えら

れるところでありますけれども、対策といたし

まして、県としては、鉄道・バスにつきまして

も、利用者に利用しやすいダイヤの設定、ある

いは車両の更新に取り組んできたところであり

ます。それからまた、鉄道・バスにつきまして

も、市町村あるいは団体等が利用促進のために

啓発イベント等を行うときに、その補助として

年間300万程度を支出して取り組みを進めている

ところであります。以上であります。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 本県

の運輸部門での二酸化炭素排出量の現状と取り

組みについてお答えいたします。まず運輸部門

での現状でございますが、二酸化炭素排出量に

ついてであります。本県の運輸部門における平

成16年度の二酸化炭素排出量は、約235万トンと

なっており、基準年の平成２年度の排出量約184

万トンと比較して28％増加しております。この

ようなことから県では、運輸部門の二酸化炭素

排出量削減のため、県民、事業所、団体、行政

などで構成されました「環境みやざき推進協議

会」と連携して、アイドリングストップやノー
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マイカーデーの実施などの普及啓発に努めてい

るところであります。また、県民にエコドライ

ブを積極的に取り組んでもらうため、１日に５

分間アイドリングストップをすることで二酸化

炭素が１台当たり年間38キログラム削減できる

といったような具体的な事例を示しながら、普

及啓発に努めているところであります。さらに

今年度から、エコドライブの普及を図るため、

環境省主催のエコドライブコンテストへの参加

を県内の運輸業者に呼びかけて、自動車燃費の

向上に取り組んでいるところであります。以上

であります。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、宮崎東高校の校舎についてでありま

す。平成13年度から、定時制昼間部入学志願者

の増加に伴いまして募集定員を80名といたして

おります。これに対応するため、耐震性を満た

し、空調設備や防音対策を施しました軽量鉄骨

づくり２階建て普通教室等を整備したところで

あります。県立学校の学習環境の改善につきま

しては、入学志願者の推移や各学校の要望等を

踏まえまして、今後、計画的に対応してまいり

たいと考えております。

次に、いわゆる休眠生についてであります。

通信制課程に在籍をしながら履修の申し込みを

していない生徒を、通常、休眠生と呼んでおり

ます。通信制教育は、本人の事情等によりまし

て弾力的な学びができる制度でありますので、

自己都合によりまして一時学習を中断する生徒

もおります。各学校におきましては、このよう

な休眠生に対しまして、新たな学期の履修申し

込み受け付けのたびごとに、学習の再開を文書

で呼びかけているところであります。また、履

修手続をとりながらスクーリングへの出席が不

足しがちな生徒には、担任が機会あるごとに出

席及びレポートの提出を促すなど、休眠生にな

らないよう、きめ細かな対応を粘り強く行って

いるところでございます。

次に、通信制・定時制のない南那珂・都城地

域への開設についてでございますが、御案内の

とおり、定時制・通信制の高等学校につきまし

ては、働きながら学ぶ生徒だけでなく、中途退

学者等さまざまな事情により入学を希望する生

徒を受け入れているものでございます。こう

いったことも踏まえ、今後の入学志願者の推移

等も十分見きわめながら、総合的、多角的な観

点から、今後検討してまいりたいと考えており

ます。

次に、延岡工業高校の関係で、工業系の定時

制をという御質問でございますが、延岡地域へ

の定時制工業系学科の設置についてでございま

す。新たな学科につきましては、地域の実情や

将来にわたる生徒のニーズ等について十分な把

握を行うことが重要でございますので、今後、

地元の関係者や中学校等から意見を伺いなが

ら、必要性について研究を進めてまいりたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○外山良治議員 知事、担当部長、答弁してい

ただきました。総量の問題、二酸化炭素排出量

の問題等々について、やってきたが、全く効果

はないと。1,300万人台に対して1,100万人

台、200万人減少している。二酸化炭素一つにし

ても、28％増加している。こういったことは今

まで対応対策、アイドリングがどうのこうのと

か、そういったことは随分言われてきました。

答弁がありました、今までも。では、なぜ実効

が上がらないのか。有言不実行。両担当部長、

知事、この現状についてどう思われるかという

ことを、まず第１点ですね。
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アメリカ副大統領のゴアさんが、こう言いま

した。今、地球上で最大の問題というのは二酸

化炭素の削減だと。最優先課題としてこれを取

り組んでいかなければ、例えば住吉海岸のヘッ

ドランドに300億かけても５～６年しかもたんだ

ろうといったことも指摘をされ続けてきまし

た。これらの点について、今までの取り組みの

反省点、知事、担当部長、それぞれ答弁してく

ださい。

○知事（東国原英夫君） 地球温暖化防止とい

う、地球環境の問題というのは、本県だけじゃ

なく、全国あるいは地球上のグローバルな問題

だととらえております。京都議定書では2012年

までに６％減ということでございます。そう

いったものにも取り組んでいかなきゃいけない

と思いますけれども、本県といたしましても、

県庁自体がＣＯ２の削減をうたいながら、その実

効性がなかったと。御指摘はそのとおりでござ

います。まず地球環境にとって喫緊の課題、あ

るいは自分らが危機感を持つということを県庁

職員みずから肝に銘じて、今後、鋭意努力して

いかなきゃいけないと思います。ＣＯ２の排出も

さることながら、ＣＯ２の吸収、中山間地域を大

切にし森林を守るということも、私は重要な施

策の一つとさせていただいておりますので、そ

ういった方向からも、地球の温暖化あるいはＣ

Ｏ２の削減に寄与していかなきゃいけないと考え

ております。

○地域生活部長（丸山文民君） 公共交通部門

の取り組みでありますけれども、現在、自動車

輸送から海上輸送あるいは鉄道輸送へと、いわ

ゆるモーダルシフトの取り組みをしなきゃいけ

ないということで、県としても取り組んでいる

ところであります。具体的には、ＣＯ２削減につ

いては、海上輸送がトラック輸送の４分の１、

鉄道貨物はトラック輸送の７分の１で済むとい

う話を聞いております。県では海上輸送等を進

めるために、今、「南王丸」というのが関東航

路に入っておりますけれども、そちらに補助を

して利用促進を図ったり、あるいは鉄道のダイ

ヤ改正とか、いろいろ要望等を行っているとこ

ろであります。なかなか実績値は上がりません

けれども、引き続きそういう地道な取り組みを

やっていきたいと考えております。以上です。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 環境森林部で

ございますが、議員おっしゃいますように、地

球温暖化問題というのは、人類や生態系に影響

を及ぼします大変重要な問題であるという認識

はいたしております。温暖化対策のためには、

県民一人一人や事業者が強い関心を持っていた

だき、身近なことから一つ一つ実践していくこ

とも非常に大事なことであるというふうに思っ

ております。あしたは県庁でも、「地球にやさ

しい日」ということで、ノーマイカーデーとい

う取り組み等も行っておりますので、ぜひ一人

一人あるいは各事業者、身近なところから実践

をしていただくように、普及啓発に努めておる

ところでございます。また、環境森林部としま

しては、先ほど知事が申し上げましたように、

もう一つの対策として、森林の整備をいたすこ

とで、二酸化炭素の森林吸収源としての役割が

ございますので、この森林の整備についても積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○外山良治議員 簡単に申し上げます。数値目

標は達成可能ですか。そのために何をしようと

考えておられますか。両部長、よろしくお願い

します。

○地域生活部長（丸山文民君） 引き続き、数

値目標に近づくように一生懸命努力をしていき
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たいと考えております。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 取り組みには

いろいろございますが、二酸化炭素の排出量に

つきましては、詳しく見てみますと、やはり運

輸部門での排出というのが非常に多うございま

す。これは自動車からの排出量ということが多

いわけですが、基本的には、自動車の利用を控

えて公共交通機関を利用するということは非常

に効果的な取り組みであると思っております。

先ほど申し上げましたように、県では、県民、

事業所、団体、行政等で構成される環境みやざ

き推進協議会と連携をしまして、県民、事業所

に対してノーマイカーデーということで、公共

交通機関を利用していただくという取り組みを

促進しているというところでございます。

○外山良治議員 22年の数値目標というものを

楽しみにしています。

次に移ります。「地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律」、これは07年10月に施行さ

れていますが、同時に定められた基本方針で

は、自治体と既存バス事業者との協力関係を基

軸にしたバス活性化、再生の方針が提示されて

おります。国交省のガイドラインでは、路線定

期運行を中心に、整合性のとれた地域交通ネッ

トワークの構築に留意する地域公共交通会議が

示されておりますが、例えば、この地域公共交

通会議の趣旨として、地域交通ネットワークの

構築にまず留意することとあります。現在、各

地域で地域公共交通会議が設置されているよう

でございますが、バス事業者の参加及び交通会

議開催回数は何回か、答弁を求めます。

○地域生活部長（丸山文民君） お答えしま

す。

地域公共交通会議の設置の状況ですけれど

も､12市町村で設置されております。これは２

月15日現在でありますけれども、その中で、小

林市と三股町、五ヶ瀬町においては、コミュニ

ティバスを運行するための協議開催でありま

す。小林市におきましては２回開催されており

ます。それから、三股町については１回、五ヶ

瀬町についても１回、それから日南のほうで２

月25日に１回開催されております。以上のよう

な状況です。

○外山良治議員 今、日南で25日に開催された

ということでございますが、１回のみなんです

か。

○地域生活部長（丸山文民君） 日南では今の

ところ１回だけですね、２月25日。

○外山良治議員 その中で、関係法すべてが、

既存事業者を参入してと、参加をさせてという

ことになっていますが、この日南の地域公共交

通会議には既存事業者は入っているんですか。

○地域生活部長（丸山文民君） 入っておりま

す。

○外山良治議員 わかりました。それでは、今

後、例えば地域住民と既存の事業者と十分話し

合いをして、公共交通のあり方、マイカーから

公共交通という視点というものを大事にしなが

ら、地域の移動手段確保をすべきだと私は思い

ますが、そういった方向で考えてもいいわけで

すね。

○地域生活部長（丸山文民君） 今、県のほう

ではコミュニティバスに取り組んでおりますけ

れども、当然、それは市町村の有償運送に当た

るわけです。国の運輸機関の登録制度になって

いますから、これが必要なわけであります。で

すから、コミュニティバスを導入するときも、

地域公共交通会議で十分にいろんな協議、例え

ばダイヤとか、ルートとか料金設定、それから

事業者さんがやっているバスとの連携、そうい
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うダイヤの設定を―やはり地域住民の利便性

の向上というのが一番大事ですから、そこらあ

たりを熱心に協議していただいております。今

後開催される会議においても、そういう視点で

会議が開催されるというふうに考えておりま

す。以上であります。

○外山良治議員 この点、担当部長、私は、例

えば、廃止路線代替バス補助金は９月廃止、今

後、コミュニティバスで２年間、上限200万円、

人口３万人でしたか、これに移行するというふ

うに伺っております。これは安心・安全、継続

というものが十分保障されているとお感じにな

りますか。

○地域生活部長（丸山文民君） 地域公共交通

会議の協議を踏まえて、国に登録する場合も、

合意がないと登録できないというような考えに

なっておりますので、十分に今のところは協議

の中で、そういう地域住民の利便性向上、福祉

の向上のためにコミュニティバスが走っている

と理解をしております。

○外山良治議員 継続。

○地域生活部長（丸山文民君） 失礼しまし

た。コミュニティバスの運行費補助について

は、赤字路線１系統につき200万円を限度として

助成するということになっておりますけれど

も、２年間は、そのコミュニティバスが運行す

る、軌道に乗るための期間、あるいはノウハウ

を習得するための期間と考えておりますので、

今のところは２年間という予定にしておりま

す。以上です。

○外山良治議員 今のところはということです

が、私は、移動手段の確保というのは、県土の

均衡ある発展という視点から絶対大事にしても

らいたいと。今のような状況では、国鉄の特定

地方交通線から第三セクターへ転換した鉄道を

思い出します。当初は黒字が12社、赤字が33社

でありました。ところが、16年では、黒字は

たった４社、赤字が33社急増しております。そ

して、５社が既に廃止及びその予定となってお

ります。ですから、コミュニティバスというの

は、近未来、この姿になるのではないでしょう

か。そうさせないという自信がありますね。担

当部長、答弁してください。

○地域生活部長（丸山文民君） 今のところ

は、小林、三股、五ヶ瀬、昨年の４月１日から

三股、10月１日から五ヶ瀬と小林がコミュニ

ティバスを運行しております。今のところは、

利用者も当初の目標よりは多いということを

伺っております。順調に推移していると考えて

おります。利便性だけじゃなくて、山間地の奥

のほうまで、交通の空白地帯だったところまで

コミュニティバスが入り込んでおります。それ

と、ほとんど幹線とも接続がありますので、順

調に運行していると考えております。将来の課

題としては、例えば「ダイヤをもう少しふやし

てくれ」とか、「もう少しこちらの集落まで

入ってほしい」とか、そういうお話は伺ってお

ります。将来的にも、特に中山間地等において

は高齢化が進むと考えられておりますので、高

齢者等を初めとする交通手段の確保がどういう

ふうにあるべきか、これは将来の課題とさせて

いただきたいと考えております。以上です。

○外山良治議員 例えば１週間に２回走るとい

うふうなところも、見たら、ありました。人工

透析は週に何回病院に行かれますか。担当部

長、答弁してください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ３日に１回と

したときに、週に２回ないし2.何回ということ

ですね。

○外山良治議員 担当部長、イレギュラーな質
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問でしたから、わからなかったかも……。その

程度は覚えておってください。週２～３回、５

時間ですよ。こういったことを十分、地域住民

と話をして、対応していただきたいと。十分話

し合いがされていないことが今、証明されまし

た。

続きまして、自殺対策についてお伺いをいた

します。

自殺対策については、相談時間の充実、実態

の把握、自殺未遂者対策、「都城・小林地区は

自殺多発地帯であること等を指摘しながら特別

対応すべき」「自殺原因の一つとしてうつ病が

言われているが、交通安全対策関連予算は10億

だ。うつ病対策はたしか1,200万円でしかない。

うつ病対策費を増額すべき」「自殺対策協議会

等を設置し、本格的な取り組みをすべき」等々

を求めてきました。しかし、自殺者は平成17

年374人が19年では395人と、21人も増加し続け

ています。知事の見解と担当部長の取り組みに

ついて、具体的に答弁を求めます。

○知事（東国原英夫君） 自殺対策につきまし

ては、これまでの取り組みといたしまして、平

成18年度に県内の医療、労働等の専門家から成

る自殺対策協議会を設置して、昨年８月に「総

合的自殺対策に関する提言書」の提出をいただ

くとともに、自殺死亡率の高い西諸県地域にお

いて、うつ病の早期発見・早期治療につながる

対策を実施してきているところでございます。

また、今年度は、自殺に関するシンポジウムや

自死遺族パネル展を開催し、自殺予防に関する

普及啓発を行うとともに、民間団体が行う自殺

防止専用電話に対する支援を行っております。

今後の自殺対策につきましては、経済・生活問

題、健康問題、家庭問題等々さまざまな問題が

含まれております。総合的な検討が必要である

ことから、昨年11月に庁内に、私を本部長とす

る自殺対策推進本部を立ち上げて、全庁的に取

り組むこととしております。

具体的にということでございますので、その

意味は、恐らく数値の問題ではないかと思って

おります。数値目標につきましては、国が平

成28年までに20％削減するというような方向性

を出しておりますが、人口10万人当たりの自殺

死亡率のほか、自殺者数をどうするのか、全国

順位をどうするのか、さまざまな形はあると考

えておりますが、今後、自殺対策推進協議会の

場等で検討を行いまして、県民の皆様にわかり

やすい指標として、何らかの形でお示ししたい

と考えております。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 自殺対策の取

り組みについてであります。今、知事が答弁の

中で、現在やっています自殺対策の取り組みに

ついてはお答えいたしましたので、今後につい

てお答えしたいと思います。自殺対策につきま

しては、総合的な取り組みが必要と考えまし

て、来年度新たに立ち上げる「自殺ゼロ」プロ

ジェクト推進事業の中で、市町村、民間団体、

企業等で実践する自殺防止のための行動計画を

策定、実施するほか、自殺やうつ病に対する正

しい理解の普及啓発、自殺対策の担い手となる

人材の育成に積極的に取り組んでまいります。

また、ＮＰＯ法人等民間団体とも連携しなが

ら、自殺未遂者や遺族の支援にも取り組むこと

にしております。以上です。

○外山良治議員 この点についても、何回とな

く質問をしてきました。ところが、実績―こ

れを実績と言えるか、ちょっと言葉が思い当た

りませんが―21人も増加をしていると。今ま

での取り組み、何やったんかということ、これ

も有言不実行。ちなみに、小林、都城が多いと
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いうことを指摘しました。17年と18年の比較、

いろいろ取り組みをした結果、多分減ったんで

しょう。実数を明らかにしていただきたい。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 西諸県地区が

確かに自殺率が高いわけでございますが、平

成18年度から西諸地域で事業をやっておるわけ

ですけれども、18年度の数字が西諸県全域で55

名、それを平成17年度と比べますと、17年度

が42名ですので、ふえているという形になって

おります。ただ、事業の取り組みが18年度から

ですので、事業の効果というのは今後出てくる

ものと思っております。

○外山良治議員 19年度は幾らでしたか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 19年度の地域

別の数値は把握しておりません。

○外山良治議員 県警本部長、19年度は同地区

はどの程度だったんでしょうか。

○坂口博美議長 もう一度質問の趣旨……。

○外山良治議員 警察資料による19年度の同地

区の自殺者というものは何件か。

○警察本部長（相浦勇二君） 手元に資料がご

ざいませんので、恐縮でございますけれども…

…。

○坂口博美議長 質問者、これがないとだめで

すか、数字。把握されていますか。

○外山良治議員 もちろん警察の場合には所管

で数字、把握されていると思います。ですか

ら、市町村の把握はないと思いますが、多分増

加をしているんですよ。ですから、そういった

答弁というのは、子供も笑いますよ。私は今ま

で、行政施策を講じる場合には実態の把握とい

うことをずっと言ってきました。自殺総合対策

大綱第４条７、自殺対策基本法の中で政府が大

綱を示していますが、第５回自殺未遂者・自殺

者親族等ケアに関する検討会が19年10月に開催

されているようでありますが、この実態把握が

ぜひ必要だと。未遂者というものが、再発防止

という視点から最も大事だということが言われ

てきました。そこで、さきの議会で、「救急搬

送件数は、自損行為で運ばれた件数は何件か」

といったことを質問しました。ですから、今回

もまた質問しますが、２次救急医療施設、保健

所、警察、こういったところの自殺未遂件数と

いうものはどうなっているか、答弁してくださ

い。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 自殺未遂者に

つきましては、保健所では個別の相談があった

場合しか把握しておりません。それから、２次

救急施設において、自殺未遂の数字も把握して

おりません。

○総務部長（渡辺義人君） 平成18年の数字で

申し上げますと、救急搬送者が全体で３万2,627

名おりますが、このうち自損行為と分類される

搬送者数は428名でございます。以上でありま

す。

○外山良治議員 自殺ゼロ何とかというのをつ

くっておられますね。その中に自殺未遂対策と

いうことが書いてありますよ。どうしはるんで

すか。全部ゼロ。唯一、搬送件数が400何十何人

と出ましたが、おたくら全然把握していない。

どうやって未遂者―自殺が395人ですから、未

遂者はその10倍と言われる4,000人。おたくらの

チラシでは未遂対策となっている。では、未遂

対策を講じるためには、その数というのをどう

やって行政が把握するか。これは当然必要で

しょう。どうしはるんですか、答弁してくださ

い。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 自殺未遂者対

策につきましては、先ほどお話にありましたよ

うに、国からガイドライン作成のための指針が
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示される予定でありまして、この指針をもと

に、関係機関の連携とか情報の共有化につい

て、自殺対策推進本部等の場で検討していきた

いと考えております。

○外山良治議員 ぜひ対応していただきたいと

思います。今までがゼロですから、可能な限り

ケアというものが絶対必要ですから、お願いい

たします。

次に、変死体検視と司法解剖、行政解剖等の

現状についてお伺いをいたします。

大相撲の力士が暴行を受けて死亡した事件

は、当初、愛知県警は病死と判断をしたが、御

両親は病死に納得せず、新潟大学に相談、遺族

の求めに応じて承諾解剖が行われた結果、暴行

による死亡が確認され、元親方、兄弟子等々が

傷害致死罪でそれぞれ逮捕、起訴されていま

す。愛知県警の病死判断は批判されています

が、関係者間では、この件はいつ発生しても不

思議ではないと指摘があります。平成19年４月

現在で検視官は147名のみで、警察庁は全国の警

察本部に対し、検視を行う検視官の増員を通達

しているようであります。検視官不足に加え、

解剖を行う法医学者も不足し、十分な体制をと

る予算もないのが現状と言われておりますが、

本県の検視体制は十分か、答弁を求めます。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

警察では、主として死体の取り扱いに対し

て、その原因背景に犯罪が潜んでいるのではな

いか、こういう関心で死体の取り扱いを行って

いるところであります。今お尋ねの中にもあり

ましたけれども、最も中核となるべきメンバ

ー、いわゆる検視官とは、10年以上の刑事部門

の経験と、東京の研修施設で一定の専門研修を

受けた者が資格要件であります。これは今２名

おりまして、この２名をコアメンバーにしなが

ら、県下の各警察署の刑事部幹部による検視業

務を全体としてとり行っているという実情にご

ざいます。ただ、お話にもありましたとおり、

本県でも死体取り扱い総数は、ずっと増加して

きておりますし、現在の体制が十分とは言いが

たいものだというふうに考えておりますので、

新年度に１人、検視官の拡充をして、３名をコ

アメンバーとして、そのうち１人を特に県北方

面を中心に専従させるという体制を構築して、

お話がありましたような誤認検視が絶無となる

ように、体制を構築していきたいと考えており

ます。以上です。

○外山良治議員 全国では約15万体という変死

体が発見されていると。今、宮崎県の場合、変

死体はふえているとおっしゃいましたが、変死

体数は何体なんですか、19年。

○警察本部長（相浦勇二君） 変死体として計

上していますのが、平成19年で1,440体です。ち

なみに、過去のトレンドを申しますと、平成10

年が871体で、平成11年から1,000体台、４けた

になりまして、以後ずっとふえてきておりま

す。以上です。

○外山良治議員 すごい数字ですね。変死体

が1,440体、そのうち、これは刑事訴訟法だった

と思いますが、229条では検視官検視となってお

りますが、たしかその２項では、宮崎県警の場

合には２項扱いというものが、例えば警察官の

五感作用及び所轄警察による触診で行われてい

ると思いますが、検視官の司法解剖数と、それ

による犯罪件数はどうなっているのか、こう

いったことを教えてください。

○警察本部長（相浦勇二君） 幾つか御質問が

ありました。まず、司法解剖の数ということで

ございますけれども、これも誤認検視の絶無を
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期すという観点で、より慎重な取り扱いをする

ようにという方向づけのもとで、この数年ずっ

と進んでおります。したがいまして、例えば直

近、平成19年の解剖総数は82体でございます。

過去10年間のトレンドで見ますと、大体20体か

ら40体ぐらいで推移してきたんですけれども、

ここに来て、少しでも犯罪の疑いのあるものは

きっちりやろうということで、80体の死体の解

剖を行っております。

それと検視官の関連でございますが、検視官

が現場に臨場して、検視官が直接、検視の活動

に携わった件数を御紹介すれば、恐らく趣旨に

沿うのかなと思いますけれども、現場の臨場件

数が昨年で369件で、臨場率25.6％、つまり４体

に１体の死体については、検視官みずからが出

かけて見ているということでございます。これ

も、これまで数年は、パーセントで言います

と12～13％ぐらいで来ていたんですけれども、

全く同じ関心から、より綿密に、現場に出かけ

ていって犯罪を見落とすことがないように努め

ております。以上です。

○外山良治議員 本部長、もう一点、答弁漏

れ。犯罪化件数。

○警察本部長（相浦勇二君） 失礼しました。

そんなことで1,440ぐらいの死体を取り扱っ

て、369ぐらいに検視官が臨場しているんです

が、例えば19年で死体取り扱いを契機に事件に

なった件数を見ますと、殺人事件で認知ベース

で６件、これは既に５件は検挙しています。１

件は、関係者に諸事情がございまして、継続捜

査としているものがあるんですけれども、いず

れにしても、昨年は、認知ベースで６件、検挙

ベースで５件、傷害致死事件については２件を

検挙いたしております。以上です。

○外山良治議員 現在の検視体制というものが

不備であるということは、民主党が昨年でした

か、こういったことをしっかり体制を組めとい

うことで、関連二法というものを出しています

ね。また、公明党の神崎議員が昨年でしたか、

国会で同様の質問をしております。ですから、

こういった宮崎県以下、全国の検視体制という

のが不備であるということは明らかでありま

す。ですから、県警本部長としても警察庁のほ

うに、今の検視体制というものをぜひ改めろと

いったような申し入れでもしてください。

私がなぜこういうことを申し上げるかといい

ますと―例えば千葉県警が、千葉大学医学部

の法医学の方にアンケートをとっております。

現在の警察嘱託の医師は不安でたまらないと。

これが70％、80％、アンケートに答えておりま

す。こういったことからして、例えば千葉県警

では、車搭載型のＣＴというものを県警で準備

しているようであります。宮崎県警としても、

こういった対応というものをするお考えはあり

ませんか。答弁してください。

○警察本部長（相浦勇二君） ＣＴ検査という

ことでよろしゅうございますでしょうか。ＣＴ

検査―解剖まで持っていければいいんですけ

れども、解剖まで持っていくまではどうかな

と。ただ、内部の状態をとりあえず確認してお

いて、万全を期したいということが現場の強い

ニーズとしてあります。今お話ありましたとお

り、千葉大学の岩瀬さんという先生が、この問

題については大変積極的に取り組んでいただい

ているんですけれども、当県警察も、全国的に

見ますと、かなり早い時期、平成17年４月から

ＣＴ検査を県の予算で組み込みまして、画像検

査を行っております。また、全国的には、平

成19年度から国費での支出も可能になりました

ことから、現在は県費、国費を活用して、こと
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し１月、２月、既に２カ月で14件ほどＣＴ検査

を活用した検査を行っておりまして、今後と

も、ＣＴ検査の活用については十分配意してい

きたいと思っております。

それと、お答えしていいのかあれですが、今

お尋ねの前提としてありましたこの問題につき

ましては、警察として可能な努力は行っていき

たいと思っておりますけれども、背景の根っこ

のところに、こういう問題に携わっているお医

者さん方のインフラが非常に不十分であるとい

う問題が横たわっております。したがいまし

て、そういうお医者さん方の人的基盤が将来に

向けて拡充されていくことでありますとか、先

生方の働けるようなしっかりとした組織機関が

できていくということ等ともどもやっていかな

いと、恐らく議員御指摘のような形にはなかな

かなっていかないと思います。私としては、と

もかく警察の守備範囲では万全を期していくと

いうことで頑張っていきたいと思っておりま

す。以上です。

○外山良治議員 我が会派の満行議員も指摘を

しておりましたが、世界的に、新型肺炎や新型

インフルエンザなど新たな感染症、また今日的

話題となっております中国産冷凍ギョーザの農

薬混入中毒事件等、恐怖は増しております。死

因究明制度は、今、県警本部長もおっしゃった

ように、極めて脆弱のままということが言われ

ております。制度見直しは喫緊の課題だと思い

ますが、知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、脆

弱と言えばそうかもしれませんが、今後これは

検討の価値があると思っておりますので、十分

検討していきたいと考えております。

○外山良治議員 福祉についてお伺いをいたし

ます。

発達障害者支援法は平成17年４月に施行、発

達障がいは、いわゆる自閉症、アスペルガー症

候群、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、そ

の他これに類する脳機能の障がいであって、そ

の症状が通常低年齢において発現するものと定

義されております。附則は、政府は、この法律

の施行後３年を経過した後、早期発見とその後

の教育的・福祉的・就労的支援のための施策を

必要に応じて見直しを行うとあります。教育的

・福祉的・就労的支援等は、発達段階に即した

ものでなければならないわけでございますが、

発達障がい者のライフステージを見据えた取り

組みが重要となります。

まず、基本的な点についてお伺いをいたしま

す。障がい者となっていますが、だれがどこで

どのような資格をもって判定、告知するのか、

第１点。第２点、発達障がい者は、６～７％と

言われていますが、告知された方は何人か。告

知された発達障がい者に対する福祉サービスは

何があるのか。それぞれ答弁を求めます。告知

を受けた方に対するサービス内容の情報提供シ

ステムについても、あわせてお願いいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 発達障がいで

あるか否かの判断につきましては、最終的には

医療機関の医師が診断し、本人またはその保護

者に告知をすることになります。医療的診断で

はございませんが、１歳６カ月児また３歳児健

診において障がいの疑いがある場合には、市町

村の保健師や心理士が、経過観察やカウンセリ

ング等を通じて、医療機関での診察を勧めてお

ります。さらに、児童相談所や発達障害者支援

センターに相談に来られた場合は、必要に応じ

て経過観察や心理検査を行い、その後、医療機

関での診察を勧めております。
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次に、発達障がいと診断された人の数につき

ましては、県としては把握しておりません。た

だし、診断された人の数ではありませんが、県

教育委員会の平成17年の調査では、県内の小中

学生のうち、知的発達におくれはないものの、

学習面や行動面で著しい困難を持っている児童

生徒の割合は約7. 1％、実数に直しますと

約7,000人となっております。

発達障がいと診断された人の福祉サービスに

ついてでありますが、知的障がいを伴う場合に

は、療育手帳を取得して、さまざまな障害福祉

サービスを受けることが可能となっておりま

す。一方で、知的障がいを伴わない高機能自閉

症やアスペルガー症候群等の場合には、児童デ

イサービス等の一部の障害福祉サービスを除

き、利用できるサービスが限られているのが現

状であります。

それから、情報についてでありますけれど

も、先ほど申し上げましたように、知的障がい

を伴う場合には、療育手帳の発行時に、福祉サ

ービスに関する情報の提供を行うとともに、そ

れ以外の場合であっても、児童相談所や各医療

機関、それから発達障害者支援センター等にお

いて情報の提供を行っております。

○外山良治議員 担当部長、身体障がい者は宮

崎県に何人おりますか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 身体障害者手

帳を交付している方々の人数ですが、５万9,715

人となっております。

○外山良治議員 今なぜその数字を聞いたか、

おわかりでしょう。身体障害者手帳は５万何千

人とぱっと答えられる。告知をされた発達障が

い者は、そんなものわからん。ここの違いです

よ。実数が把握できないのに、どこをどう見直

すのか、わかるわけがないでしょう。ちなみ

に、告知をする、判定をする医者は県内に何人

おりますか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 発達障がいを

診断できる医者といいますか、医療機関は県内

に10カ所程度あるというふうに見ております。

○外山良治議員 私たちを判定するのは指定病

院で指定医が判定します。発達障がいの場合の

指定医、判定医の制度はありますか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ございませ

ん。医療的な診断だけです。

○外山良治議員 そういうお寒い状況。ですか

ら、こういった点についても、見直しの時期に

厚労省のほうに正確に伝えていただきたいと思

います。何にもない、何もわからないまま次を

見直す、こんなことがありますか。これは指摘

をしておきます。

それから、身障センターについてお伺いいた

しますが、身障センターの改革、現状について

何回となく訴えてきました。身障センターの初

期の投資、部屋別、例えばリハビリ器具器材、

これは予算としては幾らであったんでしょう

か。答弁してください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 身体障害者相

談センターへの投資額ですが、平成７年に建設

いたしましたので、当時の資料が残っていない

ために正確な金額は不明でありますが、建物台

帳の記録によりますと、建物建設に約７億6,500

万円、当初の備品購入に約２億5,000万円を要し

ていると考えられます。以上であります。

○外山良治議員 ７億かけて、備品に２億かけ

たと。リハビリ室の平成19年、18年の利用者、

何人でしょう。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 隣接するリハ

ビリテーションセンターの入所者を除いては、

理学療法室で６人、ＡＤＬ・作業療法室で８
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人、言語療法室で３人となっております。

○外山良治議員 もう聞くほうが恥ずかしい。

２億をかけて１年間に４人とか５人、リハビリ

室というのはたしかゼロだったと思いますよ。

宮崎大学の医学部の学生が遊んで乗った。それ

も恐らく１件か２件にカウントされるでしょ

う。閑古鳥も鳴かんですよ。それを何回も指摘

をしてきましたが、対応しない。今後の検討、

どうですか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 身体障害者相

談センターは、身体障害者福祉法に基づく専門

的な相談指導とか、補装具の適合判定などを行

う身体障害者更生相談所として、あるいは地域

生活に必要なリハビリテーションサービスを提

供する施設として設置をしているものでありま

す。現在の施設は平成７年に開設したものであ

りますが、平成15年度に障害福祉サービスが措

置制度から契約制度に移行して、判定という事

業が少なくなったということ、あるいは、民間

医療機関等におけるリハビリテーション機能が

充実してきたこと等によりまして、当センター

に求められる役割も大きく変わってきていると

認識しております。このため、他県における身

体障害者更生相談所の位置づけ、あるいは設置

形態等を調査したところでありますが、いわゆ

る法律に必置とされております更生相談所とし

ての役割とか、リハビリテーションのあり方な

どにつきまして、さまざまな観点から、引き続

き検討してまいりたいと考えております。

○外山良治議員 ３年前の答弁とほとんど変わ

らん。だから、閑古鳥がカーカー鳴く。閑古鳥

はどういうふうに鳴くか、私、わかりません

が、まじめに２億とか10億とか投資をして、利

用者がないのを今まで放置してきた。罪に値し

ますよ。早急に検討会議を設置していただきた

いと思います。

重心ショートについてお伺いをいたします。

私は、ごく最近、ある保護者からこういう相

談を受けました。子供が４人いてはる。１人が

重心児、医療的ケアの必要な重心児。ほかの子

供さんが、「何々ちゃんはいいね。毎日お母さ

んに抱っこされて」と。もう大変ですわ、お母

さんの立場からすれば。そういったお母さん

が、ほかの３人、残った３人の子供のお母さん

でありたいと思ってショートステイにお願いし

ても、医療的ケアが必要だから、こども療育セ

ンターのほうのショートは利用できないと。仕

方なく、日南愛泉会、川南の国立のほうに行

く。日南愛泉会のほうもショートが非常に多い

と。ではなぜ、こども療育センターで医療的ケ

アの必要なショートが行えない、対応していた

だけないのかということも、何回も質問してき

ました。福祉保健部長、もうこういうことをや

めていただきたい。障がいを持ったために苦し

い。しかし、行政対応がされないので、もっと

苦しい。この宮崎県の現実。担当部長、どうい

うふうに対応されますか。答弁してください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 重症心身障が

い児・者のショートステイにつきましては、特

に県央地域において受け入れ定員が少ない状況

がありまして、保護者のニーズに十分対応でき

ていないものと認識しております。そのため、

県としましては、平成18年度から、こども療育

センターのショートステイの定員を５名から８

名に増員し、受け入れ体制の充実を図ったとこ

ろであります。しかしながら、依然として、

ショートステイに対する保護者のニーズが大き

いことから、今後、こども療育センターのショ

ートステイのあり方について検討していく必要

があると考えております。
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○外山良治議員 もう検討の段階ではない。あ

した対応。答弁してください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ５名から８名

に定員をふやしたときも、看護師の増員が必要

となりました。仮にショートステイの定数をふ

やすとしますと看護師の増員、あるいは重度の

障がい者の方を受け入れるとなりますと人工呼

吸器といった、いわゆる高度な医療設備の整備

等が必要になると思います。そういうことも含

めて、今後、具体的な検討を進めていきたいと

思います。

○外山良治議員 そういったことは10年前から

言われています。だから、やらんと、また閑古

鳥が鳴きますよ。

今行われている軽度の重心、医療的ケアが必

要な人のこども療育センターの利用は、全体

が1,881件になっています。宮崎市がそのう

ち1,490名、ほかの市町村は、本当に大変だと思

いますよ。極端に言うと、80％ぐらい宮崎市民

ですよ、このこども療育センターの利用という

のは。やっぱりほかの市町村、延岡、都城とい

う周辺の方々にもショートステイについて、今

後、十分検討していただきたいと思います。こ

れは余り追及すると口が震えます。できるだけ

早急な対応をしてください。

こころの医療センターについてお伺いしま

す。時間もありませんが、なぜ10床なのかとい

うことをお伺いします。

○病院局長（植木英範君） 県立宮崎病院ここ

ろの医療センター―これは仮称でございます

が―この病床数についてでございます。必要

病床数をどのように想定するかということにつ

きましては、一般的には、年間の新規入院患者

の数と、その平均的な在院日数を乗じたもの

を、年365日で除して得ることとされておりまし

て、本県の実情や他県の状況を踏まえた患者需

要予測をもとに設定したところでございます。

このうち児童思春期につきましては、児童思春

期入院施設を有する都道府県の状況から、年間

新規入院患者数を30名程度、平均在院日数を120

日、すなわち約４カ月と見込みまして、10床と

いう病床数を設定したところでございます。な

お、富養園の小児病棟におきまして、過去５年

間で、年間新規入院患者数が17.8人、平均在院

日数が165.4日であることから、必要病床数

が8.1床となっておることを考え合わせまして

も、対応できる病床数であるというふうに考え

ております。以上でございます。

○外山良治議員 時間がありません。昨年11月

議会で、我が党の髙橋議員の知的障がい者に対

する自動車税減免範囲の拡大を求めた質問に対

し、「特別支援学校へ通学に自動車を使用して

いる実態があり、検討を進めている段階であ

る」との答弁が担当部長からありましたが、検

討結果について知事から答弁を求めます。

○知事（東国原英夫君） 自動車税の減免につ

いてでありますけれども、自動車税の減免につ

きましては、公益性や負担の公平性の観点か

ら、総合的に検討する必要があると考えており

ます。現在、知的障がいのある児童生徒が特別

支援学校への通学に使用する自動車につきまし

ては、身辺処理等が困難な重度の障がいのある

Ａ判定の児童生徒に限定して、減免を実施して

いるところであります。しかしながら、Ａ判定

以外の児童生徒であっても、保護者の自動車に

よる送迎がなければ通学が困難な児童生徒がい

るという実態を踏まえ、総合的に検討した結

果、Ａ判定以外の児童生徒に係る通学に必要不

可欠な自動車に対しましても、平成20年度から

減免を実施いたしたいと考えております。
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○外山良治議員 時間が来ました。知事、あり

がとうございました。

以上をもって、すべての質問を終わります。

（拍手）

○坂口博美議長 次は、20番横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 横田照夫で

ございます。

今回も、また神話の話から入らせていただき

ますが、ちょっと欲張り過ぎてしまいました。

早口になることをお許しいただきたいと思いま

す。神話は確かに作り話でありますけど、その

話のもととなった事実があったことは間違いな

いと考えます。いろんな本を読んで感じた、う

んちくというほどのものではありませんけど、

自分なりの考えを述べてみたいと思います。

天孫降臨、これは皆さん方が夜の街で楽しん

でおられる焼酎のことではなくて、いわゆる天

からおりてきたという天孫降臨のことですけ

ど、その天孫降臨をしたのはニニギノミコトと

言われていますよね。でも、天から人がおりて

くるわけがありません。実際は、稲作技術と強

力な武力を持ったニニギノミコト率いる天孫族

は、朝鮮半島から西九州のどこかに渡ってきた

と言われています。鹿児島県の西海岸と言われ

ていますけど、西都原から出土した国の重要文

化財に指定されている舟形埴輪のような船に

乗ってきたんじゃないでしょうか。でも、当

然、着いたところには先住民が既に住んでおり

ましたので、天孫族は安住の地を求めてさまよ

いながら、ようやく高千穂にたどり着きます。

そこは山深いところではありますが、水は豊富

にありますし、山をちょっと削れば田んぼもつ

くれます。まさに安住の地ということで、そこ

でしばらく生活するんですけど、やっぱり手狭

です。そのうちにだんだん平野部におりていっ

たんですね。そして、ニニギノミコトは、西都

あたりを治めていた豪族の娘のコノハナサクヤ

ヒメ、すごい美人だったそうですけど、彼女と

運命の出会いをしてフォール・イン・ラブ、恋

に落ちて結婚するんですね。そして、２人の間

に生まれたのがヒコホホデミノミコト、いわゆ

る山幸彦と２人の兄弟です。お父さんであるニ

ニギノミコトと息子のヒコホホデミノミコトの

２代で日向のほとんどを支配したんですけど、

その勢力はさらに南に伸びていって、３代目の

ウガヤフキアエズノミコト―これは鵜戸神宮

で生まれたと言われている人ですね―と４代

目のカムヤマトイワレヒコノミコト―後の神

武天皇になる人ですけど―の代までに南九州

のほとんどを支配下におさめます。そして、カ

ムヤマトイワレヒコノミコトたちは、霧島の山

の上に登って、はるか東の海を眺めながら、豊

かな土地と伝え聞く大和の地に思いをはせてい

たんですね。そして、東征という大冒険を決心

します。

先日、我が会派の商工建設部会で島根県庁に

勉強に行ったときに、観光担当の人が自分の意

見として話をしてくださったんですけど、島根

県は当然出雲神話の舞台の地ですよね。出雲族

は当時、大和地方も治めていたんですけど、南

九州から攻めてきたカムヤマトイワレヒコノミ

コトたちの軍勢に敗れて、出雲に幽閉されま

す。出雲地方にある荒神谷遺跡から、１カ所か

らの出土では全国一である358本もの銅剣が発掘

されました。これは、南九州族に追い払われた

出雲族の悔しさのあらわれではないかというふ

うにお話しになりました。本当におもしろいな

というふうに思いました。

宮崎には、源平の時代とか戦国時代のような

大きな動きはありませんけど、それよりかはる
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か昔に、日本の勢力図を書きかえるような大き

なうねりがあったのです。それを実証する文献

はありません。古事記や日本書紀、またその地

に残る伝承などから推測するしかありません

が、だからこそ、それぞれでいろんな想像がで

きるから、魅力があるんじゃないでしょうか。

御存じのように、西都原には物すごい数の古

墳があります。大小合わせて311基あるそうです

が、これらの古墳をつくるのに一体どれぐらい

の人手が必要だったのでしょうか。例えば、国

内最大の帆立貝式古墳である男狭穂塚は、総体

積が約10万立方メートル、運搬土量が約13万立

方メートル、延べ労働者が50万人くらいと言わ

れています。１日1,000人かけて500日、休みな

しで１年半です。雨の日とか農繁期を考慮すれ

ば、この月日の数倍かかったんじゃないでしょ

うか。こういう古墳を弥生時代から古墳時代に

かけての約400年間につくっていったのです。西

都原周辺に一体どれぐらいの人口があったので

しょうか。それだけ多くの人たちを食べさせる

だけの食料もあったのです。人々を統制する規

律もあったのだろうと思います。つまり、古代

日向には一大帝国があったのです。これらのこ

とを想像させてくれる場所が、西都原考古博物

館です。全部ゆっくり見たら数時間はかかりま

す。入場料は無料です。多くの人に足を運んで

もらい、しばしの間タイムスリップして、古代

のロマンを感じてほしいと思います。

団塊の世代が今、次々と現役を引退されよう

としています。知的好奇心に満ちあふれた全国

の団塊の世代をターゲットにして、旅行会社と

共同でツアーを企画し、大淀河畔のホテルなど

で、神代から古墳時代までの話を、研究機関な

どの協力をもらい、わかりやすく、おもしろく

話をしてもらい、ホテルに宿泊してもらう。そ

れこそ「天孫降臨」を飲みながら、神楽を見て

もらうのもいいですね。そして、次の日、講話

に出てきた江田神社や西都原などを観光しても

らい、スピリチュアルスポットで何かを感じ、

古代日向のロマンに浸ってもらう。その後、歩

行者天国になった県庁前楠並木通りで、全国最

高の県産品などのお土産を買ってもらって、飛

行場まで送り届ける。いかがでしょうか。全国

の他の地域との完全区別化です。想像の世界の

観光、神話の世界ですね。それと、実証可能な

観光、これは古墳や西都原考古博物館などで

す。それと、手で触れられ、味わえる観光、こ

れは農産物などの県産品です。イメージ的に

は､1500年の時空を超えた観光資源３点セットで

す。古代と現代が1500年以上の時空を超えて、

ロマンと現実が合体する。他県には決してまね

のできない区別化ではないでしょうか。先祖か

ら受け継いだものと今の人たちの努力の結果の

県産品。この２つを団塊の世代の知的好奇心に

満ちた人たちに納得してもらえれば、恒久的な

観光資源の一つになると考えます。知事は、宮

崎を日本発祥の地で売り出したいと言われまし

たが、その具体的取り組みの考えと、あわせて

今、私が述べましたことの感想をお聞かせくだ

さい。

次に、県内教育のあり方について教育長にお

伺いします。

教育に関しましては、ゆとり教育から学力重

視へとかじが取られ、教育現場も悩み多いこと

だろうと、お察し申し上げます。教育に対する

考え方や要望は千差万別で、それぞれに対する

答えを出していくことは極めて難しいと思いま

す。ただ、私が考える教育の最終目標は、社会

のためにどうやって役立っていくのかを教える

ことだと考えます。自分の仕事や社会活動を一
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生懸命していくことも大きな社会貢献です。そ

れをしていくためには、当然、学力も必要で

す。地域の歴史を知っておくことも必要です。

そのために勉強するんですね。私が中学生のこ

ろは、まだ先生が、例えば農家の子供に対し

て、「そんげ勉強せんとやったら百姓でもすっ

か」といった言葉を平気で言っておりました。

あのころ、「おまえは一生懸命勉強するから農

業をしてみるか」と言ってくれる先生がたくさ

んいたら、日本の農業も、もしかすると違って

いたかもしれないなと考えてしまいます。教科

をただ教えるだけではなく、郷土のために、宮

崎県のために何か役立つような仕事がしたいと

考えてくれるような子供を育てるような教育を

していく必要があると考えますが、どうでしょ

うか。教育長の考えをお伺いして、後は自席か

ら質問させていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

今の横田議員の御提案でございますが、大変

すばらしい御提案じゃないかと思っておりま

す。知的好奇心に満ちた方々をターゲットにし

て、今後も県といたしましては、県の天孫降臨

あるいは神話・伝説、西都原古墳群などの有効

な観光資源の魅力を、メディアやホームページ

等により情報発信するとともに、神話・伝説を

めぐるモデルコースの設定とか、旅行会社への

商品化の働きかけ等を積極的に行っていきたい

と考えております。今後とも、古事記、日本書

紀に由来する神話や伝説、四季折々の食材、温

かい県民性など、横田議員の御提案も踏まえな

がら、宮崎ならではの魅力を最大限に活用し

て、観光誘致に努めてまいりたいと考えており

ます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

郷土に貢献する子供の育成についてでありま

す。ふるさとを愛し、郷土や社会に貢献しよう

とする気概を持った子供を育成していくために

は、まず、家庭や地域が、子供たちにとって愛

着があり、心の支えとなる存在であることが、

何よりも大切であると考えております。このた

め、県教育委員会といたしましては、家庭や地

域が学校と一体となり、子供たちを温かく見守

る「地域教育システム」づくりや「みやざき子

ども教育週間」の設定、さらには「親子ふれあ

いカレンダー」の作成・配付等に取り組み、県

民みんなで子供をはぐくもうとする機運の醸成

に努めているところであります。また、「教職

員人材育成プラン」に基づきまして、教職員の

地域への理解促進と地域貢献に対する意識の高

揚を図るため、地域活動への積極的な参加を促

しますとともに、地元企業等での社会体験研修

の充実などに努めているところであります。

このような取り組みの中、現在、各学校にお

きましては、子供たちが郷土への理解を深め、

郷土に貢献する喜びを実感することができるよ

う、職場体験活動や伝統文化の継承活動など、

地域の人や自然、文化等と直接触れ合う学習を

積極的に実施いたしているところであります。

教育は、子供たちの希望ある未来を預かる極め

て責任の重い、そして崇高な営みであります。

私たち大人は、その持てる力のすべてを結集い

たしまして、今、宮崎が子供たちのために何を

してやれるかを考え、また、そのような気持ち

が子供たちに通じたとき、社会に貢献する気概

のある子供が育っていくのではないかと考えて

おります。県教育委員会におきましては、今後

とも教育の原点をしっかりと見据え、市町村教

育委員会や青少年健全育成関係団体等とも連携
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を十分図りながら、本県のあすを担う子供たち

の育成に全力で取り組んでまいりたいと考えて

います。以上でございます。〔降壇〕

○横田照夫議員 教育長、丁寧な御答弁ありが

とうございました。郷土宮崎のために頑張ろう

と考えてくれる子供たちを一人でも多く育てて

いただきますように、御尽力をお願い申し上げ

ます。

知事、ことしのＮＨＫの大河ドラマは「篤

姫」で、お隣の鹿児島県が舞台ですね。残念な

がら、まだ宮崎県が舞台となった大河ドラマは

ありません。来年度の組織改革で「みやざきア

ピール課」ができるそうですが、その課を中心

にして、古代日向から大和に至るまでのドラマ

化をしてくれるように、ＮＨＫにアピールして

みませんか。知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御提言の神話・伝説

を題材とした宮崎を舞台とする大河ドラマの御

提案でございますが、過去にＮＨＫに対して、

そういった働きかけをしたことがあったみたい

です。史実に基づかない神話とか伝説のドラマ

化は難しいということで、恐らく天皇家の祖先

に当たるということで取り扱いが難しかったの

かなという感じはしないでもないです。でも、

神話・伝説というのは非常に有効な本県の観光

資源であり、地域資源と考えておりますので、

県としては、これからもＮＨＫだけではなく、

映画とか、民放といったものに、神話・伝説を

題材としたドラマ化とか映画とかいうものに働

きかけていきたいと考えております。

○横田照夫議員 ぜひお願いいたします。

次に、農業政策についてお伺いします。

何回も出てきておりますけど、中国産冷凍食

品が、これまで以上に問題になっています。

ギョーザに始まり、冷凍サバに、肉まんにと、

殺虫剤などが混入した輸入食品の実態が次々と

明らかになっております。消費者は非常に危機

感を感じて、中国産の冷凍食品はもう食べない

という人もふえているようです。

小麦や大豆などが高騰を続けています。穀物

が大量にバイオ燃料に加工されているためで

す。当然、それらを原料とするめん類やパンな

ど加工食料品も高騰をしております。ブラジル

などでは、大豆高騰をにらんで、熱帯雨林を伐

採して大豆畑が急増しているそうです。穀物メ

ジャーの巨大なサイロが林立しているそうです

し、バイオ燃料の工場も次々建設されているそ

うです。でも、森林破壊はＣＯ２の吸収機能の消

失だけでなくて、森林や土壌に蓄えられた炭素

も大気中に放出され、地球温暖化を一気に加速

させるとも考えられています。そうなれば、さ

らに耕地の砂漠化は進み、世界の食料生産はま

すます減少していくんじゃないでしょうか。

私は、以前から農業団体に所属しておりまし

て、仲間とともに、かなり前から食料自給率の

向上を訴えてきました。でも、「食料はコスト

の安い外国につくってもらえばいいじゃない

か」とか、「農業は補助金漬けだから競争力が

育たないんだ」など、経済団体の国際分業論な

どの論法で、農業はこれまでずっと軽んじられ

てきました。私たちは、「いよいよ食べ物がな

くならないと、食料を自給することの大事さは

わからんのだろうな」と、ずっと言ってきまし

たが、だんだんそういう時期が近づいてきてい

るように感じます。

知事はこの１年間、本県産の農産物を一生懸

命売り込んでこられました。その効果は、本当

にびっくりするほどです。知事、今後はそのこ

ととあわせて、食料自給の大事さも全国民に訴

えてもらえないでしょうか。国は、2015年度ま
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でに食料自給率を45％まで引き上げるという目

標を立てているようですが、このままでは下が

る一方です。今度のギョーザ事件がいいチャン

スだと思うんです。このチャンスを逃したら、

もう日本の農業は立ち上がることができないぐ

らい疲弊してしまうでしょう。当然、自給率を

高めることは宮崎の農業を守ることにもつなが

ります。アピール度の高い東国原知事が先頭に

立って、議会、消費者も含めた関係団体、とも

に大きな声を上げていくことが大事だと考えま

す。知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、平

成18年度の国内の食料自給率は、カロリーベー

スでたしか40％を割って39％台になったと。こ

れは、先進国の中で非常にゆゆしき問題ではな

いかなと思っています。先進国の条件というの

は、食料自給率を恐らく100％ぐらいは確保する

ということであると思っております。そういっ

た意味では、この日本というのは非常に危機的

状態というか、特例であるような気がします。

食料問題については、国策ということが非常に

重要になってくるのでございましょうが、本県

といたしましては、やっぱり食料供給県として

の重要なポジションがありますので、それは維

持していかなきゃいけない。そして、食料自給

率についても、例えばうどん１杯を日本の原料

だけで賄えば３分の１ぐらいになってしまうと

いうような、スープが白くなってしまうという

ような現状もございます。あるいは、食料自給

率を賄うために、牛とか豚の飼料などの原料と

なるものも栽培しなきゃいけない。でも、その

飼料となるトウモロコシなどは、日本の気候風

土上なかなか育てられないというような現状も

ございますので、100％というのは問題かもしれ

ません。でも、食料自給率が非常に低いという

ことは、世界でも先進国の中では希有な例だと

思っていますので、その辺の食料に関する環境

とか問題意識というのは、広く国民の皆さん、

県民の皆さんに持っていただくというのが理想

かなと思っています。私も、メディア等々に出

る機会、発言する機会をとらまえて、今後、食

料自給率のアップについての啓発あるいはＰＲ

をしていきたいと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。ぜひ

お願いいたします。

次に、農政水産部長にお伺いします。先ほど

のようなことも含めて、今後、地球温暖化はさ

らに進むでしょう。異常気象という言葉がよく

使われますけど、そういうことがいつも起きて

おれば、それは異常でなくて当たり前になって

きますね。昨年は早期水稲が、過去に例がない

ような被害に遭いました。田野町の冬の風物詩

になっている干し大根や千切り大根も、暖冬と

か、霧島おろしが以前ほど吹かないことなどに

より、乾きが悪くて、品質の劣化が毎年のよう

に見られております。今後、県内の作物の品目

設定や作付時期などは、さらに温暖化が進むこ

とを見通して、見直しをしていかなければいけ

ないのではないかと考えます。そのことに関し

ては、県が先導していくべきだと思いますが、

いかがでしょうか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 御指摘のとお

り、近年、地球温暖化が急速に進行しておりま

して、異常気象等が発生し、作物の収量、品質

の低下といったことで、農業生産への影響が非

常に懸念されております。このため、県といた

しましては、平成20年度新規事業としまして、

「地球温暖化対応産地構造改革モデル実証事

業」に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。その中で、暑さから農水産物を守る対策、
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あるいは暑さを生かす対策について、総合農業

試験場内に研究センターを設置しまして、産業

界や大学などと連携しながら、温暖化の実態調

査や情報の集積を進めるとともに、御指摘の品

目あるいは作期の変更も視野に入れた対応策の

検討を行ってまいりたいと考えております。ま

た、木質ペレット暖房機等の導入実証や、バイ

オディーゼル燃料の生産・利用システムの構築

など、温暖化抑制対策にも取り組むことといた

しております。これらの総合的な取り組みを、

全国に先駆け、農業県宮崎が行うことによりま

して、地球温暖化に対応した構造転換を促進し

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

○横田照夫議員 温暖化が進んでいることは、

農家が一番肌身で感じていると思うんです。で

も、これまでつくってきた作物を変えるという

ことは、本当に大きな勇気が要ります。今度の

新規事業である「地球温暖化対応産地構造改革

モデル実証事業」で、できるだけ早い時期に農

家に指導ができるような結果を出していただき

ますよう、期待をさせていただきます。

次に、目的外使用についてお伺いします。

昨年、一ツ瀬川で、かんがい用水の畜産等へ

の使用の問題が発生しました。畑地かんがいを

目的につくられた用水を、畜産農家が家畜の飲

み水として使っていたということです。もちろ

ん、使用料は支払っていたようですけど、この

ことが問題となった理由は何なのか、農政水産

部長にお伺いします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 一ツ瀬川地区

におきまして実施されました国営かんがい排水

事業に基づく施設については、作物の生育に必

要なかんがい用水の確保を目的に整備されたも

のであり、その目的に沿った利用を行うことが

必要でございます。一ツ瀬川地区におきまして

は、かんがい用水という目的以外の畜産等への

水利用が確認されまして、制度に則した水利用

としていく必要があることが、その理由でござ

います。

○横田照夫議員 かんがい用水を畜産へ使いた

いという要望は、ほかの地域でもあるんじゃな

いかと思います。例えば今、田野町とか佐土原

町に畜産団地をつくろうという構想がありま

す。でも、水の問題で立ちどまっています。と

ころが、この地域には、大淀川右岸・左岸地区

等で整備された農業用水が来ているんです。同

じ農業という面から、何とか多目的に使えない

かと思います。知事は就任当初、「それはでき

ないというのではなくて、どうすればできるよ

うになるかを考えるような行政でなければいけ

ない」というふうに言われました。そこで、こ

のような畑地かんがい施設を、何とか畜産に利

用できないかなと考えるわけです。知事のお考

えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 畑地かんがい事業の

受益地内の畜産農家が、かんがい施設の畜産へ

の利用を要望されていることに関しては、認識

しております。このため、県といたしまして

は、かんがい施設の畜産への利用については、

地域の実情を十分に踏まえるとともに、関連す

る制度との関係もございますので、国等関係機

関とも必要な協議・調整をしてまいりたいと考

えております。

○横田照夫議員 いろんな問題も多いかと思い

ますが、私の希望は、畜産も含めて県内農業の

さらなる発展でありますので、できるだけ早く

畜産への利用ができますよう、御努力をお願い

いたします。

このことは、箱物でも同じようなことが言え
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るんじゃないでしょうか。補助金絡みでつくら

れた箱物は、やっぱり目的外の使用は制限され

ていますね。先日、女性ネットワークの皆さん

のお話を聞く機会がありましたが、研修会や事

務所として使える施設がないと言っておられま

した。施設は使って何ぼだと考えます。ここは

こういう目的でつくられた施設だからなどと言

わずに、あいている時間帯があれば、目的外の

使用であっても、いろんな団体に積極的に使っ

ていただき、意識の高い人たちと一緒に県民総

力戦を図っていくべきだと思います。知事、い

かがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 国庫補助金の交付を

受けて建設した施設につきましては、その補助

金の交付目的外に使用することは、いわゆる補

助金適正化法の規定により、処分が制限される

一定期間が経過するまでは、補助金の返還を行

わなければならないなどの規制を受けていると

ころでございます。しかしながら、空き施設や

利用の低調な施設について、それぞれの地域の

実情や利用の実態に柔軟に対応しながら活用を

図ることは、施設の有効活用という観点から、

制度の範囲内で可能な限り取り組むべきものと

考えております。国におきましては、これまで

処分制限期間の短縮や転用手続の簡素化など、

規制の緩和が図られているところでありますの

で、県といたしましても、現行制度の中で施設

を最大限に有効活用できるよう、鋭意努めてま

いりたいと考えております。

○横田照夫議員 次に、空き施設の使用方法に

ついて、総務部長にお伺いします。佐土原に、

統廃合によって空き施設になった法務局の出張

所があります。何にも使わないのはもったいな

いと考えております。現在、県有施設で空き施

設になっているものはどれぐらいあるのでしょ

うか。また、県も土木事務所の統廃合などを考

えられていますが、今後、空き施設になるとこ

ろが次々に出てくるんじゃないかなと思いま

す。学校もそうですね。それらの空き施設は現

在どのように利用されているのでしょうか。あ

わせてお伺いします。

○総務部長（渡辺義人君） 現在、県有施設の

中で、県が直接使用していない施設は、老朽化

による解体などを予定しておりますものが15ご

ざいますので、これを除きまして11の施設と

なっております。この11の施設のうち貸し付け

を行っている施設が、元電気管理事務所など７

施設ございまして、財団法人宮崎県交通安全協

会などの利用に供しているところであります。

残りの４つの施設が、いわゆる空き施設という

ことになるわけでありますが、このうち３つの

施設につきましては、現在、利活用を検討して

いるところであり、残る１施設が現在、未定と

いうことでございます。

○横田照夫議員 いろんな部品製造などの工場

は、そういうところでも十分やっていけるとい

うことなんですね。空き施設を積極的に貸し出

して、工場設置とか、いろんな団体の活動拠点

にしていくことが大事だというふうに考えま

す。県有遊休施設の有効利用についてや、空き

施設の県民への情報提供の考え方などをお聞か

せください。

○総務部長（渡辺義人君） 県では、利活用の

見込みのない、いわゆる遊休施設につきまして

は、法令等で制約のあるものや、老朽化で取り

壊すことになっているものを除きまして、貸し

付け等により有効活用を図ってきたところであ

りまして、今後とも積極的に取り組んでいきた

いと考えております。なお、貸し付けが可能な

施設に関します県民への情報の提供方法につき
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ましては、今後研究してまいりたいと思いま

す。以上であります。

○横田照夫議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。

次に、入札制度改革についてお伺いします。

先日、県建設業協会会長の会社が倒産をいた

しました。このことは県内だけでなく、県外の

業界にも大きなショックを与えました。会長は

県内建設業のために一生懸命頑張っておられま

したので、本当に残念なことであります。私

は、今年度、商工建設常任委員会の委員長とい

う立場で入札制度の見直しにかかわってきまし

たので、１年間のまとめといった意味で質問を

させていただきます。県土整備部長、現在、県

内建設業の倒産が増加しておりますが、倒産企

業の状況や倒産の主因をどう分析しておられま

すか、お聞かせください。

○県土整備部長（野口宏一君） 平成19年の県

内における建設業の倒産件数でございますけれ

ども、55件となっております。昨年と比較しま

すと2.4倍、過去５年間の平均と比べまして

も1.3倍となっております。信用調査会社の発表

いたしました個別の倒産原因といたしまして

は、受注不振が23件、放漫経営が12件、連鎖倒

産が９件となっております。これらの倒産の背

景といたしましては、近年の建設投資の大幅な

減少、そして一般競争入札の拡大適用など、入

札・契約制度改革によります建設業を取り巻く

経営環境が大変厳しい状況になっていることが

あるのではないかと考えております。

○横田照夫議員 入札・契約制度改革は、優良

企業を残して育てるという意味合いもあったと

思います。そういう意味で、会長の会社の倒産

はショックが大きかったんじゃないかというふ

うに思います。また、業者数はそれほど減って

いないとよく言われますが、そこで働く従業員

の数は、リストラ等で相当減っているんじゃな

いでしょうか。会社の倒産とか廃業数だけでは

なくて、全体の従業員数も考慮に入れるべきだ

というふうに考えます。

次に、昨年から商工建設常任委員会などで、

予定価格を事後公表にすべきとの提案がなされ

てきましたけど、検討状況はどうなっているの

でしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 現在、予定価

格につきましては、本県を初め29の都道府県

が、事前漏えいや入札不調による工期のおくれ

等を防止する観点から事前公表としております

が、事前公表を行うことによりまして、入札参

加業者の見積もり努力を損なわせるという意見

もございます。また、本県では、建設投資の大

幅な減少や一般競争入札の拡大等による落札率

の急激な低下等を踏まえ、昨年10月に、建設産

業の健全な発展を図り、良質な社会資本の整備

を進める観点から、最低制限価格の引き上げを

行ったところであります。したがいまして、予

定価格の公表時期につきましては、入札・契約

制度改革の全般の検証、情報漏えい防止の徹底

等を図った上で、その必要性について十分な検

討を行っていきたいと考えております。

○横田照夫議員 入札・契約制度改革の全般の

検証を図った上でということですが、事後公表

するために必要な検証とは、具体的に何なので

しょうか。また、情報漏えい防止の徹底を図っ

た上でということですが、仮に事後公表になっ

ても、予定価格が漏れることが必ずしも落札に

つながるとは限らないと思います。事前であっ

ても、最低制限価格が漏れれば、即、落札につ

ながります。そこらあたりがどうも説得力に欠

けると考えますが、いかがでしょうか。
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○県土整備部長（野口宏一君） まず、予定価

格の公表時期を考える上で必要な検証について

でございます。本県では、昨年10月に最低制限

価格の引き上げを実施しておりますので、引き

上げ後に発注したものについての工事完成後の

品質を十分に検証する必要があるものと考えて

おります。さらに、本県では、一昨年の談合事

件により県民の県政に対する信頼を大きく失墜

させたこと、現在、入札不調がふえていること

等を勘案しますと、現時点では事前公表のメ

リットもあるのではないかと考えているところ

でございます。したがいまして、予定価格の公

表時期については、これらを総合的に検証いた

しまして、その必要性について十分に検討を行

うことといたしております。

また、最低制限価格につきましては、事前公

表にいたしますと、適正な見積もりを行わなく

ても確実な落札が可能になるということがござ

います。まさに競争性が損なわれますので、現

在、事後公表としているところでございます。

その設定を所属長に限定するなど、厳重な情報

管理を行って対応させていただいているところ

でございます。

○横田照夫議員 次に、今年度、総合評価落札

方式を試行してこられましたが、その検証結果

はどうだったのでしょうか。また、今後の方針

はどのように考えておられるのでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 総合評価落札

方式でございますけれども、価格と技術力など

価格以外の要素を総合的に評価し、落札者を決

定する方式で、工事の品質確保に必要なもので

ございます。今年度、県土整備部におきまして

は、１月末現在で予定価格が4,000万円以上の工

事のうち64件について試行を行わせていただき

ました。このうち開札済みが59件となっており

まして、最低価格応札者より高い応札価格の者

が落札する、いわゆる逆転は、そのうち30件と

なっております。また、落札者は、他の応札者

と比較しますと、簡易な施工計画でございます

とか、同種工事の施工実績、地域社会貢献度な

どの項目で高い評価となっております。このよ

うなことから、工事の品質確保を図る上で、価

格のみでなく、技術力と地域社会貢献度が適正

に評価される総合評価落札方式について、評価

項目の見直しを行うとともに、対象規模や適用

件数の大幅な拡大を図ってまいりたいと考えて

おります。

○横田照夫議員 私も、総合評価落札方式は非

常にいい方法だと考えております。でも、業者

の中には、「現場管理者の経験や会社の施工実

績などの評価で、大きな会社ばかりが有利にな

るんじゃないか」などと不安を抱えておられる

方もあります。正規雇用者数や現場条件の悪い

ところを受けてくれたことなども、受注機会の

増につながるような評価方法を考えるべきだと

思います。また、評価点数を上げるために、経

験の長い即戦力の技術員を雇用する傾向になっ

て、若者を雇用しにくい制度とも言え、後継者

対策が問題になってくるんじゃないでしょう

か。さらに、終了した工事の品質が、総合評価

で受注したときの評価点数に見合わないような

低いものだった場合にどうするかなど、いろん

なことが考えられると思いますが、いかがで

しょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 公共工事の発

注に当たりましては、技術力や地域貢献度の高

い業者が受注しやすい環境を整備していくこと

が重要だと考えております。このため、総合評

価落札方式におきましては、今年度の検証結果

でございますとか、関係団体からの意見も現在
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聞いているところでございます。それを踏まえ

まして、現在、評価項目の見直しについて検討

しているところでございます。また、企業の技

術提案の内容につきましては、施工計画書への

記載を義務づけております。さらに、実施状況

についての確認、検査を行っているところでご

ざいます。その中で、請負者が技術提案の内容

を履行できなかった場合は、工事成績を減点対

象としており、その後の入札参加資格要件や総

合評価落札方式での評価に反映されることとな

るものでございます。

○横田照夫議員 総合評価落札方式は、やり方

によっては官製談合の第２の温床になるとの指

摘もありますので、慎重な取り扱いをお願いし

たいと思います。

次に、入札の不調・不落が急増しているとい

うことですが、施工条件、現場条件、工期、工

種、発注時期など、どのような工事で多発して

いるのでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 応札者が１者

もございません入札不調につきまして、県土整

備部においては、19年度１月末までに建設工事

で42件発生しております。県北地域を中心に、

年度後半になり、小規模な工事において発生し

ているところでございます。発生の主な原因と

いたしましては、国、市町村を含む公共工事の

発注が年度後半に集中したことが考えられます

が、そのほかに、小規模な工事においては、業

者が応札を敬遠する傾向にあったこと、小規模

業者の一般競争入札の導入時期が年度後半でご

ざいまして、制度にふなれであったこと等が関

係しているのではないかと考えております。入

札不調は工事のおくれにつながりますことか

ら、引き続き、発注時期の平準化に努めるとと

もに、小規模業者に対する入札制度等の啓発を

行っていきたいと考えております。

○横田照夫議員 知事にお伺いしますが、競争

性を確保するために導入したはずの一般競争入

札ですが、特に小さな工事では不調・不落が多

発していることに加えて、１～２者しか応札せ

ず、逆に競争性が阻害されているようなことも

発生しているんじゃないでしょうか。先日、宮

崎県と同じような入札制度にしていた福島県

が、1,000万円以下を指名競争入札に戻す決定を

されたようです。小さな工事にこういう不利益

が生じる結果になっていることを踏まえて、宮

崎県も、全国知事会の考えと同じように1,000万

円以下を指名競争入札とするよう変更してはど

うかと考えますが、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 本県では、一昨年の

談合事件によりまして失われた県民の県政に対

する信頼を回復するために、一般競争入札の拡

大など、より公正・透明で競争性の高い入札・

契約制度の確立に取り組むとともに、並行し

て、改革の検証も随時行っているところでござ

います。入札方式につきましては、建設産業を

取り巻く厳しい経営環境も踏まえ、基本的に

は、一般競争入札の枠組みの中で、地域企業育

成型など総合評価落札方式を大幅に拡充するこ

とにより、地域に根差し、技術力や地域貢献度

の高い業者が受注しやすい環境を整備してまい

りたいと考えております。今後とも、関係団体

や県民の方々に幅広く意見を伺いながら、より

よい入札・契約制度の構築に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 例えば、工事金額が小さくて

不調の可能性が高いと思われる物件では、試し

に99.999％で入札したら、応札者はその１者だ

けで、結局その業者が99.999％で落札したとい

うケースもあり得ます。公正・透明で競争性の
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高いものになるはずの一般競争入札が、そうな

らない場合も十分考えられます。指名競争入札

は悪だと考えるんじゃなくて、その中でどのよ

うにして談合を排除していくのかを考えればい

いんじゃないでしょうか。福島県の今後の状況

もしっかりと検証してもらい、柔軟に対応して

いただきたいと考えます。

次に、県土整備部長、こういう競争の中で企

業の技術力は一層高まると思いますが、それに

あわせて、職員の技術力も向上させなければい

けないと考えます。また、これまで培った技術

を若手に継承していくことも大事だと考えま

す。若手職員の育成とあわせて、その対策をお

聞かせください。

○県土整備部長（野口宏一君） 工事の円滑か

つ適正な施工のためには、発注者側の技術職員

の技術力など、資質の向上は不可欠でございま

す。また、団塊の世代の退職を迎えまして、発

注者が培ってきました技術の継承は重要な課題

となっております。このため、建設技術センタ

ーでの専門技術研修ですとか、ワンデーレスポ

ンスの導入、設計ＶＥ等の実施により、技術力

の向上に努めるとともに、工事検査専門員や施

工体制監視員の技術指導や助言によりまして、

若手職員への技術力の継承を図っているところ

でございます。今後とも、職員の技術力の向上

並びに技術の継承に、一層努めてまいりたいと

考えております。

○横田照夫議員 土木工学は経験工学と言われ

るように、個人の力量とか技術力の違いによる

ところが大きいと思います。県土整備部所属だ

けで、一級土木の資格を持った職員が90名ぐら

いおられるというふうに聞いておりますが、そ

ういう職員には、手当なり、何らかの評価を与

えるべきだと考えます。そうすることが、技術

職員の意識を高めることにつながると考えます

ので、御検討いただきたいと考えます。

次に、いろんな影響で設計変更を余儀なくさ

れることも多いと思います。そういうときに、

その前提として、施工条件の明示が不可欠だと

考えます。また、工期短縮のためにも、ワンデ

ーレスポンスへの取り組みも急がれると考えま

すが、あわせて取り組み状況をお聞かせくださ

い。

○県土整備部長（野口宏一君） 条件付一般競

争入札による工事につきましては、昨年４月か

ら特記仕様書の内容を充実させ、施工条件の明

示を行うこととしております。また、契約後、

明示いたしました施工条件に変更が生じました

ときには、工事請負契約約款に基づき、適正に

設計変更することとしております。

次に、ワンデーレスポンスについての御質問

でございます。これは、工事の施工において、

受注者からの問い合わせに対し発注者が24時間

以内に回答するというものでございまして、昨

年８月から、各発注機関で取り組んでいるとこ

ろでございます。これによりまして、工期の短

縮ですとか、現場トラブルの発生防止、工事の

品質確保、事業効果の早期発現など、さまざま

なメリットが期待されるものでございます。今

後とも、これらの取り組みをより一層推進して

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。いず

れにしましても、入札制度の見直しには、まだ

まだ検討が必要な部分がたくさんあると考えま

すので、発注側も受注側も、どちらも納得でき

るような制度にできるだけ早くつくり上げられ

るよう、お互い協議しながらやっていただきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。
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次に、科学技術研究についてお伺いします。

総合政策本部長、科学技術を研究するための

県の施設は幾つもありますけど、県における科

学技術研究の位置づけ、重要性はどのようにお

考えでしょうか。

○総合政策本部長（村社秀継君） 県における

科学研究の位置づけ等についてでございます。

社会経済のグローバル化や少子高齢化、さらに

は地球温暖化への対応など、我が国は今、大き

な転換期にあります。このような中で、産業の

振興や生活の向上に科学技術が果たすべき役割

と重要性は、一段と高まっているものと考えて

おります。特に本県は、１人当たり県民所得が

全国44位、九州で最下位という状況にある中

で、新たな産業の創出など地域産業の振興を図

るという観点から、県立の試験研究機関を中心

とする科学研究は重要であるというふうに考え

ます。このため県では、宮崎県産業科学技術振

興指針に基づきまして、県立試験研究機関の整

備充実を初め、大学や企業が行う科学技術の基

礎研究への助成など、各種施策を推進してまい

りました。今後とも、地域経済の活性化を図る

ため、科学技術の一層の振興に取り組んでまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 すべての部局で平成20年度の

予算が減らされている中で、科学研究費はその

重要性に足り得る予算措置となっているので

しょうか。

○総合政策本部長（村社秀継君） 科学研究に

係る予算についてでございますけれども、現

在、県議会に提案しております平成20年度の県

立試験研究機関における研究費予算につきまし

ては、ほぼ前年度並みの６億7,000万円を確保し

たところでございます。このほか、平成15年度

から国の大型研究プロジェクトとして産学官連

携により取り組んでまいりました地域結集型共

同研究事業につきましては、本年12月に終了い

たしますことから、引き続き研究成果の事業化

を図ってまいりますため、今回、県単独で１

億4,000万円の予算を計上したところでございま

す。

○横田照夫議員 そういう中で、県民の要望と

か研究内容はさらに高度化してきておりまし

て、研究費はさらに増大をしていくのではない

かと思われますので、国の資金である外部競争

的資金の導入を積極的に図っていく必要がある

と考えますが、県としてのバックアップ体制は

どのようになっているのでしょうか。

○総合政策本部長（村社秀継君） 国の競争的

資金の導入についてでございます。これまで県

では、食の機能をテーマとしました地域結集型

共同研究事業を初め、バイオマス等をテーマと

しました都市エリア産学官連携促進事業などの

大型研究プロジェクトを獲得してきておりま

す。これらの事業を導入する際には、総合政策

課が調整窓口となりまして、庁内の関係部局は

もとより、大学や産業界とも連携を図りなが

ら、本県にとって最も望ましいテーマを選択の

上、国に申請を行っているところでございま

す。今後とも、国の競争的資金の獲得に向け

て、産学官のさらなる連携を図ってまいりたい

と考えております。

○横田照夫議員 知事にお伺いしますが、よそ

の県では、科学研究を推進していくために、科

学技術振興課などの専門部局を設けて、すべて

の研究機関を一元管理しているところもあるよ

うです。宮崎県としても、専門部局をつくっ

て、予算措置を含め、外部競争的資金を受けや

すい体制づくりをしていく必要があると考えま

すが、いかがでしょうか。
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○知事（東国原英夫君） 試験研究機関を一元

管理している県というのは約８県ございます。

本県では現在、部局ごとに試験研究機関を設置

し、相互に連携を図りながら、さまざまな分野

の研究を進めているところであります。このよ

うな中、ニーズの高度化、多様化が進み、分野

横断的な取り組みを求められる研究テーマが増

加しておりまして、試験研究機関のあり方を再

検討すべき時期に来ているとは考えておりま

す。他県では、科学研究を所管する専門部局を

設置して、産業分野の枠を取り除き、横断的な

研究を促進して、地域の特性を生かした産業の

育成に取り組んでいるところもございますの

で、これらの事例も参考にさせていただきなが

ら、本県のあるべき体制について今後検討して

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 再来年度、そういう専門部局

が創設されることを楽しみにして、質問のすべ

てを終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の会議は終わりま

した。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午後０時４分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、23番外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 平成20年度

の本県当初予算について質問をいたします。知

事が初めて本格的に編成をされた平成20年度の

本県当初予算案について、お尋ねいたします。

景気低迷による県税収入の減少や、少子高齢

化による社会保障関係費の増加などにより、大

変厳しい中での予算編成だったこと、御苦労に

対しましては、敬意を表する次第であります。

また、このことは、県内市町村を初め、全国の

自治体においても同様に厳しい作業がなされた

ものと考えるところであります。そこで、私

は、総務省から公表された地方の歳入歳出の総

額と言われる地方財政計画と比較をしながら本

県の当初予算を分析してみました。

まず、歳入の面でありますが、県税が地方財

政計画に反し大幅な落ち込みを示しております

が、県内景気の先行きにさらに不安を覚えると

ともに、県税収入については少しかための見積

もりではないかとも感じたところでございま

す。また、県債が臨時財政対策債の増加により

伸びているようでありますけれども、これは地

方交付税の見返りである臨時財政対策債を除い

て考えますと―臨時財政対策債の元利償還金

は後で交付税で返ってくるそうでありますの

で、その分を除き―いわゆる通常分の県債発

行は、地方財政計画を上回る抑制で、4.8％の減

となっております。地方財政計画では、通常分

が3.6％の減でありますので、1.2ポイント上回

る削減を図るという、財政政策的にはまことに

優等生的な措置であろうと思います。逆に、歳

出面を見ますと、投資的経費において、特に普

通建設事業費ベースで、単独事業の削減幅が地

方財政計画の２倍の6.0％もの削減となっており

ます。投資的経費全般においても、地方財政計

画の削減率を大幅（約1.6倍）に上回った削減を

断行されていることが最も特徴的かと思いま

す。総じて歳入歳出の両面から地方財政計画と

比較をしてみますと、まさに優等生的な予算編

成となっており、財政通の官僚の皆さんがつ

くったような大変よくできた当初予算案である

ように感じます。
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そこで、知事にお尋ねいたします。本県の当

初予算案のバランス、地方財政計画を上回る健

全性を確保している本県予算の骨格について、

先ほど申し上げましたように、財政政策的には

大変すばらしい形であると認めるのであります

けれども、県民の支持率が極めて高く、県民の

期待が大きな知事として、本県の疲弊した産業

実態を踏まえ、どのような予算編成に取り組ま

れたか。また、公共事業の削減について、激変

緩和的措置を講じる必要性や、中山間地域対策

の観点は含まれているのか。これまで、弱き立

場の県民や環境的に恵まれない地域の住民から

の訴え、産業各界の皆さんの意見などを十分に

聞かれておると思いますが、どのようなお気持

ちで当初予算の編成をされたのか、知事の姿

勢、基本的な考え方をお伺いいたします。

後は自席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

我が国では、近年、大都市圏と地方との地域

間格差や所得格差の拡大が指摘される中、本県

におきましても、産業振興や県民所得の向上、

中山間地域対策等のさまざまな課題を抱えてい

るところでございます。特に、本県の県土を大

きく占める中山間地域については、人口の減少

や高齢化の進行などにより、地域活力が低下し

ており、地域によっては維持存続が危ぶまれる

集落も見られるなど、大きな課題が生じており

ます。また、中山間地域等における地域経済と

雇用を支える重要な産業の一つである建設産業

につきましては、近年の建設投資の大幅な減少

に加え、一般競争入札の拡大などの入札制度改

革により、大変厳しい経営環境にあるものと考

えております。私も、中山間地域を初め県内の

各地域に足を運び、県民の皆様の生の声に接す

る中で、また建設業を含む各産業界の方々と意

見交換する中で、このような本県が抱える厳し

い現状を「どげんかせんといかん」との思いを

強くしたところでございます。このため、平

成20年度当初予算編成に当たりましては、中山

間地域・植栽未済地対策、建設産業対策を特に

重点的に推進すべき施策として位置づけ、積極

的に取り組むこととしております。予算編成に

おける収支不足額が、中期財政見通しに比べて

大幅に拡大し、大変苦しい予算編成を強いられ

たところでありますが、限られた財源を有効に

活用し、中山間地域対策など本県が直面する喫

緊の課題には的確に対応した予算になったので

はないかと考えております。〔降壇〕

○外山 衛議員 では、引き続き予算関連で質

問いたします。前任の安藤知事が進めました第

１期財政改革における公共事業の削減、とりわ

け県単公共事業を、平成16年度以降どれだけ削

減してきたと認識されているか、知事にお伺い

します。

○知事（東国原英夫君） 県単公共事業費につ

きましては、平成16年度当初予算額約270億円か

ら、20年度当初予算額約103億円と、４年間

で167億円、61.9％の減となっております。

○外山 衛議員 削減の数値61.9％、本来は15

年度からの比較をするべきだと思うんです。そ

うすれば、恐らく70数％の減となるのが正しい

と思います。それはいいでしょう。

２問目に行きます。県単公共事業につきまし

ては、平成16年度から３カ年、30％ずつカット

しています。３年間30％カットをやりますと、

単純に言えば、平成15年度の35％以下の水準に

落ちていることになるのであります。また、平

成19年度肉付け予算におきましては、普通建設

事業費の単独事業ベースでさらに10％削減し、
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今回が同じく６％の削減となっております。財

政事情が厳しいとはいえ、これほどまでに削減

をした県が他にあるのでしょうか。また、平

成16年度以降の九州各県の状況はどうなのかを

含めて、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 平成15年度の決算ベ

ースなんですけれども、宮崎県が、一般会計に

おける普通建設事業費というのが29.1％ござい

ます。これは九州平均の27％を大きく上回って

いるということが言えます。それを受けて16年

度からの第１期財政改革に着手されたんじゃな

いかなと思っております。九州各県の普通建設

事業費の状況ですが、平成20年度当初予算が骨

格予算である熊本県を除きまして、16年度当初

予算額での平均が約1,8 3 0億円、20年度が

約1,469億円と、約361億円、19.7％の減となっ

ております。なお、本県における普通建設事業

費は、16年度が約1,601億円、20年度が約1,086

億円と、約515億円、32.2％の減となっておりま

す。以上です。

○外山 衛議員 よくわかりました。次に、公

共事業、これは中山間地域を初め地域の方々の

現金収入につながる政策でもあります。田中邦

衛氏演じる「北の国から」ではありませんが、

中山間地域や過疎地域では、これといった産業

もない状態であり、建設業は現金を稼げる産業

の柱となっていることも事実であります。そこ

に生活の糧を求める住民は結構多く、そんな構

造が現実にあるわけであります。このような現

場の状況をよそに、県の財政健全化を急ぐ余

り、予算は急激に削減され、事業量は激減して

おります。特に、中山間地域の住民の生活はま

まならない状況と思いますが、そんな窮状を訴

える声が知事に届いておりますでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 限界集落を含めた中

山間地域については、私が知事になる前、そし

て知事になってから、各地域へ足を運びました

し、また、ふだんから中山間地域を抱える市町

村の方々などにお会いする機会があり、生の声

を伺っているところでございます。そこで聞こ

えてくる中山間地域の現状というのは、過疎

化、高齢化の進展に伴う生活利便性や集落機能

の低下など、非常に厳しいものがあります。都

市と地方の格差が広がる中で、大変憂慮すべき

状況であると考えております。中山間地域の衰

退は、本県全体の衰退につながるものでありま

すし、その活力の再生を図ることが本県の喫緊

の課題であると考えております。このため、中

山間地域の振興等を平成20年度の重点施策の筆

頭に掲げるとともに、新たに中山間・地域対策

室を設置して、住民の皆さんや市町村とも十分

に連携を図りながら、その実態を踏まえた短期

的・中期的施策を総合的に展開してまいりたい

と考えております。

○外山 衛議員 厳しい財政状況、また建設技

術の向上、コストダウン、そういったことによ

りまして、取り巻く状況を考えれば、公共事業

予算を徐々に削減していく、その方向性につい

ては私も反対するつもりはありません。しかし

ながら、全国平均、地方財政計画の倍以上の削

減をさらに図るという今回の予算を見ますと、

疲弊した地域の県民をさらに突き落としている

ように思えてなりません。せめて若干でもいい

から、公共事業等の激変緩和的な措置を設けて

はと思われないのか、知事のお気持ちを伺いま

す。

○知事（東国原英夫君） 先ほどと重複します

けれども、平成15年度の普通会計における普通

建設事業費が、県単では11.7％でした。これは

九州平均9.7％に比べて非常に大きい数字になっ

平成20年３月４日(火)



- 267 -

ていると思います。20年度は、普通建設事業費

の一般会計に占める割合が、県単で5.8％に減っ

ております。九州平均は6.5％、九州平均よりも

改革によって少なくなっているということは言

えると思います。第１期の財政改革推進計画で

は、県単公共事業を対前年度比30％減とされ

た。厳しいシーリングを設定したことから、激

変緩和的な措置として、いわゆる特別枠を措置

されたと聞いております。第２期の財政改革推

進計画では、公共事業の地域経済への影響等に

も考慮し、シーリング率を大幅に緩和している

ところでありますので、本県の厳しい財政状況

等を踏まえますと、特別枠を措置することは

ちょっと困難かなと考えております。しかしな

がら、建設業界の厳しい状況というのは私も認

識しておりますので、建設産業対策を平成20年

度の重点施策の一つとして位置づけて、来年度

当初予算においても、各種の対策を講じること

としたところでございます。

○外山 衛議員 続けます。例えば、今回の予

算案で、通常分の県債発行額を地方財政計画並

みの3.6％程度の削減にとどめれば、あと５

億7,000万円の財源ができるはずであります。こ

れをもとに公共事業に振り向ければ、その何倍

かの事業ができると思います。補助事業であれ

ば単純に２倍、事業の種類によっては、有利な

起債を活用し、10倍規模の事業もつくれるはず

であります。中山間地域は今、存亡の危機に

立っていると考えています。このような中山間

地域の現状を見れば、その対策を直ちに行うこ

とが不可欠であり、また、何度も言いますが、

公共事業の激変緩和措置を行うことが緊急の課

題だと考えます。私は、そういった判断を政治

家としての東国原知事に求めたく、一連の質問

を続けてまいりました。知事の政治家としての

答弁を求めます。

○知事（東国原英夫君） 中山間地域につきまし

ては、何度も申し上げますとおり、依然として

人口減少に歯どめがかからず、過疎化が進行

し、また高齢化も進む中で、農林業を継続する

ことは極めて厳しい状況といえます。また、中

山間地域等における地域経済と雇用を支える重

要な産業の一つである建設産業につきまして

も、建設投資の減少傾向の中、大変厳しい経営

環境にあり、その対策は喫緊の課題と考えてお

ります。このようなことから、平成20年度当初

予算におきましては、公共事業のシーリング率

を大幅に緩和することにより、普通建設事業費

を対前年度比3.3％の減と、国や地方財政計画と

同程度にとどめるとともに、中山間地域対策、

建設産業対策を平成20年度重点施策として位置

づけ、積極的に取り組むこととしたところであ

ります。以上です。

○外山 衛議員 大変厳しい財政状況で、知事

のお立場あるいは財政の立場もわかります。し

かし、今の件ですけれども、いわゆる本県の普

通建設事業費がマイナス3.3％なのは、市町村と

ともに国へ返済する直轄事業負担金、この部分

が2.5％伸びているためではないかと思うんです

ね。実質的には、県内投資に回る投資的な予算

は、単独事業費ではマイナス6.0％、補助事業費

はマイナス3.2％が実数であろうと思います。も

ともと本県は、ここ数年で最も事業量を落とし

ているわけでありますから、数字合わせの議論

ではなく、疲弊している県民の立場で考えてい

ただきたいと思います。

次に進みます。建設業界の支援に関連しま

す。

まず、技術と経営にすぐれた建設事業者が伸

びていける環境づくりなど、県内建設産業の健
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全な発展を図るために総合的な対策を講じると

のことでありますけれども、具体的にどのよう

に取り組まれるのかを知事にお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 社会資本整備の担い

手であります建設産業は、災害時の救急対応な

どに大きな役割を果たすとともに、中山間地域

等における地域経済と雇用を支える重要な産業

の一つでありますが、近年の建設投資の大幅な

減少に加え、一般競争入札の導入など入札制度

改革により、建設業を取り巻く経営環境は大変

厳しい状況となっております。このため、技術

と経営にすぐれた建設業者が伸びていける環境

づくりなど、県内建設産業の健全な発展を図る

ため、総合的な対策を講じることといたしまし

た。対策の主な内容といたしましては、経営相

談や新分野進出セミナーを引き続き実施するほ

か、新分野での事業定着をより一層促進するた

め、初期経費に対する補助限度額を大幅に引き

上げることといたしました。また、専門家で構

成された支援チームによる助言を行うととも

に、新たに「建設産業等支援貸付」を創設し、

建設業者等の経営基盤強化や新分野進出を支援

してまいります。さらに、地域企業育成型の総

合評価落札方式を導入しまして、技術力や地域

貢献度の高い地元の業者が受注しやすい環境を

整備することにより、地域の建設産業を育成し

てまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 次に、建設産業対策の主要事

業である建設産業育成総合対策事業の具体的な

内容と期待される効果について、県土整備部長

にお尋ねをいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 建設産業育成

総合対策事業は、大きく３つの柱で構成されて

おります。まず、建設業者の経営基盤の強化支

援といたしまして、県内９カ所に相談窓口を設

けまして建設業者の経営相談に対応していくほ

か、新分野における事業定着促進のための助成

の拡充、建設事業協同組合への転貸融資原資の

無利子貸付などを行うこととしております。次

に、地域企業としての建設産業の育成といたし

まして、価格に加えて、営業所の所在地や、地

域貢献度等を評価する地域企業育成型の、いわ

ば宮崎モデルの総合評価落札方式を導入いたし

まして、技術力や地域貢献度の高い地元の業者

が工事を受注しやすい環境を整備してまいりま

す。３番目に、不良不適格業者排除のための総

合的な対策といたしまして、下請トラブルや法

令違反などの情報を収集する建設業者ホットラ

インを設けるとともに、立入検査の充実強化を

図ることなどによりまして、不良不適格業者の

排除に努め、公正な市場環境づくりを進めてま

いります。これらの取り組みを通じまして、技

術と経営にすぐれた建設業者が伸びていける環

境づくりを促進いたしまして、本県地域経済と

雇用を支える建設産業を総合的に支援してまい

りたいと考えております。

○外山 衛議員 引き続き、前回の質問と重複

もします、また、今回の議会でもかなり重複を

しますが、入札制度改革の関連で県土整備部長

にお尋ねします。まず、１点、そもそも予定価

格というのはどういうものなのか、設計価格の

定義、これは何ですか。

○県土整備部長（野口宏一君） 予定価格でご

ざいますけれども、設計図書で定められた工事

目的物をつくるために必要な価格でございまし

て、標準的な施工能力を有する建設業者が、そ

れぞれの現場条件に照らし合わせて、最も妥当

性があると考えられる標準的な工法で施工する

場合に必要となる経費を基準として設定してい

るところでございます。
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○外山 衛議員 次に、いわゆる当県の予定価

格、つまり設計価格ですけれども、他県に比べ

て低過ぎるようなことはありますか、ありませ

んか。

○県土整備部長（野口宏一君） 今の御質問、

予定価格につきましては、工事箇所の現地を確

認・調査いたしまして、工事現場の条件や施工

の条件を把握した上で、施工の実態調査をもと

につくられた施工歩掛かりや、需給の状況、取

引の実例価格等の調査をもとに設定した労務及

び資材等の設計単価を用いて、適正に設定して

いるところでございます。

○外山 衛議員 次に、落札率が下がれば税金

の無駄遣いがなくなったとの誤った認識がある

と思っておりますが、部長のお考えはいかがで

しょう。

○県土整備部長（野口宏一君） 落札率につき

ましては、競争入札の結果ではございますが、

工事の品質と落札率の関係については十分に検

証する必要があると考えており、本県におきま

しては、昨年10月に落札率の急激な低下等を踏

まえ、良質な社会資本の整備を進める観点か

ら、最低制限価格の引き上げを行ったところで

ございます。

○外山 衛議員 午前中の横田議員の質問と全

くかぶりますが、もう一度。入札の不調、つま

り応札のないものが多発している。この原因を

もう一度お願い申し上げます。

○県土整備部長（野口宏一君） 入札不調の主

な原因といたしましては、国、市町村を含む公

共工事の発注が年度後半に集中したことが考え

られますが、そのほかにも、小規模な工事にお

きましては、業者が応札を敬遠する傾向にある

こと、小規模業者の一般競争入札の導入時期が

年度後半であり、制度にふなれであったこと等

が関係しているのではないかと考えておりま

す。入札不調は工事のおくれにつながることか

ら、引き続き、発注時期の平準化に努めるとと

もに、小規模業者に対する入札制度等の啓発を

行ってまいります。

○外山 衛議員 私は、入札率は、予定価格に

対して、各企業の経営努力の結果、87％であっ

たり、時には98％であったりするものと考えて

います。あくまでも結果の数字であるというふ

うに認識をしております。数日前の新聞でござ

いますけれども、ある地方自治体の件でありま

すが、入札改革で浮いた数千万円を道路側溝整

備に活用したという記事がございます。マスコ

ミのこの「浮いた」というとらえ方も、私は

ちょっと疑問を持っているところであります。

これは答えは要りません。

引き続き申し上げます。ちまたに、業者が多

いから減らすべきという考えがあるやに聞いて

おりますが、制度上の問題で健全な企業までが

廃業や倒産に追い込まれるのは、決して自然淘

汰とは言わないと思います。開会日に知事か

ら、「前例にとらわれない柔軟な発想で、スピ

ード感を持って果敢に挑戦したい」旨の発言が

ありました。星原議員の代表質問、また、本日

午前中の横田議員の質問と重複しますが、再度

お伺いいたします。

福島県の例であります。宮崎県と同じよう

に、2006年に発覚した官製談合事件を受けて、

指名競争入札を全廃いたしました。御承知のよ

うに、全国知事会においては1,000万円以上と打

ち出されております。福島県におきまして

も、250万円以上について一般競争入札を導入い

たしました。ところが、さまざまな不都合や問

題が多発したために、本年４月からは指名競争

入札を復活させるとの報道がございました。こ
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れは、本県の近い将来の姿といいますか、起こ

り得る、いわゆる想定の範囲内だと思います。

そこで、知事、新たなことに取り組むのも改革

でありますけれども、これはいかんとなれば、

いち早くもとに戻すのも改革だと思います。知

事の言われるスピード感を持って「戻る勇気」

を発揮してもらいたいのでありますが、知事の

見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 本県では、一昨年の

談合事件によりまして失われた県民の県政に対

する信頼を回復するため、私のマニフェストに

お示ししたとおり、一般競争入札の拡大など、

より公正・透明で競争性の高い入札・契約制度

の確立に取り組むとともに、並行して改革の検

証も随時行っているところでございます。入札

方式につきましては、建設産業を取り巻く厳し

い経営環境も踏まえ、基本的には一般競争入札

の枠組みの中で、地域企業育成型など総合評価

落札方式を大幅に拡充することにより、地域に

根差し、技術力や地域貢献度の高い業者が受注

しやすい環境を整備してまいりたいと考えてお

ります。今後とも、関係団体や県民の方々に幅

広く意見を伺いながら、よりよい入札・契約制

度の構築に向けて取り組んでまいりたいと考え

ております。

○外山 衛議員 知事におかれましては、建設

業界に限らず、農業、水産業の分野におきまし

ても、今後、補正などでカンフル剤となるよう

な何らかの措置が決断いただけるように期待を

いたします。

次に、企業誘致についてお尋ねします。

企業誘致について、「企業立地推進局」が新

設されますが、どのような点を強化していくの

か、具体的にどう取り組まれるのかを商工観光

労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業立地

推進局につきましては、企業立地を推進する専

門組織として、新たに設置するものでございま

す。今回、独立した組織を設置することにより

まして、企業ニーズに迅速に対応できるととも

に、企業誘致に対する本県の熱意や意気込みを

対外的に強くアピールできるものと考えており

ます。また、県外事務所や、今回新たに設置い

たします「企業誘致専門員」と連携しながら、

企業情報の収集を強化するとともに、より多く

の企業を訪問するなど、誘致活動の充実を図る

ことといたしております。このような組織体制

の整備によりまして、これまで以上に積極的な

誘致活動を展開してまいりたいと考えておりま

す。

○外山 衛議員 企業誘致につきましては、大

変難しい問題が多々あろうと思います。引き続

き、知事とともに御努力をお願いしたいと思い

ます。

本県の立地環境を考えた場合、ＩＴ産業の強

化に取り組むべきと思いますが、商工観光労働

部長はいかがお考えでしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） コールセ

ンターとかソフトウエアなどのＩＴ産業につき

ましては、今後も市場拡大が見込まれる成長産

業でありますとともに、特に、若年者や女性に

とって大きな雇用が期待される産業でございま

す。このようなことから、県といたしまして

は、従来から、ＩＴ企業の誘致やＩＴ人材の育

成確保に取り組んでおりますけれども、このほ

ど、企業立地促進法に基づき策定いたしました

「宮崎県産業集積・活性化基本計画」におきま

しても、今後、集積を図っていくべき重要な業

種の一つとして位置づけたところでございま

す。本県は、自然が豊かで人材も豊富でありま
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すなど、ＩＴ産業が立地するにはすぐれた環境

を有しておりますので、今後とも引き続き積極

的に、ＩＴ企業の誘致に努めてまいりたいと考

えております。

○外山 衛議員 関連しまして、知事にお伺い

します。知事は、「宮崎ヒルズ構想」、このお

言葉を発せられますが、これはどのような思い

で、また具体的にはどのようなことなのかをお

伺いします。

○知事（東国原英夫君） 「宮崎ヒルズ構想」

というのは、私がマニフェストに掲げた、「Ｉ

Ｔ技術者が集う、ＩＴタウンの創設」を実現す

るためのアイデアの一つでございます。多くの

方は、ＩＴ企業は都市部にあるものと思ってお

られますが、宮崎のようにもっと自然環境のよ

いところに立地して、海や山の豊かな自然の中

で仕事をして生活する、都市部にはない、いや

しの空間のある宮崎ならではのＩＴタウン、い

わゆる「宮崎ヒルズ」をつくりたいと考えてお

ります。そのためには、ＩＴインフラの整備な

ど課題もありますが、県内企業の技術力向上や

人材の育成はもちろんのこと、県外から多くの

企業が出てきていただくことも重要であります

ので、これからも本県のすばらしい環境をＰＲ

して、新しい流れをつくり出していきたいと考

えております。

○外山 衛議員 では、続きまして、少子化対

策について２～３お伺いします。

少子化対策につきましては、今回、重点施策

にも位置づけられ、組織改正も行われるようで

ありますけれども、どのように推進をされるの

か。出会い対策や小学校入学までの医療費助成

等を含めて、具体的に福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 20年度当初予

算におきましては、まず、子育て家庭の負担を

軽減するため、乳幼児医療費助成制度につきま

しては、入院外の助成対象年齢を、これまでの

３歳未満から小学校入学前まで拡充することと

いたしました。また、地域のきずなや近所づき

合いを活用した、子育て支援の取り組みに対す

る助成事業を実施し、地域における持続的・自

立的な仕組みづくりを促進することとしており

ます。さらに、少子化の要因の一つである未婚

化・晩婚化に対応するため、県内の一般企業や

団体、市町村などを「縁結び応援団」として募

集・登録するとともに、この応援団が企画する

出会いの機会の情報を、独身男女に提供してま

いりたいと考えております。これらの新たな事

業を含め、少子化対策の一層の推進を図ってま

いりたいと考えております。

○外山 衛議員 関連しまして、新たに設置さ

れる「こども政策局」の体制について、従来の

児童福祉から強化されることは何でしょうか。

また、取り組みを、同じく福祉保健部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 新みやざき創

造戦略に掲げる子育て支援体制の充実に向け

て、少子化対策や子供に関する施策を総合的に

推進するために、「こども政策局」を新しく設

けることとしたところでございます。このこと

によりまして、少子化対策の企画立案機能が強

化されるとともに、幼稚園及び青少年健全育成

業務等が移管されることによりまして、保育所

と幼稚園業務の連携強化や、児童と青少年の健

全育成の一体的推進を図ることができると考え

ております。

○外山 衛議員 関連でございますけれども、

知事にお伺いします。配偶者誘致に取り組みた

いとおっしゃっていますが、これは具体的にど
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のような取り組みになりますか、知事にお伺い

します。

○知事（東国原英夫君） 配偶者誘致というの

は、誘致という言葉が適切かどうかは別にしま

して、ごろ合わせというか、企業誘致と移住誘

致と、移住誘致に絡むということから、配偶者

を招き入れるということは、移住ということに

も資するものかなと思って、誘致という言葉を

使わせていただいたわけでございます。御案内

のとおり、人口減少で少子高齢化が進展する中

で、特に農業を初めとする第１次産業の後継者

につきましては、独身異性と出会う機会が少な

く、結婚のきっかけがつかみにくいことから、

少子化の原因の一つでもある未婚化・晩婚化が

進み、後継者不足、ひいては地域活力の低下に

つながっているという声が、県民から多く寄せ

られております。こうしたことから、来年度

は、未婚化・晩婚化対策に積極的に取り組んで

いくこととしておりますが、具体的には、自然

や文化、農林水産物など地域の宝を活用した交

流や体験イベントを企画し、独身男女の出会い

の場を創出することとしております。また、結

婚を社会全体で応援する仕組みをつくるととも

に、独身男女に対して出会いの情報を提供する

など、結婚のきっかけづくりを支援することと

しております。今後とも、このような事業に取

り組むことで、数値目標として掲げた合計特殊

出生率の上昇はもちろんのこと、本県の地域活

力の再生につなげていければと思っておりま

す。

○外山 衛議員 次に、最近の犯罪傾向につい

てお伺いします。

最近の社会情勢や経済的な問題。日常生活の

中での現実と非現実、常識と非常識。そういっ

た基本的なものを見失っていて、何か世の中に

せつな的な人生観が加速度的に広がりつつある

ように感じております。そのような社会にあっ

て、近ごろ、全国で親族殺人事件の発生がふえ

ているように思います。このことにつきまし

て、平成19年中の本県の親族間における殺人事

件の発生状況と、この件についての県警本部長

のお考えをお伺いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

まず、平成19年中の御指摘の事件でございま

すけれども、２件発生をいたしております。い

ずれも未遂でございます。ただ、ちょっと内容

が……。御披露いたしますが、１件は、いわゆ

る赤ちゃんの産み落とし事件でございまして、

御自宅で子供さんを出産してそのまま放置し、

御家族が気づいて病院搬送して子供さんは事な

きを得たと。一応、殺人未遂ということで立件

をいたしました。それと、２件目もやや特殊な

事案でございまして、いわゆる嘱託殺人の事件

でございます。これもちょっと悲惨なんです

が、高齢者の御夫婦の間で、病気を苦にされた

奥様が、御自身で自殺を図ろうとされたんです

けれども、なかなかうまくいかないということ

で、高齢の御主人に殺人を依頼されて、試みら

れたんですけれども、お助かりになって、御主

人もその後自殺を図られたけれども、死に切れ

なかった。そういう意味で、罪名は殺人でござ

いますけれども……。昨年の親族間殺人の２件

の内容は、こういう内容でございます。

ただ、お尋ねの中にもありましたけれども、

全国に目を転じますと―昨年も幾つも事件は

あったんでしょうが―例えば、東京都の渋谷

区で、21歳の兄が20歳の妹を刃物で殺害をして

ばらばらにした事件、あるいはお隣の鹿児島県

でも、26歳の息子が御両親を殴打して殺害し、
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御遺体を裏庭に遺棄した事案でありますとか、

一昨年ですと、秋田県の藤里町で、母親が実の

娘さんを殺した上、御近所の坊やまで手にかけ

たという連続児童殺人事件など、少なくとも新

聞報道等を見る限り、大変殺伐とした事件が目

を引くというのは、そのとおりであろうかと

思っています。こうした事件が今後、宮崎県下

で発生しないとも限りませんので、県警察とい

たしましては、こうした事案発生時に万全の捜

査対応ができるように、緊張感を持って仕事を

行ってまいりたいと考えております。以上で

す。

○外山 衛議員 続きまして、今の警察本部長

の答弁を踏まえまして―これは関連をつける

わけではありません。関連はつけませんが―

教育長にお伺いします。いわゆる道徳教育の重

要性が最近見直されておりますけれども、現在

の教育現場の課題と取り組みについて、お伺い

をいたします。

○教育長（高山耕吉君） 道徳教育の取り組み

についてであります。社会環境や生活様式が変

化いたしまして、家庭や地域の教育力が低下す

る中、児童生徒の規範意識や命を大切にする意

識の希薄化が懸念されております。このため、

県内の各学校におきましては、これまでも、道

徳の時間や学校行事、さらにはさまざまな体験

活動など、学校の教育活動全体を通しまして、

子供たちに、生命を尊重する心や家族愛、規範

意識等をはぐくむことに努めております。ま

た、地域の医師や助産師、カウンセラーなどを

講師に招きまして、命についての講演会も、す

べての小中学校で実施いたしているところであ

ります。今回示されました学習指導要領改訂案

におきましても、道徳教育を充実し、生命の尊

重を初め、規範意識を高めることなどが重視さ

れておりますので、今後とも、道徳教育の充実

を図りまして、一人一人の子供たちに命を大切

にする心をはぐくむことができるよう、積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 よろしくお願い申し上げま

す。

教育長にもう一点、お伺いとお願いでありま

す。学校における歴史教育の課程において、大

昔の歴史は学んでいるようですが、いわゆる近

代史については知識が薄いように思います。歴

史教育について、例えば幕末から現代の歴史に

重点を置いた指導はできないか、教育長にお伺

いいたします。

○教育長（高山耕吉君） 歴史教育におきまし

ては、その学びを通しまして、我が国の歴史に

対する愛情を深め、国民としての自覚を育てる

ことが重要なことであると考えております。ま

た、近現代史を学ぶことは、現在の日本社会の

理解促進につながる大切な学習であると認識を

いたしているところでございます。近現代史に

つきましては、今回の新しい学習指導要領案に

おきましても、近代史と現代史の２つに分け

て、新たな歴史的事項の学習を加えるととも

に、授業時間数の増加等が図られております。

県教育委員会といたしましては、このような改

訂の趣旨を十分踏まえ、各学校の指導が充実す

るよう、積極的に指導をしてまいりたいと考え

ております。

○外山 衛議員 よろしくお願い申し上げま

す。教育の課程におきまして、例えば昭和の時

代に起きたこと、第２次世界大戦、あるいは社

会問題、あるいは事件、それらを起きた事実と

して知らせることが大切だと思います。客観的

にとらえるべきで、正否の議論、判断について

は個々に任せる、そういった教育を望みます。
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最後になりますが、知事に一つ。これを聞い

てください。知事のブログの関連でございま

す。いろんなことを思うままに書いておられま

す。それはいいと思います。ただ、一つ紹介し

ます。「議会にいると、まるで周り全てが僕の

全否定論者である。人間不信、疑心暗鬼に陥

る。やってることに自信がなくなる。落ち込

む。こんなところにいたら、本当、人間がおか

しくなる。捻くれてしまう。何回も机を引っく

り返しそうになる」。こういうことは私も

しょっちゅうあるんですよ。常に同じ思いを

持っています。でも、まだこんなところにおる

わけでありまして……。わかるんですが、何が

言いたいかといいますと、私どもは決して敵

じゃないということです。敵じゃありません。

つまり、知事と我々は立場が違うから、いろん

なことで議論を交わすわけでありまして、決し

て敵対しているわけじゃないということをわ

かってもらいたいと思います。いずれにしまし

ても、知事は公人でありますから、ブログに一

側面のみ、ある一側面からだけの主張を余りに

も強調されるのは、得策ではないと思います。

知事に限らず、企業も、プロ野球の監督も、

トップは孤独で大変であります。それは宿命で

ありますから、耐えて頑張ってください。元広

島東洋カープの監督古葉竹識さんの色紙には、

常に「耐えて勝つ」とあります。

以上で質問を終わります。（拍手）

○中村幸一副議長 次は、19番中野 明議員。

○中野 明議員〔登壇〕（拍手） 質問も最後

から２日目の最後になりますと、もう再々質問

になります。知事におかれては、何で同じこと

を何回もするのか、そんな感じだろうと思いま

すけど、議員は選挙区に帰るとそれぞれ別なも

のですから、選挙区で議会の報告等もあります

ので、再度になりますけど、しっかり御答弁を

いただきたいと思います。それから、私の質

問、上げたり下げたりの質問になります。しか

し、これはお互いに、本当に宮崎県を何とかせ

んといかんという気持ちは一緒だろうと思いま

す。私の偽りのない心境で質問をさせていただ

きます。

昨年は、官製談合で始まり、後は東国原知事

のひとり舞台、県外の人からも「宮崎県はいい

ですね」と、うらやましがられる宮崎県でもあ

りました。テレビ出演によるＰＲ効果は衆目の

一致するところであります。そんなことを考え

ますと、観光・リゾート課の国内宣伝費はゼロ

でいいんじゃないか、その分、削らずに東アジ

アに投入すべきじゃないか、そんな考えも浮か

んだわけであります。また、西都市にはマンゴ

ー御殿ができたという、ちまたの話も聞きま

す。私も宣伝に関しては、ただただ、知事の行

動はすごいの一言に尽きるという思いでありま

す。そこで、何回も同じ質問でありますけれど

も、知事就任後、一生懸命頑張られてきた結果

の当初予算に関する知事の感想をお聞かせくだ

さい。

それから、農政水産部長にお尋ねいたしま

す。私は、日本の農業は衰退の一途をたどって

いる、危機的状態じゃないかと思っているわけ

であります。５年先、10年先の本県農業の実態

をどのように想定しているのか、畜産も含めて

お尋ねいたします。

それから、環境森林部長にお尋ねいたしま

す。今後の国産材の供給量、造林計画は、日本

においてどのようになっているのか、お尋ねい

たします。また、林業公社の改善計画は計画ど

おり実行されているのか、現在の借り入れの残

高、そして、今後県からの貸し付け予定はどう
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なっているのか、お尋ねいたします。

次に、県土整備部長にお尋ねいたします。一

般競争入札制度導入後の建設業界・土木行政の

現状についてどのような認識なのか、お尋ねい

たします。

次に、教育長にお尋ねいたします。ちょっと

唐突でありますけれども、県立高校の推薦入学

制度の目的、選抜方法についてお尋ねいたしま

す。

以下、自席から質問をいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

平成20年度当初予算編成は、私にとって初の

通年予算という本格的な予算編成でありました

ので、私のマニフェスト達成に向け、中山間地

域・植栽未済地対策等の３つの重点施策を中心

に、積極的に取り組むことといたしました。し

かしながら、19年度地方財政対策の影響などに

より収支不足額が拡大するなど、大変苦しい予

算編成を強いられたところでございます。この

ような大変厳しい財政状況でありましたが、さ

らなる事務事業の見直し等を進めるなど、財源

捻出に努めることにより、３つの重点施策を初

め、本県が直面する喫緊の課題に対応した優先

度や重要性の高い事業については、しっかりと

措置することができたのではないかと考えてお

ります。以上です。

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

国産材の供給量や造林に関する計画について

であります。国産材の供給量につきましては、

国の「森林・林業基本計画」におきまして、外

材から国産材へのシフトなどを見込んで、平

成27年の目標量を、間伐材を中心に、16年

の1,700万立方メートルから、600万立方メート

ル増の2,300万立方メートルとしております。ま

た、造林につきましては、平成18年９月に改訂

されました「全国森林計画」におきまして、皆

伐を避け、高齢級間伐を推進することから、平

成16年度からの15年間で、当初111万3,000ヘク

タールの計画が、39％減の67万8,000ヘクタール

に変更されております。

次に、林業公社についてであります。林業公

社は、平成16年時点で、すべての分収林事業が

終了する平成80年度に約134億円の債務が残ると

予測されたことから、平成17年度から19年度ま

での３年間を集中改革実施期間として、抜本的

な経営改革に取り組んでいるところでありま

す。主な取り組みとしましては、低金利資金へ

の借りかえによる利息の軽減、市町村有地に係

る分収割合の見直し、農林漁業金融公庫等に対

する償還金の県による無利子貸し付け、組織の

見直しや人件費の削減等による管理運営経費の

縮減などであります。これらによる効果額は

約140億円を見込んでおり、現時点では計画どお

り順調に推移しているところであります。

次に、農林漁業金融公庫、市中銀行、県、市

町村からの長期借入金残高は、平成19年度末の

見込みで約336億円となっております。また、県

からの貸し付けにつきましては、残高のピーク

を約298億円と見込んでおりますが、実質的には

公社からの償還金がありますので、貸付金は徐

々に減少し、平成37年度までの約122億円と見込

んでおります。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

本県農業の将来についてであります。本県農

業は、国際競争の激化や農業者の高齢化の進

行、後継者の減少、農地の遊休化など、さまざ
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まな課題に直面しております。平成17年に策定

いたしました農業・農村振興長期計画におきま

しては、平成26年には、農業就業人口が現状

の29％減の４万6,000人、耕地面積が5.6％減の

６万6,000ヘクタールとなると見込んでおりま

す。このため、県といたしましては、認定農業

者や農業法人など意欲のある多様な担い手づく

りや、担い手への農地の利用集積などを着実に

進めるとともに、耕種部門では、消費者ニーズ

に即した高品質で安全・安心な生産体制の確

立、畜産部門では、平成26年度には、肉用牛30

万6,000頭体制の実現に向けた基盤の整備などに

取り組み、現状を上回る農業産出が可能となる

生産構造を構築してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

建設業界・土木行政の現状についてでござい

ます。本県では、建設投資がピーク時の半分程

度に減少していることに加えまして、一般競争

入札の拡大など入札制度改革によりまして、建

設産業を取り巻く経営環境は大変厳しい状況と

なっております。しかしながら、社会資本整備

の担い手でございます建設産業は、災害時の緊

急対応などに大きな役割を果たすとともに、中

山間地域における地域経済と雇用を支える重要

な産業の一つでございます。このため、入札・

契約制度改革に当たりましては、県発注工事に

ついて原則、県内業者に発注するとともに、入

札参加資格として地域要件を設定するなど、地

域における建設産業の役割に配慮しているとこ

ろでございます。今後とも、技術と経営にすぐ

れた建設業者が伸びていける環境づくりを進め

ていくことが必要でありますことから、地域企

業育成型の総合評価落札方式を導入し、地域に

根差し、技術力や地域貢献度の高い業者が工事

を受注しやすい環境を整備することにより、地

域の建設産業を育成してまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

推薦入学制度の目的についてであります。こ

の制度は、あらゆる角度から生徒の適性や能力

を見ることや、特色ある学校づくりを進めるこ

と、さらには、中学校の教育指導全般を充実さ

せることなどを目的といたしまして、昭和61年

度より実施いたしております。

次に、選抜方法についてであります。中学校

では、高等学校が示す推薦要件に基づきまして

推薦者を決定いたしております。高等学校で

は、提出されました調査書、学校推薦書、自己

推薦書等の書類と、高校で実施いたします面

接、小論文等の結果を厳正に審査し、それらを

総合的に判断して選抜いたしております。以上

でございます。〔降壇〕

○中野 明議員 それでは、再質をさせていた

だきます。今回の当初予算、知事がこの１年、

東奔西走されて、その結果を私は期待したわけ

であります。その結果は、従来の方針を踏襲し

た、俗に言う「持続可能な予算編成」かなと

思っております。宣伝効果は一気に数字に出る

とは思っておりません。決算期も違いますし、

前期で赤字があれば、プラスになってもマイナ

スになったりしますから、一気に出るとは思い

ませんけれども、知事がマニフェストどおり頑

張ってやるというのであれば、１期４年のスパ

ンで考えるとすれば、もう少し積極的に予算組

みされてもよかったんじゃないかな、そんな感

じであります。特に今回は、新年度予算で40億

減っております。この40億が果たしてどうか

平成20年３月４日(火)



- 277 -

と。これは結果しかわからんわけですけど、平

準化、よその県並みにして40億だったら、知事

の知名度、宣伝効果から見れば、20億でもよ

かったんじゃないかな、それぐらい自信を持っ

てもらいたいなと私は思ったわけです。結果は

１年たたないとわからないということでありま

す。

それで、予算編成も、宮崎県だけ見てはいろ

いろ言えませんから、鹿児島県とか大分県、鹿

児島県は、私に言わせると、大きい声じゃ言え

ませんけど、第二の夕張かなと思われてしまう

ぐらいです。しかし、よう頑張っていると。県

民の目線で見たら、あのくらい頑張ってもらっ

たほうが我々としてはいいわという、いい事例

であります。ちなみに鹿児島県の平成20年度の

基金の期首残高、24億円ですよ、24億。金利の

６％以上の残高がまだ26億ある。それから起債

残高、１兆6,000億ですよ、うちの倍。当然、こ

れには臨時財政特例債とか減税補てん債、ＮＴ

Ｔ債を含むと、ちゃんと書いてあります。地方

交付税で措置されるわけであります。そういう

ことで、歳出額に占める投資的経費、これは単

純ですけど、宮崎県が22％、鹿児島県はそれで

も23％、トータル予算が大きいから、かなり大

きいと思います。

それと、道路改良率、私が住んでいる国富あ

たりも、前のバブル崩壊後の不景気の回復のた

めの公共予算で、一気に広がるところだけ広

がって、舗装までした。そしてまた、細くなっ

たり、広くなったり、そういう状況であります

けれども、主要地方道改良率、宮崎は69％、九

州で下から２番目の悪い改良率です。ちなみに

鹿児島は３番目であります。それから、一般県

道改良率、宮崎は約43％、これは８番目といっ

たら、一番びりだということですね。鹿児島が

４番目ということであります。

私は、厳しい財政の中で知恵を出し、汗を出

し、宮崎県が発展するためのインフラ整備の効

率的な手段として、市場公募債を活用すべき

じゃないかなと思うわけであります。ちなみ

に、この市場公募債の発行状況を見ますと―

これは国の地方財政計画ですね―平成19年度

が全国で３兆4,000億、借款債を入れますと５

兆8,000億、これは総務省もしっかり認めている

話であります。ちなみに九州管内を見て、私は

びっくりしたんですよね。平成20年度、ことし

の発行額を見ますと、福岡が1,600億なんです

よ。そして、これまでの残高が１兆円になると

いうんですね。それから熊本が600億円、トータ

ルでは2,100億円。大分が200億円、残高が460億

円。鹿児島が450億円、トータルだと1,650億円

になるという話です。大分県の一般公募債は、

インターネットで見ますと、100億円は佐伯と宮

崎県の県境間、それと一部交差点等にしっかり

使いますと、そういう使い道が明記されており

ます。

そういうことで、総務部長に、本県の借入金

の利率はどういうことになっているのか、お尋

ねいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 平成18年度末現在

の県債残高は9,173億円でありますが、利率を区

分して申し上げますと、金利が２％以下のもの

が7,041億円で全体の76.8％、２％を超えて３％

以下のものが1,452億円で全体の15.8％、３％を

超えて５％以下のものが551億円で全体の６％、

５％を超えるものが129億円で全体の1.4％と

なっております。全体の平均金利として申し上

げますと、1.87％ということになっておりま

す。以上であります。

○中野 明議員 本県の場合、５％以上が129億
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円ということであります。いろいろ聞きます

と、これは国関係の金融機関が借りかえさせて

くれないということでありますが、これは国は

本当にずるいですよね。高い金利のものを借り

かえさせずに、恐らくその金利分はまた交付税

で措置すると。要はどこか国の金融機関を養っ

ておるようなものじゃないかなと私は思うんで

す。鹿児島県を見ますと、１兆6,000億の中で20

何億ぐらいしかないわけですけど、これは利息

もばかになりませんから、今後、精いっぱい頑

張ってもらいたいと思います。

続けてまた総務部長でありますけど、当初予

算編成時の基金残高に対して、年度内の戻り額

が、例えば平成15年度が305億、16年度が202

億、17年度が196億、18年度が298億、19年度

が85億、東国原知事になって、やっとまともに

なったかなと思うんですけれども。これは悪く

とると、何か見せかけの予算を組んでいるかな

ととられてもしようがないと思うんですね。300

億。議会の議決権、唯一が議決権でありますか

ら、議決した後に300、200、196、ちょっと多過

ぎるんじゃないかなと。昔からそうだったかな

と、私は覚えがないんですけれども。何でこん

な年度内の戻り額が多いのか、総務部長にお尋

ねいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 当初予算編成時に

おける基金残高の見込みに比べ、年度末の基金

残高は増加をいたしておりますが、この要因と

いたしましては、決算剰余金の積み立てや、補

正予算における歳入増・歳出減に伴い、これを

基金に積み戻していることによるものでござい

ます。特に２月補正におきましては、歳入面で

は、県税の見通しをほぼ確定的に見込めるとい

うこと、それから、地方交付税の額の確定があ

るといった要因のほかに、歳出面におきまして

は、１つには、国庫補助事業の額の確定に伴っ

て予算額が減額となること、２つ目には、人件

費が職員数の削減等により減額となること、３

つ目には、その他の一般行政経費が年度途中の

経費節約により減額となること、こういった幾

つかの理由により、歳出全般にわたって減額補

正がなされるということでありまして、ただい

ま申し上げました歳入面と歳出面、両面におい

て確保できた財源を基金に積み立てていくとい

うことでございます。以上でございます。

○中野 明議員 執行残とかそういうのはよく

わかるんですけど、中でも特に補助公共、国の

予算がつかなかったという話が多いわけです。

これは前年度にいろいろ協議した中での話です

から、それにしては多過ぎるなということであ

ります。ぜひしっかりした予算編成に一層努力

していただきたいと思います。

次に、知事にお伺いいたします。今、東国原

知事も、東九州道、一生懸命であります。何で

こんなにおくれたのか。私は代議士のせいじゃ

ないかなと思うんですね、こんなに最後になっ

たのは。 代議士は何しよったのかと、私はそれ

ぐらい言いたいぐらい腹が立つんですけれど

も。この東九州道が開通すれば、経済効果は本

当に大きいと私は思うんですね。今、観光客な

んか皆目入り込みがないぐらいですから。しか

し、全線開通はまだ未定ということになりま

す。そういうことを考えますと、これから直轄

高速自動車道負担金、大体150億要るという話で

あります。よその県などを見れば、10年先しか

その効果が出てこぬ、そういうものは、10年先

に払う借金、これを使ったりするのが一番いい

んじゃないかなと思うわけです。そして、その

直轄分に毎年振り当てていた分で、九州で一番

おくれている県道整備を、これぐらいしていた
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だきたい、整備すべきじゃないかと思うんです

けど、知事のお考えをお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 県債というのは、自

主財源の乏しい本県にとって、高速道路を初

め、社会資本の整備を図る上で必要不可欠な財

源であります。このため、世代間の負担の公平

性に配慮し、かつ、将来の財政負担を見据えな

がら、適切に活用していくことが重要であると

考えております。お尋ねのありました直轄高速

自動車国道事業負担金についてでありますが、

地方債の充当率が90％、つまり枠は決まってお

りますので、その事業費の90％については起債

を発行しているところであります。10年後のど

うのこうのということは、市場公募債という話

になるんでしょうけれども、県債の発行方法の

一つのアイデアではありますが、発行時とか償

還時に非常に各種の手数料がかかるため、現行

の地元金融機関等からの調達と比べて調達コス

トがかかるという課題もございますので、今

後、そういうことも慎重に検討する必要がある

かなと考えております。

○中野 明議員 あわせて、再度お尋ねします

けど、宮崎県は県道整備が非常におくれており

ます。この県道整備についての知事の考えはど

うか、お尋ねいたしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県の県道改良率と

いうのは55％で、九州最下位でございますが、

県道というのは、通勤・通学、通院、買い物な

ど日常生活の利便性の向上とか、安全・安心な

暮らしの確保など、重要な役割を担っておりま

すので、安定的かつ継続的な財源を確保して、

着実に整備していく必要があると考えておりま

す。そのためには、現段階では、道路特定財源

制度を維持することが、現実的かつ確実な方法

であると考えておりますので、公開討論会や総

決起大会、さらには要望活動、メディアにおい

ても宮崎の実情などを訴えてきたところでござ

います。今後も引き続き、関係団体とも協力し

ながら、さまざまな機会をとらえて取り組んで

まいりたいと考えております。

○中野 明議員 この市場公募債については、

今回が初めてじゃないんですけど、公募債につ

いては副知事が一番詳しいわけで、恐らく知事

のレクチャーとしては、「知事さん、これは市

中銀行やらが貸さんところが借りるところです

よ」とか―これは100％私の想像ですけど―

そんなレクチャーがあったんじゃないかと思う

んですよ。90％の充当率があっても、90％借り

て払うわけですから、あと１割は手持ちという

こと。今いろいろ聞きますと、90％の充当率が

あっても、その半分は交付税措置があるという

ことなんですね。だから、10年先に払えばいい

市場公募債で道路なんかつくっているところ

は、逆に、毎年、交付税措置だけをもらって、

またそれを運用できるというシステムにもでき

るのかなと思うわけです。この間、政府懇談会

中間報告が出ておりました。道州制、2018年ま

でに完全移行ということであります。私が今

言った、九州管内でことし何百億と借金すると

ころは、結局、道州制になってから借金払えば

いいわけです。私はどうも損したような気がす

るんですよ。つくったほうがましじゃないです

か、知事。知事の回答も、部長連中の意見を丸

読みするときは、どうも元気がないです。まだ

知事の持論になっていないような気がするんで

す。道州制になったときは、宮崎だけが県道整

備が悪くて、よそは借金だけ10年先に払うやつ

を持っていって、宮崎だけは真面目に起債で借

りても３年据え置きぐらいで、３年先からずっ

と払っていっているわけですよ。どうか損する
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ような気がするんです。ぜひ、再度いろいろ検

討していただきたいと思っております。

時間がありませんから、次に移ります。農政

水産部長にお尋ねいたします。2006年の輸入額

は５兆円になっております。輸出額が2,000億

円。今後、ＷＴＯ、ＦＴＡ、ＥＰＡの交渉次第

では関税引き下げの方向になるのかなと。農業

はますます厳しい状況になると私は思うわけで

あります。まず、質問であります。なぜ宮崎県

は後継者が育たないのか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業センサス

によりますと、本県における販売農家で、予定

者も含めて後継者のいる農家の割合は、平成12

年が55.6％、平成17年が37.5％と減少しており

ます。農業は、自然を相手にした産業でありま

して、台風などの気象災害を受けやすいことに

加えて、近年では、輸入農産物の増加によりま

して価格が低迷していることなど、農業の持つ

不安定さや農業を取り巻く情勢が厳しくなって

いること、また、このことから所得確保には高

い経営能力が必要となること、こういったこと

が原因で、後継者の減少要因になっているので

はないかと考えております。このような中で、

本県農業の振興を図るためには、収益の向上な

ど、意欲を持って農業に取り組む後継者の確保

は大変重要と考えておりますので、県立農業大

学校における実践的教育の充実強化や、就農希

望者に対する就農相談から経営定着までの総合

的な支援、農業経営の安定のための生産・技術

対策などに取り組みまして、引き続き、後継者

の安定的な確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○中野 明議員 長い答弁でしたけど、一言で

言えば、所得がないということです。それだけ

です。それは後でやりますけど……。

２番目に、19年度の品目横断的安定対策の実

施状況、４ヘクタール以上の対象農業者はどれ

ぐらいか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業センサス

によりますと、まず、経営面積が４ヘクタール

以上である経営体の数は、1,954経営体となって

おります。品目横断的経営安定対策の平成19年

度の加入状況でありますが、経営面積が４ヘク

タール以上という要件を満たして加入した経営

体は、317経営体となっております。ただ、農地

が少ない場合などの特例がございまして、４ヘ

クタール以上なくても加入した経営体が746経営

体ございまして、合計1,063経営体が加入を申請

しているところであります。

○中野 明議員 いろいろヘクタールの話など

を聞きますと、非常に優秀かなと思いきや、逆

に加入申請者と水田面積とを比較しますと、

今、部長が答えた加入申請者の占める耕地面

積、約５％なんですよ、５％。いかに国の農業

下請政策が宮崎にそぐわないかということであ

ります。私の周りを見ても、後継者がいるとこ

ろは本当に少ない。食料供給基地とか言ってい

ますけど、もうそんな話じゃないんです。今、

田んぼもただでも借りてくれない、そういう状

況に来ているんです。だから、私が言いたいの

は、今度、米・欧のＥＰＡの交渉が進めば、日

本の農産物はまた5.7％減ると。逆にＧＤＰは伸

びるという話。これは国策優先ですよ。それは

それでいいんだけど、それじゃ、それでもう

かった分はもうちょっと農業に金回せと、それ

ぐらい私は知事に頑張ってもらいたいんです。

例えば、今、20町を若い者がつくろうとします

と、米で年間470万ぐらいしかとれない。20町つ

くろうとすると、６反ぐらい減反しなさいとく

るわけですよ。これはどうなっているのと。26
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町つくるときは30町ばかりつくらにゃだめだ

と、そんな話。要は、民主党じゃないですけ

ど、もうそろそろ農業所得の議論に入らんとだ

めですよ。国の施策の丸々下請でね、部長も歯

切れが悪いでしょう、答弁。わかっておっても

答えられんのですよ、国の制度を持っておる以

上は。知事、しっかり、元気が出るように、宮

崎らしさとよく言いますけど、本当に宮崎しか

できない農業所得政策をやってもらいたいと

思っております。

それから、もう一つ、青果物安定対策を充実

すべきじゃないかと思うわけですけど、部長に

お尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 野菜の価格は、

他の農産物に比べまして変動が大きいですか

ら、野菜生産農家の経営安定を図るため、価格

の著しい低落があった場合に、国、県、生産者

等が造成した基金から、生産者に対して補てん

金を交付する青果物価格安定対策を現在講じて

おります。平成18年度は、この対策によりまし

て、本県の主要品目であるキュウリ、ピーマン

を初め、特産品目であるニガウリ、ニラなど31

品目に対して９億2,000万円が交付され、県内野

菜生産農家の経営安定に一定の効果があったと

考えております。県といたしましては、平成20

年度から、県単独による補てん率の強化と対象

品目の拡大を行うなど、対策の充実を図ること

といたしております。今後とも、本対策を活用

しつつ、市町村や関係団体と連携しながら、コ

スト低減対策の強化や、新しい品種・栽培技術

の導入、契約取引の拡大等の総合的な対策に取

り組みまして、野菜生産農家の経営安定に努め

てまいりたいと考えております。以上です。

○中野 明議員 それだけ積極的に制度をつ

くっても、今ある人が利用するだけで、それが

あるから農業を始めようという人はいないわけ

ですよ。不思議なことに―何の価格を安定さ

せるか、知事、わかりますか。３カ年の平均価

格を保証しますよということです。３カ年安い

価格だったら、その価格での保証になってしま

うんです。だから、今度みたいに重油が上がっ

たとか、そんなのは関係ないわけです。ようわ

からん。本当にしっかりした議論をして、本当

に農家の人が喜ぶような政策をしないと意味が

ないと私は思っておりますので、しっかり本音

の議論を、余り国には言えんでも、じわじわ、

隅のほうでもいいですから、議論をしていただ

きたいと思います。

それでは、次は、知事にお尋ねいたします。

林業公社についてであります。この公社

は、1950年から1960年代、国策として設立され

たわけであります。全国で40社、負債総額１

兆2,000億円、これも輸入自由化の弊害が出てい

るわけであります。滋賀県が約1,000億円の累積

債務を抱えて特定調停に持ち込んだ。これは債

権放棄とか金利減免、そういうことでありま

す。岡山県が700億円の繰り上げ償還。岩手県

が624億円の債務を引き受け公社を解散。大分県

が285億円で公社を解散、そういう状況でありま

す。ここ（議場）を見てください、杉はどこに

も使っていない。宮崎県は杉生産が日本一とか

言いますけど、何で使っておらんのかなと思う

んです。そんなことを考えますと、完全に需要

と供給のバランスが壊れておる。幾ら知事が

トップセールスしても、もう杉は高く売れんの

じゃないかと、私はそう思う。今度80年材にす

るという話です。今いろいろ聞くと、30年ぐら

いのものが一番沖縄に売れているという話もあ

るんです。30年ぐらいの杉がですね。今の政

策、80年伐期にしたりとか、そんなところで本
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当に採算がとれるのかと思うわけですけど、今

いろいろ部長のほうから答弁いただきました。

そういう計画が、それ以上、下ぶれするときに

は、やっぱり抜本的な改革をすべきじゃないか

と思うんですけど、知事にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 林業公社につきまし

ては、弁護士、税理士等の有識者から成る研究

会や、平成18年度の包括外部監査による提言・

意見を踏まえて、森林整備を進める上での林業

公社の必要性や、県の財政負担を最小限にする

観点から、林業公社として存続することが最も

適切と判断したところであります。今後とも、

経営改善に全力で取り組むとともに、社会経済

情勢の変化等に適切に対応するため、常に見直

しを行ってまいりたいと思います。

○中野 明議員 知事、どうも、おれはこんな

こと納得していないというような感じですけ

ど、これは大事な話ですよ。しっかり見なが

ら、80年先、もうだれも生きていませんよ、こ

こじゃ。もうちょっとしっかりした見方をして

いただきたいと思います。

また、ことしは、木の香あふれる街づくり推

進事業5,900万円、（発言する者あり）多いで

しょう。これは、杉を使ってください、使った

ところには補助金をあげますよという話なんで

す。ここまでせんと杉は売れんということです

よ。確かに需要と供給のバランス。ですから、

今度、「未植栽地、みんな植えます」と、知事

は言われました。私はいいことだと思います

よ。だけど、杉をどれぐらい植えるのか、これ

はしっかり見通しを―さっき何ヘクタールと

か言われたけど、あんなのは全然感覚じゃわか

りません。しっかり見きわめて、宮崎県だけが

してもしようがないですから、やっぱり全国知

事会等で―これは国の責任もあるわけですよ

―しっかりこういうことをやっていただきた

いと思います。

次に、県土整備部長にお尋ねいたします。こ

れも、私も聞いて覚えておりますけど、予定価

格、最低価格、簡単でいいです、部長は答弁が

長いから……。そして、利益率はどうなってい

るのかお尋ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 予定価格でご

ざいますけれども、標準的な施工能力を有する

建設業者が、それぞれの現場条件に照らして、

最も妥当性があると考えられる標準的な工法で

施工する場合に必要となる経費を基準として、

設定したものでございます。このうち、会社の

運営等に必要な経費や利益は、一般管理費とし

て一括して設定しているところでございます。

また、最低制限価格でございますが、競争入札

に付した工事について、契約内容に適合した履

行を確保するために必要な最低限の価格を設定

しておりまして、請負者が利益を見込めるか否

かにつきましては、個々の企業の施工能力、建

設機械の保有状況、資材の調達状況等により異

なってくるものでございます。

○中野 明議員 予定価格、最低価格でありま

すけど、今回、県は最低価格を引き上げまし

た。恐らく、今の80～85％で最初からやってお

れば、倒産しなかった企業も何社かおるのかな

と思ったりするわけであります。いかに利益率

なるものが計算できていないかということだろ

うと思います。利益の出ない会社は価値がない

と一般的には言われているんです。だけど、

やっぱりこういう受注企業の場合は、入札にな

りますから、それぞれとるわけですけど、しっ

かりこの予定価格、最低価格、単なる机上論

じゃなくして、現実に合わせて、いろいろ問題

点があったら、検討などというのは２～３日か
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４～５日でやってしまわないと、本当に業者は

これから大変ですよ。ぜひしっかりこの予定価

格、利益率を検討していただきたいと思ってお

ります。

それから、入札不調分の取り扱い、年度繰り

越し等はどうなっているか、これも簡単で結構

です。

○県土整備部長（野口宏一君） 入札不調でご

ざいますけれども、19年度１月末までに、建設

工事で42件発生しており、年度後半になりまし

て県北地域で多く発生しております。うち33件

については、等級区分等の入札参加資格の見直

しなどにより、再度の入札の上、工事に着工し

ており、現時点で残り９件が、引き続き入札手

続中となっております。また、すべて11月以降

に発注した工事で発生しておりますことから、

うち16件につきましては、入札不調により、新

たに繰り越しを予定しているところでございま

す。入札不調は、発注が年度後半に集中してい

ることや、小規模業者が制度にふなれであった

こと等に起因していると考えられますので、引

き続き、発注時期の平準化や小規模業者に対す

る入札制度の啓発を行ってまいりたいと思って

おります。

○中野 明議員 いろいろ部長の答弁、わから

んでもないですけど、現実はそうでない部分も

あるわけですね。やっぱり利益が出ないと、あ

そこをしたら損するという話もたくさんあるわ

けですよ。それをどうするかというと、ランク

を変えてやる、最終的には随契みたいになる

と。それから、もうぼちぼち田舎は早期水稲が

始まります。私はこの間も陳情を受けました。

「あの土手の災害復旧工事を何とかしてもらわ

んと、水がためられぬ」という話だった。いろ

いろ聞いたら、「小さい工事はしてくれる業者

がいないんです」という話もあるんです。外山

衛議員も言いましたけど、最低価格の250万、こ

れはしっかり見直す必要があるんじゃないか

な。それで厳密に、責任者を張りつけたりする

となると大変です。小さい工事を２つ、３つ集

めて、やっとしてもらったという話も出ており

ますから、しっかりこの不調分の取り扱い、現

実に即した早急な対応をお願いいたします。最

後に、地域貢献度とは何ぞや、もう一回お願い

いたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 総合評価落札

方式の評価項目として、地域社会貢献度を設定

しているところでございまして、内容といたし

ましては、本支店の所在地の状況、管内におけ

る災害時の地域貢献またはボランティア活動の

実績、さらには、障がい者の雇用状況を評価の

対象としているところでございます。

○中野 明議員 災害時のボランティアの評

価、どうするのかなと。私の知っている範囲で

はみんな出払っているんですよ。５人行ったと

ころ、10人行ったところ。５人行ったところは

５点か、10人行ったところは10点やるのか、こ

れは難しいですよ。会社規模でみんなやってい

る。今後、この地域貢献度、大事なことであり

ますけど、しっかり明確な方法論を出していた

だきたいと思います。

私、今、建設業で一番心配しているのは、い

ろんな支援制度ができたと言いますけど、銀行

さんは、今後は建設業に新しい融資は絶対しな

いと思いますよ。逆に貸しはがしはあってもで

すね。なぜかというと、売り上げのめどが立た

ない。売り上げのめどが立たないのに貸す、こ

れは背任行為ですよ。保証協会でも私は同じだ

と思いますよ。部長がやれと言ったって絶対そ

んなことしませんよ、保証協会。私はこれだけ
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厳しいと思っていますから、十分に、机上論

じゃなくて現実論に入っていただきたいと思い

ます。

時間がなくなりました。教育長にお尋ねいた

します。県立高校普通科の推薦入試制度、普通

科以外はわかるんですけど、もう普通科では廃

止すべきじゃないかと思うんですけど、御意見

をお尋ねいたします。

○教育長（高山耕吉君） 推薦入試では、一般

入試の学力検査ではかることができない目的意

識や学習意欲、個性など、生徒のよさを見るこ

とができます。また、推薦入試で入学した生徒

の多くが、学業はもとより、生徒会活動や部活

動など、各分野で学校の中心となって意欲的に

活躍いたしておりまして、推薦入試が、学校の

魅力や活性化につながっているものと認識いた

しております。このようなことから、普通科に

おきましても、推薦入試の意義は大きいものが

あると考えております。推薦入試につきまして

は、平成17年度に小論文を導入するなど、これ

までも見直しを行ってきたところでございます

が、今後とも、高等学校はもとより、中学校等

からも幅広く御意見等を聞きながら、入学者選

抜の改善に鋭意努めてまいりたいと考えており

ます。

○中野 明議員 机の上では立派なことが言え

るんですけど、わずか２～３時間で本人の一生

を左右するような、そこまで見られるのかなと

思うんですよ。全国やっていますけど―オン

リーワンと言っていいのか悪いかわかりません

けど―ぜひ率先して、やるんだったら、やっ

ぱり追跡調査ですよ。推薦入学で目的を持って

入ったところがどこまで達成されたか、私はそ

こまでやるべきだと思いますよ。五ヶ瀬の中高

一貫校だってそうです。あれだけの自然の中で

寄宿舎生活をやって、社会に出て、それじゃど

れだけ普通高校を出たのと違うか。それがない

と、あそこは意味がないわけですよ、最初につ

くった意味が。私は、そういうしっかりした追

跡をやるべきだと。このような入試が必要なら

ば、しっかり３年生が卒業するときに、目的追

求をすべきだと思っております。教育長、どう

もお疲れさまでした。

最後になりますけど、知事に要望しておきま

す。政府の地方分権改革推進委員会、それから

全国知事会では、国の出先機関を統廃合して、

国の出先機関の８割、2,770機関を廃止・統合す

るという案が出ているようであります。私は、

まず地方分権の第一歩は、国の出先をなくすこ

とだと思っております。ぜひ知事、頑張ってい

ただきたいと思います。

それから、宮崎の再生、やっぱり基本は人口

ですよ。人口を減らさぬこと、ふやすことだ

と。それには企業誘致も一番近道だと思ってお

ります。前回、野辺議員が言いました、「週の

半分は東京でいいんじゃないか」と。私もそう

思います。こっちは予算が決まれば、副知事と

部長がおれば大体できますから、半分ぐらいは

東京へ行って頑張っていただきたい。都知事

も、必要なときしか都庁には出ないという話で

すよ。近いでしょうけどね。人は、「あんなに

東京へ行っていて、知事は仕事ができるんだろ

うか」という話もあるけど、「いや、大丈夫。

部長と副知事がおれば大丈夫だ」と言っており

ます。ぜひ知事、頑張っていただきたいと思い

ます。以上で終わります。（拍手）

○中村幸一副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。
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本日はこれで散会いたします。

午後２時38分散会
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◎ 一般質問

○中村幸一副議長 ただいまの出席議員44名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、30

番徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。一般質問の最終日のトップ

バッターを務めさせていただきます。

東国原知事が誕生して、はや１年が過ぎまし

た。就任早々に鳥インフルエンザの発生、たび

重なる台風災害、日向、延岡で発生した竜巻災

害、県庁で発生した裏金問題と、大変大きな事

案が発生いたしましたが、知事の強力なリーダ

ーシップのもと、立派にクリアいたしました。

知事の努力、また御苦労に対し、敬意を表した

いと存じます。さらに、知事におかれまして

は、宮崎県のトップセールスマンとして、地鶏

やマンゴー、農畜産物、宮崎の観光と、遺憾な

くその実力を発揮され、宮崎の知名度を日本一

に引き上げていただきました。県民ひとしく感

謝し、高く評価しております。しかし、県内を

見回してみますと、基幹産業である農業も漁業

も林業も中小企業も、衰退の一途をたどってお

り、建設業にあっては、倒産・廃業が過去最大

となりました。県民所得も減少し、東京の半分

以下、全国平均を大きく下回っております。知

事におかれましては、初めての東国原予算を組

まれ、宮崎の実態をしっかりと見詰めることが

できたと思います。知事の目線を全国レベルで

はなく、ことしは、県民とひとしくともに喜び

が実感できる１年にしていただき、来年こそは

少なくともことし以上の予算が組めるようお願

いを申し上げ、質問に入りたいと存じます。

それでは、通告に従い、順次質問をさせてい

ただきます。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

今日、我が国の社会経済情勢は、急ピッチで

進む少子高齢化、高度情報化や経済活動のグロ

ーバル化など進展する一方で、豊かな自然や環

境の保全と創造への関心の高まりなど、社会の

あらゆる場面で歴史的な大転換期にあります。

特に、バブル経済崩壊後の長期にわたる不況や

国際競争のもとで、経営者は経営の効率化に努

める一方、勤労者はリストラや倒産・廃業によ

る雇用の不安感の中、フリーターと呼ばれる若

者の雇用形態の出現をもたらし、ワーキングプ

アなる言葉まで生まれました。弱肉強食を想起

させる改革の進行は、私たちの暮らしの先行き

に不安をもたらし、一人一人がそのよりどころ

とする生活基盤の揺らぎを感じざるを得ない時

代であります。一方、高齢化社会に対応した保

健・福祉・医療の連携を中心とした住民福祉の

充実や、道路などのインフラ整備、基幹産業で

ある農業振興や、建設業の育成など、私たちの

宮崎県にはまだまだ多くの課題があります。こ

のような課題に道筋をつけ、てこ入れをし、次

世代に引き継いでいくことが、今求められてい

ると考えております。まさに、今生きている私

たちの責任であると考えます。

現在、本県の行政には、３つの大きな阻害要

因があると思っております。１つ目は、急激な

少子高齢化と人口減少の進行、２つ目は、ＷＴ

Ｏ農業交渉や日豪ＥＰＡ交渉等であります。３

つ目は、行政の深刻な財政状況であります。県

民、特に農林漁業者の方々や県内の市町村長さ

んも、これらの危機的な状況をかたずをのんで
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見守り、不安を募らせておられます。県には、

これらの危機的な状況を確実にかつ着実に取り

除き、県民が豊かに幸せに暮らせるような生活

環境づくりを行うことが、強く求められており

ます。

そこで、知事にお尋ねをいたしますが、本県

の状況を見ますと、特に経済対策、産業振興対

策を行うことが重要であると考えます。雇用や

所得、人口などの状況から、客観的に見ても、

全国と本県の格差は拡大しております。例えば

雇用の面では、近年、本県の有効求人倍率は0.6

台で推移しておりますが、全国の有効求人倍率

は0.98であります。また、本県の県民所得を見

ますと、平成13年以降、減少が続いており、全

国平均を100とした場合、本県の１人当たりの所

得水準は、平成12年度の79から17年度には76.9

で、全国平均よりも約23ポイントも低く、全国

との経済格差がますます拡大している状況であ

ります。県民所得の上位５県は、東京、愛知、

静岡、滋賀、神奈川で、１人当たりの県民所得

の平均は362万5,000円であります。一方、下位

５県は、沖縄、高知、青森、宮崎、長崎で、平

均は215万7,000円であります。本県の１人当た

りの県民所得で比較しますと、全国平均で1.38

倍、東京と比べますと2.16倍もの差がありま

す。また、人口を見てみますと、本県の人口

は、平成17年が前年と比べ7,805人減少してお

り、平成18年が4,822人の減、さらに平成19年

が5,584人の減と、減少する一方であります。雇

用の状況も悪く、県民所得も上がらないことを

考えますと、県民が県外に流出してしまうので

はないかと危惧いたしております。そこで、知

事にお尋ねしますが、全国と本県との経済格差

の拡大をどのようにとらえられているのか、お

伺いをいたします。また、経済格差を縮めるた

めには、県民所得の向上を図る必要があると思

いますが、どのように各分野で地域産業対策を

講じていかれるおつもりなのか、基本的な考え

方をお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、後は

自席から質問をさせていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

日本経済全体が、緩やかながら回復基調を維

持する中にあって、本県経済は、いまだ回復を

実感するまでには至っておらず、県民の皆様の

間にも、景気の先行きへの不安とともに、大都

市圏との経済的格差の固定・拡大に対する漠然

とした閉塞感が漂っているのではないかと感じ

ております。この状況を打破し、本県を全国的

にも存在感のある自治体として浮揚させるため

には、基幹産業である第１次産業はもとより、

第２次、第３次産業も含めた幅広い産業の振興

を図る必要があると考えておりますが、全国的

に見ても県民所得が高い県というのは、産業構

造に占める製造業の割合が比較的高いこと、交

通インフラが充実していることなどから、本県

工業の強化・拡大を図ることが、県民所得の向

上に最も効果が高いのではないかと考えており

ます。このため来年度は、農業と医療の連携に

よるバイオメディカル産業の創造や、環境リサ

イクル関連の技術開発の支援等に取り組むこと

としておりますが、とりわけ経済・雇用の面で

即効性の高い企業誘致については、「企業立地

推進局」を新設して誘致体制を強化するなど、

積極的な展開を図ってまいりたいと考えており

ます。今後とも、このような工業振興の取り組

みを柱としつつ、農林水産業や商業、観光サー

ビス業など諸産業の振興についても、着実に進
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めることにより地域全体を活性化させ、県民所

得の向上を図ってまいりたいと考えておりま

す。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ぜひひとつ、今知事がお答え

になったような方向で、最善の努力をしていた

だきたいと思います。

続いて、予算編成に当たっての知事の３つの

重点施策の中で、建設業の育成強化が掲げられ

ております。毎年公共工事が減少する中で、最

低制限価格の引き上げが行われたとはいえ、落

札率は依然として80％台であります。さらに、

本年１月から250万円以上が一般競争入札とな

り、建設業界は大変厳しい状況が続いておりま

す。また、小規模工事の入札が42件も不調入札

になったとの部長答弁もあったところでありま

す。県内業者の倒産・廃業を見ますと、平成17

年は、37社倒産、廃業104社、18年は、24社倒

産、廃業127社、19年は、既に55社が倒産

し、105社廃業に追い込まれております。今後さ

らに倒産・廃業がふえてくることは間違いな

い、このように思いますが、知事は建設産業の

現状をどうとらえ、またどのように再生しよう

と考えておられるのか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 社会資本整備の担い

手であります建設産業というのは、災害時の緊

急対応などに大きな役割を果たすとともに、中

山間地域等における地域経済と雇用を支える重

要な産業の一つであると考えております。しか

しながら、近年の建設投資の大幅な減少に加

え、一般競争入札の拡大など入札制度改革によ

り、建設業を取り巻く経営環境は大変厳しい状

況だと考えております。このため、技術と経営

にすぐれた建設業者が伸びていける環境づくり

など、県内建設産業の健全な発展を図るため、

総合的な対策を講じてまいりたいと考えており

ます。まず、経営相談や新分野進出セミナーを

引き続き実施するほか、新分野での事業定着を

より一層促進するため、初期経費に対する補助

限度額を大幅に引き上げることといたしており

ます。また、専門家で構成された支援チームに

よる助言を行うとともに、新たに「建設産業等

支援貸付」を創設し、建設業者等の経営基盤強

化や新分野進出を支援してまいります。このほ

か、地域企業育成型の総合評価落札方式を導入

しまして、技術力や地域貢献度の高い地元の業

者が受注しやすい環境を整備することにより、

地域の建設産業を育成してまいりたいと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 新分野進出を支援するという

ことでございますが、非常に難しいことだ、こ

のように思います。ゼロからのスタートであり

ます。逆に言えば、マイナスからのスタートで

あります。相当勉強もしなきゃいけません。努

力もしなきゃいけません。新分野進出につい

て、ひとつ最後まで見守っていくんだという気

概を持って進めていただきたいということを、

お願い申し上げたいと思います。

それではまず、県土整備部長にお伺いをいた

します。新年度の県土整備部に係る公共事業の

当初予算が687億円であります。10年前になるわ

けでありますが、平成10年度最終予算は―景

気対策もいろいろととられた年でありましたが

―1,700億円強でありました。新年度との差が

約1,000億円であります。高速道路の負担金も大

変多くなっている現在、国県道の道路改良率

も、平成18年４月１日現在では63.8％と大変低

い状態であり、さらには中山間地域を多く抱え

た本県において、この予算で県民に安全・安心

を与えられる県土整備ができるのか、大変心配

をいたしております。道路維持・交通安全対策
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等、県民生活に直結する予算は十分かどうか、

県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 県民の安全で

安心な暮らしを確保していくためには、これを

支える道路、橋梁、トンネル、河川等の公共土

木施設の適切な維持管理を行っていくことが重

要だと考えております。このため、平成20年度

の当初予算におきましては、舗装補修や橋梁維

持等の一部を、国の新規事業でございます「地

域自立活性化交付金事業」を活用することによ

り、維持管理費につきましては対前年度比5.4％

の増となり、必要となる予算を確保させていた

だいたところでございます。また、災害復旧事

業費につきましても、県民生活に影響が生じる

ことがないよう、被災箇所の早期復旧を図るた

めの所要額を確保するとともに、国庫補助事業

でございます「大淀川河川激甚災害対策特別緊

急事業」で、河道拡幅や堤防かさ上げなどの抜

本的な河川改修を引き続き実施するなど、安全

・安心な暮らしの確保に努めさせていただきた

いと思っております。

○徳重忠夫議員 ぜひ毎日の生活が安全・安心

でありますように、最善の努力をお願い申し上

げておきたいと思います。

続いて、同じような質問になろうかと思いま

すが、中山間地域を多く抱える宮崎県に、こと

しも災害が来ない、台風が来ないとは約束され

ません。建設業者が大変減少しております。さ

らに、小規模工事の不調入札もふえる中で、も

し災害が発生したとき、これらの復旧に対応で

きる建設業界の受け入れ体制が整うと思われる

か、再度、部長にお答えをいただきたいと思い

ます。

○県土整備部長（野口宏一君） 県におきまし

ては、建設業関連団体と、「災害時における応

急対策業務等に関する基本協定」等を締結して

いるところでございまして、災害等が発生した

際には、被害情報の収集や公共施設等の機能確

保のための緊急復旧作業をお願いすることと

なっております。この協定に基づきまして、災

害の発生が予想されるときには、待機をお願い

するほか、一たん被災すると、夜間であっても

作業に当たってもらうなど、建設業の方々には

格段の御協力をいただいているところでござい

ます。このため県におきましては、災害時の応

急作業受託者や道路パトロール受託業者につき

まして、その貢献に配意して、入札参加資格審

査において加点を行うほか、平成20年度に拡充

を予定しております総合評価方式においても、

災害時における地域貢献を積極的に評価する方

向で、現在検討を行っているところでございま

す。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。

もう一つ、最後になりますが、お答えいただ

きたいと思います。年々、県土整備部の予算が

少なくなっていく中で、県内にかかっている橋

梁の状態を知りたいのであります。50年以上前

につくられた橋梁が県内に何カ所あるのか、ま

た、その橋梁の安全性や耐震性は確保されてい

るのか、県土整備部長にお伺いをしておきたい

と思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 県が管理して

いる橋梁でございますが、橋長が15メートル以

上のものにつきましては、現在934橋ございま

す。平成18年時点で、建設後50年を経過する橋

は49橋でございまして、全体の５％となりま

す。20年後の平成38年になりますと、この50年

を経過する橋の数字が431橋となり、全体に占め

る割合が46％となってまいります。橋梁の安全

対策につきましては、平成16年、17年の点検結
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果に基づきまして、必要な補修等を計画的に実

施してきているところでございます。また、幹

線道路の橋梁の耐震対策につきましては、平成

８年度に実施いたしました防災点検に基づき、

対策を講じているところでございます。今後、

老朽化する橋がふえていくことから、今年度よ

り３カ年で修繕計画を策定いたしまして、この

計画に基づき、予防的な補修に取り組んでまい

りたいと考えております。

○徳重忠夫議員 今の御答弁によりますと、20

年後には431橋、46％が50年を越すことになると

いうことでございます。老朽化対策と補修には

万全を期していただきたいと、お願いしておき

たいと思います。

次に、都城志布志道路についてお伺いをいた

します。私は、９月議会でも都城志布志道路に

ついて質問をいたしました。私の調査によりま

すと、鹿児島県側と宮崎県側の工事区間はとも

に21キロずつとなっております。鹿児島県で

は、今年２月までに、県の事業として158億円投

入をいたしております。そして、既に8.3キロ開

通いたしております。宮崎県は、県事業として

は51億9,800万円しか投入しておらず、供用は１

メーターもございません。幸い宮崎県側は、国

道10号線のバイパス道路の位置づけにより、国

の直轄事業として着工されており、それでも

約50億円の投入しかなされていないのでありま

す。同じ道路をつくるのに、鹿児島県と宮崎県

がこんなにも事業費投入が違うのはどのような

理由が考えられるのか、また、今後において、

都城志布志道路の早期完成に向けてどのように

対応されようと考えておられるのか、これは知

事にお伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） お答えいたします。

本道路は、都城インターチェンジと志布志港

を連結し、南九州の物流効率化や産業振興等を

図る重要な路線であると考えております。事業

費投入につきましては、鹿児島県は本県より早

く事業に着手されたため、投資額が多く、一部

区間（約８キロメートル）が供用されておりま

す。残る約13キロメートル区間のうち、現在、

約４キロメートル区間で事業を展開されており

ます。一方、本県におきましては、直轄施行区

間と合わせた約21キロメートル区間のうち、都

城インターから梅北インター間、約16キロメー

トル区間で事業を展開しており、平成21年度に

は、平塚インターチェンジから今町インター

チェンジ間の約3.5キロメートルを供用したいと

考えております。残る鹿児島県境までの約５キ

ロメートル区間につきましては、鹿児島県と調

整会議を行うなど、調査区間の指定に向けた取

り組みを進めているところであります。本道路

は、鹿児島県側も含めた約42キロメートル全線

が完成して大きな効果を発揮いたしますので、

引き続き鹿児島県とも十分調整を図るととも

に、整備促進について強く国へ要望するなど、

着実に整備を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 都城志布志道路の整備がおく

れていることは、今、知事がお話しになったと

おりであります。道路は、全線が開通して初め

て、その効果があらわれるわけであります。知

事は、「高速道路を他県並みに平等に整備して

くれればよい」と、よくメディアでもお話をさ

れております。「宮崎県だけよくしてほしいと

いうことじゃない」というようなことをよく言

われております。都城志布志道路も鹿児島県と

同等に整備してもらいたいということを、強

く、国土交通省等に要望していただきたいと思

う次第であります。よろしくお願いを申し上げ
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ます。

それでは、次の質問に移らせていただきま

す。産業全般にわたる創業・起業の推進につい

て、商工観光労働部長にお尋ねをいたします。

雇用の受け皿となる県内の事業所数は、新規

開業が、建設業を初めとする廃業・倒産に追い

つかない状況にあり、雇用情勢の改善が進ま

ず、今、最大の県政課題だと思っております。

そこで、新規開業に結びつく創業の推進が必要

と考えます。しかし、創業・起業と一口で言っ

ても、成功に至るまでのハードルは非常に高い

のが現実であります。地域に安定した雇用の場

を提供できる創業者や起業者を育てていくため

には、まず経営者としてのすぐれた能力、高い

志、専門知識等、課題が大変多く考えられま

す。加えて、チャレンジ精神を持った創業・起

業者を育てていく環境の整備、事業が軌道に乗

るまでのきめ細かいアドバイスや資金的な需要

に対する支援など、多方面からの支援策が極め

て重要であろうと思っております。そこで、商

工業への新規創業・起業の支援について、県は

どのように取り組んでおられるのかお尋ねをい

たします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 新規創業

への支援ということでありますけれども、県内

におきまして新たに事業を始める方々がふえま

すことは、経済の活性化はもとより、雇用の確

保のためにも大変効果があるというふうに考え

ております。そのため県におきましては、産業

支援財団や商工会議所・商工会を通じまして、

県内各地で創業者向けのセミナーを開催してお

り、ビジネスプランの書き方や開業手続の実務

について指導をいたしております。また、県工

業技術センターや食品開発センターにおきまし

ては、事業展開のための技術的な指導を行って

おりますほか、産業支援財団の総合相談窓口に

おきましても、製品・サービスの企画や販路開

拓などの課題に対して個別にアドバイスを行う

とともに、開業に必要な制度資金の活用などの

紹介をしておるところであります。今後とも、

関係機関と連携を図りながら、新規創業を積極

的に支援してまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 次に、地場産業の育成強化に

ついて、商工観光労働部長にお尋ねをいたしま

す。

地場企業も、生き残りをかけ必死の努力をさ

れていることは、御承知のとおりであります。

誘致企業を初め、地場企業がしっかりと足腰を

据えて事業の拡大をしていくことを期待すると

ころでありますが、企業誘致は、一朝一夕に進

展するものではなく、どうしても地場企業に頑

張っていただき、雇用の拡大を図ってもらう必

要があると思っております。そこで、県内に立

地している誘致企業や地場企業に対し、県職員

が事業所を訪問したり、国や県の支援策等をア

ドバイスするなど努力することが、事業の拡大

を促し、雇用の増加につながるものと思います

が、商工観光労働部長のお考えをお聞きしたい

と思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県内に立

地いただいた企業とか地場企業の皆様と直接お

会いし意見交換を行い、国や県の施策を紹介し

て活用を促進しますことは、地場産業の振興を

図る上で大変重要であるというふうに思いま

す。このため、県や産業支援財団、商工関係団

体などにおきまして、企業を訪問しての技術指

導や受注や発注関係の情報の収集・提供などを

行っておりますほか、経営相談事業や産学官の

交流事業などを通じまして、可能な限り地場企

業の方々と接し、情報の提供を行っておりま
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す。また、商談会の開催などを通じた取引拡大

の支援、あるいは中小企業融資制度を初めとす

る設備投資支援など、地場企業の規模拡大につ

ながる施策も行っておりますので、今後とも、

これらの施策を積極的に紹介するなど、地場企

業のさまざまな取り組みを支援してまいりたい

と考えております。

○徳重忠夫議員 どうもありがとうございまし

た。

引き続きまして、農政水産部長にお伺いをし

たいと思います。

畜産飼料価格の高騰が続いていることは、御

案内のとおりであります。去る２月12日に宮崎

市で開催されました原油飼料高騰農業経営危機

突破緊急宮崎県大会に出席をいたしました。そ

の際の情勢報告によりますと、配合飼料の価格

上昇が、一昨年秋から先月までに、１トン当た

り平均価格が約５万8,000円と、１万5,000円値

上がりをしております。理由としては、アメリ

カから輸入している配合飼料の主な原材料トウ

モロコシが、原油高を背景とした燃料用エタノ

ールの需要の高まりや中国への輸出拡大を受け

て、値上がりをしたとのことであります。畜産

県としての宮崎県にとって、飼料価格の高騰が

畜産経営に及ぼす影響は極めて深刻だと思いま

す。今後において、配合飼料価格が下がること

が予想されない状況の中で、本県畜産飼料対策

をどのように考えておられるのか、まず部長に

お伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 近年の飼料価

格の高騰を踏まえますと、輸入飼料に依存しな

い国産飼料に立脚した畜産経営を目指すこと

が、ますます重要になっていると考えておりま

す。このため県といたしましては、トウモロコ

シや飼料イネ等の作付拡大や、焼酎かす等の食

品残渣を飼料として利用するエコフィードの活

用を推進しているところでございます。さら

に20年度からは、本議会にお願いしております

「飼料価格高騰緊急対策事業」や「地域養鶏振

興対策事業」等により、飼料作物の増産強化

や、輸入穀物飼料の代替飼料として期待されて

おります飼料米等の積極的な利用を進めていく

考えでございます。今後とも、足腰の強い畜産

経営の確立を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 ただいま、飼料価格が暴騰す

ることによって経営が大変だから、飼料の作

付、飼料イネ、飼料米の増産に努めたいという

ような御発言があったかと思います。そこで、

飼料イネ、飼料米についてお伺いをしてみたい

と思います。今年度からスタートした品目横断

的経営安定対策と相まって、米の生産調整も水

田構造改革の第２ステージとなってまいりまし

た。平成22年度の米づくりの本来のあるべき姿

の実現を目指すこととなっております。米の消

費は、昭和37年に１人当たり年間118キログラム

であったものが、現在は61キログラムと約半分

の消費に過ぎません。また、10アール当たり520

キログラム程度の生産ができますので、10アー

ル当たり年間９人ぐらいが養えるというような

勘定になります。

日本人は米を主食としてはおりますが、今

日、パン、めんへのシフトなど、食生活の多様

化による消費減退と、農業技術の進歩による生

産向上により、米余りは今後も続くものと予想

されており、米の価格も下がることは必至であ

ります。そのため本県でも、水田の約４割が水

稲からの転作を余儀なくされているところであ

ります。全国的に過剰作付が年々拡大し、結果

として価格が大幅に低下したことも踏まえ、国
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においては、20年度以降の生産調整の実効性を

確保するために、飼料イネや飼料米などを新規

需要米として明確な位置づけをして、米の需給

バランスを図ろうとしておられるようでありま

す。

本県では、畜産産出額が全農業産出額の57％

を占めているわけでありまして、飼料イネや飼

料米を生産することは大変重要なことだと思っ

ております。既に本県では、生産調整の取り組

みとして、飼料イネの作付が1,500ヘクタールな

されていると聞いておりますが、まだまだ作付

が少ないと私は考えております。今後、飼料価

格が下がることは難しいのではないかと考えら

れる状況の中で、本県の飼料対策、粗飼料対策

としての飼料イネ、飼料米の作付をどのような

形で拡大していくつもりなのか、農政水産部長

にお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 飼料イネ、飼

料米につきましては、栽培が主食用米と基本的

に同じでございまして、新たな投資も必要もな

いということから、水田で最も導入しやすい品

目であると同時に、家畜の飼料としても重要な

資源であると考えております。そのため、今

後、導入・定着・拡大につきましては、耕種部

門と畜産部門との連携を十分に図りながら、生

産調整拡大の重要品目としても位置づけ、水田

での積極的な推進に努めてまいりたいと考えて

おります。以上でございます。

○徳重忠夫議員 飼料イネや飼料米は、今、部

長のおっしゃるとおり、食用米の生産と同じよ

うな体制で生産されるわけでありまして、肥培

管理、栽培管理もほとんど一緒であるというこ

とであります。ただ、食用米と同等程度の収益

がないと再生産につながらないと思います。食

用米が10万円取れるんだったら、飼料米をつ

くっても10万円取れるぞ、それに近い数字が出

てこないと再生産につながらないと私は思って

おります。さらに、家畜にとっては、えさが毎

年変わるようでは体調を壊す、あるいは、いい

結果が出ないと私は考えております。一過性の

ものではなくて永続的な栽培システム、そし

て、それだけのちゃんとした面積確保といった

ものがなければいけないと考えておりますが、

部長の御答弁をいただきたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 飼料イネ、飼

料米の今後の推進に当たりましては、作付の集

団化並びに多収品種の導入など、低コスト栽培

技術の確立に向けた取り組みを図るとともに、

産地づくり交付金あるいは関連助成金による収

益性の確保に努めるなどして、持続的な生産が

できるように進めてまいりたいと存じておりま

す。

○徳重忠夫議員 ぜひ宮崎県の農業産出額の57

％を占めている畜産が安定的に発展していきま

すように、御努力をお願い申し上げたいと思い

ます。

それでは、最後の質問になろうかと思います

が、県西地区への救急医療体制の充実について

ということでお伺いをしたいと思います。

このことについては、昨年９月には同僚の萩

原議員が、今議会では満行議員からも質問がさ

れたわけでありますが、私も県西地区の一県民

として、命を尊厳を考えるとき、県民ひとしく

公正公平に医療を受けられることが最高の喜び

だと思っているところでございます。

ところで、最初に断っておきますが、この

後、県立病院事業を引き合いに出させていただ

きますが、私は県立病院の運営について異論を

申し上げるつもりは毛頭ありません。私のねら

いは、県の医療政策が県民に公平公正で、バラ
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ンスのとれた政策であってほしいということで

ございます。県立病院事業については、諸般の

経営環境の厳しい中で、着実に経営改革に取り

組みをされ、発足２年目で計画を上回る実績を

上げつつあることについて、深く敬意を表する

ものでもあります。

ところで、都城市の救急医療の現状は、都城

市北諸県郡医師会による、24時間365日、３次救

急医療に準じた救急医療が行われております。

年間１万6,000人強の患者が利用しており、都城

市郡医師会病院は、県西地区の拠点的救急医療

の施設として十分な機能を果たしていると思っ

ております。しかしながら、既に開設して23年

を過ぎた施設は手狭になり、さらに、今日の医

療機器の高度化や施設に求められる機能も多様

化し、どうしても現状の施設では住民の期待に

こたえられなくなってまいりました。そこで、

都城市では、現在の医師会病院の所在地が地域

的に偏り過ぎていることもあり、都城市の中央

部、交通アクセスの最もよい高速道高木インタ

ー周辺に移転する計画案が昨日示されたところ

であります。この場所でありますと、西諸方面

より約30分以内で、市内全地区からも20分以内

で病院に着くことができます。３次救急の機能

に近い医療が受けられることになろうと思いま

す。県北には、御案内のとおり、県立延岡病院

が拠点病院としてあり、県南には県立日南病院

があり、県央には県立宮崎病院と宮崎大学附属

病院があります。県西だけが取り残されている

わけで、今回、都城市が中心となり、このよう

な救急医療センターを計画し、救急医療の充実

を図ろうとしております。これが実現すれば、

県内ひとしくバランスのとれた救急医療体制が

整うと思います。

そこで本論に入りますが、病院局資料により

ますと、平成18年度において県立病院事業に対

して、収益収支で43億7,000万円、資本収支で13

億8,000万円、合わせて57億5,000万円の一般会

計からの繰入金が支出されております。もちろ

んこの繰入金は、地方公営企業法及び繰入基準

に基づくものであり、冒頭申し上げましたとお

り、そのこと自体を批判するつもりは毛頭あり

ません。そこで振り返るに、過去３つの県立病

院は、改築時において、時期は異なりますが、

建物だけでも宮崎病院130億円、延岡病院190億

円、日南病院140億円が投資され、新年度は、こ

ころの医療センター整備に13億円が予算化され

ていることは御承知のとおりであります。県行

政の役割は、資源の実質的・効率的かつ公平公

正な配分が基本であると信じております。さら

に今日、透明性が最も要求されているものと思

います。これまでの医療行政において、直接的

な供給に関して、県行政が公平公正な責任を果

たされたとは決して思えません。今回の都城市

の救急医療センター及び２次救急医療施設整備

に際して、十分な補助をすべきだと思います

が、知事の決意のほどをお伺いしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） お答えいたします。

都城市の救急医療センターや都城市郡医師会

病院は、当地域における救急医療の一角を担っ

ていただいていることから、県といたしまして

も、今年度、市郡医師会病院の血管造影撮影施

設等の増設に係る補助を行うなど、支援を行っ

ているところでございます。こうした中、都城

市では、サブシティ構想に基づきまして、「都

城地域健康医療ゾーン整備に関する協議会」

で、救急医療センターや市郡医師会病院の移転

も含めた検討を今後実施される予定と伺ってお

りますので、県といたしましては、その検討状
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況を注視していきたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ただいま知事からは、注視し

て、見守るというような言い方だと思います

が、それでは納得いかないわけであります。知

事、人の命は地球よりも重いと言われます。し

かも、既に県北、県央、県南の整備は終わって

おります。残されたのは県西だけです。今、計

画されている都城の救急センターは、約100億円

程度と聞いております。少なくとも２分の１程

度の補助金を出されても、114万県民も、また、

ここにいらっしゃる県議会議員の皆さんも、十

分理解をいただけるものと信じております。知

事、単年度で無理ならば、複数年度かけて支援

しても結構でございます。要は、知事の高度な

政治判断、このように考えます。再度お答えを

いただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 都城市のサブシティ

構想につきましては、県としてまだ詳細を伺っ

ておりません。救急医療センターや都城市郡医

師会病院の移転整備については、今後、地元に

おいて具体的な検討がなされると伺っておりま

すので、県といたしましては、現段階では、そ

の検討状況を注視していく必要があると考えて

おります。

○徳重忠夫議員 最後になりましたが、御案内

のとおり、昨日、都城サブシティ構想が発表さ

れました。これに書かれておりますが、これは

市長のマニフェストでもございます。そこで、

県が毎年一般会計に持ち出している１年分が

約50億円程度であるわけですね。そう考えます

ときに、これは不可能ではない数字じゃないか

と、半分ぐらい支出するのは。100億円かかるん

だったら50億円支出するぐらいは、この状況か

らしたら私は可能な数字だと。ぜひとも前向き

に検討していただきますようにお願いを申し上

げまして、私の質問のすべてを終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○中村幸一副議長 次は、26番田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 民主党の田

口雄二でございます。県議になりまして３回目

の質問をさせていただきます。日ごろの行いが

悪いのか、今回もくじ運が大変悪く、前回同

様、最終日の登壇となってしまいました。主な

課題は大方質問されてしまいました。しかし、

県北の新たな問題もあらわになり、できるだけ

重複を避けながら質問をさせていただきます。

道路特定財源のことで、国や地方を挙げてか

んかんがくがくの議論がされる中、九州横断道

延岡線の舞野―北方間の6.4キロが４月６日に開

通予定です。直轄方式のため、まさに今話題の

道路特定財源によって建設された無料の高速道

路になります。北方町は水害常襲地帯でもあり

ますので、防災対策の面からも利便性からも格

段に向上したことになります。関係者の御尽力

に心から感謝を申し上げます。

また、延岡の課題でありました国道10号線の

土々呂地区の渋滞の解消策として建設された延

岡南道路が、通行料金の割高感から利用が伸び

悩み、渋滞の解消となっていませんでした。し

かし、このたび、国土交通省延岡河川国道事務

所が管理運営する西日本高速道路株式会社に対

して、値下げ実験の実施を促しているとの報道

がなされておりました。延岡市当局を初め地元

経済界からの、かねてより強い要望事項でもあ

りましたので、ぜひとも前向きに検討していた

だき、早急に実施していただきたいと思ってお

ります。

それでは、通告に従いお伺いいたしますの

で、知事を初め当局の皆様の明快な答弁をよろ

しくお願い申し上げます。
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まず初めに、知事の政治姿勢についてお伺い

をいたします。

先日、民主党の菅直人代表代行が大分空港よ

り九州入りし、車で宮崎県に入り、２日間にわ

たり県内の道路事情をつぶさに見ていただきま

した。もちろん、２日後に控えた東国原知事と

の公開討論会に向けての現状把握ということも

ありますが、あわせて、１月末の衆議院予算委

員会の発言の確認ということもありました。予

算委員会で菅代表代行は、「道路特定財源でつ

くられた福岡県八女市の「おぼろ大橋」は、

約90億円もかけて建設されたにもかかわらず、

１日に約200台しか車が通らない。ここは本当に

必要な道路であったのか」と総務大臣に質問

し、返す刀で、「宮崎県と大分県の間にはまだ

高速道路がないが、こここそまさに必要ではな

いのか」と問いただしております。その後も、

必要なところなのにまだでき上がっていない例

として、宮崎―大分間を事あるごとに取り上げ

ており、その道路事情を自分自身の目で確認す

るということもありました。

東国原知事は、「大分から宮崎に入るとき、

国道326号を使わず10号線で来てほしかった」と

コメントされていたようですが、県北の人で大

分市方面に向かうのに10号線を使う人は、現在

では極めてまれで、バイパス的な道路である326

号をほとんどの方が利用されるという状況をか

んがみて、326号を私が御案内いたしました。な

お、北川町の水害に伴う山肌の崩落や仮設住

宅、そしてかさ上げをしている住宅等も見てい

ただくことができ、台風の被害の大きさなども

しっかり報告をさせていただきました。しか

し、菅代表代行も、同行した国会議員も一様に

言ったことが、「なぜこんなにおくれたんだろ

う」との疑問の声ばかりでした。どう考えて

も、今までの道路づくりに納得いかないことば

かりです。これまでたびごとに国土の均衡なる

発展のためにと言われ続けてきた結果がこれな

のかと、大変むなしくなるばかりです。そのよ

うな中、昨年末、2008年度以降10年間の道路整

備の方向性が示される「道路の中期計画」の素

案が、国土交通省から発表されております。こ

の道路の中期計画に対して、知事はどのような

所見をお持ちか、お伺いをいたします。

次に、医療・福祉行政についてお伺いいたし

ます。

県立延岡病院の循環器科医師の５人のうち３

人が４月以降に退職するという２月22日の延岡

市の地元新聞の記事により、県北に衝撃が走り

ました。心臓疾患のカテーテル手術などの高度

な循環器医療を行うことができるのは、県北地

区では県立延岡病院だけです。３人のうち、２

人が派遣元の熊本大学医学部に引き揚げ、残る

１人は自治医科大学出身で、公的医療機関の義

務年限を終了し、延岡を離れるといいます。県

立延岡病院の循環器科は、平成18年６月より、

医師５人体制でそのほとんどを熊本大学医学部

の派遣に頼ってきたのが実態です。過去にも麻

酔科の医師５人が退職し、全身麻酔の手術が９

割も減少したこともあり、現在も一昨年８月よ

り眼科が、また昨年７月より精神科の医師が不

在となり、現在診療を休止しております。延岡

市民というより県北の住民にとって一番信頼の

置ける病院の体制の変化に、この先どうなるの

かと心配の声が広がっております。県立延岡病

院の循環器科医師の現在の状況と、３人の退職

後の補充は現時点でどのような状況なのか、ま

た、休診している眼科、精神科の医師の補充の

取り組み並びに見込みについて、病院局長にお

伺いいたします。
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次に、新型インフルエンザ対策についてお伺

いいたします。インドネシアで鳥インフルエン

ザ感染による死者が103人に達するなど、世界で

の感染拡大がとまらない状況です。先日はＮＨ

Ｋで、ドキュメンタリーとドラマ仕立てで２日

間にわたり放映され、反響が大きかったのか、

すぐに再放送もされております。残念ながら私

は見逃してしまったのですが、衝撃の内容に恐

怖感を覚えた人が続出したようで、県の対策は

大丈夫か、もし発生したらどうなるのかと問い

かける人がいます。新型インフルエンザが怖い

のは、未知のウイルスで免疫を持っていないか

らです。アメリカのハーバード大学によると、

かつての新型インフルエンザであったスペイン

風邪並みの流行で、世界で約6,200万人が死亡す

ると予測し、国内でも厚生労働省の試算で、医

療機関を受診する患者数は最大2,500万人に上

り、64万人が死亡すると想定しています。た

だ、鳥インフルエンザが新型へ変化した場合、

「若者にも大きな被害が出て、210万人が死亡す

る未曾有の事態になる可能性がある」と、国立

感染症研究所の関係者は警告しています。それ

は、免疫力が高い10歳から39歳の若い人ほど死

亡率が高いとされるからです。発達した航空網

で高速で大量輸送が可能になった現在は、一た

び発生すれば、非常に短期間で大流行する可能

性があります。先日は、県内でも新型インフル

エンザに備えて合同訓練も行われているようで

すが、本県の新型インフルエンザ対策につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

次に、来年度予算の「子育て支援乳幼児医療

費助成事業」についてお伺いいたします。子育

て家庭の経済的負担を軽減し、安心して子供を

生み、育てられる環境づくりを推進するため、

入院外医療費の助成対象をこれまでの３歳未満

から小学校入学前まで拡大し、入院・入院外と

もに、小学校入学前までの乳幼児に対して医療

費の助成を行う大英断をしていただきました。

財政が大変厳しい中、知事も「清水の舞台から

飛びおりたつもりで」と言っておられたようで

すが、子育て、そして少子化対策において大き

く前進したものと思います。ただ気になるの

は、全国的に地方の医師不足が言われる中、宮

崎は特に小児科医の不足が大きな課題となって

おります。厚生労働省から公表された、女性と

子供それぞれの10万人当たりの産科・産婦人科

と医師数の都道府県ごとの数値を見てみまして

も、本県の小児科医数は、岩手県に次いでワー

スト２で、トップの徳島県の半分以下という厳

しい結果が出ました。少子化対策で、全国の自

治体において、小児の医療費の無料化や助成が

拡大しております。そのことで医者にかかりや

すくなって、軽症患者が病院に集中し、疲弊し

た小児科医が離職する例も、他県では見られて

おります。小児科医への負担増も考えられます

が、どのように認識されているのか、福祉保健

部長にお伺いをいたします。

次に、工業振興について、人材育成の面から

お伺いいたします。

政府は、高等職業教育を充実強化するため、

中学卒業を資格とする５年制の新たな職業教育

機関を創設する検討に入りました。大学進学率

が高まり、現在の高専や工業高校、商業高校な

どの専門高校への入学志願者が減り続け、既存

の機関にかわる新たな職業教育の枠組みをつく

る必要性があると判断したようです。新たな５

年制の職業教育機関の基本的な枠組みは、各都

道府県の農業や商業など複数の公立の専門高校

を統合し、３年間の教育課程に、さらに２年間

の高等教育課程を加えるというものです。背景
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には、専門高校の職業教育における地位の低下

があり、専門高校卒業後にさらに数年間、別の

専門学校に通って、知識や資格を取得する学生

がふえる現状があります。

私は昨年の６月議会で、「山形県立米沢工業

高校では、卒業後に通う２年間の専攻科をもっ

て技術的な指導をしている。同様のものを延岡

市につくれないか」と質問させていただきまし

た。東九州一の工業都市であるにもかかわら

ず、工業系の大学や高専などがありません。製

造業の皆さんより、「基礎的なことがわからな

い新入社員を社内で教えるほど中小企業には余

裕もないし、手間がかかり過ぎる。初期段階の

指導や専門的な知識を高めてくれる即戦力の技

術者養成の教育機関が欲しい」との声を多く聞

かされます。今回の政府の政策と同様の山形県

立米沢工業高校のような専攻科の設置が延岡地

区で実施できないか、お伺いをいたします。

次に、企業誘致や地場産業を発展させるに

は、重要な要素として物流機能の充実と向上が

挙げられます。しかし本県は、道路、鉄道、海

上輸送等の利便性が十分でない上に、輸送能力

と物流コストに大きなハンディを抱えている状

況です。この体制が速やかに改善されないと、

県外からの企業誘致、既存企業の競争力アップ

に障害になります。雇用の拡大や地域経済の活

性化はさらに困難になってしまいます。まして

現在は、トラック輸送に関しては、燃料の高騰

で運送業者に大きなしわ寄せがいっている上

に、トラックによる幹線貨物輸送を「地球に優

しく、大量輸送が可能な海運または鉄道に転

換」するモーダルシフトを推進することが求め

られています。今回、私はこのモーダルシフト

に関して県内の状況をお聞きいたしましたとこ

ろ、昭和61年に宮崎駅、都城駅の貨物列車発着

が廃止され、宮崎駅から延岡駅までトラック代

行輸送に変更され、都城駅からは鹿児島駅まで

トラック代行輸送になりました。また、平成10

年には佐土原駅の貨物列車発着も廃止され、延

岡駅までトラック代行輸送に変更されており、

現在、県内の貨物列車発着駅は延岡駅のみと

なっております。大変脆弱な現実であります。

産業活性化に物流体制の整備は不可欠ですが、

特にＪＲ貨物輸送の充実が必要だと考えます

が、現在の取り組みについて、地域生活部長に

お伺いいたします。

次に、公共工事の契約解除についてお伺いい

たします。

私は昨年の11月議会において、「平成17年の

台風14号による水害で、多くの浸水被害によ

り、激特事業で工事が進められていた延岡市の

蛇谷川排水ポンプ設置工事が、工事を受注した

業者の倒産で、６月完成の予定が大幅におくれ

て、台風シーズンもほぼ終了する９月末に完成

することになった。一日も早い完成を目指し

て、全力を傾注して取り組んでほしい」と要望

させていただきました。その後、土日も休まず

工事も進められているようでしたし、地域の皆

さんにも工事のおくれに関する説明会を早々に

実施していただき、お礼を申し上げたいと言い

たいところでした。ところが、何とその後の工

事を引き継いだ県建設業協会と延岡地区建設業

協会の２つの会長を兼ねる建設業者が、またし

ても倒産してしまいました。ちょっと前まで

は、台風シーズンの後半に少しでも間に合えば

と期待をしていましたが、今回の事態を受け、

それは全くかなわない夢となってしまいまし

た。本来この事業は激特事業で、災害の緊急軽

減策として実施されるものと考えます。もとも

とは今月の３月末が当初の完成予定でしたが、
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それが６月末に変わり、１度目の業者倒産によ

り９月末に、そして今回の事態で、本年の台風

には全く意味をなさない施設となってしまいま

した。地元の皆さんには、怒りを通り越してあ

きらめムードが走っています。今回の事態につ

いて県土整備部長はどのようにお考えか、所感

をお聞かせください。

そして、今回の業者倒産により、排水ポンプ

がいつごろから稼働できるのかお伺いいたしま

す。

次に、観光対策についてお伺いいたします。

このたび宮崎―ソウル間のほかに、台湾の台

北と宮崎間の国際定期便が開設されます。日本

に対して非常に友好的な台湾から、定期的に観

光客が行き来することは、県議会の日台議員連

盟に所属する議員の一人としても、大変うれし

く思っております。長年にわたるチャーター便

などの実績が、今回の開設につながったものと

思われます。昨年の11月議会で、韓国の大手旅

行会社から聞いた内容の御報告をさせていただ

きましたが、韓国の皆さんは日本に対して、ゴ

ルフと温泉を一番の楽しみにしているようでし

た。韓国や宮崎よりはるかに南の国・台湾が、

宮崎のどのようなところに魅力を感じているの

か、どのような期待をしているのか、そのニー

ズに合わせてどのような誘客対策をお考えか、

商工観光労働部長にお伺いいたします。

また、当然のことですが、一方通行では定期

便は継続いたしません。台北線やソウル線につ

いて、双方向の利用促進を図っていくことが大

切ですが、本県からの利用促進をどのように取

り組んでいくのか、地域生活部長にお伺いいた

します。

次に、教育行政についてお伺いいたします。

今、学校の先生が忙しい。先生は授業以外の

多岐にわたる学校運営業務を分担しています。

文部科学省の06年の教員勤務実態調査でも、教

員が授業や生徒指導以外に、成績処理、学年学

級経営、保護者との対応などに多くの時間を割

いていることが報告され、小中学校でも７～８

割の先生が、「授業の準備をする時間が足りな

い」「教員が行うべき仕事が多過ぎる」と回答

しています。教員を学校運営業務からできるだ

け解放し、教育活動に専念できるようにするこ

とが、教育改革の重要な課題になってきまし

た。教員が子供とじっくりと向き合い、学力向

上に力を注げるような体制が求められる中、政

府の新年度予算案の教育予算で教員の定数増が

認められ、純増は1,000人でありますが、非常勤

講師を7,000人採用することになりました。教員

ＯＢを中心に、正規の教員の半分程度の授業を

受け持つと見られています。今回の教育予算が

成立した場合、本県においてどれほどの変化が

あるのか、また本県の対応について、教育長に

お伺いいたします。

以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

道路の中期計画についてであります。道路の

中期計画につきましては、数回にわたり広く国

民から意見を聴取するなど、地方の実情や道路

整備に対するニーズを把握した上で、地域の自

立と活力の強化や安全・安心の確保など政策課

題を掲げ、その実現に向けた目標・方針が具体

的に取りまとめられており、一定の評価をして

いるところであります。また、東九州自動車道

日南―志布志間及び九州横断自動車道延岡線山

都―蔵田間の整備の必要性が示されたことにつ

いても、本県の発展にとって大きな前進である
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と考えております。道路は地方にとって、生活

・産業・観光・救急医療・災害対策など命の道

であることから、私としましては、採算性や費

用対効果だけでなく、さまざまな整備効果や地

域生活にも配慮した優先順位の基準を明確にし

ていただきたいと考えております。〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 ま

ず、鉄道貨物輸送についてであります。鉄道貨

物は、低コスト、大量輸送が可能であり、企業

誘致の促進や県産品の競争力向上に必要な効率

的な物流体制の整備を図る上で、大変重要な輸

送手段であると認識しております。しかしなが

ら、御質問にもございましたように、貨物量の

減少から、現在、県内での貨物列車の発着は延

岡駅のみとなっており、佐土原駅のコンテナ基

地からは延岡駅に、都城駅のコンテナ基地から

は鹿児島駅に、それぞれトラック代行輸送が行

われているところであります。このような状況

の中で、輸送力の充実を図るためには、まず荷

物量をふやすことが課題となりますが、現在、

県内の産業界においても、ＪＲ貨物の活用に向

けた検討が行われているところであります。県

といたしましては、こうした産業界の動きとも

十分連携を図りながら、鉄道貨物輸送の維持充

実に向けて取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、台北線及びソウル線の利用促進につい

てであります。台北線やソウル線は、本県が目

指している東アジアとの経済・交流拡大を図っ

ていくための基盤となるものであり、県民の皆

様には、多様な分野で幅広く活用していただき

たいと考えております。県といたしましても、

団体での利用や修学旅行等での利用に対して助

成するとともに、メディアを活用して、より身

近になる台湾や、より便利になった韓国を積極

的にＰＲしていくこととしております。特に６

月に就航する台北線につきましては、南九州や

九州という広域的な観点からの活用が必要と考

えておりまして、お隣の鹿児島県や熊本県の関

係機関・団体に連携を働きかけていくなど、利

用促進に努めてまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、新型インフルエンザ対策についてであ

ります。近年、東南アジアを中心に、鳥インフ

ルエンザが鳥から人へ感染する事例が増加して

おります。この鳥インフルエンザが人から人へ

感染する形に変異し、新型インフルエンザとし

て大流行するということが危惧されておりま

す。県としましては、新型インフルエンザの発

生時に備え、平成17年１月に「新型インフルエ

ンザ対応指針」を策定し、抗インフルエンザ薬

タミフルの備蓄や、感染症指定医療機関と連携

した初動体制の整備、大流行時の入院施設の確

保及び医療従事者に対する啓発等の対策を進め

ているところでございます。また、患者発生を

想定した保健所と医療機関との合同訓練や、九

州各県との広域連携の強化訓練等を実施してき

たところであります。なお、感染拡大を防止す

るためには、県民お一人お一人に適切に行動し

ていただく必要がありますので、流行に備えて

の食料・水・日用品の備蓄や、流行時における

せきエチケットの励行、及び外出の自粛などの

重要性を、引き続き周知していきたいと考えて

おります。今後とも、国、市町村及び医師会等

の関係機関と連携しながら、新型インフルエン

ザ対策の向上に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

次に、乳幼児医療費助成に係る小児科医の負
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担についてであります。乳幼児医療費助成事業

につきましては、来年度から、入院外の助成対

象年齢を小学校入学前まで拡充するということ

にしております。このことに伴う小児科医の負

担につきましては、御指摘のような懸念がござ

います。このため、「こども医療圏プロジェク

ト推進事業」により、小児科専門医の育成確保

や拠点病院の機能充実を図りまして、小児科医

の勤務環境の改善を目指していきたいと考えて

おります。また、小児医療を守るためには、診

療時間内の受診や、真に必要な場合のみの夜間

急患センターの利用など、県民の方々の理解と

協力も不可欠でありますので、そのための意識

啓発も行ってまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

韓国及び台湾からの観光客ニーズ等について

であります。まず、韓国につきましては、国民

生活の向上に伴うライフスタイルの変化により

まして、旅行者の趣味や興味などを反映した個

人型の旅行の人気が高まっております。このた

め、従来から人気のあるゴルフツアーに加え

て、温泉やマリンスポーツ、トレッキング等の

地域資源を生かした体験メニューや、神話・伝

説を取り入れた新たな観光ルートを提案すると

ともに、メディアを活用してのＰＲを行うな

ど、一層の誘客に努めているところでありま

す。また、台湾につきましては、四季折々の花

々や紅葉など、豊かな自然をめぐるルートが人

気となっておりますが、これに加えて、ゴルフ

やスキーなどの体験メニューも提案しておりま

す。さらに本県は、南九州で唯一、台湾との定

期航空路線を有することとなりますので、鹿児

島県等と連携した南九州周遊ルートの開発や、

修学旅行、個人客の誘致にも力を入れていると

ころであります。今後とも、韓国や台湾におけ

る観光客ニーズの把握に努めまして、航空路線

増強による利便性の向上や、本県観光の魅力に

ついて情報発信を強化するとともに、南九州各

県や九州観光推進機構との広域連携を図りなが

ら、積極的に観光客誘致に取り組んでまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

蛇谷川排水ポンプ場の完成のおくれについて

でございます。延岡市の蛇谷川におきまして

は、平成17年９月の台風14号により甚大な浸水

被害が発生しましたことから、五ヶ瀬川河川激

甚災害対策特別緊急事業、いわゆる激特事業に

より、早急に浸水被害の再発防止・軽減を図る

ため、平成17年度末には、排水ポンプ場の敷地

造成に着手したところでございます。この激特

事業の事業期間は５カ年でありますが、甚大な

被害の状況にかんがみ、県では２カ年という最

短の工事期間を設定し、平成20年の出水期前の

運転開始を目指していたところでございます。

しかしながら、２度にわたり受注業者が倒産す

るという不測の事態が発生しまして、地元の皆

様の御期待にこたえることができなくなりまし

たことは、まことに残念であり、主管部長とし

て申しわけなく思っております。

今回の工事受注業者の倒産を受けまして、県

では、直ちに別の業者と随意契約を締結し、速

やかな工事再開に努めたところでございます

が、国内市場の品薄の影響を受け、主要資材で

ある鉄筋の調達に日数を要しますことから、工

事のおくれは約１カ月となり、現在のところ運

転開始は10月末の見込みでございます。県とい
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たしましては、今後とも作業の効率化や工程調

整に努めまして、一日でもおくれを取り戻して

まいりたいと存じます。以上でございます。

〔降壇〕

○病院局長（植木英範君）〔登壇〕 お答えい

たします。

県立延岡病院の循環器科医師についてでござ

います。県立延岡病院の循環器科では、現在、

４名の常勤医師と自治医科大学卒業の後期研修

医師１名が勤務しておりまして、お話にありま

したように、県北地域において心臓疾患を中心

とした高度な循環器医療を担っているところで

あります。そのうち後期研修医師につきまして

は、今月末で研修期間が終了することとなって

おりますが、この枠については、もともとが時

限的なものであり、今回の問題とは分けて考え

ていただく必要があると思います。そこで、循

環器科本来の常勤医師であります４名のうち２

名が、今月末及び６月末に退職の意向を示して

おります。この２名につきまして、後任の確保

に努めましたところ、現時点で１名の確保のめ

どが立ちましたので、６月末に退職予定の残り

１名分の確保について、残留も含めまして全力

を挙げて取り組んでいるところでございます。

次に、医師の補充の取り組みについてであり

ます。今回の事態を受け、病院局といたしまし

ては、現在勤務しております医師の慰留に全力

で努めますとともに、熊本大学を初め各大学の

医局に医師派遣枠の確保について重ねて要請を

したところでございます。今後とも、県民の皆

様方に安定した医療を引き続き提供できますよ

う、病院長ともども、あらゆる手だてを通じま

して、全力を挙げて取り組んでまいりたいと考

えております。また、現在、休診中としており

ます眼科及び精神科についても、できる限り早

期に再開できますよう、関係の大学医局に対し

医師派遣の要請をいたしておりまして、引き続

き医師確保に努めてまいります。以上でござい

ます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

本県の工業教育は、行政・民間とも十分連携

を図りながら、望ましい勤労観や職業観、高い

専門性を身につけるためにさまざまな取り組み

を行っておりまして、卒業生は、県内外の企業

から高い評価を得ているところであります。専

攻科は、高等学校卒業後、さらに１年から２年

にかけまして、より専門的な知識・技能を習得

するための課程でありますが、その設置につき

ましては、入学生の確保や進路先の開拓、ある

いは大学、高等専門学校、県立産業技術専門校

等、既存の教育機関との関係など、さまざまな

問題があると考えております。地域産業界への

人材供給は、工業教育の重要な目的の一つでも

ありますので、今後とも、工業教育のあり方の

検討を含め、充実に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、国における教職員の定数改善について

であります。学校におきましては、児童生徒の

学校不適応や保護者の価値観の多様化など、課

題の一層の複雑化が進む中、管理運営や外部対

応にかかわる業務が増加いたしまして、結果と

して、教員に子供たちの指導の時間の余裕がな

くなってきているということが指摘されており

ます。国におきましては、教員の子供と向き合

う時間を拡充するためには、学校が、これまで

以上に組織として対応していくことが必要であ

るということで、学校教育法の一部改正を行

い、副校長とか主幹教諭、指導教諭を各教育委

員会の判断で設置できることといたしました。
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そのうち主幹教諭につきましては、平成20年度

予算において、全国で1,000名の定数を措置する

こととしたものであります。県教育委員会にお

きましては、本県の学校の実情等を踏まえなが

ら、新たな職の設置について、現在、検討を進

めておるところでございます。以上でございま

す。〔降壇〕

○田口雄二議員 それぞれの質問に御丁寧な答

弁、ありがとうございました。さらに理解を深

めるために、再質問を行わせていただきます。

まず知事に、道路の中期計画について再度お

伺いをいたします。知事は、道路の中期計画に

対して、本県の大きな課題の高速道路の整備の

必要性が示されたので、大きな前進と評価され

ております。私も延岡市の人間といたしまし

て、日本一道路がおくれた地区の代名詞のよう

に現在言われておりますが、高速道路が一日も

早く全線開通し、医療・災害対策はもちろん、

地域間競争を戦い抜く上で、同じ土俵で相撲が

とれるようになることを心から望んでおりま

す。ただ、この中期計画は、先日より国会の場

において連日論議されておりますが、かなり計

画に無理があるようにも見えます。10年間で道

路整備に59兆円が必要と試算された計画ではあ

りますが、当初は65兆円が示されていました。

与党の指摘であっという間に６兆円が減額され

ています。余りにけたが大き過ぎて感覚がわか

りませんが、宮崎県の10年分の一般会計予算と

ほぼ同額の金額が、いとも簡単に減らされたわ

けです。当初の65兆円の根拠は一体何だったの

か。そんなに簡単に減らすぐらいだったら、宮

崎に優先的に回してくれたらよかったのにと思

えるほどです。また、交通量のデータにしても

最新の調査ではなく、交通量が多かったころの

古い調査データを用いて計画が立てられたりし

ております。道路のほかにも、過去４年間の平

均で、１年当たりで、あかずの踏切対策が11カ

所だったものが、今度はわずか１年で140カ所も

改良されることになり、また、通学路の歩道整

備も252キロメートルが、今回は10倍の2,500キ

ロメートルも１年で整備されるなど、にわかに

は信じられないような計画が幾つも出てきま

す。最初から使い切ることを前提に計画がつく

られたとしか思えません。批判をかわすために

急々に計画をこしらえたのではないかとも思え

ますが、もう一度、知事の所見をお伺いいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 先ほども申しました

ように、道路の中期計画につきましては、一定

の評価をしているところでございます。本県

は、高速道路の空白地帯でございます。国県道

の整備水準も著しく低い状況にあります。今後

とも、安全で安心な県民生活の確保や地域経済

の発展を図るため、安定的かつ継続的な道路整

備財源を確保しながら、着実な整備が図られる

よう、そしてまた道路整備には、採算性や費用

対効果だけでなく、さまざまな整備効果や地域

生活、そして公的役割というのも配慮した優先

順位の基準を明確にしていただきたいと、強く

訴えかけてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 道路に関しましては、私ども

民主党と知事の政策がちょっと違っております

ので、それに関しましては、先日の菅代表代行

との公開討論におきまして、ちょうちょうはっ

し議論されておりますので、これ以上は申し上

げません。ただ現在、国会やマスコミで道路特

定財源に関することが連日取り上げられており

ますが、これまで全くと言っていいほど議論さ

れることなく国会を通過してきましたが、今ま

でその実態をほとんど知る機会のなかった国民
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が、不明朗な巨額の資金の存在の一部を知るこ

とができた、いい機会であったと思っておりま

す。また、先ほど申しましたように、知事が再

三再四マスコミで宮崎の道路事情を話してくれ

たことによりまして、県北地区や県南地区の実

態を全国に知らしめることができました。これ

は、国土交通省にも大きな牽制球になってくれ

たものと思っております。本県の高速道路の一

日も早い完成を祈りながら、次の質問に移らせ

ていただきます。

県立延岡病院の循環器科医師の退職の件で再

度お伺いいたします。お話では、「本来の常勤

の医師は４名で、１名は研修医で時限的に来て

いたものである。実質は２名の退職となるが、

１名においては後任の医師の確保にめどが立っ

た。もう１人に関しては、６月末退職の予定で

あるが、現在、残留に向けて全力を挙げている

ところである」との答弁でした。残留に向けて

の対策がうまくいけばいいのですが、その見込

みはどうなのか。逆に残留がうまくいかなかっ

た場合には、今後の診療にどのような支障が出

るのか、病院局長に再度お伺いいたします。

○病院局長（植木英範君） 仮に辞職すると

なった場合のお尋ねでございますが、現在の常

勤医師４名体制は、少なくとも６月末まで引き

続き確保しているところであります。７月以降

につきましても、医療の提供に影響を来すこと

のないよう、診療体制の維持に引き続き全力を

挙げて取り組んでまいりたいと存じます。以上

でございます。

○田口雄二議員 ６月末退職するかもしれない

医師は、一番経験が豊富な医師だと聞いており

まして、研修医の方も、この先生のもとで勉強

したいと延岡まで来ていただいたようです。そ

のベテランの医師が退職となると、実質１名の

減以上の影響があるものと思います。何として

も残っていただくように、全力を傾注していた

だきたいと思っております。

次に、再度、医療・福祉の問題で聞きます。

２次救急医療圏の日向入郷地区では、来月の４

月から、日向市の和田病院が医師不足のため、

２次救急受け入れの輪番制から離脱することと

なりました。昨年も同様の理由で、輪番制を

担っていた日向病院が離脱しており、この結

果、残る千代田病院１カ所のみとなってしま

い、休日と夜間の当番病院として救急患者を受

け入れることとなり、大きな負担がかかってま

いります。千代田病院においても、いつまで医

師を確保し続けることができるか、大変先行き

が不透明な状況です。これまで以上に県立延岡

病院にも、負担が増すものと考えられます。ス

タッフがどんどん減少していく中、日向地区の

２次救急医療の受け入れ病院が１カ所体制にな

りますが、この事態が県北地区の救急体制をさ

らに厳しくすることにはならないのか、対策は

あるのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 地域に必要な

救急医療を確保するためには、軽度の救急患者

を受け入れる初期救急医療施設から、重篤な入

院患者を受け入れる３次救急医療施設まで、各

医療機関がそれぞれの役割を担って、相互に連

携する体制の構築が求められております。そう

いう中で、初期救急医療施設のない日向入郷医

療圏では、２次救急医療施設の負担を少しでも

軽減するために、地元市町村や医師会におい

て、初期救急医療体制のあり方や住民の意識啓

発についての検討がなされております。また、

離脱を表明している医療機関も、一部診療科に

ついては、引き続き救急患者を受け入れるとい

うことであります。救急医療体制の構築には、
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何よりも医師の確保が重要でありますので、県

としましても、あらゆる機会を通じて、医師確

保に協力するなど、地元市町村や医師会等とも

連携し、県北地域の救急医療体制の確保に努め

てまいりたいと考えております。以上です。

○田口雄二議員 宮崎市などは総合病院が何カ

所もありまして、高度な医療が受けられます

が、県北には県立延岡病院しかなく、その県病

院も休診している科もあります。大阪府の泉佐

野市では、麻酔科医の募集に、ちょっと考えら

れないような高額の報酬を用意するほど全国的

に医師不足で、県内も厳しさを増しておりま

す。県北の人々の命がかかっておりますので、

ぜひとも格段の取り組みをよろしくお願い申し

上げます。

次に、新型インフルエンザ対策についてお伺

いいたします。発達した航空網で、高速で大量

輸送が可能になった現在は、一たび発生すれ

ば、非常に短期間で大流行する可能性がありま

す。本県における対策についてお伺いいたしま

したが、発生時のシミュレーションなどを見る

と、大変恐ろしくなるような数字の羅列で、日

本で発生したら本当にどうなるのか、心配は尽

きません。幸いにも、同様の心配がなされた新

型肺炎ＳＡＲＳは、世界的な大流行は現時点で

は起こっていません。先日、産業医科大学の調

査が公表されておりましたが、これは大変気に

なる記事でございました。新型インフルエンザ

が大流行したら、医療従事者の26％が感染リス

クがあるのなら転職をするという結果が出てお

ります。看護師が31％と最も多く、次いで技師

や事務職員、そして医師が17％離職すると言っ

ております。予防に関する知識が不十分で、不

安が先行しているようで、教育や研修などが医

療従事者にも必要なようです。さて、昨年予定

された県議会の海外視察は中止となってしま

い、残念ながら貴重な研修の機会を失ってしま

いましたが、県民の皆さんにも気軽に海外に出

かける人が多くいらっしゃいます。特に鳥イン

フルエンザで死亡例が多発している東南アジア

など、非常に多いと考えられますが、現地では

どのような点に注意を払わなければならないの

か、地域生活部長に再度お伺いいたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 新型インフル

エンザに関する注意事項や最新情報につきまし

ては、厚生労働省を初めとしまして、さまざま

な機関から出されているところであります。外

務省でも、海外安全ホームページに、「海外渡

航者のための鳥及び新型インフルエンザに関す

るＱ＆Ａ」等を掲示し、「生きた鳥を扱う市場

や家畜飼育場への立ち入りを避けること」など

を呼びかけております。したがいまして、渡航

される際は、事前にこれらの情報を的確に把握

しておくことが大切だと考えております。この

ため、県内のパスポートセンターにおきまし

て、旅券の交付時に、鳥インフルエンザを含め

た感染症に関するチラシ等を配布するととも

に、鳥インフルエンザ発生国などの最新情報を

センター内に掲示し、注意を喚起しているとこ

ろであります。今後とも、渡航者が安心して旅

行できるよう、適切な情報提供に努めてまいり

たいと考えております。以上であります。

○田口雄二議員 ありがとうございました。

再度、教育長にお伺いいたします。工業系の

人材育成のために、山形県の米沢工業高校のよ

うな専攻科を延岡地区にと要望させていただき

ました。

昨年の11月に、静岡県におきまして、22歳以

下の若きスーパー職人の世界大会「2007年ユニ

バーサル技能五輪国際大会」が開催され、たく
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みの世界が競われております。46カ国が参加

し、47のそれぞれの分野において競われた結

果、16の金メダル、５つの銀メダル、３つの銅

メダルを日本が獲得し、前回の結果を大きく上

回り、圧倒的な世界一に輝いております。ＮＨ

Ｋでその一部が特集で放映されましたので、ご

らんになった方も多いと思います。外見からは

とても想像できないような若者が、一たび金づ

ちを持つと、１枚の平らな鉄板から世界に１台

しかない車の見事なボディーができ上がる。ま

た、かんなを持つと、100分の１ミリ単位の透き

通る薄さで板を削るなど、神わざのような腕を

持った21～22歳の青年が、多数映し出されてお

りました。ものづくりが現在見直されつつある

中、若者たちがまさに職人の世界に身を投じ、

今回の結果に満足することなく、さらに高い目

標を持って既に精進を重ねている姿に、私は大

変強い感動を覚え、日本もまだ捨てたものでは

ないと思いました。やはり日本の原点、活力は

ものづくりだと再認識させられるすばらしい内

容でした。

本県においては、中高一貫教育や普通科の通

学区域撤廃など、普通科の改革が中心ではない

かと思います。現在の工業系の高校生の就職率

は、団塊の世代の大量退職により好転している

ようでありますが、長期的な観点から、専門高

校での個性を持った人材の育成が必要と考えま

すが、再度、教育長の所見をお伺いいたしま

す。

○教育長（高山耕吉君） 産業教育につきまし

ては、社会のニーズに的確に対応いたしますと

ともに、将来を見据えた職業能力の育成に努め

ることが、極めて重要であると考えておりま

す。このため、これまで数次にわたる県産業教

育審議会の答申等も踏まえながら、専門分野及

び学科の枠を超えた学びのできる総合制専門高

等学校の設置や、高度な資格取得の推進による

専門性の向上、さらには社会人、職業人として

の基本的な資質を高めるための勤労観や職業観

の形成など、幅広い視点に立ちまして産業教育

の充実に取り組んでいるところでございます。

今後とも、地域産業との連携を強化しながら、

生徒たちがそれぞれの個性や能力を高めていけ

るよう、本県産業教育の充実に積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。以上でござ

います。

○田口雄二議員 ありがとうございました。

次に、公共工事の契約解除についてお伺いを

いたします。排水ポンプ場の新設工事が、２度

にわたり受注業者が倒産するという事態で、本

年の台風時期には全く対応できない10月末の完

成とわかりました。結果的には、当初の完成予

定からは７カ月もおくれることになります。し

かし、この事業は激甚災害対策特別緊急事業で

す。通常の公共工事と同様の対応でよかったの

かという疑問は、なかなか払拭できません。地

元では、「発注者側の県に責任はないのか。こ

とし大きな水害が発生したらどうするんだ」の

声が大変大きいこともお伝えしておきます。11

月議会でもお話ししましたように、現地は前回

の17年の台風14号の水害のときより大幅な埋め

立てが行われ、住宅が建てられております。遊

水地が大きく減少しており、同程度の雨量が

あったら、被害ははるかに大きなものになると

思われます。今回の完成時期のおくれで、台風

時期のポンプが機能しませんので、考えられる

最大限の水位の上昇を抑える対策を考えていた

だきたいと思いますが、県土整備部長にお伺い

をいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 出水期に備え
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まして、県では、祝子川から蛇谷川への逆流等

を防止するため、蛇谷川樋門に止水壁を設置い

たします。あわせて、樋門周辺の堆積土砂を除

去することとしております。また、出水時に

は、樋門操作を委託しております延岡市並びに

地域住民の方々へ、きめ細かく防災情報を伝達

するとともに、国の所有しております排水ポン

プ車の配置要請や工事用排水ポンプの応急設置

など、樋門操作と連動した緊急対応に努めてま

いりたいと考えております。

○田口雄二議員 ぜひとも万全の軽減策をよろ

しくお願い申し上げます。

なお今後、受注業者の倒産により整備におく

れが生じ、県民に迷惑がかかり、不便を強いる

ことがないためにも、入札に際しましては、建

設業者の経営状況の把握をしっかりと行い、特

に激特事業は、災害の早急な再発防止と軽減を

図るためにも慎重を期すべきだと考えますが、

再度、県土整備部長のお考えを伺います。

○県土整備部長（野口宏一君） 県工事の発注

に当たりましては、公共工事の適正な確保を図

るため、建設業法に基づきます経営事項審査

や、入札制度の一環として入札参加資格の審査

を行うとともに、契約を締結する際には、債務

不履行により生じる損害金の支払い保証を義務

づけておりますが、保証を行う金融機関や保険

会社等を含め、あらかじめ倒産を予見すること

は大変困難な状況にございます。しかしなが

ら、工事途中に倒産が発生した場合、工事完成

が遅延し、供用開始時期がおくれるなど、県民

サービスの低下につながりますことから、受注

業者の信用情報のより一層の把握に努めまし

て、入札や契約時の審査に活用していくことと

しております。さらに、現場管理のさらなる徹

底を図りまして、倒産の際には、速やかに契約

解除・再発注を行うことにより、工期のおくれ

を少しでも少なくするよう努めてまいりたいと

考えております。

○田口雄二議員 昨日の質問でも何度か出され

ましたが、今回の２度にわたる受注業者の倒産

は、入札制度改革を余りにも急ぎ過ぎ、劇的に

変えてしまった結果ではないのか。業者が疲弊

してしまい、その結果、県民に大きな支障が生

じ、災害の軽減策が丸々１年後の台風にしか機

能しないことになりました。知事は昨年、この

建設現場を視察もしていただいておりますが、

この事態を受けてどのような所見をお持ちか、

お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 県では、「入札・契

約制度改革に関する実施方針」を策定しまし

て、より公正、透明で競争性の高い入札・契約

制度を確立するために、抜本的な改革に取り組

んでいるところでございます。しかしながら、

近年の建設投資の大幅な減少に加え、一般競争

入札の導入による競争性の高まりなど、建設業

を取り巻く経営環境は大変厳しい状況となって

おります。このため、最低制限価格の引き上げ

など、入札・契約制度の検証と見直しを随時

行っているところであり、また、平成20年度に

は、建設産業対策を重点施策の一つと位置づ

け、総合的な対策を講じることとしたところで

ございます。蛇谷川排水ポンプ場に関しまして

は、地元の皆様の早期整備の御期待にこたえる

ことができなくなりましたことは、まことに残

念で、申しわけなく思っております。現在、一

日でも早く完成するよう、所管部長に指示をし

ておるところでございまして、今後とも、地域

住民の安全あるいは安心の確保に努めてまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございました。
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それでは、最後の質問にさせていただきま

す。観光行政についてお伺いいたします。本年

はいよいよオリンピックの年で、中国の北京で

オリンピックが開催されます。オリンピックの

キャンプ誘致でお伺いをさせていただきます。

以前、日本と韓国で開催されたサッカーのワー

ルドカップでは、ドイツとスウェーデンが本県

でキャンプし、マスコミにも大きく取り上げら

れました。隣の大分県の上津江村にはカメルー

ンチームがキャンプし、一時期は小さな村が全

国ニュースに連日放映され、村長が時の人に

なっていたことが思い出されます。昨年は野球

の星野ジャパンが本県でキャンプし、見事アジ

ア地区でのオリンピック出場権をトップで獲得

しております。北京オリンピックに関しては、

これまでの大会と違い、かなり前から現地に

入って環境になれるということはせずに、ぎり

ぎりになって北京入りするチームが多いのでは

ないかと見られています。というのも、現在問

題になっている食の安全性や大気汚染などの環

境面が不安視されるからです。そういう意味で

は、スポーツ施設の充実している本県へのキャ

ンプ地誘致はどう取り組んでいるのか。例えば

ハンドボール、まだ日本は決まっておりません

けれども、これは決まりましたら、知事が非常

に話題になっておりますので、ぜひ日本チーム

を宮崎に誘致してほしいと思っておりますが、

キャンプの誘致についてどう取り組んでいるか

お伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） オリン

ピックに限りませんで、スポーツキャンプにつ

きましては、その経済効果はもとより、地域の

活性化や競技力の向上などにも大きく寄与いた

しますので、積極的に誘致活動を行っておりま

す。その結果、ただいま御質問にもございまし

たように、昨年秋には、野球日本代表の誘致に

成功いたしまして、「スポーツランドみやざ

き」の名を全国にアピールすることができたと

いうふうに思っております。また、今月21日か

らは、既にオリンピック出場を決めております

女子ソフトボールの日本代表チームが、県総合

運動公園で合宿を行う予定になっております。

北京オリンピック関係のキャンプ誘致につきま

しては、キャンプをされるチームによりまし

て、使用する施設の条件などさまざまなケース

がございますので、その費用対効果等も十分に

考慮しながら、対応してまいりたいと考えてお

ります。

○田口雄二議員 以上で質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○中村幸一副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時41分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、17番図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、図師博規です。ただいまから、通告に従い

まして質問をさせていただきます。

本日も、傍聴席を埋め尽くす、たくさんの応

援の方においでいただいております。まことに

ありがとうございます。

県内では、きのうきょうと高校入試が行われ

ておるようです。受験生は、みずからの将来を

切り開くために、問題に真剣に取り組んでいま

す。私も、宮崎県の将来を切り開くため、その

ような気概を持って、この一般質問に挑んでま
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いりたいと思います。

それでは、まず初めに、２月10日夜に沖縄県

駐留アメリカ兵が女子中学生に暴行を働いた事

件に関してお伺いします。

２月13日に仲井眞沖縄県知事は、シーファー

駐日大使に対して、「事件を二度と起こさない

ように、再発防止策を県民に示してほしい」

と、強くアメリカ側に要求されました。しか

し、17日には、海兵隊員が酒酔い運転容疑で逮

捕され、18日には、同じく海兵隊員が酔っぱ

らって民家で寝ているところを、住居不法侵入

の容疑で現行犯逮捕されております。さらに、

同じ18日に、今度は陸軍兵がフィリピン女性を

強姦するというような事件まで起きました。在

沖縄アメリカ軍は2004年６月に、兵士に夜間外

出禁止時間を示すカードを持たせ、基地外出を

規制する、いわゆるリバティーカード制度を始

めました。しかし、現状は今お知らせしたとお

りなんです。沖縄県の基地対策課の方によりま

すと、そのリバティーカードなる制度が守られ

ているのかさえ、県側は知るすべがないと、怒

りはうっせきするばかりのようです。沖縄県警

によりますと、2007年のアメリカ兵及びアメリ

カ兵の家族が刑法を犯した数、その総数は何と

年間48件です。そこで、新田原基地のアメリカ

軍共同訓練が始まった本県におきましても、特

に新富町を初めとする基地周辺の住民にとって

は、この沖縄県の暴行事件は対岸の火事ではな

くなっております。県としては、地元自治体と

連携し、アメリカ軍に対し、いや、アメリカに

対し、綱紀粛正のためにどのような働きかけを

しているのか、知事にお伺いいたします。

続きまして、療養型病床の廃止縮減の問題に

ついてです。

この問題は、私、昨年６月の一般質問でも取

り上げさせていただいておりますが、平成23

年、つまり、３年後には介護療養病床が全廃さ

れます。この全廃されることに対して、県はど

のような整備計画を考えておるのかをお伺いす

るものです。

療養病床が全廃されるということは―現在

もその利用者は県内だけで2,300人いらっしゃ

る。さらに、その療養型病床を初めとする高齢

者施設を利用したい待機者の方は2,900名を超え

ています。それを足し合わせると、6,000名を超

える方々が今後、介護難民として地域にほうり

出される可能性があるということなんです。し

かし、昨年このことも私は取り上げたんです

が、そのときの福祉保健部長のお答えとして

は、現在の高齢者保健福祉計画は、介護療養病

床の廃止が決まる前の計画で、今後その実態に

あわせて、県も整備をしていくというような御

答弁をいただきました。その後、速やかに計画

の見直しをしていただきました。昨年の12月

に、宮崎県地域ケア体制整備構想なるものをつ

くっていただきました。その素早い対応は非常

にありがたく、評価に値する施策の展開だと考

えます。この計画書の中に、現場の医療機関の

意向調査をされた上での数字が並んでいます

が、その現場の意向調査結果によりますと、介

護療養病床から特別養護老人ホーム等の施設建

設をして、受け皿を整備すると回答された医療

機関の総数を足し合わせても、836床にしかなら

ないんです。つまり、いまだに1,500床の介護療

養病床の行方が定まっていないということが浮

き彫りになったんです。お配りさせていただい

ていますお手元の資料が、その内容です。

この計画書の作成に当たって、県も熟慮され

たと思われますが、県内を８つの圏域に分けま

して、圏域ごとに新規で高齢者施設を整備する
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計画を提示されています。これによりますと、

今後、県全体で老人保健施設を15カ所から16カ

所、特別養護老人ホームを10カ所から11カ所、

認知症対応型グループホームを約30カ所、その

他の施設を10カ所程度、３年間でハード施設を

整備する計画をつくられております。３年以内

にその整備が完了するとするならば、すばらし

い計画です。ただ、気がかりなのは、それを裏

づける財源の確保がなされているかということ

です。財政難の折ですので、「３年以内にこの

計画を完備します」と、歯切れのいい答弁が

返ってくるということは、余り期待できない。

ただ、私が言いたいのは、この介護療養病床

の廃止というのは、国が打ち出した制度なんで

す。国がその政策を打ち出したならば、療養病

床から施設を建設するための整備、その整備の

ための補助金、補助制度もあわせて、地方に提

示するべきだと私は思います。国がそのあたり

の政策、補助金の政策までを提示されているの

かどうか、福祉保健部長にお伺いするものであ

ります。

以下の質問につきましては、自席から行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

今回の沖縄県の事件は、あってはならない、

極めて遺憾なことと認識しております。新田原

基地では、米軍再編に伴う２回目の日米共同訓

練が、先日、実施されたところでございます

が、県では、訓練実施の事前説明を受けたとき

に、安全対策等に万全を期すよう国に要請し、

さらに今回の事件を受け、訓練初日にも、治安

対策の徹底を、国の現地連絡本部長に再度申し

入れたところであります。新富町長を初め地元

自治体においても、基地司令等に対し、米軍の

綱紀粛正と安全対策の徹底について申し入れを

行っております。国は、前回同様、米軍の外出

時には随行できる体制をとっておりましたが、

今回は、米軍みずから外出を自粛したと聞いて

おります。県としましては、国の現地連絡本部

や新富町の対策本部に職員を派遣し、国と地元

自治体との協定の履行状況の確認等を行ってお

り、今後とも、地元自治体と十分連携をとりな

がら、地域の安全・安心の確保に努めてまいり

たいと考えております。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

療養病床転換に係る国庫補助についてであり

ます。補助には３つメニューがありまして、新

たに老健施設等を建設する場合には１ベット当

たり100万円、現有施設を取り壊して建てかえる

場合は120万円、現有施設の改修の場合が50万円

となっております。以上です。〔降壇〕

○図師博規議員 知事にお伺いしたいのです

が、知事就任後、既に新田原のほうでは、アメ

リカ軍との共同訓練が２回行われております。

現地に行かれたことがありますか。

○知事（東国原英夫君） はい、ございます。

○図師博規議員 そのときの御感想があれば、

お聞かせ願います。

○知事（東国原英夫君） まず、周辺も含めて

何回か行ったんですが、基地周辺の訓練時の騒

音は、やはり尋常ではないと感じております。

あるいは、新田原基地の、住民の方たちに対す

る安全・安心の保障が十分なされているかどう

かということは、国に対しても要請はしており

ますし、今のところ確保されているというよう

な認識はしております。

○図師博規議員 もう御存じとは思うのです

が、来年度から、米軍の訓練回数は飛躍的にふ
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えます。さらに、アメリカ兵の寄宿舎が、200人

もしくは300人規模で建設されるとも聞いており

ます。今後も治安維持のために、県もその監視

レベルを常に保っていただきたいと思っており

ます。

続きまして、療養型の廃止についてでありま

す。今の部長のお話では、新しく施設をつくる

際に、１床につき100万円、現在ある建物を取り

壊して新しくつくるときには120万円、現在ある

建物の改修をするときには、１床につき50万円

という御説明をいただきました。高齢者施設と

いうのは平均的には大体50床規模です。つま

り、１床100万円ならば、１施設を整備するの

に5,000万円程度の補助金しかつかないというこ

とです。私は、以前、病院に勤務しておりまし

て、その病院が老人保健施設をつくるときに、

その老人保健施設の建設にも携わりました。そ

のときは総工費を幾ら削減しても１施設６億か

ら７億かかったんです。その費用がかかるにも

かかわらず、国は5,000万円程度の補助金しかつ

けないと言っているわけです。

ちなみに、電動式の介護ベッドでも、１つ

が50万から60万します。それにポータブルトイ

レ、手すり、スロープ、そのような個人的な介

護設備を整えるだけで、１床当たり100万ぐらい

の補助金なんか吹っ飛んでしまうんです。つま

り、もっと言うならば、国は、屋根も要らん、

床もない、壁も要らん、そんな野ざらし、雨ざ

らしの中で高齢者の介護をしろと言っているよ

うに、私には聞こえます。そんないいかげん

な、ざるのような計画を、私はこのまま見過ご

してはおけない。現場が血を流そうとしていま

す。この政策転換に、現場は身銭を切って取り

組もうかどうか、今、迷っています。県のほう

としては、この現場の声をどうとらえていらっ

しゃるのか。部長、国の政策内容について、個

人的な見解でも構いません、率直なお考えを聞

かせてください。そして、もし今後、県単独で

もこの整備についての新たな政策、補助内容を

創設される計画があれば、教えてください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今回の一連の

改革は、国において計画され、全国一律に行わ

れるものでありますので、国の責任において、

転換支援の措置等がなされるべきものでありま

して、建設費補助について県単独による上乗せ

は考えていないところであります。しかしなが

ら、転換の対象となる各医療機関の状況は厳し

いものがあるため、その経営状況や患者の状

況、また当県議会での議論や各市町村の意向な

ど、地域の実情を訴え続け、それらを踏まえた

支援策の充実について、国に対して要望を続け

てまいりました。その結果として、今、出され

ている案ですが、現在の病院の居室を、面積を

広げずにそのまま活用できるよう、面積基準の

緩和がなされる予定と聞いており、特に小規模

な医療機関にとっては、転換に要する投資規模

が少なくなるなど、一助になるものと期待して

いるところであります。今後とも、さらに国と

の協議を重ね、現実に即した支援策の充実を求

めてまいりたいと考えております。

○図師博規議員 部長の丁寧な御答弁はよく理

解できるところでありますが、私は、この無謀

とも言える国の政策転換に対し、現場をよく知

る人間として、この危機的状況をチャンスとと

らえて、新たな提案をさせていただきたいので

す。

県の整備計画は、療養病床廃止後、施設を新

たに建設することで、介護難民を受けとめよう

としています。それは間違いじゃない。しか

し、財源の裏づけは、今御説明あったとおり、
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国はしない。でも、新たに施設をつくらなくて

も、既に整備されている建築物があります。そ

れを活用してはどうですか。それは高齢者自身

の御自宅です。家です。その内容は、先ほどの

県が示した構想の中にもうたわれていますが、

療養病床利用者の約８割の方々には持ち家があ

ります。つまり、療養病床廃止を機に、その方

々を施設に移すのではなく、住みなれた地域、

我が家に帰ってもらうための政策を打ってはど

うか。もちろん、単身者や高齢者のみの世帯が

全世帯の約半数あり、家族の介護力の低下や家

族機能が希薄化しております。その現実も含め

ると、単に家に帰ってもらうというのは無責任

に聞こえるかもしれませんが、家族の介護力を

補う、地域での24時間体制の看護・介護の供給

ができる、そのような整備をするとするなら

ば、何も１施設６億、７億使って、何千万、何

千億という費用を投資しなくても、高齢者を支

えることは可能です。実際、先ほど高齢者施設

の整備のため６億、７億かかると言いました

が、地域を支える訪問看護ステーションや包括

在宅介護支援センター等の拠点事務所の設置費

用は、ほんの何十分の一です。さらに、療養病

床廃止後に出てくるであろう介護職失業者の再

雇用につながるのはもちろん、県内で約8,000名

いらっしゃる介護福祉士のうち、職につけてい

ない約3,000名の有資格者の雇用の創出にもなり

ます。私は、一か百じゃない、施設か在宅かと

いうのをとりなさいと言っているのではなく

て、療養病床の廃止に伴い、施設転換と並行し

て在宅転換、つまり在宅マンパワーの拡充を今

から図れば、３年後には間に合うのではない

か、そのマンパワーの拡充の数値目標を掲げら

れ、取り組まれてはどうかという提案をさせて

いただきたいのですが、部長のお考えをお聞か

せください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今回策定しま

した地域ケア体制整備構想におきましても、重

度者に対応した施設整備を記載しておるわけで

すが、それはもとより、在宅サービスの充実と

か、介護と医療サービスとの連携をケア体制の

重要な課題として位置づけをしているところで

あります。そのためには、在宅医療をサポート

する訪問看護や訪問リハビリテーションなどの

在宅介護・在宅医療サービスの充実が課題であ

ると考えており、今後の地域ケア体制の整備を

進めていく上でのかぎとなるものと認識してお

ります。現在、療養病床の転換意向を踏まえ、

地域ごとに、在宅介護・施設介護サービスの充

実を初め、地域資源を活用した医療と介護サー

ビスの連携のあり方等について、具体的な検討

を進めているところでありますが、さらに、地

域に望まれるサービスの確保・充実に向けて、

地元の市町村や医療機関等と連携し、来年度に

策定する予定の介護保険計画の中で、具体的な

サービス量や介護保険料などを含めて検討して

まいりたいと考えます。

○図師博規議員 前向きな御答弁ありがとうご

ざいます。今、部長がおっしゃったように、こ

の介護計画というのは、市町村に落とし込んで

いくというのが非常に大切であります。その際

に、先ほど言いました在宅のマンパワー充実と

いうのも、県のほうで指導をしていただきたい

と思っております。

現在の診療及び介護報酬、つまり点数化され

て事業所に入ってくる報償金の件ですが、これ

が在宅関係の点数化されている部分は非常に小

さくて、24時間の介護・看護の供給体制を整備

したとしても、それを運営していくということ

は困難なんですね。ですから、これは県レベル
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はもちろんなのですが、これ以上介護難民をふ

やさないためにも、国へ、この診療及び介護報

酬の改定、見直しを訴えていく必要が多分にあ

ります。既に担当部、そして高齢者対策課の担

当職員も、この件については国に大いに食らい

ついてくれているとも聞いております。知事、

道路特定財源堅持の活躍、まさに目をみはるも

のがあります。福祉の、そして高齢者の受け皿

づくりについても、介護報酬、医療報酬の見直

しについても、大いに国に働きかけていただき

たいと思いますが、今、知事、何かお考えがあ

ればお聞かせいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） お答えいたします。

地元の市町村や各医療機関と検討を重ねまし

て、在宅や施設での、地域に望まれる介護の受

け皿の確保や介護サービスの方向性等につい

て、地域ケア体制整備構想として取りまとめ、

また国に対しても、地域の実情を訴え、支援策

の充実強化を求めてきたところでございます。

私も療養病床の現場に直接出向きまして、患者

さんたちと話をしたり、担当医の御意見をお聞

きしましたが、入院患者さんとか医療機関など

の状況、地域の実情は厳しいものがあると認識

しております。引き続き、より実情に即した支

援策や基準などを検討するよう、国に対して、

これまでどおり強く要望してまいりたいと考え

ております。

○図師博規議員 よろしくお願いします。

続きまして、公立学校における減点・加点方

式による生徒評価についてお伺いいたします。

近年、大学進学における推薦枠の拡大は顕著

で、学力による評価はもちろんのこと、生徒指

導に基づいた公平公正な生徒評価も重要なウエ

ートを占めてきています。そこで、文部科学省

は平成17年から、「新・児童生徒の問題行動対

策重点プログラム」の中で、学校規律の違反行

為に対しペナルティーを科すことを適用した、

いわゆるゼロトレランス方式なるものの調査研

究を始めています。このゼロトレランス方式と

はどういうものかと申しますと、例えば、無断

遅刻をしたらペナルティーは２点、携帯電話を

学校に持ち込んだらペナルティー３点、無断で

アルバイトをしたらペナルティー６点、ペナル

ティーが積み重なって６点以上になったら謹慎

処分、20点以上になれば停・退学処分を科すこ

とができるというような内容です。

このゼロトレランスという意味なんですが、

「寛容な対応は一切しない」というように訳さ

れており、アメリカのビル・クリントン政権以

来、学校現場に導入されてきたもので、軽微な

違反行為を放置すれば、より重大な違反行為に

発展するという「破れ窓理論」に基づいたもの

です。本県においても、このような減点・加点

方式での生徒評価を導入している県立学校が数

校あると聞いています。この方式は、公平な生

徒評価、生徒の更生につながるというメリット

がある反面、ゼロトレランスの意味が示すよう

に、「寛容さなし」で教師が生徒に指導するこ

とも意味しており、ペナルティーを犯してしま

うまでの理由や、生徒の家庭環境等は一切加味

されない、冷酷な教育にもなりかねないといっ

た危惧もあります。ゼロトレランス方式のよう

な生徒指導の内容について、子供の権利、また

その関係法令等にもお詳しい教育委員長の所見

をお伺いしたいと思います。

○教育委員長（江藤利彦君） 御質問にありま

したように、「不寛容」とか「毅然とした対応

方式」と訳されますこのゼロトレランス方式

は、新しい概念であります。一般的にはまだな

じみが薄いと思いますが、当時のジュリアーニ
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・ニューヨーク市長の犯罪対策にヒントを得た

ものと聞いております。議員はよく勉強してお

られるなというのが、率直な感想であります。

さて、本論に入ります。学校が活力に満ちた

質の高い教育活動を展開し、生徒や保護者の期

待にこたえていくためには、生徒一人一人に夢

や希望を持たせ、意欲的に学校生活を送らせる

ことが重要であります。しかし、反面で、非行

等の問題行動が発生した場合には、生徒との間

に心のきずなを深め、粘り強い指導を行ってい

くことが重要だと考えます。そこで、各学校

は、生徒や地域の実態、保護者の願いなど学校

の実情に応じて校則等を定め、さまざまな指導

に取り組んでいるところでございます。

お尋ねの減点・加点方式またはゼロトレラン

ス方式を取り入れた生徒指導は、生徒の問題行

動に対して学校が毅然とした措置をとるという

意味では、大変有効な方法ではないかと考える

わけであります。しかし、一方で、生徒の自主

性や内発性を損なうことがないよう、運用面な

どに配慮することも必要であるというふうに考

えるわけです。いずれにしましても、校則やそ

の運用方法は、固定的なものではなく、各学校

や生徒の実情等に応じて見直しが図られるべき

ものであると認識しております。以上でありま

す。

○図師博規議員 この導入を全く否定するわけ

ではないんですけれども、必ずしもこの制度が

公平公正な評価につながるとは言い切れない部

分もあると思うんですね。宮崎県の教育事情に

合った、日本の風土に合った方式の検討をされ

る必要があるかと考えます。

次に移ります。スクールカウンセラーの現状

と成果について、今度は教育長にお伺いしま

す。

カウンセリングを通して、人格形成段階にあ

る生徒に寄り添い、また子育てに不安を抱く保

護者へアドバイスをするスクールカウンセラー

は、学校においても非常に大きな存在感があろ

うと思いますが、その現状と成果についてお聞

かせください。

○教育長（高山耕吉君） スクールカウンセラ

ーの現状と成果についてであります。いじめや

不登校、問題行動等の解決を図るために、現

在、中学校70校にスクールカウンセラー31名を

配置いたしております。配置された学校では、

子供の不登校や性格・行動等について延べ

約8,000人からの相談がありまして、そのうち子

供自身の相談は約50％、教職員の相談が30％、

保護者の相談が20％という状況になっておりま

す。それらの相談に、スクールカウンセラーが

きめ細かに対応することによりまして、生徒の

悩みの早期発見や早期対応に努め、友人関係の

修復や不登校の改善などに成果を上げている状

況であります。スクールカウンセラーにつきま

しては、本県における臨床心理士の人数が限ら

れておりますが、今後、地域の人材も活用した

スクールアシスタント等の配置を行いまして、

学校の相談体制の充実に積極的に努めてまいり

たいと考えております。以上です。

○図師博規議員 スクールカウンセラーの成果

については理解できたところですが、カウンセ

リングを受けた生徒、家族、教師は、問題整理

ができ、情緒的な安定が図られ、自信を回復

し、相談室を後にしますが、いじめが潜在して

いる現場（教室）や、荒れた家庭環境の中に

帰っていくと、再び同じ症状を呈して相談に

戻ってくる方も少なくありません。もしくは、

さらに状況が悪化することもあり、不登校や虐

待が大幅に減っているとは言いがたいのも事実
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ではないでしょうか。

そこで、文部科学省では、スクールソーシャ

ルワーカー活用事業という制度を、平成20年度

から導入することを決めています。このスクー

ルソーシャルワーカーは、相談室でカウンセリ

ングを行うだけではなく、家庭に出向き、保護

者を含めた調整を行ったり、友人と一緒にグル

ープワークを実施したり、さらに、民生委員、

ＰＴＡや警察、保健所、生徒を取り巻く地域の

各組織と連携し、問題の予防及び早期解決を図

るためのマネジメントを行っていただくプロで

す。この事業を導入するということは、効果も

大いに期待できると思われますが、この件につ

いて教育長の御所見をお伺いします。また、ス

クールソーシャルワーカーを導入する際に、ど

んな人材を充てようとされるのか、そのあたり

も含めて御答弁をお願いします。

○教育長（高山耕吉君） 来年度、国において

実施が予定されておりますスクールソーシャル

ワーカー活用事業でございますが、教育、福祉

の分野において知識や経験等を有する専門家等

を、スクールソーシャルワーカーとして学校な

どに配置し、家庭環境等に課題を抱えた児童生

徒に支援を行うものであります。スクールソー

シャルワーカーには、社会福祉士あるいは精神

保健福祉士、元教育経験者や地域の人材等、幅

広い人材の活用が、現在検討されているという

ふうに伺っております。本事業は、生徒指導の

充実に資するものでありますので、本県への導

入につきましては、今後検討してまいりたいと

考えております。以上です。

○図師博規議員 来年度から導入されると理解

してよろしいでしょうか。

○教育長（高山耕吉君） 国がそういった方向

であれば、県としてもそういった対応を図って

いきたいと考えております。

○図師博規議員 前向きな御答弁ありがとうご

ざいます。

それでは、続きまして、職員のメンタルヘル

スについてお伺いします。

平成18年度の県職員安全衛生、健康管理概要

で見ますと、知事部局のうち、傷病休暇者が67

名、そのうち90日以上長期休暇されている方

は40名いらっしゃいます。教育委員会の休職者

は93名、県警、企業局、病院局を合わせる

と、18年度の休職者が161名いらっしゃいます。

もちろん、休職者のすべてが、精神的なストレ

スや事由によって休まれているというものでは

ありませんが、精神的な理由があるのではない

かと、そこに関連づけるに不自然ではない数

字、気がかりな数字があります。これも知事部

局のみの数字ですが、休暇につながりかねない

症状として、例えば、「眠れない」と訴える職

員は113名、「漠然と不安な気持ちになる」と答

える職員は137名、「何もする意欲がわかない」

と答えた方は77名、「よく頭痛がする」が222

名、「全身の倦怠感がある」が875名いらっしゃ

います。重複者も多いと思うんですが、この数

字から推測するに、知事部局の４人に１人は何

らかの精神的ケアが必要な状況にあると言って

も過言ではない。部長でも、うなずかれている

方がいらっしゃるようです。

気がかりなことが、もっとあるんです。きの

う外山衛議員が知事のブログで紹介されました

が、知事も最近、「周りの人間がすべて敵に見

える。信用できない」。被害妄想のようにも聞

こえるコメントがあるようですが、トップに立

たれるがゆえの孤独もあるでしょう。知事も、

メンタルヘルスケアをもっと十分重要に考えら

れてはどうかと思います。もっと深刻な数字が
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あります。ここ10年間の県職員全体の自殺者

数、10年で23名いらっしゃいます。自殺を推測

するときに、未遂者はその10倍から20倍いらっ

しゃるとも言われます。現在、県においても、

健康管理センターを中心としてメンタルヘルス

相談等が行われているようですが、その現状と

予防強化という観点から、今後どのように取り

組まれようとしているのか、総務部長にお伺い

します。

○総務部長（渡辺義人君） 公務員を取り巻く

環境の変化の中で、近年、本県におきまして

も、心の病による休職者、こういった職員がふ

えておりますし、今、御紹介等もありましたけ

れども、さまざまなストレスに起因するメンタ

ル面での不調を訴える職員が増加傾向にござい

ます。したがいまして、これまで以上に職員の

健康管理が重要になってきているというふうに

認識をいたしております。

このため、職員のメンタルヘルス対策とし

て、管理職員等への研修を実施しますととも

に、保健師、専門医、臨床心理士による相談体

制を確保するなど、心の病の早期発見・早期対

応に努めているところでございます。また、新

たな今後の取り組みといたしまして、研修の面

では、これまで35歳の職員あるいは新任の担当

リーダー等を対象とした、研修をやっておるわ

けでありますが、これに、所属長に新しくなっ

た人を新たに加えます。それから、各地区に出

向きまして、メンタルヘルスの研修を行います

出前研修を実施したいと考えております。さら

に、相談体制の面では、先ほど申し上げました

ように、精神科医、臨床心理士、保健師等が相

談に当たっているわけでありますけれども、こ

の中で特に専門性の高い精神科医、臨床心理士

による相談回数が、これまで年24回でありまし

たけれども、これを36回に拡大するという計画

でございます。それに加えまして、心の病によ

る休職者等が円滑に職場復帰できるように、支

援体制の整備に取り組む予定であります。以上

であります。

○図師博規議員 今度は、今、部長の御答弁に

ありました職場復帰に関して、精神疾患に罹患

された職員のケアですが、厚生労働省は、職員

の休職後の復帰等をより丁寧かつ正確に行うた

めに、職場復帰判定委員会を設置する旨の指針

も示されています。既に教育委員会では、職場

復帰のため、約４週間の教職員職場復帰トレー

ニングを実施し、その結果を参考にして、教職

員疾病審査委員会において復職の判定をしてい

ると聞きます。このような取り組みは、教育委

員会にとどまらず、全庁的に取り組まれてはい

かがかと思いますが、総務部長の御見解をお伺

いします。

○総務部長（渡辺義人君） 心の病により休職

等をした職員が職場復帰する際には、所属長や

健康管理スタッフが、主治医や家族などと連携

・協力して対応する仕組みを構築することが必

要であると考えております。先ほど申し上げま

したが、来年度から新たな取り組みを行う予定

にいたしております。具体的に申し上げます

と、職場復帰支援の関係では、まず第１段階と

して、病休、休職中の職員の療養相談を実施い

たします。第２段階としての復職準備期の支援

といたしまして、本人、所属長、精神科医等で

構成いたします―これはまだ名称は決めてお

りませんけれども―復職支援会議といったよ

うなものを想定しておりますけれども、そう

いったチーム、組織を設けまして、試し出勤の

適用が可能であるのかどうなのか、試し出勤を

可能とした場合に、試し出勤のプログラムをつ
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くったり、試し出勤を実施した後の職場復帰が

可能であるのかどうかという判断等を行うこと

にいたしております。それに加えまして、最終

段階として、職場復帰後の経過観察を行う予定

にいたしておるところであります。これらの各

段階に応じたきめ細かな支援体制を整備するこ

とによりまして、心の病による休職者等の円滑

な職場復帰と再発防止に努めたい、このように

考えております。以上であります。

○図師博規議員 さらに、今、定期健診が行わ

れているかと思うんですが、その定期健診のと

きに簡易な心理テストを実施し、うつ症状等を

呈している職員に、速やかに介入できるような

体制づくりを講じられてはどうかと思います。

ちなみに大分県では、定期健診時に、心の健康

診断を実施されています。高知県では、約400項

目余りの健康アンケートを行って、コンピュー

ター処理によって分析、診断を行っています。

さらに富山県では、ストレスドックなるものを

開設して、心理テストから脳波測定、アルファ

波誘導装置によるリラックス体験などを実施し

ている自治体もございます。こういう自治体を

例にされ、さらに県の取り組みを強化していた

だきたいと思いますが、部長、いかがですか。

○総務部長（渡辺義人君） ただいま心理テス

ト等のお話がありましたけれども、本県におき

ましては、近年では平成17年度に、35歳、40歳

等の指定年齢の職員約800名を対象にいたしまし

て、心の健康に関する調査を委託により実施し

まして、個人への結果を通知しております。そ

れを受けまして、その職員に、ストレスへの気

づきや、ストレスに対処することの必要性を認

識してもらうとともに、委託先から、特にスト

レス度の強い職員に対しましては、専門家への

相談を勧めるなどのフォローアップを行ったと

ころでございます。御提案の定期健康診断時の

心理テストの実施等につきましては、実施の方

法やプライバシーへの配慮といった、細かな部

分での詰めが必要だと思います。そういった解

決すべき課題をクリアしながら、今後、また全

数調査となりますと、相当な経費がかかります

ので、余り経費をかけずに効果的な方法ができ

るのかどうか、その辺のことも含めて、専門家

の方々の意見をよく聞いて研究してまいりたい

と考えております。以上であります。

○図師博規議員 現在は、地方分権という転換

期の中、中央から事務事業がどんどん移管され

て、事務事業量は増大しています。にもかかわ

らず、県は今、改革期にありまして、職員がそ

れに見合った配置をされているとは言いがた

く、逆に、職員一人一人にかかる事業量、業務

量の負担は大きくなる一方です。職員の健康管

理を拡充することが、職員のモチベーションを

上げて、生産性を上げ、ひいては住民サービス

の向上につながる。これは私が言うまでもあり

ませんが、そのような視点を持って、職場環境

の改善にも取り組んでいただきたいと思いま

す。

続きまして、新みやざき創造戦略展開事業に

ついてお伺いいたします。

知事が掲げられる新みやざき創造戦略を効果

的に展開するため、今年度から事業化されてい

る内容ですが、この事業は、副知事を本部長、

総合政策本部長を副本部長に据え、体制的にも

重厚な内容が組まれています。いわゆる部局連

携のシンボル的事業と位置づけられているよう

ですが、この事業のねらいと今後の事業展開内

容を、総合政策本部長にお伺いします。

○総合政策本部長（村社秀継君） 新みやざき

創造戦略展開事業についてでございますけれど
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も、この事業は、総合計画に掲げる重点施策で

あります新みやざき創造戦略に係る関連事業の

企画・立案あるいは調整等を行い、戦略の効果

的な推進を図るものでございます。事業の成果

としましては、一つには、先ほどお話がありま

したけれども、副知事を本部長とする戦略推進

本部を中心に、全庁的な視点から、平成20年度

重点施策を構築したことでございます。重点施

策に基づく予算要求枠の特例措置が講じられま

したのは、今までで初めてのことでございま

す。目に見える形で重点化が図られたものと考

えております。また、部局間の連携が必要とな

る施策の推進、あるいは中長期的な展望に立っ

た新たな施策の構築に向けて、調査研究や事業

実施に取り組んだところであります。例えば、

東京、福岡において開催しました移住セミナー

は、当初、計画はしていなかったものでござい

ます。知事の意向を踏まえ、部局横断的な連携

により実施をしまして、予想を上回る参加者を

得て、今後につながる成果を上げることができ

たのではないかと考えております。今後の事業

展開につきましては、事業１年目の成果を踏ま

え、戦略の積極的かつ効果的な推進や、迅速な

対応が必要な戦略への機動的な対応といった観

点から、引き続き取り組んでまいりたいと考え

ております。

○図師博規議員 成果は十分理解できました。

総合政策本部長におかれましては、知事就任１

年目で特色ある政策展開をするため、臨機応変

な部局横断的連携に奔走されたと聞いておりま

す。その中でも、当初予算では計画になかった

東京、福岡での移住セミナーも、大きな成果を

上げられています。知事は、このように政策企

画の黒子役として知事を支えてこられた総合政

策本部を、今回、組織統合される議案を提出さ

れています。知事はこの部に対してどのような

評価をされているのか、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 総合政策本部につき

ましては、知事の政策決定を補佐し、戦略性の

高い政策展開を図るため、政策立案や総合調整

機能や広報広聴機能、秘書機能等をあわせ持つ

組織として、平成16年度に組織されたものであ

ります。本年度は、私のマニフェストを踏まえ

た新みやざき創造計画を短期間のうちに取りま

とめるとともに、政策部門と連携して、重点施

策に基づく予算の重点化を図り、さらには政策

評価による成果重視型の政策推進、知事のトッ

プマネジメントの補佐等に取り組んでまいりま

した。平成20年度の組織改正におきましては、

「県民政策部」を新設することとしたところで

ありますが、地域政策や交通政策など重要課題

や県民生活にかかわる横断的な施策をあわせて

所管することにより、スピード感と実行力を

持って、全庁的な総合調整機能をより一層効果

的に発揮するといった意味で設置したものでご

ざいます。

○図師博規議員 総合政策本部長、東京、福岡

の移住セミナー、私もやはりやってよかったと

思っています。知事の御意向を酌まれて速やか

に政策化されたことは、評価に値すると思って

おります。

最後に、総合政策本部長は、今年度で定年を

迎えられるとも聞いておりますが、地域生活部

長等を歴任され、ことしは総合政策本部長とし

て知事を支えてこられたことは、今お話しいた

だいたとおりです。組織は統合されても、名称

はなくなったとしても、部長が汗をかかれた事

業はそのまま残ります。今、部長、ここに座っ

ていらっしゃって、長年の県庁経験を生かし、

今後の県政に期待するもの、部長のお考えがあ
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ればお聞かせいただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。

○総合政策本部長（村社秀継君） 総合政策本

部長としてのこの１年の感想等についてでござ

います。全国的に非常に注目度の高い知事のも

とで、本部長として就任以降、その責任の重大

さをひしひしと感じましたし、また知事のトッ

プセールスによるマスコミを通じての本県のＰ

Ｒ、あるいは知事のイラスト問題など、長い県

庁生活の中で今までに経験したことのない課題

が出てくるなど、時には戸惑いを感ずることも

ございました。こういった課題は、知事の絶大

な行動力や情報発信力から来るものでありまし

て、職員の皆さんと一緒に知事を全力でサポー

トし、対応してきたところでございます。

また、総合政策本部におきましては、大きく

は県政の推進役としての機能を担ってまいりま

した。具体的には、知事のマニフェストを基本

に、県民の意向等を踏まえながら県政の方向を

定めるという観点から、総合計画や平成20年度

重点施策の策定に取り組みました。また、さま

ざまな政策課題に挑戦するという観点から、中

山間地域の活力再生に向けた政策提案などにも

取り組んできたところでございます。今回の組

織改正により、新たに「県民政策部」が設置さ

れることになっておりますけれども、職員の皆

さんには、引き続き県政の推進役として、しっ

かりと知事を支えて、柔軟な発想や持てる経験

をフルに生かして、総合的な政策推進に邁進し

ていただきたいと切に願っております。以上で

あります。

○図師博規議員 ありがとうございました。教

育長におかれましても、今回任期を終えられる

とも聞いております。お二人、それぞれの功績

に対して改めて敬意を表するとともに、また今

後、県勢発展のために御尽力いただければと

思っております。

以上をもちまして、図師博規の一般質問を終

わらせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

○坂口博美議長 次は、36番黒木覚市議員。

○黒木覚市議員〔登壇〕（拍手） 知事初め執

行部の皆さん方、代表質問から一般質問、大変

御苦労さまでございます。私が最後になります

が、議員の皆さん、どうぞしばらくの間おつき

合いのほどをお願いしたいと思います。時間が

ございませんので、早速質問に入らせていただ

きます。

昨年、本県で猛威を振るった鳥インフルエン

ザは、今のところ、本県ではもちろんのこと、

我が国でも発症がございません。発症しない要

因といたしましては、種々あろうかと思います

が、私が養鶏農家を回ってみますと、生産農家

から、ことしは家畜保健衛生所の先生方が足し

げく通ってこられ、衛生指導が行われていると

お聞きしております。改めて、県の職員の方々

や関係団体の方々の防疫活動に対しまして、敬

意を表したいと存じます。

一方、鳥インフルエンザの感染ルートとして

渡り鳥の関与が大きいと指摘されている中、個

々の農家の防疫対策では発生防止に限界がある

のも鳥インフルエンザであります。私は、今シ

ーズン発生しない要因として、降雨が関係して

いるのではないかと考えております。昨年と今

年の発生シーズンにおける宮崎市の降雨量を比

較してみますと、今シーズンは約３倍多く雨が

降っております。乾燥した鳥のふんの中で生存

していると言われるインフルエンザウイルスに

とっては、ことしは発症しにくい気象条件では

なかったかと考えております。知事の防疫への
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取り組みに対しましては、敬意を表しますが、

天候も知事に味方したのではないかと、知事の

強運に対しまして、今さらながら敬服している

ところでございます。そこで、今後も引き続き

鳥インフルエンザの防疫強化が必要と考えます

が、知事の見解をお聞かせください。

次に、本県の児童生徒の学力について、教育

長にお伺いいたします。

昨年４月、40数年ぶりに実施された文部科学

省の「全国学力・学習状況調査」におきまして

は、参加した本県の小中学生は、ほとんどの教

科の平均点が全国平均以上で、中学３年生は全

国で10位、九州では１位という成績をおさめま

した。私は、この学力調査の実施が決まったと

きから、本県の子供たちのため、また本県の将

来のためにも、よい結果が出ることを祈ってい

たところでございましたが、すばらしい成績

だったことを大変うれしく思っているところで

ございます。

しかしながら、先日、大学入試センター試験

の結果が44位という報道がなされました。大変

残念な内容ですが、私は、この報道の内容に、

いささか疑問を禁じ得ないのであります。小中

学校の学力調査は国語、数学の２教科で、セン

ター試験が５教科７科目という違いがあるだけ

ではなく、センター試験はデータの参加率等が

各県大きく違っているために、各県を比較する

のは適当ではないという話も聞きます。とはい

え、中学３年生の段階で全国的にも高い学力を

有している本県の子供たちが、大学受験の段階

では本当に報道されたようなレベルになるもの

でしょうか。熱心に指導されている多くの高校

の先生の姿を目の当たりにしているだけに、納

得がいかないのであります。

そのような中、富山県では、国公立大学への

進学率を指標の一つとして、学力向上について

議論されているという新聞記事を見ました。国

公立大学へは、ある程度高い学力がないと合格

できないと考えられます。そこで、本県の国公

立大学への進学率はどのようになっているの

か、また本県高校生の学力をどのようにとらえ

ているのか、教育長にお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問を終わります。後は自

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

高病原性鳥インフルエンザの防疫強化につい

てであります。今シーズンは、昨年の発生を踏

まえ、養鶏農場の全戸立入調査や消石灰配布な

ど、発生の予防対策に全力を挙げて取り組んで

いるところであります。また、万が一の発生を

想定し、防疫従事者を３倍にふやすなど、昨年

以上の防疫体制もあわせて構築しているところ

でございます。さらに、20年度にはバイオハザ

ードに対応した検査棟を宮崎家畜保健衛生所に

新設することを予定しており、検査機能の強化

を図るとともに、万全な対応を期すこととして

おります。今後とも、気を引き締めて、高病原

性鳥インフルエンザの防疫対策、防疫強化に努

めてまいりたいと考えております。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

高等学校におきましては、履修科目が生徒に

よって大きく異なっておりますことから、小中

学校の「全国学力・学習状況調査」のような調

査は実施されておりませんので、学力を全国と

比較するデータはありません。御質問にありま

したように、「学校基本調査」をもとに、高校

の卒業者数に占める国公立大学の入学者数の割

合である進学率を計算いたしますと、全国平均
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の11.1％に対し、本県は16.2％で、全国で11

位、九州内では２位となっております。この結

果を見ますと、高校の先生方のきめ細かな指導

により、多くの高校生が確かな学力を身につけ

て進路目標を実現しているものと考えておりま

す。今後とも、本県のすべての子供たちの学力

向上を図り、その進路希望の実現に向けて、全

力を傾けてまいりたいと考えております。以上

でございます。〔降壇〕

○黒木覚市議員 午前中、田口議員のほうから

新型インフルエンザの話が出ました。確かに、

東南アジアにおきましては、鳥インフルエンザ

にかかった鶏を食べて人間にうつったという説

もございますが、日本でいかに発症させないか

ということが非常に大事だというふうに私は

思っています。よそから来ることをいかに防衛

するか、日本で発症させないかということであ

ります。皆さん方にお配りしておりますが、宮

崎地方気象台のデータをとってきました。昨年

は12月にはたくさん雨が降ったんです。大量に

降りました。１月の３日に6.5ミリ降っておりま

すが、それ以降、１月23日―20日間ぐらい

ずっと雨が降らなかった。非常に乾燥したんで

す。それ以降もほとんど降らなかったんです。

ということは、人間のインフルエンザも去年は

非常に発生した。乾燥すると、のどからやられ

ていくということだそうでございます。鳥の場

合も、飛来してきた渡り鳥がふんをする。その

ふんがずっと乾燥したままあるわけですね。そ

の中でウイルスがずっと生き続けているんで

す。それを媒介するネズミ等がくわえて、中に

持ち込むということになるんですが、昨年度は

そういった気象条件もあったのではないか。こ

としは、満遍なくずっと雨が降っている。悪い

ことに、大根の切り干しが乾かなかったんで

す。これが農家としては一番困りました。定期

的に雨が降ったものですから、普通は冬場の１

月が一番、切り干し大根の時期なんですね。こ

れがうまくいかなかった、品質が低下したとい

うふうに言われております。今言いますよう

に、そういう状況で、皆さん方に、これはデー

タとして上げておきたいというふうに思いま

す。

教育長、いろいろお調べいただきますと、な

かなか宮崎県も学力はいいじゃないですか。そ

ういうことを考えると、私どもは少し安心です

が、さっき退職の話が出ましたけれども、後継

の方あるいは学校の先生方に、すばらしい成績

じゃないかということで、励ましの言葉をいた

だきたいと思っています。

次に移ります。知事のイラストについてでご

ざいます。

知事、今、イラストにつきましては、自由に

使っていいですよと、このスタンスですね。私

も、そのスタンスは非常にいいと思います。そ

れが一番いいかなと思っています。しかし、１

つの企業が商標登録をしているわけです。これ

がちょっと心配なんです。というのは、これを

１つ認めてしまいますと、ほかの企業、個人が

イラストを少し変えて、また商標登録する可能

性があるんです。ですから、商標登録はやめて

くれということをはっきり言ったほうが―今

は１件ですから、これが多く発生していない。

今のうちのほうがいいんじゃないかというふう

に思っていますが、その辺はどうでしょうか、

知事。

○知事（東国原英夫君） 私に似せたイラスト

なんですけれども、御案内のように、私の一身

専属の肖像権を行使しないということで、御自

由にお使いくださいというスタンスは変わって
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いないわけでございます。私に似せたイラスト

を商標登録して用いている企業については、今

回、イラストの取り扱いを検討する中、専門家

等に御意見を伺ったんですけれども、「誤解を

招くおそれがあるのではないか」という御指摘

がありましたので、今後、商標登録については

取り下げができないかということを、お願い申

し上げていこうと思っております。

○黒木覚市議員 ３年後には、いずれまた選挙

もあるわけでありますから……。今、知事のほ

うから取り下げを希望してみたいということで

ございますが、多く商標登録が発生していきま

すと、とめどがなくなる。今のうちに、「商標

登録はだめですよ」と、はっきり言って、選挙

６カ月ぐらい前になって、どうにもこうにもな

らぬという状況が起きないように、早目にやっ

ていただければなと希望しておきます。

次に、地頭鶏についてでございますが、この

地頭鶏につきましても、やはり商標登録がして

あるわけですね。地頭鶏の場合には、みやざき

地頭鶏普及促進協議会のほうで代表者が商標登

録しているわけですね。でも、代表者の場合

は、かわっていくんです。もう最初の代表者が

かわっている。次に行くんですね。そうする

と、個人の名前が残っているんです。個人だけ

の名前が載っている。それでやっていく。とい

うことは、非常に今後問題となる。できれば法

人、組合、そういうところにその協議会が移行

していけば、そこで取得していけば、それは可

能だと。恐らくそうなると思うんです。ですか

ら、そのあたりを部長はどのように考えておら

れるか、お聞かせください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農畜水産物の

ブランド化を推進していく上で、商標権等、知

的財産の保護については、非常に重要であると

認識しております。みやざき地頭鶏の商標権に

つきましては、ただいま御指摘ございましたと

おり、知的財産を保護するために、平成17年に

みやざき地頭鶏普及促進協議会の代表者名で取

得しているところでございます。今後さらに、

みやざき地頭鶏のブランド化を推進するため、

生産・流通体制の整備はもとより、知的財産の

保護につきましても、協議会と十分検討を行

い、取り組みを強化してまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。

○黒木覚市議員 答弁がちょっと優しいかなと

思っているんですが、ぜひ、個人から団体に移

せるような方法をとっていただきたい、その方

向で努力してほしいと希望しておきます。

先ほど部長もおっしゃいましたが、県が所有

している知的財産権、この状況についてお答え

ください。

○総務部長（渡辺義人君） 私からお答えをさ

せていただきます。

県が所有しております知的財産権は６種類あ

ります。まず、特許権が、シラス多孔質ガラス

関連や木材の乾燥方法などで26件。それから、

実用新案権、これは物品の形状や構造に関する

ものでありますが、人工魚礁で１件。３つ目に

意匠権、これはデザインの創作に関するもので

ありますが、歩行補助器などで４件。４番目に

商標権でありますが、県立美術館のシンボルマ

ークで１件。５番目に育成者権、これは植物の

新たな品種の育成に関するものでありますが、

お茶、稲、スイートピーなどの品種登録に関す

るものが34件。最後に、６番目の著作権であり

ますが、宮崎県史やコンピュータープログラム

など75件となっております。ただいま申し上げ

ましたものを全体通算いたしますと、合計で141

件となっております。以上であります。
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○黒木覚市議員 あわせまして、知的財産権に

よる収入が、県のほうではどれぐらい上がって

いるのか、それもお聞かせください。

○総務部長（渡辺義人君） ただいま申し上げ

ました６種類の知的財産権の中で、県の収入に

つながっておりますのは、特許権によるものと

育成者権によるものでございます。平成18年度

の決算額で申し上げます。特許権では、シラス

多孔質ガラスに関するものなどで191万7,000

円、育成者権では、ヒノヒカリの登録品種に関

するものなどで197万7,000円であり、合計いた

しますと389万4,000円となっております。以上

であります。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。

次に、医師不足についてお尋ねをいたしま

す。

さきに厚生労働省が発表した平成18年12月末

日の医師の状況を見ますと、本県の医師数

は2,557人で、平成16年12月末の2,538人と比べ

まして、19人増加しているようであります。ま

た、人口20万人当たりで見ますと、222.7人で、

全国平均の217.5人を上回っている。一見、本県

は医師不足ではないように見受けられるわけで

すね。御承知のとおり、本県の場合は、宮崎東

諸圏域に医師が集中しているわけです。私の住

む日向入郷圏域あるいは県北地域内では、内

科、小児科の医師が不足している。救急医療に

も支障が出始めて、深刻さを増しております。

そこでお尋ねしますが、このような医師不足に

対し、県としてはどのような対策を講じるの

か、福祉保健部長にお尋ねをしておきます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 新臨床研修制

度の導入を契機として、全国的に医師不足が深

刻化してきている中で、本県におきましても、

今御指摘のありましたように、医師の地域的な

偏り、あるいは小児科等の特定の診療科目の医

師が不足しており、大変厳しい状況にありま

す。このため県では、医師を県職員として採用

し、僻地の自治体病院等に派遣する医師派遣シ

ステムを設けており、このたび、２人目となる

医師の採用を内定したところであります。ま

た、県と市町村で県医師確保対策推進協議会を

設置し、全国に求人情報を発信するとともに、

県外在住の医師等に、みやざき地域医療応援団

への登録を呼びかけましたところ、現在12名の

登録があり、その中には、将来、宮崎での勤務

を希望されている医師もおられます。さらに、

医師修学資金制度により、僻地や小児科等への

勤務を希望する14名の医学生に修学資金を貸与

するなど、医師の養成にも努めております。医

療提供体制の充実確保には、医師の確保が何よ

りも重要でありますので、今後とも、市町村や

医師会、宮崎大学等の関係機関と連携しなが

ら、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上です。

○黒木覚市議員 日向地区のことについては、

先ほど田口議員がおっしゃいましたので、削除

したいと思っております。

厚生労働省の調査によりますと、県内の女性

医師は360人となっておりますが、そのうち12名

が無職となっております。この12名の女性医師

が無職となっている理由は何なのか、部長、教

えてくださいますか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 厚生労働省の

調査では、医師をやめた理由まではわかりませ

んが、県医師会が平成18年10月末に実施した

「女性医師アンケート調査」によりますと、回

答のあった無職の女性医師､10名でありますが、

この10名のうち、「結婚・出産・育児のため」

が６名、「健康上の理由」が４名となっており
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ます。

○黒木覚市議員 本県の場合、無職の女性医師

は、まだ数としては少ない状況でありますが、

やはり結婚あるいは出産・育児のために職を離

れざるを得ないような状況がうかがえます。ま

た、宮崎大学医学部の医学生623人のうち、女性

が266人、42.7％と約半数を占めていることを考

えますと、出産等で一たん職を離れた女性医師

の復帰を図っていくことが、医師不足対策とし

ても今後重要なことじゃないかと考えておりま

す。そこでお尋ねいたしますが、先ほど、医師

会のアンケート調査で10名の医師から回答が

あったとのことですが、その10名の医師のう

ち、復帰希望している医師はどの程度いるの

か、教えていただきたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 先ほどのアン

ケート調査によりますと、回答のあった10名の

うち、「復職したい」とする医師が３名、「将

来は復職したい」が４名、「復職する気はな

い」が３名となっております。

○黒木覚市議員 次に移りたいと思います。今

回、議員の質問の中で、一般競争入札あるいは

建設業関係の問題が多く出ました。それほど建

設業は厳しいということを、皆さん訴えたわけ

であります。私は、もう重複しては申し上げま

せんが、今、一般競争入札の枠が大体50名前後

となっております。どうせ競争しているんです

から……。50名でも競争している。半分の25名

でも一般競争で入札するわけです。ですから、

今50名の枠をもう少し縮めることはできないの

か、知事にお尋ねしておきます。

○知事（東国原英夫君） 建設産業というの

は、社会資本の整備や災害発生時の対応はもと

より、地域の雇用を担う本県の重要な産業であ

りますので、一般競争入札の拡大に当たりまし

ては、県発注工事について、原則、県内建設業

者に発注するとともに、工事の規模や種類、事

業量等を勘案して地域要件を設定しており、一

般競争入札の平均応札者数は、20年１月末で13

社となっております。この地域要件につきまし

ては、県の公共事業費は大幅に減少しており、

今後も増加は見込めない状況の中で、その範囲

を狭めてしまいますと、地域によっては、応札

可能な工事が著しく減少してしまうというおそ

れもあります。このようなことから、基本的に

は、一般競争入札の枠組みの中で、地域企業育

成型など総合評価落札方式を大幅に拡充するこ

とにより、地域に根差し、技術力や地域貢献度

の高い業者が受注しやすい環境を整備してまい

りたいと考えております。

○黒木覚市議員 部長にお尋ねしますが、今、

落札率が非常に低いところで落札されておりま

す。業者も１年間そういう低い落札率で事業を

しますと、体力がだんだんとなくなっていく。

技術者を抱える力が、どこも非常に低くなって

いる。だから倒産ということになるんですけれ

ども。一つの例をとりますが、例えばＡクラ

ス、３人の技術者を抱えておったとします。１

つの仕事を先にとったら、技術者をつけるわけ

でありますが、最初つけた技術者―仕事が２

つとれたとしますね、２回目の仕事のほうが、

本当は前の技術者が適しているんだけれども、

現在では、もうかえることができないわけで

す。後とった技術者は専任技術者ですが、それ

を入れかえることはできない。しかし、さっき

言いましたように、技術としては、先にとった

技術者のほうが後の仕事に合っていたんだが

と、いろんなことがあるわけです。そういうも

のがかえられないのか。恐らく、国で決めてい

る、国交省で決めていることでしょうから、難
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しいことかもしれませんけれども、実情をお聞

かせください。

○県土整備部長（野口宏一君） 建設工事につ

きましては、建設業法第26条の規定に基づき、

所要の資格を有する者を工事現場に配置しなけ

ればならないこととされており、特に公共工事

に関しては、国土交通省通知として、監理技術

者制度運用マニュアルが発出されております。

このマニュアルは、技術者が適正に配置されて

いないこと等による不良施工や、一括下請など

の不正行為を排除するとともに、建設業の生産

性の向上を図り、建設工事の適正な施工を確保

するために定められたものであります。県とい

たしましては、建設業法上の重要な柱である監

理技術者制度を的確に運用し、建設工事の適正

な施工の確保に努めるとともに、技術と経営に

すぐれた建設業者が伸びていける環境づくりに

取り組んでまいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 もう一点、県土整備部長にお

聞きいたします。建設工事中に用います鋼材の

価格が現在、非常に上昇しているということで

お聞きするわけであります。そういう状況の中

で、予定価格の積算がおくれますと、受注でき

ないという状況が起こるわけですね。余りにも

上がり過ぎると、業者の皆さんが積算しても、

とても合わない、受け切れない、そういう状況

が起こるわけでありますが、資材単価の決定を

どのようにしているのか、もうちょっとお聞か

せください。

○県土整備部長（野口宏一君） 予定価格を算

出するための各種建設資材単価につきまして

は、受注の状況ですとか、取引の実態等の調査

をもとに単価を決定しているところでございま

す。具体的には、毎年４月に単価を設定いたし

まして、その後、四半期ごとに調査を実施し、

資材ごとに一定基準を超える価格変動が見られ

る場合には改定を行いまして、予定価格の積算

に反映させているところでございます。

○黒木覚市議員 次に移ります。県産材の活用

という面で、私は今回、一つ提案をしているん

ですが、地震災害、そういうときに仮設住宅が

たくさん要る場面がありますね。今までも国内

では大きな地震がたくさん起こっているんです

が、そういうときに、今、プレハブ関係の会社

とほとんど提携がされているようです。これ

を、宮崎県発で県産材で仮設住宅、こういうも

のを一応研究したらどうか。プレハブの場合

は、大体230～240万という契約だそうですが、

それに近いぐらいの県産材で一戸住宅、大きい

ものじゃありません、９坪ぐらい。それぐらい

になっているようですが、ぜひここあたりを研

究させて、それに近いぐらいの数字でできれ

ば、いつでも地震に対応できるという方法はな

いか。一つ提言をしてみたいと思うんですが、

知事、このことについては何かお答えできませ

んか。

○知事（東国原英夫君） 県の地域防災計画に

おきましては、速やかに建設ができるというの

を規定しております。その中で、県産材を利用

した仮設住宅というのが短期間でできるのか、

あるいは再利用できるのか、あるいは経費の面

なども総合的に判断して、今後研究してまいり

たいと思っております。

○黒木覚市議員 次に移ります。家庭で死亡し

た犬、猫、ペット、動物愛護の観点から、どう

いう形でどのような指導をしているのか、福祉

保健部長にお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 家庭で死亡し

た犬の処理につきましては、基本的には飼い主

の責任であると考えておりますが、各市町村で
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も対応しております。その対応はさまざまであ

りまして、宮崎市や都城市のように、動物愛護

の観点から、動物専用の焼却炉を有するところ

もあり、宮崎市では、有料で収骨も可能となっ

ております。また、飼い主によりましては、埋

葬して供養したり、火葬から収骨、納骨まで行

う民間のペット葬祭業者を利用される場合もあ

ると聞いております。県としましては、保健所

が行います犬のしつけ方教室などで、ペットは

死ぬまで責任を持って飼育するように指導する

とともに、死亡したペットが不適正に処理され

ないよう、飼い主のモラルを高めてまいりたい

と考えております。

○黒木覚市議員 私は、もう１枚、皆さん方に

資料を配付しておりますが、これは狂犬病予防

業務実績と書いてありますけれども、下のほう

の表を見ていただきたいと思うんです。平成５

年から８年ぐらいまで、殺処分しているのが１

万頭を超えておったんですね。現在では３分の

１に減っているんです。以前を考えてみます

と、それだけ私たちが、野犬対策とかそんなこ

とをやっておったような気がするんです。それ

はもっと以前かもしれませんが、非常に野犬、

野良犬というのが多かった時期があるわけで

す。今日では、ほとんど野良犬は見かけないと

いうのが現実だろうと。確かに、職員の皆さん

が一生懸命捕獲をしているということも言えま

すが……。実は、よその県では、ぼちぼちとい

いますか、17県ぐらいが有料化で、動物保護管

理所、県内に３カ所ありますが、ここでは現在

は無料なんです。猫だけは１匹740円、一腹もそ

うだそうです。一腹何匹かできるそうです。そ

れも740円。犬だけ取っていないんです。どうい

うことで犬の引き取り手数料を取っていないの

か、お聞かせ願いたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 猫の場合、人

畜への大きな被害というのはございませんけれ

ども、野犬の場合は、時には死亡事故につなが

るなど、非常に危険性が高いものであります。

そこで、野犬による事故を防止するために、事

故が多かった昭和42年度から57年度までは、犬

の買い上げ事業を実施して、野犬の減少を図っ

たという経緯がございます。このような取り組

み等によりまして、犬による事故は、昭和50年

当時の200件前後から、現在では100件程度に減

少してきております。以上のように、安易な捨

て犬による野犬の増加を防ぐために、犬の引き

取りを無料としてきたところでございます。

○黒木覚市議員 動物保護管理所維持管理費

が、18年度は2,196万2,000円かかっておりま

す。これは、施設修繕あるいは光熱費、処分用

ガス、焼却重油、時間外の警備員の委託料、あ

るいは保管用の備品、これは人件費は入ってい

ないんですけれども……。それで、18年度

に3,476頭殺処分しております。これを１頭平均

で割りますと、6,318円かかっているんです。１

頭殺すのに、これだけの金額かかっているんで

す。だから、よその県では、17県、今、有料と

いうことにしたわけですね。昨年、鹿児島県が

成犬１頭2,000円、子犬が400円というふうにし

ております。宮崎県も非常に財政が厳しい厳し

い、出すことも削減していきますけれども、収

入面も何かで見つけていかないと、財源という

のも大事なことです。できましたら、鹿児島県

並みに何か方法をとっていくべきじゃないかな

と思いますが、知事、考え方をお聞かせくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 手数料徴収、いわゆ

る有料化につきましては、安易な捨て犬を増加

させる懸念もございますので、これを実行して
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いる他府県等々の検証も踏まえて、調査検討し

ていきたいと思っております。

○黒木覚市議員 もう時間がありません。ヘベ

スに行きます。

ヘベスは、御承知のように日向市産の特産品

でありますけれども、隣県の大分県のカボス、

あるいは徳島のスダチは、全国的に有名になっ

ておりますが、我がへベスは、まだ面積が他県

に比べると少ないわけです。20ヘクタールぐら

いです。これを何倍かに広げていかないかん。

これには原因があるんです。我が地元で、私に

も責任があるといえばあるんですが、日向市か

ら出さなかった、これに大きな問題があるんで

す。島国根性だったのかなと反省をするんです

けれども、これを少し輪を広げさせて、面積を

拡大していかないといかん。このごろでは、ヘ

ベスの皮から、いろいろ食品開発もしておりま

すが、その中で、がんの抑制物質が見つかった

とか、いい話があるわけです。だけど、何さま

量的に少ないものですから、これを何とか広げ

たい。それには、県のほうも手助けをしてほし

いと思うんですが、農政水産部長、何かそのあ

たりで手助けする法はありませんか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） ヘベスにつき

ましては、平成18年に県のブランド認証を受け

まして、本県の特産かんきつの一つとして期待

される品目でございます。今後は、生産量の増

加が課題となっておりますので、国や県の事業

も活用しながら、改植・高接ぎによる面積拡大

や、出荷期間の延長のためのハウス栽培の導入

など、生産振興に取り組んでいくことといたし

ております。また、加工品につきましても、加

工用農産物新規用途開拓支援事業などの活用に

よりまして、ポン酢、サイダー、ドレッシング

などの新商品の開発にも努めているところでご

ざいます。県といたしましては、今後とも、関

係機関・団体との連携を図りながら、特産かん

きつであるヘベスの生産販売の拡大に取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

○黒木覚市議員 最後に、知事、知事の机の下

に入っていると思うんですが、これが日向の平

兵衛さんの奥さんのソヨミズというやつです。

めおと酢なんです。これはソヨミズですね―

夏の酢をヘベスというんです、さっき言いまし

たヘベス―これは冬の酢なんです。我が日向

には昔から、めおと酢―平兵衛さんはだんな

さんですね。奥さんがソヨミズなんです。今ま

でこのソヨミズさんを嫁に出さんかったんで

す、囲っておって。これを何とかしてやろうと

思ってですね。夏の酢は、今言いますように、

ヘベスは５月から出るんです。５月から10月ま

で出るんです。11月からこのソヨミズが使え

る。今３月ですね。４月まで使える。１年間、

木酢が使えるということなんです。それで、ぜ

ひこのソヨミズを今から世に出して、もっと拡

大をしようと。年じゅう、宮崎に来たらこの木

酢がありますよというものを今からつくり上げ

たいなと思っていますが、知事、何か感想があ

りましたら。

○知事（東国原英夫君） 私も、ソヨミズとい

うのは勉強不足で知らなくて、ヘベスが夫で、

ソヨミズが奥さんなんですね。奥さんのほうが

大きいんですね。その辺が何かユニークな感じ

がしますので、御自由にというか、盛り上がり

を期待したいと思っております。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。

以上ですべて終わります。（拍手）

○坂口博美議長 以上で一般質問は終わりまし

た。
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◎ 議案に対する質疑

○坂口博美議長 ここで、今回提案されており

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。

質疑についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。13番前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 提出されました議

案に対する質疑を行います。最後でありますの

で、よろしくお願いいたします。

議案第１号の平成20年度一般会計予算につい

ての質疑をいたします。知事並びに関係部長

に、それぞれ御答弁をいただきたいと思いま

す。

平成20年度一般会計予算は、19年度予算に比

べ１％減の5,590億8,600万円、県債発行額は685

億6,800万円で、20年度末の県債残高は9,070億

円に達し、公債費は1.1％増の882億6,400万円

と、財政状況は一段と厳しさを増しています。

そこでまず、歳入について伺います。自主財

源である県税についてですが、前年度と比べて

約40億円の減収となっています。税源移譲が行

われる中で、なぜこれほどの減収となったの

か、その理由、この現状についての認識を知事

にお伺いいたします。

また、臨時財政対策債が234億7,300万円と、

前年度比21.7％、41億9,200万円も増額されてお

ります。この臨時財政対策債は、後年度に地方

交付税で措置するとして、県に借金をさせ、事

業を行わせるものですが、地方交付税が削減さ

れるもとで、果たしてこれまで、このことが

しっかり担保されてきたのか、新年度予算でも

それが保障されるのか伺います。

次に、主な事業について伺います。

総務費の市町村振興費で、市町村合併支援

費33億円が計上され、旧合併特例法に基づく支

援交付金が７億5,000万円、合併新法によるもの

が５億7,000万円、そして新規事業として、合併

関係市町村財政健全化支援事業20億円が計上さ

れていますが、具体的にどのような事業なのか

伺います。また、合併推進の理由、利点の一つ

に、財政難の解消が挙げられていたのではな

かったかと思います。今、どの市町村も財政的

に苦しいわけですが、なぜ合併関係市町村のみ

が事業の対象になるのか伺います。

次に、同じく総務費で、消防広域化等体制強

化促進事業4,300万円について、その事業内容等

をお聞かせください。

消防は、基本的には市町村固有の権限で行わ

れるべきものですが、現在、県が設置する広域

化に向けた検討会は、消防管理者である９つの

自治体の長や消防本部長などで構成されていま

す。また、同作業部会においても、各自治体の

職員のみの構成で、実際、地理的条件も含め現

場をよく知る地域消防団など地域の代表は構成

員になっていませんが、なぜなのか。こういう

組織構成で、各自治体間の調整等が十分行われ

るのでしょうか、この点についても、あわせお

聞かせいただきたいと思います。

次に、民生費の老人医療費対策費で、後期高

齢者医療費負担金112億円が計上されています。

後期高齢者医療にどのように運用されるのか、

その事業内容、また、後期高齢者医療制度財政

安定化基金事業に４億8,000万円が計上されてい

ます。この件についても、その事業内容につい

てお聞かせください。また、この後期高齢者医

療制度について、県がどのように広域連合の運

営についてかかわっていくのか、お伺いいたし

ます。

次に、商工費で、企業立地促進補助金として
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９億8,000万円が計上されています。県は、誘致

企業への補助金の最高限度額50億円を打ち出し

ておりますが、どのような要件の場合に支出す

ることができるのか、その場合、１社に対し

て50億円投入ということがあり得るのか、また

一括支払いなのかなど、その考え方をお聞かせ

ください。

次に、土木費で計上されております公共道路

新設改良事業費97億6,200万円、地方道路交付金

事業費の道路事業関連79億3,600万円と街路事業

関連の18億5,300万円について、整備を予定して

いる主な路線名と路線数及び工区数をお聞かせ

ください。

同じく土木費の公共県営住宅建設事業で13

億4,200万円が計上されています。この20年度予

算で計画をしている県営住宅の建設計画の概要

と、建設前後で増設となる戸数についてお聞か

せください。また、現在の県営住宅の募集戸

数、応募者数、応募倍率についてお伺いをいた

します。

以上で壇上からの質疑を終わります。〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、県税収入についてであります。県税収

入については、主要企業の業績見通しや地方財

政計画等を総合的に検討した結果、企業収益の

減少あるいは消費の後退などが見込まれたため

に、法人二税―法人県民税と法人事業税でご

ざいます―が約16億円の減、地方消費税が

約11億円の減、軽油引取税が約７億円の減と見

込んだところでございます。

臨時財政対策債の元利償還金相当額につきま

しては、地方財政法等の規定により、その全額

を後年度、地方交付税の基準財政需要額に算入

し、地方団体の財政運営に支障が生じることの

ないように措置することとされております。

〔降壇〕

○坂口博美議長 今のは新年度分の確認はいい

ですね。

○前屋敷恵美議員 新年度についても、それが

担保されるということが言えますか。

○知事（東国原英夫君） 重複しますけれど

も、措置することとされております。

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、消防広域化等体制強化促進事業につい

てであります。この事業は、消防力の強化を図

るために行う市町村消防の広域化や、消防本部

のサービスを受けることができない、いわゆる

消防非常備町村の常備化を促進するとともに、

市町村が実施する消防防災力強化のための資機

材等の整備や、都道府県間の災害時の相互応援

組織であります緊急消防援助隊の体制強化に対

する支援を行うものであります。

次に、広域化検討会のメンバーについてであ

ります。消防組織法に基づきまして推進しよう

とする市町村消防の広域化は、常備消防を対象

とするものであり、県が設置した検討会は、消

防本部の管理者や消防長など、常備消防の関係

者を基本として構成したところであります。な

お、広域化は、平成24年度までを目途に実現す

ることとされております。以上であります。

〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 合併

関係市町村財政健全化支援事業についてであり

ます。この事業は、合併市町村及び合併予定市

町村のうち、財政状況が特に厳しい市町村を対

象といたしまして、高金利地方債の繰り上げ償

還を支援する貸付金制度を創設するものであり
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ます。貸付利率は無利子、貸付期間は10年以内

とし、貸付枠については20億円を予定している

ところであります。

次に、事業の対象市町村についてでありま

す。市町村合併を進める上で、関係市町村の財

政状況に差があることが課題となっておりま

す。また、既に合併した市町村におきまして

も、新しいまちづくりを推進する上で、財務内

容の改善は急務となっております。このような

状況を踏まえまして、合併関係市町村のうち、

財政状況が特に厳しい市町村を対象とした支援

制度を設けることによりまして、合併市町村の

財政健全化を進めるとともに、市町村合併のさ

らなる推進を図ろうとするものであります。以

上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、後期高齢者医療費負担金及び後期高齢

者医療制度財政安定化基金事業についてであり

ます。この２つの事業は、いずれも本年４月か

らスタートする後期高齢者医療制度について、

運営主体である宮崎県後期高齢者医療広域連合

の適正・円滑な運営が行われるよう、必要な財

政措置を行うものであります。最初の後期高齢

者医療費負担金は、４つの事業から成ってお

り、その中で一番額の大きなものは、後期高齢

者医療費県費負担事業でありまして、これまで

の老人医療費支給事業と同様、医療給付費に対

する法定負担率である12分の１を県費負担する

ものであります。次に、後期高齢者医療制度財

政安定化基金事業は、国、県、広域連合がそれ

ぞれ３分の１ずつ負担して、県に基金を造成す

るものでありまして、広域連合における保険料

の未納や医療給付の見込み違い等が発生した場

合に、広域連合に当基金から資金の貸し付けや

交付を行うものであります。

次に、広域連合の運営等への関与についてで

あります。ただいま申し上げましたように、後

期高齢者医療制度の適正かつ円滑な運営が図ら

れるよう、広域連合に対して、必要な財政支援

を行ってまいりますとともに、法律で、都道府

県は広域連合に対し、健全かつ円滑な運営を確

保するため、必要な助言及び適切な援助を行う

ものとすると規定されております。また、広域

連合が、保険料条例の制定または変更する場合

などの際には、あらかじめ、都道府県に協議し

なければならないことになっておりますので、

県としましては、広域連合に対して、引き続き

適切な助言指導を行ってまいることとしており

ます。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

企業立地促進補助金についてであります。最

高限度額の50億円につきましては、700名以上の

雇用が見込まれ、そのうち県内からの新規常用

雇用者が501名以上であること、かつ設備投資額

が1,000億円を超えることを要件としておりま

す。また、この補助金につきましては、要件が

整えば、１社に対し50億円の交付も可能であり

ます。具体的な補助金の支払いにつきまして

は、立地企業が実際に操業を開始した後に、申

請に応じて交付することとなりますが、10年間

の分割払いもできることといたしております。

以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

道路整備の路線数及び工区数についてであり

ます。公共道路新設改良費につきましては、国

道327号ほか16路線で40工区、地方道路交付金事

業費の道路分につきましては、県道宮崎西環状
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線ほか59路線で81工区、同じ事業の街路分につ

きましては、県道中村木崎線ほか10路線で11工

区の整備を予定しております。

次に、県営住宅の建設計画の概要等について

であります。平成20年度は、宮崎市の花ヶ島団

地など３団地におきまして、建てかえによる141

戸の整備を行うこととしております。また、こ

れらの団地における全体計画としては、整備

前736戸に対して計画戸数742戸と、６戸ふえる

ことになります。

次に、県営住宅の平成19年度の応募状況につ

いてでありますが、昨年12月末現在で、募集戸

数268戸に対しまして、応募者数は1,859人で、

応募倍率は約6.9倍となっております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれ御答弁いただきま

して、ありがとうございました。後は、また委

員会その他で深めさせていただきます。

以上で質疑を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○坂口博美議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

◎ 議案第１号から第51号まで及び請願

委員会付託

○坂口博美議長 それでは、今回提案されまし

た議案第１号から第51号までの各号議案、及び

今期定例会において本日までに受理した請願

は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞれ

関係の委員会に付託いたします。

次の本会議は、３月10日午前10時開会、平

成19年度補正予算関係議案についての常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれにて散会いたします。

午後２時54分散会
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◎ 常任委員長審査結果報告（議案第38号か

ら第51号まで）

○坂口博美議長 ただいまの出席議員45名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、平成19年度補正予算関係議案

についての常任委員長の審査結果報告から採決

までであります。

議案第38号から第51号までの各号議案を一括

議題といたします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、19番中野

明委員長。

○中野 明議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第38号外２件であります。慎重に審査をい

たしました結果、いずれも全会一致で、お手元

に配付の議案委員会審査結果表のとおり決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第38号「平成19年度宮崎県一般会

計補正予算」についてであります。

今回の補正は、公共事業費等の国庫補助の決

定に伴うもの、その他必要とする経費について

措置するものであり、補正額は203億3,100万円

余の減額となっております。この結果、本年度

の一般会計予算の規模は5,479億440万円余とな

ります。

歳入財源の主なものとしては、国庫支出金101

億6,900万円余の減額、繰入金70億2,400万円余

の減額などとなっております。

このうち、総合政策本部所管の予算につきま

しては、国庫委託費の決定や執行残等に伴う補

正で、１億2,700万円余の減額補正となり、補正

後の予算額は14億4,800万円余となっておりま

す。

また、総務部所管の予算につきましては、執

行残等に伴う補正で13億700万円余の減額補正と

なり、補正後の予算額は1,275億8,900万円余と

なっております。

この中で、委託統計費に関連して、委員よ

り、「今年度実施された就業構造基本調査は、

雇用形態の多様化による非正規雇用、若年無業

者の拡大の現状を把握する上で非常に重要な統

計である。その結果については、雇用政策、経

済政策など各種行政施策に的確に反映させるた

めにも、県として十分な分析を行ってほしい」

との要望がありました。

次に、財産管理費に関連して、委員より、

「警備、清掃等の庁舎管理業務については、そ

の経費のほとんどが人件費であるため、条件付

一般競争入札の導入によって、当該業務従事者

の労働条件悪化が懸念されるところである。当

局として、何らかの対応策は検討しているの

か」との質疑があり、当局より、「従業員等に

支払われる賃金や、各種労働関係保険の加入状

況については、逐次確認を行っている。また、

委託業務の履行の確保を図るため、平成20年度

業務の入札に際しては、最低制限価格を導入す

る方向で検討を進めている」との答弁がありま

した。

次に、議案第39号「平成19年度宮崎県開発事

業特別資金特別会計補正予算」についてであり

ます。

これは、宮崎県開発事業特別資金への積立金

の額が確定したこと等に伴う補正であり、800万

円余の増額補正となっております。この結果、
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補正後の特別会計予算額は4,300万円余となりま

す。

このことに関連して、委員より、「補正後の

資金総額は幾らとなるのか。また、その主な使

途とは何か」との質疑があり、当局より、「今

回の補正後の資金総額は５億200万円余となる見

込みである。その主な使途については、条例の

規定により、工場誘致のための立地条件の整

備、治山治水に必要な事業等となっている。引

き続き、当資金については有効活用を図ってい

きたい」との答弁がありました。

次に、議案第50号「県税の課税免除等の特例

に関する条例の一部を改正する条例」について

であります。

これは、「企業立地の促進等による地域にお

ける産業集積の形成及び活性化に関する法律」

の施行に伴い、県税の課税免除対象を拡大する

ため、所要の改正を行うものであります。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、生活福祉常任委員

会、21番十屋幸平委員長。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第38号及び議案第49号の２件であります。

慎重に審査をいたしました結果、お手元に配付

の議案委員会審査結果表のとおり決定をいたし

ました。なお、議案第38号については賛成多数

で、議案第49号については全会一致で決定して

おります。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、国庫補助決定及び執行残等に

伴う補正で、23億6,900万円余の減額補正とな

り、補正後の一般会計予算額は725億4,800万円

余となっております。

次に、地域生活部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、国庫補助決定及び執行残等に

伴う補正で、16億1,000万円余の減額補正とな

り、補正後の一般会計予算額は142億1,000万円

余となっております。

このうち、「元気のいい地域づくり総合支援

事業」についてであります。このことについ

て、委員より、「該当する事業が少なかったこ

とから、6,400万円余の減額補正がなされている

が、このような事業については、不用額を出さ

ないよう、いかに地域振興につなげるかという

視点で取り組むべきである。どのように考えて

いるか」との質疑があり、当局より、「本事業

の新規採択は本年度で終了するが、次年度から

の新規事業については、各市町村にさらに十分

な説明をし、より多く活用していただけるよう

努めたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、本事業を初め、

地域生活部及び福祉保健部の他事業において

も、市町村を事業主体とする補助事業で多額の

減額補正がなされている状況が見受けられるこ

とから、予算が効率的かつ有効に活用されるよ

う、市町村への十分な周知を初め技術的な助言

・指導を行っていただくよう要望いたします。

次に、県立病院事業会計の補正予算について

であります。

今回の補正は、政府資金からの借り入れを

行っている企業債の一部について、補償金を全

額免除しての繰り上げ償還と、それに伴う企業

債の借りかえが認められたこと等から、資本的
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収支予算の補正を行うものであります。

次に、「宮崎県医療計画（案）」についてで

あります。

この計画は、医療法の規定に基づき、良質か

つ適切な医療を効率的に提供する体制の構築等

を目的として、５年に一度策定するものであ

り、現在、年度内の取りまとめに向け、作業が

進められているものであります。

このことについて、委員より、「本県独自に

在宅医療・介護に係る医療提供体制の構築が盛

り込まれていることは評価できるが、目標値の

設定がなされていないなどの点もあり、今後、

在宅医療・介護について充実強化を図っていた

だきたい」との要望がありました。また、別の

委員より、「この計画が達成されるためには、

予算的なものが当然必要となる。将来的な財政

の裏づけも加味した計画となっているのか」と

の質疑があり、当局より、「本計画は、市町

村、医師会を初め関係機関と一体となって進め

ていくものであるが、県で行うべきものについ

ては、全庁挙げて取り組んでいかなければなら

ないと考えている。今後、財政当局と協議しな

がら取り組んでいきたい」との答弁がありまし

た。

当委員会といたしましては、医療計画が計画

どおり進められるよう、計画の実施に必要な予

算の確保に努めていただくよう強く要望いたし

ます。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、商工建設常任委員

会、20番横田照夫委員長。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第38号外６件の計７件であります。慎重に

審査をいたしました結果、いずれも全会一致に

より、お手元に配付の議案委員会審査結果表の

とおり決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部所管の補正予算につい

てであります。

今回の補正は、国庫補助決定に伴うものや執

行残等に伴うもの等で、一般会計で６億4,100万

円余の減額補正、特別会計で２億7,600万円余の

減額補正であります。この結果、一般会計と特

別会計を合わせた補正後の予算額は417億3,500

万円余となっております。

次に、県土整備部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、国庫補助決定に伴うものや執

行残等に伴うもの等で、一般会計で39億8,100万

円余の減額補正、特別会計で５億5,600万円余の

減額補正であります。この結果、一般会計と特

別会計を合わせた補正後の予算額は869億7,000

万円余となっております。

このうち、マリーナのしゅんせつ工事に要し

た経費に関して、委員より質疑があり、当局よ

り、「平成19年度に約6,000万円、平成18年度に

約7,500万円、平成14年度からの総計で約２

億6,000万円の経費を要している」との答弁があ

りました。

また、「市町村営住宅の建設促進に要する経

費」に関連して、委員より、「身体障がい者や

高齢者等のうち、住宅困窮度が高い方を入居対

象とした特定目的公営住宅については、県内に

未設置の市町村も存在する。今後、市町村と連

携して、特定目的公営住宅の拡充に努めてほし

い」との要望がありました。
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次に、知事マニフェスト及び新みやざき創造

計画に明記されている新規雇用創出数について

であります。

このことについて委員より、「新みやざき創

造計画にある、４年間の新規雇用創出１万人と

いう指標について、「企業誘致のほか第１次か

ら第３次産業までの地場産業を含めた雇用創出

である」との説明があったが、多くの県民が、

新規立地企業100社に伴う新規雇用創出１万人と

理解しているのではないか」との指摘がありま

した。また、別の委員より、「新規雇用の実数

をどのように把握するのか」との質疑があり、

当局より、「企業誘致によるもの以外には、新

規雇用数を明確に示す数値がないため、その把

握方法について現在検討を進めている」との答

弁がありました。

このことについて複数の委員より、「新規雇

用創出数の考え方がわかりにくいので、明確に

示してほしい」との要望がありました。

４年間での新規雇用１万人創出という目標

は、知事マニフェストにおいても重要な目標の

一つであることから、その前提となる新規雇用

創出数の考え方について、県民に対しわかりや

すく明示されることを、当委員会として要望す

るものであります。

最後に、企業誘致についてであります。

宮崎フリーウェイ工業団地に進出する企業に

対して、周辺住民の反対運動が起こっている状

況について、委員より質疑があり、当局より、

これまでの経緯と今後の対応について答弁があ

りました。

当委員会といたしましては、今後の企業誘致

に当たっては、今回の状況について十分に検証

するとともに、関係市町村と連携し、住民に対

する十分な説明に努めるなど、着実な企業誘致

の推進を要望するものであります。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、環境農林水産常任委員

会、22番押川修一郎委員長。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告い

たします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第38号外４件であります。慎重に審査をい

たしました結果、いずれも全会一致により、お

手元に配付の議案委員会審査結果表のとおり決

定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の一般会計補正予算は24億815万円余の減

額補正であり、その主な内容は、国の災害査定

による災害復旧事業費の減額等を中心とした国

庫補助決定に伴うものであります。また、特別

会計においては、事業費の確定等に伴い、7,264

万円余の減額となっております。この結果、一

般会計と特別会計を合わせた環境森林部全体の

補正後の予算額は232億円余となります。

この中で、森林病害虫の予防及び駆除の経費

の減額に関連し、委員より、松くい虫の被害状

況について質疑があり、当局より、「松の林分

そのものが、過去の松くい虫被害で減ってきて

いる。また、集中的に防除する地域を決め徹底

的な防除を行っているため、被害は減少してい

る」との答弁がありました。また、別の委員よ

り、「松くい虫対策の樹種として、抵抗性松だ

けでよいのか。将来的に、抵抗性松が松くい虫

の被害を受ける懸念はないのか」との質疑があ

り、当局より、「将来的に抵抗性松で守ってい
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くのかなどについて、情報収集等を行い、今後

研究していきたい」との答弁がありました。

次に、農政水産部所管の補正予算についてで

あります。

今回の一般会計補正予算は56億9,953万円余の

減額補正であり、その主な内容は、災害復旧事

業費に係る査定及び割当額の確定に伴う変更や

国庫補助事業決定に伴うものであります。ま

た、特別会計において87万円余の減額となって

おります。この結果、一般会計と特別会計を合

わせた農政水産部全体の補正後の予算額は417

億1,197万円余となります。

次に、報告事項「損害賠償額を定めたことに

ついて」であります。

この中で、宮崎県農業科学公園アスレチック

広場内の遊具における負傷事故について、委員

より、「看板等の設置など管理を十分行いなが

ら、自然に親しむ中で健康な心と体をはぐくむ

という当初の設置目的に沿ってしっかり活用

し、県民へ還元してほしい」との要望があり、

当局より、「農業科学公園については、設立趣

旨を踏まえ、県民に農業・農村の魅力をなお一

層伝える施設として、そのあり方について検討

していきたい」との答弁がありました。

次に、「宮崎県事業仕分け委員会」について

であります。

このことについて、委員より、「事業仕分け

委員会で検討された事業の選定基準が不透明で

合理性がない」との意見があり、当局より、

「事業選定基準の明確化について関係部局と協

議をしていきたい」との答弁がありました。

さらに、複数の委員より、「知事と県議会が

対等な立場で議論する二元代表制の観点から

も、事業仕分け委員会のあり方については疑問

を感じざるを得ない」との意見がありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、文教警察企業常任委員

会、15番太田清海委員長。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第38号であります。慎重に審査をいたしま

した結果、お手元に配付の議案委員会審査結果

表のとおり、全会一致により決定いたしまし

た。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、教育委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で12億6,000万円余の

減額補正であり、その主な内容は、埋蔵文化財

保護対策に要する経費について、発掘調査の受

託額が確定したこと等に伴うものであります。

この結果、補正後の一般会計と特別会計を合わ

せた予算額は1,150億7,700万円余となります。

このうち、県立学校の管理運営費についてで

あります。このことについて当局より、「県立

学校の維持管理に要する経費のうち、電力につ

いて、本年度から入札を行っている」との説明

がありました。この入札の内容について、委員

より質疑があり、当局より、「県立学校の電力

については、本年度より一般競争入札を取り入

れ、県立学校等59施設のそれぞれについて入札

を行った結果、現時点で約1,300万円程度の節減

効果があったものと見込んでいる」との答弁が

ありました。

次に、去る３月２日未明、県立高等学校の卒

業生ら11名が乗車した軽ワゴン車が大型トラッ

クと衝突した交通事故についてであります。
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このことについて、委員より、「卒業式の直

後にこのような事故が起こったことは非常に残

念である。学校に瑕疵はないが、教育委員会と

して、事故の状況を把握し、何か対応をされて

いるのか」との質疑があり、当局より、「事故

については、極めて重く受けとめている。卒業

式の終わった後とはいえ、これまで指導してき

たことが卒業生の心に届かなかったことが残念

である。教育委員会としては、各学校に対し、

卒業生であっても密に連絡を取り合うことや、

無免許運転、飲酒等は絶対に行わないよう指導

を徹底すること等について通知を行ったところ

である。今後、生徒の心に届くような指導のあ

り方を常に考えながら、校長会等いろいろな機

会をとらえて、指導の徹底に努めてまいりた

い」との答弁がありました。

これに対して委員より、「二度とあってはい

けないことである。この事故が戒めとなるよ

う、各学校に対して重ねて指導をお願いした

い」との要望がありました。

次に、公安委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で８億5,800万円余の

減額補正であり、その主な内容は、職員の人件

費の執行残及び入札・契約制度改革の影響によ

る入札執行残等に伴うものであります。この結

果、補正後の一般会計予算額は290億1,200万円

余となります。

このうち、職員の人件費についてでありま

す。このことについて当局より、「職員の人件

費については、前年度の１月１日に在籍する職

員の給与支給額に基づき当初予算額を積算して

いることから、特に大量退職期にある本年度に

ついては、定年退職者と新規採用者の入れかわ

る４月１日以降、若手警察官の構成比率が高く

なったこと等により、５億円を超える不用額が

生じた」との説明がありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 以上で、常任委員長の審査結

果報告は終わりました。

質疑の通告はありません。

◎ 討 論

○坂口博美議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、これを許しま

す。13番前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 提出議案に対する

反対討論を行います。

提出議案第38号「平成19年度宮崎県一般会計

補正予算（第５号）」、議案第42号「平成19年

度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計

補正予算（第１号）」及び第45号、第50号につ

いて、反対の立場から討論をいたします。

まず、議案第38号「平成19年度宮崎県一般会

計補正予算（第５号）」についてです。

今回の補正予算は、歳入歳出予算からそれぞ

れ203億3,100万円余を減額し、一般会計の予算

総額を5,479億400万円余とするものになってい

ます。公共事業費の国庫補助決定に伴うもの、

事業の執行残に伴うものとして、歳出において

款別ではすべてにわたって減額補正がなされて

います。各部局での節約等による執行残が見ら

れることは大事なことですが、中でも、特に県

民の健康や暮らしにかかわる福祉関連予算等が

減額されていることは問題です。

民生費では、生活保護扶助費１億5,800万円

余、介護保険対策費７億2,700万円余の減額や、

母子家庭医療費助成事業費700万円、児童扶養手

当給付費2,000万円余等の減額です。障がい者自
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立支援費では、介護給付の特別対策の公費負担

に１億円、自立支援医療費に１億8,000万円の増

額補正がされ、精神障がい者の社会復帰促進事

業の新体系への予算組み替えなどが行われてい

るようですが、精神障がい者地域生活移行支援

事業などは３億1,000万円の減額補正で、予算化

されても実際使えない事業となっているなど、

国の制度の問題もありますが、事業の目的が生

かされるよう手当てすることが必要です。

他の分野でも国庫補助決定に伴うとした減額

措置が見られますが、本来必要な措置は県の責

任で補うことが必要であって、県民の福祉や健

康、暮らしの向上、環境整備のための必要な予

算をこのように減額することは認められませ

ん。

次に、議案第42号「平成19年度宮崎県小規模

企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１

号）」及び第45号「平成19年度宮崎県農業改良

資金特別会計補正予算（第１号）」について

は、いずれの特別会計も、中小企業や農家の経

営改善のための貸付事業です。貸付事業の減少

等を理由に、貸付金を大幅に減らしての減額補

正になっています。今、中小業者や農家が、な

かなか先の見えない厳しい状況に置かれる中

で、こうした貸付事業などで経営が維持できる

よう支えることは極めて重要です。借り手が少

ないからと減額せずに、利用しやすくする制度

の改善などを図って対応し、制度を生かすこと

が求められていると思います。

議案第50号「県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」については、

「企業立地の促進等による地域における産業集

積の形成及び活性化に関する法律」の施行に伴

い、同法の省令に基づいて、県税の課税免除に

対して地方交付税による減収補てんがなされる

ことをもって、不動産取得税の課税免除対象を

拡大するというものです。しかし、この企業立

地等に関する法律は、産業集積の形成に関する

基本計画や特例措置、工場立地法の特例などを

盛り込んでおり、今、全国の地方自治体で繰り

広げられている、大企業に対する企業誘致補助

金の積み上げ競争、呼び込み合戦に一層拍車を

かけるものにほかなりません。また、立地大企

業に対する工場立地法の規制緩和は、誘致企業

のコスト負担だけに目が向けられており、工場

周辺住民の生活環境を損ないかねません。

本県でも、この地域産業集積等に関する計画

が進められ、一部自治体を除き26の自治体で産

業集積地域がつくられようとしていますが、今

後、各自治体でも、誘致企業に頼る雇用対策

で、さらなる補助金の積み増し競争も予想さ

れ、自治体本来の仕事が問われることになるの

ではないでしょうか。ましてや、誘致企業の減

税分を地方交付税で補てんするといっても、地

方交付税の総体がこれほど削減されているもと

で、県民の暮らしの予算が確保されるか甚だ疑

問であり、大企業だけを優遇することにつなが

る本議案に反対するものです。

以上申し述べまして、討論を終わります。

〔降壇〕

○坂口博美議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第38号、第42号、第45号及び第50号

採決

○坂口博美議長 これより採決に入ります。

まず、議案第38号、第42号、第45号及び第50

号について、一括お諮りをいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。
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〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、各号議案

は委員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第39号から第41号まで、第43号、

第44号、第46号から第49号まで及び

第51号採決

○坂口博美議長 次に、議案第39号から第41号

まで、第43号、第44号、第46号から第49号まで

及び第51号の各号議案について、一括お諮りい

たします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 議案第52号追加上程

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第52号の送付を受けましたの

で、これを日程に追加し、議題とすることに御

異議ございませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○坂口博美議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました議案第52号について御説明申し

上げます。

議案第52号は、教育委員会委員高山耕吉氏が

平成20年３月31日をもって任期満了となります

ので、その後任委員として渡辺義人氏を任命い

たしたく、「地方教育行政の組織及び運営に関

する法律」第４条第１項の規定により、県議会

の同意を求めるというものであります。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

〔降壇〕

○坂口博美議長 知事の説明は終わりました。

あすからの日程をお知らせします。

あす11日から18日までは、常任委員会並びに

特別委員会のため本会議を休会いたします。

次の本会議は、19日午前10時開会、平成20年

度当初予算関係議案等についての常任委員長の

審査結果報告から採決まで、並びに特別委員長

の調査結果報告であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時36分散会

平成20年３月10日(月)
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平 成 2 0 年 ３ 月 1 9 日 ( 水 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
3番 川 添 博 （無所属の会）

5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 河 野 安 幸 （自由民主党）

8番 山 下 博 三 （ 同 ）

9番 黒 木 正 一 （ 同 ）

10番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 原 正 三 （ 同 ）

32番 濵 砂 守 （ 同 ）

33番 水 間 篤 典 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 井 本 英 雄 （ 同 ）

47番 星 原 透 （ 同 ）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 中 村 幸 一 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

総 合 政 策 本 部 長 村 社 秀 継

総 務 部 長 渡 辺 義 人

地 域 生 活 部 長 丸 山 文 民

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 髙 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

会 計 管 理 者 甲 斐 景早文

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 植 木 英 範

財 政 課 長 和 田 雅 晴

教 育 委 員 長 江 藤 利 彦

教 育 長 高 山 耕 吉

公 安 委 員 長 田 代 知 代

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

人 事 委 員 長 黒 木 奉 武

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 馬 原 日出人

議 事 課 長 四 本 孝

政 策 調 査 課 長 富 永 博 章

議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 亀 澤 保 彦

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二
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◎ 常任委員長審査結果報告（議案第１号か

ら第37号まで並びに請願）

○坂口博美議長 ただいまの出席議員45名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決まで並びに特別委員長の調査結果報告で

あります。

まず、議案第１号から第37号までの各号議案

並びに請願第６号及び継続審査中の請願を一括

議題といたします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、19番中野

明委員長。

○中野 明議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外７件及び継続請願１件の計９件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり決定いたしました。なお、このうち請願第

４号については賛成多数により、その他の議案

については全会一致により決定をしておりま

す。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成20年度当初予算の概要についてで

あります。

今回提案されました平成20年度一般会計の予

算規模は5,590億8,600万円で、平成19年度６月

補正後の予算額に対して、57億2,300万円、1.0

％の減となっております。これにより平成14年

度から７年連続のマイナスとなりますが、公債

費、社会保障費といった義務的経費の増などに

より、減少幅は縮小しているところでありま

す。また、特別会計は11.3％の減、公営企業会

計は2.5％の増となっております。

一般会計予算の特徴として、歳入面を見てみ

ますと、まず自主財源では、自主財源比率

が38.6％と、前年度に比べ0.1ポイント増加しま

したが、これは収支不足の拡大により繰入金が

増加したことが影響しており、県税は逆に対前

年度比約40億円の大幅減で、そのシェアも0.5ポ

イント減少している状況にあります。

また、依存財源では、県債のシェアが、地方

交付税の代替財源である臨時財政対策債が増加

したことにより0.5ポイント増加しましたが、国

庫支出金のシェアは1.0ポイント減となっており

ます。

なお、県債発行額は、地方交付税の代替財源

である臨時財政対策債の増加により、前年度比

で19億円増加しましたが、臨時財政対策債を除

く通常分では、451億円、前年度比23億円の減と

なっております。

その結果、県債残高につきましては、平成18

年度をピークに減少しており、20年度末の県債

残高は9,070億円程度で、今年度末見込みに比

べ34億円減、臨時財政対策債除きの実質ベース

では7,243億円程度で、今年度末見込みに比

べ194億円の減が見込まれております。

また、平成20年度末における財源調整のため

の基金残高は、収支不足の拡大により取り崩し

額が増加したことにより、213億円程度となって

おります。

このことに関連して、委員より、「今回の予

算編成において、本県の自主財源をふやすた

め、また、地域の景気浮揚のための配慮がなさ

れているのか」との質疑があり、当局より、

「国、地方通じて非常に厳しい財政状況の中、

平成20年３月19日(水)
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本県においても公共投資を一定程度減らすこと

はやむを得ないと考えている。一方、産業振興

により税収をふやす取り組みについては大きな

課題であると認識しているので、企業誘致を初

め既存の地場産業の振興策に対し、重点的に予

算措置している」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、限られた財源の

中であっても、景気回復の実感に乏しい地域の

現状に配慮して、県民所得向上対策、景気対策

という視点からの施策をさらに積極的に展開し

ていただくよう要望いたします。

また、本県のように自主財源の乏しい地方に

おいては、地方交付税の持つ財源保障、財源調

整機能が不可欠であるため、地方交付税総額を

復元し、税財源の充実強化を図るための取り組

みについても、知事が先頭に立って実施してい

ただくよう、あわせて要望いたします。

次に、総合政策本部所管の平成20年度当初予

算についてであります。

一般会計の予算総額は15億2,500万円余となっ

ており、前年度と比べ1,200万円余の減額となっ

ております。

なお、総合政策本部が所管する開発事業特別

資金特別会計の予算額は3,500万円余となってお

り、一般会計と特別会計を合わせた総合政策本

部の予算総額は15億6,100万円余となります。

このうち、中山間地域活力再生事業について

であります。

このことについて委員より、「中山間地域対

策では、若い人たちがそこで最低限の所得を得

るための具体的な施策が必要である。地域住民

の生の声を聞いて実情の把握に努めた上で、施

策検討を行うべきである」との意見がありまし

た。

当局におかれては、中山間地域の問題を喫緊

の課題として認識し、これまで行ってきた中山

間・過疎地域対策の検証を十分に行った上で、

中山間地域の振興対策にスピード感を持って取

り組んでいただくよう要望いたします。

次に、社会生活統計指標整備費に関連して、

委員より、「統計調査課においては、県のシン

クタンク的な役割を担うためにも、産業構造の

分析等に力を入れていくべきではないか」との

質疑があり、当局より、「県民所得を伸ばすた

めの産業ビジョンを明確化し、有効な経済政

策、所得政策を打ち出すべく、産業連関分析、

各種統計データの分析を充実強化させていきた

い」との答弁がありました。

次に、総務部所管の平成20年度当初予算につ

いてであります。

一般会計の予算総額は1,279億3,100万円余と

なっており、前年度と比べ9億500万円余の増額

となっております。

次に、議案第20号「宮崎県行政機関設置条例

の一部を改正する条例」についてであります。

これは、簡素で効率的な組織体制の整備を図る

ため、県税・総務事務所の設置等を行うための

条例改正であります。

このことに関連して委員より、「県税・総務

事務所においては、物品調達・管理事務の一元

化によって業務が滞ることのないよう、所属に

よっては経過措置を設けるなど、弾力的な運用

についても十分検討してほしい」との要望があ

りました。また、別の委員より、「物品調達事

務の一元化に際しては、地元の物品納入業者の

排除につながらないよう、十分配慮してもらい

たい」との要望がありました。

次に、不適正な事務処理の再発防止に向けた

取り組みについてであります。

このことについて当局より、「緊急に備品の

平成20年３月19日(水)
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購入が必要になった場合に、迅速に対応できる

よう、各部連絡調整課に「調整事務費」として

合計600万円を措置したほか、流用手続の簡略化

も行う予定である。また、出先機関への物品管

理事務に関する指導や、本庁における物品の納

品・検査の強化を行うため、指導専門員及び検

査専門員を配置することとした」との報告があ

りました。さらに、監査体制の強化という観点

から、監査項目や対象所属を重点化して、これ

まで以上に踏み込んだ監査を行っていくこと等

について説明がありました。

当委員会といたしましては、今後とも再発防

止策の徹底に取り組むこと、また、再発防止策

が有効に実施されるよう検証する立場から、監

査の独立性を確保しつつ、監査機能の充実強化

を図っていくことを要望いたします。

次に、指定管理者制度の第２期指定について

であります。

このことについて、当局より、「平成18年４

月から指定管理者制度を導入している62施設の

うち、指定期間が満了する57施設、及び新たに

制度を導入することとしている宮崎県川南遊学

の森と、高岡土木事務所管内の県営住宅３団地

について、平成20年度に第２期指定に向けた手

続を行う」との説明があり、委員より、「第１

期指定施設での問題点を検証するという意味か

らも、個別の施設ごとに、実績やその評価につ

いて委員会の場で明らかにすべきである」との

意見がありました。

次に、「宮崎県市町村消防広域化推進計画」

についてであります。

このことについて当局より、「本県では小規

模消防本部が多いため、出動態勢、保有車両、

専門要員の確保に限界があり、財政面での厳し

さが増すことが懸念される。消防非常備町村の

常備化も視野に入れながら、市町村消防の広域

化を積極的に推進していく必要がある」との説

明がありました。

当局におかれては、広域化の推進に際し、地

元自治体の意見を尊重しつつ、地域の安全・安

心の確保を第一に考えて対応するよう要望いた

します。

次に、宮崎県事業仕分け委員会についてであ

ります。

このことについて当局より、「事業仕分け委

員会は、事務事業そのものの実施主体はどこか

という本質的な議論をする趣旨のものであり、

毎年度定期的に行う性格のものではない。した

がって、20年度に事業仕分け委員会を実施する

ことは想定していない。また、委員会の結論

は、あくまでも予算編成上の一つの参考意見と

して受けとめている」との説明があり、委員よ

り、「多角的な視点から事務事業を検証するこ

との必要性は認めるが、仕分け委員会で行われ

た議論は、第一義的には議会と当局との間で行

われるべきである」との意見がありました。

当委員会といたしましても、行財政改革に資

するため、県議会において、主要な事務事業の

必要性などを審査・協議する場を設けることに

ついて検討していく必要があるものと考えま

す。

次に、知事イラストの取り扱いについてであ

ります。

このことについて委員より、「既に商標登録

を行っている企業２社が、登録を取り下げる意

向を示したとのことであるが、いろいろな問題

も心配されるので、知事におかれては、今後も

イラストの取り扱いについて十分留意してもら

いたい」との意見がありました。

次に、請願第４号「高鍋土木事務所存続に関

平成20年３月19日(水)
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する請願」の審査経過についてであります。

この請願については、引き続き慎重に審査を

行う必要があるとの意見が大勢を占めたため、

継続審査とすることに決定したものでありま

す。

このことに関連して委員より、「土木事務所

の再編に際しては、再編後の体制、また事務所

移転に係るさまざまな課題を整理して、地域住

民の理解が十分得られるよう、最大限努力して

ほしい」との要望がありました。

最後に、当委員会で継続審査と決定した案件

の外、「総合政策及び行財政対策に関する調

査」につきましては、地方自治法第109条第６項

の規定により、閉会中の継続審査といたしたい

ので、議長においてその取り扱いをよろしくお

願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、生活福祉常任委員

会、21番十屋幸平委員長。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外９件及び新規請願１件の計11件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願１件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定をいた

しました。なお、議案第１号、第18号、第22

号、第25号、第30号、請願第５号及び請願第６

号については賛成多数で、その他の議案につい

ては全会一致で決定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、地域生活部所管の平成20年度当初予算

についてであります。

今回提案されました予算は、一般会計163

億9,000万円余であり、平成19年度６月補正後の

予算に対して3.6％の増となっております。

このうち、地域バス路線等運行維持対策事業

及び地域バス再編支援事業についてでありま

す。

このことについて、委員より、「単一市町村

で行う廃止路線代替バスへの補助は、平成20

年10月１日以降行わないのか」との質疑に対

し、当局より、「補助の終了について何度も市

町村へ説明を行うとともに、平成18年度より地

域バス再編事業に取り組んでいる。県として

も、市町村におけるコミュニティバス等の運行

がスムーズに始められるよう、一緒になって取

り組んでいきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、補助の終了によ

り地域の移動手段が失われることがないよう、

県としても十分配慮いただくとともに、広域的

・幹線的な生活交通路線の運行については、県

が主体的に取り組むよう要望いたします。

次に、福祉保健部所管の平成20年度当初予算

についてであります。

今回提案されました一般会計予算は77 0

億9,100万円余で、平成19年度６月補正後の予算

に対して2.9％の増となっております。また、母

子寡婦福祉資金特別会計については６億200万円

余であり、前年度に対して22.4％の増となって

おります。この結果、一般会計と特別会計を合

わせた福祉保健部の予算額は776億9,400万円余

で、3.0％の増となっております。

このうち、後期高齢者医療費負担金について

であります。

後期高齢者医療制度については、広域連合が

主体となって実施するものでありますが、当委

員会といたしましては、県民への周知徹底や低
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所得者に対する配慮など、安心して医療が受け

られるように、県としても適切に対応していた

だくよう要望いたします。

今回の審査において、地域生活部の「宮崎魅

力再発見 出会いふれあい交流事業」と福祉保

健部の「みやざき新たな出会い応援事業」な

ど、目的が似通った事業が見受けられました。

一体的な事業として１カ所で集中的に取り組む

ことで、より効果も期待できると考えますこと

から、今後、新規事業を組み立てる際には十分

考慮いただくよう要望いたします。

また、補正予算の審査報告においても述べま

したが、当委員会の所管している予算は、市町

村が主体となって実施する事業が多く含まれる

ことから、予算執行に当たっては、市町村との

連携を密にして取り組んでいただくよう要望い

たします。

さらに、県の重点施策である中山間地域・植

栽未済地対策及び子育て・医療対策関連事業に

ついても、多数所管しておりますことから、重

点施策関連事業の実施に当たっては、目的達成

に向け、最大限努力していただくよう強く要望

いたします。

次に、病院局所管の平成20年度当初予算につ

いてであります。

今回提案されました県立病院事業会計予算の

収益的収支は、収益279億5,500万円余、費用286

億8,700万円余であります。収益から費用を差し

引いた収支は、７億3,200万円余の純損失であり

ますが、前年度に比べて６億3,600万円余の改善

が図られております。

議案第22号「宮崎県立病院事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例」についてであ

ります。

これは、自動車事故に係る療養等の料金改定

及び県立延岡病院が地域医療支援病院として承

認されたことに伴う非紹介患者初診加算料の上

限額を改正するための条例改正であります。

このことについて、委員より、「地域によっ

ては産婦人科がないところもある。初診加算料

について配慮はできないか」との質疑があり、

当局より、「延岡病院は、地域医療支援病院と

して圏域の医療連携の中で、基本的には重症あ

るいは急性期にある紹介患者の治療を行う役割

を担っている。今回の加算料の引き上げは、役

割分担を明確にすることが主たる目的であり、

収入をふやそうという意図ではない。診療所、

民間病院、そして県立病院という体系の中で、

県民の方に適切な医療機関の選択をしていただ

きたい」との答弁がありました。

県立病院においては、重篤な患者の対応に加

え、中小民間病院でも十分対応可能な患者の診

療に追われ、医師が疲弊している状況であるこ

とは理解しておりますが、一方で、中山間地域

等においては、身近な医療機関がないなどの状

況があることも事実であります。福祉保健部の

所管となりますが、当委員会といたしまして

は、県民に対して、医療機関の機能及び役割分

担について十分周知するとともに、県民ひとし

く公平に医療が受けられる環境整備に努めてい

ただくよう要望いたします。

また、医師不足は、医療にかかわるさまざま

な問題の大きな要因の一つであることから、医

師確保については、全力を尽くし、さらに努力

していただくよう強く要望いたします。

次に、「療養病床の再編計画に関する意見

書」についてであります。

「医療制度改革関連法」が成立し、国は平

成24年度までに介護療養病床の全廃と医療療養

病床の削減を打ち出しており、本県の療養病床
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の大幅な削減・転換は避けられないことが予測

されるところであります。一方、施設転換につ

いては、現場の意向と大きな乖離があること

や、現在示されている補助内容では施設転換が

促進されるとは言いがたく、このままでは、い

わゆる医療難民、介護難民が生じることが懸念

されるところであります。また、療養病床から

介護施設等への転換が進むことにより、都道府

県や市町村及び医療機関等の費用負担が増加す

ることは明らかであります。このため、国に対

し、療養病床の再編においては、都道府県の実

情と医療機関の意向を踏まえた支援や、十分な

財政措置を講ずるよう要望するものでありま

す。

以上、意見書の提出につきましては、全会一

致で決定したところでありますので、議長にお

いてよろしくお取り計らいをいただくようお願

いいたします。

最後に、「地域生活行政及び福祉保健行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第６項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、商工建設常任委員

会、20番横田照夫委員長。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外11件の計12件であります。慎重に

審査をいたしました結果、いずれも全会一致

で、お手元に配付の議案・請願委員会審査結果

表のとおり決定をいたしました。なお、採決の

際、議案第１号については委員の退席がありま

した。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部所管の平成20年度当初

予算についてであります。

今回提案されました予算の規模は、一般会計

と特別会計を合わせ416億1,900万円余で、骨格

予算への肉づけ補正がなされた前年度６月補正

後予算に対し2.4％の減額となっております。

このうち、外郭団体等に対する補助金につい

てであります。

このことについて委員より、「外郭団体等が

補助金で作成している刊行物について、広告収

入を利用したフリーペーパーとするなどの検討

も必要なのではないか」との意見がありまし

た。

また、このことに関連して別の委員より、

「これらの刊行物についても、行政が作成して

いる刊行物としての公平性が求められると考え

る。補助金の適正執行の観点からも、チェック

の徹底を図るべきではないか」との意見があり

ました。

当委員会といたしましては、厳しい財政状況

の中、外郭団体等へ拠出している補助金等につ

いて、その適正な執行が担保される指導監督の

徹底を要望するとともに、あわせて、その必要

性等についても十分に検証されることを要望す

るものであります。

次に、貸金業対策についてであります。

このことについて委員より、「毎年、不幸に

も多くの自殺者が発生しているが、その自殺理

由のうち、経済的要因も多くの割合を占めてい

る。関係機関とも連携し、相談事業の強化等に

も努めてほしい」との要望がありました。

次に、観光振興対策についてであります。

平成20年３月19日(水)



- 358 -

このことについて委員より、「観光動向等に

ついて十分な分析・検証を行い、適宜・的確な

施策の実施に努めてほしい」との要望がありま

した。

次に、知事マニフェスト及び新みやざき創造

計画に明記されている「新規雇用創出１万人」

の定義についてであります。

このことについて委員より、「新規雇用創出

１万人の考え方については、誘致企業に起因し

て発生する新規雇用と考えたほうが理解しやす

く、よいのではないか」との意見がありまし

た。

このことについては、さきの委員長報告にて

要望したところではありますが、当委員会とい

たしましては、早急な検討を改めて要望するも

のであります。

次に、県土整備部所管の平成20年度当初予算

についてであります。

今回提案されました予算の規模は、一般会計

と特別会計を合わせ865億1,700万円余で、前年

度６月補正後予算に対し4.3％の減額となってお

ります。

このうち、建設産業育成総合対策事業につい

てであります。

これは、地域企業の育成を促進する総合評価

落札方式の推進や、新分野進出に対する助成、

経営資金円滑化に対する支援等を通して、技術

と経営にすぐれた建設業者を重点的に育成・支

援するものであります。

特に、今回導入される地域企業育成型の総合

評価落札方式について、当局より、「工事金額

や技術的難易度が比較的低い工事や、早期完成

が必要な災害復旧工事を対象に、価格に加え、

営業所の所在地、工事成績や地域貢献度などを

評価する新たな方式である」との説明がありま

した。

建設業者の倒産件数の増加とともに、入札不

調や工事請負業者の倒産等に伴う工期延長が発

生している状況に対し、当委員会といたしまし

ては、県民の生命・財産保全の観点からも、災

害に強い県土づくりの担い手である建設業者へ

の支援・育成を含め、県土保全に対する総合的

かつ積極的な対策の推進を要望するとともに、

現在施工中の災害復旧工事についても、早急な

完成に努めるよう要望するものであります。

次に、宮崎海岸の保全対策についてでありま

す。

このことについて委員より、「今後の整備検

討に当たっては、将来に向けて説明責任が果た

せるよう、流砂調査等を十分に行い、最小の投

資により最大の効果を得る整備となるように努

めてほしい」との要望がありました。

次に、議案第27号「宮崎県営住宅の設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例」につ

いてであります。

これは、東京都町田市で発生した暴力団員に

よる都営住宅立てこもり発砲事件を受け、国が

示した「公営住宅における暴力団排除の基本方

針」に基づき、県営住宅に暴力団員は入居でき

ない旨の入居者資格を定めるなど、所要の改正

を行うものであります。

このことについて委員より、警察との連携に

関して質疑があり、当局より、「警察との協力

関係が不可欠であるため、現在、協定の締結に

向けて協議を行っている」との答弁がありまし

た。

次に、入札・契約制度改革についてでありま

す。

このことについて当局より、「現在試行中の

総合評価落札方式について、平成20年度は、対

平成20年３月19日(水)



- 359 -

象工事を4,000万円以上から2,000万円以上に拡

大し、全体で200件程度の実施を予定している。

また、評価項目や配点については、見直しや検

討を行っていく」との報告がありました。

このことに関連して委員より、「先日、入札

参加業者の多くが最低制限価格と同額で入札し

ていたと報道されたが、予定価格の事前公表が

その原因として考えられるのではないか。優秀

な業者を育成する観点からも、予定価格の事後

公表について、早期導入を検討してほしい」と

の要望がありました。

当委員会では、これまで、入札・契約制度改

革について調査を続け、各定例会の委員長報

告、委員会発議の決議等により、その積極的な

検証・改善を求めてきたところであります。今

後、平成19年度の入札・契約制度改革の結果や

他県の状況を迅速かつ十分に検証し、より公正

・透明で競争性の高い入札・契約制度の確立

と、技術と経営にすぐれた建設業者が伸びてい

ける環境づくりに向け、鋭意取り組まれること

を強く要望するものであります。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第６項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、環境農林水産常任委員

会、22番押川修一郎委員長。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告を

いたします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外10件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり決定をいたしました。

なお、議案第１号については賛成多数で、その

ほかの議案については全会一致で決定しており

ます。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、環境森林部所管の平成20年度当初予

算についてであります。

今回提案されました歳出予算の規模は、一般

会計、特別会計合わせまして243億1,061万円余

であり、前年度６月補正後の予算額に対し0.8％

減となっております。

このうち、特用林産物生産振興総合対策事業

についてであります。

このことについて委員より、「シイタケ等の

特用林産物の生産は、産業振興という面から中

山間地域における有力な手段になり得る。ま

た、香りや味の研究、健康面の効用等のＰＲに

取り組み、長期的な目標を持って、シイタケの

消費拡大に努めていただきたい」との要望があ

りました。

これに対し当局より、「特用林産物は、中山

間地域の重要な収入源である。特に乾しいたけ

については、トレーサビリティシステムによ

り、食の安全・安心のニーズにこたえながら需

要の拡大に努め、安定的なみやざきブランドの

商品とすることが、生産者の経営安定につなが

り、中山間地域の活性化に資することになる」

との答弁がありました。

次に、植栽未済地対策についてであります。

このことについて、委員より、「対策を進め

るに当たっては、広葉樹林化をある程度まで進

めていくという考え方を持ってほしい」との意

見があり、さらに、別の委員より、「森林に公

金を投入する場合には、公益的機能を発揮する

平成20年３月19日(水)



- 360 -

ための最適な樹種、効果的な箇所等を検討し、

補助事業も誘導策として活用しながら、本県が

目指すべき公益的な森林空間づくりに取り組ん

でほしい」との要望がありました。

これに対して当局より、「植栽未済地対策に

ついては、尾根部や渓流部などの保全すべき場

所では広葉樹林化を図り、経済林として再投資

可能な場所には杉などの針葉樹を植栽していき

たい」との答弁がありました。

次に、農政水産部所管の平成20年度当初予算

についてであります。

今回提案されました歳出予算の規模は、一般

会計、特別会計合わせまして429億7,977万円で

あり、前年度６月補正後の予算額に対し9.1％減

となっております。

この中で、まず、きらり輝く山間地域農業活

性化プロジェクト事業についてであります。

この事業は、山間地域において、集落が策定

する集落活性化企画書に位置づけられた事業に

対して、県と市町村共同で基金を拠出し、生産

振興対策等の支援を行っていくものでありま

す。

このことについて委員より、「中山間地域に

おける産業振興という観点から、大変効果的な

事業である。事業規模を拡大する方向で検討し

てほしい」との要望がありました。

次に、食ルネサンス「いただきます」推進事

業についてであります。

このことについて委員より、「地産地消にお

いて、学校給食は大変重要である。学校給食に

おける食材の調達システムから保護者の給食費

負担の問題まで、教育委員会や給食現場と緊密

に連携し、地産地消をさらに積極的に進めてほ

しい」との要望がありました。

これについて当局より、「関係部局や団体等

との連携により、保護者には、手塩にかけた安

心・安全な地元の食材の活用について御理解を

いただきながら、適正な価格で良質の食材を提

供し、地産地消を進めるシステムづくりに取り

組んでいきたい」との答弁がありました。

次に、飼料米普及への取り組みについてであ

ります。

このことについて、委員より、「配合飼料価

格の高騰に伴い、存続の危機にある畜産農家の

ためにも、飼料米の早急な普及拡大を図ってほ

しい」との要望があり、当局より、「飼料米に

ついては、集団化、乾燥、飼料工場への運搬な

どさまざまな課題があるが、20年度中には諸課

題の解決を図り、低コストの栽培体系をつくり

上げたい」との答弁がありました。

次に、一ツ瀬土地改良区における帳簿外現金

及び目的外水利用についてであります。

このことについて、委員より、「畜産用水が

農地に循環し還元されれば、農業用水としての

利用と解釈できるのではないか。また、ほかの

地区でも同様な事業が進んでいるが、目的外水

利用については、他目的使用の申請をすれば認

められるのか」との質疑があり、当局より、

「畜産用水が最終的にすべて農地に戻れば、か

んがい用水としてみなされる。また、目的外水

利用については、本来のかんがい用の水利用を

妨げない範囲で、所定の手続を行う必要がある

ことも含め、受益者を初め地元などの意向を整

理した上で対応する必要がある」との答弁があ

りました。

次に、「調整事務費」についてであります。

このことについて当局より、不適正な事務処

理に伴う再発防止策として、同一目内の節間の

予算流用が部内で処理できるように改善を図っ

たこと、さらに、流用では対応できない緊急性
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を要する場合に、調整事務費が全庁的に設けら

れたとの説明がありました。

このことについて委員より、「緊急性がある

備品購入に、今回の改善策で十分対応できるの

か。緊急の場合への対応という視点で言えば、

入札に伴う執行残等の使い方については、関係

部局と協議し、改善策につなげてほしい」との

意見がありました。

これに対して当局より、「調整事務費は、予

算流用で対応できない緊急性を要する場合のた

めに、全庁的に設定されたものであるが、実際

運用していく中で、問題があれば関係部局と協

議していきたい。また、効率的に予算を執行す

るという観点から、執行残のあり方についても

関係部局と協議していきたい」との答弁があり

ました。

次に、入札・契約制度改革における総合評価

落札方式についてであります。

このことについて委員より、「企業の地域社

会貢献度を含めた評価項目については、受注者

側からの視点も取り入れながら、公平公正で客

観的な評価方式を検討して行ってほしい」との

要望がありました。

これに対し当局より、「現在試行中の総合評

価方式については、今後とも関係部局と協議し

ながら、見直しや検討を行っていく」との答弁

がありました。

次に、宮崎県事業仕分け委員会についてであ

ります。

このことについて、既に平成19年度２月補正

予算における委員長報告で触れたところです

が、今回の審査においても、農政水産部関係の

仕分け結果を踏まえ、仕分け委員会における検

討方法、結果の位置づけ、さらに今後のあり方

等についてさまざまな議論がありました。

最後に、「環境対策及び農林漁業振興対策に

関する調査」につきましては、地方自治法第109

条第６項の規定により、閉会中の継続審査とい

たしたいので、議長においてその取り扱いをよ

ろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、文教警察企業常任委員

会、15番太田清海委員長。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外５件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり決定をいたしました。

なお、議案第１号については賛成多数により、

その他の議案については全会一致により決定し

ております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、教育委員会所管の平成20年度当初予算

についてであります。

今回提案されました予算の規模は、一般会計

と特別会計を合わせて1,160億1,200万円余であ

り、前年度６月補正後の予算額に対し0.2％の減

となっております。

このうち、学校職員健康づくり総合支援事業

についてであります。

このことについて、委員より、「教職員が能

力を十分に発揮するため、心身に問題を抱える

方に対してどのような対策を具体的に考えてい

るのか」との質疑があり、当局より、「県と市

町村の教育委員会、学校、保健所の代表で学校

職員健康づくり推進協議会を設置し、県レベル

でメンタルヘルスを含めた学校職員の健康増進
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対策を総合的に推進することとしている。あわ

せて、市町村の学校職員に関しては、保健所の

管内である県内８カ所に地区協議会を設置し、

地域の実情に即した健康増進対策を実施するこ

ととしている」との答弁がありました。

これに対して委員より、「非常に難しい問題

ではあるが、市町村教育委員会とも連携して積

極的に対応してほしい」との要望がありまし

た。

次に、高校生の学力向上支援事業についてで

あります。

この事業は、県内のすぐれた指導力を有する

教師の活用等により、県立高校教師の指導力向

上と、本県高校生の学力向上を図るものであり

ます。

このことについて、委員より、「指導力を有

する教師として、予備校の教師の活用等も研究

されているのか」との質疑があり、当局より、

「この事業においては、教師の指導力向上が一

番重要な点であり、そのためにはあらゆる手段

を考えたい。必要に応じて、大学または予備校

の教師も活用していきたい」との答弁がありま

した。

次に、定時制・通信制教育の振興についてで

あります。

このことについて、委員より、「定時制・通

信制高校についても、他の全日制の高校と同様

に、より特色のある学校を目指すことが必要で

あると考えているが、教育委員会としてどのよ

うなスタンスで取り組んでいるのか」との質疑

があり、当局より、「定時制・通信制を新たな

視点で考えることは非常に大事なことである。

これまでも、定時制における単位制や昼夜開講

型の導入、定時制と通信制の併修など、多様な

ニーズに対応できる体制づくりを行うととも

に、「定時制・通信制いきいき夢サポート事

業」を通じて、スポーツ交流や体験学習等の充

実にも取り組んできたところである。加えて、

現在は生徒の進路指導にも重点を置いており、

今後とも積極的に取り組んでいきたい」との答

弁がありました。

次に、食育みやざき元気アップ事業について

であります。

当局より、事業内容について説明があり、委

員より、「現在、知事を先頭に農産物を初めと

する県産品の売り込みを積極的に行っている

が、全国の食料基地である宮崎において、しか

も幼少期の教育の現場において地産地消がきち

んと実施されなければならないと考えている。

外国産食品の安全性について不安が広がる中、

材料費の問題もあるが、小中学校の給食におい

て地産地消を本格的に取り入れていただきた

い」との要望がありました。

これに対して当局より、「関係部局と連携し

ながら、給食の実施主体である市町村に対し

て、可能な限り県内産食材を利用することにつ

いて積極的に働きかけていきたい」との答弁が

ありました。

次に、公安委員会所管の平成20年度当初予算

についてであります。

今回提案されました予算の規模は、一般会

計292億9,800万円余であり、前年度６月補正後

の予算額に対し1.9％の減となっております。

このうち、信号機の新設整備についてであり

ます。

このことについて、委員より、「それぞれの

地域で信号機設置に対する要望が強いが、優先

順位はどのように決定しているのか」との質疑

があり、当局より、「信号機の設置要望がある

たびに、各警察署と警察本部の担当職員が現地
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調査を行い、交通量や交通事故の発生状況等か

ら、早急に設置が必要な箇所を判断している。

厳しい財政事情ではあるが、設置が必要な箇所

については、今後、中期的な計画に基づき設置

していく予定である」との答弁がありました。

次に、企業局所管の平成20年度公営企業会計

予算についてであります。

まず、電気事業会計予算についてであります

が、収益的収支は、事業収益51億2,900万円余、

事業費47億4,700万円余で、事業収益から事業費

を差し引いた収支残は３億8,100万円余でありま

す。

次に、工業用水道事業会計予算については、

同じく事業収益３億5,000万円余、事業費３

億500万円余で、収支残は4,500万円余でありま

す。

次に、地域振興事業会計予算については、同

じく事業収益2,800万円余、事業費2,700万円余

で、収支残は97万円余であります。

このうち、電力料金の改定についてでありま

す。

委員より、九州電力との交渉の結果、平成20

年・21年度の電力料金が、平成18年・19年度と

比較して4.5％の減となった理由について質疑が

あり、当局より、「電力料金は、電気事業に要

する適正な費用に事業報酬を加えた総括原価の

考えに基づき、交渉によって決定されている。

電力の自由化が進む中、安価な電力の提供が求

められており、企業局としても、電気事業者と

して電力料金を引き下げるため、職員数や減価

償却費の削減など発電原価の低減に努めた結果

である」との答弁がありました。

これに対して、委員より、「電力料金を高値

で売ることにより、その収益を利用して地域貢

献事業を拡大することなどはできないのか」と

の質疑があり、当局より、「総括原価主義の中

で、できる限りの努力はしている。九州電力と

の交渉において、経営努力についても十分主張

したところであり、妥当な結果と考えている」

との答弁がありました。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第６項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 以上で、常任委員長の審査結

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

◎ 討 論

○坂口博美議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、1人10分以内とい

たします。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、16番外山良治議員。

○外山良治議員〔登壇〕（拍手） 社民党県議

団を代表し、議案第18号「平成20年度宮崎県立

病院事業会計予算（案）」について、反対の立

場から討論を行います。

今回の予算案に含まれている、こころの医療

センター建設工事約12億6,000万円についてであ

ります。

この整備計画は、精神保健福祉審議会の答申

後、パブリックコメントを経て、平成18年２月

に策定をされています。しかし、数カ月後に

は、病院局の都合により大幅に縮小・修正され

たことは、鳥飼議員が昨年の11月県議会一般質
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問で指摘をしています。当初の整備計画は、３

階建て、成人と児童それぞれの病棟に分離・独

立されていたが、必要病床が減少したため、１

つの病棟にまとめることで、人的資源等の有効

活用が図られるというのが縮小の理由でありま

した。病院局説明では、「同一病棟でも、区

切っているので問題はない」としています。基

本設計では、ナースステーションを挟んで、成

人ユニットと児童ユニットに区分されている

が、見通せる形態であること、成人と児童、両

外来診察室も隣接していること、特に、こころ

の医療センターでは、身体合併症患者、措置患

者や触法患者など、民間病院での対応が極めて

困難な患者の治療、ケアを行うことから、成人

患者との心理的な相互干渉や、音に敏感などの

知覚過敏、自傷行為やパニック等を考慮する

と、発達途上で精神症状や神経症状を示してい

る児童にとって適切な治療環境ではないと、専

門医等から指摘をされております。

また、児童思春期専任の看護師などスタッフ

が配置されるのか不安視されております。先ほ

ど述べた、処遇困難な児童思春期の患者と人格

障がい等の難治性の成人患者を、同じスタッフ

が交互にケアすることとなり、保護室対応など

管理的な面が強くなり、児童に必要とされる社

会性の確保、発達の支援がおろそかになると指

摘をされております。縮小後の整備計画は、経

営面が重視された結果、児童思春期治療機能が

軽視されたと言わざるを得ません。

さらに、児童が10床でよいと判断した根拠

は、他県の病床利用状況と富養園小児病棟での

実績と説明されているが、他県では、自閉症児

施設や情緒障害児短期療育施設等の関連施設が

充実されております。反面、本県では、富養園

小児病棟が19年３月末に閉鎖された後、精神症

状が悪化した場合などに受け入れ先がなく、赤

江養護学校の寄宿舎に移動、県外施設への入

所、県外への転居、一般病棟で受け入れている

ケースも多々あると伺っております。さらに、

議会一般質問の答弁で、発達障がい児・者の告

知実数すら把握をされておりません。以上の理

由から、10床との根拠は全くないと断言できま

す。

このような中にあって、保護者から多くの相

談が寄せられております。「緊急時にどうした

らいいのかわからない」「死んでしまいたい」

等々であります。腕をめくった、発達障がい児

を持つ保護者の手には、リストカットによる30

数カ所の傷が生々しく残っておりました。病院

局は、子供たちや家族等生の声を十分把握して

計画を縮小されたのか、全く理解に苦しむとこ

ろでございます。

富養園では、平成13年ごろから、本来の児童

思春期患者の受け入れを始め、全国児童青年期

医療施設協議会でのスタッフ研修、児童思春期

患者へのかかわりの研究、小児病棟病室の個室

化などを実施し、ルピナス学園時代からの加齢

児患者への管理的な治療看護から、児童思春期

の神経症、精神障がいレベルの患者への支援的

な医療・看護のスキルアップ研さんに取り組ん

でこられたようであります。その取り組みの一

環として、児童担当医が自力で日本児童青年精

神医学会認定医を取得したと聞いております。

縮小案が示された際に、富養園の児童担当医師

から、「単独の児童思春期病棟の施設基準を満

たしていけば、治療機能も充実し、診療報酬も

ある程度確保していける」との提言に対し、病

院局が経営面を重視した結果、医師等は退職を

選択せざるを得なかったようでございます。さ

らに医師の退職が予定されていると伺っており
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ます。

本来、公立病院の使命は、民間では対応でき

ない不採算医療や政策医療等を旨とされており

ます。最近は、「赤字だ、黒字にせよ」との声

が強調されています。これに対し、我が党の満

行議員の「病院会計に占める不採算医療や政策

医療等を明示すべき」との指摘に対して、「分

けることはできない」との答弁がありました。

これでは、公立病院の使命を検証することすら

できません。

児童思春期の精神科医療は不採算部門であ

り、本県に必要な政策医療であります。医療・

福祉・保健等の連携のもと、適切なサービスを

提供することは、宮崎県の将来を担う子供たち

を育てるためにも不可欠だと考えます。今回の

こころの医療センター整備に当たっては、本県

の政策医療として適切なサービス提供ができる

ことが、病院局の使命ではないでしょうか。実

際に治療、看護に当たる現場での意見をきちん

と受けとめることなく、当事者、保護者等の意

見も全く聞かず、病院経営の黒字化のみを重視

・追求する姿勢を、知事及び病院局はどうとら

えておられるのでしょうか。

折しも、厚生労働省は2008年度から、「子ど

もの心の診療拠点病院」の整備モデル事業を行

う方針とされています。それによると、いじめ

や不登校、虐待などで心が傷ついたり、うつ病

やＡＤＨＤなどに悩んでいる子供の心のケアに

ついて、2008年度から３年間、先行的に取り組

む医療機関10カ所を選び、2011年度以降は各都

道府県に最低１カ所選定し、一部費用を補助す

るとされています。拠点病院は、地域の診療と

専門医育成の両面を担い、保健所や警察などと

連携して、子供の心の健康を支える地域ネット

ワークの構築を目指すとされております。

これら国の動向等を無視した、児童思春期総

合治療機能を果たせない「こころの医療センタ

ー」に拘泥することなく、例えば、清武の福祉

ゾーンには、ひまわり学園、発達障害者支援相

談センター、こども療育センターがあります。

議会でも指摘をしましたが、利用実績の全くな

い身体障害者相談センターを活用し、心の診療

科・病棟等を併設することによって、自治体病

院の包括医療、いわゆる医療・福祉・保健等の

有機的連携を図ることができると思います。さ

らに、全国の先進都道府県及び特別行政組織が

着実に進めている行政のワンストップサービス

も、県民に提供可能となります。「宮崎の子供

たちのために」と、今もって宮崎に残っていた

だいている認定医を招聘、児童思春期精神科看

護をスキルアップしたヒューマンパワーを再結

集して、子供の心の診療機能を整備し、子供た

ちの発達支援と保護者支援を行っていくべきと

考えます。発生予防を基本に、早期発見・早期

治療への初期投資は、結果として、人間復権、

後年度負担の軽減へと帰結することは明らかで

あります。

以上、対案を示した上で、議案第18号に反対

をいたします。議員諸兄の御賛同をよろしくお

願いいたします。

以上で、反対討論を終わります。

最後に、病院局長は今年度をもって退職され

ると報道がありました。新臨床制度導入等によ

る医師確保及び病院経営は非常に厳しい中に

あって、御苦労さまでございました。退職後は

健康に十分御留意いただきたいと思います。本

当に御苦労さまでございました。以上で終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、39番井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 民主党県
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議団を代表し、議案第１号一般会計当初予算案

に対し、反対の立場から討論いたします。

今回の一般会計当初予算案は、東国原知事の

初めての予算であり、東国原知事カラーがしっ

かりと打ち出されるべきであり、つまり、知事

のマニフェストが具体化されることが期待され

ています。

東国原知事の初挑戦であった昨年の知事選

は、見事な勝利でした。知事選においては、私

は知事の個人演説会場へも行き、お話を聞かせ

ていただきました。そして別会場においては、

個人演説会場から帰られる出席者の雰囲気及び

表情とかを観察させていただきました。その結

果、宮崎県の選挙の傾向や予想を、とてもいい

意味で変える結果を実感させられましたし、候

補者を抱えた選挙戦の当事者としては、勝利へ

の不安と脅威を感じたことは言うまでもありま

せんでした。知事マニフェストを、まさに宮崎

弁で熱く語られた、その結果として、有権者の

心をしっかりとつかまれたと思います。その知

事のマニフェストを貫いていたのは、宮崎県民

のマンパワーを底力として宮崎県をメジャーに

すること、地方自治の自立、税金の使い方を透

明にする等々であり、特に意識改革、既存の概

念を打ち壊すことであったと理解をしていま

す。

今議会において知事は、一般会計当初予算

を、道路特定財源の暫定税率維持を前提として

歳入を算出して、議会へ提出しています。道路

特定財源については、現在、国会における論議

中ですが、国土交通省公益法人の職員旅行、過

去５年間、58回にわたって１億8,000万円使用、

職員のタクシー代５億円、ミュージカルに５億

円等々、道路以外の使い道が次々と明らかにな

り、信じられない無駄遣いが連日マスコミに

よって報道されています。また、道路特定財源

から事業収入を得ている国土交通省所管の50の

公益法人のうち25法人で、報酬が得られる常勤

役員のポストを国土交通省ＯＢが独占している

ことが明らかになりました。無報酬の非常勤役

員まで含めると、省庁ＯＢの占める割合を３分

の１以内に制限した国の指導監督基準に反する

法人は12に上りました。天下りによる所管省庁

と公益法人の癒着構造が、事業発注の競争性を

阻害し、高コスト体質を生んできたと言えます｡

このような実態が明らかになっているにもか

かわらず、冬柴国土交通大臣は、「これから

も59兆円の道路財源を使い切る」と、委員会審

議で答弁をしています。まさに道路特定財源

は、国土交通省の使い勝手のよい財源であっ

て、国民の血税としての扱いは決して受けてい

ません｡「道路の守護神」とやゆされながら、東

国原知事が道路特定財源の現状維持を最前線で

訴えられるのは、知事マニフェストに流れる、

知事と宮崎県民との真摯な契約からは大きく外

れており、違和感を覚える県民は多いと言わざ

るを得ません。知事マニフェストにあるよう

に、常に県民目線で地方税財源の拡充の達成へ

向かう姿勢を貫いてほしいものです。

全国知事会は、道路特定財源問題をめぐり、

地方財政の混乱を避けるため、政府・与党案を

支持してきました。しかし、大政翼賛会的な動

きに疑問もあり、ガソリン代値下げや一般財源

化に対する要望が国民の間に根強いことから、

「暫定税率維持」の一辺倒では国民の理解が得

られないとして、税制改正法案の修正を容認す

る方向へと軌道修正しました。このことは至極

当然のことです。

また、「道路特定財源を維持しなければ地方

の道路はできない」などと、むちゃな宣伝を繰
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り返してきましたが、道路特定財源による道路

は、実は高コストになるとし、地域実態に合わ

ない無理な道路建設をしなければならない等、

一般財源化したほうが、生活道路の建設を税金

が生きる形でできるということを、国民が知

り、認識するようになりました。

いよいよ福田首相も、租税特措法改正案に対

し、民主党が求める道路特定財源の一般財源化

については支持が大きいことを認識し、修正協

議に入りたいと訴えています｡まだ、国の2008年

予算案の審議は、いかに福田首相が租税特措法

改正案の修正に前向きな姿勢を示したとして

も、民主党を初めとする野党は、暫定税率の廃

止、与党は現状維持という主張に終始し、主張

の隔たりは大きく、めどが立たない状態です。

その現状があるにもかかわらず、今議会に提出

されている一般会計当初予算案は、暫定税率維

持を前提に歳入を算出されており、民主党県議

団として、決して認められるものではありませ

ん。

以上述べまして、提出議案第１号一般会計当

初予算案に対する反対の立場からの討論といた

します。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、13番前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

今議会に提出されました議案のうち、議案第

１号及び第22号、第25号、第30号、第35号から

第37号について、反対の立場から討論いたしま

す。

まず、議案第１号「平成20年度宮崎県一般会

計予算」についてです。

本年度の予算は、総額5,590億8,600万円、県

債発行額は685億6,800万円が見込まれ、20年度

末の県債残高は9,070億円に達する見込みです。

公債費は1.1％増の882億6,400万円と、厳しい財

政状況に置かれています。政府はことし、地方

再生対策費で地方交付税に若干の手直しを行っ

ていますが、地方交付税の代替財源である臨時

財政対策債は234億7,300万円に上ります。地方

交付税の削減が県財政を大きく脅かしているも

とで、自主財源である県税の40億円の減収は、

県財政を一層厳しいものにしています。こうし

た中で、今何より必要なのは、削減され続けて

いる地方交付税をもとに戻すよう要求すること

だと思います。国会での予算審議は参議院に移

されていますが、社会保障の自然増を2,200億円

抑制するなど、暮らしに冷たい構造改革路線に

固執しています。しかも、道路特定財源や大企

業優遇税制、軍事費など、本来メスを入れるべ

き聖域には全く手をつけず、それどころか、消

費税増税を含む抜本的税制改革への道を開こう

としています。貧困と格差が社会に広がる中、

県行政がどれだけ国の悪政の押しつけから県民

の暮らしを守るのか、地方自治体本来のあり方

が大きく問われています。

本年度県予算の中には、子育て支援や中山間

地域対策など評価できるものもあります。とり

わけ、乳幼児医療費の助成が小学校入学前まで

拡大されたことは、まだ改善の余地はあります

が、長年の県民の要求が実ったもので、高く評

価をしたいと思います。

しかし、ことしの予算には幾つかの問題点が

あると思います。

まず第１に、福祉・医療の問題です。後期高

齢者医療制度導入に伴う予算として、医療費負

担金112億円、また、同制度財政安定化基金に４

億8,800万円が計上されていることです。後期高

齢者医療制度は、国が一方的に75歳で線引きを

して、既存の保険制度から高齢者を締め出し、
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重い負担と差別医療を持ち込むものであり、認

めることはできません。あわせて、広域連合の

組織のあり方についても民主的な見直しを求め

ておきたいと思います。

第２に、商工費では、企業立地基盤整備対策

費に14億2,000万円、企業立地促進対策費に、企

業立地促進補助金９億8,0 0 0万円を含む10

億1,200万円を計上する一方、中小企業活性化事

業費は前年度よりさらに減額して2,800万円に、

押しなべて中小企業対策は貸付事業が中心で

す。労働費では、高齢者や若年者、障がい者へ

の雇用対策、就労支援は軒並み減額予算となっ

ています｡企業誘致による雇用の場の確保も大事

ですが、本来、企業誘致を優遇措置で自治体同

士が競い合うことは、自治体本来の姿ではあり

ません。地元中小企業が取り組む雇用拡大にも

助成を行うなどの支援策が必要だと思います。

第３に、農業関連では、食料基地としての本

県農業を発展させるためには、農家を直接支え

る価格保障や所得保障予算を充実させることで

す。そのためにも、不要不急の農業土木工事等

の見直しも求められていると思います。

第４に、市町村合併事業費として新たに、合

併市町村に対して無利子の貸付事業を行うため

の予算20億円が計上され、総額33億2,600万円の

事業費で、市町村合併のさらなる促進を図ると

しています。しかし、あくまで市町村合併は、

住民の意思に基づいて各自治体が自主的に判断

すべきものであり、さまざまな支援策を講じて

強力に市町村合併を推し進めるやり方は認めら

れません。

以上、新年度予算について、財政運営を含め

主な点での問題点を述べましたが、県民の命と

暮らしを守る自治体本来の役割を果たす立場に

立った予算の執行を求めるものです。

次に、議案第22号「宮崎県立病院事業の設置

等に関する条例の一部を改正する条例」につい

てです。

同条例改正内容の一つである、県立延岡病院

の非紹介患者初診料の加算について反対をする

ものです。県立延岡病院が地域医療支援病院に

なり、地域医療機関では対応できない重症患者

への高度医療の役割を担うために、地域のかか

りつけ医との役割分担を明確にし、地域医療と

の連携を図っていくことは必要なことだと思い

ます。しかし、このかかりつけ医としての個人

病院とのすみ分けを進めるために、個人病院の

紹介状のない患者に、直接、費用負担をかける

というやり方ではなく、もっと別の方策がある

のではないでしょうか。まずは、地域のかかり

つけ医の体制を患者ニーズに合ったものにして

いくことなどが前提だと言えます。

次に、議案第25号「宮崎県後期高齢者医療財

政安定化基金条例」についてです。

同条例は、４月１日から実施が予定されてい

る後期高齢者医療制度の導入に当たっての県基

金条例の創設です｡しかし、後期高齢者医療制度

は、75歳以上の高齢者を、現在加入している国

民健康保険などから外し、高齢者だけの医療保

険制度にするというもので、すべての高齢者に

保険料負担が負わされ、その一方、受けられる

医療に制限を加えるなど、高齢を理由に医療の

格差のみならず命の格差をももたらす、この医

療制度そのものに反対し、撤回を求めるもので

す｡よって、安易に同条例を認めることはできま

せん。

次に、議案第30号「宮崎県介護福祉士等修学

資金貸与条例を廃止する条例」についてです。

介護福祉士や社会福祉士が大幅にふえている

ことなどをもって、修学資金貸与事業を廃止す
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るとしています。しかし、07年度には25名、06

年度には16名が同修学資金を活用しており、利

用者がいなくなったわけではありません。事業

規模を多少縮小することがあったとしても、同

事業は廃止せず、継続することが必要であると

思います。

次に、議案第35号から第37号までは、林道事

業、農政水産関係建設事業及び土木事業執行に

伴う市町村負担金徴収についてです。

本来、国や県の行う直轄事業については、そ

れぞれが責任を持って事業を執行することが当

然であって、市町村の財政を圧迫させないため

にも、負担金の徴収はすべきでないと思いま

す。

最後に、請願についてです。継続審査となり

ました第５号、第６号について、採択を求める

ものです。

請願第５号「後期高齢者医療制度充実を求め

る請願」については、前回から引き続き継続審

査ですが、同制度の４月実施を目前に、75歳以

上のすべての高齢者への保険料支払いの義務づ

けで、医療、介護を合わせた高齢者の負担がま

すます高くなることが予想されることから、国

に、保険料が過度な負担とならず、高齢者のだ

れもが安心して医療が受けられるようにするこ

となどの措置を図るよう求めるものです。

また、第６号の「保険業法の制度と運用を見

直し、自主的な共済を保険業法の適用除外へと

求める請願」については、本来、消費者被害を

もたらした「マルチ共済」を規制し、消費者保

護が目的であったはずの保険業法の改正が、構

成員相互扶助を図るために自主的につくられた

団体共済を、利益追求の企業型保険業と同列に

扱い、さまざまな規制と負担が強いられること

になり、08年３月31日までの経過措置期限が迫

る中で、多くの自主共済が存続の危機に立たさ

れています。そのため、この改正保険業法の制

度と運用の見直し、また、自主共済を保険業法

の適用から除外することを求めるものです。

いずれの請願も速やかな対応が必要であると

思います。請願者の意思を十分受けとめ、強く

採択を求めるものです。

以上で討論を終わります｡〔降壇〕

○坂口博美議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第１号採決

○坂口博美議長 これより採決に入ります。

まず、議案第１号についてお諮りいたしま

す。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第18号採決

○坂口博美議長 次に、議案第18号についてお

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第22号、第25号、第30号及び第35号

から第37号まで採決

○坂口博美議長 次に、議案第22号、第25号、

第30号及び第35号から第37号までの各号議案に
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ついて、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、各号議案

は委員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第２号から第17号まで、第19号から

第21号まで、第23号、第24号､第26号から

第29号まで及び第31号から第34号まで

採決

○坂口博美議長 次に、議案第２号から第17号

まで、第19号から第21号まで、第23号、第24

号、第26号から第29号まで及び第31号から第34

号までの各号議案について、一括お諮りいたし

ます。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より、閉

会中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第５号についてお諮りいたしま

す。

本請願については、委員長の申し出のとおり

閉会中の継続審査とすることに賛成の議員の起

立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とす

ることに決定いたしました。

次に、請願第６号についてお諮りいたしま

す。

本請願については、委員長の申し出のとおり

閉会中の継続審査とすることに賛成の議員の起

立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本請願

は、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査

とすることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました両請願を除く

閉会中の継続審査及び調査については、各委員

長の申し出のとおり決することに御異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり閉会中の継続審

査及び調査とすることに決定いたしました。

◎ 議案第52号採決

○坂口博美議長 次に、さきに提案のありまし

た議案第52号「教育委員会委員の任命の同意に

ついて」を議題といたします。

お諮りします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。
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議案第52号については、同意することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は同意することに決定いたしました。

◎ 特別委員長調査結果報告

○坂口博美議長 次に、特別委員会の報告を議

題といたします。

ただいまから特別委員長の調査結果報告を求

めます。まず、中山間地域振興対策特別委員

会、27番河野哲也委員長。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 当委員会で

は、中山間地域の振興及び都市部との格差解消

に関する所要の調査活動を行ってまいりまし

た。調査結果につきましては、お手元の報告書

のとおりでありますが、その概要を御報告申し

上げます。

まず、中山間地域の実態についてでありま

す。当委員会は、県内の中山間地域を幅広く回

り、できる限り住民の方々の御意見をお聞きす

るよう努めました。

西都市の銀鏡・上揚地区において区長さんが
し ろ み かみあげ

訴えられたのは、ＪＡ支所の為替業務の廃止の

動きについてでありました。為替業務の廃止

は、送金や年金等の引き出しなど生活や産業活

動に重大な影響を与える問題であります。市街

地までは車で往復約２時間かかり、廃止となる

と、車を運転できない高齢者は途方に暮れるこ

とになると話されておりました。医療の問題も

また切実でありました。通院が必要な高齢者を

家族が車で病院に連れていく場合、仕事ができ

ずに家庭が成り立たなくなるような事例がある

とのことでありました。

県の調査によれば、本県の過疎地域等におけ

る高齢化率50％以上の集落は104集落で、うち86

集落が山間地の集落であります。そこには、思

うように通院できない高齢者の方々も多く暮ら

しているはずであります。当委員会の意見交換

会で諸塚村長も、「ひとり暮らしの高齢者に対

応する施設や住宅が必要である」と言っておら

れました。今後、さらに高齢化は進みます。医

療の確保も考慮された高齢者等を対象とする住

宅や施設を、地域の中に整備していく必要があ

ると考えます。

えびの市の大河平小学校では、児童数わずか
お こ び ら

１名でありましたが、地区の行事と学校行事が

一体化されるなど、学校は地域にとって欠かせ

ない存在となっておりました。しかし、当委員

会の調査の後、大河平小学校は来年度から休校

となることが決定されたのであります。休校・

廃校となっても、跡施設を地域活動や交流事業

等に活用できれば、地域の活力維持につながる

ものと考えます。県においては、関係部局間で

連携を図り、学校跡施設の活用策や手続につい

て助言するなど、地域や市町村に対する積極的

な支援が必要だと考えます。

次に、地域の特性を生かした中山間地域振興

についてであります。当委員会が調査を通じて

改めて認識できたことは、地域づくりに必要な

ものは、何よりそこに住む人々の意識そのもの

であるということでありました。

五ヶ瀬町桑野内地区では、地元の方々で結成

された「夕日の里づくり推進会議」が中心と

なって、農村民泊や手づくりのイベント等が実

施されておりました。地区では、「開発すべき

は人の意識」という理念のもとで、行事等を実

施する場合、全世帯への情報提示、各世帯の意

見の集約、そして行事実施後、再び意見を求め

るというシステムが確立されておりました。こ
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のような民主的な手続が10年以上継続されるこ

とによって、住民の方々の間に、「自分たちが

できることは自分たちでやっていく」という共

通した意識が高まり、現在のような県内外から

多くの人々が訪れる成果につながったと考えま

す。

山口県では、県と市町村が共同で、コミュニ

ティー組織づくりのガイドブックを地域に示し

ておりましたが、過疎化・高齢化が進む中で、

集落機能を維持していく上でも、また地域づく

りにつなげていく上でも、県と市町村が一緒に

なって住民意識の啓発に取り組んでいく必要が

あると考えます。

次に、過疎対策についてであります。

関係部局からは、「これまで過疎対策として

２兆円を超える額を投資してきた」との説明が

ありましたが、委員からは、「多額の費用が投

じられてきたにもかかわらず、過疎化や高齢化

に歯どめがかからなかったという事実を真摯に

受けとめなければならない」等の意見が相次ぎ

ました。

旧東米良村の人口は、昭和の大合併前は5,000

人を超えていたものが、現在は実に１割未満ま

で激減しておりますが、過疎地域には指定され

ておりません。また一方で、平成の市町村合併

によって行政の広域化が進む中で、地域の過疎

化・高齢化の実態が見えにくくなり、本来必要

であるはずの地域において、過疎対策が講じら

れていないことが懸念されます。県は、本年度

実施した「集落の現状に関する調査」の結果を

踏まえ、地域の実情に即した過疎対策が講じら

れるよう国に求めていくべきであると考えま

す。

最後に、知事直属の組織体制の必要性につい

てであります。

県は、「中山間地域の衰退は本県全体の衰退

につながる」という極めて重い認識のもとで、

平成20年度重点施策として「中山間地域・植栽

未済地対策」を掲げ、中山間地域の活力再生を

図るため、今後も短期的・中長期的施策を総合

的に展開することとしております。しかしなが

ら、県財政は大変厳しい状況にあります。費用

対効果が厳しく問われる中で、居住者数が少な

い中山間地に対して重点的に施策を講じていか

なければならない理由をしっかりと県民に説明

し、また、施策が展開される中山間地域とは一

体どこなのか明示すべきだと考えます。

都市部との間に大きな格差が存在する中山間

地域においても、人がそこに住む限り最低限の

生活は維持・保障されなければなりません。ま

た、中山間地域が果たしている多面的で公益的

な機能は、次の時代に残していかなければなら

ない県民共通の貴重な財産であります。だから

こそ、効率性の論理とは相入れないと見られて

も、中山間地域においては、財政的な面も含め

て手厚い対策が講じられなければならないので

あります。

また、分野別の施策を一体的に推進できれ

ば、中山間地域で暮らす人々の生活の質を高め

ていくことができると考えます。県外調査で訪

問した広島県安芸高田市の川根地区では、もは

や個々の集落では農地の維持管理が困難となっ

ていることから、集落の枠を超えて農地保全の

活動が行われておりました。集落機能の維持は

地域振興の分野であり、農地保全は農業振興の

分野でありますが、過疎化・高齢化が進む中で

は、それらの一体的な取り組みが必要と考えま

す。山口県においては、中山間地域におけるコ

ミュニティー組織づくりと地域交通の仕組みづ

くりを一体的に支援する事業が実施されており
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ました。一方、県内では、北郷町社会福祉協議

会が、所有する車両を利用して、公共交通機関

を利用することが困難な高齢者等を対象とする

「外出支援サービス」を、福祉施策として実施

しておりました。県においては現在、地域バス

再編支援事業を実施しておりますが、高齢化が

さらに進む中山間地域の５年先、10年先を見越

して、施策分野を超えた地域交通の仕組みづく

りが必要であると考えます。

このような中で、山口県では、関係部局と調

整を図りながら中山間地域対策を総合的に推進

する、「中山間地域づくり推進室」が設置され

ておりました。この推進室は、課と同列の組織

であり、関係部局から農業や林業を専門とする

職員も配置されておりました。しかし、それで

もなお、調査の中で感じられたことは、複数の

部局にまたがる中山間地域対策を、連携・調整

を図りながら推進していくことの困難性であり

ました。

中山間地域が抱える課題は、生活必需品の確

保から、医療、福祉、教育、交通、情報通信、

住宅、産業に至る幅広い分野にわたり、かつ、

それらは複雑に絡み合っております。このよう

な課題に対応していくためには、柔軟に財政措

置を講じることのできる権能と分野横断的に施

策を推進する牽引力が、県政に必要不可欠であ

ります。

すなわち、１、多岐にわたる課題に悩む市町

村の相談にワンストップで対応し、一緒になっ

て悩み、知恵を出す。２、生活者の視点で分野

横断的に施策を講じていく。３、財政的な措置

も柔軟に施す。４、一過性の対策とすることな

く、全力で、継続して取り組んでいく。５、県

や市町村の取り組みには限界があることから、

制度創設や規制緩和などを含めて、国に対し

て、本県の実情に応じた対策を講じるよう強く

訴えていく。６、県民や県内の企業、団体等に

対して、中山間地域が果たしている役割につい

ての理解と施策に対する協力を求めていく。こ

のような中山間地域対策を強力に推進する知事

直属の組織体制が必要なのであります。

当委員会では、東国原知事から、中山間地域

対策に係る知事御自身のお考えを伺うととも

に、当委員会からの提言として、知事に、直属

の組織体制を整備するよう強く求めました。知

事からは、中山間地域に対する思いや危機意

識、問題意識は当委員会と共通するものである

との認識が示されるとともに、中山間地域対策

を推進する組織の設置を前向きに検討している

ことが明らかにされました。しかしながら、知

事の言葉にあったように、勉強部屋をつくった

からといって、勉強ができるようになるわけで

はないのであります。ぜひとも、知事御自身が

陣頭に立って、中山間地域対策を強力に推進す

る組織体制を整備するよう、重ねて強く求める

ものであります。

山口県議会において、議員発議により制定さ

れた「山口県中山間地域振興条例」には、県の

推進体制の整備や国に対する政策提言、さらに

は県民の理解と協力に関する責務等が規定され

ておりましたが、今後、本県でもこのような条

例の制定について検討されることも必要と考え

ます。「中山間地域は、生命をはぐくむ地域で

ある」、島根県中山間地域研究センターで聞い

たこのフレーズは、私どもの耳にも新鮮な響き

に聞こえました。条件不利地域という側面だけ

ではなく、中山間地域は、都市部が持ち得ない

幾多の生命をはぐくむ力を持つという、地域と

しての優位性に、私たちはもっと目を向けるべ

きであると考えます。
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諸塚村長は、「私どもは、上流に住んでいる

ということで、常にきれいな空気を保たねばな

らない。きれいな水を流さなければならない。

それが我々に与えられた責務であろう」と言っ

ておられました。中山間地域が与えてくれてい

る恩恵に、私たち一人一人が報いるときが来て

いると考えます。そこで暮らしている人々の生

活が守られ、森や田畑がいつまでもその美しい

姿を変えることなく、中山間地域が私たちの生

命をはぐくむ地域であり続けるようにとの願い

を申し上げて、当委員会の報告といたします。

（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、産業活性化・雇用対策

特別委員会、23番外山衛委員長。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 当委員会で

は、本県の産業活性化及び雇用対策に関する所

要の調査活動を行ってきたところであります。

その活動経過につきましては、お手元に配付の

報告書のとおりでありますが、ここで、その概

要について御報告申し上げます。

初めに、本県求人の現状についてでありま

す。

本年度の全国の求人倍率は１倍前後で推移し

ておりますが、本県においては0.65倍前後と長

期にわたり低迷しており、多くの人材が県外へ

流出するとともに、地域経済の活力が失われる

ことが懸念されております。

また、県内各地域の求人倍率にも大きな格差

が生じており、特に県北地域では深刻な状況に

あります。そのため、県においても、県北地域

雇用開発計画を策定し、雇用の確保と安定化へ

の取り組みを進めており、また、県北地域雇用

対策連絡会議を設置し、新たな雇用の創出に向

けた施策の検討がなされております。今後、こ

のような取り組みにより、県北地域の雇用環境

が改善されることを希望しておりますが、本県

の景気動向を考えると、短期間で県北地域の雇

用情勢を大きく好転させることは困難と推察し

ております。また、他の地域も同様であり、本

県の雇用環境は、当面、厳しい状況が続くと考

えられます。そのため、今後も有効な雇用対策

を検討し、実施するとともに、雇用の受け皿で

ある産業の活性化に向けた取り組みを強化する

必要があると考えます。

県においては、地域雇用開発計画の拡充に取

り組むとともに、事業者に対し、助成制度の周

知及び積極的な利用を働きかけることを望みま

す。また、雇用は、農林業、水産業、製造業、

サービス業などさまざまな業種にわたることか

ら、部局の枠を超え雇用対策を協議し、全庁一

丸となって雇用の確保に取り組むことを要望い

たします。

次に、地場産業の振興についてであります。

本県産業の基盤である地場産業の振興・育成

は、産業活性化に不可欠であり、極めて重要な

課題であります。

まず、農業についてであります。

当委員会では、農業法人の現状等について調

査を行いました。審議において、委員から、

「今まで農業を行っていなかった企業が農業生

産法人を設立する際は、現法人とは別に新たな

法人を設立する必要があると思うが、そのため

には人材や資金の調達が必要となり、負担が大

きい。現法人のまま農地の権利取得はできない

のか」との発言があり、県当局に見解を求めた

ところ、「平成17年９月より、農業生産法人以

外の法人であっても農地の権利取得が可能とな

る特定法人貸付事業が施行されている」との答

弁がありました。しかしながら、本県ではこの

事業を利用した参入事例はないとのことであ
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り、本事業が県内企業に十分に周知されていな

いと考えられます。

県においては、今年度から、特定法人貸付事

業により参入した企業に対し、農業用機械や施

設をリースする企業等農業参入支援加速リース

事業が創設されておりますが、企業等に対し

て、本事業及びこの支援事業を積極的に周知す

るとともに、計画的な農地基盤整備の推進及び

農地情報の整備による農地の有効利用を図って

いただくことを要望いたします。

次に、林業・木材産業についてであります。

本県は、平成３年から杉素材生産量が連続し

て全国一になるなど、我が国を代表する国産材

供給基地であります。本県の製材工場は減少傾

向にあるものの、大規模化が進んでいるため、

製品出荷量は横ばいで推移しておりますが、長

引く国産材価格の低迷、原油価格高騰による生

産コストの増加等の課題を抱えております。ま

た、林業就業者は、平成７年と比較し45％減少

しており、高齢化も進んでいることから、担い

手の確保・育成が求められております。

県においては、深刻化しつつある担い手対策

について、さらに検討を深めていただくととも

に、林業・木材産業が魅力あるものとなるよ

う、需要者ニーズに対応した製品づくりや県産

材の利用促進に一層努めていただくことを要望

いたします。

次に、工業についてであります。

当委員会は、延岡鐵工団地協同組合を訪問

し、県北地区における工業の現状等について調

査を行いました。現状については、低賃金で雇

用できる東南アジア等が生産拠点になってお

り、日本の製造業は厳しい環境にあるとの説明

がありました。また、今後の課題としては、設

計・管理能力を持つ人材の確保が必要とのお話

がありました。

当委員会としましても、雇用創出効果の大き

い工業分野の育成は重要な課題と認識しており

ます。特に、求人倍率が低迷している県北地区

では、工業が地場産業でありますので、その発

展に期待を寄せております。

県においては、さきに述べました県北地域雇

用開発計画による地域雇用開発助成金の活用を

積極的に事業者へ働きかけ、中核的人材の雇用

及び技術者の能力開発等を支援することを求め

ます。また、県工業技術センター及び機械技術

センター等による従業員の技術力向上への支援

を今後も継続するとともに、現場の意見に即し

た人材育成を強化していただくよう要望いたし

ます。

次に、企業誘致についてであります。

企業立地は、雇用創出に直接寄与し、産業の

活性化にも結びつく非常に有効な手段でありま

すので、その増加が望まれるところでありま

す。当委員会では、企業誘致の現状等につい

て、企業誘致アドバイザーの方々との意見交換

会を開催しました。その中では、「今後は環境

とエネルギー分野が成長する。廃木材等を利用

したバイオエタノールの生産に取り組んではど

うか」や、「インフラ整備と人材育成が最も重

要である」などの御意見がありました。また、

自動車産業の誘致について伺ったところ、「自

動車業界は、進出すると長期間腰を据える業界

だが、逆に言えば腰が重いとも言えるので、誘

致活動は長期的に行う必要がある」との御提言

がありました。

さらに、当委員会は、関東地区に在住する本

県出身の経営者や会社役員等で構成されており

ます、宮崎県在京経営者会議の方々とも意見交

換会を行いました。その中では、「フィンラン
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ドはＩＴ立国、クロアチアは観光立国である。

宮崎も何立県を目指すのか定め、施策とアイデ

アを集中させてはと思う」などの御意見があり

ました。企業誘致においては、各企業のニーズ

に応じた人材育成や環境整備がますます重要と

なってくると考えますので、県においては、一

層の施策の推進を図っていただくよう求めま

す。また、企業誘致における雇用については、

非正規ではなく、正規雇用の確保に努めていた

だくことを要望いたします。

以上、当委員会の１年間の調査内容及び活動

について、総括して御報告を申し上げました。

県民生活に直結する雇用対策は喫緊の課題で

ありますが、本県の求人倍率は低迷し続けてお

り、現在も多くの県民が雇用の場を求めており

ます。このような中、当委員会では、雇用創出

には、受け皿である産業の発展が何よりも重要

であるとの考えから、多くの時間を産業活性化

についての調査・審議活動に費やしたところで

あります。地場産業は本県産業の基盤となるも

のでありますが、地場産業に携わられている方

々はそろって、「行政は地場産業にもっと目を

向けてほしい」と訴えられておりました。

当委員会も、懸命に努力されている経営者の

方々のお話を伺う中で、行政がこれまで以上に

地場産業へ目を向け、もう一歩踏み込んだ支援

を行うことにより、地場産業の活性化が進むの

ではと感じたところでありました。

各自治体が力を入れております企業誘致につ

きましては、今後も熾烈な誘致合戦が繰り広げ

られることが予想されます。自動車関連産業の

誘致につきましては、生産工場が北部九州に集

積されている中、本県の存在感を示すには大変

厳しい道のりがあると推察しております。しか

しながら、東九州自動車道の開通が視野に入っ

てきた中、長期的な展望で、今できることを検

討し、着実に施策を実施することが、将来の自

動車関連産業誘致に向けての礎になると考えて

おります。

当委員会は、産業活性化の方策について多く

の方からお話を伺いましたが、すべての分野で

優秀な人材を求めておりました。一方、本県の

就職状況に目を向けますと、相当数の高卒者が

県外へ就職しており、大卒者についても同様と

推測されます。また、求人倍率が低迷する中、

多くの県民が県外へ職を求めております。この

ような状況で、本県が熱心に人材を育成して

も、その多くが県外へ流出し、本県の産業に

とっては効果が薄いのではとの懸念もありま

す。しかしながら、調査の中において、「地域

開発は人材開発である」とのお話もあり、当委

員会としましても、調査活動を通じ、産業が活

性化して人材が育成されるのではなく、優秀な

人材が育成されるところに産業が集まり活性化

するということを強く感じております。

そのため、当面はある程度の人材流出を甘受

してでも、本県はこれまで以上に人材育成に力

を注ぐべきと考えております。優秀な人材を育

成し、でき得る限り県内へ供給することで、地

場産業の振興が図られ、技術開発が進み、新産

業が創出され、企業は人材を求めて立地する。

その結果、本県の産業全体が活性化され、雇用

が拡大し、人材の流出も低下すると考えており

ます。短期間でこれらをすべて現実化すること

は困難であると認識しておりますが、着実に人

材を育成していくことが、本県の産業活性化の

かぎになると確信をしております。

人材育成につきましては、学校教育の重要性

は当然でありますが、職業訓練センターや工業

技術センター等における人材育成も肝要であり
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ます。また、企業における独自の人材育成及び

確保も必要であり、今年度から施行しておりま

す、県北地域雇用開発計画による中核的人材の

雇用や従業員の職業訓練等に対する助成の有効

な活用と県下への拡大を期待しております。

県においても、人材の重要性を再認識いただ

き、これまで以上に、企業等の人材育成及び確

保を積極的に支援するとともに、長期的な展望

を持ちつつ、時代に即した人材が育成できる柔

軟な施策の展開及び体制づくりに取り組んでい

ただくことを強く要望いたしまして、当委員会

の報告といたします。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、地域医療対策特別委員

会、39番井上紀代子委員長。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 地域医療

対策特別委員会では、本県の地域医療に関する

所要の調査活動を行ってまいりました。その調

査活動の結果につきましては、お手元に配付の

報告書のとおりでありますが、ここで、その概

要について御報告申し上げます。

まず、医師確保についてであります。

近年、地域医療の崩壊が、毎日のように新聞

やニュースなどで報じられています。本県の県

立病院においても、勤務医が次々にやめていく

現象が既に始まっており、本県の地域医療が危

機に瀕していることを改めて痛感いたしまし

た。医師不足の原因は、平成16年度から導入さ

れた新臨床研修制度の影響により、大学病院医

局の医師供給システムが劇的に変化したこと

や、医療訴訟の増加など、今日の医療を取り巻

くさまざまな問題が背景にあることが考えられ

ます。

このため、県議会としても、早急な対策を講

じる必要があることから、「地域医療を支える

医師確保対策の推進を求める意見書」や、「医

師・医療従事者不足対策及び助産所の存続を求

める意見書」を、国に対して提出したところで

あります。本県の地域医療における最大の課題

は、医師確保対策であり、結局、医師不足によ

り地域間の医療格差が生じ、夜間の救急医療や

小児救急医療まで影響を与えております。特に

小児科医の不足は深刻であり、人口10万人当た

りの小児科の医師数は、全国平均12.0人に対

し、本県は全国で37番目の10.7人と少なく、そ

の対策が急務であります。

千葉県立東金病院では、「地域医療において

大事なことは、患者を確保することではなく、

研修先を自由に選べる研修医などの若手医師

や、その若手医師を指導する指導医を確保する

ことである。さらに、医師確保を大学病院の医

局に依存するのではなく、各県立病院が連携

し、県立病院自体で専門医を育成する「病院が

医師を育てるシステム」を構築すべきである」

との説明を受けました。

また、串間市民病院では、「最近の若手医師

は、博士号などの学位取得よりも、学会の専門

医や認定医のライセンス取得を希望しているこ

とから、学会の認定施設などに着目した教育研

修制度の整備が重要である」とのことでした。

さらに、美郷町国民健康保険西郷病院では、

「平成21年４月は、新臨床研修制度が始まって

６年目の年に当たり、医師の大きな移動が全国

的に起こると予測されており、本県の魅力を伝

えることが大事である」との説明を受けまし

た。

これらのことを踏まえ、県内で地域医療に携

わっている医師や他県で働いている医師が、宮

崎県で仕事がしたいと魅力を感じるような「医

師が働きやすい環境づくり」を早急に構築し、

全国に情報を発信することが特に重要であると
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考えます。

本県の医師確保対策は、県、宮崎大学、宮崎

県医師会で構成されている地域医療対策協議会

において検討を進めていることから、県がリー

ダーシップを発揮し、他県よりも魅力的で、独

自の医師確保対策を展開するよう期待するとこ

ろであります。

また、我が国の医療は、一貫して専門医の育

成に努めてきた結果、医師の総数はふえました

が、医療の高度化、専門化、診療科の細分化も

進み、１人の患者に対して複数医師のマンパワ

ーを必要としている状況であります。このよう

なことから、現在、初期の診療に当たり、１人

の人間を全人的に診ることができる「総合医」

が注目されており、国においても制度化につい

て検討中であります。過疎地域を多く抱える本

県においては、総合医を育成するシステムを構

築すべきであると考えておりますので、総合医

が専門医として制度化されるよう国等に強く働

きかけることと、総合医を育成する施策を展開

すべきと考えます。

それから、自治医科大学卒業生の出身県への

定着率は、全国平均が約70％であるのに対し、

本県の場合57％と低い状況であり、その定着率

の向上が課題となっています。県においては、

自治医科大学の卒業医師が本県の地域医療に魅

力を感じるような就職口を県立病院等に確保す

るなど、これまで以上に県内に定着するような

対策を推進することを要望します。

また、本県の女性医師の割合は13％を占めて

おり、国家試験合格者の３割以上が女性である

ことから、今後、女性医師の割合がさらに増加

すると予測されています。このようなことか

ら、診療と子育てが両立できるような、女性医

師のライフステージに応じた就労支援対策が必

要であります。

次に、地域間の医療格差についてでありま

す。

地域間の医療格差にはさまざまな要因があり

ますが、その根本は医師及び診療科の地域的な

偏在であります。特に問題なのが、県内の人口

で約４割、面積で約１割を占めている宮崎東諸

県医療圏に、県内の医師が約５割も集中してい

ることであり、宮崎市近郊とその他の地域との

地域間格差が広がっていることであります。

さらに、診療科においては地域間格差がます

ます広がっており、例えば小児科では、宮崎東

諸県医療圏に61名も小児科医がいるのに対し、

西諸医療圏では５名、日向入郷医療圏では４名

の小児科医しかいない状況であります。事故や

急病が発生した場合、手当てが早いほど患者の

救命率は向上し、社会復帰も期待できることか

ら、救急搬送体制の整備は不可欠であります。

しかしながら、県土の約６割を中山間地域が占

め、高速道や国道の整備率が低い本県において

は、救急搬送体制の整備が十分でないのが実情

であります。このようなことから、県内に７つ

ある消防の非常備町村においては、救急業務の

充実を促進することや、救急搬送体制のかなめ

となる主要な路線においては早急な整備を行う

ことが必要であると考えます。

さらに、県民のだれもが健康で安全な生活を

送れ、そして何よりも県民の命は金銭にかえら

れないことから、県においては、過疎や医療格

差から地域を救う切り札としてドクターヘリを

導入し、全県レベルの政策医療を担っている県

立病院にヘリポートを設置するなど、空の救急

搬送体制を確立するよう要望します。

次に、夜間の医療体制及び小児救急医療につ

いてであります。

平成20年３月19日(水)
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夜間の救急医療において深刻な問題は、共働

き家庭の増加や核家族化の進展に伴う「医療の

コンビニ化」現象であります。県内の小児科医

が少ないこと、夜間救急は小児科の罹患者が多

いこと、さらに患者の９割が軽症であることか

ら、夜間の初期救急医療における小児科医の負

担を軽減させることが必要であります。このよ

うなことから、夜間における救急医療施設の仕

組みや役割、小児科医の負担軽減を図るため

に、「小児救急医療電話相談」などを広く県民

にＰＲすることが重要であります。

次に、介護サービスの充実についてでありま

す。

本県は、全国平均よりも５年ほど速いペース

で高齢化が進んでおり、介護サービスの充実

が、より一層望まれています。このような中、

国においては、高齢者医療費を中心に医療費の

大幅な増加が見込まれることから、療養病床の

再編などの医療制度改革に取り組んでいます。

本県においても、平成23年度末までに、県内に

約2,000床ある介護保険適用の療養病床を全廃

し、約3,000床ある医療保険適用の療養病床を縮

減することとなっています。このようなことか

ら、本県では昨年12月に、「地域ケア体制整備

構想」を策定し、療養病床の再編成に対応した

高齢者ケアの受け皿を確保することとしていま

す。

しかしながら、県内の意向調査結果でも、今

ある介護療養病床2,357床のうち836床は、老人

保健施設等の介護施設に転換整備されるもの

の、残りの1,521床は転換などのめどが立ってい

ない状況であります。県においては、療養病床

の縮減により介護難民が発生しないように、市

町村及び医療機関と連携を図り、老人保健施設

等の介護施設への転換や在宅療養の体制整備な

ど、地域に必要な受け皿をしっかりと整備する

よう要望します。

また、本県の地域医療において、医師確保と

ともに重要なのが、看護師と介護職員の育成及

び確保対策であります。県においては、中長期

的な視点に立ち、労働条件の改善などを国に要

望しながら、「働きやすい環境づくり」を推進

すべきと考えます。

以上、当委員会の調査内容及び活動につい

て、その概要を御報告申し上げました。

「地理的条件の厳しい中山間地域だからこ

そ、住民が安心して住めるよう医療と福祉を充

実させなければならない。そのためには、村税

の大半をつぎ込んでも病院を運営すべきであ

る」と、椎葉村長からお話を伺いました。生涯

を通じて健康で暮らすことは、すべての県民の

願いであり、いざというときに安心して医療や

介護が受けられることが、地域社会を形成する

上での基本となります。しかしながら、行政や

医療及び介護機関だけの力では限界があること

や、医師や看護師及び介護職員の急激な増加は

望めないことから、県内の限られた医療や介護

資源を有効に活用することが必要であります。

この現状を踏まえて、県民一人一人が地域医療

に対して認識を深め、取り組んでいただきたい

ことが２つあります。

まず、１つ目が、本県の医師不足の現状や救

急医療の実態、さらには、初期救急医療施設と

２次及び３次救急医療施設の仕組みを理解して

行動することです。そして２つ目が、「予防は

治療にまさる」という予防医療の重要性を理解

し、例えば「県民、青竹踏み運動」を展開する

など、県民みずからが予防医療の実践や推進を

行うことです。県においては、この２つの取り

組みを、県民に対し広く深く情報発信するよう

平成20年３月19日(水)
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要望します。そして、県民一人一人が意識改革

していただきたいと思います。そのためには、

県議会としても最大限の支援と協力を惜しまな

い所存であります。

最後になりますが、本県の将来を考えると、

高齢化の進展により高齢者医療費の増大が危惧

されています。しかしながら、予防医療による

早期発見や早期治療に努め、介護サービスの充

実や在宅医療の推進により、「みとり」などの

人間らしい終末期医療のあり方などに取り組む

ことが、高齢者医療費を抑制することにつなが

ると考えています。そのためには、行政と医療

及び介護機関、教育機関、さらに県民が一体と

なって、「早期発見、早期治療、介護の充実に

よる健康長寿の県づくり」を目指し、さらなる

保健・医療・福祉の連携を図ることを強く要望

いたしまして、当委員会の報告といたします。

（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、議員定数・選挙区調査

特別委員会、31番 原正三委員長。

○ 原正三議員〔登壇〕（拍手） 当委員会で

は、県議会議員の定数及び選挙区に関する所要

の調査活動を行ってきたところであります。そ

の活動経過につきましては、お手元に配付の報

告書のとおりでありますが、ここで、その概要

について御報告申し上げます。

全国の自治体やその議会においては、昨今の

厳しい財政状況などを受け、抜本的な行財政改

革や議会改革が推進されており、当県議会にお

いても、平成17年度に設置された「選挙区特例

等特別委員会」の報告などを受け、議員定数等

の見直しを検討する当委員会が設置されたとこ

ろであります。この議員定数等の見直しは、県

民の関心も高く、昨年４月の県議会議員選挙の

際には、これが一つの争点にもなりました。ま

た、県内の市町村議会においては、大幅な議員

定数の削減が行われたことなどから、県議会議

員の定数削減を求める県民の声は高まっており

ます。

しかし、その一方で、本県で発生した官製談

合事件や不適正な事務処理問題などの県執行部

の不祥事を受けて、県議会の監視機能の一層の

強化が求められているほか、地方分権が進む

中、地方の課題解決に向けた政策を県議会から

も提言していくために、政策立案機能の強化も

求められております。県民の代表である県議会

議員の定数削減は、県民の意見の県政への反映

を妨げることにもなりかねない点には、十分な

注意が必要であります。

以上のような状況を踏まえながら、当委員会

では、県民の皆様に理解の得られる議員定数等

について、慎重に検討を行ってきたところであ

ります。

初めに、関係法令や全国の状況及び県内市町

村議会の状況等について調査を行った後、第４

回の委員会では、委員全員が共通の認識を持っ

て以降の協議を行うために、当委員会の基本方

針を決定いたしました。決定した基本方針は、

次のとおりであります。

基本方針１、「総定数」については、削減を

行う。ただし、県議会の機能・役割が大きく低

下しない範囲での削減にとどめる。

２、「選挙区」については、市町村合併の動

向を踏まえるとともに、任意合区の実施による

選挙区の広域化についても十分検討する。

３、「各選挙区の定数」については、１票の

格差を合法的な範囲で検討し、県全体の均衡あ

る発展にも十分配慮した設定を行う。以上であ

ります。

このうち、基本方針の１は、初めて定数削減
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を行うことが明記されたものであり、重要な意

味を持つものであることから、その検討は慎重

に行ったところであります。

まず、県民の議会改革を求める声や、行財政

改革を推進する流れなどの、定数削減を方向づ

けるさまざまな事項を確認した上で、逆に極端

な定数削減は、議会を通じて民意を県政へ反映

させる議会制民主主義の妨げとなる可能性もあ

ることについても、十分検討を行ったところで

あります。

以上の基本方針が決定した後は、その３つの

項目のそれぞれについて、各委員の見解を示し

ながら、より具体的な協議を行いました。

まず、基本方針１を受け、実際にどの程度の

総定数の削減が適当かについて協議を行いまし

た。「大幅な削減には慎重になるべきだ」とす

る意見については、「現在の常任委員会の機能

を考えたときに、40名程度が一つの目安と考え

る」や、「県議会の機能について、改めてしっ

かりと認識した上で、その機能を果たすための

適当な定数について十分検討すべきである」な

どがありました。また、そのほかに、「県全体

の予算に占める議会費の割合はわずか0.2％であ

るが、全国レベルで見て、立派に改革を行って

いると評価を受けるに足りる結論を目指すべき

である」といった意見などがありました。

次に、基本方針２を受け、公職選挙法の原則

を尊重しつつ、「任意合区の是非」について協

議を行いました。「任意合区を取り入れるべき

でない」とする意見については、「公職選挙法

の原則は郡市単位での選挙区設定であり、これ

を尊重し、１人区の存在も認めるべきだ」や、

「中山間地域などで配当基数が１以下の郡市に

もきちんと配慮すべきである」などがありまし

た。また、その反対の意見として、「１人区を

残すとなると、複数人区を減らす以外に削減の

方法がなくなる。選挙区を広くとれば、痛みは

みんな平等になる」や、「近年、郡の位置づけ

はあいまいになっており、広域行政が日常化し

ているという事実を考慮して、合区の議論を行

うべきである」などがありました。

そして、基本方針３を受け、いわゆる「ただ

し書き規定の適用の是非」について協議を行い

ました。「ただし書き規定を適用すべき」とし

た意見については、「最も広い面積の東臼杵郡

選挙区を１人にすると、宮崎市の倍の面積を１

人で受け持つことになる。これはあってはなら

ない」や、「県土の均衡ある発展や格差の問題

は、我々地域代表が発言することで、その地域

が活性化される面もあり、人口の多いところだ

けに議員がいればよいとの発想は問題だ」など

がありました。また、その反対の意見として、

「ただし書き規定はあくまでただし書きにすぎ

ない。安易にこれを使うことはおかしい」など

がありました。

以上のような委員協議のほかに、県外調査を

実施し、他県議会における議員定数等の見直し

の状況や、それに対する県民の反応などについ

て調査するとともに、県の市議会議長会及び町

村議会議長会との意見交換会を実施し、県内各

地域の住民の声を、その代表である市町村議会

議長から聴取いたしました。

以上の調査を踏まえて、第７回の委員会で

は、正副委員長で協議して作成した「議員定数

等に関する試案」を提示いたしました。試案

は、今後の協議における選択の幅を広げるた

め、総定数38名の案１から１名刻みで、総定

数43名の案６までの６通りとしました。また、

それぞれの案が可能な限り任意合区を行ってい

るＡのパターンと、現行選挙区どおりに選挙区

平成20年３月19日(水)
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を定めているＢのパターンから成っておりま

す。以上の試案については、一たん、委員の所

属する各会派に持ち帰り、意見を集約した後に

改めて委員会で協議を行うこととしました。

そして、次の第８回の委員会において、各会

派で集約された意見について代表の委員から報

告が行われました。その概要は次のとおりであ

ります。

自由民主党は、総定数は39名か40名で、選挙

区割等については、さまざまな意見が出たこと

から、結論は出ていない。

社会民主党は、総定数は39名で、最大限任意

合区を行い、人口比例定数どおりに定数を配分

した形とする。

愛みやざきは、総定数は36名で、正副委員長

試案の１―Ａから、さらに西都市・西米良村及

び東臼杵郡選挙区について１名ずつ削減した形

とする。

公明党は、総定数は38名か39名で、選挙区割

等については、試案１―Ａか２―Ｂのどちらか

を検討中である。

民主党は、総定数は39名から41名で、今年度

に総定数だけでも確認がなされれば、当委員会

の使命はある程度果たせるものと考える。

というものでありました。

以上のような各会派の見解を受けて協議を

行ったところ、まず、今年度は「総定数」に

絞って結論を出すということで委員の意見が一

致しました。

そして、「総定数」について各会派の見解を

集約する形で協議を行った結果、最終的に次の

２つを当委員会の結論として、全会一致で決定

いたしました。

１、次の一般選挙において、「総定数」は40

名以下とする。

２、その「選挙区割」と「各選挙区の定数」

については、来年度に検討を行う。

以上が、当委員会の１年間の調査活動の結果

であります。

県議会議員の定数及び選挙区は、基本的に各

県議会の裁量により条例で設定することとされ

ており、県議会には、県民の意向や県内の実情

を十分に把握した上で、みずからの判断のもと

にそれらを決定することが求められておりま

す。

このような中、当委員会において、「総定数

は40名以下とする」との結論が出されたこと

は、県民への影響に配慮しながらも、議会改革

を求める県民の声を十分に尊重して、議員みず

からが英断を下した結果であるものと考えてお

り、今後の県議会においても、この結論をもと

に検討がなされていくものと考えております。

また、来年度に検討が行われる「選挙区割」

と「各選挙区の定数」については、早期に検討

が始められ、県民の意向や県内各地域の実情が

十分に反映された結論が出されることを願いま

して、当委員会の報告といたします。（拍手）

〔降壇〕

○坂口博美議長 以上で、特別委員長の調査結

果報告は終わりました。

特別委員長の報告に対する質疑の通告はあり

ません。

◎ 議員発議案送付の通知

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、議員及び委員会から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読いたさせます。

〔事務局長朗読〕

平成20年３月19日

平成20年３月19日(水)
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宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 県議会議員 中 村 幸 一

井 本 英 雄

野 辺 修 光

中 野 明

太 田 清 海

髙 橋 透

図 師 博 規

西 村 賢

新 見 昌 安

河 野 哲 也

井 上 紀代子

田 口 雄 二

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第２号

宮崎県行政に係る基本的な計画の議決等に

関する条例

平成20年３月19日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 議会運営委員長 濵砂 守

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第３号

宮崎県議会委員会条例の一部を改正する条

例

議員発議案第４号

宮崎県議会常任委員会委員の定数

議員発議案第５号

議会の議員の給与等に関する条例の一部を

改正する条例

議員発議案第６号

原油価格の高騰に伴う対策の強化・充実を

求める意見書

議員発議案第７号

配合飼料価格の高騰対策を求める意見書

議員発議案第８号

在沖米海兵隊員による少女暴行事件等に関

する意見書

議員発議案第９号

海上自衛隊イージス艦「あたご」による衝

突事故の原因究明と再発防止策を講じるこ

と等を求める意見書

議員発議案第10号

ＢＳＥ対策に関する意見書

議員発議案第11号

中小企業底上げ対策の一層の強化を求める

意見書

議員発議案第12号

地上デジタルテレビ放送の受信対策の推進

を求める意見書

平成20年3月19日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 生活福祉常任委員長 十屋 幸平

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第13号

療養病床の再編計画に関する意見書

◎ 議員発議案第２号から第13号まで

追加上程

○坂口博美議長 ただいま朗読いたしました議

平成20年３月19日(水)
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員発議案第２号から第13号までを日程に追加

し、議題とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 議員発議案第２号提案理由説明

○坂口博美議長 まず、議員発議案第２号を議

題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。48番野辺修光議員。

○野辺修光議員〔登壇〕（拍手） 「宮崎県行

政に係る基本的な計画の議決等に関する条例」

について、発議者を代表いたしまして提案理由

を御説明申し上げます。

地方分権の進展に伴い、地方自治体が自己決

定・自己責任で政策を実行する範囲は拡大して

きております。そのような中、政策実行のた

め、昨年、知事が策定された総合計画を初め、

県には数多くの計画があり、計画の重要性はま

すます高まってきております。

そこで、県行政の運営上、特に重要な計画の

策定等について、県民から付託を受けた議会と

いう公の場で大局的な見地から審議することに

より、県民の視点に立った、透明性の高い県行

政の計画的かつ効果的な推進を行うことを目的

とした条例案を策定したところであります。

本条例によりまして、重要な計画の策定や変

更等に当たっては、議会の議決が必要となり、

現在策定されている計画の中では、総合計画を

初め、行財政改革大綱や農業・農村振興計画な

ど、県行政の各分野の柱となる24の計画を議決

対象として指定したところであります。

また、この条例の制定により、議会と執行部

がともに責任を持ち、よりよい県政の実現に向

け一層協働していくこととなり、知事の言われ

る県民総力戦に通じるものであると確信いたし

ております。

なお、議員発議の政策条例としては、一昨年

９月の「宮崎県防災対策推進条例」以来２本目

となりました。

今後とも、二元代表制のもと、議会として県

民の視点に立った政策立案を行っていくこと

が、県議会としての重要な役割であると認識を

いたしているところであります。

本条例の趣旨を御理解の上、御賛同いただき

ますようお願い申し上げまして、提案理由説明

とさせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 議員発議案第２号採決

○坂口博美議長 お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、質疑及び委員会の付託を省略して直

ちに審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第２号についてお諮りいたしま

す。

本案は、原案のとおり可決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第３号から第13号まで採決

平成20年３月19日(水)
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○坂口博美議長 次に、議員発議案第３号から

第13号までの各号議案を一括議題といたしま

す。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第２項

及び第３項の規定により、説明、質疑及び委員

会の付託を省略して直ちに審議することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第３号から第13号までの各号議案

を、一括お諮りいたします。

各号議案は、原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 閉 会

○坂口博美議長 以上で、今期定例会の議事は

すべて終了いたしました。

これをもちまして、平成20年２月定例県議会

を閉会いたします。

午後０時31分閉会

平成20年３月19日(水)
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平成２０年２月定例県議会日程
２８日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30
会議録署名議員指名

２．２１ 木 本会議
議会運営委員長審査結果報告
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

２２ 金 休 会 （ 議 案 調 査 ）

２３ 土
（ 閉 庁 日 ）

２４ 日

２５ 月 代表質問通告締切 12:00
休 会 （ 議 案 調 査 ）

２６ 火 一般質問通告締切 12:00

２７ 水 議会運営委員会 9:30

２８ 木 本会議 代 表 質 問

２９ 金 請願締切 12:00

３． １ 土
（ 閉 庁 日 ）

２ 日

３ 月

一 般 質 問
４ 火

議員発議案締切 17:00
本会議 （会派提出）

５ 水
一 般 質 問 議会運営委員会 9:30
議案・請願委員会付託

６ 木
休 会 常 任 委 員 会 ( 補 正 )

７ 金

８ 土
（ 閉 庁 日 ）

９ 日

１０ 月 本会議 常任委員長審査結果報告(補正)、質疑 議会運営委員会 9:30
討論、採決

１１ 火

１２ 水

休 会 常 任 委 員 会 ( 当 初 )
１３ 木

１４ 金
議員発議案締切 17:00
（会派提出を除く）

１５ 土
（ 閉 庁 日 ）

１６ 日

１７ 月 特 別 委 員 会 議会運営委員会
休 会

１８ 火 （ 議 事 整 理 ）

常任委員長審査結果報告(当初)、質疑 議会運営委員会 9:30

１９ 水 本会議 討論、採決
特別委員長調査結果報告
閉会
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平成２０年２月定例県議会

代 表 質 問 時 間 割

２月２７日（水）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 星原 透 １０：００～１２：００ 休憩

２ 自 由 民 主 党 野辺 修光 １３：００～１５：００

２月２８日（木）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

３ 社 会 民 主 党 満行 潤一 １０：００～１１：５０ 休憩

４ 愛 み や ざ き 西村 賢 １３：００～１４：４０

２月２９日（金）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

５ 公 明 党 長友 安弘 １０：００～１１：３０ 休憩

６ 民 主 党 権藤 梅義 １３：００～１４：３０

＊ 会派別の質問時間

自由民主党 １２０分以内

社会民主党 ５５分以内

愛みやざき ５０分以内

公 明 党 ４５分以内

民 主 党 ４５分以内
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平成２０年２月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割

３月３日（月）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１ 社 会 民 主 党 髙橋 透 １０：００～１１：００

２ 自 由 民 主 党 萩原 耕三 １１：００～１２：００ 休憩

３ 自 由 民 主 党 宮原 義久 １３：００～１４：００

４ 無 所 属 の 会 川添 博 １４：００～１５：００ 休憩

５ 自 由 民 主 党 河野 安幸 １５：１０～１６：１０

３月４日（火）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

６ 社 会 民 主 党 外山 良治 １０：００～１１：００

７ 自 由 民 主 党 横田 照夫 １１：００～１２：００ 休憩

８ 自 由 民 主 党 外山 衛 １３：００～１４：００

９ 自 由 民 主 党 中野 明 １４：００～１５：００

３月５日（水）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１０ 自 由 民 主 党 徳重 忠夫 １０：００～１１：００

１１ 民 主 党 田口 雄二 １１：００～１２：００ 休憩

１２ 愛 み や ざ き 図師 博規 １３：００～１４：００

１３ 自 由 民 主 党 黒木 覚市 １４：００～１５：００

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２０年２月定例会

委 員 会 名 事 件 理 由

請願第４号 高鍋土木事務所存続に関する請願

慎重な審査

総務政策常任委員会 総合政策及び行財政対策に関する調査 ・調査を要

するため

請願第５号 後期高齢者医療制度の充実を求める請願

請願第６号 保険業法の制度と運用を見直し、自主的な 慎重な審査

生活福祉常任委員会 共済を保険業法の適用除外へと求める請願 ・調査を要

するため

地域生活行政及び福祉保健行政の推進に関する調査

商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査 調査を要す

るため

環 境 農 林 水 産 環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査 調査を要す

常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に関 調査を要す

常 任 委 員 会 する調査 るため

円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成20年度宮崎県一般会計予算 ３月19日・可 決

〃 第２号 平成20年度宮崎県開発事業特別資金特別会計予算 〃

〃 第３号 平成20年度宮崎県母子寡婦福祉資金特別会計予算 〃

〃 第４号 平成20年度宮崎県山林基本財産特別会計予算 〃

〃 第５号 平成20年度宮崎県拡大造林事業特別会計予算 〃

〃 第６号 平成20年度宮崎県林業改善資金特別会計予算 〃

〃 第７号 平成20年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計予算

〃 第８号 平成20年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーシ 〃

ョン施設特別会計予算

〃 第９号 平成20年度宮崎県営国民宿舎特別会計予算 〃

〃 第10号 平成20年度宮崎県農業改良資金特別会計予算 〃

〃 第11号 平成20年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算 〃

〃 第12号 平成20年度宮崎県公共用地取得事業特別会計予算 〃

〃 第13号 平成20年度宮崎県港湾整備事業特別会計予算

〃 第14号 平成20年度宮崎県立学校実習事業特別会計予算 〃

〃 第15号 平成20年度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算 〃

〃 第16号 平成20年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業） 〃

予算

〃 第17号 平成20年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業） 〃

予算

〃 第18号 平成20年度宮崎県立病院事業会計予算 〃

〃 第19号 宮崎県部等設置条例の一部を改正する条例

〃 第20号 宮崎県行政機関設置条例の一部を改正する条例 〃

〃 第21号 宮崎県公益認定等審議会条例 〃

〃 第22号 宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改 〃

正する条例

〃 第23号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第24号 地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を 〃

〃 第25号 改正する条例

宮崎県後期高齢者医療財政安定化基金条例 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第26号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 ３月19日・可 決

〃 第27号 宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を 〃

改正する条例

〃 第28号 宮崎県条例の形式の左横書きの実施に関する条例 〃

〃 第29号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第30号 宮崎県介護福祉士等修学資金貸与条例を廃止する条 〃

例

〃 第31号 宮崎県砂防指定地管理条例の一部を改正する条例 〃

〃 第32号 宮崎県屋外広告物条例の一部を改正する条例 〃

〃 第33号 宮崎県監査委員条例の一部を改正する条例 〃

〃 第34号 包括外部監査契約の締結について 〃

〃 第35号 林道事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃

〃 第36号 農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収 〃

について

〃 第37号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃

〃 第38号 平成19年度宮崎県一般会計補正予算（第５号） ３月10日・可 決

〃 第39号 平成19年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正予 〃

算（第１号）

〃 第40号 平成19年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第41号 平成19年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算 〃

（第３号）

〃 第42号 平成19年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計補正予算（第１号）

〃 第43号 平成19年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーシ 〃

ョン施設特別会計補正予算（第１号）

〃 第44号 平成19年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算（第 〃

１号）

〃 第45号 平成19年度宮崎県農業改良資金特別会計補正予算 〃

（第１号）
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第46号 平成19年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予 ３月10日・可 決

算（第１号）

〃 第47号 平成19年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正予 〃

算（第２号）

〃 第48号 平成19年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第49号 平成19年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第２ 〃

号）

〃 第50号 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第51号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第52号 教育委員会委員の任命の同意について ３月19日・同 意

議員発議案 第１号 道路特定財源確保に関する緊急決議 ２月21日・可 決

〃 第２号 宮崎県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条 ３月19日・可 決

例

〃 第３号 宮崎県議会委員会条例の一部を改正する条例 〃

〃 第４号 宮崎県常任委員会委員の定数（告示） 〃

〃 第５号 議会の議員の給与等に関する条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第６号 原油価格の高騰に伴う対策の強化・充実を求める意 〃

見書

〃 第７号 配合飼料価格の高騰対策を求める意見書 〃

〃 第８号 在沖米海兵隊員による少女暴行事件等に関する意見 〃

書

〃 第９号 海上自衛隊イージス艦「あたご」による衝突事故の 〃

原因究明と再発防止策を講じること等を求める意見

書

〃 第10号 ＢＳＥ対策に関する意見書 〃

〃 第11号 中小企業底上げ対策の一層の強化を求める意見書 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

議員発議案 第12号 地上デジタルテレビ放送の受信対策の推進を求める ３月19日・可 決

意見書

〃 第13号 療養病床の再編計画に関する意見書 〃



議員発議条例、意見書、決議文、その他
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道路特定財源確保に関する緊急決議

道路は、経済・社会活動や県民生活を支える基礎的なインフラであり、最も優

先的に整備されるべき社会資本である。しかしながら、地方の道路整備は、都市

部に比較して大きく立ち後れている。

県民は、都市部に大きく後れを取りながらも、地方の道路整備が進むことを切

に望み、これまで長きにわたり道路特定財源を粛々と負担してきたところである。

県民の悲願である東九州自動車道をはじめ、地域の連携交流を進める国道、通学、

通勤などの生活に密着した県道、市町村道など数多くの要望が我々にも届いてお

り、道路整備の促進のためには暫定税率を今後も維持することが必要不可欠であ

る。

そのような中、先月の２３日に本県を始めとする、全国の都道府県議会議員が

集結し、「道路特定財源堅持を求める都道府県議会議員総決起大会」を開催し、

道路特定財源の暫定税率維持に関連する法案の年度内成立と同財源による「道路

の中期計画」の確実な実行を求める決議を行い、国政に強く要望したところであ

る。

仮に今通常国会で提出されている、道路特定財源の暫定税率延長などを盛り込

んだ予算関連法案が不成立となれば、必要な道路整備の遅延や休止などが見込ま

れるだけでなく、県民生活や経済活動へ多大な影響が出ることが懸念される。

よって、本議会は、県民と一体となり、生活を営んでいくための必要不可欠な

「生命線」である道路整備推進のため、道路特定財源の安定的な確保を求め、次

の事項について強く訴えていくことを決意する。

１ 道路特定財源諸税の暫定税率を延長するなど租税特別措置法等の改正手続き

を今年度内に確実に成立させること。

２ 地域の生活に密着した道路整備が安定的に実施されるよう、地方道路整備臨

時交付金制度を継続すること。

３ 県民が期待する道路整備を計画的かつ着実に進めるため、受益者負担による

合理的な制度である道路特定財源の趣旨を踏まえ、一般財源化することなく、

道路整備に充てること。

以上、決議する。

平成２０年２月２１日

宮 崎 県 議 会



宮 崎 県 行 政 に 係 る 基 本 的 な 計 画 の 議 決 等 に 関 す る 条 例

（ 目 的 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 九 十 六 条 第 二 項 の 規

定 に 基 づ き 、 県 行 政 に 係 る 基 本 的 な 計 画 の 策 定 等 に つ い て 議 会 の 議 決 事 件 と し て 定 め る

こ と 等 に よ り 、 計 画 の 策 定 段 階 か ら 議 会 が 積 極 的 な 役 割 を 果 た し 、 も っ て 県 民 の 視 点 に

立 っ た 透 明 性 の 高 い 県 行 政 の 計 画 的 か つ 効 果 的 な 推 進 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 「 基 本 的 な 計 画 」 と は 、 次 に 掲 げ る 県 の 計 画 （ 計 画 期 間 が 三 年

未 満 の も の を 除 く 。 ） を い う 。

一 県 行 政 の 全 般 に 係 る 政 策 及 び 施 策 の 基 本 的 な 方 向 を 総 合 的 か つ 体 系 的 に 定 め る 計 画

二 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 県 行 政 の 各 分 野 に お い て 県 民 生 活 に 密 接 に 関 わ る 政 策 及

び 施 策 の 基 本 的 な 方 向 を 体 系 的 に 定 め る 計 画 の う ち 、 県 行 政 運 営 上 特 に 重 要 な も の と

議 会 が 認 め る も の

（ 議 会 の 議 決 ）

第 三 条 知 事 そ の 他 の 執 行 機 関 （ 以 下 「 知 事 等 」 と い う 。 ） は 、 基 本 的 な 計 画 を 策 定 し 、

変 更 し 、 又 は 廃 止 す る と き は 、 議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な い 。

（ 議 会 へ の 報 告 ）

第 四 条 議 会 は 、 県 行 政 の 推 進 の た め に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 知 事 等 に 対 し 、 基 本
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的 な 計 画 に 係 る 実 施 状 況 に つ い て 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。

（ 知 事 等 へ の 意 見 ）

第 五 条 議 会 は 、 県 行 政 の 計 画 的 か つ 効 果 的 な 推 進 の た め に 新 た に 基 本 的 な 計 画 を 策 定 す

る 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 知 事 等 に 対 し 、 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。

２ 議 会 は 、 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 そ の 他 特 別 の 事 情 に よ り 、 策 定 さ れ て い る 基 本 的 な 計 画

を 変 更 し 、 又 は 廃 止 す る 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 知 事 等 に 対 し 、 意 見 を 述 べ る こ と

が で き る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 策 定 さ れ て い る 計 画 の う ち 、 宮 崎 県 総 合 計 画 は 第 二 条 第 一 号

に 規 定 す る 基 本 的 な 計 画 と 、 次 に 掲 げ る 計 画 は 同 条 第 二 号 に 規 定 す る 基 本 的 な 計 画 と み

な し て 、 第 三 条 （ 策 定 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 、 第 四 条 及 び 第 五 条 第 二 項 の 規 定 を 適 用 す

る 。
一 宮 崎 県 産 業 科 学 技 術 振 興 指 針

二 宮 崎 県 新 エ ネ ル ギ ー ビ ジ ョ ン

三 み や ざ き ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 促 進 基 本 方 針

四 み や ざ き 男 女 共 同 参 画 プ ラ ン

五 宮 崎 県 国 際 化 推 進 プ ラ ン
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六 宮 崎 県 人 権 教 育 ・ 啓 発 推 進 方 針

七 宮 崎 県 行 財 政 改 革 大 綱 二 〇 〇 七

八 宮 崎 県 地 域 福 祉 支 援 計 画

九 宮 崎 県 医 療 計 画

十 宮 崎 県 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画

十 一 次 世 代 育 成 支 援 宮 崎 県 行 動 計 画

十 二 宮 崎 の 就 学 前 教 育 す く す く プ ラ ン

十 三 ひ む か 青 少 年 プ ラ ン 二 十 一

十 四 宮 崎 県 環 境 基 本 総 合 計 画

十 五 宮 崎 県 森 林 ・ 林 業 長 期 計 画

十 六 宮 崎 県 観 光 ・ リ ゾ ー ト 振 興 計 画

十 七 第 六 次 宮 崎 県 農 業 ・ 農 村 振 興 長 期 計 画

十 八 宮 崎 県 水 産 業 ・ 漁 村 振 興 長 期 計 画

十 九 都 市 計 画 に 関 す る 基 本 方 針

二 十 宮 崎 県 景 観 形 成 基 本 方 針

二 十 一 宮 崎 の 教 育 創 造 プ ラ ン

二 十 二 宮 崎 県 生 涯 学 習 振 興 ビ ジ ョ ン

二 十 三 宮 崎 県 ス ポ ー ツ 振 興 基 本 計 画
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宮 崎 県 議 会 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

宮 崎 県 議 会 委 員 会 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
第 二 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 総 務 政 策 常 任 委 員 会

ア 県 民 政 策 部 に 関 す る 事 項

イ 総 務 部 に 関 す る 事 項

ウ 会 計 管 理 局 に 関 す る 事 項

エ 選 挙 管 理 委 員 会 に 関 す る 事 項

オ 人 事 委 員 会 に 関 す る 事 項

カ 監 査 委 員 に 関 す る 事 項

キ 一 般 会 計 に 属 す る 歳 入 予 算 及 び こ れ に 関 係 あ る 事 項

ク 他 の 常 任 委 員 会 の 所 管 に 属 し な い 事 項

二 厚 生 常 任 委 員 会

ア 福 祉 保 健 部 に 関 す る 事 項

イ 病 院 局 に 関 す る 事 項

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 常 任 委 員 会 の 委 員 長 、 副 委 員 長 又 は 委
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員 で あ る 者 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 下 欄 に 掲 げ る 常 任 委 員 会 の 委 員 長 、 副 委 員 長 又 は 委 員 に 選

任 さ れ た も の と み な す 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 選 任 さ れ た も の と み な さ れ る 者 の 任 期

は 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 宮 崎 県 議 会 委 員 会 条 例 （ 以 下 「 改 正 後 の 条 例 」 と い う 。 ）

第 七 条 又 は 第 九 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 施 行 の 日 に お け る 同 表 の 上 欄 に 掲 げ る 常 任 委 員

会 の 委 員 長 、 副 委 員 長 又 は 委 員 と し て の そ れ ぞ れ の 任 期 の 残 任 期 間 と 同 一 の 期 間 と す る 。

総 務 政 策 常 任 委 員 会 総 務 政 策 常 任 委 員 会

生 活 福 祉 常 任 委 員 会 厚 生 常 任 委 員 会

３ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 宮 崎 県 議 会 委 員 会 条 例 の 規 定 に よ る

常 任 委 員 会 で 審 査 さ れ 、 又 は 調 査 さ れ て い る 事 件 は 、 改 正 後 の 条 例 の 相 当 規 定 に よ り 当

該 事 件 を 所 管 す る こ と と な る 常 任 委 員 会 に そ れ ぞ れ 付 託 さ れ た も の と み な す 。
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宮 崎 県 議 会 常 任 委 員 会 委 員 の 定 数

宮 崎 県 議 会 委 員 会 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 七 号 ） 第 四 条

の 規 定 に よ り 、 宮 崎 県 議 会 常 任 委 員 会 委 員 の 定 数 を 次 の よ う に 定 め た 。

な お 、 宮 崎 県 議 会 常 任 委 員 会 委 員 の 定 数 （ 平 成 十 六 年 宮 崎 県 議 会 告 示

第 五 号 ） は 、 廃 止 す る 。

総 務 政 策 常 任 委 員 会 委 員 九 人

厚 生 常 任 委 員 会 委 員 九 人

商 工 建 設 常 任 委 員 会 委 員 九 人

環 境 農 林 水 産 常 任 委 員 会 委 員 九 人

文 教 警 察 企 業 常 任 委 員 会 委 員 九 人
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議 会 の 議 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

議 会 の 議 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 五 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 支 給 額 の 欄 中 「 一 〇 ， 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 二 ， 〇 〇

〇 円 」 を 「 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 三 ， 〇 〇 〇 円 」 を 「 八 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一

四 ， 〇 〇 〇 円 」 を 「 九 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 五 ， 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 〇 〇 〇

円 」 に 、 「 一 六 ， 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 七 ， 〇 〇 〇 円 」 を 「 一

二 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 八 ， 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 三 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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原油価格の高騰に伴う対策の強化・充実を求める意見書

不安定な中東情勢、中国等の経済発展に伴う需要拡大、投機的な先物投資など
を要因として原油価格が高騰している。ガソリンをはじめとする各種石油製品の
値上げにより、農林水産業、運輸業、中小企業等の経営が大きく圧迫されている
とともに、あらゆる分野において多大な影響を及ぼしている。
とりわけ、基幹産業である農林水産業については、小売り段階で価格が決定さ

れ、燃油価格等の上昇分を小売り価格に転嫁できないため、異常な価格高騰は、
自助努力の範ちゅうを超えており、その影響は一層深刻である。
よって、国においては、原油価格の高騰が経済や国民生活に及ぼす影響を最小

限にとどめるため、関係省庁間の連携による総合的な対策を講ずることはもとよ
り、抜本的な改善対策を検討するよう次の事項について強く要望する。

１ 石油製品の価格の適正化及び安定供給の確保について万全の対策を講じる
とともに、便乗値上げや不透明な価格設定が行われないよう、国内の石油元
売各社に対し調査・監視・指導を強化すること。

２ 農林漁業用の燃油について、経営コスト削減に向けた新たな取組みや燃油
使用量抑制のため省エネルギー設備・機械の導入に対する支援措置を講じる
とともに、省エネルギー化促進のための技術開発及び実用化を行うこと。

３ 運送業、建設業、医療・福祉関連業、生活衛生関連業などの業種について、
価格安定対策や金融支援策などの対策を講じること。

４ 中小企業の資金調達を円滑化するため、中小企業向け金融・信用補完の基
盤強化などに向けた財政支援対策を講じること。

５ 投機による石油価格の上昇を防ぐため、消費国における石油備蓄が十分な
量を維持できるよう、石油供給国に働きかけると同時に、ヘッジファンド等
に対する何らかの国際的規制の実施について、国際社会に提案すること。

６ ＩＥＡ、ＯＰＥＣ等の国際機関に対する働きかけを強め、国際的な連携に
よる原油価格の引き下げに努力すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年３月１９日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
内 閣 総 理 大 臣 福 田 康 夫 様
財 務 大 臣 額 賀 福志郎 様
農 林 水 産 大 臣 若 林 正 俊 様
経 済 産 業 大 臣 甘 利 明 様
国 土 交 通 大 臣 冬 柴 鐵 三 様
内閣府特命担当大臣

大 田 弘 子 様
（経済財政担当）
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配合飼料価格の高騰対策を求める意見書

本県の畜産業は、農業の基幹部門であり、生産者は安全・安心で品質の高い畜

産物を国民に供給することを理念として、生産者をはじめ畜産関係団体などが一

体となって産地づくりに取り組み、食料供給県としての役割を担っているところ

である。

しかしながら、最近の原油価格高騰を背景とした米国におけるバイオエタノー

ル需要増や、中国などの急速な経済成長に伴う穀物需要の増加などにより、配合

飼料価格が高騰しており、畜産農家の経営は大きな打撃を受けている。

このような状況の中、生産者においては自給飼料生産の拡大や省エネ対策の実

施など、生産性の向上等経営の効率化に努めているところであるが、経営努力に

よるコストの吸収は限界に達している。

よって、国においては、先般決定された平成２０年度畜産・酪農対策の早期執

行と畜産経営の安定及び国産畜産物の安定的な供給を図るため、次の事項につい

て対策を講じるよう強く要望する。

記

１ 海外に依存しない畜産の生産基盤確立のため、飼料米等自給飼料生産の拡

大や未利用資源の利活用に係る施策の充実強化を図ること。

２ 飼料価格の安定対策と配合飼料価格安定制度の一層の充実・強化を図るこ

と。

３ 国産畜産物の安定生産を確保するため、一定の所得を補償するなど、畜産

経営安定制度の創設を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年３月１９日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内閣総理大臣 福 田 康 夫 様

農林水産大臣 若 林 正 俊 様
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在沖米海兵隊員による少女暴行事件等に関する意見書

去る２月１０日午後１０時３５分ごろ、沖縄本島において、在沖米海兵隊キャ

ンプ・コートニー所属隊員による少女暴行事件が発生した。

女性に対する暴行は、肉体的、精神的苦痛を与えるだけではなく、人間として

の尊厳をじゅうりん否定する極めて悪質な犯罪であり、沖縄県民はもとより、国

民に強い怒りと多大な不安を与えている。

特に、被害者が無抵抗な女子中学生であることを考えれば断じて許すことがで

きない卑劣な行為である。

これまでも、米軍人・軍属等による事件・事故が発生するたびに綱紀粛正、再

発防止及び関係者への教育等を徹底するよう米軍等に強く申し入れられている

が、それにもかかわらず、今回、またもやこのような事件が発生したことに対し

激しい憤りを禁じ得ない。

このような悪質で凶悪な事件が依然として後を絶たないことを考えると、米軍

の綱紀粛正への取り組みや軍人への教育のあり方に疑問を抱かざるを得ない。

よって、国においては、国民の人権・生命・財産を守る立場から、今回の事件

に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要望

する。

記

１ 被害者及び家族への謝罪及び補償など十分な配慮を講じること。

２ 目に見える形で、米軍人の綱紀粛正及び教育を徹底的に行うなど、実効性

のある具体的な再発防止策について万全を期すこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年３月１９日

宮 崎 県 議 会

内 閣 総 理 大 臣 福 田 康 夫 様

外 務 大 臣 高 村 正 彦 様

防 衛 大 臣 石 破 茂 様

内閣府特命担当大臣
岸 田 文 雄 様

(沖縄及び北方対策)
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海上自衛隊イージス艦「あたご」による衝突事故の原因究明と再発

防止策を講じること等を求める意見書

２月１９日午前４時過ぎ、海上自衛隊のイージス艦「あたご」と千葉県新勝浦

市漁業協同組合所属の漁船「清徳丸」が、千葉県野島崎の南約４２キロメートル

の沖合いで衝突するという重大事故が発生した。

連日に及ぶ必死の捜索にもかかわらず、「清徳丸」の乗組員である親子２名は

依然として行方不明である。親族及び関係者の心労、嘆きは想像するに難くない

ところであり、この悲惨な事故は、漁業関係者を初めとし、国民に大きな衝撃を

与えている。

海上自衛隊艦艇による海難事故は、昭和６３年７月２３日、東京湾横須賀沖で

潜水艦「なだしお」と大型遊漁船「第一富士丸」の衝突により３０人が死亡した

事故があり、当時の裁判では「なだしお」の回避が遅れたことが主因とされたと

ころである。

海上自衛隊はこのときの教訓を生かし、安全航行に万全を期すべきであったに

もかかわらず、漁船が多く行き交う漁業者の主要漁場において、今回の衝突事故

を発生させたその責任はまことに重大と言わざるを得ない。

よって国においては、下記事項について特段の措置がされるよう強く要望する。

記

１ 引き続き、衝突事故の徹底した原因究明と万全の再発防止策を講じること。

２ 漁船の操業の安全確保に万全を期すこと。

３ 被害家族及び関係者への謝罪及び補償など十分な配慮を講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年３月１９日

宮 崎 県 議 会

内閣総理大臣 福 田 康 夫 様

農林水産大臣 若 林 正 俊 様

国土交通大臣 冬 柴 鐵 三 様

防 衛 大 臣 石 破 茂 様
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ＢＳＥ対策に関する意見書

平成１３年に我が国で初めてＢＳＥ（牛海綿状脳症）が確認されて以来、国民

の国産牛肉に対する不安を解消するため、地方自治体においては、国の全額補助

を受け、ＢＳＥ全頭検査を実施してきたところである。

こうしたなか、国においては、全頭検査を緩和する食品安全委員会の答申を受

け、平成１７年に、ＢＳＥ検査の対象月齢を２１ヶ月齢以上とし、地方自治体が

行う２０ヶ月齢以下の牛の自主的な検査については、最長で３年間の経過措置と

して補助してきたが、平成２０年７月をもって、この補助を廃止する旨の通知を

平成１９年に行ったところである。

しかしながら、ＢＳＥについては依然として未解明な部分が多く、また、国の

全額補助が終了し、地方自治体ごとにＢＳＥ検査の対象が異なる状況となれば、

畜産県である当県をはじめ、生産者や消費者に多大な不安を与え、生産・流通の

現場に大きな混乱を生じさせる恐れがある。

よって、国におかれては、国産牛肉に対する安心と安全を確保するため、ＢＳ

Ｅの発生原因、感染経路及び発症のメカニズムの一層の解明に努められるととも

に、国民の十分な理解が得られるまで、ＢＳＥ全頭検査に係る地方自治体への全

額補助を継続されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年３月１９日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 河 野 洋 平 様

参議院議長 江 田 五 月 様

内閣総理大臣 福 田 康 夫 様

財 務 大 臣 額 賀 福志郎 様

厚生労働大臣 舛 添 要 一 様

農林水産大臣 若 林 正 俊 様
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中小企業底上げ対策の一層の強化を求める意見書

現下の中小企業を取り巻く経営環境は厳しいものがある。特に、最近における

原油、原材料の高騰は、中小企業の経営に深刻な影響を与える一方で、それに伴

い増大するコストの販売価格等への転嫁が現実的に困難な状況であるなど、中小

企業はいまや危機的状況にあるといっても過言ではない。

こうした状況に鑑み、昨年１２月、福田総理は｢原油高騰・下請中小企業に関

する緊急対策関係閣僚会議｣を２回開催し、関係省庁に対して、原油高騰の影響

を受ける中小企業に対する所要の緊急対策実施を指示したところである。

深刻な影響を蒙る中小企業に対しての一連の緊急措置については一定の評価を

するものの、今回の措置が一時しのぎの対策に終始しないよう、今後は、中小企

業に対する金融支援策の強化や経営指導を効果的に行う相談窓口体制の構築など、

一段と踏み込んだ対策を講じることが必要である。

我が国企業の９９％を占め、日本経済を下支えする中小企業が健全な経営環境

を取り戻し、地域経済の発展に寄与できるよう、国におかれては、下記の事項に

ついて前向きに取り組み、中小企業底上げ対策を一層強化されるよう強く要望す

る。

記

１ 中小・小規模企業者への金融支援を総合的に行うための法制度を早期に整備

すること。

２ 各省庁ごとに数多くある中小企業相談窓口を一本化すること。

３ 公正な取引を実現するため、｢下請代金支払遅延等防止法｣が遵守されるよう

指導を強化すること。

４ ｢下請適正取引等の推進のためのガイドライン｣の周知徹底に努めること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年３月１９日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 河 野 洋 平 様

参議院議長 江 田 五 月 様

内閣総理大臣 福 田 康 夫 様

経済産業大臣 甘 利 明 様
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地上デジタルテレビ放送の受信対策の推進を求める意見書

地上デジタルテレビ放送については、視聴可能地域が広がってきており、関係
者においては、平成１９年１１月に策定された｢デジタル放送推進のための行動
計画（第８次）｣に基づき、平成２３年７月のアナログ放送終了期限に向けた取
組が現在進められている。
しかしながら、これまで７次にわたり策定された行動計画により、関係者が一

体となって地上デジタルテレビ放送の普及に取り組まれてきたものの、残された
期間において地上デジタルテレビ放送への完全移行に当たっては、多くの課題が
指摘されている。
とりわけ、視聴者の負担問題については、経済的理由等によりデジタル放送を

視聴するための機器が購入できないいわゆる｢経済弱者｣への支援策を講じること
が求められおり、また、地上デジタルテレビ放送について一層の周知を図ってい
くことも必要である。
よって、国におかれては、平成２０年度予算案に計上された地上デジタルテレ

ビ放送関係予算の着実な執行と併せ、下記事項について、国を挙げて取り組んで
いただくよう強く要望する。

記

１ 視聴者側の受信環境整備に伴う負担軽減のための方策を強力に進めること。
特に、経済弱者への支援策について、早急に内容を検討し決定すること

２ 今後、地上デジタルテレビ放送に関する相談が飛躍的に増加することが見込
まれるため、各県ごとに｢地域相談・対策センター｣を整備し、一層の周知と地
域の事情に即した受信相談に対応できる体制を確保すること。

３ デジタル中継局整備や辺地共聴施設整備について、地方自治体の過度の負担
とならないよう放送事業者等との調整を図るとともに、地方自治体が負担する
場合の支援策についても新設を含め拡充すること。

４ 山間部など地理的条件によって難視聴となる地域の実情を考慮の上、良好な
受信環境の整備を図り、情報格差が生じないよう努めること。

５ 高層建築物等による受信障害のある地域についても、良好な受信環境の整備
を図り、視聴者間の不公平が生じないよう努めること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年３月１９日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
内 閣 総 理 大 臣 福 田 康 夫 様
総 務 大 臣 増 田 寛 也 様
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療養病床の再編計画に関する意見書

「医療制度改革関連法」が成立し、政府は平成２４年度までに、介護療養病床

（１３万床）を全廃し、同時に医療療養病床（２５万床）を約１５万床に削減す

る方針を打ち出している。

本県には、平成１９年１２月現在５，２５２床の療養病床があるが、厚生労働

省の算定式（数値目標の参酌標準）によって計算した場合には、大幅な削減・転

換は避けられないと見込まれる。しかし、現在示されている補助内容では、施設

転換が促進されるとは言い難く、このままではいわゆる医療難民、介護難民が大

量に生じることが懸念されるところである。

また、本県が療養病床を持つすべての医療機関を対象に実施した「転換意向調

査」では、厚生労働省の算定式と現場の意向との間には、大きな乖離が生じてお

り、さらに、入院患者の病状や介護は重く、早々には対応が困難な状況にあるこ

とから、支援措置の充実・強化が喫緊の課題である。

加えて、療養病床から介護施設等への転換が進むと、国の財政負担が軽減され

る一方で、都道府県や市町村及び医療機関等の費用負担が増加することが明らか

である。

よって、国におかれては、次の事項について万全の措置を講ずるよう強く要望

する。

１ 療養病床の再編にあたっては、各都道府県の実情と医療機関の意向を十分に

考慮し、いわゆる医療難民、介護難民を出すことのないよう必要な支援措置を

講じること。

２ 療養病床の再編にあたっては、国の責任において十分な財政措置を講じること。

３ 病床数の数値目標の設定や実現に向けた諸施策に関しては、再度、目標値の

参酌標準を見直す等、地域の実情を踏まえ、地方自治体の裁量が十分に発揮

できるようにすること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年３月１９日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内閣総理大臣 福 田 康 夫 様

厚生労働大臣 舛 添 要 一 様
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（中野広明、満行両議員）

議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第51号上程

知事提案理由説明

議長不信任動議追加上程

提案理由説明（権藤議員）

２月21日 木 本 会 議
質疑（坂元、星原、緒嶋各議員）

議長不信任動議採決（否決）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号追加上程

提案理由説明（横田議員）

討論（議員発議案第１号に反対）（井上議員）

討論（議員発議案第１号に賛成）（井本議員）

討論（議員発議案第１号に反対）（前屋敷議員）

討論（議員発議案第１号に賛成）（松田議員）

採決（議員発議案第１号）（可決）

２月22日 金 休 会 （議案調査）

２月23日 土

２月24日 日

２月25日 月
休 会 （議案調査）

２月26日 火

２月27日 水
代表質問（自由民主党・星原 透議員、

自由民主党・野辺修光議員）

２月28日 木 本 会 議
代表質問（社会民主党宮崎県議団・満行潤一議員、

愛みやざき・西村 賢議員）

２月29日 金
代表質問（公明党宮崎県議団・長友安弘議員、

民主党宮崎県議団・権藤梅義議員）

３月１日 土

３月２日 日
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

３月３日 月 一般質問（高橋、萩原、宮原、川添、河野安幸各議員）

３月４日 火 一般質問（外山良治、横田、外山 衛、中野広明各議員）

本 会 議 一般質問（徳重、田口、図師、黒木覚市各議員）

３月５日 水 議案に対する質疑（議案第１号）（前屋敷議員）

議案・請願委員会付託

３月６日 木
休 会 常任委員会（補正）

３月７日 金

３月８日 土

３月９日 日

常任委員長審査結果報告（議案第38号～第51号）

討論（議案第38号、第42号、第45号、第50号に反対）

（前屋敷議員）

３月10日 月 本 会 議
採決（議案第38号、第42号、第45号、第50号）（可決）

採決（議案第39号～第41号、第43号、第44号、第46号～第49

号、第51号）（可決）

議案第52号追加上程

知事提案理由説明

３月11日 火

３月12日 水
休 会 常任委員会（当初）

３月13日 木

３月14日 金

３月15日 土

３月16日 日

３月17日 月
休 会

特別委員会

３月18日 火 （議事整理）

常任委員長審査結果報告（議案第１号～第37号並びに請願）

討論（議案第18号に反対）（外山良治議員）

討論（議案第１号に反対）（井上議員）

３月19日 水 本 会 議 討論（議案第１号、第22号、第25号、第30号、第35号～第37

号に反対、請願第５号、第６号の継続審査に反対）（前屋敷

議員）

採決（議案第１号）（可決）
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採決（議案第18号）（可決）

採決（議案第22号、第25号、第30号、第35号～第37号）（可

決）

採決（議案第２号～第17号、第19号～第21号、第23号、

第24号、第26号～第29号、第31号～第34号）（可決）

採決（継続審査・調査案件）（委員長の申し出のとおり決

定）

３月19日 水 本 会 議 議案第52号採決（同意）

特別委員長調査結果報告

議員発議案送付の通知

議員発議案第２号～第13号追加上程

議員発議案第２号提案理由説明（野辺議員）

採決（議員発議案第２号）（可決）

採決（議員発議案第３号～第13号）（可決）

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 坂 口 博 美

宮 崎 県 議 会 副 議 長 中 村 幸 一

宮 崎 県 議 会 議 員 中 野 明

宮 崎 県 議 会 議 員 満 行 潤 一


